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続
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の
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）

刑
事
手
続
改
革
と
裁
判
所
の
役
割
の
変
容

設

　
　楽

　
　裕

　
　文

一
　
は
じ
め
に

二
　
刑
事
手
続
改
革
の
概
要

三
　
証
拠
収
集
等
へ
の
協
力
及
び
訴
追
に
関
す
る
合
意
（
日
本
型
合
意
）

四
　
裁
判
所
の
役
割
の
変
容

五
　
む
す
び
に

一
　
は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
刑
事
手
続
改
革
と
そ
れ
に
よ
る
裁
判
所
の
役
割
の
変
容
と
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
刑
事
手
続
等
の
在
り
方
に
つ
い

論
　
説

九



て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
最
近
、「
司
法
取
引
」
と
し
て
導
入
さ
れ
た
「
証
拠
収
集
等
へ
の
協
力
及
び
訴
追
に
関
す
る
合
意
」

（
本
稿
で
は
、「
日
本
型
合
意
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
あ
る
）
に
重
点
を
置
く
。
日
本
型
合
意
に
つ
い
て
の
改
正
刑
事
訴
訟
法
は
二
〇
一
八
年
六
月
一

日
に
施
行
さ
れ
、
そ
の
後
、
七
月
に
入
っ
て
、
東
京
地
検
特
捜
部
の
担
当
す
る
不
正
競
争
防
止
法
違
反
事
件
に
つ
き
初
め
て
日
本
型
合
意

が
な
さ
れ
た
旨
の
報
道
が
さ
れ
て
い
る
（
さ
ら
に
そ
の
後
、
一
一
月
に
入
っ
て
、
二
例
目
の
「
司
法
取
引
」
が
な
さ
れ
た
旨
の
報
道
が
さ
れ
て
い
る
（
１
）

）。

「
司
法
取
引
」
は
ま
さ
に
「
ホ
ッ
ト
な
話
題
」
で
あ
る
。

本
稿
の
成
立
経
緯
に
つ
い
て
一
言
述
べ
る
。
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
五
月
に
刑
事
法
研
究
会
（
日
本
大
学
法
学
部
）
に
お
い
て
筆
者
が

行
っ
た
報
告
「
日
本
に
お
け
る
刑
事
手
続
の
傾
向
と
裁
判
所
の
役
割
等
の
変
容
」
を
基
に
し
て
い
る
。
筆
者
の
従
来
の
研
究
テ
ー
マ
の
多

く
は
刑
法
理
論
学
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
実
務
か
ら
離
れ
て
久
し
く
、
刑
事
訴
訟
法
全
体
に
関
わ
る
テ
ー
マ
で
報
告
す
る
こ
と
に
は
躊

躇
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
刑
事
法
研
究
会
の
報
告
の
際
、
豊
富
な
検
察
実
務
経
験
の
あ
る
会
員
、
現
役
弁
護
士
の
会
員
を
含
む
出
席
者

か
ら
貴
重
な
意
見
を
多
数
頂
戴
し
、
少
し
ば
か
り
自
信
を
得
た
ほ
か
に
、「
司
法
取
引
」
が
重
要
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て

考
慮
し
、
早
期
に
本
稿
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
内
容
は
誠
に
雑
駁
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
報
告
の
際
の
議
論

の
促
進
を
意
図
し
て
、
か
な
り
激
し
い
調
子
の
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
読
者
諸
賢
の
御
海
容
を
こ
い
願
う
し
か
な

い
。

二
　
刑
事
手
続
改
革
の
概
要

現
行
刑
事
訴
訟
法
（
一
九
四
八
年
成
立
、
一
九
四
九
年
施
行
）
は
、「
職
権
主
義
と
当
事
者
主
義
の
日
本
的
ミ
ッ
ク
ス
」
と
で
も
い
え
る
も

一
〇



刑
事
手
続
改
革
と
裁
判
所
の
役
割
の
変
容
（
設
楽
）

の
で
あ
り
、
現
実
に
は
、
職
権
主
義
的
な
刑
事
手
続
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
２
）

。
刑
事
手
続
の
基
本
的
ス
タ
イ
ル
は
、
司
法
警
察
職
員

や
検
察
官
が
捜
査
を
行
っ
て
証
拠
を
収
集
・
保
全
し
、
検
察
官
が
起
訴
す
る
か
否
か
を
判
断
し
、
公
判
請
求
の
場
合
は
、
起
訴
状
一
本
主

義
の
も
と
、
裁
判
官
は
、
予
断
を
抱
く
こ
と
な
く
公
判
廷
に
臨
み
、
法
定
の
証
拠
調
べ
手
続
を
経
た
証
拠
に
よ
り
有
罪
・
無
罪
の
判
断
を

す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
捜
査
の
中
心
を
占
め
る
も
の
は
、
被
疑
者
や
関
係
者
（
被
害
者
、
目
撃
者
な
ど
）
を
取
り
調
べ
て

供
述
を
得
、
供
述
調
書
（
供
述
録
取
書
）
と
い
っ
た
書
面
に
し
て
証
拠
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
検
察
官
の
面
前
に
お
け
る
供

述
を
録
取
し
た
書
面
（
検
面
調
書
）
の
証
拠
価
値
は
高
く
、
例
え
ば
、
目
撃
者
が
検
察
官
の
取
調
べ
の
際
に
は
Ｘ
が
犯
人
で
あ
る
旨
の
供

述
を
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
判
廷
で
の
証
人
尋
問
の
際
に
Ｘ
は
犯
人
で
は
な
い
旨
証
言
し
た
場
合
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
（
刑
事
訴
訟
法
三
二
一
条
一
項
二
号
─
以
下
、
同
法
の
条
数
を
引
用
す
る
際
に
は
「
刑
事
訴
訟
法
」
を
省
略
す
る
）。
ま
た
、
被
疑

者
・
被
告
人
の
供
述
調
書
は
、
不
利
益
な
事
実
の
承
認
（
自
白
を
含
む
）
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
（
三
二
二
条
一
項
、
た
だ
し
、
三
一
九
条
一
項
に
よ
り
、「
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑
い
の
あ
る
自
白
」
は
証
拠
と
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
）。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
捜
査
官
が
被
疑
者
を
取
り
調
べ
て
自
白
を
獲
得
し
、
い
わ
ゆ
る
「
自
白
調
書
」
を
作
成
す
る

こ
と
に
熱
心
に
な
る
の
も
や
む
を
え
な
い
と
い
え
る
（
３
）

。
そ
し
て
、
裁
判
官
と
同
様
に
刑
事
司
法
の
専
門
家
で
あ
る
検
察
官
が
収
集
・
保
全

し
た
証
拠
に
基
づ
い
て
「
こ
の
被
疑
者
は
有
罪
で
あ
る
か
ら
起
訴
し
よ
う
」
と
判
断
し
起
訴
し
た
以
上
、
裁
判
官
が
異
な
っ
た
判
断
を
す

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
の
が
日
本
の
刑
事
訴
訟
の
現
実
の
姿
と
な
っ
た
。
ま
た
、
被
害
者
は
、
捜
査
官
に
よ
り
供
述
録
取
書

が
作
成
さ
れ
れ
ば
放
置
さ
れ
、
被
告
人
、
弁
護
人
が
被
害
者
の
供
述
調
書
の
信
用
性
を
争
っ
た
り
し
な
け
れ
ば
、
法
廷
で
証
言
す
る
こ
と

も
な
く
、
被
害
弁
償
を
求
め
る
な
ら
弁
護
士
に
依
頼
す
る
な
ど
し
て
自
力
で
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
刑
事
訴
訟
は
公
の

秩
序
維
持
の
た
め
の
法
で
あ
る
刑
法
の
適
用
に
つ
い
て
審
理
す
る
場
で
あ
り
、
被
害
者
は
、
い
わ
ば
「
蚊
帳
の
外
」
に
置
か
れ
、
せ
い
ぜ

一
一



い
傍
聴
席
で
傍
聴
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
〇
年
以
降
、
刑
事
手
続
は
大
幅
に
改
革
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
①
国
民
の
刑
事
司
法
へ
の
参
加
、
②
被
害
者
の
刑
事
訴
訟
へ
の
参

加
、
③
司
法
取
引
（
合
意
）、
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
は
、
裁
判
員
制
度
の
設
立
及
び
検
察
審
査
会
の
権
限
の
拡
充
（
起
訴
議
決
制
度
の
導

入
）
を
意
味
し
、
②
は
、（
ⅰ
）
被
害
者
参
加
制
度
、（
ⅱ
）
刑
事
和
解
制
度
、（
ⅲ
）
損
害
賠
償
命
令
制
度
（（
ⅱ
）（
ⅲ
）
に
つ
い
て
は
、
犯
罪

被
害
者
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
〔
以
下
、「
犯
罪
被
害
者
保
護
法
」〕
一
九
条
以
下
参
照
）
の
設

立
を
意
味
し
、
③
は
、
証
拠
収
集
等
へ
の
協
力
及
び
訴
追
に
関
す
る
合
意
の
導
入
を
意
味
す
る
。

年
表
風
に
記
述
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

二
〇
〇
〇
年
　�

　
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
（
二
九
二
条
の
二
の
新
設
）
に
よ
り
、
被
害
者
等
（
二
九
〇
条
の
二
第
一
項
）
に
よ
る
公
判
廷
で

の
意
見
陳
述
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

犯
罪
被
害
者
保
護
法
に
よ
り
、
刑
事
和
解
制
度
が
導
入
さ
れ
る
。

二
〇
〇
四
年
　�

　
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
が
成
立
し
、
検
察
審
査
会
法
の
改
正
に
よ
り
起
訴
議
決
制
度
が
導

入
さ
れ
る
（
い
ず
れ
も
施
行
は
二
〇
〇
九
年
五
月
一
日
）。

二
〇
〇
七
年
　�

　
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
（
三
一
六
条
の
三
三
な
い
し
三
一
六
条
の
三
九
の
新
設
）
に
よ
り
、
被
害
者
参
加
制
度
が
導
入
さ

れ
る
。

犯
罪
被
害
者
保
護
法
の
改
正
に
よ
り
、
損
害
賠
償
命
令
制
度
が
導
入
さ
れ
る
。

二
〇
〇
九
年
　�

　
八
月
に
初
の
裁
判
員
裁
判
の
公
判
が
開
か
れ
る
。

二
〇
一
六
年
　�

　
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
（
三
五
〇
条
の
二
な
い
し
三
五
〇
条
の
一
五
の
新
設
等
）
に
よ
り
、
証
拠
収
集
等
へ
の
協
力
及
び

一
二



刑
事
手
続
改
革
と
裁
判
所
の
役
割
の
変
容
（
設
楽
）

訴
追
に
関
す
る
合
意
（
日
本
型
合
意
）
が
導
入
さ
れ
る
（
施
行
は
二
〇
一
八
年
六
月
一
日
）。

ま
た
、
改
革
に
よ
る
変
容
の
内
容
を
図
式
的
に
記
述
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

検
察
官
、
裁
判
官
中
心
の
刑
事
司
法

国
民
の
参
加
す
る
刑
事
司
法

被
害
者
を
蚊
帳
の
外
に
置
く
刑
事
手
続

�

被
害
者
の
参
加
を
認
め
、
被
害
回
復
に
向
け

ら
れ
た
刑
事
手
続

捜
査
官
の
一
方
的
な
取
調
べ
に
よ
り
供
述
証
拠
を
得
る
こ
と
を
重
視
す
る
刑
事
手
続

�

被
疑
者
と
の
交
渉
・
取
引
に
よ
り
形
成
さ
れ

た
供
述
を
証
拠
と
す
る
刑
事
手
続

三
　
証
拠
収
集
等
へ
の
協
力
及
び
訴
追
に
関
す
る
合
意
（
日
本
型
合
意
）

１
　
そ
の
導
入
ま
で

日
本
型
合
意
導
入
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
厚
生
労
働
省
元
局
長
無
罪
事
件
の
捜
査
に
関
わ
っ
た
大
阪
地
検
特
捜
部
検

察
官
に
よ
る
証
拠
隠
滅
事
件
（
及
び
そ
の
上
司
で
あ
る
検
察
官
の
犯
人
隠
避
事
件
）
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
検
察
へ
の
信

頼
の
回
復
を
図
る
べ
く
、
検
察
の
在
り
方
を
検
討
し
、
改
革
策
を
法
務
大
臣
に
提
言
さ
せ
る
た
め
に
、
二
〇
一
〇
年
に
、
法
務
大
臣
の
私

的
諮
問
機
関
と
し
て
、「
検
察
の
在
り
方
検
討
会
議
」
が
設
立
さ
れ
た
。

右
検
討
会
議
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
に
、「
検
察
の
再
生
に
向
け
て
」
と
題
す
る
法
務
大
臣
に
対
す
る
提
言
を
ま
と
め
た
。
こ
の
提
言

は
、
検
察
の
使
命
・
役
割
と
検
察
官
の
倫
理
、
検
察
官
の
人
事
・
教
育
、
検
察
の
組
織
と
チ
ェ
ッ
ク
体
制
、
検
察
に
お
け
る
捜
査
・
公
判

一
三



の
在
り
方
か
ら
成
る
本
文
三
五
頁
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
の
「
検
察
に
お
け
る
捜
査
・
公
判
の
在
り
方
」
で
は
、「
新
た
な
刑
事
司
法

制
度
の
構
築
に
向
け
た
検
討
を
開
始
す
る
必
要
性
」
に
関
し
、
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
捜
査
・
公
判
が
取
調
べ
と
供
述
調
書
に
依
存
す
る
構

造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
検
察
官
は
捜
査
段
階
で
の
供
述
調
書
の
作
成
に
力
を
注
が
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
、「
密
室
」
に
お

け
る
追
及
的
な
取
調
べ
と
供
述
調
書
に
過
度
に
依
存
し
た
捜
査
・
公
判
を
今
後
も
続
け
る
こ
と
は
、
時
代
の
流
れ
に
乖
離
し
、
刑
事
司
法

が
国
民
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
い
事
態
を
も
招
き
か
ね
な
い
の
で
、
国
民
の
安
全
・
安
心
を
守
り
つ
つ
、
冤
罪
を
生
ま
な
い
捜
査
・
公
判

を
実
現
す
る
に
は
、
追
及
的
な
取
調
べ
に
よ
ら
ず
に
供
述
や
客
観
的
証
拠
を
収
集
で
き
る
仕
組
み
を
早
急
に
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
り
、
必
要
な
改
革
の
一
つ
と
し
て
「
供
述
人
に
真
実
の
供
述
を
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
仕
組
み
や
虚
偽
供
述
に
対
す
る

制
裁
を
設
け
て
よ
り
的
確
に
供
述
証
拠
を
収
集
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」
が
検
討
会
議
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

右
提
言
を
受
け
て
、
法
務
大
臣
は
、
二
〇
一
一
年
五
月
に
、
諮
問
第
九
二
号
を
法
制
審
議
会
に
発
し
た
。
こ
の
諮
問
は
、「
近
年
の
刑

事
手
続
を
め
ぐ
る
諸
事
情
に
鑑
み
、
時
代
に
即
し
た
新
た
な
刑
事
司
法
制
度
を
構
築
す
る
た
め
、
取
調
べ
及
び
供
述
調
書
に
過
度
に
依
存

し
た
捜
査
・
公
判
の
在
り
方
の
見
直
し
や
、
被
疑
者
の
取
調
べ
状
況
を
録
音
・
録
画
の
方
法
に
よ
り
記
録
す
る
制
度
の
導
入
な
ど
、
刑
事

の
実
体
法
及
び
手
続
法
の
整
備
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
御
意
見
を
承
り
た
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

右
諮
問
に
答
え
る
べ
く
、
法
制
審
議
会
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
に
、「
新
時
代
の
刑
事
司
法
制
度
特
別
部
会
」
を
設
置
し
、
こ
の
特
別

部
会
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
に
、「
時
代
に
即
し
た
新
た
な
刑
事
司
法
制
度
の
基
本
構
想
」
を
ま
と
め
た
。
こ
の
基
本
構
想
は
、
本
文

三
六
頁
の
も
の
で
あ
り
、「
時
代
に
即
し
た
新
た
な
刑
事
司
法
制
度
を
構
築
す
る
た
め
検
討
す
る
べ
き
具
体
的
方
策
」
と
し
て
、
取
調
べ

の
録
音
・
録
画
制
度
、
刑
の
減
免
制
度
、
協
議
・
合
意
制
度
、
刑
事
免
責
制
度
、
通
信
・
会
話
傍
受
等
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
身
柄
拘
束

の
在
り
方
（
必
要
性
の
な
い
身
柄
拘
束
の
回
避
、
身
柄
拘
束
が
被
疑
者
の
自
白
に
向
け
ら
れ
た
不
当
な
圧
力
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
防
ぐ
制
度
）、
弁
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護
人
に
よ
る
援
助
の
充
実
化
、
証
拠
開
示
制
度
、
犯
罪
被
害
者
等
及
び
証
人
を
支
援
・
保
護
す
る
た
め
の
方
策
の
拡
充
、
公
判
廷
に
顕
出

さ
れ
る
証
拠
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
担
保
す
る
た
め
の
方
策
等
、
自
白
事
件
を
簡
易
迅
速
に
処
理
す
る
た
め
の
手
続
の
在
り
方
に

言
及
し
て
い
る
。
こ
の
協
議
・
合
意
制
度
は
、「
検
察
官
が
弁
護
人
と
の
間
で
、
被
疑
者
に
お
い
て
他
人
の
犯
罪
事
実
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
の
協
力
を
す
る
こ
と
と
引
換
え
に
、
検
察
官
の
裁
量
の
範
囲
内
で
、
処
分
又
は
量
刑
上
の
明
確
な
恩
典
を
付
与
す
る
こ
と
に
合
意
で

き
る
と
す
る
制
度
」、
す
な
わ
ち
、
捜
査
・
公
判
協
力
型
協
議
・
合
意
制
度
で
あ
る
。
自
己
負
罪
型
の
協
議
・
合
意
制
度
は
、
経
済
犯
罪

や
薬
物
犯
罪
の
上
位
者
の
検
挙
・
処
罰
に
資
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
ご
ね
得
」
を
招
い
て
、
結
果
と
し
て
被
疑
者
に
大
き
く
譲
歩
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
り
、
事
案
の
解
明
や
真
犯
人
の
適
正
な
処
罰
を
困
難
に
す
る
と
の
意
見
が
強
か
っ
た
た
め
、
捜
査
・
公
判
協
力
型
協
議
・

合
意
制
度
の
検
討
を
先
行
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
（
４
）

。

右
特
別
部
会
は
、
二
〇
一
四
年
七
月
に
「
新
た
な
刑
事
司
法
制
度
の
構
築
に
つ
い
て
の
調
査
審
議
の
結
果
（
案
）」
を
ま
と
め
て
、
こ

れ
を
法
制
審
議
会
に
報
告
し
、
こ
の
案
は
、
二
〇
一
四
年
九
月
に
、
法
制
審
議
会
（
総
会
）
で
採
択
さ
れ
て
、
法
務
大
臣
に
答
申
さ
れ
た
。

こ
の
中
で
は
、
捜
査
・
公
判
協
力
型
協
議
・
合
意
制
度
の
概
要
が
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
（
な
お
、
こ
の
「
審
議
の
結
果
」
に
は

「
要
綱
（
骨
子
）」
が
添
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
よ
り
具
体
的
な
事
項
─
後
の
刑
事
訴
訟
法
第
四
章
の
規
定
に
概
ね
相
当
す
る
も
の
─
が
示

さ
れ
て
い
る
）。

・
検
察
官
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
と
の
間
で
、
被
疑
者
・
被
告
人
が
他
人
の
犯
罪
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
真
実
の
供
述
そ
の
他
の
行
為
を
す
る
旨
及
び
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
検
察
官
が
被
疑
事
件
・
被
告
事
件
に
つ
い
て
不
起

訴
処
分
、
特
定
の
求
刑
そ
の
他
の
行
為
を
す
る
旨
を
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
合
意
を
す
る
に
は
弁
護
人
の
同
意
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
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・
こ
の
制
度
の
対
象
犯
罪
は
、
一
定
の
財
政
経
済
関
係
犯
罪
及
び
薬
物
銃
器
犯
罪
と
す
る
。

・
合
意
を
す
る
た
め
必
要
な
協
議
は
、
原
則
と
し
て
、
検
察
官
と
被
疑
者
・
被
告
人
及
び
弁
護
人
と
の
間
で
行
う
も
の
と
す
る
。

・
検
察
官
は
、
送
致
事
件
等
の
被
疑
者
と
の
間
で
協
議
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
前
に
司
法
警
察
員
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
。
検
察
官
は
、
他
人
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
の
捜
査
の
た
め
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
協
議
に
お
け
る
必
要
な
行
為

を
司
法
警
察
員
に
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

・
被
告
事
件
に
つ
い
て
の
合
意
が
あ
る
と
き
又
は
合
意
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
た
証
拠
が
他
人
の
刑
事
事
件
の
証
拠
と
な
る
と
き
は
、
検

察
官
は
、
合
意
に
関
す
る
書
面
の
取
調
べ
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
後
に
合
意
の
当
事
者
が
合
意
か
ら
離
脱

し
た
と
き
は
、
離
脱
書
面
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

・
合
意
の
当
事
者
は
、
相
手
方
当
事
者
が
合
意
に
違
反
し
た
と
き
そ
の
他
一
定
の
場
合
に
は
、
合
意
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
。

・
検
察
官
が
合
意
に
違
反
し
て
公
訴
権
を
行
使
し
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
判
決
で
当
該
公
訴
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と

す
る
。
検
察
官
が
合
意
に
違
反
し
た
と
き
は
、
協
議
に
お
い
て
被
疑
者
・
被
告
人
が
し
た
他
人
の
犯
罪
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の
供
述
及
び
合
意
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
た
証
拠
は
、
原
則
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

・
合
意
が
成
立
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
が
協
議
に
お
い
て
し
た
他
人
の
犯
罪
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
供
述
は
、

原
則
と
し
て
、
こ
れ
を
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

・
合
意
を
し
た
者
が
、
そ
の
合
意
に
係
る
他
人
の
犯
罪
事
実
に
関
し
合
意
に
係
る
行
為
を
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
、
捜
査
機
関
に
対
し
、

虚
偽
の
供
述
を
し
又
は
偽
造
・
変
造
の
証
拠
を
提
出
し
た
と
き
は
、
五
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
も
の
と
す
る
。
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２
　
そ
の
概
要

前
記
答
申
を
基
に
導
入
さ
れ
た
、
日
本
型
合
意
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

基
本
規
定
で
あ
る
三
五
〇
条
の
二
第
一
項
は
、「
検
察
官
は
、
特
定
犯
罪
に
係
る
事
件
の
被
疑
者
又
は
被
告
人
が
特
定
犯
罪
に
係
る
他

人
の
刑
事
事
件
（
以
下
単
に
「
他
人
の
刑
事
事
件
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
一
又
は
二
以
上
の
第
一
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
り

得
ら
れ
る
証
拠
の
重
要
性
、
関
係
す
る
犯
罪
の
軽
重
及
び
情
状
、
当
該
関
係
す
る
犯
罪
の
関
連
性
の
程
度
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
の
間
で
、
被
疑
者
又
は
被
告
人
が
当
該
他
人
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
一
又
は
二
以
上
の

同
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
、
か
つ
、
検
察
官
が
被
疑
者
又
は
被
告
人
の
当
該
事
件
に
つ
い
て
一
又
は
二
以
上
の
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を

す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
合
意
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
①
第
一
号
に
、（
イ
）
検
察
官
・
検
察
事
務
官
・
司
法
警
察
職
員
の

取
調
べ
に
際
し
て
「
真
実
の
供
述
」
を
す
る
こ
と
、（
ロ
）
証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
「
真
実
の
供
述
」
を
す
る
こ
と
、

（
ハ
）
検
察
官
・
検
察
事
務
官
・
司
法
警
察
職
員
に
よ
る
証
拠
の
収
集
に
関
し
、
証
拠
の
提
出
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
す
る
こ
と
（（
イ
）

（
ロ
）
を
除
く
）
と
い
っ
た
行
為
を
掲
げ
、
②
第
二
号
に
、（
イ
）
公
訴
を
提
起
し
な
い
こ
と
、（
ロ
）
公
訴
を
取
り
消
す
こ
と
、（
ハ
）
特
定

の
訴
因
及
び
罰
条
に
よ
り
公
訴
を
提
起
し
又
は
こ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
、（
ニ
）
特
定
の
訴
因
・
罰
条
の
追
加
・
撤
回
又
は
特
定
の
訴

因
・
罰
条
へ
の
変
更
を
請
求
す
る
こ
と
、（
ホ
）
意
見
の
陳
述
に
お
い
て
、
被
告
人
に
特
定
の
刑
を
科
す
べ
き
旨
の
意
見
を
陳
述
す
る
こ

と
、（
ヘ
）
即
決
裁
判
の
申
立
を
す
る
こ
と
、（
ト
）
略
式
命
令
の
請
求
を
す
る
こ
と
と
い
っ
た
行
為
を
掲
げ
て
い
る
。

「
特
定
犯
罪
」
は
、
三
五
〇
条
の
二
第
二
項
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

中
の
強
制
執
行
免
脱
関
係
の
罪
や
犯
罪
収
益
に
関
す
る
罪
、
租
税
に
関
す
る
法
律
等
の
財
政
経
済
関
係
犯
罪
、
爆
発
物
取
締
罰
則
違
反
等

の
テ
ロ
関
係
の
罪
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
等
の
薬
物
関
係
犯
罪
な
ど
が
目
立
つ
。
刑
法
典
上
の
罪
と
し
て
は
、
強
制
執
行
妨
害
関
係
の
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罪
、
文
書
偽
造
の
罪
（
刑
法
一
五
四
条
の
罪
は
除
く
）、
有
価
証
券
偽
造
の
罪
、
支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
罪
、
贈
収
賄
関
係

の
罪
、
財
産
罪
と
し
て
詐
欺
・
恐
喝
・
横
領
・
背
任
の
罪
、
ま
た
、
犯
人
蔵
匿
・
証
拠
隠
滅
・
証
人
等
威
迫
の
罪
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

財
産
罪
で
も
、
窃
盗
・
強
盗
の
罪
や
盗
品
関
与
罪
は
掲
げ
ら
れ
て
い
ず
、
殺
人
罪
な
ど
生
命
・
身
体
に
対
す
る
罪
や
性
犯
罪
も
掲
げ
ら
れ

て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
「
特
定
犯
罪
」
の
中
心
は
組
織
犯
罪
（
テ
ロ
、
薬
物
犯
罪
）
や
財
政
経
済
関
係
犯
罪
で
あ
る
と
は
い
え
る
。

合
意
の
手
続
に
つ
い
て
述
べ
る
。

合
意
の
た
め
の
協
議
は
、
検
察
官
と
被
疑
者
・
被
告
人
及
び
そ
の
弁
護
人
と
の
間
で
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
三
五
〇
条
の
四
─
な
お
、

協
議
の
際
の
司
法
警
察
員
の
関
与
に
つ
き
三
五
〇
条
の
六
）。
こ
の
協
議
の
際
に
、
検
察
官
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
に
対
し
、
他
人
の
刑
事
事
件

に
つ
い
て
の
供
述
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
（
三
五
〇
条
の
五
第
一
項
）、
こ
の
供
述
は
、
合
意
が
成
立
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
被

疑
者
・
被
告
人
が
犯
人
蔵
匿
、
証
拠
隠
滅
、
虚
偽
告
訴
等
の
罪
を
犯
し
た
と
い
え
る
と
き
に
証
拠
と
し
て
用
い
る
場
合
を
除
い
て
、（
他

人
の
刑
事
事
件
で
も
被
疑
者
・
被
告
人
自
身
の
刑
事
事
件
で
も
）
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
三
五
〇
条
の
五
第
二
項
・
三
項
）。
た

だ
し
、
供
述
を
手
掛
か
り
と
し
て
新
た
に
発
見
さ
れ
た
証
拠
（
派
生
証
拠
）
に
つ
い
て
は
、
協
議
の
際
に
合
意
不
成
立
の
場
合
に
派
生
証

拠
の
証
拠
能
力
制
限
が
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
ど
こ
ま
で
供
述
す
る
か
考
え
て
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
証
拠
能
力
の
制
限

は
及
ば
な
い
、
と
い
う
の
が
立
案
関
係
者
の
考
え
で
あ
る
（
５
）

。

合
意
を
す
る
に
は
、
弁
護
人
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
検
察
官
、
被
疑
者
・
被
告
人
、
そ
の
弁
護
人
が
連
署
し
た
書
面
（
合
意
内
容
書

面
）
に
よ
り
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
五
〇
条
の
三
）。

合
意
内
容
書
面
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
裁
判
所
等
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
人
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
そ
の
公
判
手
続
に

お
い
て
、
①
合
意
を
し
た
被
疑
者
・
被
告
人
（
以
下
、「
合
意
被
疑
者
等
」
と
い
う
）
の
供
述
録
取
書
が
取
調
請
求
さ
れ
た
と
き
又
は
裁
判
所

一
八



刑
事
手
続
改
革
と
裁
判
所
の
役
割
の
変
容
（
設
楽
）

が
職
権
に
よ
り
取
り
調
べ
る
こ
と
に
し
た
と
き
（
三
五
〇
条
の
八
）、
②
合
意
被
疑
者
等
の
証
人
尋
問
が
請
求
さ
れ
た
と
き
又
は
裁
判
所
が

職
権
に
よ
り
証
人
尋
問
を
行
う
こ
と
に
し
た
と
き
（
三
五
〇
条
の
九
）、
検
察
官
は
、
遅
滞
な
く
合
意
内
容
書
面
の
取
調
べ
を
請
求
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
合
意
被
疑
者
等
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
①
公
判
手
続
に
お
い
て
は
冒
頭
手
続
が
終
わ
っ
た
後
、
検
察
官
は
遅
滞
な

く
合
意
内
容
書
面
の
取
調
べ
を
請
求
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
れ
は
公
訴
提
起
後
に
合
意
を
し
た
と
き
も
同
様
と
さ
れ
（
三
五
〇
条
の
七

第
一
項
）、
②
略
式
命
令
の
請
求
を
す
る
と
き
は
請
求
と
同
時
に
検
察
官
は
合
意
内
容
書
面
を
裁
判
所
に
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
四
六
二
条
の
二
第
一
項
）。
ま
た
、
合
意
被
疑
者
等
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
不
起
訴
処
分
が
な
さ
れ
、
そ
の
当
否
の
審
査
を
検
察
審
査
会
が

行
う
場
合
は
、
検
察
官
は
合
意
内
容
書
面
を
検
察
審
査
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
検
察
審
査
会
法
三
五
条
の
二
第
一
項
）。

合
意
違
反
に
つ
い
て
述
べ
る
。

合
意
成
立
後
、
合
意
の
当
事
者
（
検
察
官
、
合
意
被
疑
者
等
）
が
合
意
に
違
反
し
た
場
合
、
相
手
方
は
合
意
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
三
五
〇
条
の
一
〇
第
一
項
一
号
）。

検
察
官
が
合
意
に
違
反
し
た
場
合
、
次
の
よ
う
な
事
態
に
な
る
。

検
察
官
が
三
五
〇
条
の
二
第
一
項
二
号
（
イ
）
な
い
し
（
ニ
）、（
ヘ
）（
ト
）
の
い
ず
れ
か
の
合
意
（（
ハ
）
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
訴
因
及
び

罰
条
に
よ
り
公
訴
を
提
起
す
る
旨
の
合
意
に
限
る
）
に
違
反
し
て
合
意
被
疑
者
等
に
つ
き
公
訴
提
起
・
維
持
を
し
た
と
き
、
裁
判
所
は
判
決
で

公
訴
を
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
五
〇
条
の
一
三
第
一
項
）。

検
察
官
が
三
五
〇
条
の
二
第
一
項
第
二
号
（
ハ
）
の
特
定
の
訴
因
及
び
罰
条
に
よ
り
公
訴
を
維
持
す
る
旨
の
合
意
に
違
反
し
て
、
合
意

被
疑
者
等
の
事
件
で
訴
因
・
罰
条
の
追
加
・
変
更
を
請
求
し
た
と
き
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
許
可
し
な
い
（
三
五
〇
条
の
一
三
第
二
項
）。

検
察
官
が
合
意
に
違
反
し
た
と
き
、
合
意
被
疑
者
等
が
協
議
に
お
い
て
し
た
供
述
及
び
合
意
に
基
づ
い
て
し
た
合
意
被
疑
者
等
の
行
為

一
九



に
よ
り
得
ら
れ
た
証
拠
は
（
合
意
被
疑
者
等
の
事
件
の
証
拠
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
合
意
被
疑
者
等
に
異
議
が
な
い
場
合
、
他
人
の
事
件
の
証
拠
と

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
他
人
に
異
議
が
な
い
場
合
を
除
い
て
）、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
三
五
〇
条
の
一
四
）。

合
意
被
疑
者
等
が
合
意
に
違
反
し
て
捜
査
官
に
虚
偽
の
供
述
を
す
る
か
偽
造
・
変
造
の
証
拠
を
提
出
し
た
場
合
、
虚
偽
供
述
等
罪

（
三
五
〇
条
の
一
五
）
に
問
わ
れ
る
。

合
意
か
ら
の
離
脱
に
つ
い
て
述
べ
る
。

合
意
か
ら
の
離
脱
は
、
合
意
の
当
事
者
に
合
意
違
反
が
あ
っ
た
と
き
の
ほ
か
、
次
の
と
き
に
可
能
と
な
る
。

合
意
被
疑
者
等
は
、
①
合
意
に
基
づ
い
て
検
察
官
が
訴
因
・
罰
条
の
追
加
・
撤
回
・
変
更
を
請
求
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
所
が
こ

れ
を
許
さ
な
か
っ
た
と
き
、
②
合
意
に
基
づ
い
て
検
察
官
が
軽
い
刑
を
科
す
よ
う
意
見
陳
述
（
求
刑
）
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
所

が
そ
の
刑
よ
り
重
い
刑
を
言
い
渡
し
た
と
き
、
③
合
意
に
基
づ
い
て
検
察
官
が
即
決
裁
判
手
続
の
申
立
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
所

が
こ
れ
を
却
下
し
た
と
き
又
は
裁
判
所
が
即
決
裁
判
手
続
に
よ
っ
て
審
判
す
る
旨
の
決
定
を
し
た
後
で
こ
れ
を
取
り
消
し
た
と
き
（
合
意

被
疑
者
等
・
そ
の
弁
護
人
が
即
決
裁
判
手
続
に
よ
る
こ
と
の
同
意
を
撤
回
し
た
こ
と
等
に
よ
る
申
立
却
下
・
決
定
取
消
は
除
外
さ
れ
る
）、
④
合
意
に
基

づ
い
て
検
察
官
が
略
式
命
令
請
求
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
通
常
の
規
定
に
従
っ
て
審
判
を
す
る
こ
と
と
し
た
と
き
又
は
略

式
命
令
が
告
知
さ
れ
た
後
で
検
察
官
が
正
式
裁
判
の
請
求
を
し
た
と
き
、
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
五
〇
条
の
一
〇
第
一
項
第
二
号
）。

検
察
官
は
、
合
意
被
疑
者
等
が
、
他
人
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
、
①
協
議
に
お
い
て
し
た
供
述
又
は
合
意
に
基
づ
い
て
し
た
供
述
の
内

容
が
真
実
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
②
合
意
に
基
づ
い
て
提
出
し
た
証
拠
が
偽
造
・
変
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
と
き
、
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
三
五
〇
条
の
一
〇
第
一
項
第
三
号
）。

離
脱
を
す
る
に
は
理
由
を
記
載
し
た
書
面
（
合
意
離
脱
書
面
）
で
相
手
方
に
離
脱
す
る
旨
の
告
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
三
五
〇
条
の

二
〇



刑
事
手
続
改
革
と
裁
判
所
の
役
割
の
変
容
（
設
楽
）

一
〇
第
二
項
）、
合
意
内
容
書
面
が
裁
判
所
等
に
示
さ
れ
る
と
き
は
合
意
離
脱
書
面
も
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
三
五
〇
条
の
七
第
二
・
三
項
、

三
五
〇
条
の
八
、
四
六
二
条
の
二
第
二
項
、
検
察
審
査
会
法
三
五
条
の
二
第
二
項
）。

合
意
の
失
効
に
つ
い
て
述
べ
る
。

検
察
官
が
合
意
に
基
づ
い
て
不
起
訴
処
分
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
検
察
審
査
会
が
①
起
訴
を
相
当
と
す
る
議
決
、
②
不
起
訴
処
分

を
不
当
と
す
る
議
決
、
③
起
訴
議
決
の
い
ず
れ
か
を
な
し
た
と
き
、
合
意
は
失
効
す
る
（
三
五
〇
条
の
一
一
）。
合
意
が
失
効
し
た
場
合
、

合
意
被
疑
者
等
に
異
議
が
な
い
と
き
な
ど
三
五
〇
条
の
一
二
第
二
項
該
当
事
由
が
あ
る
と
き
を
除
い
て
、
合
意
被
疑
者
等
が
協
議
に
お
い

て
し
た
供
述
、
合
意
に
基
づ
い
た
合
意
被
疑
者
等
の
行
為
に
よ
り
得
ら
れ
た
証
拠
、
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
得
ら
れ
た
証
拠
（
派
生
証
拠
）

は
、
合
意
被
疑
者
等
の
事
件
に
お
い
て
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
三
五
〇
条
の
一
二
第
一
項
）。

３
　
日
本
型
合
意
の
特
徴
─
ド
イ
ツ
の
合
意
、
王
冠
証
人
と
比
較
し
て

司
法
取
引
に
相
当
す
る
ド
イ
ツ
の
制
度
と
し
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
上
の
合
意
（V

erständigung

─
「
申
合
せ
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
）
と
ド
イ
ツ
刑
法
上
の
王
冠
証
人
（K

ronzeuge
）
が
あ
る
（
６
）

。
司
法
取
引
と
い
う
と
ま
ず
想
起
す
る
の
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
制
度

で
は
あ
る
も
の
の
、
日
本
と
同
様
に
職
権
主
義
的
性
格
の
強
い
ド
イ
ツ
の
刑
事
手
続
に
、
日
本
よ
り
や
や
早
く
導
入
さ
れ
た
、
合
意
・
王

冠
証
人
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
日
本
型
合
意
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
役
立
つ
（
７
）

。
結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
、
日
本
型
合
意

は
、
捜
査
・
公
判
協
力
型
で
あ
り
、
合
意
の
当
事
者
は
検
察
官
、
合
意
被
疑
者
等
、
そ
の
弁
護
人
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
が
合

意
に
違
反
し
た
場
合
は
公
訴
を
棄
却
し
た
り
証
拠
能
力
を
否
定
し
た
り
す
る
ほ
か
は
、
合
意
に
よ
り
検
察
官
の
行
う
行
為
に
必
ず
し
も
拘

束
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
例
え
ば
、
検
察
官
が
合
意
に
基
づ
き
軽
い
求
刑
を
し
て
も
、
よ
り
重
い
刑
を
言
い
渡
す
こ
と
が
で
き
る
）
の
に
対
し
、

二
一



ド
イ
ツ
の
合
意
は
自
己
負
罪
型
で
あ
り
、
裁
判
所
が
積
極
的
に
関
与
し
主
導
す
る
。
捜
査
協
力
型
で
あ
る
点
で
は
、
日
本
型
合
意
は
、
王

冠
証
人
に
似
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
王
冠
証
人
は
裁
判
所
に
よ
る
刑
の
減
軽
・
免
除
の
制
度
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
も
中
心
的
な

役
割
を
果
た
す
の
は
裁
判
所
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
制
度
は
、
職
権
主
義
的
な
色
彩
を
な
お
保
持
し
た
限
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
よ

う
。
そ
れ
で
も
、
合
意
が
伝
統
的
な
刑
事
訴
訟
の
原
理
・
原
則
に
反
す
る
と
の
批
判
は
強
く
（
８
）

、
裁
判
所
の
真
実
探
求
義
務
な
い
し
解
明
義

務
を
原
則
化
し
て
い
る
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
と
の
調
和
は
な
お
困
難
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
（
９
）

。

合
意
に
つ
い
て
の
基
本
規
定
は
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
二
五
七
ｃ
条
で
あ
る
。
そ
の
一
項
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
、
適
当
と
認
め
る
場
合

は
手
続
関
係
人
と
二
項
以
下
の
基
準
に
従
っ
て
、
手
続
の
以
後
の
進
行
及
び
結
果
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
同
項
二
文
は
合
意
が
職
権
証
拠
調
べ
義
務
に
関
す
る
二
四
四
条
二
項
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
詳

細
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
事
実
に
対
す
る
特
定
の
法
律
効
果
（R

echtsfolge

）
に
つ
い
て
の
合
意
を
制
限
し
た
も
の
で
あ
り
、
職
権
探
知

主
義
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
（
10
）

。

合
意
の
対
象
と
し
て
許
さ
れ
る
も
の
は
、
二
項
に
お
い
て
、
①
判
決
及
び
こ
れ
に
付
随
す
る
決
定
の
内
容
と
な
り
う
る
法
律
効
果
、
②

基
礎
と
な
る
事
実
の
認
定
手
続
に
お
け
る
手
続
関
係
的
な
措
置
、
③
手
続
関
係
人
の
手
続
行
為
（P

rozessverhalten

）
に
限
定
さ
れ
て
い

る
（
有
罪
宣
告
、
改
善
保
安
処
分
は
、
二
項
三
文
に
よ
り
合
意
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
）。
①
に
関
し
、
裁
判
所
が
合
意
の
内
容
を
告
知
す
る
際

に
刑
の
上
限
及
び
下
限
を
示
し
う
る
こ
と
は
三
項
二
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
特
定
の
刑
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
は
、

刑
の
決
定
が
裁
判
所
の
判
断
に
よ
ら
ず
に
手
続
関
係
者
と
の
申
合
せ
に
の
み
基
づ
く
も
の
に
な
る
こ
と
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い

る
（
11
）

。
②
に
関
し
、
認
定
手
続
に
お
け
る
手
続
関
係
的
な
措
置
と
し
て
訴
訟
中
止
決
定
や
証
拠
調
べ
を
認
め
う
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
は

な
く
、
合
意
に
よ
る
必
要
的
な
証
拠
調
べ
の
断
念
は
手
続
上
の
原
則
や
解
明
義
務
と
調
和
し
な
い
と
い
っ
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
12
）

。

二
二
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な
お
、
③
は
、
訴
訟
関
係
人
の
行
動
で
は
な
く
、
手
続
上
の
権
利
の
主
張
に
関
す
る
行
為
を
意
味
す
る
。
特
に
、
被
告
人
等
の
さ
ら
に
証

拠
を
提
出
す
る
権
利
の
放
棄
、
被
告
人
に
よ
る
損
害
回
復
の
承
諾
や
予
断
を
理
由
と
す
る
忌
避
権
の
放
棄
が
考
え
ら
れ
る
（
13
）

。

合
意
は
、
三
項
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
が
内
容
を
告
知
し
、
被
告
人
及
び
検
察
官
が
裁
判
所
の
提
案
に
同
意
し
た
と
き
に
成
立
す
る
。
合

意
の
裁
判
所
に
対
す
る
拘
束
力
は
、
四
項
に
よ
れ
ば
、
①
法
律
上
・
事
実
上
重
要
な
事
態
が
見
落
と
さ
れ
て
い
た
か
新
た
に
発
生
し
た
た

め
、
裁
判
所
が
、
約
束
し
た
刑
の
枠
内
に
行
為
又
は
責
任
が
適
合
し
な
い
と
い
う
確
信
を
得
た
と
き
、
あ
る
い
は
、
②
被
告
人
の
そ
の
後

の
手
続
行
為
が
裁
判
所
の
予
想
の
基
礎
と
な
っ
た
手
続
行
為
と
合
致
し
な
い
と
き
、
失
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
四
項
三
文
に
よ
り
、
被
告

人
の
自
白
は
利
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
離
脱
（A

bw
eichung

）
に
つ
い
て
被
告
人
の
み
な
ら
ず
全
訴
訟
関
係
人

に
遅
滞
な
く
伝
え
（
四
項
四
文
（
14
））、

約
束
さ
れ
た
結
果
に
つ
い
て
裁
判
所
が
四
項
の
離
脱
を
す
る
と
き
に
は
要
件
と
効
果
と
を
被
告
人
に
教

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
五
項
）。

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
合
意
は
裁
判
所
中
心
に
進
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
五
七
ｃ
条
の
枠
に
は
収
ま
ら
な
い
秘
密

の
取
決
め
な
い
し
取
引
は
、
同
条
が
新
設
さ
れ
た
以
上
許
さ
れ
ず
、
拘
束
力
を
も
た
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
15
）

。

一
般
的
王
冠
証
人
規
定
と
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
に
新
設
さ
れ
た
の
は
四
六
ｂ
条
で
あ
る
。
そ
の
一
項
は
、
下
限
の
高
め
ら
れ
た
自
由
刑
又

は
無
期
自
由
刑
に
よ
り
抑
止
が
は
か
ら
れ
て
い
る
犯
罪
行
為
の
行
為
者
が
、
①
自
由
意
思
に
よ
り
知
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
行
為
と
関
連
の
あ
る
、
刑
事
訴
訟
法
一
〇
〇
ａ
条
二
項
の
行
為
の
暴
露
に
つ
い
て
本
質
的
な
寄
与
を
し
た
と
き
、
②
自
由
意
思
に
よ

り
知
識
を
公
的
機
関
に
対
し
、
計
画
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
行
為
と
関
連
の
あ
る
、
刑
事
訴
訟
法
一
〇
〇
ａ
条
二
項
の
行
為
が
な
お
阻
止

さ
れ
う
る
ほ
ど
適
時
に
、
明
ら
か
に
し
た
と
き
、
裁
判
所
は
、
四
九
条
一
項
に
従
っ
て
刑
を
減
軽
で
き
、
一
定
の
場
合
に
は
刑
を
免
除
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
二
項
は
、
裁
判
所
が
一
項
の
判
断
を
す
る
際
に
特
に
考
慮
す
べ
き
事
項
と
し
て
、
①
明
ら
か
に
さ

二
三



れ
た
事
実
の
種
類
と
範
囲
、
行
為
の
解
明
又
は
阻
止
に
つ
い
て
の
重
要
性
、
明
ら
か
に
し
た
時
期
、
行
為
者
に
よ
る
刑
事
訴
追
機
関
に
対

す
る
支
援
の
程
度
、
供
述
と
関
係
す
る
行
為
の
重
大
性
、
②
以
上
の
事
項
と
犯
罪
行
為
の
重
大
性
及
び
行
為
者
の
責
任
と
の
関
係
を
掲
げ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
三
項
は
、
刑
事
訴
訟
法
二
〇
七
条
の
公
判
手
続
が
開
始
さ
れ
た
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
行
為
者
が
知
識
を
明
ら

か
に
し
た
と
き
は
、
一
項
に
よ
る
刑
の
減
軽
・
免
除
は
排
除
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
刑
事
訴
訟
法
一
〇
〇
ａ
条
二
項
の
行
為
は
、
多
数
に

上
っ
て
い
る
。
日
本
型
合
意
と
は
異
な
り
、
性
的
自
己
決
定
に
対
す
る
罪
（
二
項
一
号
ｆ）
）、
謀
殺
や
故
殺
（
二
項
一
号
ｈ）
）
と
い
っ
た
も
の

も
対
象
犯
罪
と
な
る
（
16
）

。

一
般
的
王
冠
証
人
規
定
に
対
し
て
は
、
導
入
直
後
か
ら
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ
た
。
代
表
的
な
批
判
は
、
①
こ
の
規
定
を
設
け
た
目

的
は
、
犯
罪
行
為
者
の
捜
査
協
力
を
促
進
し
、
と
り
わ
け
、
テ
ロ
犯
罪
、
組
織
犯
罪
、
重
大
経
済
犯
罪
の
捜
査
に
お
い
て
目
覚
ま
し
い
成

果
を
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
同
規
定
を
設
け
な
く
て
も
他
の
規
定
に
よ
り
犯
罪
の
解
明
・
阻
止
を
考
慮
し
て
量
刑

を
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
り
、
同
規
定
は
む
し
ろ
訴
訟
経
済
に
奉
仕
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、
②
行
為
に
相
応
し
な
い
刑
を
科
す
る

こ
と
は
責
任
主
義
に
反
す
る
、
③
明
ら
か
に
で
き
る
情
報
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
で
行
為
者
を
不
平
等
に
扱
う
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
え
な

い
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
他
に
、
公
開
原
則
に
反
す
る
と
か
、
裁
判
官
の
独
立
性
を
害
す
る
と
い
っ
た
批
判
も
あ
る
。
現
実
的
な
批

判
と
し
て
、
王
冠
証
人
の
供
述
を
誤
っ
て
評
価
し
て
誤
判
に
よ
り
無
実
の
他
人
に
罪
を
負
わ
せ
る
「
高
度
の
悪
用
の
危
険
（hohe�

M
issbrauchsgefahr

）」
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
国
が
不
法
な
行
為
を
し
た
密
告
者
と
協
定
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ
と
さ
え
い

わ
れ
る
（
17
）

。
そ
の
後
、
二
〇
一
三
年
の
改
正
に
よ
り
、
四
六
ｂ
条
一
項
に
、
刑
事
訴
訟
法
一
〇
〇
ａ
条
二
項
の
行
為
者
の
行
為
と
関
連
が
あ

る
（in�Z
usam

m
enhang�steht

）
こ
と
、
と
い
う
要
件
が
追
加
さ
れ
た
の
も
、
自
己
の
行
為
と
関
連
の
な
い
第
三
者
の
行
為
に
つ
い
て
の
密

告
は
責
任
や
刑
の
減
軽
を
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
（
関
連
性
が
あ
る
と
い
え
る
の
は
、
行
為
者
の
行
為
が
第
三
者
の

二
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行
為
の
動
因
と
な
っ
て
い
る
と
か
、
両
行
為
が
同
一
の
団
体
に
属
す
る
者
の
行
為
で
あ
る
と
か
い
っ
た
場
合
で
あ
り
、
単
に
時
間
的
・
場
所
的
に
一
致
し

て
い
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
（
18
））。

そ
れ
で
も
、
先
の
批
判
が
妥
当
し
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
（
19
）

。

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
王
冠
証
人
の
方
が
日
本
型
合
意
と
共
通
す
る
問
題
を
多
く
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。
も
っ

と
も
、
王
冠
証
人
は
裁
判
所
に
よ
る
刑
の
減
軽
・
免
除
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
型
合
意
で
は
、
検
察
官
と
被
告
人
及
び

弁
護
人
と
の
間
で
、
公
訴
提
起
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
さ
え
合
意
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
事
案
の
解
明
な
い
し
真
実
の
発
見
と
い

う
点
で
、
よ
り
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。

４
　
考
察

日
本
型
合
意
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

日
本
型
合
意
は
、
従
来
、
国
民
の
意
識
に
も
か
な
う
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
き
た
法
に
反
す
る
と
思
う
。「
自
己
の
利
益
の
み
を
考
え
て

他
人
を
陥
れ
る
者
は
最
低
で
あ
る
」
と
の
意
識
は
、
ど
こ
の
国
に
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
け
れ
ど
、
日
本
に
あ
る
。
そ
れ
は
、「
正
々
堂
々

と
挑
ん
で
く
る
者
は
敵
で
あ
っ
て
も
あ
っ
ぱ
れ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
裏
切
り
者
は
許
せ
な
い
」
と
い
う
心
情
に
も
つ
な
が
る
。

こ
の
よ
う
な
心
情
は
、
例
え
ば
暴
力
団
員
の
よ
う
な
者
の
ほ
か
、
捜
査
官
や
普
通
の
国
民
も
抱
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
捜
査
官
は
、
被
疑
者
を
説
得
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
。
他
人
の
事
件
に
つ
い
て
供
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
が
刑
事
責

任
を
免
れ
る
こ
と
を
認
め
る
日
本
型
合
意
は
、
こ
の
よ
う
な
、
捜
査
官
、
被
疑
者
、
多
く
の
国
民
に
共
通
す
る
意
識
・
心
情
に
反
す
る
。

そ
の
よ
う
な
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
は
刑
事
司
法
に
対
す
る
不
信
感
を
醸
成
し
、
治
安
の
維
持
に
も
役
立
た
な
く
な
り
、
提
言
「
検
察
の

再
生
に
向
け
て
」
の
「
国
民
の
安
全
・
安
心
を
守
り
つ
つ
、
え
ん
罪
を
生
ま
な
い
捜
査
・
公
判
を
行
っ
て
い
く
」
と
い
う
趣
旨
に
も
反
す

二
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る
危
険
さ
え
招
来
し
か
ね
な
い
。

合
意
被
疑
者
等
が
他
人
の
犯
罪
に
つ
い
て
供
述
す
れ
ば
刑
事
処
分
が
軽
く
な
る
と
い
う
の
は
、
被
害
者
の
権
利
の
擁
護
を
は
か
る
刑
事

手
続
改
革
の
趣
旨
に
も
反
す
る
。
日
本
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
、
起
訴
不
起
訴
の
決
定
、
量
刑
に
お
い
て
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
反
省
は

「
情
状
」（
二
四
八
条
）
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
き
た
。
被
疑
者
・
被
告
人
が
特
に
反
省
せ
ず
被
害
弁
償
も
し
な
い
の
に
、
捜
査
協

力
と
し
て
他
人
の
事
件
に
つ
き
供
述
し
た
こ
と
を
理
由
に
軽
い
処
分
で
済
む
と
い
う
の
で
は
、
被
害
者
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
支
持
が

得
ら
れ
る
か
、
疑
問
で
あ
る
（
20
）

。

ち
な
み
に
、
捜
査
協
力
な
い
し
真
相
解
明
へ
の
貢
献
を
量
刑
に
反
映
さ
せ
て
い
る
制
度
と
し
て
既
に
自
首
（
刑
法
四
二
条
一
項
）
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
貢
献
を
量
刑
で
考
慮
す
る
こ
と
は
新
奇
な
こ
と
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
（
21
）

。
し
か
し
、
自
分
の
犯
罪
に
関
す
る
真
相
解
明

へ
の
協
力
（
こ
れ
は
反
省
の
情
の
一
つ
の
表
れ
と
も
い
え
る
）
を
刑
の
減
免
事
由
と
す
る
こ
と
と
他
人
の
犯
罪
に
関
す
る
捜
査
協
力
に
よ
り
不

起
訴
等
の
取
扱
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
異
な
る
よ
う
に
思
う
。

日
本
型
合
意
の
対
象
犯
罪
（
三
五
〇
条
の
二
第
二
項
）
に
殺
人
罪
、
性
犯
罪
な
ど
被
害
者
参
加
・
損
害
賠
償
命
令
の
対
象
犯
罪
（
犯
罪
被

害
者
保
護
法
二
三
条
一
項
）
は
入
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
こ
れ
は
、
日
本
型
合
意
が
被
害
者
に
受
け
容
れ
が
た
い
結
果
を
惹
起
し
か
ね
な
い

こ
と
に
配
慮
し
た
も
の
で
、
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
孕
む
こ
と
を
「
先
行
自
白
」
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
も
、

例
え
ば
、
詐
欺
罪
（
こ
れ
は
日
本
型
合
意
の
対
象
犯
罪
に
入
っ
て
お
り
、
一
般
的
な
被
害
者
の
意
見
陳
述
〔
二
九
二
条
の
二
〕
や
刑
事
和
解
の
対
象
に

な
る
も
の
で
あ
る
）
の
被
疑
者
が
日
本
型
合
意
に
よ
り
不
起
訴
と
な
っ
た
ら
、
被
害
者
は
、
被
害
弁
償
も
さ
れ
な
い
ま
ま
自
力
で
民
事
訴

訟
提
起
な
ど
を
す
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
被
疑
者
Ｘ
は
（
情
報
を
持
っ
て
お
り
）
捜
査
協
力
が
で
き
た
の
で
反
省
し
て
い
な
い
の
に
不
起
訴
に
な
り
、
被
疑
者
Ｙ
は
（
情

二
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報
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
）
反
省
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
起
訴
さ
れ
た
、
と
い
う
事
例
を
想
定
し
て
み
れ
ば
、
不
公
平
感
も
否
定

で
き
な
い
。
王
冠
証
人
規
定
に
対
す
る
、
情
報
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
で
行
為
者
を
不
平
等
に
扱
う
こ
と
は
正
当
化
さ
れ
な
い
、
と
い
う

批
判
は
、
日
本
型
合
意
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。

ま
た
、
例
え
ば
、
覚
せ
い
剤
の
常
用
者
が
覚
せ
い
剤
販
売
組
織
の
上
位
者
に
つ
い
て
供
述
し
た
こ
と
に
よ
り
、
覚
せ
い
剤
依
存
症
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
起
訴
に
な
る
な
ら
、
刑
事
政
策
上
も
問
題
が
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
遡
る
な
ら
、
本
来
、
刑
罰
は
犯
罪
防
止
の

た
め
に
一
般
予
防
、
特
別
予
防
の
見
地
か
ら
科
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
前
提
に
も
反
し
、
刑
罰
の
存
在
意
義
を
再
考
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
標
語
的
に
い
う
な
ら
、「
刑
罰
は
行
為
者
を
他
人
の
犯
罪
の
捜
査
に
協
力
さ
せ
る
た
め
に
在
る

の
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

少
し
実
務
よ
り
の
こ
と
を
述
べ
る
。

日
本
型
合
意
は
、
利
益
誘
導
に
よ
る
供
述
、
と
く
に
被
疑
者
の
自
白
に
任
意
性
が
欠
け
証
拠
能
力
が
な
い
と
す
る
判
例
の
法
解
釈
に
反

す
る
と
思
う
。
例
え
ば
、
最
判
昭
和
四
一
年
七
月
一
日
刑
集
二
〇
巻
六
号
五
三
七
頁
は
、「
被
疑
者
が
、
起
訴
不
起
訴
の
決
定
権
を
も
つ

検
察
官
の
、
自
白
を
す
れ
ば
起
訴
猶
予
に
す
る
旨
の
こ
と
ば
を
信
じ
、
起
訴
猶
予
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
し
た
自
白
は
、
任
意
性
に
疑

い
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
証
拠
能
力
を
欠
く
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
る
（
22
）

。
日
本
型
合
意
は
、
他
人
の
事
件
に

つ
い
て
の
供
述
等
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
合
意
被
疑
者
等
の
自
白
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
利
益
誘
導
に
よ
る
自
白
に

任
意
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
通
常
、
刑
事
手
続
か
ら
早
急
に
（
で
き
る
だ
け
軽
い
処
分
に
よ
り
）
解
放
さ
れ
た
い
と
思
っ
て
い
る
被
疑

者
に
対
し
、
解
放
等
の
利
益
を
示
し
て
供
述
を
求
め
る
こ
と
は
、「
解
放
さ
れ
た
か
っ
た
ら
し
ゃ
べ
れ
」
と
い
う
に
等
し
く
、
こ
れ
に
被

疑
者
が
応
じ
た
と
し
て
も
、
自
由
意
思
に
よ
る
供
述
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
日
本
型
合
意
の
場
面
で
も
、
利
益
を
提
示
す
る
の
は
、

二
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合
意
被
疑
者
等
に
つ
い
て
処
分
権
限
を
有
し
て
い
る
検
察
官
で
あ
っ
て
、
合
意
被
疑
者
等
の
事
件
に
つ
き
利
益
誘
導
に
よ
る
自
白
を
求
め

る
場
面
と
な
ん
ら
異
な
ら
な
い
。
日
本
型
合
意
は
、
確
定
し
た
判
例
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
裁
判
実
務
（
あ
る
い
は
検
察
実
務
）

と
乖
離
す
る
異
質
な
も
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
考
え
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
利
益
誘
導
に
よ
る
自
白
の
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
の
は
類
型
的
に
虚
偽
供
述
と
な
る
恐
れ

が
高
い
か
ら
で
あ
る
と
こ
ろ
、
合
意
に
よ
る
供
述
は
、
①
弁
護
人
が
関
与
す
る
の
で
、
そ
の
援
助
を
受
け
な
が
ら
被
疑
者
は
供
述
に
つ
い

て
任
意
に
判
断
で
き
る
こ
と
、
②
被
疑
者
が
虚
偽
の
供
述
を
す
れ
ば
、
検
察
官
が
合
意
か
ら
離
脱
し
て
有
利
な
取
扱
い
を
受
け
ら
れ
な
く

な
る
上
、
虚
偽
供
述
等
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
、
③
合
意
に
よ
る
供
述
が
他
人
の
事
件
で
用
い
ら
れ
る
と
き
は
徹
底
し
た
反
対
尋
問
に
さ
ら

さ
れ
信
用
性
が
吟
味
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
恐
れ
が
高
い
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
23
）

。
し
か
し
、
被
疑
者
の
身
柄

が
拘
束
さ
れ
て
い
る
場
合
な
ど
は
特
に
、
い
か
に
弁
護
人
の
援
助
が
あ
っ
て
も
、
解
放
を
求
め
て
虚
偽
供
述
が
な
さ
れ
る
危
険
は
否
定
で

き
な
い
し
、
虚
偽
供
述
罪
に
よ
る
威
嚇
や
後
の
反
対
尋
問
に
よ
っ
て
供
述
の
信
用
性
が
確
保
で
き
る
か
も
疑
問
で
あ
る
。

合
意
に
よ
る
供
述
の
信
用
性
の
問
題
は
、
日
本
型
合
意
の
導
入
に
際
し
て
最
も
懸
念
さ
れ
た
、「
引
っ
張
り
込
み
の
危
険
」、「
巻
き
込

み
の
危
険
」
─
虚
偽
の
供
述
に
よ
り
他
人
に
濡
れ
衣
を
着
せ
る
危
険
─
を
除
去
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
も
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
危

険
に
つ
い
て
も
、
①
合
意
に
よ
る
供
述
の
信
用
性
に
つ
い
て
は
慎
重
な
吟
味
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
検
察
官
は
裏
付
捜
査
を
尽
く
す
こ
と

に
な
り
、
他
人
の
事
件
で
用
い
ら
れ
た
と
き
は
合
意
内
容
書
面
に
よ
り
供
述
の
契
機
・
理
由
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
反
対
尋
問
等
に
よ
り
慎

重
な
吟
味
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
②
弁
護
人
が
関
与
し
、
供
述
の
内
容
を
不
審
に
思
う
と
き
に
は
、
弁
護
人
は
、
職
業
倫
理
上
、
合
意
被
疑

者
等
に
確
認
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
③
虚
偽
供
述
等
罪
に
よ
る
規
制
が
あ
る
こ
と
か
ら
適
切
に
対
処
し
う
る
、
と
い
う
見
解
が
あ
る
（
24
）

。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
、
①
に
対
し
て
、
合
意
内
容
書
面
が
取
り
調
べ
ら
れ
て
も
反
対
尋
問
に
よ
り
虚
偽
性
を
明
ら

二
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刑
事
手
続
改
革
と
裁
判
所
の
役
割
の
変
容
（
設
楽
）

か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
、
②
に
対
し
て
、
合
意
被
疑
者
等
の
弁
護
人
に
は
他
人
の
事
件
に
関
す
る
供
述
の
内
容
が
真
実
か
否
か

判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
、
③
に
対
し
、
虚
偽
供
述
等
罪
は
合
意
被
疑
者
等
が
目
先
の
利
益
を
求
め
て
虚
偽
供
述
を
す
る
こ
と
を
阻

止
す
る
有
効
な
策
に
な
る
と
は
思
え
な
い
、
と
い
っ
た
も
の
が
考
え
ら
れ
る
（
25
）

。
実
務
の
状
況
に
鑑
み
る
と
、
反
論
の
方
に
説
得
力
が
あ
る

と
思
う
。
た
だ
、
合
意
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
る
現
在
で
は
、
他
人
の
事
件
に
お
け
る
信
用
性
吟
味
に
資
す
る
よ
う
に
、
協
議
や
合
意
に

よ
る
供
述
を
記
録
化
す
る
等
に
よ
っ
て
危
険
を
で
き
る
限
り
減
少
さ
せ
る
運
用
を
す
る
、
と
い
う
の
が
現
実
的
な
対
策
と
い
え
よ
う
。

日
本
型
合
意
の
必
要
性
と
し
て
、
財
政
経
済
犯
罪
や
薬
物
銃
器
犯
罪
と
い
っ
た
組
織
的
な
犯
罪
等
の
首
謀
者
の
関
与
状
況
を
含
め
た
事

案
の
解
明
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
（
26
）

。
そ
の
要
点
は
、
組
織
的
な
犯
罪
に
お
け
る
首
謀
者
、
上
位
者
の
摘
発
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
本

型
合
意
に
こ
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
特
殊
詐
欺
の
「
受
け
子
」
や
覚
せ
い
剤
の
末
端
販
売
者
に
組
織
の
上
位
者
に
捜

査
機
関
の
手
が
伸
び
る
よ
う
な
情
報
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
狡
猾
な
犯
罪
者
は
、
日
本
型
合
意
を
逆
利
用

し
て
、
無
関
係
の
者
に
刑
事
責
任
を
押
し
付
け
、
自
分
は
責
任
を
免
れ
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
（
先
述
し
た
よ
う
に
、
弁
護
人
の
関
与
や
虚
偽

供
述
等
罪
に
よ
る
威
嚇
に
実
効
性
は
な
い
）。
日
本
型
合
意
に
よ
り
組
織
的
な
犯
罪
の
上
位
者
を
処
罰
で
き
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、

「
本
当
で
す
か
？
」
と
問
い
か
け
ざ
る
を
え
な
い
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
想
定
し
う
る
。
薬
物
犯
罪
組
織
の
下
部
構
成
員
Ｘ
が

覚
せ
い
剤
譲
渡
で
検
挙
さ
れ
、
担
当
検
事
Ｐ
と
組
織
の
上
位
者
に
つ
い
て
供
述
す
る
見
返
り
に
執
行
猶
予
が
付
く
よ
う
な
求
刑
を
す
る
旨

の
合
意
に
達
し
た
。
Ｘ
は
、
合
意
に
基
づ
い
て
、
普
段
Ｘ
が
道
具
と
し
て
使
っ
て
い
る
Ａ
が
上
位
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
供
述
を
し
、
こ

れ
を
証
拠
と
し
て
Ａ
は
起
訴
さ
れ
実
刑
に
処
さ
れ
た
。
他
方
、
Ｘ
は
検
察
官
の
軽
い
求
刑
が
奏
功
し
て
執
行
猶
予
と
な
っ
た
。
Ｘ
は
釈
放

さ
れ
「
し
て
や
っ
た
り
」
と
ほ
く
そ
笑
む
。
一
事
不
再
理
の
た
め
、
も
う
Ｘ
を
覚
せ
い
剤
譲
渡
の
事
実
で
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ
と
は
虚
偽
供
述
等
罪
で
処
罰
す
る
し
か
な
い
も
の
の
、
あ
ら
た
め
て
検
挙
し
立
証
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
か
ろ
う
。
Ａ
は
、
も
し
か

二
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す
る
と
再
審
に
よ
り
救
済
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
と
き
は
刑
事
補
償
も
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
国
と
し
て
は
経
済
的
に
も
打

撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
多
く
の
問
題
を
孕
む
日
本
型
合
意
を
検
察
官
が
使
い
こ
な
せ
る
か
も
疑
問
に
な
っ
て
く
る
。
価
値
基
準
の

異
な
る
被
疑
者
に
対
す
る
説
得
に
よ
り
供
述
を
得
る
こ
と
は
困
難
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
近
年
の
検
察
官
の
説
得
・
交
渉
能
力
が
全
般

に
高
い
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
（
交
渉
を
得
意
と
す
る
の
は
む
し
ろ
弁
護
士
の
方
で
は
な
い
か
（
27
））。

そ
れ
で
も
従
来
は
、
検
察
官
か
ら
の
明
確

な
利
益
誘
導
こ
そ
な
い
も
の
の
（
明
確
な
利
益
誘
導
を
す
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
自
白
な
ら
任
意
性
が
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
が
さ
れ
る
わ
け
も
な
い
）、
刑
事
手
続
か
ら
早
期
に
釈
放
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
あ
る
い
は
人
に
よ
っ
て
は
現
実
に
真
摯
に
反
省
し
て
、

被
疑
者
が
自
分
の
犯
罪
、
他
人
の
犯
罪
に
つ
き
供
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
そ
の
善
し
悪
し
は
と
も
か
く
と
し
て
、
非
公
式
で
融
通
無
碍
な

〝
取
引
〟
に
よ
っ
て
）
日
本
の
刑
事
手
続
は
進
め
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
と
な
る
と
、
問
題
が
多
く
手
続
的
に
も
面
倒
な
日
本
型
合

意
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

検
察
官
に
よ
っ
て
は
、
日
本
型
合
意
は
制
度
と
し
て
置
い
て
お
き
、
こ
れ
に
よ
ら
な
い
非
公
式
の
合
意
な
い
し
司
法
取
引
（「
闇
取
引
」、

「
裏
司
法
取
引
」、「
秘
め
ら
れ
た
る
司
法
取
引
」
な
ど
と
よ
ば
れ
る
も
の
）
を
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
型
合
意

が
法
定
手
続
と
し
て
条
文
化
さ
れ
た
以
上
、
非
公
式
の
合
意
は
違
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
（
先
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
二
五
七
ｃ
条
の
枠
に
収
ま
ら
な
い
秘
密
の
取
決
め
・
取
引
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
28
））。

し
た
が
っ
て
、
非
公
式
の

合
意
の
法
的
な
拘
束
力
が
否
定
さ
れ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
被
疑
者
に
供
述
等
を
さ
せ
た
検
察
官
が
公
務
員
職

権
濫
用
罪
（
刑
法
一
九
三
条
）
に
問
わ
れ
る
事
態
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
、「
今
ま
で
の
実
務
の
運
用
か
ら
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
に
は
な
ら
な
い
」
と
検
察
官
が
安
心
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
不
合
理
な
安
心
を
許
す
運
用
の
問
題
性
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば

三
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革
と
裁
判
所
の
役
割
の
変
容
（
設
楽
）

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
29
）

。
他
に
、
被
疑
者
等
に
損
害
が
発
生
す
れ
ば
国
家
賠
償
訴
訟
も
問
題
に
な
り
、
当
該
検
察
官
は
も
と
よ
り
そ
の
上
司

ま
で
処
分
さ
れ
る
事
態
も
想
定
し
う
る
。

な
お
、
日
本
型
合
意
に
は
、
企
業
経
営
者
と
弁
護
士
の
連
携
を
深
め
る
、
と
い
う
副
次
効
果
が
期
待
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
企
業
経

営
者
は
、
自
分
の
や
と
っ
て
い
る
弁
護
士
の
い
う
こ
と
も
な
か
な
か
き
か
な
い
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
日
本
型
合
意
を
材
料
に
し
て
、
弁

護
士
が
企
業
側
に
法
令
遵
守
を
徹
底
さ
せ
れ
ば
、
企
業
不
祥
事
、
企
業
犯
罪
の
防
止
に
役
立
つ
か
も
知
れ
な
い
（
30
）

。
そ
の
意
味
で
は
、
刑
事

政
策
的
効
果
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
も
思
え
な
く
は
な
い
。
と
す
る
と
、
日
本
型
合
意
は
弁
護
士
に
武
器
（
あ
る
い
は
仕
事
）
を
与

え
る
も
の
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に
深
読
み
す
る
な
ら
、
検
察
官
と
弁
護
士
が
う
ま
く
協
働
す
れ
ば
、
企
業
犯
罪
を
抑
止
し
国
民
の
人
権
を

守
る
と
い
う
「
共
通
目
標
」
が
達
成
で
き
る
可
能
性
も
感
じ
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。

四
　
裁
判
所
の
役
割
の
変
容

二
〇
〇
〇
年
以
来
の
日
本
の
刑
事
手
続
の
改
革
・
変
容
に
よ
り
、
刑
事
手
続
の
性
格
と
裁
判
所
の
役
割
は
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
言
で
い
う
な
ら
、
刑
事
手
続
は
民
事
手
続
に
近
い
も
の
に
な
り
、
裁
判
所
は
、
職
権
主
義
的
な
実
体
的
真
実
の

探
求
者
か
ら
、
当
事
者
（
検
察
官
と
被
告
人
─
実
質
的
に
は
そ
の
弁
護
人
）
の
形
成
し
た
事
実
を
追
認
す
る
者
（
一
種
の
公
証
人
）
の
立
場
に
な

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
来
は
裁
判
官
─
検
察
官
─
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
三
面
構
造
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、

実
態
は
、
検
察
官
が
被
疑
者
を
取
り
調
べ
て
起
訴
し
、
起
訴
後
も
検
察
官
は
被
告
人
に
対
し
攻
撃
的
・
追
求
的
な
訴
訟
活
動
を
行
い
、
検

察
官
の
活
動
が
不
十
分
な
と
き
は
、
裁
判
官
が
補
充
的
に
職
権
主
義
的
に
介
入
し
て
実
体
的
真
実
の
追
求
を
し
て
き
た
。
当
事
者
主
義
と

三
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か
弾
劾
主
義
と
か
い
っ
て
も
、
実
態
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
は
、
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
取
り
調
べ
ら
れ
る
者
で
あ
り
、
弁
護
人
と

い
え
ど
も
、
そ
れ
を
容
認
し
て
い
た
。
し
か
し
、
日
本
型
合
意
が
拡
張
さ
れ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
事
実
で
ど
の
よ
う
な
処
分
を
す
る
か
は
、

検
察
官
と
被
疑
者
（
実
質
的
に
は
そ
の
弁
護
人
）
と
の
協
議
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て

検
察
官
が
処
分
し
た
以
上
、
裁
判
所
や
検
察
審
査
会
と
い
え
ど
も
修
正
す
る
に
は
限
度
が
あ
る
。
と
な
る
と
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
も
、

民
事
手
続
と
同
様
に
、
形
式
的
真
実
主
義
、
当
事
者
処
分
権
主
義
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
、
被
害
者
参
加
、
刑
事
和
解
、
損

害
賠
償
命
令
の
各
制
度
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
刑
事
手
続
と
民
事
手
続
と
の
境
界
は
次
第
に
お
ぼ
ろ
げ
な
も
の
に

な
っ
て
行
く
よ
う
に
思
う
（
31
）

。

い
ま
ま
で
の
刑
事
訴
訟
は
、
糺
問
主
義
か
ら
弾
劾
主
義
に
変
更
さ
れ
た
と
は
い
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
国
の
機
関
で
あ
る
検
察
官
に

よ
っ
て
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
を
同
じ
く
国
の
機
関
で
あ
る
裁
判
所
が
取
り
調
べ
裁
く
、
と
い
う
構
造
の
も
の
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、「
検

察
官
と
裁
判
官
と
が
共
通
す
る
国
家
的
ル
ー
ル
に
従
っ
て
被
告
人
を
裁
く
」
と
い
う
の
が
刑
事
訴
訟
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
。
本
来
は
被

告
人
の
味
方
で
あ
る
べ
き
弁
護
人
さ
え
、「
国
家
的
ル
ー
ル
」
を
刷
り
込
ま
れ
、
と
も
す
る
と
「
自
分
も
被
告
人
を
裁
い
て
い
る
気
」
に

な
っ
て
、
黙
秘
権
行
使
を
妨
げ
た
り
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
被
害
者
は
「
蚊
帳
の
外
」
に
置
か
れ
て
、
刑
事
手

続
に
は
ろ
く
に
関
与
さ
せ
て
も
ら
え
ず
、
被
害
者
の
声
が
十
分
法
廷
に
反
映
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
刑
事
手
続
で
被
害
者

に
満
足
の
行
く
結
果
が
得
ら
れ
な
い
な
ら
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
裁
判
員
制
度
、

被
害
者
参
加
、
刑
事
和
解
の
導
入
に
よ
り
、
検
察
官
・
裁
判
官
が
国
家
的
立
場
か
ら
被
告
人
を
裁
く
と
い
う
構
造
は
、
変
容
せ
ざ
る
を
え

な
く
な
っ
た
。
こ
れ
に
司
法
取
引
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
被
疑
者
、
被
告
人
は
、
主
体
的
・
直
接
的
に
捜
査
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
事
実

形
成
に
参
与
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
現
実
に
は
捜
査
の
便
宜
の
た
め
に
創
設
さ
れ
た
日
本
型
合
意
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
を
契
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刑
事
手
続
改
革
と
裁
判
所
の
役
割
の
変
容
（
設
楽
）

機
に
、
検
察
官
・
裁
判
所
主
体
の
刑
事
司
法
に
変
革
を
も
た
ら
す
こ
と
も
で
き
な
い
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
（
32
）

。

五
　
む
す
び
に

刑
事
手
続
の
改
革
・
変
容
は
、
実
体
刑
法
な
い
し
刑
罰
に
つ
い
て
の
考
え
に
も
変
容
を
も
た
ら
す
よ
う
に
も
思
う
。
従
来
、
犯
罪
は
秩

序
を
乱
し
法
益
を
害
す
る
「
悪
い
行
為
」
で
あ
り
、
刑
法
の
規
定
に
基
づ
く
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
者
は
、
道
義
的
責

任
を
追
及
さ
れ
、
二
度
と
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
よ
う
に
、
刑
罰
に
処
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
検
察
官
や
裁

判
官
は
、
悪
い
こ
と
を
し
た
者
を
た
だ
し
正
義
を
実
現
す
る
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
犯
罪
行
為
は
、
行
為

者
自
身
に
と
っ
て
は
価
値
あ
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
は
、
行
為
者
に
と
っ
て
は
正
義
の
実
現
で
あ
り
、
刑
事
手
続
は
、
被
告

人
に
と
っ
て
の
正
義
と
検
察
官
・
裁
判
官
に
と
っ
て
の
正
義
と
の
対
立
の
場
に
な
る
。
お
そ
ら
く
、
老
獪
な
検
察
官
・
裁
判
官
は
、
そ
の

こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、
両
方
の
正
義
の
調
和
と
な
る
地
点
を
発
見
し
「
落
ち
着
き
の
良
い
所
」
に
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
さ
せ
る
べ
く
努

力
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
刑
事
手
続
が
民
事
手
続
に
接
近
す
れ
ば
、「
検
察
官
の
正
義
と
被
告
人
の
正
義
と
の
調
和
」
と
い
う
こ
と
を

裁
判
官
は
よ
り
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。
と
な
る
と
、
犯
罪
を
行
っ
た
者
は
正
義
に
反
す
る
悪
事
を
行
っ
た
者
で
あ
る
、
と
の
考

え
は
今
後
通
用
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
組
織
犯
罪
や
テ
ロ
を
行
う
者
は
、「
自
分
た
ち
に
は
正
義
が
あ
る
」
と
考
え
る
者
の
典
型
で
あ

る
。
刑
法
に
の
み
正
義
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
は
立
ち
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
ら
に
、「
旧
派
・
新
派
の
思
想
を
基
礎
と
す
る
刑
事
法
の
思
想
・
理
論
は
も
は
や
通
用
し
な
い
時
代
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い

う
気
が
す
る
。
経
済
犯
罪
の
実
行
者
は
冷
静
沈
着
に
リ
ス
ク
計
算
を
し
て
行
動
す
る
人
間
で
あ
っ
て
、
素
質
と
環
境
に
よ
り
犯
罪
を
行
う
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べ
く
決
定
さ
れ
た
（
し
た
が
っ
て
、
再
犯
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
改
善
さ
れ
る
べ
き
）
人
間
で
も
な
け
れ
ば
道
義
的
な
規
範
意
識
に
欠
け
る
（
し
た

が
っ
て
、
規
範
意
識
を
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
）
人
間
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
間
は
、
犯
罪
行
為
を
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
利
益
、

被
る
不
利
益
・
リ
ス
ク
を
計
算
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
行
動
に
出
な
い
よ
う
説
得
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
し
か
な
い
。
企
業
組
織

に
よ
る
自
然
犯
（
例
え
ば
、
多
数
の
被
害
者
を
出
す
業
務
上
過
失
致
死
傷
事
件
）
で
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

司
法
取
引
が
拡
大
し
て
行
け
ば
、
Ａ
Ｉ
の
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
つ
つ
、
検
察
官
と
被
疑
者
・
弁
護
人
が
お
互
い
の
利
益
と
リ
ス
ク
を
衡
量

し
つ
つ
協
議
し
て
刑
事
手
続
を
進
め
て
行
く
シ
ー
ン
が
現
出
す
る
で
あ
ろ
う
（
33
）

。
そ
れ
は
、
民
事
訴
訟
に
お
い
て
原
告
代
理
人
と
被
告
代
理

人
と
が
協
議
し
て
損
害
賠
償
額
を
決
定
し
て
行
く
姿
に
似
て
い
る
。
刑
事
法
に
関
す
る
新
し
い
思
想
・
理
論
が
、
今
後
、
探
求
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）�

例
え
ば
、
二
〇
一
八
年
七
月
一
四
日
の
日
本
経
済
新
聞
（
夕
刊
、
一
面
）
に
よ
る
と
、
日
本
企
業
の
従
業
員
に
よ
り
な
さ
れ
た
外
国
公
務
員
へ

の
贈
賄
に
つ
き
、
両
罰
規
定
に
よ
っ
て
企
業
（
法
人
）
を
処
罰
せ
ず
不
起
訴
に
す
る
と
い
う
内
容
の
合
意
が
な
さ
れ
た
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
二
一
日
の
日
本
経
済
新
聞
（
朝
刊
、
三
面
）
に
は
、「
２
例
目
の
司
法
取
引
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
に
、
大
手
自
動
車

会
社
会
長
の
金
融
商
品
取
引
法
違
反
の
疑
い
に
よ
る
逮
捕
に
関
し
て
、
司
法
取
引
が
用
い
ら
れ
た
、
と
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

（
2
）�

現
行
刑
事
訴
訟
法
が
職
権
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
者
は
多
い
。
加
藤
康
榮
『
新
生
検
察
官
論
─
国
民
の
司
法
参
加
と
検
察
官
の
役

割
』（
北
樹
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
三
八
～
四
〇
頁
参
照
。

（
3
）�

日
本
に
お
け
る
自
白
尊
重
に
は
も
と
よ
り
歴
史
的
背
景
も
あ
る
。V

gl.,H
irobu

m
i S

h
itara,B

eschuldigtenvernehm
ung�und�G

eständnis�

in�Japan,Japanisches�R
echt,B

d.46,2009,189-196.�

（
4
）�

法
制
審
議
会
新
時
代
の
刑
事
司
法
制
度
特
別
部
会
「
時
代
に
即
し
た
新
た
な
刑
事
司
法
制
度
の
基
本
構
想
」
一
三
頁
─
こ
の
基
本
構
想
は
、
前

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
の
著
書
で
あ
る
、
吉
田
雅
之
『
一
問
一
答
　
平
成
二
八
年
刑
事
訴
訟
法
等
改
正
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
の
三
四
九
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刑
事
手
続
改
革
と
裁
判
所
の
役
割
の
変
容
（
設
楽
）

頁
以
下
に
巻
末
資
料
と
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
同
書
で
は
三
六
三
頁
に
相
当
す
る
─
参
照
。

（
5
）�

吉
田
・
前
掲
注（
４
）九
七
～
九
八
頁
参
照
。

（
6
）�
両
制
度
の
概
要
に
つ
き
、
加
藤
克
佳
ほ
か
「
司
法
取
引
」
名
城
法
学
六
五
巻
四
号
三
三
頁
以
下
（
二
〇
一
六
年
）
の
六
一
～
八
四
頁
〔
辻
本
典

央
〕
参
照
。

（
7
）�

ド
イ
ツ
に
お
け
る
合
意
導
入
の
経
緯
に
つ
き
、
加
藤
克
佳
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
協
議
・
合
意
─
主
に
ド
イ
ツ
法
を
手
が
か
り
と
し
て
─
」
高

橋
則
夫
ほ
か
編
『
曽
根
威
彦
先
生
・
田
口
守
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
　
下
巻
』
三
七
七
頁
以
下
（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
の
三
八
二
～
三
八
五

頁
参
照
。
王
冠
証
人
導
入
の
経
緯
に
つ
き
、
内
藤
大
海
「
ド
イ
ツ
」
白
取
祐
司
ほ
か
編
著
『
日
本
版
「
司
法
取
引
」
を
問
う
』
一
二
二
頁
以
下
（
旬

報
社
、
二
〇
一
五
年
）
の
一
二
二
～
一
二
六
頁
参
照
。
両
制
度
は
、
二
〇
〇
九
年
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
。

（
8
）�

裁
判
所
の
事
実
解
明
義
務
な
ど
に
反
す
る
と
い
っ
た
批
判
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
合
意
が
導
入
さ
れ
た
理
由
は
、
訴
訟
経
済
、
事
件
処
理
の

合
理
化
・
効
率
化
な
い
し
手
続
の
迅
速
化
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
加
藤
克
佳
・
前
掲
注（
７
）三
八
三
頁
、
グ
ン
ナ
ー
・
ド
ゥ
ッ
ト
ゲ
（
加
藤
克

佳
訳
）「
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
合
意
─
法
律
規
定
（
刑
事
訴
訟
法
二
五
七
条
ｃ
）
の
基
本
問
題
─
」
名
城
法
学
六
一
巻
四
号
二
一
頁
以
下

（
二
〇
一
二
年
）
の
二
二
～
二
五
頁
参
照
。

（
9
）�V

gl.,L
u

tz M
eyer-G

roßn
er,in:�L

utz�M
eyer-G

roßner/B
ertram

�S
chm
itt,S
trafprozessordnung�G

erichtsverfassungsgesetz,N
eb

engesetze�und�ergänzende�B
estim

m
ungen,60.A

ufl.,2017,�§
257c,R

n.3,S
.1171.

他
に
、
合
意
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
答
弁
取
引
に
類
似
す

る
も
の
で
あ
っ
て
ド
イ
ツ
の
刑
事
手
続
の
構
造
を
変
容
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
旨
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、C

lau
s R

oxin
/

B
ern

d
 

S
chün

em
an

n,S
trafverfahrensrecht�E

in�S
tudienbuch,27.A

ufl.,2012,R
n.63,S

.364

が
あ
る
。

（
10
）�V

gl., M
eyer-G

roßn
er,aaO

（A
nm
.9

）,�§
257c,R

n.4,S
.1172.

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
二
五
七
ｃ
条
の
訳
と
し
て
、
加
藤
・
前
掲
注（
７
）

三
八
五
頁
（
注
12
）
が
あ
る
。
こ
の
規
定
に
関
す
る
本
文
の
説
明
は
こ
の
訳
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
11
）�V
gl., M

eyer-G
roßn

er,aaO

（A
nm
.9

）,�§
257c,R

n.11,S
.1174.

こ
れ
に
関
し
、
裁
判
所
が
示
さ
れ
た
刑
の
上
限
と
同
じ
刑
を
宣
告
す
る
と

特
定
の
刑
を
合
意
し
た
の
と
事
実
上
同
様
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
滝
沢
誠
「
新
法
成
立
後
の
ド
イ
ツ
刑
事
手
続
に
お
け
る

合
意
に
つ
い
て
」
町
野
朔
ほ
か
編
『
刑
法
・
刑
事
政
策
と
福
祉
─
岩
井
宜
子
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』
五
〇
六
頁
以
下
（
尚
学
社
、
二
〇
一
一
年
）

三
五



の
五
一
〇
～
五
一
二
頁
参
照
。

（
12
）�V

gl., M
eyer-G

roßn
er,aaO

（A
nm
.9

）,�§
257c,R

n.13,S
.1175.�

（
13
）�V

gl., M
eyer-G

roßn
er,aaO

（A
nm
.9

）,�§
257c,R

n.14,S
.1175f.�

（
14
）�V

gl., M
eyer-G

roßn
er,aaO

（A
nm
.9

）,�§
257c,R

n.29,S
.1183.�

（
15
）�V

gl., M
eyer-G

roßn
er,aaO

（A
nm
.9

）,�§
257c,R

n.4a,S
.1172.

加
藤
克
佳
・
前
掲
注（
７
）三
八
五
～
三
八
七
頁
参
照
。

（
16
）�

ド
イ
ツ
刑
法
四
六
ｂ
条
等
の
訳
と
し
て
、
内
藤
・
前
掲
注（
７
）一
四
〇
～
一
四
一
頁
が
あ
る
。
本
文
の
王
冠
証
人
規
定
の
説
明
は
こ
の
訳
を
参

考
に
し
て
い
る
。

（
17
）�V

gl.�J
örg K

in
zig,in:S

chönke/S
chröder,S

trafgesetzbuch�K
om
m
entar,28.A

ufl.,2010,§
46b,R

n.2,S
.789f.

（
18
）�V

gl.,T
h

om
as F

isch
er,S
trafgesetzbuch�m

it�N
ebengesetzen,64.A

ufl.,2017,�§
46b,R

n.9b-9c,S
.436.

（
19
）�

内
藤
・
前
掲
注（
７
）一
二
八
～
一
三
一
頁
参
照
。

（
20
）�

加
藤
克
佳
・
前
掲
注（
７
）四
〇
六
～
四
〇
七
頁
は
、
被
害
者
の
権
利
利
益
に
反
す
る
事
態
が
生
じ
る
恐
れ
の
あ
る
こ
と
は
司
法
取
引
一
般
の
大

き
な
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
被
害
者
の
意
向
表
明
の
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
現
行
法
の
下
で
は
、
起
訴
さ
れ

れ
ば
被
害
者
は
一
般
的
な
意
見
陳
述
が
で
き
る
も
の
の
、
不
起
訴
処
分
が
な
さ
れ
れ
ば
検
察
審
査
会
に
審
査
を
申
し
立
て
る
し
か
な
い
。

（
21
）�

佐
藤
隆
之
「
平
成
二
八
年
刑
事
訴
訟
法
改
正
に
よ
る
『
合
意
制
度
』
の
導
入
に
つ
い
て
」
東
北
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
五
巻
五
〇
頁
以
下
（
二
〇
一
八

年
）
の
五
八
頁
参
照
。

（
22
）�

刑
集
二
〇
巻
六
号
五
三
九
頁
。

（
23
）�

吉
田
・
前
掲
注（
４
）六
三
～
六
四
頁
参
照
。
加
藤
康
榮
・
前
掲
注（
２
）二
三
八
頁
も
、
約
束
に
よ
る
自
白
が
三
一
九
条
一
項
の
「
そ
の
他
任
意

に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑
の
あ
る
自
白
」
に
該
当
す
る
の
は
、
虚
偽
自
白
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
類
型
的
に
高
い
状
況
で
自
白
が
な
さ
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
、
約
束
が
動
機
づ
け
に
な
っ
て
自
白
し
た
程
度
で
あ
れ
ば
こ
れ
に
該
当
し
な
い
旨
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書
一
一
三
頁
は
、
日
本
型
合
意

の
立
法
に
は
、
弁
護
人
の
関
与
に
よ
る
「
任
意
性
を
欠
く
こ
と
が
な
い
類
型
的
担
保
」
が
あ
る
の
で
、
従
来
の
約
束
に
よ
る
自
白
は
任
意
性
に
疑
い

が
あ
る
と
す
る
判
例
と
抵
触
し
な
い
と
す
る
。
加
藤
克
佳
・
前
掲
注（
７
）四
〇
三
頁
も
、
約
束
に
よ
る
自
白
の
証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
捜

三
六



刑
事
手
続
改
革
と
裁
判
所
の
役
割
の
変
容
（
設
楽
）

査
機
関
に
迎
合
す
る
虚
偽
を
含
む
供
述
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
弁
護
人
と
事
前
に
十
分
相
談
し
た
よ
う
な
場
合
は
、
一
律
に
証
拠
能
力

を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
旨
述
べ
る
。

（
24
）�
吉
田
・
前
掲
注（
４
）六
一
～
六
二
頁
参
照
。

（
25
）�
岩
田
研
二
郎
「
司
法
取
引
の
導
入
と
日
本
社
会
─
新
た
な
え
ん
罪
は
防
げ
る
か
」
村
井
敏
邦
＝
海
渡
雄
一
編
『
可
視
化
・
盗
聴
・
司
法
取
引
を

問
う
』
一
二
八
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
）
の
一
四
三
～
一
四
四
頁
参
照
。
今
村
核
「
日
本
の
『
闇
取
引
』」
白
取
祐
司
ほ
か
編
『
日

本
版
「
司
法
取
引
」
を
問
う
』
三
八
頁
以
下
（
旬
報
社
、
二
〇
一
五
年
）
の
九
三
～
九
九
頁
は
、
虚
偽
供
述
等
罪
の
導
入
は
か
え
っ
て
冤
罪
救
済
の

道
を
狭
め
る
も
の
で
あ
り
、
弁
護
人
が
関
与
し
て
も
、
冤
罪
づ
く
り
の
片
棒
を
か
つ
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
旨
指
摘
し
て
い
る
。

（
26
）�

吉
田
・
前
掲
注（
４
）五
六
～
五
七
頁
参
照
。

（
27
）�

二
〇
一
五
年
七
月
一
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
元
検
察
官
の
高
井
康
行
参
考
人
は
、
被
疑
者
か
ら
自
白
を
得
る
こ
と
が
困
難
に

な
っ
た
原
因
と
し
て
、
捜
査
弁
護
の
活
発
化
の
ほ
か
に
、「
こ
れ
は
ま
こ
と
に
残
念
な
ん
で
す
が
、
若
い
検
察
官
の
取
り
調
べ
能
力
と
い
う
も
の
が

や
は
り
落
ち
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
八
九
回
国
会 

法
務
委
員
会 

第
二
七
号
（
平
成
二
七
年
七
月
一
日
（
水
曜

日
））
議
事
録
二
一
頁
（http://w
w
w
.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua/004418920150

）
参
照
。

（
28
）�

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
元
検
察
官
の
郷
原
信
郎
参
考
人
は
、
日
本
の
刑
事
司
法
に
司
法
取
引
を
導
入
す
べ
き
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

「
不
透
明
な
事
実
上
の
司
法
取
引
を
排
除
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
」
を
あ
げ
て
い
る
（
前
掲
注（
27
）議
事
録
六
頁
参
照
）。
も
っ
と
も
、
加
藤
康
榮
・

前
掲
注（
２
）一
一
五
頁
は
、
日
本
型
合
意
の
導
入
が
検
察
官
の
起
訴
裁
量
権
に
よ
る
「
秘
め
ら
れ
た
る
司
法
取
引
」
を
許
さ
な
い
も
の
と
は
解
さ
れ

な
い
と
す
る
。
確
か
に
、
被
疑
者
が
反
省
し
て
い
る
よ
う
な
と
き
は
二
四
八
条
に
基
づ
き
不
起
訴
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
被

疑
者
が
捜
査
協
力
と
い
う
貢
献
は
し
て
い
る
も
の
の
、
反
省
し
て
い
ず
被
害
者
の
処
罰
感
情
も
強
い
と
き
な
ど
、
な
お
二
四
八
条
の
「
情
状
並
び
に

犯
罪
後
の
情
況
に
よ
り
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
と
き
」
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
は
や
や
疑
問
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
と
き
は
、

三
五
〇
条
の
二
以
下
の
合
意
に
よ
る
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
29
）�

吉
弘
光
男
＝
宗
岡
嗣
郎
「
検
察
官
の
職
務
と
職
権
の
濫
用
─
大
阪
地
検
特
捜
部
の
犯
罪
を
契
機
と
し
て
─
」
法
政
理
論
四
五
巻
四
号
二
五
頁
以

下
（
二
〇
一
三
年
）
の
三
五
～
三
六
頁
は
、
厚
生
労
働
省
元
局
長
無
罪
事
件
捜
査
に
関
し
証
拠
隠
滅
を
し
た
検
察
官
の
上
司
の
検
察
官
が
（
証
拠
隠

三
七



滅
に
つ
い
て
）
捜
査
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
厚
生
労
働
省
元
局
長
を
被
告
人
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
「
義
務
の
な
い
こ
と
を
行
わ
せ
、
又
は
、

権
利
の
行
使
を
妨
害
し
た
」
も
の
で
あ
る
か
ら
職
権
濫
用
罪
に
あ
た
る
旨
述
べ
て
い
る
。
違
法
な
司
法
取
引
に
よ
っ
て
供
述
を
引
き
出
す
こ
と
は
、

ま
し
て
、「
義
務
の
な
い
こ
と
を
行
わ
せ
」
に
あ
た
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
同
意
が
あ
っ
て
も
職
権
濫
用
罪
が
成
立
す
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
と
よ
り
、
職
権
濫
用
罪
に
よ
り
起
訴
さ
れ
有
罪
と
な
る
件
数
は
僅
少
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
改
善

さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
30
）�

衆
議
員
法
務
委
員
会
に
お
い
て
郷
原
信
郎
参
考
人
は
、
司
法
取
引
導
入
は
「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応
と
し
て
の
内
部
調
査
の
一
層
の
促
進
」

に
つ
な
が
る
旨
述
べ
て
い
る
（
前
掲
注（
27
）議
事
録
六
頁
参
照
）。
上
田
正
和
「
企
業
犯
罪
と
司
法
取
引
」
大
宮
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
八
号
五
頁
以
下

（
二
〇
一
二
年
）
の
二
一
頁
は
、
企
業
犯
罪
に
つ
い
て
の
刑
事
制
裁
の
意
義
は
刑
事
処
罰
を
通
し
て
社
会
内
の
紛
争
な
い
し
問
題
行
動
を
解
決
す
る

手
段
で
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
司
法
取
引
を
認
め
る
意
義
が
あ
る
旨
述
べ
る
。
他
に
、
司
法
取
引
は
被
疑
者
・
被
告
人

が
検
察
官
と
「
交
渉
」
す
る
道
を
正
式
に
切
り
開
い
た
制
度
で
あ
り
企
業
に
お
い
て
主
体
的
に
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
損
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ

と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
指
摘
も
あ
る
（
平
尾
覚
『
日
本
版
司
法
取
引
と
企
業
対
応
　
平
成
二
八
年
改
正
刑
訴
法
で
何
が
ど
う
変
わ
る
の

か
』
の
「
は
じ
め
に
」〔
清
文
社
、
二
〇
一
六
年
〕
参
照
）。
ま
た
、
企
業
価
値
を
維
持
し
そ
の
毀
損
を
防
ぐ
た
め
に
司
法
取
引
に
よ
る
成
果
が
得
ら

れ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
朝
山
道
央
編
著
『
企
業
犯
罪
と
司
法
取
引
』
の
九
四
～
一
〇
六
頁
（
一
般
社
団
法
人
金
融
財
政
事
情
研
究

会
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
。

（
31
）�

加
藤
克
佳
・
前
掲
注（
７
）三
九
七
～
三
九
八
頁
は
、
合
意
の
導
入
に
よ
り
刑
事
訴
訟
の
目
的
は
、
国
家
刑
罰
権
の
実
現
の
思
考
か
ら
法
的
平

和
・
平
穏
の
創
出
や
社
会
秩
序
の
回
復
の
思
考
に
移
行
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
32
）�

国
家
と
市
民
の
関
係
を
専
ら
上
位
と
下
位
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
国
家
と
市
民
の
関
係
が
次
第
に
協
働
と
合
意
に
よ
り
規
定

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
、
加
藤
克
佳
・
前
掲
注（
７
）三
九
六
頁
参
照
。

（
33
）�

笹
倉
宏
紀
「
Ａ
Ｉ
と
刑
事
司
法
」
弥
永
真
正
＝
宍
戸
常
寿
編
『
ロ
ボ
ッ
ト
・
Ａ
Ｉ
と
法
』
二
三
三
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
の

二
五
一
～
二
五
二
頁
は
、
刑
事
手
続
の
内
で
も
、
再
犯
可
能
性
を
考
慮
し
た
起
訴
猶
予
に
す
る
か
否
か
の
判
断
や
大
量
の
デ
ー
タ
が
記
録
さ
れ
た
電

磁
的
記
録
媒
体
か
ら
関
連
が
あ
り
そ
う
な
デ
ー
タ
を
選
別
す
る
作
業
に
は
、
Ａ
Ｉ
が
活
用
で
き
る
旨
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

三
八



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

FinT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察

藤
　
　
川
　
　
信
　
　
夫

序
章

F
inT

ech

と
称
さ
れ
る
金
融
技
術
革
新
が
急
速
に
進
み
、
金
融
（finance

）
と
Ｉ
Ｔ
技
術
（technology

）
を
融
合
し
た
金
融
工
学
分
野

の
技
術
革
新
で
あ
る
が
、
金
融
業
発
展
の
た
め
の
金
融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
の
観
点
か
ら
金
融
規
制
当
局
・
中
央
銀
行
、
メ
ガ
バ
ン
ク

な
ど
が
大
き
な
関
心
を
示
し
て
対
応
を
図
り
つ
つ
あ
る
。
他
方
で
は
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
ほ
か
規
制
上
の
課
題
が
あ
り
、
仮
想
通

貨
交
換
所
の
破
綻
事
案
発
生
に
み
る
通
り
、
利
用
者
保
護
の
枠
組
み
の
整
備
の
必
要
性
も
検
討
さ
れ
て
い
る
（
１
）

。

我
が
国
で
は
二
〇
一
六
年
五
月
銀
行
法
等
改
正
法
に
お
い
て
、
銀
行
等
に
よ
る
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
へ
の
出
資
の
容
易
化
、
仮
想
通

貨
交
換
業
に
か
か
る
制
度
な
ど
が
整
備
さ
れ
、
二
〇
一
七
年
五
月
改
正
で
は
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
（A

pplication P
rogram

m
ing Interface

）

促
進
の
観
点
か
ら
銀
行
に
求
め
ら
れ
る
措
置
（
同
五
二
条
の
六
一
の
一
一
等
）
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
活
用
、
業
務
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ

論
　
説

三
九



ン
グ
化
な
どF

inT
ech

制
度
面
の
課
題
は
多
々
残
さ
れ
て
い
る
。

F
inT
ech

の
技
術
革
新
は
急
速
か
つ
影
響
も
大
き
く
、
最
終
的
な
形
態
あ
る
い
は
全
容
を
現
時
点
で
完
全
に
見
通
す
こ
と
は
困
難
と
も

い
え
る
中
、
本
稿
はF

inT
ech

関
連
制
度
に
つ
い
て
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
焦
点
を
絞
り
、
先
行
研
究
な
ど
も
基
に
概
要
を
整
理
し
、

最
新
の
動
向
も
踏
ま
え
て
展
望
に
向
け
た
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
銀
行
法
等
の
改
正
、
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
規
制

な
ど
関
連
す
る
法
制
面
、
理
論
面
の
み
な
ら
ず
、
メ
ガ
バ
ン
ク
等
の
既
存
金
融
機
関
やF

inT
ech

企
業
の
多
様
な
実
務
・
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
に
も
亘
る
領
域
で
あ
り
、
包
括
的
な
視
点
か
らF

inT
ech

に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
な
ど
を
考
察
し
、
取
り
纏
め

を
図
っ
て
い
る
。

第
一
章
　F

inT
ech

関
連
業
務
と
法
制
度

１
．FinTech

関
連
法
制
の
概
要

F
inT
ech

に
か
か
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、F

inT
ech

関
連
業
務
と
法
制
度
に
つ
い
て
概
要
を
示
し
て
お

き
た
い
。
我
が
国
の
法
制
度
面
と
し
て
は
、
従
前
の
金
融
規
制
で
用
い
ら
れ
た
手
法
で
あ
る
業
態
別
規
制
、
金
融
商
品
の
内
容
の
規
制
を

基
礎
と
し
て
こ
れ
ま
で
は
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
２
）

。

先
ず
二
〇
一
六
年
に
お
い
て
は
銀
行
法
と
資
金
決
済
法
等
の
改
正
が
図
ら
れ
、
①
金
融
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
経
営
管
理
の
充
実
と
し
て

銀
行
持
株
会
社
が
果
た
す
べ
き
機
能
の
明
確
化
、
②
共
通
・
重
複
業
務
の
集
約
等
に
よ
る
金
融
仲
介
機
能
の
強
化
と
し
て
持
株
会
社
・
子

会
社
へ
の
集
約
等
の
許
容
、
③
Ｉ
Ｔ
進
展
に
伴
う
技
術
革
新
へ
の
対
応
と
し
てF

inT
ech

企
業
の
子
会
社
化
な
ら
び
に
決
済
関
連
事
務

受
託
の
容
易
化
、
④
仮
想
通
貨
へ
の
対
応
と
し
て
仮
想
通
貨
交
換
業
に
か
か
る
規
制
導
入
な
ら
び
に
犯
収
法
の
対
応
等
が
整
備
さ
れ
て
い

四
〇



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

る
。続

い
て
二
〇
一
七
年
に
お
い
て
は
銀
行
法
等
の
改
正
に
よ
り
、
①
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
関
す
る
規
制
整
備
、
②
電
子
決
済
等
代
行

業
者
の
体
制
整
備
な
ら
び
に
安
全
管
理
に
か
か
る
措
置
、
③
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
金
融
機
関
と
の
契
約
締
結
、
④
金
融
機
関
に
お
け

る
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
推
進
に
か
か
る
措
置
等
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

今
後
の
金
融
庁
に
よ
る
関
連
法
制
度
の
方
向
性
と
し
て
は
、
①
同
一
機
能
・
リ
ス
ク
に
対
し
て
は
同
一
ル
ー
ル
を
適
用
し
、
業
態
別
か

ら
機
能
別
規
制
へ
の
転
換
を
図
る
。
②
金
融
に
関
す
る
基
本
的
概
念
な
ら
び
に
ル
ー
ル
の
横
断
化
を
図
り
、
金
融
規
制
に
お
け
る
定
義
の

横
断
化
を
進
め
る
。
③
環
境
変
化
に
対
応
す
べ
く
規
制
の
横
断
的
見
直
し
、
制
度
面
の
障
害
除
去
等
の
検
討
を
進
め
ん
と
す
る
。

２
．
各
分
野
毎
の
整
理

F
inT
ech

関
連
業
務
と
法
制
度
の
大
ま
か
な
整
理
を
行
っ
て
お
き
た
い
（
３
）

。

⑴
　
仮
想
通
貨
　
二
〇
一
七
年
四
月
施
行
の
改
正
資
金
決
済
法
に
お
い
て
、
①
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
の
交
換
を
行
う
業
務
、
②
仮
想

通
貨
同
士
の
交
換
を
行
う
業
務
、
③
①
、
②
の
業
務
の
媒
介
・
取
次
ぎ
ま
た
は
代
理
業
務
、
④
①
─
③
に
際
し
て
利
用
者
の
金
践
・
仮
想

通
貨
の
管
理
を
行
う
業
務
に
関
し
て
は
仮
想
通
貨
交
換
業
と
し
て
登
録
が
求
め
ら
れ
る
。

イ
　
電
子
決
済
等
代
行
業
　
二
〇
一
七
年
五
月
成
立
の
改
正
銀
行
法
に
お
い
て
、
①
預
金
者
の
預
託
を
受
け
て
口
座
内
の
資
金
を
移
動

さ
せ
る
為
替
取
引
を
行
う
こ
と
を
銀
行
に
対
し
て
指
図
す
る
業
務
、
②
預
金
者
等
の
預
託
を
受
け
て
口
座
に
か
か
る
情
報
を
取
得
し
、
預

金
者
に
提
供
す
る
業
務
に
関
し
て
は
、
電
子
決
済
等
代
行
業
と
し
て
登
録
が
求
め
ら
れ
る
。

ロ
　
ロ
ボ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
関
連
　
ロ
ボ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
ロ
ボ
ア
ド
（
４
）

）
関
連
と
し
て
は
、
リ
ス
ク
選
好
等
の
各
種
質
問
に
対
す
る
顧
客

の
回
答
内
容
を
踏
ま
え
、
顧
客
に
適
し
た
一
般
的
な
資
産
ク
ラ
ス
別
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
（
構
成
割
合
）、
個
別
の
有
価
証
券
の
提
示
を
行
う

四
一



場
合
、
①
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し
て
報
酬
を
碍
ず
に
行
い
、
個
別
契
約
の
締
結
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
登
録
等
は
不
要
と
な
る
。
②
報
酬
を

得
て
行
い
個
別
契
約
が
締
結
さ
れ
れ
ば
投
資
助
言
業
に
該
当
し
、
登
録
が
必
要
と
な
る
。

ハ
　
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
　
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
二
〇
一
四
年
金
融
商
品
取
引
法
改
正
に
よ
り
、
①
投
資

型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
規
制
、
②
電
子
申
込
型
電
子
募
集
取
扱
業
務
（
金
融
商
品
取
引
業
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
七
〇
条
の

三
第
三
頂
）
の
関
連
規
制
が
整
備
さ
れ
た
。
③
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
者
と
し
て
登
録
が
必
要
と
な
る
。

第
二
章
　
銀
行
の
将
来
像
とF

inT
ech

法
規
制
の
あ
り
方

１
．
金
融
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
進
展
─
金
融
規
制
の
横
断
化
と
行
政
の
転
換
─

我
が
国
で
は
金
融
庁
用
か
ら
顧
客
や
金
融
機
関
が
形
成
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
に
つ
い
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
姿
な
ら
び
に
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
変
化
の
方
向
を
決
め
る
要
因
に
関
し
四
つ
の
段
階
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
五
月
金
融
庁
森
信
親
長
官
（
５
）

）。

①
金
融
機
関
ハ
ブ
型
（
⒜
既
存
の
金
融
構
造
を
中
心
にB

etter B
ank

あ
る
い
はN

ew
 B

ank

を
指
向
）、
②
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
企
業
中
心
型

（
Ｐ
Ｆ
Ｍ（６
）

な
ど
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
を
主
体
と
す
るR

elegated B
ank

）、
③
取
引
所
型
（
Ｐ
２
Ｐ
（peer-to-peer

）、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ

ミ
ー
型
の
構
造
でD

isinterm
ediated B

ank

を
指
向
）、
④
分
散
型
（
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
な
ど
の
分
散
型
構
造
でD

isinterm
ediated B

ank

を
指
向
）

の
四
類
型
に
よ
る
金
融
改
革
モ
デ
ル
で
あ
る
。

①
現
在
の
金
融
市
場
は
、
銀
行
や
保
険
会
社
が
ハ
ブ
と
な
り
自
身
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
通
じ
て
顧
客
の
仲
介
の
ハ
ブ
と
な
る
形
が
中

心
で
あ
る
。
②
新
し
い
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
顧
客
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
と
非
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
組
合
わ
せ
に
な
り
、

顧
客
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
担
う
企
業
が
外
部
か
ら
最
も
顧
客
の
利
益
に
沿
う
と
考
え
ら
れ
る
各
種
サ
ー
ビ
ス
を
調
達
し
て
顧
客
に

四
二



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

提
供
す
る
形
に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
場
合
、
新
し
い
付
加
価
値
の
大
半
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
企
業
に
帰
属
し
、
金
融
機
関
は
ジ
ェ
ネ

リ
ッ
ク
供
給
者
の
役
割
に
留
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
、
金
融
機
関
が
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
企
業
の
役
割
を
果
た
し
、
他
の
金
融
機
関

や
非
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
連
携
す
る
形
式
も
あ
り
う
る
。
③
次
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
よ
る
分
散
処
理
が
進
め
ば
顧
客
が

直
接
取
引
所
に
参
加
す
る
形
式
、
ル
ー
ル
設
定
な
ど
を
担
う
仲
介
役
の
元
で
顧
客
同
士
が
多
角
的
に
直
接
取
引
を
行
う
形
式
へ
の
発
展
も

考
え
ら
れ
る
。
④
更
に
は
、
金
融
機
関
ハ
ブ
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
残
し
つ
つ
サ
ー
ビ
ス
特
性
に
よ
っ
て
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
棲
み

分
け
ら
れ
、
共
存
す
る
金
融
シ
ス
テ
ム
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
で
は
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
比
重
が

薄
ま
り
、
資
本
市
場
の
持
つ
特
性
の
比
重
が
高
ま
っ
て
い
く
と
み
ら
れ
る
。

２
．
金
融
規
制
の
変
容
─
機
能
別
規
制
と
規
制
の
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
─

新
し
い
技
術
の
活
用
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の
ア
ン
バ
ン
ド
ル
・
リ
バ
ン
ド
ル
が
進
み
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
機
能
の
担
い
手
が
変
化
す
る

に
つ
れ
、
金
融
分
野
の
競
争
促
進
、
顧
客
と
共
有
さ
れ
る
価
値
創
造
が
生
じ
て
く
る
。
金
融
規
制
と
し
て
は
、
機
能
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン

グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
べ
く
、
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
単
位
の
規
制
か
ら
機
能
別
の
規
制
へ
重
点
を
移
す
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ

る
（
７
）

。規
制
で
守
る
べ
き
機
能
（
預
金
、
決
済
、
信
用
創
造
）、
多
様
な
形
態
の
間
の
競
争
条
件
の
公
平
の
確
保
、
グ
ル
ー
プ
内
の
利
益
相
反
の

防
止
、
規
制
し
な
い
機
能
か
ら
守
る
べ
き
機
能
へ
の
リ
ス
ク
遮
断
の
確
保
、
顧
客
情
報
の
適
切
な
管
理
、
金
融
仲
介
の
ハ
ブ
型
か
ら
分
散

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
へ
の
変
容
、
市
場
規
制
的
な
視
点
の
比
重
の
高
ま
り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
利
用
者
保
護
の
両
立
な
ど
へ
の
対
応
が
焦

点
と
な
っ
て
く
る
。

か
か
る
対
応
の
鍵
と
し
て
、
①
機
能
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
を
可
能
と
す
る
た
め
に
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
単
位
の
規
制

四
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か
ら
機
能
別
の
規
制
に
重
点
を
移
す
必
要
が
高
ま
る
。
②
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
姿
が
ハ
ブ
型
か
ら
分
散
型
に
な
る
こ
と
か
ら
、
金
融
規

制
も
市
場
規
制
的
な
比
重
が
高
ま
り
、
開
示
、
不
公
正
取
引
の
防
止
、
適
合
性
の
原
則
な
ど
の
ル
ー
ル
を
取
引
特
性
に
応
じ
て
負
担
の
少

な
い
形
で
設
計
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
過
剰
規
制
に
陥
り
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
抑
制
す
る
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
レ

ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
（R

egulatory S
andbox

規
制
の
砂
場
）
の
治
験
が
英
国
な
ど
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
②
利
用
者
保
護

を
両
立
さ
せ
る
必
要
性
か
ら
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
（
実
証
内
容
と
リ
ス
ク
を
説
明
し
た
上
で
の
参
加
の
同
意
の
確
認
）
が
鍵
と

な
る
。
実
験
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
内
容
と
リ
ス
ク
を
説
明
し
て
実
験
へ
の
参
加
の
同
意
を
確
認
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
重
要

と
な
る
。

我
が
国
の
政
府
当
局
か
ら
は
法
制
上
の
措
置
を
講
じ
る
に
当
た
り
、
日
本
版
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
の
五
原
則
と
し
て

以
下
の
内
容
が
提
言
さ
れ
て
い
る
（
８
）

。

①
実
証
優
先
主
義
　
既
存
の
規
制
に
ど
う
適
合
し
得
る
か
を
審
査
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、T

ry F
irst

を
旨
と
し
た
制
度
と
す

る
こ
と
。
②
リ
ス
ク
の
適
切
な
管
理
　
実
証
に
伴
っ
て
生
じ
る
リ
ス
ク
の
管
理
は
、
参
加
者
や
期
間
を
限
定
し
て
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン

セ
ン
ト
の
下
で
行
う
こ
と
等
を
基
本
と
し
て
設
計
す
る
こ
と
。
③
高
い
レ
イ
ヤ
ー
で
の
政
府
一
元
的
な
体
制
　
関
係
省
庁
間
で
効
果
的
な

調
整
権
限
を
発
揮
し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
実
装
に
よ
る
成
長
戦
略
を
政
府
横
断
的
に
強
力
に
推
進
す
る
一
元
的
な
体
制
を
構
築
す

る
こ
と
。
④
ハ
ン
ズ
オ
ン
支
援
と
事
後
的
な
検
証
　
実
証
た
め
の
柔
軟
な
対
応
、
実
証
に
よ
り
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
の
確
保
な
ど
ハ
ン
ズ
オ

ン
支
援
を
丁
寧
に
行
い
、
実
証
の
成
果
を
ル
ー
ル
整
備
や
政
策
立
案
に
活
か
し
て
い
く
こ
と
。
実
証
が
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
場
合
に
お

け
る
デ
ー
タ
も
貴
重
な
資
産
で
あ
る
旨
を
踏
ま
え
る
こ
と
。
⑤
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
関
与
　
各
省
庁
の
担
当
部
門
は
規
制
の
執
行
部

門
と
は
異
な
る
部
門
と
し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
の
推
進
に
責
任
を
有
す
る
経
営
ト
ッ
プ
が
直
轄
す
る
部
局
と
す
る

四
四
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こ
と
。

第
三
章
　 

銀
行
の
将
来
像
と
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
、F

inT
ech

の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス

構
築
と
業
種
横
断
化
に
向
け
た
法
制
整
備

１
．
銀
行
の
段
階
的
将
来
像
と
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
な
ら
び
に
銀
行
の
対
応

　
　
　
　
─FinTech
時
代
に
相
応
し
た
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
築
に
向
け
て
─

⑴
　
銀
行
業
が
変
容
す
る
五
つ
の
シ
ナ
リ
オ
と
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
想
定
シ
ナ
リ
オ

銀
行
の
段
階
的
将
来
像
に
関
し
て
国
際
機
関
の
動
向
を
見
る
と
、
一
九
七
四
年
に
Ｇ
10
諸
国
の
中
央
銀
行
総
裁
等
の
合
意
に
よ
り
銀
行

監
督
に
関
す
る
継
続
的
な
協
力
の
た
め
の
協
議
を
行
う
べ
く
ス
イ
ス
・
バ
ー
ゼ
ル
で
創
設
さ
れ
た
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
お
い
て

想
定
シ
ナ
リ
オ
な
ど
が
提
示
さ
れ
、
大
き
な
反
響
を
呼
び
つ
つ
あ
る
。
金
融
庁
が
示
し
て
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
も
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会

の
想
定
シ
ナ
リ
オ
を
踏
ま
え
た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
以
下
で
は
そ
の
概
略
を
示
し
て
い
き
た
い
。

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
（B

asel C
om

m
ittee on B

anking S
upervision B

C
B

S

）
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
三
一
日
市
中
協
議
文
書

「F
inT

ech

の
発
展
が
も
た
ら
す
銀
行
お
よ
び
銀
行
監
督
当
局
へ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ンIm

plications of fintech developm
ents 

for banks and bank supervisors （
９
）

」
に
お
い
て
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
、
顧
客
チ
ャ
ネ
ル
の
設
置
・
運
営
主
体
に
着
目
し
、

F
inT

ech

普
及
に
よ
り
銀
行
業
が
変
容
す
る
五
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
に
波
及
す
る
影
響
に
つ
い
て
以
下
の
通

り
、
分
析
し
て
い
る
（
10
）

。
ま
た
金
融
安
定
理
事
会
（F

inancial S
tability B

oard F
A

S

）、
国
際
通
貨
基
金
（International M

onetary F
und 

IM
F

）
か
ら
も
二
〇
一
七
年
に
金
融
シ
ス
テ
ム
と
規
制
当
局
に
関
す
る
報
告
書
が
相
次
い
で
発
出
さ
れ
て
い
る
（
11
）

。
な
お
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監

四
五



督
委
員
会
は
二
〇
一
八
年
二
月
一
九
日
「
サ
ウ
ン
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
：F

inT
ech

の
発
展
が
も
た
ら
す
銀
行
及
び
銀
行
監
督
当
局
へ
の

イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」（S

ound P
ractices: Im

plications of fintech developm
ents for banks and bank supervisors

）
を
公
表
し
た
（
12
）

。

二
〇
一
七
年
八
月
公
表
の
市
中
協
議
文
書
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
内

容
面
で
は
大
き
な
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。

そ
の
概
略
は
、
①B

etter B
ank

（
よ
り
よ
い
銀
行
）
で
は
、
既
存
の
銀
行
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
高
度
化
す
る
。
②D

istributed B
ank

（
分
業
す
る
銀
行
）
で
は
、
既
存
の
銀
行
とF

inT
ech

企
業
が
垂
直
方
向
に
も
水
平
方
向
に
も
分
業
・
協
業
体
制
を
構
築
す
る
。
③

R
elegated B

ank

（
土
管
化
（
13
）

す
る
銀
行
）
で
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
が
顧
客
チ
ャ
ネ
ル
を
掌
握
し
、
そ
の
配
下
で
既
存
の
銀
行
と
そ
の

他F
inT

ech

企
業
が
水
平
に
分
業
・
協
業
体
制
を
構
築
す
る
。
④N

ew
 B

ank

（
新
規
参
入
に
よ
る
銀
行
代
替
）
で
は
、F

inT
ech

へ
の
強

み
を
活
か
し
て
新
た
に
参
入
し
た
銀
行
が
既
存
の
銀
行
を
代
替
す
る
。
⑤D

isinterm
ediated B

ank

（
中
抜
き
さ
れ
る
金
融
仲
介
）
で
は
、

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
分
散
化
が
進
み
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
等
の
概
念
も
消
滅
す
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
我
が
国
の
大
手
各
銀
行
は
金
融
機
関
ハ
ブ
型
のB

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
を
目
指
し
て
対
応
を
急
い
で
い
る
段
階
と

考
え
ら
れ
る
（
14
）

。

⑵
　
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
銀
行
に
向
け
た
提
言
─
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
性

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
で
は
銀
行
に
向
け
た
提
言
と
し
て
、
①F

inT
ech

発
展
の
チ
ャ
ン
ス
と
リ
ス
ク
の
双
方
を
意
識
す
べ
き

こ
と
、
②F

inT
ech

時
代
に
相
応
し
い
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
変
革
す
べ
き
こ
と
、
③
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ･

リ
ス
ク
の
管
理
を
強
化

す
べ
き
こ
と
、
④
サ
ー
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
と
い
っ
た
Ｉ
Ｔ
リ
ス
ク
対
応
を
推
進
す
べ
き
こ
と
を
提
示
す
る
。

イ
　
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
性

四
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こ
の
う
ち
②F

inT
ech

時
代
に
相
応
し
た
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
性
に
関
し
て
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
は
シ
ス
テ
ム
の

実
装
技
術
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
変
容
す
る
中
で
既
存
の
銀
行
が
業
務
運
営
全
般
に
亘
り
、
予
期
し
な
い
形
で
種
々
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ

ル
リ
ス
ク
に
直
面
し
て
い
く
と
整
理
し
て
い
る
。

B
etter B

ank
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
は
、
銀
行
は
既
存
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
管
理
（
15
）

の
枠
組
み
を
見
直
す
こ
と
な
く
デ
ジ
タ

ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活
用
を
漫
然
と
進
め
た
場
合
、
新
し
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
の
潜
在
的
リ
ス
ク
の
評
価
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
後

手
に
回
り
、
業
務
継
続
を
困
難
と
す
る
よ
う
な
深
刻
な
事
態
に
直
面
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

D
istributed B

ank

やR
elegated B

ank

シ
ナ
リ
オ
で
は
、
既
存
の
銀
行
とF

inT
ech

企
業
と
が
分
業
と
協
業
を
深
化
さ
せ
つ
つ
、

リ
ス
ク
管
理
責
任
の
所
在
が
曖
昧
に
な
れ
ば
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
に
対
す
る
脆
弱
性
が
構
造
的
に
高
ま
る
。
金
融
シ
ス
テ
ム
全

体
が
一
部
の
要
素
技
術
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
依
存
性
を
高
め
た
場
合
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
が
不
安
定
化
す
る
リ
ス
ク
も
高
ま
る
。

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
で
は
、F

inT
ech

普
及
の
速
さ
、
銀
行
業
務
へ
の
影
響
を
意
識
し
て
リ
ス
ク
管
理
体
制
な
ら
び
に
リ
ス
ク
ガ

バ
ナ
ン
ス
構
造
の
機
動
的
な
変
革
・
刷
新
を
進
め
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

ロ
　
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
リ
ス
ク
管
理
の
強
化

次
に
③
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
リ
ス
ク
管
理
の
強
化
に
関
し
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
の
中
で
も
先
鋭
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る

も
の
が
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
伴
う
リ
ス
ク
、
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
が
あ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
よ
れ
ば
、D

istributed 

B
ank

、R
elegated B

ank

の
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
銀
行
が
要
素
技
術
を
提
供
す
るF

inT
ech

企
業
に
コ
ア
業
務
を
委
託
す
る
こ
と
、
逆

に
銀
行
が
顧
客
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
場
合
に
リ
ス
ク
管
理
責
任
の
所
在
が
曖
昧
と
な
り
、
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
易
く
な
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。

四
七



バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
で
は
、
銀
行
こ
そ
が
委
託
先
の
リ
ス
ク
管
理
に
責
任
を
負
う
べ
き
と
説
き
、
銀
行
がF

inT
ech

企
業
と

交
わ
す
業
務
委
託
契
約
等
に
お
い
て
責
任
の
分
界
点
を
明
確
化
す
る
こ
と
、
立
ち
入
り
や
重
要
文
書
の
閲
覧
の
監
査
権
限
（right to 

audit

）
に
関
す
る
条
項
を
整
備
す
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
らF

inT
ech

企
業
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
っ
て
リ
ス
ク
管
理
に
お
い
て
も
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
握
る
場
合
は
こ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
限
界
が
生
じ
る
た
め
、
既
存
の
銀
行
の
み
な
ら
ずF

inT
ech

企
業
に
対
し
て
も
銀
行
業
に
求
め
て
き
た
と
同
等
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
構
造
や
リ
ス
ク
管
理
体
制
具
備
を
求
め
る
の
こ
と
が
金
融
当
局
を
含
め
た
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
サ
ウ
ン
ド
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
銀
行
業
で
醸
成
さ
れ
た
リ
ス
ク
文
化
を
共
有
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
企
業
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー

ン
（
16
）

に
参
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
を
惹
起
す
る
も
の
と
評
価
す
る
た
め
で
あ
り
、N

ew
 B

ank

シ
ナ
リ
オ

に
お
い
て
参
入
す
る
企
業
に
も
該
当
す
る
。

ハ
　
サ
イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
で
は
、F

inT
ech

普
及
の
度
合
い
に
比
例
し
て
銀
行
が
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
る
も
の
と
整
理
し
、

銀
行
が
決
済
代
行
等
を
行
うF

inT
ech

企
業
等
に
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
開
放
し
て
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
の
相
互
連
関
性
が
高
ま
る
過
程
に
お
い
て
、
サ

イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脅
威
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
増

加
に
相
応
し
た
管
理
体
制
の
構
築
・
整
備
を
促
し
て
い
る
（
17
）

。

サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
増
加
の
過
程
に
お
い
て
、B

etter B
ank

、D
istributed B

ank

シ
ナ
リ
オ
を
描
い
て
い
た
既
存
銀
行
が
サ
イ
バ
ー
・

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
管
理
負
担
に
耐
え
き
れ
ず
、
顧
客
チ
ャ
ネ
ル
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
に
明
け
渡
す
と
い
うR

elegated B
ank

シ
ナ

リ
オ
に
取
り
込
ま
れ
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
（
18
）

。

四
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第
四
章
　F

inT
ech

の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
分
析

１
．
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
展
開
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
・
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
分
析

　
　
　
　
─
国
際
金
融
規
制
な
ら
び
に
戦
略
的
リ
ス
ク
の
視
点
を
交
え
て
─

上
記
のF

inT
ech

に
か
か
る
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
な
ど
を
踏
ま
え
て
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
に

対
応
す
る
制
度
設
計
の
あ
り
方
等
に
視
点
を
当
て
更
に
検
討
を
深
め
た
い
。

⑴
　
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
分
析
と
国
際
金
融
規
制

五
つ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
毎
の
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
分
析
（scenario analysis

）
に
つ
い
て
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム

金
融
危
機
の
再
発
防
止
に
係
る
国
際
金
融
規
制
の
関
連
を
交
え
て
概
観
し
て
お
き
た
い
（
19
）

。
各
シ
ナ
リ
オ
毎
に
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
（T

oo big to fail

大
き
す
ぎ
て
つ
ぶ
せ
な
い
）
問
題
な
ど
に
対
す
る
影
響
等
に
関
し
て
跛
行
性
が
窺
え
、F

inT
ech

の
発
展
は
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
・
リ
ス
ク
を
縮

小
す
る
反
面
で
透
明
性
ほ
か
の
課
題
が
生
じ
る
こ
と
、
更
に
は
異
な
っ
た
形
に
よ
る
新
た
な
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
と
で
も
い
う
べ
き
問
題
を
想
起
し

か
ね
な
い
こ
と
、
新
た
な
ビ
ッ
グ
テ
ッ
ク
に
よ
る
寡
占
化
か
ら
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
が
増
幅
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
な
ど
が
考
察
さ
れ
て

い
る
。

⒜
　B

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ

B
etter B

ank

シ
ナ
リ
オ
に
お
け
る
重
要
な
リ
ス
ク
（T

he key risks
）
は
、
新
し
い
戦
略
の
遂
行
に
関
連
し
た
リ
ス
ク
で
あ
り
、
戦

略
・
収
益
向
上
の
リ
ス
ク
（the strategic and profitability risks

）
で
あ
る
。
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
は
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
（cyber-

risks

）、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
依
存
（reliance on outsourcing

）
に
よ
り
増
大
す
る
と
み
ら
れ
る
。
特
に
既
存
の
銀
行
な
ど
が
従
来
の
シ

四
九



ス
テ
ム
環
境
か
ら
新
た
な
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
移
行
す
る
過
程
で
、
サ
イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
く
る
。

金
融
監
督
当
局
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
新
し
い
技
術
や
金
融
商
品
を
効
率
的
に
監
督
す
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

⒝
　D

istributed B
ank

分
業
体
制
が
進
展
す
る
と
共
に
、
銀
行
な
ら
び
に
金
融
監
督
当
局
に
お
い
て
複
数
の
第
三
者
を
介
し
て
の
末
端
の
取
引
（end-to-end 

transactions

）
全
て
の
リ
ス
ク
管
理
を
い
か
に
効
率
的
に
行
う
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
形
成
が
課
題
と
な
る
。
特
に
個
人
情
報
保
護
の
問
題

も
あ
り
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
視
点
か
ら
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
重
要
と
な
る
。
ま
た
金
融
政
策
に
お
い
て
金
融
安
定

の
面
か
ら
は
、D

istributed B
ank

に
お
い
て
は
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
（T

oo big to fail

）
の
問
題
点
は
減
少
す
る
が
、
他
方
で
相
互
の
連
関
が
進

展
し
て
金
融
機
関
相
互
間
に
お
け
る
透
明
性
が
希
釈
化
さ
れ
る
（the dilution of accountability

）
こ
と
に
な
る
。

二
〇
一
〇
年
米
国
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（D

odd–F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er P

rotection A
ct

金
融
改
革
法
）
に
お
け

る
ボ
ル
カ
ー
ル
ー
ル
で
は
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金
融
危
機
の
再
発
防
止
に
対
処
す
べ
く
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
へ
の
対
処
あ
る
い
は
過
大
な
リ
ス
ク

テ
イ
ク
防
止
な
ど
を
主
旨
と
し
て
自
己
勘
定
に
よ
る
リ
ス
ク
投
資
の
制
限
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制
が
敷
か
れ
て
い
る
が
、

こ
の
点
でD

istributed B
ank

シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
は
結
果
的
に
は
か
か
る
リ
ス
ク
の
低
減
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
反
面
で
は

バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ン
の
共
有
化
（a sharing of the value chain
）、
細
分
化
さ
れ
た
銀
行
セ
ク
タ
ー
（a m

ore fragm
ented banking sector

）

に
よ
る
分
業
体
制
に
伴
い
、
透
明
性
の
面
で
課
題
も
生
じ
て
く
る
。

⒞
　R
elegated B

ank

R
elegated B

ank

（
土
管
化
し
た
銀
行
）
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
銀
行
は
顧
客
に
向
き
合
っ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
た
め
の
バ
ッ
ク
オ

フ
ィ
ス
の
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
と
な
り
、
各
銀
行
は
必
要
に
応
じ
て
ラ
イ
セ
ン
ス
な
ど
を
提
供
す
る
。
こ
こ
で
は
銀
行
や
銀
行
監
督

五
〇



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

官
庁
が
末
端
同
士
の
取
引
あ
る
い
は
金
融
領
域
に
大
き
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
監
視
（m

onitor end-to-end 

transactions and system
ic risk

）
の
面
で
は
限
定
的
な
能
力
を
保
有
す
る
に
留
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
点
で
⒝D

istributed B
ank

シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
は
、
銀
行
に
お
け
る
顧
客
と
の
関
係
の
喪
失
、
新
た
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

へ
の
依
存
に
つ
い
て
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
あ
る
い
は
収
益
（revenue

は
新
た
な
仲
介
者
間
で
シ
ェ
ア
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
）
の
面
で
は
逆
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
即
ち
、
顧
客
と
向
き
合
う
フ
ロ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
で
あ
る
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
は
各
銀
行
間
に
お
け
る
競
争
を
高
め
（accentuate com

petition

）、
顧
客
に
お
い
て
は
預
金
の
移
動
あ
る
い
は
融
資
の
申
し
込

み
に
係
る
積
極
的
な
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
（
価
格
設
定
）
な
ど
の
面
で
流
動
性
・
機
動
性
が
高
ま
る
（accelerate custom

er m
obility

）
こ
と
に

な
る
。

R
elegated B

ank

シ
ナ
リ
オ
で
は
顧
客
の
保
護
に
お
い
て
も
重
大
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
顧
客
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
新
し
い
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
操
作
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
自
動
化
プ
ロ
セ
ス
と
顧
客
デ
ー
タ
を
革
新
的
に
用
い
る
こ
と
に
依

拠
す
る
こ
と
に
な
る
。
デ
ー
タ
に
係
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（data privacy and data security issues

）
に
加
え
て
、
こ
の

シ
ナ
リ
オ
で
は
金
融
市
場
に
お
け
る
不
適
切
な
業
務
が
増
加
し
や
す
く
な
る
。
も
し
も
新
た
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
数
が
少
な
け
れ
ば

そ
こ
へ
の
集
中
リ
ス
ク
（concentration risk

）
は
高
ま
る
こ
と
に
な
り
、
特
に
ビ
ッ
グ
テ
ッ
ク
企
業
（bigtech firm

s

）
が
大
き
な
市
場

シ
ェ
ア
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
新
た
な
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
（T

oo big to fail

）
問
題
に
繋
が
り
か
ね
な
い
（w

ill also lead to “too-

big-to-fail ” issues

）。

ま
た
個
人
情
報
保
護
法
制
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）
と
の
関
係
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
現
れ
、
そ
の
影
響
に
つ

い
て
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
・
シ
ナ
リ
オ
と
い
え
よ
う
か
（
私
見
）。

五
一



⒟
　N

ew
 B

ank

シ
ナ
リ
オ

N
ew

 B
ank

シ
ナ
リ
オ
の
段
階
に
入
る
と
、
多
く
の
既
存
銀
行
（m

any incum
bent banks

）
が
保
有
し
て
い
る
規
模
と
ス
ケ
ー
ル
で
は

効
率
的
な
改
造
が
困
難
と
な
る
。
ま
た
コ
ス
ト
効
率
の
良
い
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
遂
行
す
る
た
め
の
日
常
業
務
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
こ
と
、

既
存
銀
行
が
改
革
を
進
め
る
こ
と
が
間
に
合
う
受
容
可
能
な
期
間
内
で
顧
客
に
対
し
て
革
新
的
な
金
融
商
品
を
提
供
す
る
こ
と
も
ま
た
困

難
と
な
る
。
新
し
い
銀
行
（neo-banks

）
が
相
当
程
度
の
大
き
さ
に
達
す
る
段
階
に
な
る
と
顧
客
の
提
携
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
バ
ン
ク

（challenger banks

）
に
移
行
し
、
収
益
低
下
と
利
益
面
の
減
少
が
も
た
ら
さ
れ
、
ま
た
投
資
家
行
動
に
お
い
て
も
よ
り
収
益
性
の
高
い

チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
バ
ン
ク
に
フ
ァ
ン
ド
を
移
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
既
存
銀
行
で
は
経
営
面
の
安
全
性
と
健
全
性
に
お
い
て
問
題

（safety and soundness issues

）
を
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。

N
ew

 B
ank

シ
ナ
リ
オ
段
階
で
は
、
そ
れ
ま
で
は
何
と
か
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
を
図
り
、F

inT
ech

の
進
展
を
逆
に
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス

と
把
握
し
て
グ
ル
ー
プ
化
な
ど
自
身
の
変
容
に
向
け
て
努
力
し
て
き
た
既
存
銀
行
も
、
も
は
や
一
層
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
顧
客
へ
の
革
新
的

商
品
提
供
の
維
持
、
経
営
の
安
定
な
ど
の
点
でneo-banks

に
太
刀
打
ち
が
で
き
な
く
な
る
に
至
る
と
い
え
よ
う
。

⒠
　D

isinterm
ediated B

ank

シ
ナ
リ
オ

D
isinterm

ediated B
ank

（
中
抜
き
さ
れ
る
金
融
仲
介
）
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
短
中
期
的
に
は
ま
だ
相
応
の
規
模
に
は
達
し
な
い
こ
と
が
見

込
ま
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
多
く
の
技
術
上
や
法
的
な
制
約
要
因
が
あ
り
、
Ｐ
２
Ｐ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
（P

2P
 

lending platform
s

）
は
借
り
手
と
貸
し
手
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
面
で
困
難
さ
を
抱
え
て
い
る
。
更
に
Ｐ
２
Ｐ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
は
銀
行
、
年
金
基
金
や
生
命
保
険
会
社
の
よ
う
な
機
関
投
資
家
が
漸
次
リ
テ
ー
ル
の
投
資
家
に
代
替
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
た

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
依
存
し
て
い
る
。

五
二



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
シ
ナ
リ
オ
は
銀
行
が
あ
る
種
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
か
ら
中
抜
き
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
（banks could be 

disinterm
ediated

）
と
い
う
潜
在
的
な
リ
ス
ク
の
存
在
（a potential risk

）
に
よ
っ
て
償
わ
れ
る
（coverd

）
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
シ

ナ
リ
オ
に
お
い
て
鍵
と
な
る
リ
ス
ク
は
、
規
制
環
境
の
外
部
で
行
わ
れ
る
金
融
活
動
は
よ
り
緩
い
基
準
や
監
視
に
左
右
さ
れ
る
（be 

subject to looser standards and oversight

）
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
内
在
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
安
全
の
面
で
劣
位
に
な
り
や
す
い

（inherently less controlled and secure

）
側
面
を
抱
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
銀
行
の
規
制
当
局
は
、
潜
在
的
に
金
融
産
業
に
お
け
る
リ

ス
ク
の
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
領
域
を
監
視
す
る
能
力
が
次
第
に
浸
食
さ
れ
る
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
な
る
。

⒠D
istributed B

ank

や
⒞R

elegated B
ank

シ
ナ
リ
オ
で
は
、
既
存
の
銀
行
とF

inT
ech

企
業
と
が
分
業
と
協
業
を
深
化
さ
せ
つ

つ
、
リ
ス
ク
管
理
責
任
の
所
在
が
曖
昧
に
な
れ
ば
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
に
対
す
る
脆
弱
性
が
構
造
的
に
高
ま
る
。
金
融
シ
ス
テ

ム
全
体
が
一
部
の
要
素
技
術
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
依
存
性
を
高
め
た
場
合
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
が
不
安
定
化
す
る
リ
ス
ク
も
高

ま
る
。
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
で
は
、F

inT
ech

普
及
の
速
さ
、
銀
行
業
務
へ
の
影
響
を
意
識
し
て
リ
ス
ク
管
理
体
制
な
ら
び
に
リ

ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
の
機
動
的
な
変
革
・
刷
新
を
進
め
る
べ
き
と
し
て
い
る
。

要
す
れ
ば
、
ま
だ
時
間
を
要
す
る
も
の
の
長
期
的
に
見
てD

isinterm
ediated B

ank

シ
ナ
リ
オ
の
段
階
ま
で
行
く
と
、
金
融
サ
ー
ビ

ス
活
動
自
体
が
既
存
の
規
制
な
ど
の
及
ば
な
い
領
域
で
行
わ
れ
、
ま
た
国
際
的
に
み
て
緩
い
基
準
の
国
に
集
中
・
収
斂
す
る
と
い
う
規
制

の
裁
定
が
顕
著
と
な
る
。
規
制
当
局
も
技
術
的
に
追
い
つ
け
な
い
と
い
う
側
面
、
あ
る
い
は
仮
想
通
貨
で
は
準
拠
法
を
観
念
し
得
な
い
な

ど
の
制
約
も
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
う
し
た
金
融
活
動
を
監
視
す
る
能
力
を
徐
々
に
喪
失
し
て
い
く
根
源
的
な
リ
ス
ク
が
現
出
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
（
私
見
）。

五
三



２
．
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
広
範
な
リ
ス
ク
と
戦
略
的
リ
ス
ク
─
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
・
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
分
析
を
踏
ま
え
て
─

F
inT

ech

は
銀
行
な
ど
の
様
々
な
業
界
を
ま
た
い
で
広
範
な
リ
ス
ク
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
り
、
戦
術
・
戦
略
面
の
リ
ス
ク
の
要
素

（both tactical and strategic risk elem
ents

）
を
包
含
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
は
多
か
れ
少
な
か
れ
五
つ
の
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て

顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
20
）

。

⑴
　
戦
略
的
リ
ス
ク
（Strategic risk

）

ノ
ン
バ
ン
ク
のF

inT
ech

や
ビ
ッ
グ
テ
ッ
ク
企
業
（non-bank fintech or bigtech firm

s

）
に
向
け
た
銀
行
サ
ー
ビ
ス
の
急
速
な
ア
ン
バ

ン
ド
リ
ン
グ
（
解
体
）
と
い
う
潜
在
的
要
因
は
、
個
別
の
銀
行
に
と
っ
て
収
益
面
の
リ
ス
ク
を
増
加
さ
せ
る
。
既
存
の
金
融
機
関
は
、
も

し
新
規
参
入
者
が
よ
り
顧
客
の
ニ
ー
ズ
に
一
層
見
合
っ
た
形
で
効
率
的
に
技
術
革
新
を
起
こ
し
、
低
廉
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
で
き
る
の
で

あ
れ
ば
、
市
場
シ
ェ
ア
や
利
潤
を
相
当
程
度
喪
失
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
今
日
の
環
境
下
で
は
、
先
見
性
や
機
動
性
の
欠
如

（a lack of anticipation and agility

）、
あ
る
い
は
収
益
性
の
高
い
顧
客
と
の
関
係
の
喪
失
ま
た
は
利
潤
の
低
下
に
よ
っ
て
、
大
手
の
金
融

機
関
に
お
い
て
は
将
来
の
ビ
ジ
ネ
ス
サ
イ
ク
ル
を
乗
り
切
る
能
力
を
弱
め
る
（w

eather future business cycles

）
こ
と
と
な
り
か
ね
な
い
。

credit spectrum

（
信
用
分
布
（
21
）

）
の
レ
ベ
ル
を
下
げ
る
な
ど
、
よ
り
リ
ス
キ
ー
な
金
融
活
動
を
と
る
こ
と
で
生
じ
る
収
益
低
下
に
対
応
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

⑵
　
ハ
イ
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
（H

igh operational risk
）
─
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
側
面
（system

ic dim
ension

）
─

金
融
シ
ス
テ
ム
に
連
鎖
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
側
面
か
ら
み
た
ハ
イ
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、

F
inT

ech

の
勃
興
は
銀
行
やF

inT
ech

企
業
な
ど
市
場
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
市
場
イ
ン
フ
ラ
間
の
Ｉ
Ｔ
に
か
か
る
相
互
依
存
性
が
高
ま
る

（m
ore IT

 interdependencies

）
こ
と
に
繋
が
る
。
こ
こ
か
ら
特
に
当
該
金
融
サ
ー
ビ
ス
が
一
社
、
あ
る
い
は
数
社
の
寡
占
的
な
プ
レ
ー

五
四



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

ヤ
ー
に
集
中
し
て
い
る
場
合
に
は
、
一
つ
の
Ｉ
Ｔ
の
事
象
が
起
き
た
場
合
に
そ
れ
が
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
危
機
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
と
い

う
こ
と
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。F

inT
ech

企
業
の
銀
行
業
界
へ
の
参
入
に
よ
っ
て
シ
ス
テ
ム
の
複
雑
さ
が
も
た
ら
さ
れ
、
Ｉ
Ｔ
リ
ス

ク
の
管
理
に
お
い
て
は
従
来
は
限
ら
れ
た
経
験
や
能
力
し
か
有
し
て
こ
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
新
た
な
参
入
者
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
点
で
は
、
二
〇
一
八
年
一
月
二
六
日
仮
想
通
貨
取
引
所
大
手
か
ら
二
〇
一
八
年
一
月
保
有
し
て
い
た
仮
想
通
貨
（
Ｎ
Ｅ
Ｍ
）
が

不
正
に
外
部
へ
送
信
さ
れ
顧
客
か
ら
の
預
か
り
資
産
五
億
二
、三
〇
〇
万
Ｘ
Ｅ
Ｍ
が
流
出
す
る
事
件
の
発
生
が
想
起
さ
れ
る
。
シ
ス
テ
ム

リ
ス
ク
管
理
態
勢
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
強
化
等
本
来
備
え
る
べ
き
投
資
家
保
護
に
向
け
た
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
脆
弱
性
が
突
か
れ
た
事

案
で
あ
る
（
22
）

。

⑶
　
ハ
イ
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
（H

igh operational risk

）

　
　
　
　
─
特
異
な
側
面
（idiosyncratic dim

ension

）、
ス
テ
ッ
プ
イ
ン
・
リ
ス
ク
な
ど
─

特
異
な
側
面
（idiosyncratic dim
ension

）
か
ら
み
た
ハ
イ
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
革
新
的
な
金
融
商
品
や
サ
ー
ビ

ス
の
増
殖
（A

 proliferation of innovative products and services

）
に
よ
っ
て
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
お
け
る
複
雑
さ
が
も
た
ら
さ
れ
、

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
の
管
理
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
一
層
困
難
さ
を
増
す
こ
と
に
な
る
。
伝
統
的
な
銀
行
（L

egacy bank9

に
お
け

る
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
で
は
も
や
は
十
分
に
適
応
で
き
ず
、
実
務
の
面
で
も
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
変
更
で
は
十
分
な
対
応
も
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
幾
つ
か
の
銀
行
で
は
大
量
の
第
三
者
の
企
業
を
用
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
は
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー

テ
ィ
ン
グ
（cloud com

puting

）
の
よ
う
な
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
、
あ
る
い
は
他
のF

inT
ech

を
銀
行
の
提
携
先
パ
ー
ト
ナ
ー
と
す
る
こ

と
が
含
ま
れ
る
。
結
果
と
し
て
一
層
複
雑
さ
が
増
し
、
最
終
的
な
末
端
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
（end-to-end operations

）
に
か
か
る
透
明

性
は
低
減
す
る
こ
と
に
な
る
。

五
五



第
三
者
の
企
業
あ
る
い
は
提
携
先
パ
ー
ト
ナ
ー
の
利
用
が
増
加
す
る
こ
と
で
、
デ
ー
タ
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
マ

ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
（cyber-crim

e

）
な
ら
び
に
顧
客
保
護
を
取
り
巻
く
リ
ス
ク
が
増
え
て
く
る
こ
と
が
見
込
ま

れ
る
。

銀
行
が
か
か
る
リ
ス
ク
を
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
基
準
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
適
用
す
る
に
お
い
て
十
分
な
効
率
性

を
備
え
て
い
な
い
場
合
、
あ
る
い
はF

inT
ech

企
業
が
銀
行
と
同
じ
厳
格
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
基
準
に
従
わ
な
い
よ
う
な
場
合
に
こ
う

し
た
こ
と
は
特
に
当
て
は
ま
る
。

加
え
て
、
第
三
者
の
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
（third party service providers

）
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
銀
行
自
身
が
ス
テ
ッ

プ
イ
ン
・
リ
ス
ク
に
巻
き
込
ま
れ
る
（banks ’step-in risks

）
と
い
う
事
態
が
増
加
し
う
る
。
金
融
面
の
苦
境
（financial distress

）
あ
る

い
は
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
提
供
す
る
重
大
な
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
（discontinuation of critical services

）
に
は
プ
ロ

バ
イ
ダ
ー
を
サ
ポ
ー
ト
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
銀
行
は
気
付
く
こ
と
に
な
る
。

ス
テ
ッ
プ
イ
ン
・
リ
ス
ク
は
、
金
融
ス
ト
レ
ス
時
に
銀
行
が
シ
ャ
ド
ー
バ
ン
ク
等
の
事
業
体
に
対
し
て
契
約
上
の
義
務
を
超
え
て
財
務

上
支
援
す
る
リ
ス
ク
の
こ
と
で
あ
る
（
23
）

。

上
記
の
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
提
言
を
我
が
国
に
つ
い
て
鑑
み
る
と
当
面
はB

etter B
ank

の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
、
銀
行
法
の
改
正
等
に

よ
り
銀
行
持
株
会
社
がF

inT
ech

企
業
に
対
す
る
出
資
を
増
加
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、F

inT
ech

を
子
会
社
あ
る
い
は
提
携
先
と

す
る
こ
と
で
取
り
込
み
を
図
り
、
収
益
機
会
の
拡
大
を
伺
う
段
階
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
は
銀
行
に
お
い
て
は
費
用
対
効
果
の

面
で
顧
客
保
護
な
ど
の
基
準
に
対
す
る
効
率
性
が
失
わ
れ
、
あ
る
い
はF

inT
ech

企
業
側
も
ま
た
大
手
銀
行
と
同
じ
厳
格
な
基
準
を
遵

守
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
は
規
模
の
面
で
も
や
は
り
効
率
的
で
は
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
ス
テ
ッ
プ
イ
ン
・
リ
ス
ク
と
し
て
、

五
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

第
三
者
の
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
等
に
お
い
て
重
大
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
停
止
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
た
め
、
銀
行
が
財
務
上
の
支
援

を
継
続
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
私
見
）。

⑷
　 
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、
特
に
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
の
遵
守
義
務
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
の
困
難
さ
（Increased diffi

culties in m
eeting 

com
pliance requirem

ents and especially A
M

L/CFT
 obligations

）

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
（anti-m

oney laundering 

（A
M

L

） and com
bating the financing of terrorism

 

（C
F

T

）
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ/

テ

ロ
資
金
供
与
対
策
）
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
通
り
こ
れ
を
監
視
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
（F

inancial A
ction T

ask F
orce

　
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ

に
関
す
る
金
融
活
動
作
業
部
会
（
24
）

）
公
表
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
（
25
）

に
お
い
て
、
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
の
交
換
業
者
に
対
し
て
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン

ヴ
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
を
課
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
規
制
、
利
用
者
保
護
の
環
境
整
備
が
求
め
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
26
）

。

銀
行
はF

inT
ech

企
業
の
顧
客
の
た
め
に
取
引
き
を
処
理
す
る
場
合
、
有
効
な
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
プ
ロ
セ
ス
を
施

行
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
顧
客
が
銀
行
カ
ー
ド
あ
る
い
は
銀
行
口
座
に
よ
っ
て
支
払
い
を
な
す
場
合
、
通
常
は
銀
行
は
顧
客
の
ユ
ー

ザ
ー
認
証
（authenticating the custom

er

）
に
つ
い
て
同
レ
ベ
ル
の
責
任
が
あ
り
、
幾
つ
か
の
規
制
枠
組
み
に
お
い
て
は
不
正
取
引
の
責

任
回
避
の
予
防
措
置
を
採
る
（covering fraudulent transactions under several regulatory regim

es

）
上
で
責
任
を
担
っ
て
い
る
。

銀
行
やF

inT
ech

企
業
間
に
お
け
る
金
融
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
自
動
化
、
販
売
が
高
次
の
レ
ベ
ル
に
達
す
る
と
、
結
果
的
に
取
引
き

の
遂
行
状
況
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
か
か
る
責
任
者
は
誰
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
透
明
性
が
一
層
乏
し
く
な
っ
て
く
る
（result in 

less transparency

）。
顧
客
が
損
失
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
あ
る
い
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
要
求
水
準
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い

（com
pliance requirem

ents are not m
et

）
場
合
、
銀
行
が
説
明
責
任
を
担
う
こ
と
に
な
り
、
銀
行
に
お
け
る
行
動
リ
ス
ク
（conduct risk

）

五
七



が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。

⑸
　
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
リ
ス
ク
（Com

pliance risk w
ith regard to data privacy

）

個
人
情
報
保
護
ル
ー
ル
の
遵
守
に
か
か
る
リ
ス
ク
が
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
進
展
、F

inT
ech

企
業
と
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
な
ど
に
よ
っ

て
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
直
近
で
は
Ｅ
Ｕ
の
デ
ー
タ
保
護
法
に
か
か
る
問
題
が
一
例
と
な
ろ
う
。

⑹
　
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
リ
ス
ク
（O

utsourcing risk

）

⒝D
istributed B

ank
（
分
業
体
制
）、
⒞R

elegated B
ank

（
土
管
化
）、
⒠D

isinterm
ediated B

ank

（
中
抜
き
）
の
各
銀
行
の
シ
ナ

リ
オ
に
お
い
て
、
現
状
以
上
に
多
く
の
金
融
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
が
多
く
の
市
場
参
加
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、
バ

リ
ュ
ー
チ
ェ
ン
（the value chain
）
に
お
け
る
連
鎖
の
中
の
多
様
な
参
加
者
の
責
任
に
関
す
る
不
確
か
さ
（am

biguity

）
が
潜
在
的
に
は

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
故
と
し
て
問
題
と
な
り
得
る
。

銀
行
の
内
部
で
は
第
三
者
か
ら
提
供
さ
れ
る
革
新
的
な
金
融
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
増
殖
（a proliferation

）
に
よ
っ
て
、
も
し
も
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
が
効
か
な
い
場
合
に
は
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
複
雑
さ
と
リ
ス
ク
の
増
加
を
も
た
ら
し
得
る
。
金
融
機
関
に
お
い
て
鍵
と
な
る

重
大
な
課
題
の
解
決
は
、
自
身
の
組
織
の
外
で
あ
る
第
三
者
に
お
い
て
発
生
す
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
や
活
動
に
つ
い
て
モ
ニ
タ
ー
あ
る
い

は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
能
力
い
か
ん
に
か
か
っ
て
く
る
。

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
リ
ス
ク
が
更
に
顕
著
に
顕
れ
る
局
面
は
、
第
三
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
が
地
球
規
模
で
活
動
す
る

参
加
者
に
よ
っ
て
支
配
的
な
も
の
と
な
り
（w

ere to becom
e dom

inated by globally active players

）、
結
果
的
に
集
中
リ
ス
ク
（a 

concentration of risk

）
を
も
た
ら
す
場
合
で
あ
る
。
特
殊
な
領
域
のF

inT
ech

企
業
が
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
や
ビ
ジ
ネ
ス
・
パ
ー

ト
ナ
ー
と
な
り
、
あ
る
い
は
主
要
顧
客
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
接
続
を
提
供
す
る
場
合
、
既
存
の
銀
行
と
し
て
は
銀
行
自
身
と
銀
行
の
顧

五
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

客
を
保
護
す
る
（to safeguard the bank and its custom

ers

）
た
め
に
、
適
切
な
デ
ュ
ー
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
契
約
管
理
（appropriate 

due diligence, contract m
anagem

ent

）、
継
続
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
保
証
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ど
を
指
揮
す
る
適

切
な
プ
ロ
セ
ス
を
勘
案
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
よ
う
。

⑺
　
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
（Cyber-risk

）

サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
は
⒜B

etter B
ank

、
⒝D

istributed B
ank

（
分
業
体
制
）、
⒞R

elegated B
ank

（
土
管
化
）、
⒟N

ew
 B

ank

、

⒠D
isinterm

ediated B
ank

（
中
抜
き
）
の
全
て
の
銀
行
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
増
加
が
考
え
ら
れ
る
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
変
化
に
対
応
で

き
な
く
な
れ
ば
、
新
し
い
金
融
技
術
と
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
が
増
加
し
得
る
。
市
場
参
加
者
間
の
相
互
連
関
性

の
増
加
（Increased interconnectivity
）
に
よ
り
銀
行
や
顧
客
に
お
い
て
は
利
益
も
創
造
し
得
る
が
（can create benefits

）、
他
方
で
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス
ク
を
増
幅
す
る
（am

plifying

）。

衡
平
な
規
制
に
か
か
る
期
待
に
依
拠
し
な
い
（not subject to equivalent regulatory expectations

）
参
加
者
・
セ
ク
タ
ー
と
の
相
互
連

関
性
を
増
加
さ
せ
る
よ
う
な
Ａ
Ｐ
Ｉ
（A

pplication P
rogram

m
ing Interface

）、
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
（cloud com

puting

）

な
ど
新
し
い
技
術
に
対
す
る
依
存
性
が
高
ま
る
（H

eavier reliance on

）
こ
と
に
よ
っ
て
、
潜
在
的
に
は
銀
行
シ
ス
テ
ム
が
サ
イ
バ
ー
の

脅
威
に
対
し
て
一
層
脆
弱
性
の
高
い
（m

ore vulnerable to cyber-threats

）
も
の
と
な
り
、
大
容
量
の
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
デ
ー
タ
が
潜
在

的
な
欠
陥
（potential breaches

）
に
晒
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
銀
行
、F

inT
ech

企
業
な
ら
び
に
金
融
監
督
機
関
と
し

て
は
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
の
効
果
的
な
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
対
す
る
必
要
性
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
重
き
を
置
か
ざ
る
を
得

な
く
な
る
。

チ
流
動
性
と
銀
行
の
財
務
基
盤
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
（L

iquidity risk and volatility of bank funding sources

）

五
九



顧
客
と
し
て
は
、
新
し
い
技
術
と
集
団
を
利
用
す
る
こ
と
で
自
動
的
に
よ
り
良
い
リ
タ
ー
ン
を
求
め
て
口
座
や
投
資
信
託
（m

utual 

funds
）
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
効
率
性
の
面
で
は
効
果
が
あ
る
が
、
顧
客
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
（custom

er loyalty （
27
）

）
や
預

金
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
（
変
動
率
・
変
動
性the volatility of deposits （

28
）

）
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
銀
行
に
と
っ
て
は
流
動
性
リ

ス
ク
が
高
ま
る
（higher liquidity risk

）
こ
と
に
繋
が
る
。

第
五
章
　
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
監
督
当
局
に
向
け
た
提
言
と
銀
行
側
の
課
題 

─
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
視
点
か
ら
─

１
．
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
監
督
当
局
に
向
け
た
提
言

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
（
二
〇
一
七
年
）
の
協
議
文
書
に
お
い
て
は
、
銀
行
監
督
当
局
に
対
し
て
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
、
監
督
の
実
効
性
確

保
を
重
要
課
題
と
す
る
七
つ
の
提
言
を
発
し
て
い
る
（
29
）

。

各
主
体
の
技
術
実
装
の
選
択
、
主
体
自
身
の
変
容
・
入
れ
替
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
は
外
生
的
な
環
境
変
化
で
あ
っ
て
規
制
当
局
は
中
立

的
姿
勢
を
貫
く
べ
き
で
あ
る
（
30
）

。
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
の
デ
ジ
タ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
阻
害
要
因
排
除
、
主
体
間
の
レ
ベ
ル
・
プ
レ
イ

ン
グ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
の
確
保
を
求
め
、
以
下
の
よ
う
に
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
、
監
督
の
実
効
性
確
保
を
重
要
課
題
と
す
る
。
①F

inT
ech

発
展
の
機
会
と
リ
ス
ク
の
双
方
を
意
識
す
る
。
②
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
競
争
政
策
、
消
費
者
保
護
等
を
所
管
す
る
銀
行
監
督
以
外
の
規

制
当
局
と
の
連
携
を
強
化
す
る
。
③
各
国
規
制
当
局
間
の
国
際
連
携
を
一
段
と
強
化
す
る
。
④F

inT
ech

時
代
の
銀
行
監
督
を
担
う
人

材
を
確
保
す
る
。
⑤
銀
行
監
督
ツ
ー
ル
の
高
度
化
に
向
け
て
知
見
・
経
験
を
共
有
す
る
。
⑥
技
術
革
新
促
進
と
金
融
安
定
の
バ
ラ
ン
ス
を

意
識
し
、
銀
行
監
督
体
制
の
実
効
性
を
検
証
す
る
。
⑦
銀
行
監
督
の
高
度
化
に
向
け
互
い
に
切
磋
琢
磨
す
る
。

六
〇



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

銀
行
の
委
託
先
等
の
依
存
度
が
高
ま
れ
ば
銀
行
に
対
す
る
規
制
・
監
督
の
み
で
は
金
融
シ
ス
テ
ム
が
全
体
と
し
て
抱
え
る
リ
ス
ク
に
対

処
で
き
な
く
な
る
懸
念
が
あ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
既
存
の
銀
行
に
限
ら
ずF

inT
ech

企
業
に
当
局
の
監
督
上
の
ア
ク
セ
ス
を
確
保

す
べ
き
と
す
る
（
31
）

。

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
、
銀
行
監
督
当
局
自
身
もF

inT
ech

時
代
に
相
応
し
た
姿
を
追
求
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
す
る
。F

inT
ech

関
連

の
リ
テ
ラ
シ
ー
に
精
通
し
た
要
員
を
育
成
し
、
銀
行
監
督
の
実
務
を
効
果
的
な
も
の
に
す
べ
く
機
動
的
な
変
革
・
刷
新
が
も
と
め
ら
れ
、

実
装
技
術
の
選
択
、
主
体
の
多
様
化
の
中
で
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
競
争
政
策
、
消
費
者
保
護
な
ど
銀
行
監
督
以
外
の
規
制
当
局
、
国
際

機
関
の
連
携
が
重
要
と
な
る
。
ま
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
が
各
法
域
を
越
え
て
拡
大
し
、
規
制
当
局
間
の
連
携
は
従
来

以
上
に
重
要
性
を
高
め
つ
つ
あ
る
た
め
、
各
法
域
の
サ
ウ
ン
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
共
有
が
求
め
ら
れ
る
。

２
．FinTech

と
銀
行
の
対
処
す
べ
き
課
題

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
、
各
シ
ナ
リ
オ
と
も
既
存
銀
行
に
と
っ
て
経
営
環
境
が
厳
し
く
な
る
と
し
て
い
る
。
既
存
銀
行
が
対
処
す
べ
き
課

題
に
関
し
、
収
益
・
リ
ス
ク
の
視
点
か
ら
検
討
を
進
め
る
。

既
存
銀
行
の
収
益
構
造
に
つ
い
て
は
、B

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
以
外
で
はF

inT
ech

企
業
参
入
に
伴
い
劣
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
が
抱
え
る
リ
ス
ク
は
金
融
シ
ス
テ
ム
構
成
主
体
の
変
化
（
32
）

、
リ
ス
ク
管
理
の
前
提
条
件
の
変
容
に
伴
い
不
確
実

性
が
高
ま
り
こ
と
か
ら
概
し
て
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
程
度
に
つ
い
て
は
各
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス

の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の
拡
大
の
程
度
に
左
右
さ
れ
る
。

⑴
　
既
存
銀
行
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
持
続
可
能
性
─Better Bank
─

既
存
銀
行
に
と
り
楽
観
的
と
い
え
るB

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活
用
に
よ
り
金
融
サ
ー
ビ
ス
高

六
一



度
化
、
コ
ス
ト
削
減
、
ク
ロ
ス
セ
ル
拡
充
（
33
）

に
よ
り
既
存
銀
行
に
お
い
て
収
益
機
会
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も

銀
行
経
営
の
観
点
か
ら
は
課
題
が
少
な
く
な
い
。

イ
　B

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ

既
存
銀
行
と
し
て
はF

inT
ech

に
対
応
す
べ
く
シ
ス
テ
ム
投
資
を
進
め
つ
つ
、
既
存
シ
ス
テ
ム
の
安
定
的
な
運
行
も
継
続
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
（
二
正
面
作
戦
）。
新
し
い
収
益
部
門
が
寄
与
す
る
前
に
新
規
開
発
と
既
存
シ
ス
テ
ム
の
維
持
管
理
の
二
重
の
負
担
が
か
か
る
こ

と
と
な
り
、
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
の
体
力
を
備
え
た
銀
行
の
み
が
対
応
可
能
と
な
る
。
こ
のB

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
も
、
第
二

段
階
と
し
て
は
資
本
力
の
あ
る
投
資
フ
ァ
ン
ド
等
を
背
後
に
し
、
収
益
機
会
を
確
保
し
て
新
規
参
入
し
て
く
るF

inT
ech

企
業
と
の
競

争
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ロ
　D

istributed B
ank

、R
elegated B

ank

シ
ナ
リ
オ

D
istributed B

ank

、R
elegated B

ank
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
は
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
差
別
化
が
難
し
く
な
り
、
部
品
さ
え
揃

え
れ
ば
誰
が
作
っ
て
も
同
じ
も
の
が
で
き
て
し
ま
う
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
が
進
む
中
で
商
品
間
の
差
が
な
く
な
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化
（
34
）

が
進
展

し
、
既
存
銀
行
の
収
益
基
盤
が
劣
化
す
る
事
態
に
陥
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
既
存
銀
行
の
大
半
に
と
っ
て
フ
ル
バ
ン

キ
ン
グ
型
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
維
持
が
困
難
に
な
る
怖
れ
が
あ
る
。

⑵
　
リ
ス
ク
管
理
の
サ
イ
ロ
化
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
の
健
全
な
管
理
に
向
け
た
諸
原
則
（
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
）

イ
　
リ
ス
ク
管
理
の
サ
イ
ロ
化

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
提
言
で
は
本
質
的
問
題
と
し
て
、
リ
ス
ク
管
理
の
枠
組
み
自
体
の
問
題
よ
り
も
、
金
融
サ
プ
ラ
イ

チ
ェ
ー
ン
拡
大
に
よ
る
リ
ス
ク
管
理
責
任
の
所
在
の
不
明
確
化
、
リ
ス
ク
管
理
の
分
掌
が
細
分
化
さ
れ
全
体
像
が
見
え
難
く
な
る
サ
イ
ロ

六
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

化
の
現
象
が
同
時
に
並
行
し
て
深
刻
化
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

銀
行
がF

inT
ech

対
応
を
進
め
る
場
合
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
専
門
性
が
高
ま
り
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
拡
大
と
合
わ
せ
銀
行
組
織
内

に
蓄
積
・
共
有
さ
れ
た
知
見
・
経
験
が
分
断
、
消
失
し
か
ね
な
い
事
態
に
陥
る
。
結
果
と
し
て
リ
ス
ク
管
理
の
実
効
性
が
阻
害
さ
れ
る
と

い
う
サ
イ
ロ
化
の
弊
害
が
顕
現
す
る
。

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
リ
ス
ク
管
理
に
関
し
て
銀
行
は
デ
ジ
タ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
進
展
な
ど
外
部
環
境
変
化
に

よ
り
多
く
の
チ
ャ
ネ
ル
を
通
じ
て
増
大
す
る
リ
ス
ク
を
多
角
的
に
点
検
し
、
リ
ス
ク
管
理
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
不
断
に
見
直
す
こ
と
で

F
inT

ech

到
来
に
も
対
応
で
き
る
と
し
、
規
制
当
局
と
共
に
構
築
し
て
き
た
リ
ス
ク
管
理
の
枠
組
み
を
抜
本
的
に
変
更
す
る
こ
と
は
示
さ

れ
て
い
な
い
。

ロ
　F

inT
ech

に
適
用
さ
れ
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
の
健
全
な
管
理
に
向
け
た
諸
原
則
（
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
）

就
中
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
既
に
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
は
二
〇
一
一
年
六
月
健
全
な
管
理
に
向
け
た
諸

原
則
（P

rinciples for the S
ound M

anagem
ent of O

perational R
isk P

S
M

O
R

）
を
公
表
し
て
い
る
と
こ
ろ
（
35
）

、
更
に
今
回
の
提
言
に
お
い

て
は
こ
の
諸
原
則
に
関
し
てF

inT
ech

の
発
展
に
即
し
た
実
践
的
解
釈
を
与
え
る
方
向
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
36
）

。
こ
の
内
容
は
、
既
存

の
銀
行
やnew

 banks

、
第
三
者
の
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
（their third-party service providers

）
に
と
っ
て
も
潜
在
的
に
は
適
用

が
可
能
と
な
る
。

F
inT

ech

に
適
用
さ
れ
る
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
の
実
践
例
（P

ractical instances
）
と
し
て
五
つ
の
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
領
域
、
一
一
のF

inT
ech

進

展
に
対
す
る
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
の
潜
在
的
な
適
用
が
示
さ
れ
る
。
先
ず
⑴
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
管
理
の
基
本
原
則
（F

undam
ental 

principles of operational risk m
anagem

ent

）
と
し
て
、
①
強
固
な
リ
ス
ク
文
化
（E

nsuring a strong risk culture

）、
②
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

六
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メ
ン
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（R

isk m
anagem

ent fram
ew

ork

）
が
掲
げ
ら
れ
る
。
①
は
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
通
じ
て
共
有
さ
れ
る
統
一

化
さ
れ
た
リ
ス
ク
カ
ル
チ
ャ
ー
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
②
はF

inT
ech

が
引
き
起
こ
す
新
た
な
リ
ス
ク
と
リ
ス
ク
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル

の
変
容
（fintech-driven new

 risks and risk profile changes

）
を
捕
ら
え
る
こ
と
で
あ
る
。

次
に
⑵G

overnance

と
し
て
、
③
リ
ス
ク
に
か
か
る
ポ
リ
シ
ー
、
プ
ロ
セ
ス
、
シ
ス
テ
ム
の
効
率
的
な
履
践
（E

ffectively 

im
plem

enting risk policies, processes and system
s

）、
④
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
（
リ
ス
ク
選
好
）
な
ら
び
に
リ
ス
ク
ト
レ
ラ
ン
ス
（
リ
ス
ク

許
容
度
）
を
設
定
し
レ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
（S

etting and review
ing risk appetite and risk tolerance

）、
⑤
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
対

す
る
ポ
リ
シ
ー
、
プ
ロ
セ
ス
お
よ
び
シ
ス
テ
ム
を
実
践
す
る
こ
と
（Im

plem
enting the policies, processes and system

s to control risks

）

が
掲
げ
ら
れ
る
。
③
はF

inT
ech

が
引
き
起
こ
す
新
た
な
リ
ス
ク
を
把
握
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
構
築

す
る
こ
と
で
あ
る
。
④
は
迅
速
な
改
善
策
の
引
き
金
と
な
る
よ
う
な
効
果
的
な
敷
居
値
（thesholds

）
と
共
に
適
切
な
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ

ト
な
ら
び
に
リ
ス
ク
ト
レ
ラ
ン
ス
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
⑤
はF

inT
ech

が
引
き
起
こ
す
リ
ス
ク
に
対
し
て
迅
速
な
報
告
、
評
価
、

早
期
の
リ
ス
ク
緩
和
（early risk m

itigation

）
を
確
実
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

更
に
⑶R

isk m
anagem

ent environm
ent

と
し
て
、
⑥
全
て
の
プ
ロ
セ
ス
と
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
ス
ク
の
認
識
な
ら
び
に
評
価
を
図

る
こ
と
（Identifying/assessing risks in all processes and system

s

）、
⑦
全
て
の
商
品
、
行
動
、
プ
ロ
セ
ス
と
シ
ス
テ
ム
の
開
始

（launch

）
に
お
い
て
存
在
す
る
リ
ス
ク
を
評
価
す
る
こ
と
（A

ssessing risks in the launch of every product, activity, process and 

system

）、
⑧
適
切
な
リ
ス
ク
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
事
前
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（A

ppropriate risk m
onitoring and proactive risk 

m
anagem

ent

、
⑨
強
固
な
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
環
境
（S

trong risk control environm
ent

）
が
掲
げ
ら
れ
る
。
⑥
はF

inT
ech

の
移

動
（fintech m

igratuons

）
に
お
け
る
拡
大
さ
れ
た
プ
ロ
セ
ス
と
シ
ス
テ
ム
か
ら
派
生
す
る
リ
ス
ク
を
認
識
、
評
価
、
軽
減
す
る
能
力
を
強

六
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
⑦
はF

inT
ech

が
引
き
起
こ
す
プ
ロ
セ
ス
と
シ
ス
テ
ム
の
承
認
、
開
始
、
配
信
に
お
い
て
存
在
す
る
リ
ス
ク
を

タ
イ
ム
リ
ー
か
つ
遺
漏
の
な
い
よ
う
に
（overarching

）
認
識
し
、
評
価
す
る
こ
と
が
確
実
に
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
⑧
は

リ
ス
ク
の
サ
イ
ズ
と
性
質
に
従
っ
て
、
適
切
な
段
階
的
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
よ
り
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
報
告
を
頻
繁
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
こ

と
で
あ
る
（U

pdating the frequency

）。
⑨
はF

inT
ech

が
引
き
起
こ
す
リ
ス
ク
を
迅
速
か
つ
効
率
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
た
め
に
適

切
な
容
量
と
資
源
の
配
置
を
図
る
こ
と
で
あ
る
（A

ffording appropriate capasities and resources

）。

ま
た
⑷B

usiness resiliency and continuity

と
し
て
、
⑩
ビ
ジ
ネ
ス
の
深
刻
な
破
綻
に
対
す
る
強
靱
性
と
継
続
性
（B

usiness 

resiliency and continuity plans for severe business disruption

）
が
あ
り
、
⑩
はF

inT
ech

が
引
き
起
こ
す
プ
ロ
セ
ス
と
シ
ス
テ
ム
に

存
在
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
の
崩
壊
シ
ナ
リ
オ
に
ビ
ジ
ネ
ス
の
継
続
性
な
ら
び
に
災
害
か
ら
の
リ
カ
バ
リ
ー
プ
ラ
ン
を
組
込
む
（Incorporating

）

こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
⑸R

ole of disclosure

と
し
て
、
⑪
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
公
衆
縦
覧
（P

ublic disclosure of risk m
anagem

ent

）
が
示
さ

れ
て
い
る
。
⑪
はF

inT
ech

進
展
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
リ
ス
ク
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
に
お
け
る
変
容
を
反
映
し
て
銀
行
の
リ
ス
ク
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
プ
ロ
セ
ス
な
ら
び
に
実
践
が
変
化
す
る
こ
と
を
、
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
利
害
関
係
者
）
に
知
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る

（Inform
ing stakeholders of changes in bank`s risk m

anagem
ent processes and practices

）。

内
部
統
制
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
で
あ
る
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
・
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（C

O
S

O
 E

nterprise R
isk M

anagem
ent-

Integrated F
ram

ew
ork （

37
）

）
を
概
ね
踏
襲
す
る
内
容
と
い
え
る
が
、risk culture

（
リ
ス
ク
文
化
）、risk m

anagem
ent fram

ew
ork

（
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
）、risk appetite and risk tolerance

（
リ
ス
ク
選
好
と
許
容
度
）、business resiliency and continuity plans

（
強
靱
性

と
継
続
性
）
な
ど
の
視
点
を
含
む
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

六
五



⑶
　
リ
ス
ク
管
理
の
前
提
条
件
変
容
─FinT

ech

と
信
用
リ
ス
ク
規
制
、
流
動
性
リ
ス
ク
規
制
─

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金
融
危
機
以
後
、
銀
行
監
督
の
枠
組
み
に
つ
い
て
改
革
を
進
め
て
い
る
が
、
信
用
リ
ス
ク
規
制
、

流
動
性
リ
ス
ク
規
制
に
つ
い
てF

inT
ech

の
進
展
・
普
及
に
伴
い
Ａ
Ｉ
に
よ
る
与
信
判
断
の
均
質
化
、
コ
ア
預
金
の
流
動
性
の
変
容
な

ど
リ
ス
ク
管
理
の
前
提
条
件
が
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
示
さ
れ
る
（
38
）

。

イ
　F

inT
ech

と
信
用
リ
ス
ク
規
制
─F

inT
ech

に
よ
る
信
用
リ
ス
ク
規
制
の
変
容
と
プ
ロ
シ
ク
リ
カ
リ
テ
ィ
増
幅
─

リ
テ
ー
ル
向
け
与
信
に
関
し
て
Ａ
Ｉ
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活
用
に
よ
り
、
審
査
期
間
短
縮
あ
る
い
は
融
資
実
行
か
ら
債
権
回
収
ま
で
の
モ

ニ
タ
リ
ン
グ
の
機
動
化
・
高
度
化
等
が
見
込
ま
れ
る
。
ま
た
ク
ラ
ウ
ド
・
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
Ａ
Ｉ
の
自
動
審
査
等
の
組
合
わ
せ
に
よ
り
、

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（algorithm （

39
）

）
の
収
斂
が
進
み
、
小
口
分
散
の
リ
テ
ー
ル
向
け
与
信
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
い
て
均
質
性
が
進
展
し
て
大

口
与
信
管
理
同
様
に
特
定
の
属
性
に
対
す
る
与
信
集
中
リ
ス
ク
が
顕
在
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
に
お

い
て
、
銀
行
を
主
と
す
る
金
融
機
関
の
経
営
行
動
が
経
済
循
環
の
振
幅
を
拡
幅
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
プ
ロ
シ
ク
リ
カ
リ
テ
ィ

（P
rocyclicality

景
気
循
環
増
幅
効
果
（
40
）

）
の
増
幅
が
懸
念
さ
れ
る
。

ロ
　F

inT
ech

と
流
動
性
リ
ス
ク
規
制

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
同
時
に
、
一
定
条
件
を
充
足
す
る
こ
と
で
契
約
を
自
動
的
に
執
行
す
る
ス
マ
ー
ト
・
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
等
の

活
用
に
よ
り
取
引
コ
ス
ト
の
低
減
が
図
ら
れ
れ
ば
、
小
口
預
金
が
大
口
預
金
に
匹
敵
す
る
金
利
感
応
度
（B

asis P
oint V

alue （
41
）

）、
機
動
性

を
備
え
る
に
至
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
リ
テ
ー
ル
預
金
者
が
機
関
投
資
家
同
様
に
多
く
の
通
貨
、
多
様
な
資
産
を
対
象
に
し
た
資
金
管

理
・
運
用
を
容
易
に
最
適
化
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
の
前
提
で
あ
る
コ
ア
預
金
（
42
）

の
粘
着
性
が
変
容
す
る
懸
念
も
あ

る
。
銀
行
サ
イ
ド
、
規
制
当
局
共
に
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
の
実
質
を
失
い
か
ね
な
い
事
態
と
な
る
。

六
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

３
．FinTech

と
銀
行
の
課
題
─
主
体
規
制
と
行
為
規
制
、R

egTech

とS
upTech

の
対
応
─

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
、F

inT
ech

普
及
に
対
し
て
銀
行
に
経
営
努
力
を
求
め
る
の
み
な
ら
ず
、
規
制
当
局
に
お
い
て
も
監
督
の
枠
組
み

を
再
検
証
し
、
監
督
体
制
を
変
革
す
る
必
要
性
を
唱
え
て
い
る
。
銀
行
監
督
機
関
と
銀
行
規
制
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
、
バ
ー
ゼ

ル
委
員
会
か
ら
銀
行
な
ら
び
に
銀
行
監
督
当
局
に
向
け
た
論
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
（
43
）

る
（
44
）

。

１
．
銀
行
、
監
督
当
局
共
に
チ
ャ
ン
ス
と
リ
ス
ク
の
双
方
を
意
識
す
る
。
２
．
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
革
。
３
．
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン

グ
・
リ
ス
ク
管
理
の
強
化
。
４
．
サ
イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
推
進
。
５
．
既
存
銀
行
、F

inT
ech

企
業
共
に
当
局
間
・
民
間
と

の
連
携
を
強
化
す
る
。
６
．
各
国
当
局
間
の
国
際
連
携
の
強
化
。
７
．F

inT
ech

時
代
の
銀
行
監
督
を
担
う
人
材
育
成
。
８
．
銀
行
監
督

ツ
ー
ル
の
高
度
化
。
９
．
現
状
の
銀
行
監
督
体
制
の
実
効
性
の
検
証
。
10
．
銀
行
監
督
当
局
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
共
有
。

R
egT

ech

（R
egulatory T

echnology
）
が
標
榜
さ
れ
、
デ
ジ
タ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活
用
に
よ
り
銀
行
規
制
監
督
向
け
デ
ー
タ
報
告

等
の
効
率
性
を
改
善
す
る
動
き
も
み
ら
れ
る
。R

egT
ech

の
例
と
し
て
は
、
金
融
機
関
の
金
融
規
制
対
応
を
効
率
的
に
支
援
す
る
ツ
ー

ル
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

他
方
で
はS

upT
ech

（S
upervisory T

echnology （
45
）

）
の
用
語
も
作
り
出
さ
れ
、
銀
行
監
督
当
局
に
対
し
てF

inT
ech

の
活
用
に
よ
る
効

果
的
な
監
督
に
向
け
た
改
善
を
求
め
て
い
る
。

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
拡
大
か
ら
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
成
主
体
が
変
容
し
、
許
認
可
中
心
の
主
体
規
制
で
は
監
督
の
実

効
性
が
低
下
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
行
為
規
制
強
化
に
よ
り
補
完
せ
ん
と
し
て
もF

inT
ech

の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
を
阻
み
、

F
inT

ech

活
用
に
よ
り
経
済
効
果
を
向
上
さ
せ
た
い
と
い
う
当
初
の
目
論
見
が
崩
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
ジ
レ
ン
マ
も
あ
る
（
46
）

。

F
inT

ech

領
域
に
対
す
る
従
来
型
の
主
体
規
制
と
行
為
規
制
の
組
合
わ
せ
の
限
界
と
い
え
よ
う
。

六
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近
時
の
仮
想
通
貨
の
不
正
流
出
事
件
を
鑑
み
て
も
、
緩
や
か
な
登
録
制
（
ハ
ー
ド
ロ
ー
）
と
自
主
規
制
（
ソ
フ
ト
ロ
ー
）
の
二
段
構
え
で

規
制
の
骨
子
が
作
ら
れ
て
い
た
が
、
十
分
な
審
査
を
受
け
て
い
な
い
み
な
し
業
者
が
存
在
し
、
ま
た
業
界
団
体
も
二
つ
に
分
裂
す
る
な
ど
、

規
制
の
実
効
性
の
確
保
に
は
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
各
業
界
に
お
け
る
自
主
規
制
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
策

定
・
普
及
段
階
か
ら
規
制
当
局
が
関
与
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
か
（
私
見
）。

S
upT

ech

へ
の
対
応
が
銀
行
監
督
当
局
の
改
善
に
向
け
た
一
つ
の
鍵
と
な
る
が
、
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
はS

upT
ech

の
例
と
し
て
Ａ
Ｉ

活
用
に
よ
る
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
監
視
を
挙
げ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
監
督
手
法
の
実
装
化
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
の
高

度
化
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
（
47
）

。

第
六
章
　
金
融
行
政
の
方
針
転
換
へ
の
影
響
─F

inT
ech

の
進
展
と
関
連
法
制
に
対
す
る
影
響
─

１
．
欧
米
のFinTech

銀
行
免
許
構
想

Ｕ
Ｓ 

Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
（
米
国
消
費
者
金
融
保
護
局
）
が
新
し
いF

inT
ech

銀
行
免
許
構
想
を
発
表
し
（
二
〇
一
七
年
五
月
）、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
（
欧
州
中

央
銀
行
）
が
新
た
な
銀
行
免
許
指
針
公
表
を
予
定
す
る
（
二
〇
一
七
年
九
月
）
な
ど
欧
米
で
新
形
態
銀
行
免
許
構
想
が
出
さ
れ
る
中
で
、
我

が
国
で
はF

inT
ech

新
法
の
制
定
を
金
融
庁
が
検
討
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
決
済
・
送
金
に
関
わ
る
関
連
法
を
一
本
化
す
る
こ
と
、

銀
行
法
の
為
替
業
務
、
資
金
決
済
法
の
資
金
移
動
業
、
割
賦
販
売
法
の
関
連
業
務
の
規
制
を
統
合
す
る
方
向
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
金
融
行
政
の
方
針
転
換
が
も
た
ら
す
影
響
は
多
岐
に
亘
る
と
み
ら
れ
る
（
48
）

。
①
業
態
毎
の
縦
割
り
規
制
か
ら
機
能
で
の
横
断
的

規
制
へ
の
転
換
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
影
響
と
し
て
は
、
⒜
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
を
前
提
と
し
た
業
界
構
造
変
化
に
よ
っ
て
競
争
環
境
の

変
化
に
応
じ
た
事
業
戦
略
再
構
築
が
進
め
ら
れ
る
。
⒝
新
た
な
免
許
形
態
の
登
場
に
よ
っ
て
他
業
種
か
ら
の
新
規
参
入
が
増
加
す
る
。
⒞

六
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

既
存
の
金
融
業
界
の
担
い
手
の
業
態
転
換
に
よ
っ
て
金
融
持
株
会
社
へ
の
大
量
移
行
と
新
規
事
業
子
会
社
設
立
の
増
加
が
進
む
。

②
金
融
の
基
本
的
概
念
の
見
直
し
と
統
一
に
よ
り
生
じ
る
影
響
と
し
て
は
、
⒜
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
進
展
の
中
長
期
見
通
し
の
必
要
性
が

増
大
す
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｉ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
な
ど
メ
ガ
テ
ッ
ク
の
正
確
な
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
が
進
め
ら
れ
る
。
⒝
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
、
Ｐ
２
Ｐ
金
融
、
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（
仮
想
通
貨
を
含
む
）・
決
済
な
ど
金
融
機
関
を
必
要
と
し
な
い
金
融
が
登
場
し
、

規
制
・
監
督
対
象
が
金
融
機
関
か
ら
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
と
転
換
す
る
場
合
の
規
制
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
。
⒞
国
際
的
な
標
準
化
活

動
の
重
要
性
が
増
大
す
る
。
⒟
金
融
業
法
よ
り
も
根
本
的
な
法
分
野
の
改
正
の
影
響
を
分
析
す
る
必
要
性
が
増
大
し
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
民
法

（
Ａ
Ｉ
の
契
約
主
体
性
）、
Ｐ
Ｌ
法
な
ど
の
根
本
的
変
化
が
起
こ
り
う
る
。

③
国
民
の
厚
生
の
増
大
、
安
定
的
な
資
産
形
成
と
い
う
究
極
的
目
標
の
政
策
評
価
を
行
う
必
要
性
が
生
じ
る
。
⒜
政
策
の
費
用
便
益
分

析
の
必
要
性
が
増
大
し
、
投
資
教
育
の
費
用
便
益
分
析
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
⒝
根
拠
に
基
づ
い
た
政
策
形
成
（E

vidence B
ased P

olicy 

M
aking E

B
P

M

）
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
導
入
さ
れ
、
政
府
の
統
計
イ
ン
フ
ラ
拡
充
、
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
推
進
が
進
む
。
⒞
ナ
ッ
ジ

（N
udge

）
な
ど
行
動
経
済
学
に
基
づ
く
制
度
設
計
の
必
要
性
が
増
大
し
、
ラ
ン
ダ
ム
化
比
較
試
験
（
Ｒ
Ｃ
Ｔ
）
と
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ
ン

ド
ボ
ッ
ク
ス
の
接
続
を
目
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

２
．FinTech

の
発
展
過
程
と
競
争
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
規
制
の
制
度
設
計
に
向
け
て

⑴
　FinT
ech

の
発
展
段
階
の
試
案
─FinT

ech

1.0
か
ら
4.0
へ
の
進
展
─

F
inT

ech

の
発
展
過
程
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
そ
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
視
点
を
置
い
た
段
階
が
示
さ
れ
て
い
る
。F

inT
ech

は
現
時

点
で
は
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
よ
る
新
規
技
術
の
適
用
の
段
階
に
あ
る
が
、
今
後
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
（A

pplication P
rogram

m
ing Interface

）
エ
コ

シ
ス
テ
ム
の
台
頭
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
は
標
準
Ａ
Ｐ
Ｉ
と
Ｉ
ｏ
Ｔ
（Internet of 

六
九



T
hings （49

）
）
に
よ
り
再
統
合
さ
れ
る
（
50
）

。

こ
の
発
展
段
階
シ
ナ
リ
オ
は
、
上
述
の
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
五
段
階
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
を
適
用
技
術
や
プ
レ
ー
ヤ
ー
な
ど
各
要
素
毎
に

整
理
し
た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。F

inT
ech

の
発
展
な
ど
に
関
し
て
は
、
既
述
し
た
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
報
告
書
の
ほ
か
、
内

外
に
お
い
て
各
々
の
視
点
か
ら
複
数
の
展
開
シ
ナ
リ
オ
が
発
出
さ
れ
て
い
る
。F

inT
ech

1.0
か
ら
4.0
へ
の
進
展
シ
ナ
リ
オ
に
つ
い
て
、

バ
ー
ゼ
ル
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
と
も
並
列
的
、
整
合
的
な
内
容
と
し
て
把
握
で
き
よ
う
（
私
見
）。

F
inT
ech

の
発
展
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
仮
説
と
競
争
環
境
変
化
に
つ
い
て
（
51
）

、F
inT
ech

1.0
で
は
Ｉ
Ｔ
に
よ
る
効
率
化
が
進
み
、
既
存
金
融

Ｉ
Ｔ
ベ
ン
ダ
ー
を
主
に
既
存
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
Ｉ
Ｔ
効
率
化
が
図
ら
れ
る
。
同
質
な
金
融
機
関
同
士
の
競
争
に
留
ま
る
。

F
inT
ech

2.0
で
は
新
規
技
術
の
適
用
に
よ
りF
inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
主
に
他
の
領
域
の
新
規
技
術
を
金
融
領
域
に
適
用
し
、

ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
が
指
向
さ
れ
る
。
ク
ラ
ウ
ド
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
ラ
イ
フ
ロ
ゴ
、
ス
マ
ー
ト
デ
バ
イ
ス
を
キ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
、

ア
ン
バ
ン
ド
ル
を
目
指
す
単
一
機
能
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
競
争
が
起
こ
る
。

F
inT
ech

3.0
で
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
大
手
金
融
機
関
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
よ
る
ア
ン
バ
ン
ド
ル
さ
れ
た
金
融
プ
ロ
セ
ス

の
標
準
Ａ
Ｐ
Ｉ
化
、
サ
ー
ビ
ス
革
新
が
図
ら
れ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
や
Ａ
Ｉ
を
キ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
よ
る
多
様
な

情
報
の
活
用
が
展
開
の
鍵
と
な
る
。

F
inT
ech

4.0
で
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
主
に
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
が
進
め
ら
れ
、
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
が
標
準

Ａ
Ｐ
Ｉ
お
よ
び
Ｉ
ｏ
Ｔ
に
よ
っ
て
再
統
合
さ
れ
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
を
キ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
金
融
機
能
以
外
の
付
加
価
値
を
追
求
す
る
競
争
の

段
階
に
至
る
。
現
在
の
我
が
国
はF

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
よ
る
新
規
技
術
の
適
用
の
段
階
に
あ
る
。
今
後
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
シ
ス

テ
ム
の
台
頭
が
予
想
さ
れ
る
。

七
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

F
inT
ech

発
展
過
程
に
関
す
る
上
記
の
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
を
要
約
す
る
と
、F
inT
ech

1.0
に
お
い
て
は
Ｉ
Ｔ
に
よ
る
効
率
化
、

F
inT
ech

2.0
で
は
新
規
技
術
の
適
用
、
3.0
で
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
、
4.0
で
は
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
と
な
る
。
キ
ー
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
つ
い

て
はF

inT
ech

1.0
に
お
い
て
は
既
存
金
融
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
ダ
ー
（
Ｎ
Ｒ
Ｉ
含
む
）、F

inT
ech

2.0
で
はF

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
、
3.0

で
は
大
手
金
融
機
関
お
よ
び
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
、
4.0
で
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
ビ
ッ
グ
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
な
る
。
キ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
は

F
inT
ech

2.0
に
お
い
て
は
ク
ラ
ウ
ド
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
ラ
イ
フ
ロ
グ
、
ス
マ
ー
ト
デ
バ
イ
ス
、
3.0
で
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
Ａ
Ｉ
、

4.0
で
は
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
な
る
。

各
ス
テ
ー
ジ
の
概
要
な
ら
び
に
競
争
環
境
は
、F
inT
ech

1.0
に
お
い
て
は
既
存
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
Ｉ
Ｔ
に
よ
り
効
率
化
し
、
一
層
の

効
率
化
を
目
指
す
動
き
も
あ
る
。
同
質
な
金
融
機
関
同
士
の
競
争
と
な
る
。F

inT
ech

2.0
で
は
他
の
領
域
の
新
規
技
術
を
金
融
領
域
に
適

用
し
、
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
を
目
指
す
こ
と
と
な
り
、
ア
ン
バ
ン
ド
ル
を
狙
う
単
機
能
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
と
の
競
争
と
な
る
。
3.0

で
は
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ
た
金
融
プ
ロ
セ
ス
の
標
準
Ａ
Ｐ
Ｉ
化
が
進
み
、
サ
ー
ビ
ス
革
新
が
起
き
る
。
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
よ
る
多
様
な
情
報

を
い
か
に
う
ま
く
活
用
で
き
る
か
の
競
争
と
な
る
。
4.0
で
は
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
が
再
統
合
さ
れ
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
に
よ

る
リ
ア
ル
タ
イ
ム
化
、
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
が
進
め
ら
れ
る
。
金
融
機
能
以
外
の
付
加
価
値
を
追
求
す
る
競
争
と
な
る
。
以
下
で
そ
の

詳
細
を
掲
げ
て
い
き
た
い
。

⑵
　FinT
ech

2.0
と
既
存
の
金
融
ビ
ジ
ネ
ス

F
inT
ech

2.0
に
お
け
る
競
争
デ
ジ
タ
ル
化
が
既
存
の
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
に
与
え
る
影
響
・
特
徴
と
し
て
、
①
価
格
破
壊
で
は
物
理
的
な
資

産
を
持
た
な
い
コ
ス
ト
構
造
、
ク
ラ
ウ
ド
な
ど
を
活
用
し
た
安
価
な
イ
ン
フ
ラ
、
②
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
（
機
能
の
解
体
）
で
は
金
融
領

域
の
弱
い
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
、
既
存
の
資
金
調
達
と
異
な
る
チ
ャ
ネ
ル
を
用
い
た
資
金
調
達
（
Ｐ
２
Ｐ
な

七
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ど
）、
③
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
で
は
ユ
ー
ザ
基
盤
、
イ
ン
フ
ラ
基
盤
、
端
末
等
の
集
約
に
よ
り
事
業
を
拡
大
さ
せ
、
強
固
な
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
を
有
す
る
企
業
組
織
が
強
勢
を
増
し
て
い
く
現
象
（W

inner T
ake A

ll

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
の
例
と
し
て
、A

m
azon

ペ
イ
メ
ン
ト
はA
m

azon

の
住
所
情
報
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
機
能
を
他
の

Ｅ
Ｃ
サ
イ
ト
が
活
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
顧
客
に
ユ
ー
ザ
ー
名
、
商
品
送
付
先
、
支
払
手
段
な
ど
の
情
報
を
改
め
て
入
力
さ
せ
る

必
要
が
な
く
、
ユ
ー
ザ
ー
は
サ
イ
ト
ご
と
に
パ
ス
ワ
ー
ド
や
Ｉ
Ｄ
を
管
理
す
る
手
間
が
な
く
な
る
。
支
払
い
手
続
き
も
簡
素
化
、
高
速
化

さ
れ
る
。

⑶
　FinT

ech

3.0
に
お
け
る
競
争
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
ノ
ミ
ー
─
Ｅ
Ｕ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
関
連
性
を
含
め
て
─

イ
　
競
争
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
ノ
ミ
ー

F
inT

ech

3.0
に
お
け
る
競
争
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
ノ
ミ
ー
で
は
、
新
し
い
シ
ス
テ
ム
、
サ
ー
ビ
ス
を
公
開
す
る
開
発
者
に
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
公
開
し
、

新
た
な
付
加
価
値
が
付
加
さ
れ
る
。
金
融
業
界
に
お
い
て
も
Ａ
Ｐ
Ｉ
公
開
の
動
き
が
起
こ
り
、
英
国
、
韓
国
な
ど
は
政
策
と
し
て
銀
行
の

Ａ
Ｐ
Ｉ
公
開
を
検
討
し
て
い
る
（
52
）

。

Ａ
Ｐ
Ｉ
（A

pplication P
rogram

m
ing Interface

）
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
開
発
負
担
軽
減
、
顧
客
の
関
係
強
化
と
市
場
シ
ェ
ア
拡
大
、

高
度
な
機
能
・
ア
イ
デ
ア
の
取
得
な
ど
が
あ
り
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
し
て
は
無
料
で
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
開
放
す
る
フ
リ
ー
ミ
ア
ム
モ

デ
ル
（F

acebook

、tw
itter

）、
利
用
件
数
に
応
じ
て
課
金
し
て
利
用
件
数
増
加
に
よ
り
収
益
拡
大
が
見
込
め
る
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
課
金

モ
デ
ル
（G
oogle

）、
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
経
由
し
て
自
社
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
さ
れ
た
場
合
に
一
定
の
報
酬
を
支
払
う
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
で
る
（
53
）

、

Ａ
Ｐ
Ｉ
を
経
由
し
て
商
取
引
が
行
わ
れ
た
場
合
に
利
益
を
シ
ェ
ア
す
る
プ
ロ
フ
ィ
ッ
ト
シ
ェ
ア
モ
デ
ル
（A

m
azon

ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
）
に

分
類
で
き
る
。

七
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

F
intech

系
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
は
利
用
料
金
に
応
じ
て
課
金
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
既
存
金
融
機
関
も
Ａ
Ｐ
Ｉ
の
開
放
に
向

け
た
検
討
を
進
め
て
い
る
。
欧
米
で
はB

ank of A
m

erica

、
ス
ペ
イ
ン
金
融
大
手
Ｂ
Ｂ
Ｖ
Ａ
（B

anco B
ilbao V

izcaya A
rgentaria S

.A
.

）

が
銀
行
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
の
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
実
験
的
に
公
開
し
、
サ
ー
ビ
ス
開
発
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
（
実
験
的

Ａ
Ｐ
Ｉ
活
用
）。
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
ネ
ッ
ト
銀
行
を
提
供
し
て
い
るm
B

ank

な
ど
は
一
部
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
公
開
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
ｅ
―コ

マ
ー
ス
企
業
に
ロ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
公
開
し
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ロ
ー
ン
や
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
な
ど
の
カ
ー
ド
ロ
ー
ン
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

我
が
国
で
は
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
は
仮
想
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
用
い
た
ハ
ッ
カ
ソ
ン
を
企
画
（F

inT
echC

hallenge 2016

）
し
て
い
る
。

政
策
面
で
は
、
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
（
金
融
行
動
監
視
機
構
）
主
導
に
よ
り
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
提
唱
さ
れ
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
開
放
に

よ
り
競
争
原
理
に
よ
る
市
場
活
性
化
が
指
向
さ
れ
て
い
る
。
銀
行
等
の
決
済
シ
ス
テ
ム
等
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
、
ノ
ン
バ
ン
ク
金

融
機
関
に
開
放
し
て
利
便
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
促
進
さ
せ
ん
と
す
る
（
54
）

。

Ａ
Ｐ
Ｉ
導
入
に
よ
り
顧
客
に
は
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
が
迅
速
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
企
業
側
に
お
い
て
は
更
な
る
競
争
に
晒
さ

れ
る
。
Ａ
Ｐ
Ｉ
開
放
に
よ
っ
て
自
社
の
サ
ー
ビ
ス
へ
の
悪
性
巣
は
増
加
す
る
が
、
他
企
業
が
付
加
価
値
を
加
え
て
自
社
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
、
提
供
す
る
側
に
お
い
て
は
収
益
基
盤
の
維
持
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
提
供
の
範
囲
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
選
択
な
ど

が
検
討
項
目
と
な
る
。

⑷
　FinT
ech

4.0
に
お
け
る
競
争
と
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
に
よ
る
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
影
響

①
産
業
構
造
の
レ
イ
ヤ
ー
（
階
層
）
化
に
つ
い
て
は
、
ス
マ
ー
ト
デ
バ
イ
ス
へ
の
チ
ャ
ネ
ル
シ
フ
ト
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
Ａ
Ｉ
ス
ピ
ー

カ
ー
）、
新
た
な
情
報
の
集
約
・
分
析
・
流
通
機
能
と
マ
ッ
チ
ン
グ
、
新
た
な
情
報
イ
ン
フ
ラ
（
ク
ラ
ウ
ド
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
）、
②
リ
ア
ル
タ
イ
ム

化
・
マ
ス
カ
ス
タ
マ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
化
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
進
展
に
よ
り
金
融
仲
介
機
能
の
存
在
意
義
の
一
つ
で
あ
る
情
報
の
非
対
称
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性
が
喪
失
さ
れ
、
大
数
の
法
則
に
基
づ
く
リ
ス
ク
管
理
か
ら
個
別
事
象
に
基
づ
く
リ
ス
ク
管
理
に
移
行
す
る
方
向
が
示
さ
れ
る
。
③
資
本

の
分
散
化
に
つ
い
て
は
、
従
前
は
資
本
集
約
が
効
率
化
に
繋
が
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
が
、
分
散
化
し
た
資
本
で
も
効
率
的
な
活

用
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。

こ
の
結
果
、
金
融
業
界
に
お
い
て
は
垂
直
統
合
型
か
ら
水
平
分
離
型
モ
デ
ル
へ
の
変
化
が
進
む
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
従
前
で
は
銀
行
、

証
券
、
保
険
業
毎
に
顧
客
と
の
間
で
シ
ス
テ
ム
、
イ
ン
フ
ラ
、
マ
ッ
チ
ン
グ
、
チ
ャ
ネ
ル
を
別
々
に
構
築
し
て
い
た
と
こ
ろ
（
垂
直
統
合

型
）、
銀
行
・
証
券
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
共
に
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
シ
ス
テ
ム
）、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
マ
ッ
チ
ン
グ
）、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
チ
ャ
ネ
ル
）
を
用
い
て
顧
客
と
接
続
す
る
水
平
分
離
型
モ
デ
ル
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
（
55
）

。

リ
ア
ル
タ
イ
ム
化
・
マ
ス
カ
ス
タ
マ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
化
の
進
展
か
ら
、
金
融
の
本
質
的
機
能
で
あ
る
金
融
仲
介
機
能
の
存
在
意
義
が
問

わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
①
先
ず
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
に
よ
り
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
リ
ス
ク
把
握
が
可
能
に
な
り
、
重
要
性
重
視
で
な
く
個
別

の
事
象
全
て
に
対
応
す
る
リ
ス
ク
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
可
能
性
に
な
る
。
自
動
運
転
、
ラ
イ
フ
ロ
グ
に
基
づ
く
生
命
保
険
な
ど
の
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
に
よ
り
保
険
業
界
に
は
影
響
が
大
き
い
と
思
料
さ
れ
る
。
②
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
マ
ス
カ
ス
タ
マ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
化
に
よ
っ
て
は

既
存
の
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
ア
ウ
ト
的
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
は
競
争
力
を
失
う
可
能
性
が
高
く
、
ロ
ボ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
高
度

化
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
高
度
化
の
加
速
要
素
と
し
て
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
よ
り
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
部
品
と
し
て
組
合
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
金
融
商
品
の
属
性
が
Ａ
Ｐ
Ｉ
で
共
有
で
き
る
こ
と
で
金
融
商
品
の
最
適
ミ
ッ
ク
ス
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
。

Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
は
組
合
せ
の
最
適
化
を
行
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
変
化
に
よ
っ
て
金
融
仲
介
機
能
に
対
す
る
破
壊
が
進
む
こ

と
と
な
ろ
う
。

ま
た
資
本
集
約
か
ら
分
散
化
指
向
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
優
位
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
従
前
の
資
本
集
約
化
に
よ
る
価
値
向
上
に
は

七
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

規
模
の
経
済
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
機
能
し
て
お
り
、
取
引
コ
ス
ト
、
情
報
の
非
対
称
性
の
存
在
が
要
因
と
し
て
存
在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら

Ｐ
２
Ｐ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
に
よ
り
制
約
条
件
が
薄
ま
り
、
資
本
の
集
約
機
能
の
存
在
意
義
が
喪
失
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
取
引
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
よ
っ
て
減
少
し
、
情
報
の
非
対
称
性
に

つ
い
て
も
ラ
イ
フ
ロ
グ
の
蓄
積
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
利
用
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
減
少
し
つ
つ
あ
る
。

３
．
金
融
行
政
の
方
針
転
換
の
影
響
─FinTech

へ
の
銀
行
免
許
付
与
の
構
想
を
踏
ま
え
て
─

米
国
な
ど
でF

inT
ech

へ
の
新
形
態
銀
行
へ
の
免
許
付
与
の
構
想
が
出
る
中
で
、
我
が
国
で
は
縦
割
り
的
な
業
か
ら
横
断
的
な
機
能

に
注
目
し
た
法
体
系
が
議
論
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
Ｕ
Ｓ 

Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
（
消
費
者
金
融
保
護
局
）
はF

inT
ech

銀
行
免
許
構
想
を
発
表
し

（
二
〇
一
七
年
五
月
）、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
（
欧
州
中
央
銀
行
）
は
新
た
な
銀
行
免
許
指
針
公
表
を
予
定
し
て
い
る
。
金
融
庁
で
はF

inT
ech

新
法
制
定

を
検
討
し
、
銀
行
法
の
為
替
業
務
、
資
金
決
済
法
の
資
金
移
動
業
、
割
賦
販
売
法
の
関
連
業
務
の
規
制
を
統
合
す
る
な
ど
決
済
・
送
金
に

関
わ
る
関
連
法
を
一
本
化
す
る
方
向
に
あ
る
。
利
用
者
保
護
の
徹
底
、
企
業
連
携
の
容
易
化
、
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
の
創
造
、
異
業
種
の
参

入
拡
大
が
期
待
さ
れ
る
。

即
ち
、
金
融
庁
で
は
情
報
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
金
融
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
に
つ
い
て
、
二
〇
一
七
年

一
一
月
一
六
日
金
融
審
議
会
総
会
に
お
い
て
総
合
的
・
横
断
的
な
金
融
ル
ー
ル
作
り
を
謳
っ
て
お
り
、
①
同
一
の
機
能
・
リ
ス
ク
に
同
一

の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
。
金
融
機
能
を
決
済
、
資
金
供
与
、
資
産
運
用
、
リ
ス
ク
移
転
な
ど
に
分
類
し
、
機
能
・
リ
ス
ク
に
応
じ
た
ル
ー

ル
の
適
用
を
検
討
す
る
。
②
金
融
に
関
す
る
基
本
的
概
念
・
ル
ー
ル
を
横
断
化
す
る
。
金
融
規
制
に
お
け
る
定
義
の
横
断
化
の
検
討
を
行

う
。
③
環
境
の
変
化
に
対
応
す
べ
く
規
制
を
横
断
的
に
見
直
し
す
る
（
56
）

。

こ
う
し
た
金
融
行
政
の
方
針
転
換
が
も
た
ら
す
影
響
は
多
岐
に
亘
る
と
み
ら
れ
る
（
57
）

。
①
業
態
毎
の
縦
割
り
規
制
か
ら
機
能
で
の
横
断
的

七
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規
制
へ
の
転
換
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
影
響
と
し
て
は
、
⒜
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
を
前
提
と
し
た
業
界
構
造
変
化
に
よ
っ
て
競
争
環
境
の

変
化
に
応
じ
た
事
業
戦
略
再
構
築
が
進
め
ら
れ
る
。
⒝
新
た
な
免
許
形
態
の
登
場
に
よ
っ
て
他
業
種
か
ら
の
新
規
参
入
が
増
加
す
る
。
⒞

既
存
の
金
融
業
界
の
担
い
手
の
業
態
転
換
に
よ
っ
て
金
融
持
株
会
社
へ
の
大
量
移
行
と
新
規
事
業
子
会
社
設
立
の
増
加
が
進
む
。

②
金
融
の
基
本
的
概
念
の
見
直
し
と
統
一
に
よ
り
生
じ
る
影
響
と
し
て
は
、
⒜
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
進
展
の
中
長
期
見
通
し
の
必
要
性
が

増
大
す
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｉ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
な
ど
メ
ガ
テ
ッ
ク
の
正
確
な
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
が
進
め
ら
れ
る
。
⒝
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
、
Ｐ
２
Ｐ
金
融
、
デ
ジ
タ
ル
通
貨
・
決
済
な
ど
金
融
機
関
を
必
要
と
し
な
い
金
融
が
登
場
し
、
規
制
・
監
督
対
象

が
金
融
機
関
か
ら
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
と
転
換
す
る
場
合
の
規
制
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
。
⒞
国
際
的
な
標
準
化
活
動
の
重
要
性
が
増

大
す
る
。
⒟
金
融
業
法
よ
り
も
根
本
的
な
法
分
野
の
改
正
の
影
響
を
分
析
す
る
必
要
性
が
増
大
し
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
民
法
（
Ａ
Ｉ
の
契
約
主

体
性
）、
Ｐ
Ｌ
法
な
ど
の
根
本
的
変
化
が
起
こ
り
う
る
。

③
国
民
の
厚
生
の
増
大
、
安
定
的
な
資
産
形
成
と
い
う
究
極
的
目
標
の
政
策
評
価
を
行
う
必
要
性
が
生
じ
る
。
⒜
政
策
の
費
用
便
益
分

析
の
必
要
性
が
増
大
し
、
投
資
教
育
の
費
用
便
益
分
析
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
⒝
根
拠
に
基
づ
い
た
政
策
形
成
（E

vidence B
ased P

olicy 

M
aking E

B
P

M

）
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
導
入
さ
れ
、
政
府
の
統
計
イ
ン
フ
ラ
拡
充
、
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
推
進
が
進
む
。
⒞
ナ
ッ
ジ

（N
udge

）
な
ど
行
動
経
済
学
に
基
づ
く
制
度
設
計
の
必
要
性
が
増
大
し
、
ラ
ン
ダ
ム
化
比
較
試
験
（
Ｒ
Ｃ
Ｔ
）
とR

egulatory S
andbox

の
接
続
を
目
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

４
．FinTech

と
個
人
情
報
保
護
─
Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）
の
関
連
─

新
た
な
課
題
と
し
てF

inT
ech

と
個
人
情
報
保
護
の
関
連
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
デ
ー
タ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
個
人
に
帰
属
さ
せ

る
議
論
が
起
こ
り
、
二
〇
一
七
年
五
月
改
正
個
人
情
報
保
護
法
が
施
行
さ
れ
、
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
策
を
強
化
し
て

七
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

企
業
に
よ
る
利
活
用
と
両
立
さ
せ
る
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。F

inT
ech

や
Ａ
Ｉ
活
用
・
発
展
に
関
し
て
も
情
報
自
体
が
集
ま
る
こ
と
が

前
提
と
な
る
中
で
、
個
人
が
ど
の
事
業
者
の
ど
の
情
報
を
渡
す
か
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
枠
組
み
が
示
さ
れ
て
い
る
（
パ
ー
ソ
ナ
ル
・

デ
ー
タ
・
ス
ト
ア
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）。

二
〇
一
八
年
五
月
二
五
日
施
行
が
予
定
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｕ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
に
関
し
て
個
人
デ
ー
タ
の
域
外
移
転
規
制
に
対
す
る
実
務
対
応

が
注
目
さ
れ
て
い
る
（
58
）

。
Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（G

eneral D
ata P

rotection R
egulation G

D
P

R

）
は
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
新
し
い
個
人
情

報
保
護
の
枠
組
み
で
個
人
デ
ー
タ
（personal data

）
の
処
理
と
移
転
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
た
規
則
で
あ
る
が
、
一
九
九
五
年
か
ら
適

用
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
デ
ー
タ
保
護
指
令
（D

ata P
rotection D

irective 95

）
に
代
わ
り
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
諸
国
に
対
し
て
直
接
効
力
が
発
生
す
る
法

規
制
と
し
て
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
が
二
〇
一
六
年
四
月
に
制
定
さ
れ
た
。

我
が
国
の
個
人
情
報
保
護
法
上
に
お
い
て
も
、
従
業
員
、
取
引
先
担
当
者
や
顧
客
等
に
関
連
す
る
個
人
デ
ー
タ
を
第
三
者
（
グ
ル
ー
プ

会
社
を
含
む
）
に
提
供
す
る
場
合
に
は
所
定
の
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
外
国
に
あ
る
第
三
者
に
個
人
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
場

合
に
は
越
境
移
転
規
制
と
の
関
係
で
追
加
の
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。
対
応
が
未
了
の
場
合
に
は
欧
州
委
員
会
か
ら
十
分
性
の
認
定

を
受
け
欧
州
か
ら
日
本
へ
の
個
人
デ
ー
タ
の
移
転
が
許
さ
れ
た
と
し
て
も
そ
の
後
の
海
外
へ
の
個
人
デ
ー
タ
の
移
転
が
違
法
と
な
り
得
る
。

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
に
関
し
て
は
、
日
本
本
社
そ
の
他
の
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
外
に
あ
る
拠
点
で
対
応
が
必
要
に
な
る
場
面
が
あ
り
得
る
。
次
の
い
ず
れ
か

の
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
を
行
う
場
合
に
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
が
域
外
適
用
さ
れ
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
第
三
条
第
二
項
）、
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
に
子
会
社
や
支
店
等

の
拠
点
を
有
し
て
い
な
い
日
本
企
業
で
あ
っ
て
も
原
則
と
し
て
対
応
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
に
代
表
者
を
選
任

す
る
必
要
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
第
二
七
条
第
一
項
）。
①
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
に
所
在
す
る
本
人
に
対
す
る
商
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
関
す
る
処
理
、
②
本
人
が
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
で
行
う
行
動
の
監
視
に
関
す
る
処
理
。
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第
七
章
　
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
とF

inT
ech

・
仮
想
通
貨 

─
マ
ク
ロ
経
済
・
金
融
政
策
の
視
点
、T

he m
oney flow

er

─

１
．
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
とFinTech

・
仮
想
通
貨

中
央
銀
行
の
金
融
政
策
とF

inT
ech

・
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
は
経
済
活
動
、
金
融
シ
ス
テ
ム
、
更
に
は
中
央
銀
行
業
務
・
金
融
政
策
へ

の
影
響
が
あ
り
、
特
に
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
・
分
散
型
台
帳
技
術
、
中
央
銀
行
が
発
行
す
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
に
関
し
て
議
論
が
さ
れ
て
い

る
（
59
）

。
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
関
し
て
は
、
多
方
面
に
わ
た
るF

inT
ech

領
域
の
中
で
も
別
異
の
考
察
が
求
め
ら
れ
る
。
仮

想
通
貨
・
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ffering

）
ほ
か
の
法
的
性
質
等
に
つ
い
て
種
々
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
も
通

常
通
貨
と
の
異
同
性
の
議
論
が
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
通
常
通
貨
を
発
行
し
て
い
る
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
に
か
か
るT

he m
oney 

flow
er

の
概
念
を
採
り
上
げ
る
。

即
ち
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
とF

inT
ech

・
仮
想
通
貨
に
か
か
る
内
容
と
し
て
、
マ
ク
ロ
経
済
・
金
融
政
策
の
視
点
か
ら
国
際
機
関
で

あ
るB

ank for International S
ettlem

ents

（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
がT

he m
oney flow

er

の
分
類
等
を
提
示
し
、
大
き
な
注
目
を
集
め
て
い
る
。

特
に
中
央
銀
行
が
発
行
す
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（D

igital central bank m
oney

）
に
関
す
る
メ
リ
ッ
ト
な
ら
び
に
課
題
に
つ
い
て
、
①
中

央
銀
行
が
発
行
す
る
必
要
性
が
あ
る
か
、
②
中
央
銀
行
が
発
行
す
る
場
合
の
課
題
に
つ
い
て
マ
ク
ロ
経
済
・
金
融
政
策
の
視
点
か
ら
の
指

摘
が
さ
れ
て
い
る
（
60
）

。

指
摘
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
中
央
銀
行
が
デ
ジ
タ
ル
通
貨
を
発
行
す
る
必
要
性
に
関
し
て
、
多
様
な
私
的
な
デ
ジ
タ
ル
貨
幣
の

可
能
性
が
あ
る
が
（D

igital central bank m
oney

の
分
類
に
つ
い
て
はT

he m
oney flow

er

参
照
）、
法
定
準
備
の
積
立
て
を
通
じ
て
中
央
銀
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行
が
直
接
発
行
し
な
く
て
も
間
接
的
に
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
有
意
性
が
あ
る
。
中
央
銀
行
に

よ
る
間
接
的
発
行
と
い
え
な
く
も
な
い
。
②
直
接
中
央
銀
行
が
発
行
す
る
場
合
に
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
⒜
個
人
が
中
央
銀
行
に
直
接

口
座
を
保
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
⒝
ま
た
貨
幣
の
情
報
発
信
機
能
と
し
て
取
引
デ
ー
タ
が
中
央
銀
行
に
集
ま
り
、
民
間
セ
ク
タ
ー
に
集
ま

り
に
く
く
な
る
。
民
間
サ
イ
ド
に
は
収
益
機
会
の
獲
得
な
ど
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
だ
け
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
る
は
ず
の
と
こ

ろ
、
そ
れ
を
奪
う
こ
と
に
な
る
が
、
他
方
中
央
銀
行
に
は
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
起
こ
す
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
は
乏
し
い
。
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ

活
用
に
よ
る
経
済
活
性
化
と
い
う
当
初
の
目
論
見
に
反
す
る
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
反
面
で
中
央
銀
行
に
は
デ
ー
タ
が
集
ま
り
統
計
上
の
メ

リ
ッ
ト
は
出
て
く
る
。
⒞
中
央
銀
行
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
こ
と
で
、
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
に
お
け

る
「
遊
び
」
が
喪
失
さ
れ
、
ハ
イ
パ
ワ
ー
ド
マ
ネ
ー
と
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
が
リ
ン
ク
す
る
。
分
散
型
マ
ネ
ー
サ
プ
ラ
イ
・
流
動
性
供
給
の

メ
リ
ッ
ト
が
薄
れ
て
く
る
こ
と
な
ど
が
課
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。
直
接
発
行
型
で
は
一
元
的
に
中
央
銀
行
が
仮
想
通
貨
を
発
行
す
る
の

か
、
も
検
討
課
題
と
な
る
。
間
接
型
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
し
て
も
、
準
備
率
を
い
く
ら
に
す
る
か
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ffering

新
規
仮

想
通
貨
公
開
）
を
ど
の
程
度
認
め
る
か
、
な
ど
の
問
題
が
残
る
。

２
．
中
央
銀
行
の
発
行
す
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
）
とThe m

oney flow
er

（a taxonom
y of m

oney

）

T
he m

oney flow
er

の
分
類
に
つ
い
て
、
以
下
で
解
説
を
加
え
、
内
容
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

中
央
銀
行
の
発
行
す
る
貨
幣
あ
る
い
は
デ
ジ
タ
ル
通
貨
と
私
的
デ
ジ
タ
ル
通
貨
な
ど
の
関
係
に
関
し
て
、B

ank for International 

S
ettlem

ents

（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
か
ら
二
〇
一
八
年
三
月C

entral bank digital currencies

と
題
す
る
報
告
書
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
（
61
）

。
そ
の
中

で
はT
he m

oney flow
er

（a taxonom
y of m

oney

）
と
称
さ
れ
る
図
解
（
62
）

を
踏
ま
え
た
中
央
銀
行
の
発
行
す
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
に
か
か
る
分

類
・
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。

七
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中
央
銀
行
の
発
行
す
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（central bank 

digital currency C
B

D
C

）
は
十
分
な
定
義
付
け
が
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
貨
幣
の
要
素
に
つ
い
て
、
①
ア

ク
セ
ス
面
（accessibility,w

idely or restricted

）：
広
範

に
ア
ク
セ
ス
可
能
か
（U

niversally accessible

）、
②
形
式

（form
,digital or physical

）：
デ
ジ
タ
ル
通
貨
か
（D

igital

）、

③
発
行
者
（issure,central bank or other

）：
中
央
銀
行

の
発
行
に
よ
る
も
の
か
（C

entral B
ank Issued

）、
④
技

術
（technology,token- or account-based

）：
ト
ー
ク
ン

（token

証
票
）
に
基
づ
く
か
（T

oken-based

）
と
い
う
四

つ
の
視
点
か
ら
考
察
が
さ
れ
て
い
る
。

中
央
銀
行
の
発
行
す
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
）

は
、
先
ず
は
①
、
②
、
③
、
④
の
全
て
が
交
錯
す
る
領
域

に
存
在
す
る
（
⒜C

B
 digital tokens

（general purpose

））。

そ
し
て
①
、
②
、
③
の
重
な
る
領
域
（
⒝
）C

B
 

accounts

（general purpose

））、
②
、
③
、
④
の
交
錯
す

る
領
域
（
⒞
）C

B

　digital tokens

（w
holesale only

））

（図 １）The money flower（a taxonomy of money）

出所：Central bank digital currencies,Bank for International Settlements

Central bank cryptocurrencies, Morten Bech, Rodney Garrat, BIS Quarterly 

Review
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を
含
め
た
三
つ
の
領
域
が
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
②
、
③
の
重
な
る
部
分
（
除
く
⒜
、
⒝
、
⒞
）
も
ま
た
中
央
銀
行
の
関
与

す
る
領
域
で
あ
る
（
⒟C

B
 reserves and settlem

ent accounts C
B

の
準
備
金
お
よ
び
決
済
口
座
）。

①
、
②
の
重
な
る
領
域
（（
除
く
⒜
、
⒝
）
はB

ank depojit

（
⒠
）
と
な
る
。
①
、
②
、
④
の
重
な
る
部
分
は
（
除
く
⒜
、
⒞
）P

rivate digital 

tokens

（general purpose

）
⒡
、
①
、
④
の
重
な
る
部
分
は
（
除
く
⒜
、
⒞
、
⒡
）P

rivate digital tokens

（w
holesale only

）
⒢
）（
除
く
⒜
、
⒞
、

お
よ
びcash

）
と
な
る
。C

ash

⒣
は
、
①
、
②
、
④
が
重
な
る
領
域
（
除
く
⒜
、
⒞
、
⒢
）
に
位
置
す
る
。

中
央
銀
行
の
発
行
す
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（D

igital central bank m
oney

）
はthe m

oney flow
er

の
中
心
部
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、

Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
の
三
形
態
の
分
類
分
け
に
関
し
て
見
る
と
、
二
つ
の
形
態
はtoken-based

、
他
の
一
つ
はaccount-based

と
な
る
。
二
つ

のtoken-based

の
形
態
の
も
の
は
、
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
の
潜
在
的
な
用
途
と
し
て
の
優
先
度
合
い
に
よ
っ
て
更
に
相
違
が
生
じ
る
。
一
つ
の

token-based

形
態
は
主
と
し
て
リ
テ
ー
ル
取
引
（retail transactions

）
向
け
で
あ
り
（
63
）

、
広
範
な
支
払
い
手
段
と
し
て
利
用
可
能
で
あ
る
。

他
方
は
、
法
人
取
引
な
ど
に
向
け
ら
れ
た
ア
ク
セ
ス
が
限
定
さ
れ
たtokena

（a restricted-access digital settlem
ent token for 

w
holesale paym

ent and settlem
ent transactions
）
で
あ
る
。
各
々
中
央
銀
行
に
よ
る
一
般
用
途token

（central bank general purpose 

token

）、
法
人
取
引
用token

（central bank w
holesale token

）
と
称
さ
れ
る
。

Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
の
三
形
態
の
う
ち
、
他
の
一
つ
はaccount-based
で
あ
る
が
、
中
央
銀
行
が
当
該
国
内
の
全
て
の
取
引
者
に
対
し
て
一
般

的
用
途
のaccount

を
提
供
す
る
こ
と
が
想
定
（envisages

）
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
模
の
面
の
影
響
は
と
も
か
く
、
技
術
面
で
は
議
論

は
あ
る
が
広
く
利
用
が
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
斬
新
さ
（novelty
）
が
あ
る
か
ど
う
か
はaccount

の
利
用
者
の
決
定
に
か
か
っ
て

い
よ
う
。
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第
八
章
　
仮
想
通
貨
の
関
連
法
制
な
ら
び
に
取
引
実
態
に
か
か
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察 

─
Ｉ
Ｃ
Ｏ
と
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
行
政
処
分
と
経
営
管
理
な
ら
び
に
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
─

１
．
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
分
類
、
利
点
と
問
題
点
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
と
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
比
較

⑴
　
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
分
類
・
プ
ロ
セ
ス

上
記
を
念
頭
に
仮
想
通
貨
に
か
か
る
規
制
と
リ
ス
ク
な
ど
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
現
下
の
取
引
実
態
を
踏
ま
え
て
関
連
制
度
を
含
め
考

察
し
て
お
き
た
い
。

Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ffering

）
に
関
し
て
ト
ー
ク
ン
の
確
固
と
し
た
定
義
は
な
く
、
一
般
に
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
記
録
さ
れ
た
デ

ジ
タ
ル
資
産
を
指
す
が
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
が
利
用
さ
れ
る
の
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
仕
組
み
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
等
に
記
録
さ
れ
た
ト
ー
ク
ン
は
改
竄
や
二
重
払
い
の
懸
念
が
あ
る
こ
と
が
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
ト
ー
ク
ン
に
つ

い
て
、
表
象
す
る
権
利
に
よ
り
以
下
の
よ
う
な
分
類
が
さ
れ
る
（
64
）

。

①
保
有
者
の
権
利
が
あ
る
類
型
と
し
て
、
⒜
有
価
証
券
型
は
株
式
等
の
有
価
証
券
に
似
た
性
質
を
有
し
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
の
収
益

分
配
を
受
け
ら
れ
る
。
⒝
債
券
型
は
債
券
に
似
た
性
質
を
持
つ
が
、
実
例
は
殆
ど
な
く
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
段
階
あ
る
い
は
個
人
に
よ
る

不
確
実
性
が
高
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
現
実
的
で
な
い
。
⒞
会
員
権
型
は
ゴ
ル
フ
会
員
権
等
に
似
た
性
質
を
有
し
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
等
の

権
利
を
得
ら
れ
る
が
資
金
の
預
託
は
さ
れ
な
い
。
⒟
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
型
は
交
通
系
電
子
マ
ネ
ー
に
類
似
し
た
性
質
を
有
し
、
サ
ー
ビ

ス
利
用
に
お
い
て
残
高
を
消
費
す
る
。

②
保
有
者
の
権
利
が
な
い
類
型
と
し
て
、
電
子
デ
ー
タ
（
モ
ノ
）
が
あ
る
が
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
カ
ー
ド
に
似
た
性
質
を
有
し
、
権

八
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利
・
資
産
の
裏
付
け
は
な
い
も
の
の
価
値
を
認
め
る
主
体
が
あ
る
。

次
に
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
プ
ロ
セ
ス
は
①
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
計
画
の
策
定
、
②
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
周
知
、
③
ト
ー
ク
ン
の
販
売
に
大
別
さ
れ
る
。
ト
ー
ク
ン

販
売
後
は
開
発
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
ロ
ー
ン
チ
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
に
よ
る
ト
ー
ク
ン
の
取
扱
い
が
想
定
さ
れ
る
。
①
で
は
ホ
ワ
イ
ト

ペ
ー
パ
ー
（
計
画
書
）
の
作
成
が
さ
れ
る
が
、
記
載
項
目
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
例
と
し
て
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
目
的
と
概
要
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
成
長
シ
ナ
リ
オ
、
ト
ー
ク
ン
と
の
関
連
、
ト
ー
ク
ン
に
表
象
さ
れ
る
価
値
、
ト
ー
ク
ン
が
値
上
が
り
す
る
仕
組
み
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
の
場
合
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
内
容
は
ト
ー
ク
ン
と
関
連
の
な
い
も
の
で
も
よ
い
が
、
ト
ー
ク
ン
の
価
値
が
上
昇
す
る
説
明
が
困

難
に
な
り
、
ト
ー
ク
ン
保
有
者
に
配
当
を
与
え
る
な
ど
が
な
け
れ
ば
十
分
な
量
の
販
売
が
確
保
で
き
な
い
懸
念
が
あ
る
。
②
で
は
、
ア
ナ

ウ
ン
ス
に
お
い
てB

itcointalk
やR

eddit

な
ど
電
子
掲
示
板
で
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
と
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
を
告
知
し
、
有
識

者
か
ら
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
得
た
上
で
必
要
に
応
じ
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー
を
修
正
す
る
。
次
に
オ
フ
ァ
ー
に
お
い
て
ホ
ワ
イ
ト
ペ
ー
パ
ー

を
完
成
、
ト
ー
ク
ン
単
価
、
発
行
上
限
、
販
売
数
な
ど
を
決
め
、
特
定
の
人
物
・
機
関
投
資
家
に
対
し
提
案
す
る
。
有
力
投
資
家
や
ベ
ン

チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
の
購
入
が
あ
れ
ば
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
評
判
も
高
ま
る
。
更
に
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
テ
ィ
ザ
ー
サ
イ
ト
（
発
売

前
の
商
品
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
）
を
用
意
し
て
不
特
定
多
数
へ
の
周
知
活
動
を
行
う
（
65
）

。
③
で
は
、
プ
レ
セ
ー
ル
に
お
い
て
前
の
プ
ロ
セ

ス
で
オ
フ
ァ
ー
を
行
っ
た
相
手
に
一
般
向
け
よ
り
も
先
に
ト
ー
ク
ン
を
販
売
す
る
。
有
利
な
条
件
で
販
売
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ク
ラ
ウ

ド
セ
ー
ル
よ
り
販
売
期
間
は
短
い
。
支
払
い
は
仮
想
通
貨
の
み
な
ら
ず
法
定
通
貨
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ド
セ
ー
ル
に
お
い

て
は
広
く
一
般
に
向
け
て
ト
ー
ク
ン
を
販
売
す
る
。
販
売
期
間
は
数
ヶ
月
に
亘
る
こ
と
が
あ
り
、E

thereum

の
ス
マ
ー
ト
コ
ン
ト
ラ
ク

ト
を
利
用
し
て
販
売
す
る
こ
と
が
多
い
（
66
）

。
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
を
通
じ
て
販
売
す
る
方
法
も
あ
る
が
、
国
内
で
は
現
実
的
で
な
い
。

①
、
②
、
③
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
サ
ー
ビ
ス
ロ
ー
ン
チ
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
に
よ
る
取
扱
い
の
段
階
に
移
行
す
る
。
サ
ー
ビ
ス
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ロ
ー
ン
チ
で
は
、
ト
ー
ク
ン
販
売
に
よ
る
資
金
で
開
発
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。
も
っ
と
も
サ
ー
ビ
ス
が
必
ず
し
も
ロ
ー
ン
チ
す
る

と
は
限
ら
な
い
（
67
）

。
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
に
よ
る
取
扱
い
で
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
が
ト
ー
ク
ン
を
取
扱
う
よ
う
に
な
れ
ば
購
入
者

は
ト
ー
ク
ン
を
売
却
で
き
る
。

⑵
　
Ｉ
Ｃ
Ｏ
と
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
比
較

次
に
、
購
入
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
ト
ー
ク
ン
（
モ
ノ
）
販
売
と
の
比
較
を
掲
げ
る
。
ト
ー
ク
ン
に
つ
い
て
、
法

的
に
電
子
デ
ー
タ
（
モ
ノ
）
で
あ
る
な
ら
ば
購
入
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
ト
ー
ク
ン
（
モ
ノ
）
の
販
売
に
お
い
て
本
質
的
相
違

は
な
い
。
も
っ
と
も
ト
ー
ク
ン
が
資
金
決
済
法
上
の
仮
想
通
貨
に
該
当
す
る
場
合
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
を
介
さ
な
い
限
り
販
売
が
で

き
な
い
。
ト
ー
ク
ン
が
法
的
に
は
電
子
デ
ー
タ
（
モ
ノ
）
で
も
高
人
気
の
ト
ー
ク
ン
は
二
次
流
通
市
場
に
お
け
る
流
動
性
が
高
く
換
金
に

か
か
る
手
間
や
コ
ス
ト
が
小
さ
く
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
等
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
①
ま
ず
購
入
型
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
ス
キ
ー
ム
で
は
、
世
界
中
の
購
入
者
が
中
古
市
場
と
の
間
で
法
定
通
貨
に
よ
る
売
買
を
行
い
、
購
入
者
は
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
仲
介
者
と
し
て
法
定
通
貨
に
よ
り
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
な
ど
に
支
払
い
を
行
う
。
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企

業
か
ら
は
購
入
者
に
対
し
て
製
品
完
成
後
に
提
供
が
な
さ
れ
る
。
②
次
に
ト
ー
ク
ン
（
モ
ノ
）
販
売
に
お
い
て
は
、
世
界
中
の
購
入
者
が

仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
と
の
間
で
仮
想
通
貨
あ
る
い
は
法
定
通
貨
に
よ
り
ト
ー
ク
ン
売
買
を
行
い
、
購
入
者
は
仲
介
者
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｏ
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
の
間
で
ト
ー
ク
ン
の
販
売
を
受
け
仮
想
通
貨
に
よ
る
支
払
い
を
行
う
。
Ｉ
Ｃ
Ｏ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
当
該
企
業
ま

た
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
の
間
で
同
様
に
ト
ー
ク
ン
の
販
売
を
受
け
仮
想
通
貨
に
よ
る
支
払
い
を
行
う
（
68
）

。

更
に
エ
ク
イ
テ
ィ
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
ト
ー
ク
ン
（
有
価
証
券
型
）
販
売
の
比
較
を
掲
げ
る
。
エ
ク
イ
テ
ィ
型
ク
ラ
ウ
ド

フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
は
法
規
制
で
定
め
ら
れ
た
国
内
在
住
者
が
対
象
と
な
る
が
、
ト
ー
ク
ン
（
有
価
証
券
型
）
販
売
は
規
制
が
明
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ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

確
で
な
く
世
界
中
が
対
象
と
な
っ
た
（
海
外
に
お
け
る
ト
ー
ク
ン
販
売
）。
有
価
証
券
販
売
の
点
で
は
両
者
は
本
質
的
に
近
似
し
、
各
国
と
も

有
価
証
券
関
連
の
法
規
制
に
準
拠
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ト
ー
ク
ン
（
有
価
証
券
型
）
販
売
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｏ
は
減
少
傾
向
に

あ
る
と
さ
れ
る
。
③
エ
ク
イ
テ
ィ
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
な
ど
が
国
内
投
資
家
に
対
し
て
株
式
を

発
行
し
、
投
資
家
は
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
仲
介
者
と
し
て
法
定
通
貨
に
よ
る
支
払
い
を
行
う
。
④
海
外
に
お
け
る

ト
ー
ク
ン
（
有
価
証
券
型
）
販
売
で
は
、
当
該
企
業
ま
た
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
Ｉ
Ｃ
Ｏ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
仲
介
と
し
て
ト
ー
ク
ン
を

購
入
者
に
販
売
す
る
。
購
入
者
と
し
て
は
従
前
は
世
界
中
の
購
入
者
が
対
象
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
法
規
制
で
対
象
と
さ
れ
た
購
入
者
に

限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
購
入
者
は
ト
ー
ク
ン
を
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
と
の
間
で
売
買
し
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
は
仮
想
通
貨
ま
た

は
法
定
通
貨
に
よ
り
支
払
い
を
行
う
。
購
入
者
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
し
て
仮
想
通
貨
に
よ
る
支
払
い
を
行
い
、
最
終
的
に

は
当
該
企
業
ま
た
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
仮
想
通
貨
が
渡
さ
れ
る
。

⑶
　
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
利
点
と
問
題
点

Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
利
点
と
問
題
点
に
つ
い
て
み
る
と
（
69
）

、
現
状
で
は
購
入
者
に
不
利
、
発
行
体
に
有
利
な
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
有
利
な
立
場

に
あ
る
発
行
体
も
会
計
処
理
、
税
制
が
定
ま
ら
な
い
限
り
ト
ー
ク
ン
販
売
で
得
ら
れ
た
資
金
を
利
用
で
き
る
見
通
し
が
立
た
な
い
状
況
に

あ
る
。

先
ず
①
購
入
者
か
ら
み
れ
ば
⒜
利
点
と
し
て
、
企
業
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
容
易
に
支
援
で
き
る
こ
と
、
有
望
な
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業

等
へ
投
資
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
機
会
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
短
期
間
で
利
益
の
獲
得
が
可
能
な
こ
と
（
70
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⒝
問
題
点
と

し
て
、
発
行
体
に
有
利
な
仕
組
み
で
あ
る
た
め
購
入
者
保
護
が
十
分
で
な
い
こ
と
、
投
資
家
の
権
利
が
不
明
確
か
つ
法
的
保
護
が
な
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
、
発
行
体
の
情
報
開
示
が
不
十
分
な
こ
と
、
第
三
者
に
よ
る
審
査
等
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
、
詐
欺
事
案
が
多
発
し
て
い
る

八
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こ
と
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
が
購
入
し
た
ト
ー
ク
ン
を
取
扱
う
と
は
限
ら
な
い
た
め
売
却
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
こ
と
、
本
質
的
価
値

が
不
明
な
た
め
価
格
の
妥
当
性
を
評
価
で
き
な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

次
に
②
発
行
体
の
サ
イ
ド
か
ら
み
れ
ば
⒜
利
点
と
し
て
、
既
存
株
主
の
株
式
が
希
薄
化
し
な
い
こ
と
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
初
期
段
階
に

お
い
て
多
額
の
資
金
調
達
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
世
界
中
の
多
様
な
購
入
者
に
ト
ー
ク
ン
を
販
売
で
き
る
こ
と
、
ト
ー
ク
ン
の
性
質
に
も

よ
る
が
購
入
者
に
対
す
る
義
務
・
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
、
既
存
手
段
よ
り
も
簡
易
で
短
期
間
に
低
コ
ス
ト
の
資
金
調
達
が
可
能
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⒝
問
題
点
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
定
義
お
よ
び
購
入
者
と
発
行
体
の
権
利
関
係
等
が
不
明
確
な
た
め
会
計
処
理

や
税
制
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
、
発
行
体
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
不
備
か
ら
仮
想
通
貨
の
ハ
ッ
カ
ー
に
よ
る
流
出
が
頻
繁
に
生
じ
て
い

る
こ
と
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
が
ト
ー
ク
ン
を
取
扱
う
基
準
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
（
71
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

２
．
Ｉ
Ｃ
Ｏ
と
資
金
決
済
法
や
金
融
商
品
取
引
法

⑴
　
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制

近
時
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制
導
入
に
つ
い
て
は
既
述
の
通
り
、
世
界
的
に
は
Ｇ
７
エ
ル
マ
ウ
・
サ
ミ
ッ
ト
首
脳
宣
言

（
二
〇
一
五
年
六
月
八
日
）
に
お
い
て
仮
想
通
貨
（virtual currencies

）
お
よ
び
そ
の
他
の
新
た
な
支
払
手
段
の
適
切
な
規
制
を
含
め
全
て

の
金
融
の
流
れ
の
透
明
性
拡
大
を
確
保
す
る
た
め
に
更
な
る
行
動
を
と
る
旨
が
示
さ
れ
、
更
に
金
融
活
動
作
業
部
会
（
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
）
ガ
イ

ダ
ン
ス
（
二
〇
一
五
年
六
月
二
六
日
）
で
は
各
国
は
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
を
交
換
す
る
交
換
業
者
に
対
し
登
録
ま
た
は
免
許
制
を
課
す
と

共
に
顧
客
の
本
人
確
認
や
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
等
の
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
を
課
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
た
（
72
）

。

こ
こ
で
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
お
け
る
仮
想
通
貨
の
定
義
は
次
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。
デ
ジ
タ
ル
に
取
引
可
能
で
あ
り
①
交
換
手
段
、
②
計
算

単
位
、
③
価
値
貯
蔵
と
し
て
機
能
す
る
価
値
を
デ
ジ
タ
ル
に
表
象
し
た
も
の
で
あ
り
、
法
定
通
貨
や
電
子
マ
ネ
ー
（
法
定
通
貨
を
デ
ジ
タ
ル
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ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

に
表
象
し
た
も
の
）
と
は
区
別
さ
れ
る
。
法
定
通
貨
と
交
換
で
き
る
仮
想
通
貨
が
ガ
イ
ダ
ン
ス
対
象
と
な
る
が
、
法
定
通
貨
と
交
換
で
き

な
く
と
も
他
の
仮
想
通
貨
と
交
換
を
可
能
と
す
る
確
固
と
し
た
市
場
が
あ
る
場
合
に
は
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
対
象
に
な
り
得
る
。

我
が
国
に
お
け
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制
を
要
約
す
る
と
、
①
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
（
犯
罪
収
益
移
転
防
止

法
）
に
お
い
て
は
、
顧
客
の
本
人
確
認
（
口
座
開
設
時
、
二
〇
〇
万
円
超
の
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
等
と
の
交
換
時
、
一
〇
万
円
超
の
仮
想
通
貨
の

移
転
時
）、
本
人
確
認
記
録
と
取
引
記
録
の
保
存
、
疑
わ
し
い
取
引
の
規
制
当
局
へ
の
届
出
、
社
内
体
制
整
備
（
社
内
規
則
整
備
、
研
修
実
施
、

統
括
責
任
者
選
任
、
リ
ス
ク
検
証
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
、
内
部
監
査
実
施
な
ど
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
②
利
用
者
保
護
規
制
（
資
金
決
済
法
）

に
お
い
て
は
、
⒜
内
部
管
理
体
制
（
経
営
管
理
、
シ
ス
テ
ム
管
理
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
な
ど
）
整
備
と
し
て
、
社
内
規
則
整
備
・
研

修
実
施
・
リ
ス
ク
検
証
と
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
・
内
部
監
査
実
施
な
ど
、
⒝
利
用
者
へ
の
情
報
提
供
と
し
て
、
法
定
通
貨
で
な
い
旨
、
価

値
を
保
証
す
る
者
が
い
な
い
場
合
に
は
そ
の
旨
、
価
格
変
動
に
よ
る
損
失
リ
ス
ク
、
取
引
の
内
容
・
取
扱
う
仮
想
通
貨
の
概
要
・
手
数

料
・
分
別
管
理
の
方
法
、
そ
の
他
リ
ス
ク
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
レ
バ
レ
ッ
ジ
取
引
の
リ
ス
ク
や
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る
仮
想
通
貨
の
消
失
リ

ス
ク
が
例
示
さ
れ
る
）
な
ど
、
⒞
最
低
資
本
金
・
純
資
産
に
か
か
る
ル
ー
ル
（
資
本
金
一
、〇
〇
〇
万
円
以
上
、
純
資
産
額
が
負
の
値
で
な
い
こ
と
）、

⒟
顧
客
財
産
と
自
己
財
産
の
分
別
管
理
と
し
て
、
金
銭
に
つ
い
て
は
自
己
資
金
と
は
別
の
預
貯
金
口
座
で
管
理
ま
た
は
金
銭
信
託
で
管
理

す
る
こ
と
、
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
は
自
己
の
仮
想
通
貨
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
顧
客
毎
の
数
量
を
直
ち
に
判
別
で
き
る
状
態
で
管
理
す

る
こ
と
、
⒠
分
別
管
理
・
財
務
諸
表
の
外
部
監
査
、
⒡
規
制
当
局
に
よ
る
報
告
徴
求
、
検
査
、
業
務
改
善
命
令
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
。

⑵
　
資
金
決
済
法
と
金
融
商
品
取
引
法
の
適
用

Ｉ
Ｃ
Ｏ
や
ト
ー
ク
ン
に
関
し
て
は
、
そ
の
仕
組
み
あ
る
い
は
ト
ー
ク
ン
の
性
質
に
よ
り
資
金
決
済
法
、
金
融
商
品
取
引
法
の
適
用
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
る
。
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イ
　
資
金
決
済
法
適
用

Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
ト
ー
ク
ン
が
以
下
の
要
件
⒜
ま
た
は
⒝
を
充
足
す
る
場
合
、
当
該
ト
ー
ク
ン
は
資
金
決
済
法
上
の
仮
想

通
貨
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
想
通
貨
に
該
当
す
る
ト
ー
ク
ン
の
売
買
ま
た
は
他
の
仮
想
通
貨
と
の
交
換
等
を
業
と
し
て
行

う
こ
と
は
仮
想
通
貨
交
換
業
に
該
当
し
、
資
金
決
済
法
上
の
規
制
の
対
象
と
な
る
。
①
不
特
定
の
者
に
対
し
て
代
価
の
弁
済
に
使
用
で
き
、

か
つ
不
特
定
の
者
を
相
手
に
法
定
通
貨
と
相
互
に
交
換
で
き
る
こ
と
。
②
不
特
定
の
者
を
相
手
に
仮
想
通
貨
と
相
互
に
交
換
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
金
融
商
品
取
引
法
適
用
─
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
─

Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
ト
ー
ク
ン
が
収
益
分
配
型
で
、
か
つ
以
下
の
⒞
ま
た
は
⒟
を
充
足
す
る
場
合
、
当
該
ト
ー
ク
ン
は
金
融

商
品
取
引
法
上
の
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
⒞
法
定
通
貨
で
購
入
さ
れ
る
こ
と
。
⒠
仮
想
通
貨
で
購

入
さ
れ
る
が
、
実
質
的
に
は
法
定
通
貨
で
購
入
さ
れ
る
も
の
と
同
視
さ
れ
る
こ
と
。

金
融
商
品
取
引
法
下
で
は
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
も
有
価
証
券
と
み
な
さ
れ
て
規
制
対
象
と
な
る
（
金
融
商
品
取
引
法
二
条
二
項
五
号
）。

金
融
商
品
取
引
法
上
の
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
組
合
契
約
等
に
基
づ
く
権
利
で
あ
り
、
出
資
者
が
金
銭
を
出
資

し
、
当
該
出
資
・
拠
出
し
た
金
銭
を
充
て
て
行
う
事
業
か
ら
生
ず
る
収
益
の
配
当
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
る
（
73
）

。
こ
の
集
団

投
資
ス
キ
ー
ム
（
フ
ァ
ン
ド
）
に
関
す
る
業
務
で
金
融
商
品
取
引
法
の
規
制
対
象
と
な
る
も
の
は
、
⒜
フ
ァ
ン
ド
（
の
持
分
）
の
販
売
・
勧

誘
行
為
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
運
営
者
が
自
ら
行
う
場
合
に
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
の
自
己
募
集
行
為
と
し
て
規
制
の
対
象
に
な
る
。
⒝

フ
ァ
ン
ド
資
産
の
主
に
有
価
証
券
・
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
対
す
る
投
資
運
用
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
運
営
者
が
自
ら
行
う
場
合
は
集
団
投

資
ス
キ
ー
ム
の
自
己
運
用
」
行
為
と
し
て
や
は
り
規
制
の
対
象
と
な
る
。

か
か
る
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
に
該
当
す
る
ト
ー
ク
ン
に
つ
い
て
は
、
そ
の
自
己
募
集
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
は
第
二
種
金
融
商
品

八
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取
引
業
に
該
当
し
、
以
下
の
規
制
対
象
と
な
る
。
⒜
登
録
義
務
（
財
務
要
件
、
人
的
構
成
要
件
な
ど
）
が
課
さ
れ
る
。
⒝
行
為
規
制
（
広
告
規

制
、
虚
偽
告
知
等
の
禁
止
、
適
合
性
の
原
則
な
ど
）
が
課
さ
れ
る
。
⒞
規
制
当
局
に
よ
る
報
告
徴
求
、
検
査
、
業
務
改
善
命
令
等
の
対
象
と
な

る
。３

．
仮
想
通
貨
の
業
務
実
態
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

R
elegated B

ank
（
土
管
化
す
る
銀
行
）、N

ew
 B

ank

（
新
規
参
入
に
よ
る
銀
行
代
替
）、D

isinterm
ediated B

ank

（
中
抜
き
さ
れ
る
金
融
仲

介
）
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
、
Ｐ
２
Ｐ
金
融
、
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（
仮
想
通
貨
を
含
む
）・
決
済
な
ど
金
融
機
関

を
必
要
と
し
な
い
金
融
が
登
場
し
、
規
制
・
監
督
対
象
が
金
融
機
関
か
ら
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
と
転
換
す
る
段
階
に
ま
で
至
る
と
規
制

の
あ
り
方
も
大
き
く
変
化
す
る
必
要
性
に
問
わ
れ
る
。

F
inT

ech

と
銀
行
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
発
展
シ
ナ
リ
オ
に
か
か
る
リ
ス
ク
に
関
し
て
は
既
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
デ
ジ
タ
ル
通
貨
に
包
含
さ
れ
る
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
改
め
て
業
務
実
態
と
リ
ス
ク
の
考
察
を
図
っ
て
お
き
た
い
。

⑴
　
仮
想
通
貨
の
取
引
実
態
と
リ
ス
ク
の
説
明
─
取
引
定
義
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
実
施
と
顧
客
へ
の
リ
ス
ク
の
説
明
な
ど
─

以
下
で
は
、
仮
想
通
貨
の
取
引
の
実
際
な
ら
び
に
リ
ス
ク
の
説
明
な
ど
国
内
の
取
引
状
況
、
取
引
実
務
に
焦
点
を
当
て
て
み
て
い
き
た

い
（
74
）

。取
引
の
定
義
に
関
し
て
、
先
ず
①
現
物
取
引
に
つ
き
⒜
販
売
所
で
は
販
売
業
者
と
直
接
売
買
が
さ
れ
、
販
売
所
か
ら
Ｂ
Ｉ
Ｄ
（
売
値
）

と
Ａ
Ｓ
Ｋ
（
買
値
）
が
提
示
さ
れ
る
。
顧
客
は
販
売
所
か
ら
仮
想
通
貨
を
ウ
ォ
レ
ッ
ト
に
受
け
取
り
、
法
定
通
貨
で
支
払
う
。
⒝
取
引
所

取
引
で
は
取
引
所
を
通
じ
株
式
取
引
と
同
様
に
他
の
顧
客
と
売
買
が
さ
れ
る
。
売
り
顧
客
は
取
引
所
を
仲
介
に
し
て
仮
想
通
貨
を
売
り
、

買
い
顧
客
か
ら
法
定
通
貨
を
受
け
取
る
。

八
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取
引
の
定
義
に
関
し
て
、
次
に
②
証
拠
金
・
信
用
・
先
物
取
引
に
つ
き
、
⒞
証
拠
金
取
引
は
一
定
額
の
証
拠
金
（
保
証
金
）
を
担
保
に

し
て
売
買
す
る
こ
と
で
、
一
般
に
仮
想
通
貨
Ｆ
Ｘ
と
称
さ
れ
る
。
決
済
期
限
（
有
効
期
限
）
は
な
く
、
ま
た
現
物
の
受
渡
し
も
行
わ
れ
ず

全
て
差
金
決
済
で
な
さ
れ
る
。
⒞
、
⒟
、
⒠
と
も
レ
バ
レ
ッ
ジ
取
引
と
し
て
証
拠
金
（
保
証
金
）
に
対
し
数
倍
の
取
引
も
可
能
と
な
る
。

⒟
信
用
取
引
は
一
定
額
の
証
拠
金
（
保
証
金
）
を
担
保
に
交
換
業
者
か
ら
仮
想
通
貨
を
借
り
売
買
す
る
こ
と
で
、
一
般
に
定
め
ら
れ
た
決

済
期
限
（
三
〇
日
間
な
ど
）
ま
で
に
反
対
売
買
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
期
限
ま
で
に
反
対
売
買
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
は
強
制
的
に
決
済

さ
る
。
⒠
先
物
取
引
は
一
定
額
の
証
拠
金
（
保
証
金
）
を
担
保
に
決
済
期
限
日
に
売
買
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
取
引
で
あ
る
が
、
限
月

（
今
週
物
・
来
週
物
・
四
半
期
物
な
ど
）
が
定
め
ら
れ
、
期
限
ま
で
に
反
対
売
買
を
行
う
必
要
が
あ
り
、
限
月
ま
で
に
反
対
売
買
を
行
わ
な

か
っ
た
場
合
は
取
引
所
が
決
め
た
基
準
値
で
差
金
決
済
が
な
さ
れ
る
。©

2018

⑵
　
業
務
実
態
①
─
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
実
際
─

仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
実
施
し
て
い
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
と
し
て
、
①
社
内
体
制
に
つ
い
て
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
室
設
置
、
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
規
程
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
、
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
に
対
す
る
教
育
訓
練
、
複
数
管
理
者
に
よ

る
電
子
署
名
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
監
視
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
イ
ン
シ
デ
ン
ト
時
に
お
け
る
体
制
整
備
が
あ
る
。
②
環
境
整
備
と
し
て
は
、

コ
ー
ル
ド
ウ
ォ
レ
ッ
ト
複
数
化
、
マ
ル
チ
シ
グ
に
お
け
る
署
名
サ
ー
バ
ー
環
境
の
分
散
化
、
高
度
な
残
高
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
導
入
で
ホ
ッ

ト
ウ
ォ
レ
ッ
ト
比
率
を
最
小
限
化
す
る
こ
と
、
生
体
認
証
に
よ
る
Ｐ
Ｃ
ロ
グ
イ
ン
、
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
移
動
用
専
用
デ
バ
イ
ス
利
用
が

あ
る
。
③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
会
社
等
の
外
部
サ
ー
ビ
ス
活
用
に
つ
い
て
は
、
主
要
ド
メ
イ
ン
に
対
す
る
ペ
ネ
ト
レ
ー
シ
ョ

ン
（
実
際
に
侵
入
を
試
み
て
シ
ス
テ
ム
の
脆
弱
性
を
テ
ス
ト
す
る
手
法
）
実
施
、
同
じ
く
脆
弱
性
チ
ェ
ッ
ク
実
施
、
マ
ル
ウ
ェ
ア
対
策
・
ア
ク
セ

ス
管
理
等
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ツ
ー
ル
活
用
、
ロ
グ
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
調
査
実
施
、
不
正
侵
入
検
知
（
Ｉ
Ｄ
Ｓ
）・
防
御
シ
ス
テ
ム
（
Ｉ
Ｐ
Ｓ
）

九
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採
用
、
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
不
正
ア
ク
セ
ス
の
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
が
あ
る
。

⑶
　
業
務
実
態
②
─
顧
客
に
対
す
る
説
明
・
情
報
提
供
の
方
法
─

顧
客
に
対
す
る
説
明
・
情
報
提
供
の
方
法
と
し
て
、
①
事
前
説
明
書
面
（
内
閣
府
令
第
一
七
条
一
項
二
項
）
の
交
付
ま
た
は
説
明
方
法
に

つ
い
て
は
次
の
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
実
施
し
、
①
、
②
、
③
共
に
大
部
分
の
業
者
が
こ
れ
を
併
用
し
て
い
る
。
口
座
開
設
時
に
説
明
書
面

に
同
意
を
得
る
こ
と
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
す
る
こ
と
お
よ
び
メ
ー
ル
配
信
。
②
受
領
書
（
内
閣
府
令
第
一
七
条
第
三
項
）
の
交
付
ま

た
は
説
明
方
法
に
つ
い
て
は
次
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
で
実
施
し
て
い
る
。
メ
ー
ル
に
よ
る
電
子
交
付
、
マ
イ
ペ
ー
ジ
へ
の
ロ
グ
イ
ン
後
に

履
歴
確
認
機
能
を
通
じ
た
伝
達
。
③
取
引
報
告
（
内
閣
府
令
第
一
七
条
第
四
項
）
の
交
付
ま
た
は
説
明
方
法
に
つ
い
て
は
次
の
二
つ
の
パ

タ
ー
ン
で
実
施
し
て
い
る
。
取
引
時
に
取
引
内
容
を
メ
ー
ル
送
信
す
る
こ
と
、
マ
イ
ペ
ー
ジ
へ
の
ロ
グ
イ
ン
後
に
取
引
報
告
書
の
確
認
を

す
る
こ
と
（
75
）

。

⑷
　
業
務
実
態
③
─
事
前
説
明
書
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
説
明
─

仮
想
通
貨
の
売
買
・
好
感
に
お
け
る
事
前
説
明
書
に
お
い
て
は
顧
客
に
対
し
て
会
社
概
要
、
取
り
引
き
の
内
容
、
取
り
扱
い
仮
想
通
貨

の
概
要
、
リ
ス
ク
、
分
別
管
理
方
法
、
手
数
料
、
苦
情
ま
た
は
相
談
先
に
応
ず
る
営
業
所
の
所
在
地
お
よ
び
連
絡
先
、
指
定
仮
想
通
貨
交

換
業
務
紛
争
解
決
機
関
な
ど
が
記
載
さ
れ
る
。

特
に
リ
ス
ク
に
関
し
て
は
、
①
価
格
変
動
リ
ス
ク
と
し
て
取
引
対
象
そ
の
も
の
の
価
格
変
動
リ
ス
ク
、
取
引
の
価
格
に
関
す
る
リ
ス
ク
、

②
流
動
性
リ
ス
ク
と
し
て
対
象
仮
想
通
貨
に
内
在
す
る
流
動
性
リ
ス
ク
天
災
地
変
等
に
よ
る
流
動
性
リ
ス
ク
、
③
手
数
料
の
変
更
に
よ
る

リ
ス
ク
、
④
取
扱
い
企
業
の
破
綻
リ
ス
ク
、
⑤
対
象
仮
想
通
貨
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
リ
ス
ク
、
⑥
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
、
⑦
法
令
・
税

制
変
更
リ
ス
ク
、
⑧
個
人
情
報
に
関
す
る
リ
ス
ク
、
⑨
銀
行
口
座
リ
ス
ク
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

九
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こ
の
う
ち
⑤
対
象
仮
想
通
貨
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
対
象
仮
想
通
貨
の
取
引
に
お
い
て
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の

取
り
引
き
認
証
が
完
了
す
る
ま
で
取
引
が
成
立
せ
ず
一
定
期
間
保
留
さ
れ
、
ア
カ
ウ
ン
ト
に
お
け
る
対
象
仮
想
通
貨
の
残
高
に
は
反
映
さ

れ
な
い
。
認
証
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
の
市
場
価
格
変
動
、
あ
る
い
は
対
象
仮
想
通
貨
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
者
の
破
綻
等
に
よ
り
顧
客

に
お
い
て
損
失
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
取
引
認
証
の
過
程
で
取
り
引
き
が
キ
ャ
ン
セ
ル
さ
れ
る
場
合
も
あ

る
。
取
引
対
象
の
仮
想
通
貨
の
管
理
は
秘
密
鍵
を
用
い
て
行
わ
れ
る
た
め
、
秘
密
鍵
の
紛
失
、
悪
用
等
に
よ
る
損
失
発
生
も
想
定
さ
れ

る
（
76
）

。
⑥
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
通
信
回
線
お
よ
び
シ
ス
テ
ム
障
害
に
よ
り
取
引
に
支
障
が
生
じ
、
ま
た
実
勢
レ
ー
ト
と
乖
離
し

た
価
格
で
の
約
定
等
の
場
合
に
当
該
約
定
が
取
消
さ
れ
る
場
合
や
取
引
の
不
成
立
な
ど
に
よ
っ
て
損
失
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
る
。
⑦
法

令
・
税
制
変
更
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
対
象
仮
想
通
貨
取
引
を
行
う
関
係
者
に
適
用
さ
れ
る
税
・
法
令
は
流
動
的
で
あ
り
、
取
引
量
増
大
な

ど
の
事
情
に
よ
っ
て
は
政
策
変
更
な
ど
も
含
め
、
対
象
仮
想
通
貨
取
引
が
禁
止
、
制
限
ま
た
は
課
税
強
化
等
が
な
さ
れ
る
結
果
、
対
象
仮

想
通
貨
の
保
有
や
取
引
が
制
限
さ
れ
、
あ
る
い
は
現
状
よ
り
も
不
利
な
取
り
扱
い
と
な
る
怖
れ
も
あ
る
。
こ
の
場
合
、
顧
客
に
於
い
て
予

期
し
な
い
損
失
が
生
じ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。
⑧
個
人
情
報
に
関
す
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
、
氏
名
等
や
口
座
番
号
、

パ
ス
ワ
ー
ド
等
の
個
人
情
報
が
対
象
仮
想
通
貨
取
引
に
関
す
る
シ
ス
テ
ム
や
通
信
回
線
の
障
害
、
不
正
ア
ク
セ
ス
や
盗
聴
等
に
よ
り
滅
失
、

毀
損
ま
た
は
第
三
者
へ
漏
洩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
顧
客
に
お
い
て
損
失
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
⑨
銀
行
口
座
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、

預
託
金
の
預
託
を
受
け
る
銀
行
口
座
や
対
象
仮
想
通
貨
取
引
に
関
し
て
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
保
有
す
る
銀
行
口
座
が
不
正
送
金
事
件
な

ど
に
お
け
る
調
査
対
象
と
な
り
、
口
座
が
凍
結
さ
れ
る
怖
れ
が
あ
る
。

九
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４
．
仮
想
通
貨
取
引
に
か
か
る
行
政
処
分
の
内
容
と
経
営
管
理
な
ら
び
に
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

⑴
　
仮
想
通
貨
交
換
業
者
へ
の
規
制
当
局
に
よ
る
対
応
─
改
正
資
金
決
済
法
等
施
行
─

既
述
の
通
り
、
二
〇
一
七
年
四
月
改
正
資
金
決
済
法
等
が
施
行
さ
れ
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
し
て
登
録
制
が
導
入
さ
れ
、
み
な
し

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
つ
い
て
登
録
可
否
の
判
断
が
行
わ
れ
る
ま
で
業
務
を
行
う
こ
と
を
認
め
る
経
過
措
置
を
設
け
て
い
る
（
77
）

。

①
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
（
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
）
で
は
、
顧
客
の
本
人
確
認
（
口
座
開
設
時
、
二
〇
〇
万
円
超
の
仮
想
通
貨
と

法
定
通
貨
等
と
の
交
換
時
、
一
〇
万
円
超
の
仮
想
通
貨
の
移
転
時
）、
本
人
確
認
記
録
・
取
引
記
録
の
保
存
、
疑
わ
し
い
取
引
の
当
局
へ
の
届
出
、

体
制
整
備
（
社
内
規
則
の
整
備
、
研
修
の
実
施
、
統
括
責
任
者
の
選
任
、
リ
ス
ク
検
証
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
、
内
部
監
査
の
実
施
な
ど
）
が
規
定

さ
れ
る
。

②
利
用
者
保
護
の
規
制
（
資
金
決
済
法
）
で
は
、
⒜
内
部
管
理
体
制
（
経
営
管
理
、
シ
ス
テ
ム
管
理
、
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
な
ど
）

の
整
備
と
し
て
社
内
規
則
の
整
備
、
研
修
の
実
施
、
リ
ス
ク
検
証
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
、
内
部
監
査
の
実
施
な
ど
、
⒝
利
用
者
へ
の

情
報
提
供
と
し
て
法
定
通
貨
で
な
い
旨
、
価
値
を
保
証
す
る
者
が
い
な
い
場
合
に
は
そ
の
旨
、
価
格
変
動
に
よ
る
損
失
リ
ス
ク
、
取
引
の

内
容
・
取
り
扱
う
仮
想
通
貨
の
概
要
・
手
数
料
・
分
別
管
理
の
方
法
、
そ
の
他
リ
ス
ク
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
レ
バ
レ
ッ
ジ
取
引
の
リ
ス

ク
や
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る
仮
想
通
貨
の
消
失
リ
ス
ク
を
例
示
）
な
ど
、
⒞
最
低
資
本
金
・
純
資
産
に
か
か
る
ル
ー
ル
（
資
本
金
一
、〇
〇
〇
万
円

以
上
、
純
資
産
額
が
負
の
値
で
な
い
こ
と
）、
⒟
顧
客
財
産
と
自
己
財
産
の
分
別
管
理
と
し
て
、
金
銭
は
自
己
資
金
と
は
別
の
預
貯
金
口
座
で

管
理
ま
た
は
金
銭
信
託
で
管
理
す
る
。
仮
想
通
貨
は
自
己
の
仮
想
通
貨
と
明
確
に
区
分
し
、
か
つ
顧
客
毎
の
数
量
を
直
ち
に
判
別
で
き
る

状
態
で
管
理
す
る
。
⒠
分
別
管
理
・
財
務
諸
表
の
外
部
監
査
、
⒡
当
局
に
よ
る
報
告
徴
求
、
検
査
、
業
務
改
善
命
令
な
ど
が
規
定
さ
れ
る
。

九
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⑵
　
金
融
庁
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
経
営
機
構
・
経
営
管
理
お
よ
び
リ
ス
ク
管
理

金
融
庁
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
二
〇
一
七
年
四
月
施
行
（
78
）

）
で
は
主
な
監
督
上
の
着
眼
点
と
し
て
、
⒜
経
営
管
理
等
（
Ⅱ
─
１
─
２
②
）
に
お

い
て
、
経
営
陣
は
業
務
推
進
や
利
益
拡
大
と
い
っ
た
業
績
面
の
み
な
ら
ず
法
令
等
遵
守
や
適
正
な
業
務
運
営
を
確
保
す
る
た
め
、
内
部
管

理
部
門
お
よ
び
内
部
監
査
部
門
の
機
能
強
化
な
ど
内
部
管
理
態
勢
の
確
立
・
整
備
に
関
す
る
事
項
を
経
営
上
の
最
重
要
課
題
の
一
つ
と
し

て
位
置
付
け
、
そ
の
実
践
の
た
め
の
具
体
的
な
方
針
の
策
定
お
よ
び
周
知
徹
底
に
つ
い
て
誠
実
か
つ
率
先
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
か
。
⒝

取
引
時
確
認
等
の
措
置
（
Ⅱ
─
２
─
１
─
２
─
２
⑶
）
に
お
い
て
、
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
を
行
う
に
当
た
っ
て
顧
客
の
属
性
、
取
引
時
の

状
況
そ
の
他
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
保
有
し
て
い
る
当
該
取
引
に
か
か
る
具
体
的
な
情
報
を
総
合
的
に
勘
案
し
た
上
で
犯
収
法
第
八
条
第

二
項
お
よ
び
犯
収
法
施
行
規
則
第
二
六
条
、
第
二
七
条
に
基
づ
く
適
切
な
検
討
・
判
断
が
行
わ
れ
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
⒞
利

用
者
保
護
措
置
（
Ⅱ
─
２
─
２
─
１
─
２
⑴
①
）
に
お
い
て
、
利
用
者
に
対
す
る
説
明
や
情
報
提
供
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
取
り
扱
う
仮
想

通
貨
や
取
引
形
態
に
応
じ
て
内
閣
府
令
第
一
六
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
各
号
、
第
一
七
条
第
一
項
各
号
お
よ
び
第
二
項
各
号
な
ら
び
に

第
四
項
に
規
定
さ
れ
た
事
項
を
説
明
す
る
態
勢
が
整
備
さ
れ
て
い
る
か
。
⒟
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
（
Ⅱ
─
２
─
３
─
１
─
２
⑶
①
）
に
お

い
て
、
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
部
門
は
利
用
者
チ
ャ
ネ
ル
の
多
様
化
に
よ
る
大
量
取
引
の
発
生
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
充
に
よ
る
シ
ス
テ

ム
障
害
等
の
影
響
の
複
雑
化
・
広
範
化
な
ど
、
外
部
環
境
の
変
化
に
よ
り
リ
ス
ク
が
多
様
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
定
期
的
ま
た
は
適

時
に
リ
ス
ク
を
認
識
・
評
価
し
て
い
る
か
。
ま
た
洗
い
出
し
た
リ
ス
ク
に
対
し
、
十
分
な
対
応
策
を
講
じ
て
い
る
か
。

上
記
の
よ
う
に
金
融
庁
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
事
務
運
営
に
つ
き
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
な
ら
び
に
シ
ス
テ
ム
障
害
等
が
発

生
し
た
場
合
の
対
応
、
事
務
リ
ス
ク
管
理
、
外
部
委
託
に
つ
き
各
々
意
義
、
主
な
着
眼
点
を
定
め
て
い
る
。
特
に
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
に
対

す
る
主
な
着
眼
点
と
し
て
、
経
営
機
構
・
経
営
管
理
あ
る
い
は
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
具
体
的
な
内
容
が
置
か
れ
て
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い
る
（
79
）

。
①
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
に
対
す
る
認
識
等
で
は
、
⒜
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
に
つ
い
て
代
表
取
締
役
を
は
じ
め
役
職
員
が
そ
の
重
要
性
を
十
分

認
識
し
、
定
期
的
な
レ
ビ
ュ
ー
を
行
う
と
共
に
全
社
的
な
リ
ス
ク
管
理
の
基
本
方
針
が
策
定
さ
れ
て
い
る
か
。
⒝
代
表
取
締
役
は
、
シ
ス

テ
ム
障
害
や
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
案
（
80
）（

シ
ス
テ
ム
障
害
等
）
の
未
然
防
止
と
発
生
時
の
迅
速
な
復
旧
対
応
に
つ
い
て
経
営
上
の
重
大

な
課
題
と
認
識
し
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。

⒞
取
締
役
会
は
、
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
の
重
要
性
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
シ
ス
テ
ム
を
統
括
管
理
す
る
役
員
を
定
め
て
い
る
か
。
シ
ス

テ
ム
統
括
役
員
は
、
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
十
分
な
知
識
・
経
験
を
有
し
業
務
を
適
切
に
遂
行
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
⒟
代

表
取
締
役
お
よ
び
取
締
役
（
指
名
委
員
会
等
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
取
締
役
お
よ
び
執
行
役
）
は
、
シ
ス
テ
ム
障
害
等
発
生
の
危
機
時
に
お
い

て
果
た
す
べ
き
責
任
や
取
る
べ
き
対
応
に
つ
い
て
具
体
的
に
定
め
て
い
る
か
。
自
ら
が
指
揮
を
執
る
訓
練
を
行
い
実
効
性
を
確
保
し
て
い

る
か
。

②
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
態
勢
で
は
、
⒜
取
締
役
会
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
進
展
等
に
よ
り
リ
ス
ク
が

顕
在
化
し
た
場
合
、
そ
の
影
響
が
連
鎖
し
広
域
化
・
深
刻
化
す
る
傾
向
に
あ
る
な
ど
経
営
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
こ
と
を
十
分
踏
ま
え
て
リ
ス
ク
管
理
態
勢
を
整
備
し
て
い
る
か
。
⒝
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
の
基
本
方
針
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
。
シ

ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
の
基
本
方
針
に
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
（
組
織
の
情
報
資
産
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
の
基
本
方
針
）
お
よ
び
外

部
委
託
先
に
関
す
る
方
針
が
含
ま
れ
て
い
る
か
。
⒞
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
整
備
に
当
た
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
客
観
的
な
水

準
が
判
定
で
き
る
も
の
を
根
拠
と
し
て
い
る
か
。
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
態
勢
に
つ
い
て
（
81
）

、
シ
ス
テ
ム
障
害
等
の
把
握
・
分
析
、
リ
ス
ク

管
理
の
実
施
結
果
や
技
術
進
展
等
に
応
じ
て
不
断
に
見
直
し
を
実
施
し
て
い
る
か
。

九
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③
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
評
価
で
は
、
⒜
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
部
門
は
、
利
用
者
チ
ャ
ネ
ル
の
多
様
化
に
よ
る
大
量
取
引
の
発
生
、
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
拡
充
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
障
害
等
の
影
響
の
複
雑
化
・
広
範
化
な
ど
外
部
環
境
の
変
化
に
よ
り
リ
ス
ク
が
多
様
化
し
て
い
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
定
期
的
ま
た
は
適
時
に
リ
ス
ク
を
認
識
・
評
価
し
て
い
る
か
。
洗
い
出
し
た
リ
ス
ク
に
対
し
十
分
な
対
応
策
を
講
じ
て
い

る
か
。
⒝
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
部
門
は
、
一
日
当
た
り
の
取
引
可
能
件
数
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
の
制
限
値
を
把
握
・
管
理
し
、
制
限
値
を

超
え
た
場
合
の
シ
ス
テ
ム
面
・
事
務
面
の
対
応
策
を
検
討
し
て
い
る
か
。
⒞
ユ
ー
ザ
ー
部
門
は
、
新
サ
ー
ビ
ス
の
導
入
時
ま
た
は
サ
ー
ビ

ス
内
容
の
変
更
時
に
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
部
門
と
連
携
す
る
と
共
に
、
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
部
門
は
シ
ス
テ
ム
開
発
の
有
無
に
拘
わ

ら
ず
関
連
す
る
シ
ス
テ
ム
の
評
価
を
実
施
し
て
い
る
か
。

④
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
で
は
、
⒜
情
報
資
産
を
適
切
に
管
理
す
る
た
め
に
方
針
の
策
定
、
組
織
体
制
の
整
備
、
社
内
規
程
の
策
定
、

内
部
管
理
態
勢
の
整
備
を
図
っ
て
い
る
か
。
他
社
に
お
け
る
不
正
・
不
祥
事
件
も
参
考
に
し
て
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
態
勢
の

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
よ
る
継
続
的
な
改
善
を
図
っ
て
い
る
か
。
⒝
情
報
の
機
密
性
、
完
全
性
、
可
用
性
を
維
持
す
る
た
め
に
情
報
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
に
か
か
る
管
理
者
を
定
め
、
役
割
・
責
任
を
明
確
に
し
た
上
で
管
理
し
て
い
る
か
。
管
理
者
は
、
シ
ス
テ
ム
、
デ
ー
タ
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
上
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
統
括
し
て
い
る
か
。
⒞
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
不
正
使
用
防
止

対
策
、
不
正
ア
ク
セ
ス
防
止
対
策
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
等
の
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
侵
入
防
止
対
策
等
を
実
施
し
て
い
る
か
。
⒟
仮

想
通
貨
交
換
業
者
が
責
任
を
負
う
べ
き
利
用
者
の
重
要
情
報
を
網
羅
的
に
洗
い
出
し
、
把
握
、
管
理
し
て
い
る
か
。
利
用
者
の
重
要
情
報

の
洗
い
出
し
に
当
た
り
、
業
務
、
シ
ス
テ
ム
、
外
部
委
託
先
を
対
象
範
囲
と
し
、
以
下
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
洗
い
出
し
の
対
象
範
囲
と
し

て
い
る
か
。
通
常
の
業
務
で
は
使
用
し
な
い
シ
ス
テ
ム
領
域
に
格
納
さ
れ
た
デ
ー
タ
、
障
害
解
析
の
た
め
に
シ
ス
テ
ム
か
ら
出
力
さ
れ
た

障
害
解
析
用
デ
ー
タ
等
。
⒠
洗
い
出
し
た
利
用
者
の
重
要
情
報
に
つ
い
て
、
重
要
度
判
定
や
リ
ス
ク
評
価
を
実
施
し
て
い
る
か
。
各
々
の
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重
要
度
や
リ
ス
ク
に
応
じ
、
以
下
の
情
報
管
理
ル
ー
ル
を
策
定
し
て
い
る
か
。
情
報
の
暗
号
化
・
マ
ス
キ
ン
グ
の
ル
ー
ル
、
情
報
を
利
用

す
る
際
の
利
用
ル
ー
ル
、
記
録
媒
体
等
の
取
扱
い
ル
ー
ル
等
。
⒡
利
用
者
の
重
要
情
報
に
つ
い
て
、
以
下
の
不
正
ア
ク
セ
ス
、
不
正
情
報

取
得
、
情
報
漏
洩
等
を
牽
制
、
防
止
す
る
仕
組
み
を
導
入
し
て
い
る
か
。
職
員
の
権
限
に
応
じ
て
必
要
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
た
ア
ク
セ
ス

権
限
の
付
与
、
ア
ク
セ
ス
記
録
の
保
存
・
検
証
、
開
発
担
当
者
と
運
用
担
当
者
の
分
離
・
管
理
者
と
担
当
者
の
分
離
等
の
相
互
牽
制
体
制
、

シ
ス
テ
ム
テ
ス
ト
等
を
実
施
す
る
際
の
本
番
環
境
と
テ
ス
ト
環
境
を
分
離
等
。
⒢
機
密
情
報
（
82
）

に
つ
い
て
、
暗
号
化
や
マ
ス
キ
ン
グ
等
の
管

理
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
か
。
暗
号
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
暗
号
鍵
、
暗
号
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
設
計
書
等
の
管
理
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
て

い
る
か
。

⒣
機
密
情
報
の
保
有
・
廃
棄
、
ア
ク
セ
ス
制
限
、
外
部
持
ち
出
し
等
に
つ
い
て
、
業
務
上
の
必
要
性
を
十
分
に
検
討
し
厳
格
な
取
扱
い

を
し
て
い
る
か
。
⒤
情
報
資
産
に
つ
い
て
、
管
理
ル
ー
ル
等
に
基
づ
い
て
適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
、

管
理
態
勢
を
継
続
的
に
見
直
し
て
い
る
か
。
⒥
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
意
識
の
向
上
を
図
る
た
め
、
全
役
職
員
に
対
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
教
育

（
外
部
委
託
先
に
お
け
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
教
育
を
含
む
）
を
行
っ
て
い
る
か
。
⒦
定
期
的
に
デ
ー
タ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
取
る
な
ど
、
デ
ー
タ

が
毀
損
し
た
場
合
に
備
え
た
措
置
を
取
っ
て
い
る
か
。

こ
の
他
、
⑤
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
管
理
、
⑥
シ
ス
テ
ム
企
画
・
開
発
・
運
用
管
理
、
⑦
シ
ス
テ
ム
監
査
、
⑧
外
部
委
託
管
理
、
⑨

コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン
、
⑩
障
害
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
⑦
シ
ス
テ
ム
監

査
で
は
内
部
監
査
部
門
な
ら
び
に
取
締
役
会
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
ラ
イ
ン
等
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
通
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
金
融
機

関
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
三
つ
の
防
衛
線
の
議
論
（
83
）

に
も
繋
が
る
内
容
と
な
ろ
う
。

⒜
シ
ス
テ
ム
部
門
か
ら
独
立
し
た
内
部
監
査
部
門
が
シ
ス
テ
ム
関
係
に
精
通
し
た
要
員
に
よ
る
定
期
的
な
シ
ス
テ
ム
監
査
を
行
っ
て
い

九
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る
か
（
84
）

。
⒝
監
査
対
象
は
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
に
関
す
る
業
務
全
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
か
。
⒞
シ
ス
テ
ム
監
査
の
結
果
は
適
切
に
取
締
役
会

に
報
告
さ
れ
て
い
る
か
。

⑶
　
行
政
処
分
な
ら
び
に
登
録
審
査

金
融
庁
は
、
登
録
審
査
・
検
査
・
行
政
処
分
等
の
権
限
は
財
務
局
長
に
委
任
し
つ
つ
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
特
性
や
専
門

性
等
を
踏
ま
え
て
シ
ス
テ
ム
や
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
対
策
等
の
専
門
官
に
よ
る
仮
想
通
貨
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム
の
設
置
（
二
〇
一
七

年
八
月
）
を
図
っ
て
い
る
。

登
録
審
査
に
お
い
て
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
リ
ス
ク
特
性
を
踏
ま
え
て
内
部
管
理
規
程
に
つ
い
て
の
書
面
で
の
審
査
の
ほ
か
、
実

地
訪
問
し
て
規
程
の
運
用
状
況
を
確
認
す
る
な
ど
内
部
管
理
態
勢
の
実
質
的
な
有
効
性
を
重
視
し
た
審
査
を
行
い
一
六
社
の
登
録
を
認
め
、

登
録
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
し
、
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
利
用
者
へ
の
継
続
的
な
注
意

喚
起
も
行
っ
て
い
る
。

イ
　
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
社
へ
の
対
応

二
〇
一
八
年
一
月
二
六
日
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
社
（
み
な
し
業
者
）
は
不
正
ア
ク
セ
ス
を
受
け
、
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
状
態
で
管
理
し

て
い
た
仮
想
通
貨
（
Ｎ
Ｅ
Ｍ
、
五
八
〇
億
円
相
当
）
が
流
出
（
被
害
者
数
約
二
六
万
人
）
し
た
。
当
社
に
対
し
て
は
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か

ら
報
告
徴
求
命
令
（
同
年
一
月
二
六
日
）、
業
務
改
善
命
令
（
一
月
二
九
日
）、
立
入
検
査
の
実
施
（
二
月
二
日
）、
業
務
改
善
命
令
（
三
月
八

日
）
を
相
次
い
で
発
出
し
て
い
る
。

ロ
　
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
社
以
外
の
み
な
し
業
者
と
登
録
業
者
、
無
登
録
業
者
に
対
す
る
対
応

コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
社
以
外
の
み
な
し
業
者
と
登
録
業
者
に
対
し
て
は
、
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
事
案
発
生
日
に
不
正
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
注

九
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連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

意
喚
起
を
行
い
、
緊
急
自
己
点
検
の
要
請
を
行
っ
た
（
一
月
三
〇
日
）。
報
告
さ
れ
た
点
検
結
果
の
分
析
等
を
踏
ま
え
、
全
み
な
し
仮
想
通

貨
交
換
業
者
、
複
数
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
し
て
立
入
検
査
を
実
施
中
で
あ
る
。
問
題
が
判
明
し
た
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
九

社
お
よ
び
登
録
業
者
二
社
に
対
し
て
業
務
停
止
命
令
・
業
務
改
善
命
令
を
発
出
し
て
い
る
。
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
八
社
は
登
録
申

請
の
取
下
げ
意
思
等
（
85
）

を
表
明
し
て
い
る
。

ま
た
無
登
録
営
業
の
疑
い
が
あ
る
業
者
に
対
し
て
は
事
業
の
詳
細
等
を
確
認
す
る
た
め
に
照
会
書
を
発
出
し
、
無
登
録
業
者
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
場
合
は
利
用
者
保
護
の
た
め
警
告
書
を
発
出
し
た
（
海
外
事
業
者
二
社
）。
警
告
書
の
発
出
は
金
融
庁
Ｈ
Ｐ
に
公
表
し
て
利

用
者
へ
注
意
喚
起
す
る
と
共
に
、
警
察
庁
・
消
費
者
庁
、
必
要
に
応
じ
海
外
当
局
と
も
連
携
を
図
っ
て
い
る
。

ハ
　
登
録
審
査
の
要
点

登
録
審
査
に
お
い
て
は
、
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
）
に
よ
る
形
式
検
証
に
加
え
て
、

実
質
面
重
視
の
審
査
に
注
力
し
、
⒜
シ
ス
テ
ム
管
理
態
勢
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
、
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）、
暗

号
鍵
管
理
の
徹
底
、
ウ
ォ
レ
ッ
ト
管
理
の
適
正
化
な
ど
）、
マ
ネ
ロ
ン･

テ
ロ
資
金
供
与
対
策
（
本
人
確
認･

取
引
時
確
認
）、
分
別
管
理
態
勢
（
顧

客
の
預
り
仮
想
通
貨
の
管
理
）、
利
用
者
保
護
に
向
け
た
取
組
み
（
詐
欺
的
コ
イ
ン
の
排
除
、
顧
客
へ
の
適
切
な
リ
ス
ク
説
明
）、
加
え
て
⒝
人
物

（
役
員
、
株
主
等
）、
関
係
会
社
・
監
査
法
人
等
の
関
連
す
る
リ
ス
ク
情
報
の
収
集
・
分
析
も
行
っ
て
い
る
。
登
録
時
に
リ
ス
ク
評
価
を
伝

達
し
、
リ
ス
ク
評
価
に
応
じ
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
。

⑷
　
行
政
処
分
の
内
容

金
融
庁
は
、
こ
れ
ま
で
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
一
〇
社
及
び
登
録
業
者
二
社
に
対
し
て
、
業
務
停
止
命
令
・
業
務
改
善
命
令
を
発

出
し
て
い
る
が
、
以
下
で
は
行
政
処
分
の
公
表
文
か
ら
具
体
的
な
内
容
別
に
み
て
い
き
た
い
（
86
）

。
リ
ス
ク
管
理
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部

九
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門
、
内
部
監
査
等
に
か
か
る
事
案
が
多
い
こ
と
が
窺
え
る
。

①
ビ
ジ
ネ
ス
部
門

⒜
取
り
扱
い
仮
想
通
貨
の
選
定
に
つ
い
て
、
内
包
す
る
各
種
リ
ス
ク
を
適
切
に
評
価
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
適
切
な
内
部
管
理
態
勢

が
構
築
さ
れ
て
い
な
い
。

⒝
不
適
切
な
通
貨
の
販
売
に
つ
い
て
、
自
社
発
行
仮
想
通
貨
に
お
い
て
自
己
勘
定
と
社
長
個
人
の
売
買
を
対
当
さ
せ
て
価
格
形
成
を

行
っ
て
い
た
が
（
87
）

、
当
該
事
実
を
利
用
者
に
説
明
し
な
い
ま
ま
当
該
仮
想
通
貨
の
販
売
勧
誘
を
行
っ
て
い
た
。

②
リ
ス
ク
管
理
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門

⒞
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
つ
い
て
、
複
数
回
の
高
額
仮
想
通
貨
の
売
買
に
あ
た
り
、
取
引
時
確
認
、
疑
わ
し
い
取
引
の
届

出
の
要
否
の
判
断
を
行
っ
て
い
な
い
。

法
令
に
基
づ
く
取
引
時
確
認
を
十
分
に
実
施
し
な
い
ま
ま
仮
想
通
貨
の
交
換
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
の
要
否
の

判
断
を
適
切
に
実
施
し
て
い
な
い
。
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
お
よ
び
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
な
ど
各
種
リ
ス
ク
に
応
じ
た
適
切
な
内

部
管
理
態
勢
を
整
備
し
て
い
な
い
。

取
引
時
確
認
を
検
証
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
お
ら
ず
、
職
員
向
け
の
研
修
も
未
だ
行
っ
て
い
な
い
な
ど
社
内
規
則
等
に
基
づ
く
業
務
運

営
を
行
っ
て
い
な
い
。
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
の
判
断
が
未
済
の
顧
客
に
つ
い
て
改
め
て
判
断
し
て
届
出
を
行
っ
た
と
し
た
が
、
当
局
の

指
導
に
も
拘
わ
ら
ず
、
改
善
を
要
請
し
た
内
容
を
十
分
に
理
解
す
る
者
が
い
な
い
た
め
是
正
が
図
ら
れ
て
い
な
い
。

⒟
利
用
者
保
護
　
シ
ス
テ
ム
障
害
や
不
正
出
金
事
案
・
不
正
取
引
事
案
な
ど
問
題
が
発
生
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
顧
客
へ
の
情
報

開
示
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
利
用
者
情
報
の
安
全
管
理
を
図
る
態
勢
が
構
築
さ
れ
て
い
な
い
。

一
〇
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度
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け
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リ
ス
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マ
ネ
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ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

⒠
分
別
管
理
　
特
定
大
口
取
引
先
の
依
頼
に
基
づ
き
、
複
数
回
に
わ
た
り
利
用
者
か
ら
預
か
っ
た
多
額
の
金
銭
を
流
用
し
、
一
時
的
に

取
引
先
の
資
金
繰
り
を
肩
代
わ
り
し
て
い
た
。
代
表
取
締
役
が
会
社
の
経
費
の
支
払
い
に
充
て
る
た
め
、
利
用
者
か
ら
預
か
っ
た
金
銭
を

一
時
的
に
流
用
し
て
い
た
。

一
〇
〇
％
株
主
で
あ
る
経
営
企
画
部
長
が
利
用
者
か
ら
預
か
っ
た
仮
想
通
貨
（
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
）
を
私
的
に
流
用
し
て
い
た
。
適
正
な

業
務
運
営
を
確
保
す
る
実
効
性
あ
る
経
営
管
理
態
勢
が
不
十
分
な
た
め
、
利
用
者
財
産
の
不
適
切
な
分
別
管
理
、
帳
簿
書
類
の
一
部
未
作

成
が
認
め
ら
れ
た
。

⒡
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
　
シ
ス
テ
ム
障
害
や
不
正
出
金
・
不
正
取
引
な
ど
問
題
が
発
生
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
根
本
原
因
を
十
分
に
分

析
し
て
お
ら
ず
、
適
切
な
再
発
防
止
策
を
講
じ
て
い
な
い
。
業
容
の
急
激
な
拡
大
の
中
、
シ
ス
テ
ム
障
害
事
案
が
頻
発
し
た
に
も
拘
わ
ら

ず
根
本
原
因
を
十
分
に
分
析
せ
ず
適
切
な
再
発
防
止
策
を
講
じ
て
い
な
い
。

⒢
外
部
委
託
先
管
理
　
自
社
発
行
仮
想
通
貨
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
へ
の
勧
誘
等
を
行
わ
せ
て
い
る
外
部
委
託
先
の
活
動
状
況
等
を
把
握

せ
ず
、
委
託
業
務
の
適
正
か
つ
確
実
な
遂
行
を
確
保
す
る
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
。

③
内
部
監
査
　
内
部
監
査
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。

④
経
営
管
理
態
勢

取
締
役
会
は
、
業
容
の
急
激
な
拡
大
の
中
で
業
容
拡
大
に
応
じ
た
各
種
内
部
管
理
態
勢
お
よ
内
部
監
査
態
勢
の
整
備
・
強
化
を
行
っ
て

い
な
い
。
取
締
役
会
は
、
法
令
等
遵
守
や
適
正
な
業
務
運
営
を
確
保
す
る
実
効
性
あ
る
経
営
管
理
態
勢
を
整
備
し
て
い
な
い
。

取
締
役
会
に
お
い
て
、
顧
客
保
護
と
リ
ス
ク
管
理
を
経
営
上
の
最
重
要
課
題
と
位
置
付
け
ず
、
経
営
陣
の
顧
客
保
護
の
認
識
が
不
十
分

な
ま
ま
業
容
拡
大
を
優
先
さ
せ
な
ど
経
営
管
理
態
勢
等
に
重
大
な
問
題
が
認
め
ら
れ
た
。
経
営
陣
は
自
社
の
財
務
基
盤
・
収
益
構
造
に
関

一
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す
る
リ
ス
ク
分
析
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
合
理
的
な
経
営
計
画
を
策
定
し
て
い
な
い
。

第
九
章
　
仮
想
通
貨
取
引
に
か
か
る
混
蔵
寄
託
と
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
の
ジ
レ
ン
マ 

─
マ
ネ
ロ
ン
問
題
と
法
制
度
構
築
の
構
造
的
な
課
題
─

１
．
仮
想
通
貨
の
混
蔵
寄
託
性

仮
想
通
貨
に
関
す
る
私
法
上
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
混
蔵
寄
託
に
類
す
る
形
態
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

仮
想
通
貨
は
信
託
で
は
な
く
準
寄
託
と
し
て
考
え
ら
れ
、
財
産
的
価
値
単
位
と
し
て
均
一
の
抽
象
的
な
存
在
（
紙
幣
類
似
証
券
取
締
法
一
条

一
項
参
照
）
で
あ
る
か
ら
、
準
消
費
寄
託
と
い
う
べ
き
性
質
で
あ
り
、
管
理
者
の
支
配
は
他
主
占
有
に
準
じ
て
考
え
ら
れ
る
。
秘
密
鍵
の

管
理
に
つ
い
て
、
現
実
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
仮
想
通
貨
を
管
理
す
る
場
合
、
通
常
は
事
業
者
と
仮
想
通
貨
保
有
者
の
双
方
が
管
理
し

て
い
る
形
態
で
は
な
く
事
業
者
の
み
が
管
理
し
て
い
る
形
態
が
通
常
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
改
正
資
金
決
済
法
で
は
仮
想
通
貨
交
換
業
者

の
仮
想
通
貨
と
管
理
委
託
者
の
そ
れ
と
の
分
別
管
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
（
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の
一
一
）、
物
理
的
に
も
厳
格
な
分

別
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
限
り
私
法
上
は
混
蔵
寄
託
に
類
す
る
形
態
の
中
で
の
分
別
管
理
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
想
通
貨
交
換

業
者
が
倒
産
し
た
場
合
、
仮
想
通
貨
の
管
理
の
形
態
が
他
主
占
有
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
事
業
者
の
み
が
管
理
し
て
い
る
場
合
で
あ
る

限
り
は
取
戻
権
（
破
産
法
六
二
条
）
等
は
認
め
ら
れ
な
い
。
他
方
、
仮
想
通
貨
保
有
者
の
も
の
と
し
て
分
別
管
理
が
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、

明
文
規
定
は
な
い
が
信
託
法
二
五
条
一
項
を
準
用
し
て
分
別
管
理
さ
れ
た
仮
想
通
貨
保
有
者
の
財
産
と
し
て
取
り
扱
い
、
同
種
同
量
の
仮

想
通
貨
を
返
還
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
（
88
）

。

か
か
る
前
提
の
も
と
に
、
仮
想
通
貨
に
関
す
る
現
下
の
混
乱
状
態
、
即
ち
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
や
シ
ス
テ
ム
の
不
十
分
さ
、
マ
ネ
ロ
ン
対
策

一
〇
二



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

の
不
徹
底
と
今
後
の
仮
想
通
貨
の
展
開
可
能
性
あ
る
い
は
法
制
度
上
の
設
計
に
向
け
て
考
察
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

２
．
仮
想
通
貨
の
混
蔵
保
管
と
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
な
ら
び
に
ト
ラ
ス
ト
の
二
重
構
造

仮
想
通
貨
は
信
頼
で
き
る
第
三
者
が
存
在
し
な
い
と
い
う
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
の
方
式
が
本
来
は
前
提
に
な
っ
て
い
る
が
、
仮
想
通
貨
交
換

所
は
信
頼
で
き
る
ト
ラ
ス
ト
の
構
造
に
な
り
、
取
引
所
が
一
括
し
て
中
央
集
権
的
に
仮
想
通
貨
を
混
蔵
保
管
す
る
仕
組
み
と
し
て
発
達
し

て
き
た
（
89
）

。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
う
本
来
的
に
分
散
型
構
造
の
中
で
取
引
所
の
み
が
集
権
的
機
能
を
果
た
し
、
規
制
対
象
た
り
得
る
こ

と
に
な
る
。

取
引
所
が
こ
の
よ
う
に
一
括
し
て
仮
想
通
貨
を
保
護
預
り
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
取
引
所
の
セ
キ
ュ
リ
イ
テ
ィ
向
上
が
銀
行
あ
る
い
は
証

券
会
社
並
み
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
反
面
で
は
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
と
し
て
の
盲
点
が
残
る
た
め
に
有
効
な
マ
ネ
ロ
ン
対
策
が
打
て
な

く
な
っ
て
い
る
ジ
レ
ン
マ
が
存
在
す
る
。

必
ず
し
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
精
通
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
一
般
利
用
者
が
コ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ー
レ
ッ
ト
（
90
）

を
活
用
し
て
参
入
し
て
い
る

が
、
取
引
所
の
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
内
部
管
理
が
不
十
分
な
中
で
一
般
ユ
ー
ザ
ー
に
秘
密
鍵
管
理
が
果
た
し
て
可
能
か

課
題
と
な
る
。
あ
る
程
度
の
規
模
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
可
能
な
交
換
業
者
あ
る
い
は
秘
密
鍵
の
管
理
が
可
能
な
利
用
者
が
、

こ
れ
か
ら
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
応
用
に
お
い
て
は
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
金
融
庁
は
現
在F

inT
ech

に
つ
い
て
、
同
一
の
機
能
・
リ
ス
ク
に
は
同
一
の
ル
ー
ル
を
適
用
遷
都
す
る
横
断
的
な
法
制
の
構
築

を
検
討
中
で
あ
る
（
91
）

。
仮
想
通
貨
に
か
か
る
法
制
度
設
計
の
面
で
も
、
改
正
資
金
決
済
法
は
仮
想
通
貨
の
交
換
に
か
か
る
交
換
業
者
の
局
面

で
規
制
を
か
け
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
マ
ネ
ロ
ン
防
止
の
観
点
か
ら
仮
想
通
貨
自
体
の
規
制
を
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
た
と
え
ば
金

融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
有
価
証
券
に
仮
想
通
貨
や
Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
が
該
当
す
る
か
、
あ
る
い
は
投
資
家
保
護
を
い
か
に
図
る
か
な
ど

一
〇
三



の
法
制
度
全
体
の
枠
組
み
に
か
か
る
抜
本
的
な
再
検
討
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
十
章
　
仮
想
通
貨
に
関
す
る
規
制
強
化
と
分
別
管
理
に
か
か
る
規
制
・
監
督

１
．
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
展
開
な
ら
び
に
各
国
の
規
制
強
化
─The D

A
O

事
件
な
ど
─

こ
こ
で
は
現
状
の
仮
想
通
貨
に
関
す
る
上
記
の
規
制
強
化
と
分
別
管
理
に
か
か
る
規
制
・
監
督
な
ど
に
つ
い
て
取
り
纏
め
、
今
後
の
法

的
論
点
あ
る
い
は
法
制
度
の
あ
り
方
等
に
関
し
て
は
我
が
国
のF

inT
ech

法
制
度
全
体
の
方
向
性
や
各
領
域
の
検
討
も
踏
ま
え
て
、
改

め
て
後
述
の
こ
と
と
し
た
い
。

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
取
引
が
増
大
し
価
格
が
高
騰
し
た
要
因
と
し
て
は
次
の
も
の
が
掲
げ
ら
れ
る
。
①peer-to-peer

に
よ
る
分
散
コ

ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
の
採
用
。
Ｃ
Ｐ
Ｕ
、
ス
ト
レ
ー
ジ
、
通
信
コ
ス
ト
低
下
に
よ
り
一
般
ユ
ー
ザ
ー
が
保
有
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

リ
ソ
ー
ス
の
み
で
稼
働
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
②
競
争
的
マ
イ
ニ
ン
グ
に
よ
る
非
中
央
集
権
化
（de-centralized

）。
署
名
認
証
、

二
重
使
用
チ
ェ
ッ
ク
な
ど
の
機
能
を
果
た
す
参
加
者
に
は
報
酬
を
付
与
し
、
か
か
る
役
割
を
果
た
さ
せ
る
こ
と
の
証
明
の
た
め
に
一
定
条

件
を
充
足
す
る
ハ
ッ
シ
ュ
値
の
探
索
を
行
わ
せ
る
仕
組
み
（proof of w

ork

）
を
導
入
し
た
。
③
独
自
通
貨
単
位
（
Ｂ
Ｔ
Ｃ
）
採
用
に
よ
る

投
資
機
会
の
提
供
。
決
済
手
段
と
し
て
の
法
定
通
貨
で
は
、
交
換
価
値
の
維
持
コ
ス
ト
が
か
か
る
。
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
マ
イ
ニ
ン
グ
の

報
酬
の
分
だ
け
を
仮
想
通
貨
の
追
加
発
行
に
よ
り
賄
う
こ
と
で
、
外
部
費
用
の
投
入
な
く
シ
ス
テ
ム
維
持
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た

シ
ス
テ
ム
維
持
費
用
の
自
給
体
制
が
取
引
拡
大
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
（
92
）

。

次
に
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ffering

新
規
仮
想
通
貨
公
開
）
は
、
企
業
等
が
電
子
的
に
ト
ー
ク
ン
（
証
票
）
を
発
行
し
公
衆
か
ら
資
金
調

達
を
行
う
こ
と
の
総
称
で
あ
る
（
93
）

。
も
っ
と
も
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
半
数
以
上
に
お
い
て
は
プ
ロ
ダ
ク
ト
が
存
在
す
ら
せ
ず
（
94
）

、
二
〇
一
七
年
七
月
二
五

一
〇
四



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

日
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
証
券
取
引
委
員
会
）
は
二
〇
一
六
年
発
行
のthe D

A
O

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
使
わ
れ
た
ト
ー
ク
ン
発
行
が
米
国
証
券
法
上

の
有
価
証
券
募
集
・
売
出
し
に
該
当
す
る
と
い
う
見
解
を
発
表
し
て
い
る
（
95
）

。

米
証
券
取
引
等
監
視
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
はT

he D
A

O

で
表
さ
れ
る
Ｄ
Ａ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
が
米
国
有
価
証
券
取
引
所
法
21
⒜
（
一
九
三
四

年
証
券
取
引
所
法
）
の
規
制
対
象
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
旨
を
発
表
し
、
報
告
書
（S

E
C

 Issues Investigative R
eport C

oncluding D
A

O
 

T
okens, a D

igital A
sset, W

ere S
ecurities.

）
で
で
は
Ｄ
Ａ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
が
証
券
の
性
質
を
も
つ
理
由
に
つ
い
て
着
眼
点
が
述
べ
ら
れ
た
。

T
he D

A
O

は
中
央
機
関
を
お
か
な
い
分
散
型
投
資
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
販
売
さ
れ
た
が
、
大
規
模
な
ハ
ッ
キ
ン
グ
事
件
（
六
〇
億
円
相
当
流

出
）
に
よ
り
イ
ー
サ
リ
ア
ム
を
ハ
ー
ド
フ
ォ
ー
ク
（
仮
想
通
貨
の
分
裂
）
さ
せ
る
事
態
に
至
っ
た
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
はS

lock.it

を
実
質
的
発
行
者

と
み
な
し
て
違
法
性
を
調
査
し
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
を
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
契
約
と
み
て
プ
リ
セ
ー
ル
さ
れ
た
ト
ー
ク
ン
の
経
済

的
事
実
、
実
質
的
用
途
に
基
づ
き
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
未
認
可
取
引
に
参
加
し
た
と
し
て
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
の
全
参
加
者
が
証
券
法

違
反
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
事
実
や
状
況
を
考
慮
し
て
参
加
者
に
対
す
る
罰
金
、
捜
査
は
行
わ
ず
に
注
意
喚

起
に
止
ま
っ
て
い
る
（
96
）

。

２
．
米
国
に
お
け
る
仮
想
通
貨
に
関
す
る
規
制
・
管
轄
の
分
断

米
国
に
お
け
る
仮
想
得
通
貨
に
関
す
る
規
制
と
管
轄
の
分
断
に
つ
い
て
、
現
状
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
上
記
の
通
り
米
国
規
制
当
局

に
お
い
て
は
、
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（U

.S
. S

ecurities and E
xchange C

om
m

ission

証
券
取
引
委
員
会
）
が
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ffering

）
ト
ー

ク
ン
（D

igital T
oken

）
を
一
九
三
三
年
証
券
法
等
が
定
義
す
る
証
券
（S

ecurities

）
に
該
当
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
発
行
体
が
同
法
の
法
的
義
務
を

負
う
と
す
る
厳
格
な
立
場
を
示
し
た
（
97
）

。

米
国
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（U

.S
. C

om
m

odity F
utures T

rading C
om

m
ission

証
券
先
物
取
引
員
会
）
は
二
〇
一
五
年
九
月
仮
想
通
貨
は
商
品
取
引

一
〇
五



所
法
（C

om
m

odity E
xchange A

ct

）
が
定
義
す
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
と
す
る
見
解
を
発
表
し
て
い
る
（
98
）

。
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
は
商
品
取
引
法
に

参
加
し
た
市
場
参
加
者
に
対
し
て
は
、
厳
格
な
制
裁
を
下
し
て
き
た
。

ま
た
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
つ
い
て
は
州
当
局
が
規
制
・
監
督
を
担
い
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
同
州
金
融
サ
ー
ビ
ス
局
）

（
Ｎ
Ｙ
Ｄ
Ｆ
Ｓ
）
が
二
〇
一
五
年
六
月
公
表
の
ビ
ッ
ト
ラ
イ
セ
ン
ス
（B

itL
icense

）
を
取
得
し
、
財
務
状
況
開
示
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
な

ら
び
に
顧
客
資
産
保
護
要
件
等
を
住
職
す
る
必
要
が
あ
る
。

仮
想
通
貨
取
引
に
つ
い
て
は
各
国
政
府
や
法
規
制
範
囲
を
超
え
て
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
取
引
が
行
わ
れ
、
マ
ネ
ロ
ン
な
ど
種
々
課
題
が
生

じ
つ
つ
あ
る
。
投
資
家
保
護
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
、
分
別
管
理
な
ど
の
枠
組
み
の
形
成
が
早
急
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
米
国
内
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
国
際
的
協
調
の
下
、
包
括
的
な
規
制
の
枠
組
み
が
求
め
ら
れ
る
。

３
．
我
が
国
に
お
け
る
仮
想
通
貨
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
を
巡
る
規
制
の
あ
り
方

⑴
　
仮
想
通
貨
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
を
巡
る
金
融
規
制

イ
　
仮
想
通
貨
を
巡
る
法
規
制
な
ら
び
に
実
態
─
国
際
連
携
の
困
難
さ
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
多
様
さ
と
不
透
明
さ
─

二
〇
一
八
年
一
月
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
事
件
を
契
機
に
仮
想
通
貨
や
新
規
仮
想
通
貨
公
開
（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
）
に
関
わ
る
法
制
度
の
整
備
が
国
際

的
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。F

inT
ech

法
制
全
般
に
か
か
る
包
括
ス
キ
ー
ム
に
つ
い
て
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
な
ど
に
お
け
る
最
新
の

議
論
を
ベ
ー
ス
に
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、F

inT
ech

に
は
多
く
の
分
野
が
あ
り
、
各
々
特
徴
的
な
内
容
を
有
し
て
い
る
。F

inT
ech

ビ

ジ
ネ
ス
の
類
型
、
取
引
態
様
と
規
制
に
つ
い
て
、
現
状
の
適
用
関
係
が
示
さ
れ
る
（
99
）

。

中
で
も
仮
想
通
貨
・
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
関
し
て
は
特
有
の
問
題
点
も
多
く
、
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
模
索
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
以
下
で

は
、
我
が
国
に
お
け
る
仮
想
通
貨
・
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
関
す
る
今
後
の
規
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
大
枠
を
示
し
て
お
き
た
い
（
100
）

。
ま
た
国
家
通
貨
と

一
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対
比
し
、
国
家
通
貨
同
様
に
通
貨
と
し
て
機
能
し
得
る
か
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
視
点
も
提
示
さ
れ
、
Ｐ
２
Ｐ
（P

eer to P
eer

）
内
信

用
仮
想
通
貨
は
地
域
通
貨
等
に
可
能
性
が
あ
り
、
他
方
で
主
体
型
仮
想
通
貨
は
銀
行
等
信
用
あ
る
主
体
や
見
合
い
資
産
の
あ
る
信
託
の
仕

組
み
に
よ
り
発
行
管
理
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
後
者
は
国
家
通
貨
同
様
に
規
律
し
、
通
貨
条
件
を
満
た
さ
な
い
仮
想
通
貨
は
円
の
支
払

手
段
や
金
融
商
品
な
ど
の
制
度
に
服
す
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
（
101
）

。

仮
想
通
貨
に
関
し
て
は
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る
国
際
的
要
請
、
国
内
に
お
け
る
当
時
世
界
最
大
規
模
の
仮
想
通

貨
交
換
業
者
の
破
綻
を
受
け
、
二
〇
一
七
年
四
月
仮
想
通
貨
と
法
定
通
貨
等
の
交
換
業
者
に
対
し
て
登
録
制
を
導
入
し
、
本
人
確
認
義
務

等
の
導
入
と
説
明
義
務
等
の
一
定
の
利
用
者
保
護
規
定
の
整
備
を
行
っ
た
。
他
方
で
、
中
国
を
始
め
と
し
て
全
世
界
的
に
禁
止
あ
る
い
は

制
限
す
る
動
き
が
拡
大
し
、
我
が
国
が
性
秋
に
先
駆
け
て
仮
想
通
貨
の
取
引
を
公
式
に
容
認
す
る
体
制
と
な
り
、
取
引
の
急
拡
大
を
招
い

て
い
る
（
102
）

。

二
〇
一
四
年
に
当
時
世
界
最
大
規
模
で
あ
っ
た
Ｍ
Ｔ
Ｇ
Ｏ
Ｘ
社
が
破
綻
し
、
翌
年
同
社
社
長
が
業
務
上
横
領
等
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た

問
題
を
受
け
、
マ
ネ
ロ
ン
対
策
を
担
う
金
融
活
動
作
業
部
会
（
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
）
か
ら
登
録
制
、
免
許
制
に
関
す
る
ガ
イ
ダ
ン
ス
が
発
出
さ
れ

た
（
二
〇
一
五
年
六
月
二
六
日
）。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
を
忠
実
に
実
施
し
て
い
る
の
は
金
融
庁
で
あ
り
、
規
制
の
運
用
面
で
も
最
も
進
ん

で
い
る
と
さ
れ
る
。

既
述
の
通
り
、
改
正
資
金
決
済
法
で
は
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
受
け
て
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
対
策
と
し
て
の
犯
罪
収
益
移
転

防
止
法
が
制
定
さ
れ
、
同
時
に
利
用
者
保
護
の
規
制
と
し
て
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
お
け
る
内
部
管
理
体
制
整
備
を
図
る
と
共
に
後
者
に

つ
い
て
は
別
途
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
二
〇
一
七
年
月
施
行
さ
れ
て
い
る
。
更
に
制
度
整
備
と
共
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
必
要
性
が
強
調
さ

れ
、
金
融
庁
内
に
シ
ス
テ
ム
や
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
対
策
等
の
専
門
官
に
よ
る
仮
想
通
貨
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム
設
置
（
二
〇
一
八
年

一
〇
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八
月
（
103
）

）
に
至
っ
て
い
る
。

登
録
審
査
の
要
点
に
つ
い
て
は
示
し
て
き
た
が
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
リ
ス
ク
特
性
を
踏
ま
え
、
内
部
管
理
規
程
に
つ
い
て
の
書
面

で
の
審
査
の
ほ
か
、
業
者
を
実
地
訪
問
し
て
規
程
の
運
用
状
況
を
確
認
す
る
等
の
内
部
管
理
態
勢
の
実
質
的
な
有
効
性
を
重
視
し
た
審
査

を
行
っ
て
い
る
（
104
）

。

ま
た
登
録
さ
れ
た
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
し
て
は
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
よ
り
濃
淡
を
つ
け
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
す
る
と
共

に
、
仮
想
通
貨
に
関
す
る
情
報
を
収
集
・
分
析
し
て
仮
想
通
貨
の
価
格
変
動
リ
ス
ク
等
に
つ
い
て
利
用
者
へ
の
継
続
的
な
注
意
喚
起
の
実

施
し
て
い
る
（
105
）

。

グ
ロ
ー
バ
ル
な
取
引
な
ど
に
つ
い
て
海
外
当
局
と
の
接
触
、
あ
る
い
は
変
化
へ
の
対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
、
顧

客
保
護
、
マ
ネ
ロ
ン
な
ど
の
実
質
面
の
審
査
も
行
う
た
め
、
地
方
の
財
務
局
レ
ベ
ル
で
は
な
く
金
融
庁
の
本
庁
に
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム

設
置
を
図
っ
て
い
る
。
特
に
仮
想
通
貨
の
市
場
拡
大
に
業
者
の
内
部
管
理
が
追
い
付
い
て
い
る
か
、
シ
ス
テ
ム
対
応
が
で
き
て
い
る
か
が

審
査
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。

登
録
業
者
や
み
な
し
登
録
業
者
に
加
え
て
、
無
登
録
業
者
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
主
と
し
て
海
外
の
業
者
の
た
め
当
該
国
で
は
業
者

規
制
あ
る
い
は
規
制
当
局
が
存
在
し
な
い
事
例
が
多
く
、
金
融
庁
が
警
告
書
を
発
す
る
も
実
効
性
が
乏
し
く
な
っ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
な
ど
マ
ネ
ロ
ン
関
係
の
取
締
り
当
局
は
存
在
す
る
が
、
仮
想
通
貨
の
グ
ロ
ー
バ
ル
取
引
を
総
体
と
し
て
業
者
を
監
督
す
る
規
制
当
局

が
な
く
、
国
際
連
携
を
と
る
こ
と
が
事
実
上
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

ロ
　
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
け
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
分
別
管
理
に
か
か
る
監
督
上
の
着
眼
点

前
述
の
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
お
け
る
分
別
管
理
の
方
法
に
関
し
て
以
下
の
着
眼
点
を
列
挙
し
て

一
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い
る
（
106
）

。
ⅰ
利
用
者
の
金
銭
の
管
理
に
つ
い
て
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
管
理
す
る
帳
簿
上
の
利
用
者
財
産
の
残
高
と
利
用
者
財
産
を
分
別
管
理

し
て
い
る
銀
行
等
の
口
座
残
高
を
毎
営
業
日
照
合
し
て
い
る
か
。
照
合
し
た
結
果
、
銀
行
等
の
口
座
残
高
が
帳
簿
上
の
利
用
者
財
産
の
残

高
に
満
た
な
い
場
合
に
は
原
因
の
分
析
を
行
っ
た
上
、
速
や
か
に
当
該
不
足
額
を
解
消
し
て
い
る
か
。

ⅱ
利
用
者
の
仮
想
通
貨
の
管
理
に
つ
い
て
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
管
理
す
る
帳
簿
上
の
利
用
者
財
産
の
残
高
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
利
用
者
財
産
の
有
高
を
毎
営
業
日
照
合
し
て
い
る
か
。
照
合
し
た
結
果
、
利
用
者
財
産
の
有
高
が
帳
簿
上
の
利

用
者
財
産
の
残
高
に
満
た
な
い
場
合
に
は
原
因
の
分
析
を
行
っ
た
上
、
速
や
か
に
当
該
不
足
額
を
解
消
し
て
い
る
か
。

ⅲ
仮
想
通
貨
の
分
別
管
理
に
つ
い
て
、
自
社
の
仮
想
通
貨
を
管
理
・
処
分
す
る
た
め
に
必
要
な
暗
号
鍵
等
と
利
用
者
の
仮
想
通
貨
を
管

理
・
処
分
す
る
た
め
に
必
要
な
暗
号
鍵
等
の
保
管
場
所
を
明
確
に
区
分
し
て
保
管
し
て
い
る
か
。

ⅳ
利
用
者
の
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
利
便
性
等
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
、
可
能
な
限
り
、
仮
想
通
貨
を
管
理
・
処
分
す
る
た

め
に
必
要
な
暗
号
鍵
等
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
の
外
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
さ
れ
て
い
な
い
環
境
で
管
理
し
て
い
る
か
。

４
．
主
要
各
国
の
仮
想
通
貨
に
関
す
る
対
応
の
状
況

こ
こ
で
主
要
各
国
の
仮
想
通
貨
に
関
す
る
対
応
の
状
況
を
要
約
し
て
お
き
た
い
（
107
）

。

⑴
　
米
国
　
米
国
の
仮
想
通
貨
に
関
す
る
規
制
状
況
に
つ
い
て
は
述
べ
て
き
た
が
、
改
め
て
要
約
し
て
お
き
た
い
。
米
国
財
務
省
は
①

仮
想
通
貨
の
交
換
等
に
関
し
て
、
仮
想
通
貨
の
交
換
等
を
行
う
者
は
資
金
移
動
業
者
（m

oney transm
itter

）
に
該
当
し
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ

ロ
資
金
供
与
規
制
の
対
象
で
あ
る
旨
（
解
釈
）
を
公
表
し
た
（
二
〇
一
三
年
三
月
）。
利
用
者
保
護
の
た
め
の
規
制
に
関
し
て
は
州
単
位
の

対
応
と
な
る
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
仮
想
通
貨
の
交
換
等
を
行
う
者
に
か
か
る
規
制
を
新
設
（
二
〇
一
五
年
六
月
）、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
な

一
〇
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ど
は
仮
想
通
貨
の
交
換
等
を
行
う
者
に
対
し
資
金
移
動
業
者
に
か
か
る
業
規
制
を
適
用
す
る
旨
を
公
表
し
て
い
る
。
②
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い
て

は
、
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
が
個
別
の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
事
案
（T

he D
A

O

事
件
）
に
か
か
る
ト
ー
ク
ン
が
有
価
証
券
（securities

）
に
該
当

し
、
証
券
規
制
が
適
用
さ
れ
る
旨
を
公
表
し
た
（
二
〇
一
七
年
七
月
）。

ま
た
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
一
般
投
資
家
と
市
場
の
専
門
家
に
対
し
て
暗
号
通
貨
・
Ｉ
Ｃ
Ｏ
市
場
は
伝
統
的
な
証
券
市
場
と
比
較
し
て
投
資
者
保

護
が
非
常
に
脆
弱
で
注
意
す
べ
き
旨
、
ト
ー
ク
ン
に
証
券
規
制
が
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
旨
な
ど
を
公
表
し
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
）、

そ
の
後
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
個
別
の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
事
案
に
対
し
停
止
命
令
も
発
す
る
に
至
っ
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
二
件
、
二
〇
一
八
年
一
月
・
四
月

各
一
件
）。

⑵
　
カ
ナ
ダ
　
カ
ナ
ダ
財
務
省
は
①
仮
想
通
貨
の
交
換
等
に
つ
い
て
、
仮
想
通
貨
の
取
扱
い
を
資
金
サ
ー
ビ
ス
（m

oney services

）
に

追
加
し
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
の
対
象
と
す
る
内
容
の
法
改
正
を
実
施
し
（
二
〇
一
四
年
六
月
）、
関
連
規
則
を
整
備
中
で
あ
る
。

②
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い
て
は
証
券
管
理
局
（
Ｃ
Ｓ
Ａ
）
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
目
論
見
書
作
成
義
務
等
の
証
券
規
制
が
適
用
さ
れ
う
る
旨
を
公
表
し
た

（
二
〇
一
七
年
八
月
）。
ま
た
州
当
局
は
、
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
制
度
の
下
で
個
別
の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
事
案
の
実
行
を
認
可
し
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
八

月
・
一
〇
月
各
一
件
）。

⑶
　
Ｅ
Ｕ
　
欧
州
理
事
会
と
欧
州
議
会
は
①
仮
想
通
貨
の
交
換
等
を
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
の
対
象
に
追
加
す
る
旨
の
指
令

改
正
案
に
合
意
し
た
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
）。
②
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い
て
は
、
証
券
市
場
監
督
機
構
（
Ｅ
Ｓ
Ｍ
Ａ
）
が
投
資
家
及
び
事
業
者
に
対

し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
関
す
る
警
告
文
を
公
表
し
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
）。

⑷
　
英
国
　
英
国
財
務
省
は
①
仮
想
通
貨
の
交
換
等
を
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
の
対
象
に
追
加
す
る
方
針
を
公
表
し

（
二
〇
一
五
年
三
月
）、
財
務
省
お
よ
び
金
融
行
為
規
制
機
構
（
Ｆ
Ｃ
Ａ
）
等
は
仮
想
通
貨
に
関
す
る
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
を
設
置
し
て
い
る

一
一
〇
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（
二
〇
一
八
年
三
月
）。
②
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い
て
は
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
抱
え
る
リ
ス
ク
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
規
制
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
等
を
内

容
と
す
る
注
意
喚
起
文
書
を
公
表
し
（
二
〇
一
七
年
九
月
）、
Ｆ
Ｃ
Ａ
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
る
旨
の
公
表
を
行
っ
て
い
る

（
二
〇
一
七
年
一
二
月
）。

⑸
　
ド
イ
ツ
　
連
邦
金
融
監
督
庁
（B

aF
in

）
は
①
仮
想
通
貨
は
金
融
商
品
（financial instrum

ents

）
の
う
ち
私
的
な
支
払
手
段
等
を

意
味
す
る
計
算
単
位
（units of account

）
に
該
当
し
、
仮
想
通
貨
の
交
換
等
は
同
国
銀
行
法
の
規
制
が
適
用
さ
れ
る
旨
の
解
釈
を
公
表
し

た
（
二
〇
一
四
年
二
月
）。
②
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い
て
は
、B

aF
in

が
投
資
リ
ス
ク
に
関
す
る
注
意
喚
起
文
書
を
公
表
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
）、
更

に
はB

aF
in

は
ト
ー
ク
ン
の
法
的
地
位
は
一
律
に
は
定
ま
ら
ず
個
別
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
旨
、
有
価
証
券
（securities

）
な
ど
の

金
融
商
品
（financial instrum

ents
）
に
該
当
し
う
る
旨
な
ど
を
公
表
し
て
い
る
（
二
〇
一
八
年
二
月
）。

⑹
　
フ
ラ
ン
ス
　
プ
ル
ー
デ
ン
ス
規
制
・
破
綻
処
理
庁
（
Ａ
Ｃ
Ｐ
Ｒ
）
は
、
①
仮
想
通
貨
売
買
の
仲
介
は
支
払
サ
ー
ビ
ス
（paym

ent 

services

）
に
該
当
し
、
同
国
通
貨
金
融
法
典
の
規
制
が
適
用
さ
れ
る
旨
の
解
釈
を
公
表
（
二
〇
一
四
年
一
月
）、
ま
た
②
金
融
市
場
庁

（
Ａ
Ｍ
Ｆ
）
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
特
化
し
た
法
制
度
に
つ
い
て
今
後
検
討
し
て
い
く
旨
を
公
表
し
て
い
る
（
二
〇
一
八
年
二
月
）。

⑺
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
　
金
融
管
理
局
（
Ｍ
Ａ
Ｓ
）
は
①
仮
想
通
貨
の
交
換
等
を
支
払
サ
ー
ビ
ス
（paym

ent services

）
の
一
種
と
位
置
付

け
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
の
対
象
と
す
る
内
容
の
支
払
サ
ー
ビ
ス
法
案
」
を
市
中
協
議
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
─
二
〇
一
八
年

一
月
）
に
付
し
、
②
Ｍ
Ａ
Ｓ
は
ト
ー
ク
ン
が
有
価
証
券
（securities
）
ま
た
は
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
（units in a C

IS

）
の
性
質
を
有

す
る
場
合
は
目
論
見
書
作
成
義
務
等
の
証
券
規
制
が
適
用
さ
れ
る
旨
な
ど
を
公
表
し
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
）。

⑻
　
韓
国
　
金
融
委
員
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｃ
）
等
は
①
仮
想
通
貨
の
交
換
等
に
つ
い
て
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
ほ
か
投
資
者
保

護
、
取
引
の
透
明
性
確
保
等
の
観
点
か
ら
の
制
度
整
備
を
早
急
に
行
う
旨
を
公
表
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
）、
②
ま
た
Ｆ
Ｓ
Ｃ
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
を

一
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禁
止
す
る
意
向
を
表
明
し
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
九
月
）。

⑼
　
中
国
　
人
民
銀
行
（
Ｐ
Ｂ
Ｃ
）、
銀
行
業
監
督
管
理
委
員
会
（
Ｃ
Ｂ
Ｒ
Ｃ
）、
証
券
監
督
管
理
委
員
会
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
Ｃ
）
等
は
、
コ
イ

ン
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
や
仮
想
通
貨
を
通
じ
た
資
金
調
達
の
た
め
の
口
座
開
設
、
取
引
等
に
金
融
機
関
等
が
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
関
与

す
る
こ
と
を
幅
広
く
禁
止
す
る
旨
な
ど
を
公
表
し
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
九
月
）。

５
．
仮
想
通
貨
に
か
か
る
今
後
の
課
題
と
規
制
当
局
の
対
応

　
　
　
　
─ 

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
多
様
性
と
不
透
明
さ
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
内
部
管
理
お
よ
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
欠
如
、
グ
ロ
ー

バ
ル
連
携
の
困
難
さ
─

我
が
国
に
お
け
る
仮
想
通
貨
に
関
す
る
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
各
業
者
に
お
け
る
仮

想
通
貨
に
か
か
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
多
様
で
あ
り
、
内
部
管
理
や
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
企
業
カ
ル
チ
ャ
ー
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
対
応

が
不
十
分
で
あ
る
。
②
自
主
規
制
団
体
な
ら
び
に
③
規
制
監
督
の
あ
り
方
を
い
か
に
考
え
る
か
が
問
わ
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
連
携
に
つ
い

て
Ｇ
20
あ
る
い
は
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
、
海
外
規
制
当
局
と
の
あ
り
方
を
い
か
に
実
効
的
に
構
築
す
る
か
が
重
要
な
鍵
と
な
る
（
108
）

。

①
に
つ
い
て
は
、
各
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
よ
り
抱
え
る
リ
ス
ク
の
内
容
が
異
な
る
。
仮
想
通
貨
の
交
換
・
販
売
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
な
ど

扱
う
仮
想
通
貨
の
内
容
に
よ
っ
て
マ
ネ
ロ
ン
や
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
な
ど
の
リ
ス
ク
の
内
容
が
相
違
す
る
。B

it C
oin

な
ど
オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
仮
想
通
貨
を
販
売
・
交
換
し
て
き
た
業
者
も
い
れ
ば
、
レ
ア
な
コ
イ
ン
を
扱
い
、
あ
る
い
は
レ
バ
レ
ッ
ジ
を
利
か
せ
る
経
営
を

行
っ
て
き
た
業
者
も
い
る
た
め
一
概
に
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
近
時
の
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
不
正
流
出
事
件
の
対
象
と
な
っ
た
Ｎ
Ｅ
Ｍ
に

つ
い
て
み
れ
ば
、
不
正
流
出
防
止
の
た
め
に
コ
ー
ル
ド
ウ
ォ
レ
ッ
ト
と
す
る
こ
と
が
困
難
な
仮
想
通
貨
で
あ
る
。
こ
う
し
た
仮
想
通
貨
ご

と
の
異
な
る
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
証
券
会
社
に
お
け
る
引
受
審
査
基
準
に
相
当
す
る
よ
う
な
取
扱
い
審
査
基
準
が
規
制
当
局
側
に
存
在
し

一
一
二
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inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

な
い
。
ま
た
業
者
側
に
お
い
て
も
、
仮
想
通
貨
に
は
流
動
性
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
、
マ
ネ
ロ
ン
上
の
リ
ス
ク
に
つ
い

て
は
検
討
が
十
分
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
各
業
者
に
お
い
て
自
身
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
な
ら
び
に
リ
ス
ク
の
洗
い
出
し
と
評
価
、
こ

れ
を
受
け
た
内
部
管
理
態
勢
と
い
う
も
の
が
構
築
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

ま
た
内
部
管
理
を
支
え
る
各
業
者
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
も
不
十
分
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
取
締
役
会
は
形
骸
化
し
、
ガ
バ
ナ
ン

ス
の
基
盤
と
な
る
企
業
カ
ル
チ
ャ
ー
の
形
成
も
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
各
業
者
は
銀
行
並
み
の
規
模
の
金
額
を
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、

経
営
者
に
は
顧
客
の
資
金
を
預
か
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
欠
け
る
こ
と
が
多
く
、
特
に
Ｉ
Ｔ
系
出
身
者
は
シ
ス
テ
ム
に
は
強
い
が
、
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
関
心
が
低
い
こ
と
が
多
い
。
今
後
は
銀
行
レ
ベ
ル
の
水
準
ま
で
必
要
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
金
融
業
界
に
相
応

の
企
業
カ
ル
チ
ャ
ー
の
醸
成
が
求
め
ら
れ
る
。

②
自
主
規
制
団
体
に
よ
る
監
視
な
ど
自
主
機
能
の
発
揮
が
求
め
ら
れ
る
。
自
主
規
制
ル
ー
ル
の
策
定
お
よ
び
徹
底
、
会
員
企
業
の
コ
ン

プ
ラ
イ
ア
ン
ス
規
律
、
自
主
規
制
団
体
に
よ
る
監
査
と
検
査
な
ら
び
に
ペ
ナ
ル
テ
ィ
な
ど
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
設
定
が
鍵
と
な
る
。

も
っ
と
も
ハ
ー
ド
ロ
ー
で
あ
る
改
正
資
金
決
済
法
に
お
い
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
維
持
も
勘
案
し
登
録
制
と
し
て
規
制
を
緩
め
、

こ
れ
を
自
主
規
制
団
体
に
よ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
自
主
規
律
に
委
ね
、
ま
た
規
制
当
局
と
し
て
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム
に
よ
る
監

視
強
化
と
行
政
処
分
の
連
発
と
い
う
ス
キ
ー
ム
で
揺
籃
期
で
あ
る
仮
想
通
貨
取
扱
業
者
の
上
掲
の
よ
う
な
不
十
分
さ
を
直
ち
に
補
え
る
の

か
ど
う
か
疑
問
な
し
と
し
な
い
（
以
下
、
私
見
）。
海
外
の
無
登
録
業
者
に
よ
る
席
巻
が
繰
り
返
さ
れ
、
当
該
国
に
は
マ
ネ
ロ
ン
以
外
に
は

十
分
な
規
制
や
規
制
当
局
が
存
在
し
な
い
現
状
に
お
い
て
、
後
追
い
的
な
行
政
処
分
以
外
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
自
主
規
制
団
体
に

丸
投
げ
す
る
手
法
に
は
少
な
く
と
も
当
面
の
混
乱
の
収
拾
に
は
十
分
と
い
い
難
い
面
が
あ
ろ
う
。
先
進
各
国
が
仮
想
通
貨
の
規
制
を
強
化

す
る
中
で
我
が
国
が
ひ
と
り
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
お
い
て
正
面
か
ら
仮
想
通
貨
を
認
定
し
、
規
制
の
裁
定
（R

egulatory A
rbitrage

）
か
ら
グ

一
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ロ
ー
バ
ル
マ
ネ
ー
が
集
中
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
新
た
な
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
も
選
択
肢
と
な
ろ
う
か
。
③

で
掲
げ
る
よ
う
な
業
規
制
を
策
定
す
る
方
向
性
も
こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

③
業
規
制
の
あ
り
方
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
扱
い
、
風
説
の
流
布
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、
相
場
操
縦
な
ど
に
か
か
る
広
域
的
な
市
場
規
制

の
必
要
性
の
検
討
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
業
規
制
の
内
容
は
通
常
は
販
売
あ
る
い
は
交
換
を
主
な
内
容
と
す
る
と
こ
ろ
、
仮
想
通

貨
取
引
に
関
し
て
は
取
引
形
態
な
ど
変
化
が
激
し
く
、
資
本
市
場
法
の
枠
を
超
え
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
グ
ロ
ー
バ
ル
に
進
展
し
て
い
る
。

メ
ガ
バ
ン
ク
、G

-S
iF

Is
（G

lobal S
ystem

ically Im
portant F

inancial Institutions

グ
ロ
ー
バ
ル
な
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
機
関
）
以
上
に

規
制
当
局
に
よ
る
監
督
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
業
規
制
の
み
で
は
十
分
で
な
い
と
す
る
視
点
で
あ
り
、
最
先
端
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

チ
ー
ム
の
必
要
性
を
説
く
こ
と
に
も
な
る
。

こ
の
点
で
、
仮
想
通
貨
に
関
す
る
改
正
資
金
決
済
法
の
よ
う
な
公
的
規
制
（
業
法
）
に
加
え
て
、
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
規
制
導

入
を
想
定
す
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
仕
組
み
や
ト
ー
ク
ン
の
性
質
に
よ
っ
て
は
資
金
決
済
法
の
み
な
ら
ず
金
融
商
品
取
引
法
の

集
団
的
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
に
該
当
し
て
適
用
対
象
に
な
る
場
合
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
繋
が
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。

Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
お
い
て
発
行
さ
れ
る
ト
ー
ク
ン
が
収
益
分
配
型
で
あ
り
、
か
つ
ⅰ
ま
た
は
ⅱ
を
満
た
す
場
合
に
当
該
ト
ー
ク
ン
は
金
融
商
品

取
引
法
上
の
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
109
）

。
ⅰ
法
定
通
貨
で
購
入
さ
れ
る
こ
と
。
ⅱ
仮
想
通
貨
で
購
入
さ

れ
る
が
、
実
質
的
に
は
法
定
通
貨
で
購
入
さ
れ
る
も
の
と
同
視
さ
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
持
分
に
該
当
す
る
ト
ー
ク
ン

に
つ
い
て
は
、
そ
の
自
己
募
集
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
は
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
に
該
当
し
、
以
下
の
規
制
対
象
と
な
る
。
ⅰ
登
録
義

務
（
財
務
要
件
、
人
的
構
成
要
件
な
ど
）
が
課
さ
れ
る
。
ⅱ
行
為
規
制
（
広
告
規
制
、
虚
偽
告
知
等
の
禁
止
、
適
合
性
の
原
則
な
ど
）
が
課
さ
れ
る
。

ⅲ
当
局
に
よ
る
報
告
徴
求
、
検
査
、
業
務
改
善
命
令
等
の
対
象
と
な
る
。

一
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関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

米
国
で
は
一
九
三
四
年
法
一
二
条
ｇ
項
適
用
会
社
（
開
示
会
社
）
が
公
開
会
社
に
相
当
す
る
な
ど
連
邦
会
社
法
制
を
有
し
な
い
連
邦
証

券
法
や
証
券
取
引
所
ル
ー
ル
に
実
質
的
な
会
社
法
規
定
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
米
国
の
よ
う
な
仮
想
通
貨
の

規
制
手
法
を
我
が
国
の
仮
想
通
貨
規
制
に
採
用
す
る
と
す
れ
ば
制
度
的
な
統
一
性
や
一
体
性
確
保
の
面
で
齟
齬
を
生
じ
る
こ
と
と
な
ら
な

い
か
ど
う
か
（
私
見
）。
公
開
会
社
法
制
（
110
）

の
存
在
し
な
い
我
が
国
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
法
が
会
社
法
と
の
間
隙
を
受
め
る
役
割
を

果
た
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
実
態
が
あ
り
、
証
券
取
引
法
を
超
え
た
機
能
も
担
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
さ
れ
る
。
私
法
上
の
効
力
あ
る
い
は

追
及
効
や
抵
触
法
上
の
準
拠
法
の
存
在
な
ど
が
明
確
で
な
い
仮
想
通
貨
や
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
関
す
る
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
は
、
解
釈
の
限
定
を

付
し
た
上
で
証
券
取
引
の
局
面
に
限
定
す
る
に
せ
よ
、
金
融
商
品
取
引
法
の
優
先
適
用
が
全
般
的
に
進
む
中
で
一
抹
の
懸
念
を
感
じ
ざ
る

を
得
な
い
。
例
え
ば
、
追
跡
不
能
状
態
で
の
取
引
に
関
し
て
金
商
法
違
反
行
為
と
し
て
場
合
の
私
法
上
の
効
力
問
題
、
開
示
・
会
計
・
監

査
・
内
部
統
制
を
資
本
市
場
の
イ
ン
フ
ラ
と
考
え
る
の
か
等
の
金
商
法
の
抱
え
る
論
点
（
111
）

が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
が
想
定
で
き
よ
う
。
容
易

に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
不
正
流
出
し
て
追
跡
も
容
易
で
は
な
い
等
の
特
質
を
抱
え
る
仮
想
通
貨
の
取
扱
い
に
関
し
て
、
業
規
制
と
合
わ
せ
て
今

後
は
金
商
法
の
規
律
を
重
ね
る
と
し
た
場
合
、
公
開
会
社
法
制
を
欠
い
て
い
る
状
態
化
で
役
割
の
変
容
し
つ
つ
あ
る
金
商
法
の
抱
え
る
齟

齬
が
表
面
化
す
る
こ
と
が
な
い
か
、
慎
重
な
制
度
設
計
の
考
察
も
必
要
と
な
ろ
う
か
（
私
見
）。

④
グ
ロ
ー
バ
ル
連
携
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
に
進
む
が
、
規
制
の
構
築
と
運
用
等
に
関
し
て

連
携
す
べ
き
海
外
当
局
が
存
在
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
面
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
マ
ネ
ロ
ン
に
関
す
る
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

に
お
い
て
議
論
が
開
始
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
状
で
は
個
別
の
問
題
毎
に
米
国
で
あ
れ
ば
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
や
商
品

先
物
取
引
委
員
会
（
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
）
な
ど
の
規
制
当
局
関
係
者
と
連
携
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
仮
想
通
貨
特
有
の
国
際
連
携
の
困
難
さ
と

最
低
限
の
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
策
定
の
必
要
性
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
。

一
一
五



ま
た
こ
う
し
た
規
制
あ
る
い
は
規
制
当
局
に
お
け
る
跛
行
性
に
関
連
し
て
国
際
私
法
上
、
仮
想
通
貨
に
関
し
て
は
本
邦
抵
触
法
上
仮
想

通
貨
に
関
し
て
は
準
拠
法
の
不
存
在
と
す
る
考
え
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
特
定
法
域
の
法
が
物
権
準
拠
法
と
し
て
指

定
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
は
困
難
で
あ
り
、
い
か
な
る
他
の
法
域
が
仮
想
通
貨
に
関
す
る
物
権
を
認
め
よ
う
と
本
邦
抵
触
法
上
こ
れ
を
無
視

す
る
と
い
う
の
が
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
已
む
を
得
な
い
と
思
わ
れ
、
支
払
い
手
段
と
し
て
の
有
用
性
確
保
の
観
点
か
ら
も
実
質
的
に
妥

当
で
あ
る
。
他
の
法
域
に
お
け
る
司
法
上
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
懸
念
を
排
除
で
き
る
点
で
実
務
的
に
も
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
る
（
112
）

。

公
開
会
社
法
制
度
を
欠
く
我
が
国
に
お
い
て
金
商
法
の
果
た
し
て
い
る
機
能
に
つ
き
、
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
掲
げ
た
が
、

仮
想
通
貨
や
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
つ
い
て
私
法
上
の
位
置
付
け
、
あ
る
い
は
国
際
私
法
上
の
準
拠
法
な
ど
が
不
明
確
で
あ
る
現
状
で
、
仮
装
通
貨
や

ト
ー
ク
ン
を
金
商
法
に
包
含
す
る
こ
と
で
そ
の
本
来
的
に
抱
え
る
齟
齬
が
一
層
顕
在
化
す
る
懸
念
は
な
い
の
か
。
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
に
し
て

も
、
現
状
で
は
ほ
ぼ
概
念
の
統
一
が
図
ら
れ
つ
つ
あ
る
マ
ネ
ロ
ン
領
域
以
外
に
お
い
て
国
際
共
助
の
枠
組
み
を
如
何
に
実
効
性
あ
る
も
の

と
し
て
構
築
で
き
る
の
か
。

仮
装
通
貨
の
取
引
自
体
が
グ
ロ
ー
バ
ル
か
つ
主
体
も
不
明
瞭
な
性
格
を
有
し
、
規
制
主
体
の
存
在
や
規
制
内
容
も
跛
行
性
が
あ
る
。
業

法
で
は
な
く
、
証
券
取
引
法
で
あ
る
限
り
は
国
際
的
な
証
券
Ｍ
Ｏ
Ｕ
な
ど
実
効
性
確
保
が
法
整
備
の
前
提
に
な
ろ
う
。

第
十
一
章
　F

inT
ech

に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
全
体
構
造
な
ら
び
に
要
諦
と
発
展
シ
ナ
リ
オ 

─
金
融
行
政
の
転
換
と
関
連
制
度
の
方
向
性
に
向
け
て
─

１
．FinTech

に
お
け
る
リ
ス
ク
の
構
造
─FinTech

に
お
け
る
リ
ス
ク
と
銀
行
業
の
持
続
可
能
性
─

F
inT

ech

に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
全
体
構
造
と
発
展
シ
ナ
リ
オ
に
関
し
て
、
多
方
面
か
ら
更
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

一
一
六



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

F
inT

ech

が
も
た
ら
す
機
会
と
リ
ス
ク
を
ま
と
め
る
と
、
①
需
要
側
で
あ
る
企
業
・
家
計
部
門
に
お
い
て
は
機
会
と
し
て
金
融
包
摂

（F
inancial Inclusion

）、
銀
行
サ
ー
ビ
ス
高
度
化
、
低
コ
ス
ト
か
つ
迅
速
な
サ
ー
ビ
ス
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
伴
う
リ
ス
ク
と
し
て
は
個

人
情
報
保
護
、
デ
ー
タ
の
機
密
性
、
既
存
サ
ー
ビ
ス
の
持
続
可
能
性
、
不
適
切
な
市
場
慣
行
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
る
。
他
方
、
②
供
給
側
で

あ
る
銀
行
部
門
で
は
機
会
と
し
て
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
改
善
お
よ
び
効
率
化
、
ビ
ッ
ク
デ
ー
タ
活
用
に
よ
る
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
お
よ
び
リ
ス

ク
管
理
、
競
争
な
ら
び
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
、R

egT
ech

お
よ
びS

upT
ech

な
ど
規
制
の
効
率
と
効
果
の
改
善
が
挙
げ
ら
れ
、
こ

れ
に
伴
う
リ
ス
ク
と
し
て
は
戦
略
リ
ス
ク
と
収
益
リ
ス
ク
、
主
体
間
の
相
互
連
関
性
の
高
ま
り
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
、
ア
ウ
ト

ソ
ー
シ
ン
グ
・
リ
ス
ク
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
対
応
の
困
難
化
、
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
、
流
動
性
リ
ス
ク
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
る
（
113
）

。

次
に
銀
行
業
の
持
続
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
提
言
す
るB

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
は
既
存
銀
行
が

F
inT

ech

と
提
携
し
、
あ
る
い
は
子
会
社
化
す
る
な
ど
収
益
機
会
を
模
索
し
拡
大
展
開
す
る
段
階
と
い
え
よ
う
が
、
他
の
シ
ナ
リ
オ
の
進

展
状
況
あ
る
い
は
成
否
と
の
競
合
が
不
可
避
と
な
る
な
ど
、
既
存
銀
行
に
お
け
る
課
題
は
既
に
こ
の
時
点
で
少
な
く
な
い
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、B

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
に
お
け
る
既
存
銀
行
に
よ
る
攻
め
の
戦
略
と
し
て
、F

inT
ech

に
対
す
る
自
社
内
あ
る
い
は

提
携
・
子
会
社
化
に
向
け
た
積
極
的
投
資
に
よ
っ
て
ク
ロ
ス
・
セ
ル
取
引
の
潜
在
収
益
機
会
が
顕
現
化
あ
る
い
は
拡
大
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
既
存
リ
テ
ー
ル
業
務
の
採
算
改
善
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
他
方
で
は
戦
略
あ
る
い
は
経
営
面
で
守
り
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
内

容
と
し
て
、
レ
ガ
シ
ー
・
シ
ス
テ
ム
（
114
）

お
よ
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持
管
理
、G

oggle

な
ど
資
本
力
別
の
収
益
源
を
有
す
る
新
規
参
入

企
業
に
対
す
る
防
衛
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。B

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
の
競
争
を
克
服
し
た
既
存
銀
行
は
、
引
き
続

き
更
に
別
の
シ
ナ
リ
オ
か
ら
のF

inT
ech

参
入
企
業
と
競
合
す
る
こ
と
に
な
る
。

一
一
七



２
．
銀
行
業
のFinTech

に
か
か
る
発
展
シ
ナ
リ
オ
と
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
構
造

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
が
提
示
し
たF

inT
ech

展
開
に
か
か
る
銀
行
の
五
つ
の
発
展
シ
ナ
リ
オ
に
関
し
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の

構
造
か
ら
改
め
て
纏
め
て
み
る
と
（
114
）

、
①B

etter B
ank

（
よ
り
よ
い
銀
行
）
で
は
既
存
銀
行
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
を
図
り
、
対
し
て

④N
ew

 B
ank

（
新
規
参
入
に
よ
る
銀
行
代
替
）
で
はF

inT
ech

の
強
み
を
活
か
し
て
新
し
く
銀
行
業
に
参
入
し
既
存
銀
行
の
代
替
を
図
る

こ
と
に
な
る
が
、
共
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
持
続
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
と
い
え
る
。

破
壊
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
ま
で
レ
ベ
ル
が
ア
ッ
プ
し
て
い
く
程
度
は
、
既
存
銀
行
とF

inT
ech

企
業
が
垂
直
な
い
し
水
平
に
分
業
・

協
業
体
制
を
と
る
②D

istributed B
ank

（
分
業
す
る
銀
行
）、
顧
客
の
チ
ャ
ネ
ル
を
掌
握
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
配
下
で
既
存
銀

行
とF

inT
ech

企
業
が
水
平
に
分
業
・
協
業
体
制
を
と
る
③R

elegated B
ank

（
土
管
化
す
る
銀
行
）、
次
に
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
分
散

化
が
進
展
し
て
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
と
い
う
概
念
自
体
も
消
滅
す
る
⑤D

isinterm
ediated B

ank

（
中
抜
き
さ
れ
る
金
融
仲
介
）
の

順
に
上
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

既
存
銀
行
か
ら
新
規
参
入
企
業
へ
の
程
度
は
、
①B

etter B
ank

、
②D

istributed B
ank

、
③R

elegated B
ank

の
順
位
に
並
び
、

④N
ew

 B
ank

あ
る
い
は
⑤D

isinterm
ediated B

ank
に
な
る
ほ
ど
新
規
参
入
の
程
度
が
高
く
な
る
（
115
）

。

３
．
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
管
理
（
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
）
の
要
点

F
inT

ech

に
関
し
て
は
、
リ
ス
ク
の
中
で
も
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
に
か
か
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
重
要
と
な
る
が
、F

inT
ech

に

適
用
さ
れ
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
の
健
全
な
管
理
に
向
け
た
諸
原
則
（
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
）
と
実
践
例
に
関
し
て
は
、
バ
ー
ゼ
ル
委
員

会
の
提
言
に
お
い
てF

inT
ech

の
発
展
に
即
し
た
実
践
的
解
釈
を
与
え
る
方
向
性
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
116
）

。
以
下
で
は
、F

inT
ech

に
お

け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
要
諦
と
発
展
シ
ナ
リ
オ
に
関
連
し
て
纏
め
て
お
き
た
い
（
117
）

。

一
一
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

F
inT

ech

へ
の
対
応
を
巡
る
リ
ス
ク
管
理
と
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
諸
原
則
の
関
連
性
に
つ
い
て
、
以
下
の
通
り
示
さ
れ
て
い
る
。
Ｐ
Ｓ
Ｍ
Ｏ
Ｒ

の
構
成
と
し
て
、
先
ず
①
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
管
理
の
総
則
が
あ
り
、
ⅰ
リ
ス
ク
文
化
に
つ
い
てF

inT
ech

時
代
に
対
応
し
た

解
釈
を
施
せ
ば
、F

inT
ech

時
代
に
即
し
た
リ
ス
ク
文
化
醸
成
や
業
務
委
託
先
を
含
む
関
係
先
の
啓
蒙
を
図
る
こ
と
に
な
る
。
ⅱ
体
制
整

備
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
リ
ス
ク
の
変
容
や
新
し
い
リ
ス
ク
台
頭
に
適
時
に
対
処
す
る
体
制
整
備
を
図
る
。

②
ガ
バ
ナ
ン
ス
関
連
で
は
、
ⅲ
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
に
つ
い
て
、F

inT
ech

関
連
リ
ス
ク
の
制
御
を
可
能
と
す
る
堅
固
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
体

制
構
築
を
図
る
。
ⅳ
リ
ス
ク
許
容
度
に
つ
い
て
、F

inT
ech

関
連
リ
ス
ク
に
対
す
る
許
容
度
の
適
切
な
設
定
と
機
動
的
見
直
し
を
図
る
。

ⅴ
実
施
体
制
に
つ
い
て
、F

inT
ech

関
連
リ
ス
ク
の
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
（
118
）

制
御
・
縮
減
に
向
け
た
体
制
整
備
を
図
る
。

③
リ
ス
ク
管
理
環
境
で
は
、
ⅵ
リ
ス
ク
の
特
定
・
評
価
に
つ
い
て
、F

inT
ech

関
連
リ
ス
ク
の
適
時
か
つ
適
切
な
特
定
と
評
価
の
た
め

の
知
見
・
経
験
の
具
備
を
図
る
。
ⅶ
変
更
管
理
に
つ
い
て
、
業
務
や
シ
ス
テ
ム
の
変
更
に
お
け
る
事
前
か
つ
包
括
的
な
リ
ス
ク
評
価
の
実

施
を
図
る
。
ⅷ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
報
告
に
つ
い
て
、
平
時
か
ら
の
緻
密
な
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
な
ら
び
に
異
常
を
検
知
し
た
時
の
機
動
的

な
報
告
体
制
の
整
備
を
図
る
。
ⅸ
リ
ス
ク
削
減
策
に
つ
い
て
、
適
時
か
つ
効
果
的
な
リ
ス
ク
の
制
御
な
ら
び
に
削
減
措
置
の
実
施
を
行
う

た
め
の
経
営
資
源
確
保
を
図
る
。

④
業
務
の
復
旧
お
よ
び
継
続
で
は
、
ⅹ
業
務
継
続
体
制
に
つ
い
て
、F

inT
ech

関
連
リ
ス
ク
が
顕
現
化
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
緊
急
時

の
Ｂ
Ｃ
Ｐ
（B

usiness C
ontinuity P

lan

事
業
継
続
計
画
）
策
定
と
所
要
の
訓
練
実
施
を
図
る
。
⑤
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
役
割
で
は
、

ⅺ
情
報
開
示
に
つ
い
て
、F

inT
ech

関
連
の
リ
ス
ク
量
な
ら
び
に
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
情
報
開
示
を
図
る
。

一
一
九



４
．
金
融
に
お
け
る
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
とFinTech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
課
題

⑴
　FinT

ech

と
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン

当
面
はF

inT
ech

発
展
段
階
に
お
け
る
①B

etter B
ank

あ
る
い
は
②D

istributed B
ank

の
動
き
の
中
で
、
既
存
銀
行
と

F
inT

ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
提
携
や
共
同
開
発
な
ど
の
動
き
が
進
む
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
範
囲
内
で
も
早
く
も
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー

ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
（disinterm

idiation

）
とF

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
か
か
る
課
題
あ
る
い
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
機
会
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
将
来
に
お
い
て
は
③R

elegated B
ank

（
土
管
化
す
る
銀
行
）、
④N

ew
 B

ank

（
新
規
参
入
に
よ
る
銀
行
代
替
）、
更
に
⑤

D
isinterm

ediated B
ank

（
中
抜
き
さ
れ
る
金
融
仲
介
）
の
展
開
に
進
み
、
銀
行
な
ど
に
と
っ
て
厳
し
い
経
営
環
境
が
到
来
す
る
こ
と
が
報

告
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
述
べ
た
。
即
ち
、
①B
etter B

ank

あ
る
い
は
②D

istributed B
ank

の
段
階
で
早
く
も
金
融
仲
介
が
中
抜
き

さ
れ
る
要
因
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
①
か
ら
⑤
のF

inT
ech

シ
ナ
リ
オ
は
明
確
に
時
間
軸
を
追
っ
て
区
分
で
き

る
モ
ノ
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
同
時
並
行
に
混
在
し
て
進
ん
で
く
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
（
私
見
）。

F
inT

ech

が
新
し
い
金
融
仲
介
の
機
能
を
担
い
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
動
き
と
し
て
（
119
）

、
家
計
金
融
資
産
の
銀
行

以
外
へ
の
シ
フ
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
更
に
背
景
と
し
て
は
現
下
の
マ
イ
ナ
ス
金
利
政
策
、
あ
る
い
は
金
融
危
機
後
の
一
連
の
金
融
規
制

強
化
に
よ
っ
て
銀
行
の
金
融
仲
介
機
能
が
全
般
的
に
低
下
し
つ
つ
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
（
120
）

。
家
計
に
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ

あ
る
い
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
121
）

、
企
業
に
対
し
て
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ロ
ボ
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
な
ら
び
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
122
）

に
よ
っ
て
銀
行
を
通
さ
ず
にF

inT
ech

に
よ
る
金
融
仲
介
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

⑵
　FinT

ech

に
よ
る
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
の
既
存
金
融
機
関
へ
の
影
響

上
記
のF

inT
ech

に
よ
る
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
の
影
響
と
し
て
、
既
存
金
融
機
関
に
お
い
て
は
各
領
域
で
収

一
二
〇



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

益
悪
化
を
も
た
ら
し
得
る
こ
と
に
な
る
（M

cK
insey &

 C
om

pany

分
析
（
123
）

）。
①F

inT
ech

と
の
競
合
に
よ
り
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー

シ
ョ
ン
、
顧
客
基
盤
喪
失
、
更
に
価
格
透
明
性
の
向
上
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ス
面
が
あ
り
、
②
逆
にF

inT
ech

の
活
用
に
よ
っ

て
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ス
ト
低
減
、
与
信
コ
ス
ト
な
ど
の
リ
ス
ク
費
用
低
減
、
新
規
マ
ー
ケ
ッ
ト
発
掘
と
い
っ
た
利
点
も
あ
る
。
プ
ラ
ス

面
と
マ
イ
ナ
ス
面
を
総
合
的
に
考
え
る
と
分
野
別
で
は
消
費
者
金
融
、
リ
テ
ー
ル
・
中
小
企
業
決
済
、
機
関
投
資
家
向
け
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
は
銀
行
収
益
が
悪
化
す
る
方
向
に
影
響
が
大
き
い
。
中
小
企
業
向
け
貸
出
、
富
裕
層
向
け
サ
ー
ビ
ス
、
大
企
業
向
け
キ
ャ
ッ

シ
ュ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
続
い
て
悪
化
す
る
方
向
の
影
響
が
強
い
と
み
ら
れ
る
。
更
に
住
宅
ロ
ー
ン
、
決
済
口
座
・
個
人
金
融
資
産
管
理
、

そ
の
他
預
金
、
保
険
で
は
程
度
は
弱
い
な
が
ら
も
悪
化
す
る
方
向
に
働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
大
企
業
向
け
貸
出
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
マ
ー
ケ
ッ

ト
・
投
資
銀
行
関
連
分
野
で
は
、F

inT
ech

の
影
響
は
中
立
的
と
み
ら
れ
る
。

F
inT

ech

に
よ
る
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
が
銀
行
収
益
面
に
お
い
て
深
刻
に
表
面
化
す
る
分
野
は
、
先
ず
は
中

小
企
業
向
け
貸
出
、
富
裕
層
向
け
サ
ー
ビ
ス
、
次
い
で
消
費
者
金
融
、
中
小
企
業
向
け
貸
出
、
機
関
投
資
家
向
け
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
と
な
る
。
キ
ャ
ピ
タ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
投
資
銀
行
関
連
分
野
で
は
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
は
中
立
的
と
考
え
ら

れ
る
。

一
方
、F

inT
ech

進
展
に
よ
り
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ス
ト
低
減
と
い
う
プ
ラ
ス
の
影
響
が
強
く
顕
れ
る
分
野
は
、
消
費
者
金
融
、
住
宅

ロ
ー
ン
、
中
小
企
業
向
け
、
リ
テ
ー
ル
・
中
小
企
業
決
済
、
富
裕
層
向
け
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
次
い
で
残
り
の
全
分
野
と
も
オ
ペ
レ
ー

シ
ョ
ン
コ
ス
ト
低
減
に
か
か
る
プ
ラ
ス
の
影
響
が
期
待
で
き
る
。
リ
ス
ク
費
用
低
減
の
効
果
に
つ
い
て
は
消
費
者
金
融
、
中
小
企
業
向
け

貸
出
が
プ
ラ
ス
の
影
響
が
大
き
く
、
次
い
で
住
宅
ロ
ー
ン
、
大
企
業
向
け
貸
出
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
投
資
銀
行
関
連
分
野
が
プ

ラ
ス
の
影
響
が
期
待
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
領
域
は
リ
ス
ク
費
用
低
減
の
効
果
に
つ
い
て
は
中
立
的
と
な
る
。

一
二
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特
に
既
存
金
融
機
関
の
個
人
・
中
小
企
業
向
け
の
リ
テ
ー
ル
金
融
で
は
、F

inT
ech

進
展
の
影
響
が
多
き
く
顕
れ
る
も
の
と
さ
れ
既
存

金
融
機
関
は
今
後
の
一
〇
年
間
に
リ
テ
ー
ル
金
融
収
入
を
一
〇
─
四
〇
％
、
利
益
面
で
は
二
〇
─
六
〇
％
を
喪
失
す
る
と
の
試
算
も
出
さ

れ
て
い
る
。
代
表
的
な
消
費
者
金
融
領
域
で
はF

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
価
格
競
争
が
収
益
を
低
減
さ
せ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

て
い
る
。

⑶
　FinT

ech
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
お
け
る
課
題

既
存
金
融
機
関
に
対
し
て
大
き
な
脅
威
と
な
る
可
能
性
が
あ
るF

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
で
あ
る
が
、
今
後
の
成
長
性
に
関
し
て

は
以
下
の
不
安
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
124
）

。
①
大
半
のF
inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
の
よ
う
な
景
気
下
降
局
面
を
経

験
し
て
お
ら
ず
、
②
法
規
制
、
事
業
規
模
、
顧
客
基
盤
の
面
で
の
不
透
明
さ
が
残
る
。

規
制
面
で
は
、
Ｐ
２
Ｐ
レ
ン
ダ
ー
に
対
し
て
証
券
化
に
関
す
る
リ
ス
ク
・
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
規
制
が
課
さ
れ
る
可
能
性
な
ど
新
た
な
規
制

や
追
加
の
規
制
が
発
出
さ
れ
る
懸
念
が
あ
る
。

収
益
性
の
面
で
は
、
顧
客
基
盤
が
ま
だ
小
さ
い
た
め
に
規
模
拡
大
の
メ
リ
ッ
ト
が
発
揮
で
き
ず
に
収
益
計
上
が
し
難
い
リ
ス
ク
が
あ
る
。

例
え
ば
Ｐ
２
Ｐ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
審
査
モ
デ
ル
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
構
築
費
用
が
嵩
む
リ
ス
ク
で
あ
る
。
ま
た
未
だ
顧
客
基
盤
が
脆
弱
で

流
動
的
な
た
め
に
顧
客
の
獲
得
コ
ス
ト
が
掛
か
り
収
益
計
上
に
至
ら
な
い
リ
ス
ク
が
あ
る
（
125
）

。

景
気
の
連
動
性
の
面
で
は
、
例
え
ば
Ｐ
２
Ｐ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
景
気
下
降
局
面
で
信
用
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
て
投
資
家
を
失
う
リ
ス

ク
も
あ
る
。

一
二
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

５
．FinTech

に
か
か
る
金
融
行
政
の
方
針
転
換
と
関
連
制
度
の
方
向
性

⑴
　
欧
米
の
銀
行
免
許
付
与
の
動
向
と
我
が
国
の
金
融
放
映
転
換
な
ら
び
異
業
種
参
入
の
拡
大

こ
こ
で
我
が
国
に
お
け
る
当
面
の
金
融
行
政
の
方
針
転
換
と
制
度
設
計
に
向
け
た
検
討
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
（
126
）

。
Ｕ
Ｓ 

Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｂ

（
米
国
消
費
者
金
融
保
護
局
）
が
新
し
いF

inT
ech

銀
行
免
許
構
想
を
発
表
し
（
二
〇
一
七
年
五
月
）、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
（
欧
州
中
央
銀
行
）
が
新
た
な

銀
行
免
許
指
針
公
表
を
予
定
す
る
（
二
〇
一
七
年
九
月
）
な
ど
欧
米
で
新
形
態
銀
行
免
許
構
想
が
出
さ
れ
る
中
で
、
我
が
国
で
はF

inT
ech

新
法
の
制
定
を
金
融
庁
が
検
討
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
決
済
・
送
金
に
関
わ
る
関
連
法
を
一
本
化
す
る
こ
と
、
銀
行
法
の
為
替
業
務
、

資
金
決
済
法
の
資
金
移
動
業
、
割
賦
販
売
法
の
関
連
業
務
の
規
制
を
統
合
す
る
方
向
と
さ
れ
る
。

⑵
　
金
融
行
政
の
方
針
転
換

F
inT

ech

の
制
度
設
計
の
必
要
性
に
つ
い
て
現
状
を
俯
瞰
す
る
と
、
金
融
庁
は
情
報
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
金
融
制

度
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
と
し
て
以
下
の
方
向
性
を
打
ち
出
し
た
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
六
日
）。
①
同
一
機
能
・
リ
ス
ク
に
は
同
一

ル
ー
ル
を
適
用
す
る
。
②
金
融
に
関
す
る
基
本
的
概
念
・
ル
ー
ル
を
横
断
化
す
る
。
③
環
境
変
化
に
対
応
す
べ
く
規
制
を
横
断
的
に
見
直

す
。
合
わ
せ
て
、
金
融
検
査
・
監
督
の
考
え
方
と
進
め
方
（
検
査
・
監
督
基
本
方
針
）（
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
五
日
）
で
は
金
融
検
査
に
関
し

て
、
④
安
定
と
仲
介
、
保
護
と
利
便
、
校
正
・
透
明
と
活
力
の
バ
ラ
ン
ス
に
方
針
転
換
し
、
⑤
金
融
行
政
の
究
極
的
な
目
標
に
国
民
の
厚

生
野
増
大
、
企
業
経
済
の
持
続
的
成
長
／
安
定
的
な
資
産
形
成
を
新
た
な
上
位
概
念
と
し
て
設
け
て
い
る
。

⑶
　
規
制
の
横
断
化

情
報
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
金
融
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
と
し
て
、
金
融
庁
か
ら
は
以
下
の
内
容
が
示
さ
れ

て
い
る
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
六
日
金
融
審
議
会
総
会
（
127
）

）。
背
景
に
あ
る
金
融
シ
ス
テ
ム
の
環
境
変
化
と
し
て
、
Ｉ
Ｔ
の
進
展
等
に
よ
り
金

一
二
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融
サ
ー
ビ
ス
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の
動
き
が
拡
大
し
、
フ
ァ
ン
ド
等
の
主
体
に
よ
る
シ
ャ
ド
ー
・
バ
ン
キ
ン
グ
も

拡
大
し
て
い
る
。
金
融
機
関
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
再
構
築
を
阻
害
し
な
い
よ
う
な
制
度
整
備
が
必
要
と
な
り
、
更
に
将
来
的
に
は
デ
ジ

タ
ル
通
貨
の
出
現
等
が
金
融
シ
ス
テ
ム
を
大
き
く
変
革
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。

現
行
の
関
連
法
制
の
特
徴
と
課
題
と
し
て
は
（
128
）

、
①
業
態
毎
に
法
令
（
業
法
）
が
存
在
し
、
機
能
・
リ
ス
ク
が
類
似
し
た
サ
ー
ビ
ス
で
も

行
為
主
体
（
業
態
）
に
よ
っ
て
ル
ー
ル
が
異
な
る
た
め
、
業
態
を
ま
た
い
だ
ビ
ジ
ネ
ス
選
択
の
障
害
と
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
規
制
が
緩

い
業
態
へ
の
移
動
や
業
態
間
の
隙
間
の
利
用
等
を
通
じ
、
規
制
を
回
避
す
る
動
き
が
生
じ
か
ね
な
い
（R

egulatory A
rbitrage

）。
②
金
融

に
関
す
る
統
一
的
な
基
本
的
概
念
・
ル
ー
ル
が
存
在
し
な
い
た
め
、
金
銭
等
の
基
本
的
概
念
に
変
化
が
生
じ
た
場
合
な
ど
に
各
業
法
を
個

別
に
改
正
し
て
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
③
各
業
法
に
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
い
な
い
規
制
が
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
Ｉ
Ｔ

を
活
用
し
た
合
理
化
や
Ｉ
Ｔ
に
対
抗
し
た
合
理
化
な
ど
が
固
有
の
規
制
に
よ
っ
て
円
滑
に
実
現
で
き
な
い
懸
念
が
あ
る
。
規
制
の
方
向
性

と
し
て
金
融
庁
は
、
①
同
一
の
機
能
・
リ
ス
ク
に
は
同
一
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
。
金
融
の
機
能
を
決
済
、
資
金
供
与
、
資
産
運
用
、
リ

ス
ク
移
転
な
ど
に
分
類
し
、
機
能
や
リ
ス
ク
に
応
じ
た
ル
ー
ル
の
適
用
を
検
討
す
る
。
②
金
融
規
制
に
お
け
る
定
義
な
ど
金
融
に
関
す
る

基
本
的
概
念
・
ル
ー
ル
を
横
断
化
す
る
。
③
環
境
変
化
に
対
応
す
べ
く
規
制
の
横
断
的
見
直
し
を
図
ら
ん
と
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
横
断
的
規
制
へ
の
転
換
の
み
で
十
分
で
は
な
く
、
分
散
化
に
伴
い
相
互
連
関
・
相
互
依
存
性
の
複
雑
さ
が
増
す
結
果
、
連
鎖

的
破
綻
あ
る
い
は
金
融
の
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
増
大
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
は
述
べ
た
。
規
制
当
局
は
連
関
・
依
存
関
係
、
金
融
シ
ス

テ
ム
全
体
の
影
響
に
関
し
て
新
し
い
観
点
か
ら
の
リ
ス
ク
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
可
能
な
ス
キ
ル
が
要
求
さ
れ
る

⑷
　
金
融
行
政
の
方
針
転
換
へ
の
影
響
─FinT

ech

の
進
展
と
関
連
法
制
に
対
す
る
影
響
と
新
た
な
制
度
整
備
─

こ
う
し
た
金
融
行
政
の
方
針
転
換
か
ら
そ
の
影
響
を
鑑
み
、
関
連
法
制
の
制
度
設
計
を
図
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
（
129
）

。
金
融
行
政

一
二
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F
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の
方
針
転
換
が
も
た
ら
す
影
響
は
多
岐
に
亘
る
と
み
ら
れ
る
（
130
）

。
①
業
態
毎
の
縦
割
り
規
制
か
ら
機
能
で
の
横
断
的
規
制
へ
の
転
換
に
と
も

な
っ
て
生
じ
る
影
響
と
し
て
は
、
⒜
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
を
前
提
と
し
た
業
界
構
造
変
化
に
よ
っ
て
競
争
環
境
の
変
化
に
応
じ
た
事
業
戦

略
再
構
築
が
進
め
ら
れ
る
。
⒝
新
た
な
免
許
形
態
の
登
場
に
よ
っ
て
他
業
種
か
ら
の
新
規
参
入
が
増
加
す
る
。
⒞
既
存
の
金
融
業
界
の
担

い
手
の
業
態
転
換
に
よ
っ
て
金
融
持
株
会
社
へ
の
大
量
移
行
と
新
規
事
業
子
会
社
設
立
の
増
加
が
進
む
。

②
金
融
の
基
本
的
概
念
の
見
直
し
と
統
一
に
よ
り
生
じ
る
影
響
と
し
て
は
、
⒜
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
進
展
の
中
長
期
見
通
し
の
必
要
性
が

増
大
す
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｉ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
な
ど
メ
ガ
テ
ッ
ク
の
正
確
な
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
が
進
め
ら
れ
る
。
⒝
シ
ェ

ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
、
Ｐ
２
Ｐ
金
融
、
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（
仮
想
通
貨
を
含
む
）・
決
済
な
ど
金
融
機
関
を
必
要
と
し
な
い
金
融
が
登
場
し
、

規
制
・
監
督
対
象
が
金
融
機
関
か
ら
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
と
転
換
す
る
場
合
の
規
制
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
。
⒞
国
際
的
な
標
準
化
活

動
の
重
要
性
が
増
大
す
る
。
⒟
金
融
業
法
よ
り
も
根
本
的
な
法
分
野
の
改
正
の
影
響
を
分
析
す
る
必
要
性
が
増
大
し
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
民
法

（
Ａ
Ｉ
の
契
約
主
体
性
）、
Ｐ
Ｌ
法
な
ど
の
根
本
的
変
化
が
起
こ
り
う
る
。

③
国
民
の
厚
生
の
増
大
、
安
定
的
な
資
産
形
成
と
い
う
究
極
的
目
標
の
政
策
評
価
を
行
う
必
要
性
が
生
じ
る
。
⒜
政
策
の
費
用
便
益
分

析
の
必
要
性
が
増
大
し
、
投
資
教
育
の
費
用
便
益
分
析
な
ど
が
求
め
ら
れ
る
。
⒝
根
拠
に
基
づ
い
た
政
策
形
成
（E

vidence B
ased P

olicy 

M
aking E

B
P

M

）
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
導
入
さ
れ
、
政
府
の
統
計
イ
ン
フ
ラ
拡
充
、
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
推
進
が
進
む
。
⒞
ナ
ッ
ジ

（N
udge

）
な
ど
行
動
経
済
学
に
基
づ
く
制
度
設
計
の
必
要
性
が
増
大
し
、
ラ
ン
ダ
ム
化
比
較
試
験
（
Ｒ
Ｃ
Ｔ
）
と
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
サ
ン

ド
ボ
ッ
ク
ス
の
接
続
を
目
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
産
業
の
生
産
性
向
上
を
短
期
間
に
実
現
す
べ
く
、
規
制
の
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
制
度
の
創

設
を
含
む
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
案
が
第
一
九
六
回
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
（
131
）

。
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６
．
業
態
別
か
ら
機
能
別
・
横
断
的
と
な
る
金
融
規
制
と
実
務
の
対
応

　
　
　
　
─
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
、
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ
た
銀
行
業
務
とFinTech

─

我
が
国
に
お
け
る
機
能
別
・
横
断
的
と
な
る
金
融
規
制
に
関
し
て
、
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
、
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ
た
銀
行
業
務
と

F
inT
ech

の
関
係
な
ど
具
体
的
に
検
討
し
て
い
き
た
い
（
132
）

。

金
融
庁
に
お
け
る
一
連
の
法
改
正
、
抜
本
的
な
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
の
変
更
は
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
を
巡
る
競
争
環
境
に
お
い
て
非
連
続
的
な

変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
金
融
審
議
会
お
よ
び
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
グ
ル
ー
プ
で
は
法
改
正
の
背
景
と
し
て
金
融
シ
ス
テ

ム
を
取
り
巻
く
環
境
に
関
す
る
四
つ
の
変
化
を
提
示
し
て
い
る
。
①
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
個
別
の
機
能
に
分
解
し
提
供
す
る
ア
ン
バ
ン
ド
リ

ン
グ
お
よ
び
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
組
合
せ
て
提
供
す
る
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の
動
き
の
拡
大
。
②
銀
行
に
類
似
し
た
金
融
仲
介
（
シ
ャ

ド
ー
・
バ
ン
キ
ン
グ
）
の
拡
大
。
③
金
融
機
関
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
再
構
築
。
④
デ
ジ
タ
ル
通
貨
の
出
現
等
。
こ
れ
に
対
応
す
べ
く
、
機
能

別
・
横
断
的
法
体
系
、
金
融
規
制
に
お
け
る
基
本
的
概
念
の
横
断
化
お
よ
び
変
化
に
対
応
し
た
規
制
の
見
直
し
と
い
っ
た
検
討
の
方
向
性

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
中
で
金
融
機
関
に
お
い
て
は
①
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
と
対

応
す
る
た
め
の
規
制
の
機
能
別
・
横
断
的
体
系
へ
の
変
更
、
お
よ
び
②
デ
ジ
タ
ル
通
貨
の
台
頭
と
金
銭
等
の
金
融
の
基
本
的
概
念
の
横
断

化
の
二
つ
が
重
要
な
論
点
と
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
。

⑴
　FinT
ech

の
進
展
へ
の
対
応
と
し
て
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ
た
銀
行
業
務
の
競
争
相
手

先
ず
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の
拡
大
と
業
態
別
か
ら
機
能
別
・
横
断
的
な
法
体
系
へ
の
変
更
に
関
し
て
、
預
金
、
貸

付
け
お
よ
び
為
替
取
引
と
い
っ
た
銀
行
業
は
従
前
は
厳
格
な
規
制
に
服
し
て
い
た
が
、
今
後
はF

intech

企
業
も
一
定
の
制
約
の
下
で
は

あ
る
が
銀
行
免
許
を
取
得
す
る
こ
と
な
く
類
似
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ

一
二
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る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
典
型
例
と
な
る
。

銀
行
固
有
業
務
で
あ
る
預
金
・
為
替
取
引
に
つ
い
て
、
類
似
業
務
は
前
払
式
支
払
手
段
で
あ
り
根
拠
法
は
資
金
決
済
法
、
規
制
水
準
は

届
出
制
（
自
家
型
）
ま
た
は
登
録
制
（
第
三
者
型
）
で
制
約
と
し
て
は
原
則
払
い
戻
し
禁
止
と
な
る
。

為
替
取
引
に
つ
い
て
、
類
似
業
務
は
資
金
移
動
業
で
あ
り
根
拠
法
は
資
金
決
済
法
、
規
制
水
準
は
登
録
制
で
制
約
と
し
て
は
少
額

（
一
〇
〇
万
円
以
下
）
に
限
る
こ
と
に
な
る
。

貸
付
に
つ
い
て
、
類
似
業
務
は
貸
金
業
で
あ
り
根
拠
法
は
貸
金
業
法
、
規
制
水
準
は
登
録
制
で
制
約
と
し
て
は
預
金
を
受
け
入
れ
な
い

こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
は
顧
客
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
他
の
サ
ー
ビ
ス
と
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
し
て
提
供

さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
る
。
海
外
に
お
い
て
は
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
し
た
銀
行
業
務
の
す
べ
て
を
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
す
る
こ
と
で
実
態
と

し
て
銀
行
と
同
等
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
例
も
存
在
す
る
（
133
）

。

こ
こ
で
金
融
機
関
が
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
す
る
業
務
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
限
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
、
金
融
ビ
ジ

ネ
ス
に
お
い
て
二
つ
の
変
化
が
生
じ
る
。
①
顧
客
接
点
を
持
つ
企
業
の
数
は
減
る
こ
と
に
な
り
、
競
争
は
金
融
・
非
金
融
の
垣
根
を
越
え

て
行
わ
れ
る
。
顧
客
ニ
ー
ズ
が
商
品
選
択
、
価
格
比
較
、
購
入
決
定
、
資
金
決
済
、
商
品
の
受
領
に
至
る
一
連
の
フ
ロ
ー
全
体
の
利
便
性

向
上
の
場
合
、
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
し
て
顧
客
と
接
点
を
持
つ
企
業
は
一
つ
と
な
る
。
②
二
つ
の
観
点
か
ら
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
必
要
性
が
高
ま
る
。
顧
客
と
の
接
点
を
持
つ
た
め
に
金
融
サ
ー
ビ
ス
以
外
の
機
能
を
提
供
す
る
異
業
種
と
の
連
携
、
お
よ
び
リ
バ
ン
ド

リ
ン
グ
さ
れ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
分
野
で
自
社
サ
ー
ビ
ス
が
選
ば
れ
る
よ
う
に
競
争
力
を
高
め
る
べ
く
ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
と
協
働
す
る

オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
二
つ
で
あ
る
。

一
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⑵
　
台
頭
す
る
新
し
い
資
金
調
達
手
段

預
金
・
貸
付
け
・
為
替
取
引
を
フ
ル
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
提
供
す
る
こ
と
が
顧
客
に
訴
求
す
る
効
果
を
持
た
な
く
な
り
、
ア
ン
バ
ン
ド
リ

ン
グ
さ
れ
た
個
々
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
競
争
力
が
問
わ
れ
る
。
金
融
機
関
は
Ｉ
Ｔ
を
駆
使
し
て
利
便
性
の
高
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
企
業
と
金
融
サ
ー
ビ
ス
単
体
の
競
争
力
で
対
処
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
貸
付
け
分
野
で
金
融
機
関
と
競
合
す
る
の
は
貸
金
業
者
で
な

く
、
豊
富
な
デ
ー
タ
と
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
等
を
駆
使
し
低
コ
ス
ト
か
つ
迅
速
な
融
資
判
断
が
特
徴
と
な
る
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
・
レ
ン

デ
ィ
ン
グ
に
な
る
（
134
）

。
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
銀
行
融
資
の
比
較
を
行
う
と
、
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
で

は
売
上
げ
・
Ｃ
Ｆ
（cash flow
）
の
把
握
は
日
々
の
売
上
げ
・
決
済
デ
ー
タ
に
依
拠
し
、
担
保
・
保
証
は
原
則
不
要
、
審
査
期
間
も
短
い

も
の
と
な
る
が
、
銀
行
融
資
で
は
各
々
多
数
の
提
出
書
類
、
原
則
必
要
、
長
い
も
の
と
な
る
。

日
々
の
売
り
上
げ
デ
ー
タ
や
顧
客
の
評
判
な
ど
返
済
能
力
を
判
断
す
る
正
確
か
つ
膨
大
な
デ
ー
タ
を
有
す
る
商
流
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
は
Ａ
Ｉ
等
を
駆
使
し
て
迅
速
か
つ
精
度
の
高
い
融
資
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
資
金
ニ
ー
ズ
の
把
握
も
容
易
に
な
る
。

貸
付
け
分
野
の
競
合
と
し
て
台
頭
し
て
き
た
の
が
仮
想
通
貨
に
よ
る
資
金
調
達
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（
イ
ニ
シ
ャ
ル
・
コ
イ
ン
・
オ
フ
ァ
リ
ン

グ
）
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｏ
は
利
用
者
保
護
に
か
か
る
制
度
整
備
等
の
課
題
が
あ
る
も
の
の
、
利
用
が
出
店
者
や
会
計
ソ
フ
ト
利
用
者
に
限
定

さ
れ
る
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
異
な
り
、
全
て
の
企
業
の
資
金
調
達
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
潜
在
性
を
有
し
て
い
る
。
顧

客
利
便
性
の
高
い
金
融
機
関
を
通
さ
な
い
資
金
調
達
手
段
が
拡
大
す
る
環
境
変
化
の
中
で
、
金
融
機
関
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
フ
ル
ラ
イ
ン

提
供
で
は
な
く
、
貸
付
け
な
ど
個
々
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
競
争
力
を
向
上
さ
せ
て
新
た
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
と
競
争
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

⑶
　
仮
想
通
貨
へ
の
対
応

更
に
デ
ジ
タ
ル
通
貨
の
台
頭
と
金
銭
等
の
金
融
の
基
本
的
概
念
の
横
断
化
と
い
う
新
た
な
動
向
が
み
ら
れ
る
。
デ
ジ
タ
ル
通
貨
に
は
仮

一
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想
通
貨
の
他
、
各
中
央
銀
行
が
研
究
し
て
い
る
法
定
デ
ジ
タ
ル
通
貨
、
民
間
銀
行
が
発
行
を
計
画
し
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
ま
で
多
様
な

種
類
が
含
ま
れ
る
。
デ
ジ
タ
ル
通
貨
の
台
頭
や
発
行
に
向
け
た
検
討
に
よ
り
、
金
銭
の
概
念
が
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
金
融
商
品
取
引
法
の

集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
の
定
義
に
よ
れ
ば
金
銭
で
出
資
ま
た
は
拠
出
し
た
も
の
が
同
ス
キ
ー
ム
に
該
当
す
る
が
、
金
銭
に
仮
想
通
貨
が
含
ま

れ
な
い
と
す
れ
ば
Ｉ
Ｃ
Ｏ
は
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
な
り
得
る
。
ま
た
貸
金
業
法
も
金
銭
の
貸
付
け
と
し
て
お
り
、

法
定
通
貨
に
よ
る
貸
付
け
は
規
制
対
象
と
な
る
一
方
で
仮
想
通
貨
の
貸
付
け
は
規
制
の
枠
外
と
い
う
こ
と
に
な
り
得
る
。
銀
行
が
そ
の
金

銭
的
価
値
の
移
転
や
保
存
に
関
与
で
き
な
い
仮
想
通
貨
が
法
的
に
も
金
銭
や
売
買
の
資
金
決
済
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
合
、
銀
行
は

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
大
き
く
転
換
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

仮
想
通
貨
の
普
及
は
銀
行
固
有
業
務
の
為
替
取
引
の
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
為
替
取
引
は
資
金
決
済
法
で
認
め

ら
れ
る
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
業
務
を
除
き
、
規
制
に
よ
り
銀
行
が
独
占
的
に
提
供
し
て
き
た
。
他
方
、
仮
想
通
貨
は
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
同

士
で
直
接
金
銭
的
価
値
の
移
転
が
可
能
で
あ
り
、
銀
行
は
為
替
取
引
を
独
占
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
仮
想
通
貨
に
よ
る
価
値
移
転

が
法
的
に
認
め
ら
れ
れ
ば
、
銀
行
は
代
替
手
段
を
有
す
る
顧
客
に
対
し
て
為
替
取
引
を
営
業
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

金
銭
や
売
買
の
概
念
に
仮
想
通
貨
が
含
ま
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
か
か
る
法
規
制
が
整
備
さ
れ
れ
ば
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
の

拡
大
も
含
め
資
金
調
達
手
段
の
選
択
肢
は
広
が
り
、
利
便
性
の
向
上
な
ど
競
争
力
を
高
め
な
い
限
り
銀
行
融
資
の
競
争
力
は
大
き
く
低
下

す
る
可
能
性
も
あ
る
。

⑷
　
金
融
機
関
が
直
面
す
る
当
面
の
課
題
─Better Bank

段
階
の
問
題
点
─

①
ユ
ー
ザ
ー
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
顧
客
デ
ー
タ
喪
失

デ
ジ
タ
ル
化
を
受
け
て
顧
客
デ
ー
タ
を
集
め
る
た
め
の
顧
客
と
の
接
点
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
）
を
巡
る
競
争
も
激
化
し
、
金
融
ビ
ジ
ネ

一
二
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ス
の
領
域
で
は
家
計
簿
ア
プ
リ
や
ク
ラ
ウ
ド
会
計
シ
ス
テ
ム
等
の
顧
客
と
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
の
間
に
立
ち
ビ
ジ
ネ
ス
を
行
う
電
子
決

済
等
代
行
業
者
に
対
し
て
登
録
制
が
導
入
さ
れ
た
（
二
〇
一
七
年
六
月
）。
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
場
合
、
最
終
的
な
金
融
サ
ー
ビ
ス
は

金
融
機
関
が
提
供
す
る
点
で
特
定
領
域
に
特
化
し
た
ノ
ン
バ
ン
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
よ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
や
仮
想
通
貨
に
よ
る
金
融
機

能
の
代
替
と
は
異
な
る
が
、
企
業
競
争
力
を
左
右
す
る
顧
客
デ
ー
タ
は
顧
客
接
点
を
有
す
る
企
業
に
集
中
し
、
顧
客
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス

を
金
融
機
関
が
喪
失
す
る
点
で
相
違
は
な
い
。

金
融
機
関
は
特
定
分
野
に
特
化
し
た
ノ
ン
バ
ン
ク
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
電
子
決
済
等
代
行
業
者
な
ど
中
間
的
業
者
や
商
流
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
、
ま
た
銀
行
に
と
り
仮
想
通
貨
台
頭
な
ど
の
環
境
変
化
か
ら
生
じ
る
顧
客
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
な
ら
び
に
顧
客
デ
ー
タ
を
喪
失

す
る
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。

②
フ
ル
ラ
イ
ン
か
ら
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
へ

金
融
機
関
の
み
な
ら
ず
個
々
の
サ
ー
ビ
ス
単
位
、
あ
る
い
は
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
単
位
共
に
顧
客
ニ
ー
ズ
充
足
が
重
要

に
な
り
、
個
々
の
サ
ー
ビ
ス
単
位
で
は
他
社
と
の
連
携
を
含
め
た
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
競
争
力
強
化
が
必
要
に
な
る
。

リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
し
た
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
販
売
す
る
場
合
は
自
社
サ
ー
ビ
ス
に
拘
泥
せ
ず
、
異
業
種
を
含
め
た
他
社
サ
ー
ビ
ス
と
連
携
す
る

オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
求
め
ら
れ
る
。

７
． FinTech

の
発
展
段
階
に
お
け
るB

etterB
ank

とR
elegatedB

ank

な
ら
び
にD

isinterm
ediatedB

ank

の
認
識
の
ズ
レ
に

つ
い
て

我
が
国
に
お
い
て
は
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
を
中
心
に
決
済
・
送
金
分
野
で
のF

inT
ech

企
業
と
の
連
係
や
グ
ル
ー
プ
化
あ
る
い
は
子
会

社
化
を
図
る
動
き
が
現
時
点
で
は
主
で
あ
り
、
仮
想
通
貨
を
独
自
に
発
行
す
る
動
き
も
出
て
い
る
。
我
が
国
の
場
合
、
貸
金
業
法
規
制
（
135
）

の

一
三
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

存
在
か
らF

inT
ech

企
業
が
銀
行
業
へ
新
規
参
入
す
る
に
は
大
き
な
障
壁
が
存
在
す
る
た
（
136
）

め
（
137
）

、
欧
米
の
よ
う
な
新
形
態
の
銀
行
免
許
構

想
の
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
（
138
）

。
加
え
て
直
近
で
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
す
る
規
制
強
化
の
方
向
性
も
示
さ
れ
、
こ
う
し
た
背
景
も

あ
っ
て
我
が
国
で
はF

inT
ech

に
関
し
て
は
既
存
金
融
機
関
に
よ
るB
etterB

ank

の
方
向
性
に
向
け
た
議
論
が
主
で
あ
り
、
欧
米
に
お

け
る
よ
う
なF

inT
ech

企
業
へ
の
銀
行
免
許
の
付
与
、
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
に
お
け
るR

elegatedB
ank

、

D
isinterm

ediatedB
ank

の
議
論
（
139
）

の
段
階
に
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
140
）

。
も
っ
と
も
金
融
庁
は
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
4.0
の
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の
例

と
し
て
銀
行
免
許
を
有
し
て
い
な
い
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
よ
る
銀
行
同
等
機
能
の
提
供
の
実
現
を
掲
げ
て
お
り
（
141
）

、
将
来
的
なF

inT
ech

企
業

へ
の
銀
行
免
許
付
与
も
決
し
て
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
他
方
で
金
融
庁
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
称
す
る
巨

大
Ｉ
Ｔ
（
情
報
技
術
）
企
業
を
念
頭
に
不
公
正
取
引
を
防
止
す
る
規
制
を
検
討
し
て
い
る
（
142
）

。
仮
想
通
貨
を
世
界
に
先
駆
け
て
法
制
度
と
し

て
取
り
込
み
取
引
を
正
面
か
ら
認
め
つ
つ
も
、F

inT
ech

の
無
制
約
な
発
展
を
許
容
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
と
も
思
料
さ
れ
、
今
後
の

規
制
当
局
の
取
り
組
み
の
ス
タ
ン
ス
が
注
視
さ
れ
よ
う
（
私
見
）。

第
十
二
章
　
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
に
向
け
て

１
．
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
の
骨
子

金
融
庁
は
直
近
に
お
い
て
金
融
審
議
会
「
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
（
第
九
回
）」（
二
〇
一
八
年
六
月
一
八
日
）
の
中
で
「
中
間

整
理
（
案
）
─
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
に
向
け
て
─
」
を
提
示
し
て
い
る
。
将
来
のF

inT
ech

法
制
度
の
具
体
的
な
内
容
を

提
示
す
る
に
至
っ
て
は
い
な
い
が
、
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
構
築
に
向
け
て
、
基
礎
と
す
る
概
念
等
を
中
間
整
理
と
し
て
ま

と
め
て
お
り
、
金
融
庁
施
策
の
今
後
の
方
向
性
を
示
す
内
容
と
し
て
注
目
を
集
め
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
報
告
書
な
ど
と
重
複
す
る
部
分

一
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も
あ
る
が
参
考
に
な
り
、
骨
子
を
示
し
て
お
き
た
い
（
143
）

。

ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の
更
な
る
進
展
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
変
化
を
折
り
込
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
、
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
に
お
け
るB

etterB
ank

に
留
ま
ら
ず
、R

elegatedB
ank

、D
isinterm

ediatedB
ank

の

議
論
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
（
私
見
）。

機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
を
検
討
す
る
際
に
は
一
体
化
し
つ
つ
あ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
と
非
金
融
サ
ー
ビ
ス
と
の
関
係
に
つ
い

て
も
視
野
に
入
れ
て
い
く
必
要
を
総
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
。

２
．
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
の
必
要
性

先
ず
、
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
の
必
要
性
に
つ
い
て
改
め
て
掲
げ
て
い
る
。

経
済
社
会
情
勢
と
規
制
体
系
の
概
観
を
行
う
と
、
戦
後
の
厳
格
な
業
態
別
の
規
制
体
系
か
ら
一
九
九
二
年
以
降
は
業
態
間
の
相
互
参
入

へ
移
行
し
、
投
資
性
の
あ
る
金
融
商
品
に
つ
い
て
規
制
を
横
断
化
・
柔
構
造
化
し
た
（
二
〇
〇
六
年
金
融
商
品
取
引
法
整
備
）。
金
融
を
取
り

巻
く
近
年
の
環
境
変
化
で
は
、
Ｉ
Ｔ
の
進
展
等
に
よ
り
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の
動
き
が
拡
大
し
た
。
こ
れ
か
ら
一
〇

年
後
の
金
融
の
姿
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
技
術
の
実
用
化
等
に
よ
り
決
済
分
野
等
に
お
け
る
効
率
化
と
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド

リ
ン
グ
の
更
な
る
進
展
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
変
化
等
が
も
た
ら
さ
れ
る
た
め
金
融
シ
ス
テ
ム
や
金
融
サ
ー
ビ
ス
、

金
融
機
関
の
あ
り
方
に
抜
本
的
な
変
革
が
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

現
行
制
度
の
特
徴
と
検
討
の
基
本
的
方
向
性
と
し
て
、
現
状
で
は
基
本
的
に
業
態
毎
に
業
法
が
存
在
し
、
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
サ
ー
ビ
ス

が
同
一
の
機
能
・
リ
ス
ク
を
有
し
て
い
て
も
当
該
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
属
す
る
業
態
ご
と
に
規
制
の
内
容
が
異
な
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｔ

進
展
や
利
用
者
ニ
ー
ズ
を
起
点
と
し
た
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の
動
き
な
ど
を
踏
ま
え
る
と
、
各
プ
レ
イ
ヤ
ー
を
各
業

一
三
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

法
の
業
態
に
当
て
は
め
て
規
制
す
る
よ
り
も
金
融
規
制
体
系
を
よ
り
機
能
別
・
横
断
的
な
も
の
と
し
、
同
一
の
機
能
・
同
一
の
リ
ス
ク
に

は
同
一
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
・
利
用
者
利
便
の
向
上
の
面
で
は
各
プ

レ
イ
ヤ
ー
が
自
由
に
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
た
上
で
、
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
サ
ー
ビ
ス
の
果
た
す
機
能
・
リ
ス
ク

に
応
じ
て
ル
ー
ル
を
過
不
足
な
く
適
用
す
る
。
利
用
者
保
護
・
公
正
な
競
争
条
件
の
確
保
と
し
て
は
規
制
が
緩
い
業
態
へ
の
移
動
等
を
通

じ
た
規
制
の
回
避
を
防
止
す
る
。

規
制
の
柔
構
造
化
と
し
て
、
同
一
の
機
能
に
は
同
一
の
ル
ー
ル
を
適
用
し
、
業
務
内
容
や
リ
ス
ク
の
差
異
に
応
じ
て
ル
ー
ル
の
内
容
を

調
整
す
る
手
法
を
採
る
。
異
な
る
機
能
間
で
の
ル
ー
ル
の
共
通
化
と
し
て
、
規
制
目
的
が
共
通
の
部
分
に
つ
い
て
は
ル
ー
ル
を
で
き
る
だ

け
共
通
化
を
図
る
。

３
．
金
融
の
各
機
能
の
分
類
と
法
規
制

①
決
済
機
能
に
関
連
し
た
法
制
度
は
資
金
決
済
法
で
資
金
移
動
業
者
、
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。「
決
済
」

の
射
程
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
整
理
す
る
。
決
済
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
を
介
し
て
、
直
接
現
金
を
輸
送
せ
ず
に
意
図
す
る
額
の
資
金

を
意
図
す
る
先
に
移
動
す
る
こ
と
、
お
よ
び
決
済
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
を
介
し
て
債
権
債
務
関
係
を
解
消
す
る
こ
と
。

②
資
金
供
与
機
能
に
関
連
し
た
法
制
度
は
銀
行
法
（
銀
行
）、
貸
金
業
法
（
貸
金
業
者
）
で
あ
る
が
、
資
金
供
与
と
預
金
受
入
れ
を
併
せ

行
う
銀
行
等
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
は
経
営
の
健
全
性
の
確
保
が
厳
格
に
求
め
ら
れ
て
き
た
。
信
用
創
造
機
能
の
面
か
ら
も
リ
ス
ク
の
顕

在
化
を
回
避
し
信
用
秩
序
を
維
持
し
て
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
金
融
危
機
を
防
止
す
る
観
点
か
ら
、
信
用
創
造
に
よ
り
高
ま
る
リ
ス
ク
に
対
し

て
は
ル
ー
ル
を
一
定
程
度
加
重
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

③
資
産
運
用
機
能
に
関
連
し
た
法
制
度
は
金
商
法
（
金
融
商
品
取
引
業
者
）
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
資
金
余
剰
主
体
が
自
ら
の
運
用
目
的

一
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や
リ
ス
ク
選
好
に
従
っ
て
運
用
を
行
う
こ
と
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
等
を
通
じ
た
資
金
配
分
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
株
式
・
社
債
等
の

金
融
商
品
に
つ
い
て
は
発
行
者
の
事
業
リ
ス
ク
・
信
用
リ
ス
ク
、
相
場
変
動
等
の
市
場
リ
ス
ク
等
が
伴
う
こ
と
が
多
く
、
必
要
な
情
報
の

提
供
を
確
保
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
投
資
家
の
保
護
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
投
資
家
か
ら
資
産
を
預
か
っ
て
運
用
を
行
う
者

に
つ
い
て
は
受
託
資
産
の
適
正
な
運
用
が
求
め
ら
れ
、
忠
実
義
務
等
の
受
託
者
責
任
に
関
す
る
規
定
、
運
用
状
況
等
の
報
告
に
関
す
る
規

定
な
ど
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
更
に
株
式
・
社
債
等
の
取
引
の
場
で
あ
る
証
券
市
場
は
流
通
市
場
に
お
け
る
適
正
な
価
格
形
成
の
実
現
、

効
率
的
な
資
金
配
分
の
実
現
な
ど
公
益
の
観
点
か
ら
重
要
な
意
義
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
正
で
効
率
的
な
価
格
形
成
が
行
わ
れ
る
よ
う
市

場
の
公
正
性
・
透
明
性
を
確
保
す
る
こ
と
も
重
要
と
な
る
。

④
リ
ス
ク
移
転
機
能
に
関
連
し
た
法
制
度
は
保
険
業
法
（
保
険
会
社
）
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
経
済
・
生
活
上
の
様
々
な
リ
ス
ク
の
発

生
の
可
能
性
に
応
じ
て
対
価
を
支
払
い
、
保
障
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
信
用
保
証
や
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
、
保
険
は
機
能
的
に
類
似
す

る
面
も
あ
る
が
、
信
用
保
証
に
は
特
段
の
業
規
制
は
設
け
ら
れ
ず
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
業
と
し
て
行
う
者
に
つ
い
て
は
登
録
対
象
と

さ
れ
る
に
留
ま
る
。
保
険
を
業
と
し
て
行
う
者
に
つ
い
て
は
免
許
対
象
と
さ
れ
、
当
局
に
よ
る
商
品
認
可
も
求
め
ら
れ
る
と
い
う
相
違
が

見
ら
れ
る
。
保
険
な
ど
リ
ス
ク
を
集
積
・
分
散
す
る
業
者
に
お
い
て
は
、
保
障
を
提
供
す
る
た
め
の
原
資
の
確
保
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
が

健
全
な
業
務
運
営
を
行
う
こ
と
が
重
要
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
が
背
景
に
あ
る
。
リ
ス
ク
の
集
積
・
分
散
に
当
た
り
、
Ｉ
Ｔ
を
活

用
し
た
デ
ー
タ
分
析
の
高
度
化
等
に
よ
り
リ
ス
ク
評
価
の
精
緻
化
が
進
み
、
良
好
な
健
康
状
態
の
利
用
者
に
対
し
て
保
険
料
を
下
げ
る
保

険
商
品
の
提
供
な
ど
利
用
者
ニ
ー
ズ
や
属
性
に
適
合
的
な
商
品
が
提
供
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
で
は
商
品
設
計
に
よ
っ
て
は
健
康

状
態
な
ど
条
件
が
悪
い
人
は
過
度
に
保
険
に
加
入
し
に
く
く
な
り
得
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
て
い

く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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４
．
金
融
の
各
機
能
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
利
益
お
よ
び
規
制
の
態
様

各
機
能
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
利
益
の
項
目
と
し
て
は
、
機
能
の
確
実
な
履
行
、
利
用
者
に
対
す
る
情
報
提
供
等
、
利
用
者
資
産

の
保
護
、
利
用
者
情
報
の
保
護
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
お
よ
び
テ
ロ
資
金
供
与
の
防
止
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
顕
在
化
の
防

止
が
挙
げ
ら
れ
る
ほ
か
、
証
券
市
場
を
は
じ
め
と
し
た
市
場
の
公
正
性
・
透
明
性
の
確
保
も
重
要
と
な
る
。
各
機
能
に
お
い
て
達
成
さ
れ

る
べ
き
利
益
の
項
目
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
求
め
ら
れ
る
水
準
等
に
は
濃
淡
が
あ
る
た
め
各
機
能
の
特
徴
に
応
じ
た
対
応
が
必
要
と
な
る
。

５
．
業
務
範
囲
規
制
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
等
の
主
体
別
規
制
と
機
能
別
・
横
断
的
な
規
制
体
系

金
融
・
非
金
融
の
境
界
が
曖
昧
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
銀
行
・
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
は
重
厚
な
業
務
範
囲
規
制
・
財
務
規
制
・
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
が
依
然
と
し
て
存
在
す
る
。
規
制
間
の
役
割
分
担
と
し
て
、
業
務
範
囲
規
制
に
置
か
れ
た
力
点
に
つ
い
て
は
再
検
討
の
余
地

が
あ
る
。

銀
行
持
株
会
社
、
銀
行
、
事
業
会
社
を
各
々
頂
点
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
銀
行
の
本
業
へ
の
リ
ス
ク
遮
断
効
果
に
か
か
る
差
異

等
を
考
慮
し
た
上
で
業
務
範
囲
規
制
の
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
銀
行
・
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
期
待
さ
れ
る

サ
ー
ビ
ス
の
外
縁
に
変
容
が
予
想
さ
れ
る
中
で
、
現
在
以
上
に
多
様
な
業
務
を
認
め
る
場
合
に
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
財
務
規
制
の
あ
り
方

に
つ
い
て
幅
広
く
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
ま
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
、
そ
の
目
的
・
対
象
に
変
容
が
あ
り
得
る
か
な
ど

目
的
・
対
象
に
応
じ
た
実
効
的
な
手
法
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

な
お
信
用
創
造
を
行
わ
な
い
決
済
専
業
銀
行
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
銀
行
と
同
様
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
対
応
は
不
要
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
。
銀
行
や
そ
の
属
す
る
グ
ル
ー
プ
内
の
会
社
に
従
来
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
業
務
を
認
め
る
場
合
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

で
保
護
す
べ
き
部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
を
平
時
か
ら
実
効
的
に
分
離
可
能
な
状
態
に
し
て
お
き
、
有
事
に
分
離
さ
せ
る
措
置
に
つ
い
て
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検
討
し
て
い
く
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
。

６
．
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
プ
ロ
セ
ス
等
に
着
目
し
た
ル
ー
ル
整
備

利
用
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
業
態
・
機
能
横
断
的
に
提
供
す
る
場
合
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
商
品
・
サ
ー
ビ
ス

提
供
の
代
理
・
媒
介
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
ル
ー
ル
を
で
き
る
だ
け
共
通
化
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

金
融
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
が
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
中
で
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
た
金
融
取
引
に
関
し
て
は
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
利
用
者
で
あ
る
個
々
の
契
約
当
事
者
よ
り
も
、
契
約
当
事
者
を
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
を
規

制
す
る
方
が
実
効
的
と
考
え
ら
れ
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
に
対
す
る
規
律
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。

７
．
今
後
の
課
題

今
後
は
各
機
能
の
中
で
個
々
の
業
務
の
内
容
や
リ
ス
ク
の
差
異
を
い
か
に
認
識
・
測
定
し
、
ル
ー
ル
に
差
異
を
設
け
て
い
く
か
を
含
め

た
具
体
的
な
制
度
設
計
が
必
要
と
な
る
。
企
業
・
経
済
の
持
続
的
成
長
と
安
定
的
な
資
産
形
成
等
に
よ
る
国
民
の
厚
生
の
増
大
と
い
う
金

融
行
政
の
目
標
と
の
整
合
性
に
留
意
が
さ
れ
る
。
利
用
者
情
報
の
適
切
な
保
護
に
加
え
て
、
情
報
の
適
切
な
利
活
用
を
し
や
す
く
す
る
環

境
整
備
と
い
う
観
点
に
も
留
意
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
の
際
し
て
は
、
以
下
の
観
点
も
考
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
①
国
際
的
な

サ
ー
ビ
ス
展
開
へ
の
対
応
・
国
際
的
な
整
合
性
、
②
法
令
と
自
主
規
制
等
の
組
合
せ
、
③
民
事
法
上
の
扱
い
、
④
金
融
に
関
す
る
基
本
的

概
念
・
ル
ー
ル
の
横
断
化
。

①
国
際
的
な
サ
ー
ビ
ス
展
開
へ
の
対
応
・
国
際
的
な
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
金
融
取
引
は
国
境
を
越
え
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ど

の
場
合
に
我
が
国
の
金
融
規
制
を
適
用
し
て
実
効
性
を
確
保
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
国
境
を
越
え
た
サ
ー
ビ
ス
展
開
を
阻
害
す
る
こ
と

は
避
け
る
と
共
に
国
際
的
な
規
制
の
裁
定
（
ア
ー
ビ
ト
ラ
ー
ジregulatory arbitrage
規
制
の
緩
い
国
・
地
域
へ
の
移
動
に
よ
る
規
制
の
回
避
）
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を
防
止
す
る
観
点
か
ら
規
制
の
国
際
的
な
整
合
性
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
も
各
国
の
規
制
当
局
に
お
い
て
は
重
要
と
な
る
。

②
法
令
と
自
主
規
制
等
の
組
合
せ
に
つ
い
て
は
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
適
時
な
対
応
を
行
う
べ
く
法
令
に
よ
る
金
融
規
制
と
当
局
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
業
界
団
体
等
の
実
効
的
な
自
主
規
制
、
コ
ー
ド
の
よ
う
な
ソ
フ
ト
ロ
ー
な
ど
の
役
割
分
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を

行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
役
割
分
担
に
も
留
意
す
る
必
要

が
あ
る
。

③
民
事
法
上
の
扱
い

Ｉ
Ｔ
進
展
等
に
伴
い
金
融
取
引
に
新
し
い
手
段
が
用
い
ら
れ
る
場
合
の
金
融
法
制
に
お
け
る
に
対
処
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
段
に
か
か

る
民
事
法
上
の
扱
い
も
問
題
と
な
り
得
る
。

④
金
融
に
関
す
る
基
本
的
概
念
・
ル
ー
ル
の
横
断
化

一
定
の
概
念
等
に
つ
い
て
は
金
融
規
制
全
体
を
視
野
に
入
れ
横
断
的
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
金
銭
の
概
念
、
人
工
知

能
（
Ａ
Ｉ（144
）

）、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
等
に
つ
い
て
は
個
々
の
法
律
の
対
応
で
な
く
金
融
規
制
全
体
に
つ
い
て
横
断
的
に
対
応
し
て
い

く
こ
と
が
適
切
な
場
合
も
あ
り
得
る
。

金
融
サ
ー
ビ
ス
に
活
用
さ
れ
る
Ｉ
Ｔ
他
の
技
術
に
変
更
が
生
じ
て
も
機
能
や
リ
ス
ク
が
変
わ
ら
な
い
場
合
は
、
当
該
サ
ー
ビ
ス
に
適
用

さ
れ
る
規
制
の
内
容
は
変
更
が
な
い
よ
う
に
金
融
制
度
の
設
計
を
行
う
こ
と
が
重
要
と
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
に
関
し
て
は
開
発

者
の
予
見
可
能
性
を
超
え
た
能
力
・
用
途
を
具
備
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
り
、
金
融
分
野
以
外
で
の
検
討
も
踏
ま
え
て
金
融

分
野
の
検
討
を
深
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
仮
想
通
貨
（
暗
号
資
産
）
が
金
銭
の
関
係
で
い
か
な
る
位
置
付
け
に
な
る
か
、
民
事
法
上

の
扱
い
も
踏
ま
え
て
金
融
分
野
で
も
検
討
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
と
の
意
見
も
出
さ
れ
て
い
る
。
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⑤
参
入
ル
ー
ル
の
横
断
化
・
柔
構
造
化

こ
の
他
業
態
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
な
ビ
ジ
ネ
ス
選
択
を
容
易
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
参
入
ル
ー
ル
の
横
断
化
・
柔
構
造
化
も
論
点
と

な
り
得
る
。
英
国
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
を
み
る
と
規
制
対
象
業
務
（
預
金
受
入
れ
、
信
用
供
与
、
投
資
運
用
、
保
険
契
約
）
を
行
わ
ん
と

す
る
者
は
対
応
す
る
許
可
を
取
得
し
、
同
時
に
広
く
認
可
業
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
認
可
業
者
が
追
加
で
他
の
業
務
を
行
わ
ん
と

す
る
場
合
は
対
応
す
る
許
可
を
追
加
的
に
取
得
す
れ
ば
よ
く
、
改
め
て
認
可
を
と
る
こ
と
は
不
要
と
さ
れ
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨
監
督

庁
は
幅
広
い
決
済
サ
ー
ビ
ス
（paym

ent services

）
に
つ
い
て
、
提
供
す
る
幅
広
い
対
象
を
単
一
ラ
イ
セ
ン
ス
の
下
で
規
制
・
監
督
し
、

同
時
に
各
々
の
規
制
対
象
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を
類
型
化
し
て
有
す
る
リ
ス
ク
に
応
じ
て
必
要
な
規
制
を
課
す
る
枠
組
み
を
提
案
し
て
い
る
。

か
か
る
制
度
は
業
態
・
機
能
を
横
断
し
た
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
に
繋
が
る
反
面
、
制
度
の
運
用
上
は
逆
に
審
査
を
複
雑
化
し
迅
速
な

参
入
に
は
繋
が
ら
な
い
こ
と
、
い
か
な
る
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
明
確
性
の
問
題
が
生
じ
得
る
こ
と
な
ど
も
指
摘
が
さ
れ
、

両
面
を
認
識
し
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

第
十
三
章
　
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制
の
意
義
、
仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
法
的
な
論
点
な
ど

１
．
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制
の
意
義

仮
想
通
貨
に
関
し
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
を
含
め
そ
の
私
法
的
位
置
付
け
な
ど
、
種
々
議
論
が
さ
れ
先
行
研
究
も
多
い
（
145
）

。
以
下
で
は
仮
想
通
貨
交

換
業
者
に
対
す
る
規
制
の
意
義
、
更
に
は
新
し
い
論
点
と
し
て
仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
に
関
し
て
問
題
と
な
る
法
律
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

と
Ｅ
Ｕ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
関
係
な
ど
に
つ
き
、
要
点
を
示
し
て
お
き
た
い
。

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制
の
必
要
性
、
そ
の
手
法
等
が
議
論
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
う
分
散
型
の

一
三
八



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
中
で
唯
一
中
央
集
権
的
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
が
仮
想
通
貨
交
換
業
者
で
あ
り
、
多
数
の
投
資
家
を
傘
下
に
有

し
て
顧
客
資
産
を
預
か
り
取
引
に
応
じ
、
参
加
者
間
の
取
引
を
仲
介
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
基
本
的
に
分
散
型
と
な
っ
て
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
唯
一
規
制
対
象
と
な
り
得
る
の
は
、
必
然
的
に
中
央
集
権
的
な
存

在
で
あ
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
と
な
る
。
従
っ
て
国
際
的
に
仮
想
通
貨
交
換
業
に
着
目
し
た
制
度
的
対
応
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

は
必
然
性
が
あ
る
。
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
や
犯
罪
資
金
等
で
も
最
終
的
に
問
題
と
な
る
の
は
法
定
通
貨
に
交
換
す
る
局
面
で
あ
り
、
そ

の
面
か
ら
も
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
規
制
す
る
意
義
は
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
146
）

。

混
蔵
寄
託
と
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
の
ジ
レ
ン
マ
、
マ
ネ
ロ
ン
問
題
と
法
制
度
構
築
の
構
造
的
な
課
題
と
し
て
検
討
し
て
き
た
点
が
改
め
て
浮

き
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

２
．
仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
法
的
な
論
点

仮
想
通
貨
に
投
資
す
る
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
、
従
来
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
同
様
に
厳
格
な
規
制
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
新
し
い
概
念

で
あ
る
こ
と
か
ら
規
制
対
応
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
法
規
制
に
つ
い
て
フ
ァ
ン
ド
類
型
毎

に
概
略
を
み
て
い
き
た
い
（
147
）

。

⑴
　
組
合
型
フ
ァ
ン
ド

エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
選
択
と
し
て
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
は
信
託
型
、
会
社
型
、
組
合
型
の
三
類
型
が
あ
り
、
柔
軟
性
の
高
さ
等
か
ら
組
合

型
の
フ
ァ
ン
ド
が
優
先
的
な
選
択
肢
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
仮
想
通
貨
に
対
し
て
直
接
投
資
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
投
資
事
業
有

限
責
任
組
合
を
組
成
す
る
こ
と
は
で
き
ず
（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
三
条
一
項
）、
任
意
組
合
や
匿
名
組
合
に
よ
る
組
合

型
の
フ
ァ
ン
ド
組
成
が
選
択
肢
と
な
る
。

一
三
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フ
ァ
ン
ド
持
分
の
有
価
証
券
該
当
性
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ン
ド
持
分
が
有
価
証
券
に
該
当
す
る
場
合
に
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
金
融
商
品
取

引
法
の
業
者
規
制
等
が
問
題
に
な
る
。
組
合
型
フ
ァ
ン
ド
で
は
持
分
保
有
者
が
出
資
ま
た
は
拠
出
を
し
た
金
銭
を
充
当
し
て
事
業
が
行
わ

れ
、
収
益
の
配
当
ま
た
は
財
産
の
分
配
が
行
わ
れ
る
場
合
に
原
則
と
し
て
有
価
証
券
に
該
当
す
る
（
金
融
商
品
取
引
法
二
条
二
項
五
号
）。

投
資
家
の
勧
誘
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ン
ド
持
分
が
有
価
証
券
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
の
勧
誘
は
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
に
該
当
し
（
金

融
商
品
取
引
法
二
八
条
二
項
）、
原
則
と
し
て
金
融
商
品
取
引
業
者
と
し
て
の
登
録
が
必
要
と
な
る
（
金
融
商
品
取
引
法
二
九
条
）。

適
格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
つ
い
て
、
組
合
型
の
フ
ァ
ン
ド
の
場
合
は
金
融
商
品
取
引
業
者
と
し
て
の
登
録
に
つ
い
て
適
格
機
関

投
資
家
等
特
例
業
務
の
重
要
な
例
外
が
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
の
投
資
家
に
一
名
以
上
の
適
格
機
関
投
資
家
が
い
る
こ
と
、
適
格
機
関
投
資
家

以
外
の
投
資
家
が
一
定
の
属
性
の
者
に
限
ら
れ
る
こ
と
等
の
所
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
金
融
商
品
取
引
業
と
し
て
の
登
録
は
不
要
と

さ
れ
る
（
金
融
商
品
取
引
法
六
三
条
以
下
）。

開
示
義
務
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ン
ド
持
分
が
有
価
証
券
に
該
当
す
る
場
合
に
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出
義
務
等
の
開
示
義
務
が
問
題
に
な

る
が
、
主
と
し
て
有
価
証
券
に
投
資
を
す
る
フ
ァ
ン
ド
以
外
に
つ
い
て
は
開
示
義
務
の
適
用
対
象
外
と
さ
れ
る
（
金
融
商
品
取
引
法
三
条
三

号
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
二
条
の
九
第
一
項
）。

⑵
　
信
託
型
フ
ァ
ン
ド

①
投
資
信
託

信
託
型
フ
ァ
ン
ド
の
場
合
に
投
資
信
託
お
よ
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
の
規
制
を
受
け
る
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
に
該
当
す
る
か

が
問
題
に
な
る
。
主
と
し
て
特
定
資
産
に
対
す
る
投
資
と
し
て
運
用
す
る
目
的
が
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
の
要
件
と
さ
れ
る
が
（
投
資

信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
二
条
一
項
）、
仮
想
通
貨
は
特
定
資
産
に
該
当
し
な
い
た
め
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行

一
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令
三
条
）、
仮
想
通
貨
に
直
接
投
資
を
す
る
フ
ァ
ン
ド
で
あ
れ
ば
委
託
者
指
図
型
投
資
信
託
に
該
当
し
な
い
。

フ
ァ
ン
ド
が
投
資
信
託
に
該
当
す
る
場
合
に
は
投
信
法
の
規
制
を
遵
守
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

②
外
国
投
資
信
託

海
外
の
信
託
型
フ
ァ
ン
ド
の
場
合
に
外
国
投
資
信
託
該
当
性
が
問
題
と
な
る
が
、
外
国
投
資
信
託
は
「
外
国
に
お
い
て
外
国
の
法
令
に

基
づ
い
て
設
定
さ
れ
た
信
託
で
、
投
資
信
託
に
類
す
る
も
の
を
い
う
」
と
さ
れ
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
二
条
二
四
項
）、
外

国
投
資
信
託
に
「
類
す
る
」
か
は
総
合
的
な
判
断
と
な
る
。
仮
想
通
貨
は
特
定
資
産
に
該
当
し
な
い
た
め
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

す
る
法
律
施
行
令
三
条
）、
仮
想
通
貨
に
の
み
直
接
投
資
を
す
る
場
合
は
外
国
投
資
信
託
の
該
当
性
は
否
定
さ
れ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
。

③
信
託

投
資
信
託
に
該
当
し
な
い
信
託
型
の
フ
ァ
ン
ド
も
想
定
で
き
る
。
特
定
資
産
に
該
当
し
な
い
仮
想
通
貨
を
主
た
る
投
資
対
象
と
す
る

フ
ァ
ン
ド
あ
る
い
は
受
益
権
を
分
割
し
て
複
数
の
者
に
取
得
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
な
い
も
の
な
ど
は
投
資
信
託
に
該
当
し
な
い
信
託

フ
ァ
ン
ド
と
し
て
組
成
が
可
能
と
な
る
。
仮
想
通
貨
に
か
か
る
信
託
対
象
た
る
「
財
産
」（
信
託
法
二
条
一
項
）
へ
の
該
当
性
が
論
点
に
な

り
、
ま
た
実
務
的
課
題
等
も
多
い
。

⑶
　
会
社
型
フ
ァ
ン
ド

会
社
型
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
、
投
資
法
人
に
「
類
す
る
」
場
合
に
は
外
国
投
資
法
人
に
該
当
す
る
（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る

法
律
二
条
二
五
項
）。
外
国
投
資
法
人
に
関
す
る
規
制
は
外
国
投
資
信
託
と
同
様
で
あ
る
が
、
外
国
投
資
法
人
自
身
が
販
売
を
行
う
場
合
は

金
融
商
品
取
引
業
に
該
当
し
な
い
点
に
相
違
が
あ
る
。

一
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⑷
　
取
引
相
手
方
の
法
規
制
と
国
際
私
法

仮
想
通
貨
に
投
資
す
る
フ
ァ
ン
ド
が
投
資
活
動
を
行
う
場
合
、
取
引
相
手
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
法
規
制
も
問
題
と
な
る
。
仮
想
通
貨

に
投
資
し
て
法
定
通
貨
と
仮
想
通
貨
の
交
換
ま
た
は
仮
想
通
貨
同
士
の
交
換
を
業
と
し
て
行
う
場
合
、
取
引
相
手
方
は
基
本
的
に
仮
想
通

貨
交
換
業
者
と
し
て
の
登
録
が
必
要
と
な
り
ま
す
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
六
三
条
の
二
、
二
条
七
項
）。
交
換
が
海
外
で
完
結
す
れ
ば
当

該
交
換
自
体
は
日
本
法
の
適
用
外
と
考
え
ら
れ
る
が
、
フ
ァ
ン
ド
運
営
者
が
国
内
に
い
れ
ば
日
本
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

仮
想
通
貨
の
交
換
の
媒
介
、
取
次
ぎ
ま
た
は
代
理
も
仮
想
通
貨
交
換
業
に
該
当
す
る
た
め
、
我
が
国
で
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
者
も
仮

想
通
貨
交
換
業
者
と
し
て
の
登
録
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
媒
介
は
他
人
間
の
契
約
の
成
立
に
第
三
者
が
尽
力
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
た
め
捕
捉
範
囲
は
広
く
な
る
。

フ
ァ
ン
ド
・
オ
ブ
・
フ
ァ
ン
ズ
と
し
て
他
の
フ
ァ
ン
ド
持
分
に
投
資
す
る
場
合
な
ど
投
資
対
象
が
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
、
有
価
証
券

に
投
資
を
募
る
行
為
や
投
資
家
か
ら
出
資
を
受
け
た
金
銭
の
運
用
行
為
に
つ
い
て
は
取
引
相
手
方
が
原
則
と
し
て
金
融
商
品
取
引
業
の
登

録
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
行
為
が
海
外
で
完
結
し
て
い
る
場
合
は
日
本
法
の
適
用
対
象
外
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
日

本
の
居
住
者
を
相
手
方
と
し
て
い
る
限
り
は
基
本
的
に
日
本
法
の
適
用
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。

仮
想
通
貨
の
仕
組
み
、
フ
ァ
ン
ド
の
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
は
非
定
型
的
な
も
の
が
多
く
、
個
別
具
体
的
な
検
討
が
不
可
欠
と
な
っ
て
く
る
。

既
述
し
た
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
、
貸
金
業
法
等
の
法
律
の
他
、
金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す

る
法
律
に
よ
る
説
明
義
務
（
同
法
三
条
）、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
取
引
時
確
認
（
同
法
四
条
）
が
必
要
と

な
る
場
合
も
生
じ
得
る
（
148
）

。
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F
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関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

３
．
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）
に
関
す
る
考
察

F
inT

ech

の
想
定
シ
ナ
リ
オ
あ
る
い
は
発
展
段
階
と
個
人
情
報
保
護
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
八
年
五
月
二
五
日
施
行
さ
れ
た

Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（G

eneral D
ata P

rotection R
egulation G

D
P

R

）
の
関
連
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。
更
に
、
仮
想
通
貨
に

関
し
て
特
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
型
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
場
合
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
適
用
可
能
性
が
問
題
と
な
る
（
149
）

。

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
適
用
を
巡
る
論
点
と
し
て
は
、
ⅰ
個
人
デ
ー
タ
（personal data

）
を
扱
う
か
、
ⅱ
デ
ー
タ
管
理
者
（data controller

）
ま
た

は
デ
ー
タ
処
理
者
（data processor

）
に
該
当
す
る
か
、
ⅲ
適
用
対
象
領
域
に
含
ま
れ
る
か
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
関
係
で
留
意
さ
れ
る
点
は
、
ⅰ
個
人
デ
ー
タ
の
範
囲
が
広
範
で
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
お
け
る
公
開
鍵
、
暗
号
化
・

ハ
ッ
シ
ュ
化
さ
れ
た
取
引
情
報
も
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
し
得
る
こ
と
、
ⅱ
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
参
加
す
る
ノ
ー
ド
が
）
デ
ー
タ
管
理
者

ま
た
は
デ
ー
タ
処
理
者
に
該
当
し
得
る
こ
と
、
ⅲ
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
域
内
所
在
の
ノ
ー
ド
に
適
用
さ
れ
得
る
こ
と
等
で
あ
る
。
こ
の
た
め
ブ

ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
利
用
す
る
事
業
を
行
う
場
合
、
我
が
国
の
個
人
情
報
保
護
法
と
共
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
適
用
対
象
と
な
る
か
、
ま
た
適
用

対
象
と
な
る
場
合
の
規
律
の
遵
守
に
つ
い
て
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

第
十
四
章
　
仮
想
通
貨
と
金
融
機
関
に
お
け
る
三
つ
の
防
衛
線
に
関
す
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

１
．
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
の
金
融
庁
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
領
域
に
お
け
る
技
術
革
新
進
展
な
ど
を
受
け
、
金
融
庁
は
規
制
の
横
断
化
と
合
わ
せ
て
、
検
査
に
つ
い
て
従
前
の
マ

ニ
ュ
ア
ル
重
視
か
ら
実
地
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
監
督
重
視
へ
の
転
換
を
図
ら
ん
と
し
て
い
る
。
仮
想
通
貨
を
念
頭
に
、
不
正
流
出
な
ど
問

題
事
案
の
生
じ
た
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
の
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
既
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
で
は
金
融
機
関

一
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に
お
け
る
三
つ
の
防
衛
線
と
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
あ
り
方
を
探
っ
て
い
き
た
い
（
150
）

。
金
融
機
関
全
般
に
お
け
る
近
時

の
三
つ
の
防
衛
線
の
議
論
に
つ
い
て
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
を
念
頭
に
、
一
般
的
な
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
と
も
対
比
し
つ
つ

プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
検
討
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
内
部
管
理
体
制
、
三
つ
の
防
衛
線
（3 L

ines of D
efense

）
に
関
す
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
全
社
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
に
焦
点
を
絞
り
、
私
見
を
交
え
て
考
察
を
進
め
る
。

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
暗
号
資
産
（
仮
想
通
貨
）
に
つ
い
て
は
、
①
テ
ロ
資
金
等
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
り
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ

（
金
融
活
動
作
業
部
会
）
等
か
ら
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
観
点
か
ら
の
ル
ー
ル
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
②
国
内
で
も
、

二
〇
一
四
年
当
時
世
界
最
大
規
模
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
破
綻
事
案
が
発
生
し
た
こ
と
等
を
受
け
、
二
〇
一
六
年
資
金
決
済
法
等
を
改

正
し
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
登
録
制
を
導
入
、
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
151
）

等
を
整
備
す
る
な
ど
二
〇
一
七
年
四
月
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対

す
る
新
制
度
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
。
金
融
庁
は
直
近
に
お
い
て
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
に
対
す
る
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
把
握
し

た
実
態
や
問
題
点
に
関
す
る
中
間
と
り
ま
と
め
を
図
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
の
分
析
等
を
踏
ま
え
て
、
今

後
の
検
討
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

暗
号
資
産
に
か
か
る
取
引
が
高
度
で
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
に
展
開
さ
れ
る
特
性
を
踏
ま
え
、
二
〇
一
七
年
八
月
金
融

庁
内
に
シ
ス
テ
ム
や
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
専
門
官
等
で
構
成
さ
れ
る
仮
想
通
貨
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
仮
想

通
貨
交
換
業
者
の
登
録
審
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
暗
号
資
産
に
か
か
る
情
報
の
収
集
・
分
析
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

登
録
審
査
に
お
い
て
は
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
リ
ス
ク
特
性
を
踏
ま
え
、
内
部
管
理
規
程
に
つ
い
て
の
書
面
で
の
審
査
に
加
え
て
、

業
者
を
実
地
訪
問
し
規
程
の
運
用
状
況
を
確
認
す
る
な
ど
の
審
査
を
行
っ
て
い
る
。
登
録
審
査
の
過
程
に
お
い
て
、
登
録
拒
否
要
件
に
は

該
当
し
な
い
も
の
の
登
録
業
者
各
社
に
お
い
て
種
々
の
課
題
が
把
握
さ
れ
、
各
リ
ス
ク
に
応
じ
て
濃
淡
を
つ
け
た
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
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し
て
い
る
。

金
融
庁
は
消
費
者
庁
、
警
察
庁
と
連
携
し
、
暗
号
資
産
の
価
格
変
動
リ
ス
ク
等
や
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ffering （

152
）

）
の
リ
ス
ク
等
に
つ

い
て
利
用
者
向
け
注
意
喚
起
を
実
施
し
、
警
察
庁
や
財
務
省
と
の
間
で
サ
イ
バ
ー
犯
罪
や
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
に
か
か
る
意
見
交

換
を
実
施
し
て
き
て
い
る
。

２
．
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
把
握
さ
れ
た
事
例
と
三
つ
の
防
衛
線

⑴
　
金
融
機
関
に
お
け
る
三
つ
の
防
衛
線

金
融
機
関
に
お
け
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
グ
ロ
ー
バ
ル
戦
略
策
定
に
当
た
り
、
統
合
的
リ
ス
ク
管
理
（
Ｅ
Ｒ
Ｍ
）、
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ

ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
整
備
を
図
る
上
で
リ
ス
ク
を
組
織
内
の
ど
こ
で
食
い
止
め
る
か
と
い
う
三
つ
の
防
衛
線
（3 L

ines of D
efense

）

の
重
要
性
が
唱
え
ら
れ
る
。

取
締
役
会
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
（B

oard G
overnance

）
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
に
経
営
執
行
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
（E

xecutive G
overnance

）

の
有
効
性
の
確
保
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
内
部
統
制
の
有
効
性
確
保
が
求
め
ら
れ
る
。
欧
米
型
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
、
指
名

委
員
会
等
設
置
会
社
モ
デ
ル
等
を
前
提
に
監
督
機
能
主
体
の
取
締
役
会
と
経
営
執
行
の
分
離
に
よ
る
最
適
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
確
立
に
お
い
て
、

三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
の
適
用
が
大
き
な
鍵
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

就
中
、
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
機
関
の
グ
ル
ー
プ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
有
効
性
確
保
、
第
三
の
防
衛
線
（
３
Ｌ
Ｄ
）
で
あ
る
内
部
監
査
（Internal 

audit

）
機
能
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
に
お
け
る
位
置
付
け
等
が
新
た
な
課
題
と
し
て
注
視
さ
れ
、
内
部
監
査
の
レ
ポ
ー
テ
ィ
ン
グ
ラ
イ
ン
を

本
邦
金
融
機
関
に
多
く
み
ら
れ
る
Ｃ
Ｅ
Ｏ
直
属
型
と
せ
ず
、
監
査
委
員
会
等
へ
付
属
す
る
独
立
ラ
イ
ン
と
す
べ
き
こ
と
が
近
年
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
153
）

。
第
三
の
防
衛
線
（T

hird L
ine of D

efense 3L
D

）
に
関
し
て
は
、
取
締
役
会
自
体
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
配
置
す
る
新
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た
な
提
唱
も
な
さ
れ
て
い
る
（Jam

es L
am

, 2017 （
154
）

）。

⑵
　
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
の
金
融
庁
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
事
例
と
三
つ
の
防
衛
線

金
融
機
関
に
お
け
る
三
つ
の
防
衛
線
（3 L

ines of D
efense

）
に
関
し
て
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
部
門
で
あ
る
第
一
線
（T

hird L
ine of D

efense 

1L
D

）、
リ
ス
ク
管
理
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
で
あ
る
第
二
線
（S

econd L
ine of D

efense 2L
D

）、
内
部
監
査
部
門
で
あ
る
第
三
線

（
３
Ｌ
Ｄ
）
が
あ
り
、
な
ら
び
に
各
部
門
を
支
え
る
カ
ル
チ
ャ
ー
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
、
以
下
の
問
題
が
認
め

ら
れ
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
に
か
か
る
金
融
庁
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
事
例
に
つ
い
て
、
三
つ
の
防
衛
線
の
分
類
に
従
っ
て
検
討
が

進
め
ら
れ
て
い
る
（
155
）

。

主
に
仮
想
通
貨
交
換
業
の
み
な
し
業
者
に
お
い
て
多
数
認
め
ら
れ
た
不
適
切
な
事
例
を
改
め
て
各
防
衛
線
毎
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
通

り
で
あ
る
。

①
　
ビ
ジ
ネ
ス
部
門
（
第
一
線
）

自
社
が
発
行
す
る
暗
号
資
産
の
不
適
切
な
販
売
、
利
用
者
が
急
増
し
、
内
部
管
理
態
勢
の
整
備
が
追
い
つ
か
な
い
中
で
、
積
極
的
な
広

告
宣
伝
を
継
続
す
る
と
い
っ
た
取
り
扱
う
暗
号
資
産
の
リ
ス
ク
評
価
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
取
扱
い
暗
号
資
産
（
仮
想
通
貨
）
の
選
定
に
つ
い
て
、
取
扱
い
暗
号
資
産
（
仮
想
通
貨
）
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
暗
号

資
産
の
利
便
性
や
収
益
性
の
み
が
検
討
さ
れ
て
い
る
反
面
、
取
扱
い
暗
号
資
産
ご
と
に
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
や
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
等

の
リ
ス
ク
を
評
価
し
た
上
で
、
リ
ス
ク
に
応
じ
た
内
部
管
理
態
勢
の
整
備
を
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

②
　
リ
ス
ク
管
理
・
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
（
第
二
線
）

法
令
等
の
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
も
達
し
て
い
な
い
内
部
管
理
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
取
引
時
確
認
を
行
っ
て
い
な
い
な
ど
、
マ

一
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ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
、
分
別
管
理
が
で
き
て
お
ら
ず
、
必
要
な
帳
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
利

用
者
資
産
の
流
用
な
ど
、
内
部
牽
制
が
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
、
シ
ス
テ
ム
の
開
発
は
し
て
い
る
も
の
の
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
人
材
が
不
足

し
て
い
る
こ
と
、
苦
情
対
応
や
取
引
の
適
正
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
利
用
者
保
護
が
図
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
シ
ス
テ
ム

や
暗
号
資
産
管
理
な
ど
を
委
託
し
た
外
部
委
託
先
の
管
理
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
つ
い
て
、
口
座
開
設
、
暗
号
資
産
（
仮
想
通
貨
）
の
移
転
取
引
に
係
る
各
種
規
制

の
理
解
、
暗
号
資
産
の
リ
ス
ク
特
性
を
踏
ま
え
た
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
な
ど
、
第
一
線
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
の
に
必
要
な

専
門
性
や
能
力
を
有
す
る
要
員
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
。

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
に
つ
い
て
、
業
容
や
事
務
量
に
比
べ
、
シ
ス
テ
ム
担
当
者
が
不
足
し
て
い
る
。
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
関
す
る
リ
ス

ク
シ
ナ
リ
オ
、
災
害
や
テ
ロ
な
ど
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
た
事
態
を
事
前
に
想
定
し
作
成
し
て
お
く
対
応
策
・
行
動
手
順
で
あ
る
コ
ン
テ
ィ

ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
プ
ラ
ン
（contingency plan
）
を
策
定
し
て
お
ら
ず
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
し
て
の
研
修
を
実
施
し
て
い
な
い
こ
と
が
指

摘
さ
れ
た
。

③
　
内
部
監
査
部
門
（
第
三
線
）

内
部
監
査
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
内
部
監
査
計
画
を
策
定
し
て
い
る
が
、
リ
ス
ク
評
価
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
経
営
陣
は
業
容
が
急
拡
大
す
る
中
、
業
容
に
見
合
っ
た
人
員
の
増
強
や
シ
ス
テ
ム
・
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
見
直
し
を
行
っ

て
い
な
い
。
取
締
役
会
等
で
は
、
多
額
の
利
用
者
財
産
を
管
理
す
る
金
融
業
者
と
し
て
の
リ
ス
ク
管
理
等
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
て
い

な
い
。
経
営
情
報
や
財
務
情
報
に
つ
い
て
、
利
用
者
に
分
か
り
や
す
く
公
表
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

一
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④
　
カ
ル
チ
ャ
ー
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

内
部
管
理
よ
り
も
広
告
宣
伝
に
多
額
の
支
出
を
行
う
な
ど
、
利
益
を
優
先
し
た
経
営
姿
勢
で
あ
る
こ
と
、
代
表
取
締
役
に
権
限
が
集
中

す
る
な
ど
、
取
締
役
及
び
監
査
役
の
牽
制
機
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
技
術
に
は
詳
し
く
て
も
金
融
業
に
対
す
る
知
識
を
欠
い
た

経
営
者
が
多
く
、
役
職
員
に
も
金
融
業
と
し
て
の
リ
ス
ク
管
理
に
知
識
を
有
す
る
人
材
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
、
最
低
限
の
内
部
管
理
も

行
っ
て
い
な
い
な
ど
、
利
用
者
保
護
の
意
識
や
遵
法
精
神
が
低
い
こ
と
、
経
営
情
報
や
財
務
情
報
の
開
示
に
消
極
的
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。具

体
的
に
は
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
や
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
な
ど
の
監
査
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
専
門
性
・
能
力
を
有

す
る
監
査
要
員
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
。
内
部
監
査
要
員
が
一
名
で
、
他
業
務
と
兼
務
し
て
い
る
中
、
内
部
監
査
計
画
の
策
定
や
内
部
監

査
を
実
施
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

第
三
線
の
防
衛
ラ
イ
ン
と
し
て
通
常
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
内
部
監
査
部
で
な
く
、
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
配
す
る
新
た
な

視
点
に
立
て
ば
、
金
融
庁
の
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
で
把
握
さ
れ
た
④
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
カ
ル
チ
ャ
ー
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
に
か
か
る
指
摘
事
項
に
関
し
て
も
そ
の
妥
当
性
が
窺
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
（
私
見
）。

⑶
　
カ
ル
チ
ャ
ー
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

上
記
の
各
防
衛
線
の
機
能
を
支
え
る
べ
く
、
当
該
企
業
に
お
け
る
カ
ル
チ
ャ
ー
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
さ
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
156
）

。

カ
ル
チ
ャ
ー
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
金
融
庁
検
査
に
お
け
る
問
題
点
を
ま
と
め
る
と
、
内
部
管
理
よ
り
も
広

告
宣
伝
に
多
額
の
支
出
を
行
う
な
ど
利
益
を
優
先
し
た
経
営
姿
勢
が
窺
え
る
。
代
表
取
締
役
に
権
限
が
集
中
す
る
な
ど
取
締
役
お
よ
び
監

一
四
八
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関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

査
役
の
牽
制
機
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
。
技
術
に
は
詳
し
く
て
も
金
融
業
に
対
す
る
知
識
を
欠
い
た
経
営
者
が
多
く
、
役
職
員
に
も
金

融
業
と
し
て
の
リ
ス
ク
管
理
に
知
識
を
有
す
る
人
材
が
不
足
し
て
い
る
。
最
低
限
の
内
部
管
理
も
行
っ
て
い
な
い
な
ど
利
用
者
保
護
の
意

識
や
遵
法
精
神
が
低
い
。
経
営
情
報
や
財
務
情
報
の
開
示
に
消
極
的
で
あ
る
。
金
融
庁
の
検
査
等
で
把
握
さ
れ
た
実
態
は
以
下
の
通
り
。

①
　
業
容
に
応
じ
た
態
勢
の
見
直
し

多
数
業
者
で
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
、
経
営
陣
は
業
容
が
急
拡
大
す
る
中
で
業
容
に
見
合
っ
た
人
員
の
増
強
や
シ
ス
テ
ム
・
キ
ャ
パ

シ
テ
ィ
の
見
直
し
を
行
っ
て
い
な
い
。
そ
の
他
の
不
適
切
な
事
例
と
し
て
、
経
営
会
議
等
に
お
い
て
広
告
宣
伝
な
ど
の
業
務
拡
大
に
関
す

る
議
論
の
み
が
行
わ
れ
内
部
管
理
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
監
査
役
は
、
利
用
者
数
や
取
引
量
の
増
加
に
伴
い
業
務
を
遂
行

す
る
た
め
の
人
員
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
取
締
役
会
等
に
お
い
て
人
員
の
増
強
の
必
要
性
な
ど
の
意
見

を
述
べ
て
い
な
い
。

②
　
金
融
業
と
し
て
の
経
営
管
理

多
数
業
者
で
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
、
取
締
役
会
等
で
は
多
額
の
利
用
者
財
産
を
管
理
す
る
金
融
業
者
と
し
て
の
リ
ス
ク
管
理
等
に

関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
他
の
不
適
切
な
事
例
と
し
て
、
主
要
株
主
が
役
員
に
就
任
す
る
な
ど
所
有
と
経
営
が
分
離
し
て

い
な
い
た
め
一
部
の
株
主
の
利
益
を
優
先
し
た
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
社
内
規
程
に
基
づ
い
て
各
種
リ
ス
ク
管
理
委
員
会
が
設
置
さ
れ

て
い
る
も
の
の
規
程
の
策
定
に
留
ま
り
、
一
度
も
開
催
さ
れ
て
い
な
い
。

③
　
開
示

多
数
業
者
で
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
、
経
営
情
報
や
財
務
情
報
に
つ
い
て
利
用
者
に
分
か
り
や
す
く
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。

一
四
九



④
　
取
締
役
会
の
機
能
発
揮

複
数
業
者
で
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
、
経
営
会
議
を
開
催
し
て
い
る
が
議
事
内
容
、
会
議
資
料
お
よ
び
議
事
録
等
を
記
録
・
保
存
し

て
い
な
い
。
取
締
役
会
は
、
新
規
事
業
を
実
現
す
る
た
め
に
自
社
発
行
暗
号
資
産
を
販
売
し
資
金
を
調
達
し
た
も
の
の
具
体
的
な
資
金
使

途
な
ど
新
規
事
業
の
進
捗
を
管
理
し
て
い
な
い
。
監
査
法
人
ま
た
は
公
認
会
計
士
と
の
契
約
の
締
結
に
当
た
り
、
取
締
役
会
に
お
い
て
監

査
法
人
等
の
監
査
能
力
の
有
無
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
各
種
リ
ス
ク
の
評
価
結
果
や
利
用
者
か
ら
の
重
要
な
苦
情
等
に
つ

い
て
取
締
役
会
へ
の
報
告
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。

３
．
金
融
庁
の
検
査
結
果
と
三
つ
の
防
衛
線
に
か
か
る
私
見

な
お
こ
こ
で
は
「
カ
ル
チ
ャ
ー
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
題
し
つ
つ
、
実
質
的
に
は
取
締
役
会
の
有
す
る
リ
ス
ク
ガ

バ
ナ
ン
ス
機
能
に
つ
い
て
取
り
ま
と
め
て
い
る
感
が
あ
る
。
最
終
の
防
衛
線
で
あ
る
第
三
線
と
し
て
、
従
来
型
の
内
部
監
査
部
署
で
な
く

取
締
役
会
を
配
置
す
る
と
い
う
新
た
な
視
点
に
よ
れ
ば
、
上
記
の
よ
う
に
三
つ
の
防
衛
線
と
は
別
に
カ
ル
チ
ャ
ー
お
よ
び
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
一
部
と
し
て
取
締
役
会
の
機
能
発
揮
を
盛
り
込
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
部
監
査
部
署
は
監
査
委
員
会
を
含
む
取

締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
の
構
成
要
素
の
一
部
と
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
こ
の
取
締
役
会
の
機
能
発
揮
の
項
目
自
体

が
最
終
の
防
衛
線
（
第
三
線
）
の
重
要
な
内
容
を
な
す
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
以
下
、
私
見
）。
三
つ
の
防
衛
線
と

ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
切
り
離
す
の
で
な
く
、
最
終
の
防
衛
線
（
第
三
線
）
の
中
に
骨
格
た
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
な

る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
カ
ル
チ
ャ
ー
の
醸
成
を
ま
と
め
て
配
置
す
る
ほ
う
が
ス
ム
ー
ス
な
考
え
方
に
な
ろ
う
。

従
前
の
議
論
で
は
、
内
部
監
査
部
署
の
独
立
性
を
維
持
す
べ
く
そ
の
従
属
先
を
Ｃ
Ｅ
Ｏ
（
最
高
経
営
執
行
責
任
者
）
と
せ
ず
に
、
独
立
社

外
取
締
役
主
体
で
構
成
さ
れ
た
監
査
委
員
会
の
下
に
内
部
監
査
部
署
を
配
置
す
る
方
向
性
を
改
善
と
し
て
打
ち
出
す
考
え
方
が
主
で
あ
る

一
五
〇
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関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

と
思
料
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
役
員
で
は
な
い
通
常
の
内
部
人
員
で
構
成
さ
れ
る
実
働
・
常
勤
の
内
部
監
査
部
署
に
ど
こ
ま
で
Ｃ
Ｅ
Ｏ

か
ら
の
影
響
力
排
除
を
期
し
う
る
の
か
、
専
門
部
署
と
し
て
人
事
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
せ
ず
に
恒
久
的
所
属
と
す
る
の
か
、
本
人
の
昇

進
意
欲
を
い
か
に
処
遇
す
る
か
、
内
部
部
署
の
部
門
長
以
上
の
役
員
あ
る
い
は
経
営
ト
ッ
プ
に
は
昇
進
が
困
難
に
な
ら
な
い
か
、
こ
う
し

た
役
員
で
は
な
く
従
業
員
に
か
か
る
人
事
制
度
全
体
の
改
定
が
整
理
さ
れ
な
い
と
、
内
部
監
査
部
署
を
最
終
防
衛
線
に
配
置
す
る
考
え
方

の
ま
ま
内
部
管
理
態
勢
の
強
化
を
進
め
る
こ
と
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
米
国
で
は
、
そ
も
そ
も
Ｃ
Ｅ
Ｏ
を
含
め
て
経
営
陣
、
あ
る
い
は

専
門
性
を
備
え
る
社
員
（
内
部
監
査
な
ど
）
の
流
動
的
労
働
市
場
が
出
来
上
が
っ
て
お
り
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
な
ど
経
営
陣
で
す
ら
契
約
期
間
な
い

に
実
績
を
上
げ
れ
ば
い
い
と
い
う
企
業
風
土
が
あ
る
が
、
我
が
国
で
は
徐
々
に
変
化
の
兆
し
は
あ
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
大
企
業
で
は
終

身
雇
用
制
を
前
提
に
長
年
に
亘
っ
て
の
同
一
社
内
で
の
実
績
作
り
が
昇
進
の
前
提
で
あ
り
、
社
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
も
な
っ
て
い
る
。

か
か
る
相
違
を
踏
ま
え
な
い
ま
ま
で
、
内
部
監
査
部
署
に
対
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
昇
進
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
制
約
さ
れ
た
ま
ま
で
過

度
に
独
立
性
と
義
務
・
責
任
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
若
干
の
疑
問
を
感
じ
る
。

も
っ
と
も
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
に
お
い
て
は
創
業
間
も
な
い
企
業
が
主
で
あ
れ
ば
、
最
初
か
ら
流
動
的
な
労
働
市
場
か
ら
移
っ
て
き

た
役
職
員
が
主
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ハ
ー
ド
ル
は
越
え
や
す
く
、
先
ず
は
そ
も
そ
も
機
能
し
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
存
在
す
ら
し
て
い

な
い
不
十
分
な
段
階
に
あ
る
内
部
監
査
部
署
に
つ
い
て
そ
の
本
来
的
な
機
能
発
揮
に
注
力
す
べ
く
組
織
整
備
を
図
り
、
取
締
役
会
の
リ
ス

ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
に
つ
い
て
も
併
せ
て
基
礎
的
な
段
階
か
ら
改
善
を
進
め
る
こ
と
が
自
助
努
力
の
中
心
と
な
る
と
も
い
え
る
。
仮
想
通

貨
交
換
業
者
等
が
今
後
長
年
に
亘
っ
て
成
長
し
、
淘
汰
さ
れ
た
暁
、
例
え
ば
上
場
を
果
た
し
た
場
合
な
ど
に
は
、
上
記
の
人
事
面
な
ど
の

問
題
点
が
徐
々
に
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
点
は
引
き
続
き
、
検
討
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。一

五
一



４
．
金
融
監
督
上
の
対
応
と
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（
全
社
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）

⑴
　
登
録
審
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

金
融
庁
で
は
以
上
の
検
査
結
果
を
踏
ま
え
、
今
後
の
監
督
上
の
対
応
と
し
て
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。
従
来
の
硬
直
的
な
マ
ニ
ュ
ア

ル
重
視
の
ボ
ッ
ク
ス
チ
ェ
ッ
キ
ン
グ
な
金
融
検
査
か
ら
、
横
断
的
あ
る
い
は
柔
軟
に
常
時
把
握
す
る
登
録
審
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
中
心
に

金
融
庁
の
体
制
整
備
を
行
い
、
検
査
の
実
効
性
向
上
を
目
指
さ
ん
と
す
る
。

イ
　
登
録
業
者

暗
号
資
産
を
取
り
巻
く
環
境
・
ビ
ジ
ネ
ス
が
急
速
に
変
化
し
、
登
録
業
者
が
登
録
審
査
時
に
構
築
さ
れ
た
内
部
管
理
態
勢
に
つ
い
て
変

化
に
応
じ
た
態
勢
強
化
を
行
っ
て
い
な
い
実
態
が
判
明
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
登
録
業
者
に
お
い
て
は
態
勢
整
備
状
況
に
つ
い
て
自
己

チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
金
融
当
局
は
Ｅ
Ｒ
Ｍ
（E

nterprise R
isk M

anagem
ent

全
社
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
157
）

）
に
お
け
る

リ
ス
ク
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
（
リ
ス
ク
情
報
の
収
集
・
評
価
）
の
精
緻
化
お
よ
び
そ
の
頻
繁
な
更
新
を
行
い
、
立
入
検
査
を
行
う
等
深
度
あ

る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
い
、
問
題
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
必
要
な
行
政
対
応
を
行
う
も
の
と
す
る
。

⑵
　
み
な
し
業
者

業
務
改
善
命
令
を
受
け
て
提
出
さ
れ
た
報
告
内
容
に
つ
い
て
、
金
融
庁
は
個
別
に
検
証
し
登
録
の
可
否
を
判
断
す
る
。

⑶
　
新
規
登
録
申
請
業
者

金
融
庁
は
、
書
面
に
よ
る
形
式
審
査
の
み
な
ら
ず
シ
ス
テ
ム
の
安
全
対
応
状
況
の
現
場
訪
問
に
よ
る
確
認
な
ど
、
一
層
深
度
あ
る
実
質

的
な
審
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
業
者
の
ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン
の
聴
取
、
実
効
的
な
内
部
管
理
態
勢
や
利
用
者
保
護
を
優
先

し
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
態
勢
の
状
況
に
つ
い
て
書
面
や
エ
ビ
デ
ン
ス
で
の
確
認
を
充
実
さ
せ
、
併
せ
て
現
場
で
の
検
証
や
役
員
ヒ
ア
リ
ン
グ
等

一
五
二
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関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

を
強
化
す
る
。

更
に
新
た
に
登
録
さ
れ
た
業
者
に
対
し
て
は
、
暗
号
資
産
を
取
り
巻
く
環
境
や
ビ
ジ
ネ
ス
の
急
速
な
変
化
を
踏
ま
え
、
登
録
後
の
早
い

段
階
で
立
入
検
査
を
実
施
す
る
。

⑷
　
自
主
規
制
団
体
と
連
携

仮
想
通
貨
交
換
業
の
健
全
な
発
展
の
た
め
、
法
令
に
基
づ
く
当
局
の
検
査
・
監
督
に
加
え
、
自
主
規
制
団
体
に
お
い
て
自
主
規
制
規
則

の
策
定
・
運
用
な
ど
の
対
応
が
機
動
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
登
録
業
者
全
一
六
社
に
よ
り
日
本
仮
想
通
貨
交
換
業
協
会
が

設
立
さ
れ
（
二
〇
一
八
年
三
月
二
九
日
）、
認
定
の
申
請
が
な
さ
れ
て
い
る
（
八
月
二
日
）。
金
融
庁
は
法
令
の
認
定
要
件
に
基
づ
き
、
実
効

性
の
あ
る
自
主
規
制
機
能
の
確
立
を
目
指
し
て
適
切
に
審
査
を
進
め
る
方
針
と
し
て
い
る
。

⑸
　
関
係
省
庁
・
海
外
当
局
と
連
携

金
融
庁
は
国
内
の
無
登
録
業
者
へ
の
対
応
、
利
用
者
へ
の
注
意
喚
起
に
つ
い
て
引
き
続
き
国
内
の
関
係
省
庁
と
緊
密
な
連
携
を
図
り
、

ま
た
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
関
す
る
登
録
制
や
免
許
制
を
導
入
し
て
い
る
海
外
当
局
は
現
時
点
で
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
仮
想
通
貨
交
換

業
者
に
か
か
る
規
制
導
入
の
点
で
我
が
国
は
先
行
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
般
的
な
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
と
し
て
の
対

策
を
講
じ
て
い
る
海
外
当
局
は
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
海
外
の
無
登
録
業
者
へ
の
対
応
な
ど
利
用
者
保
護
に
向
け
て
も
広
範
か
つ
緊
密
な

連
携
を
図
っ
て
い
く
方
針
を
示
し
て
い
る
（
158
）

。

５
．
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
と
三
つ
の
防
衛
線
に
か
か
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ら
び
にFinTech

の
活
用

⑴
　
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
と
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ

そ
こ
で
仮
想
通
貨
を
含
め
た
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
全
般
に
つ
い
て
、
以
下
で
は
三
つ
の
防
衛
線
の
関
連
を
中
心
に
規
制
の

一
五
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内
容
を
見
て
お
き
た
い
（
159
）

。

金
融
庁
の
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
一
八
年
二
月
六
日
）（
Ａ
Ｍ
Ｌ
／

Ｃ
Ｆ
Ｔ
（anti-m

oney laundering and com
bating the financing of terrorism

）
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
に
お
い
て
、
金
融
機
関
等
に
直
面
し
て
い

る
リ
ス
ク
（
顧
客
業
務
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
含
む
）
を
適
時
・
適
切
に
特
定
・
評
価
し
、
そ
の
リ
ス
ク
に
見
合
っ
た
低
減
措
置
を
講
ず
る
リ

ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
実
施
を
求
め
て
い
る
（
160
）

。

我
が
国
に
お
け
る
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
お
よ
び
テ
ロ
資
金
供
与
（
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
）
対
策
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
に
よ

る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
（
犯
収
法
）、
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
外
為
法
）
等
の
関
係
法
令
に
取
引
時
確
認
等
の
基
本
的

な
事
項
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
銀
行
法
、
保
険
業
法
、
金
融
商
品
取
引
法
等
の
免
許
・
登
録
等
を
受
け
て
業
務
を
行
う
金
融
機
関
等
は
犯

収
法
上
の
特
定
事
業
者
に
該
当
す
る
と
共
に
、
外
為
法
上
の
銀
行
等
、
金
融
機
関
等
と
し
て
同
法
上
の
規
制
に
服
す
る
。
こ
の
た
め
、
こ

れ
ら
法
令
の
規
定
を
適
用
関
係
に
応
じ
遵
守
す
る
必
要
が
あ
る
。

リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
構
築
・
維
持
は
、
国
際
的
に
金
融
活
動
作
業

部
会
（F

inancial A
ction T

ask F
orce F

A
T

F

）
に
よ
る
勧
告
（
161
）

等
の
中
心
的
項
目
で
、
ミ
ニ
マ
ム
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。

⑵
　
改
正
犯
収
法
に
お
け
る
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
導
入

二
〇
一
六
年
一
〇
月
に
施
行
さ
れ
た
改
正
犯
収
法
に
お
い
て
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
等
の
国
際
的
な
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
要
請

も
踏
ま
え
た
規
定
が
整
備
さ
れ
た
。
主
な
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

特
定
事
業
者
に
よ
る
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
の
要
否
の
判
断
は
、
当
該
取
引
に
係
る
取
引
時
確
認
の
結
果
、
当
該
取
引
の
態
様
そ
の
他

の
事
情
の
ほ
か
、
犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
の
内
容
を
勘
案
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
犯
収
法
第
八
条
第
二
項
）。 一

五
四



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
の
内
容
を
勘
案
し
て
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
の
危
険
性
の
程
度
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
取
引
に
つ
い

て
は
、
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
の
要
否
の
判
断
に
際
し
て
統
括
管
理
者
に
よ
る
確
認
等
の
厳
格
な
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
犯

収
法
第
八
条
第
二
項
、
同
法
施
行
規
則
第
二
七
条
第
三
号
）。

特
定
事
業
者
は
、
犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
の
内
容
を
勘
案
し
、
以
下
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
犯

収
法
第
一
一
条
第
四
号
、
同
法
施
行
規
則
第
三
二
条
第
一
項
）。

自
ら
が
行
う
取
引
に
つ
い
て
調
査
・
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
等
を
作
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
、
必
要
な

変
更
を
行
う
こ
と

特
定
事
業
者
作
成
書
面
等
の
内
容
を
勘
案
し
、
必
要
な
情
報
を
収
集
・
分
析
す
る
こ
と
、
並
び
に
保
存
し
て
い
る
確
認
記
録
及
び
取
引

記
録
等
を
継
続
的
に
精
査
す
る
こ
と

高
リ
ス
ク
取
引
を
行
う
際
に
は
、
統
括
管
理
者
が
承
認
を
行
い
、
ま
た
、
情
報
の
収
集
・
分
析
を
行
っ
た
結
果
を
記
載
し
た
書
面
等
を

作
成
し
、
確
認
記
録
又
は
取
引
記
録
等
と
共
に
保
存
す
る
こ
と

必
要
な
能
力
を
有
す
る
従
業
員
を
採
用
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

必
要
な
監
査
を
実
施
す
る
こ
と

⑶
　
改
正
犯
収
法
に
お
け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
の
要
請
な
ら
び
に
経
営
陣
の
責
任

金
融
機
関
等
に
お
い
て
は
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
が
顧
客
と
の
接
点
で
あ
る
営
業
部
門
に
お
い
て
有
効
に
機
能
す
る
よ
う

に
経
営
陣
の
主
体
的
な
関
与
も
含
め
地
域
・
部
門
横
断
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
よ
る
継
続
的
取
組
み
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

経
営
戦
略
に
お
い
て
将
来
に
亙
っ
て
業
務
が
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
、
テ
ロ
資
金
供
与
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
フ
ォ

一
五
五



ワ
ー
ド
・
ル
ッ
キ
ン
グ
に
管
理
態
勢
の
強
化
等
を
図
り
、
そ
の
方
針
・
手
続
・
計
画
や
進
捗
状
況
等
に
関
し
デ
ー
タ
等
を
交
え
て
顧
客
・

規
制
当
局
等
を
含
む
幅
広
い
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
に
対
し
、
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

経
営
陣
は
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
を
適
切
に
理
解
し
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る
意
識
を
高
め
ト
ッ
プ

ダ
ウ
ン
に
よ
り
組
織
横
断
的
に
対
応
の
高
度
化
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
管
理
態
勢
の
強
化
・
方
針
等
に
関
す
る
説
明
責

任
も
一
義
的
に
は
経
営
陣
が
責
務
を
担
っ
て
い
る
。

以
上
の
通
り
、
改
正
犯
収
法
に
お
い
て
は
国
や
特
定
事
業
者
に
よ
る
リ
ス
ク
評
価
が
導
入
さ
れ
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

お
い
て
は
金
融
機
関
等
に
お
け
る
リ
ス
ク
ベ
ー
ス
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
の
特
定
・
評
価
・
低
減

に
か
か
る
措
置
お
よ
び
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
項
、
対
応
が
期
待
さ
れ
る
事
項
等
が
記
載
さ
れ
て
い

る
（
162
）

。特
に
顧
客
管
理
（
カ
ス
タ
マ
ー
・
デ
ュ
ー
・
デ
ィ
リ
ジ
ェ
ン
ス
Ｃ
Ｄ
Ｄ
）
に
関
し
て
は
、
顧
客
管
理
の
流
れ
は
取
引
関
係
の
開
始
時
、
継
続

時
、
終
了
時
の
各
段
階
に
区
分
で
き
、
各
段
階
に
お
い
て
個
々
の
顧
客
や
取
引
の
リ
ス
ク
に
応
じ
て
調
査
し
、
講
ず
べ
き
低
減
措
置
を
的

確
に
判
断
・
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
が
高
い
と
判
断
し
た
顧
客
に
つ
い
て
、
外
国
の
元
首
、
外
国

政
府
等
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
者
等
の
外
国
Ｐ
Ｅ
Ｐ
ｓ
（P

olitically E
xposed P

ersons

）（
犯
収
法
施
行
令
第
一
二
条
第
三
項
各
号
、

同
法
施
行
規
則
第
一
五
条
各
号
注
）、
特
定
国
等
（
犯
収
法
施
行
令
第
一
二
条
第
二
項
各
号
）
に
か
か
る
取
引
を
行
う
顧
客
も
含
め
、
厳
格
な
顧

客
管
理
（E
nhanced D

ue D
iligenc E

D
D

）
が
求
め
ら
れ
る
。
リ
ス
ク
が
低
い
と
判
断
し
た
場
合
は
簡
素
な
顧
客
管
理
（S

im
plified D

ue 

D
iligence S

D
D

）
に
よ
る
円
滑
な
取
引
実
行
に
配
慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
（
163
）

。

ま
た
デ
ー
タ
管
理
（
デ
ー
タ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
）
に
つ
い
て
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
等
は
当
該
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
顧

一
五
六



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

客
情
報
、
確
認
記
録
・
取
引
記
録
等
の
デ
ー
タ
の
正
確
性
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
。
金
融
機
関
等
は
確
認
記
録
・
取
引
記
録
等
に
つ
い
て
正

確
に
記
録
し
、
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
を
有
効
に
活
用
す
る
前
提
と
し
て
デ
ー
タ
を
正
確
に
把
握
・
蓄
積
し
、
分
析
可
能
な
形
で
整
理
す
る
な
ど

デ
ー
タ
の
適
切
な
管
理
が
求
め
ら
れ
る
。

⑷
　
改
正
犯
収
法
に
お
け
るFinT

ech

等
の
活
用

マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
お
い
て
は
、
取
引
時
確
認
や
疑
わ
し
い
取
引
の
検
知
・
届
出
等
の
な
局
面
で
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）、

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
Ｒ
Ｐ
Ａ
（R

obotic P
rocess A

utom
ation （
164
）

）
等
の
新
技
術
が
導
入
さ
れ
実
効
性
向
上
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
か
か

る
新
技
術
の
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
へ
の
活
用
は
進
展
が
見
込
ま
れ
、
金
融
機
関
等
に
お
い
て
当
該
新
技
術
の
有
効
性
を
積
極

的
に
検
討
し
、
他
の
金
融
機
関
等
の
動
向
、
新
技
術
導
入
の
課
題
の
有
無
等
も
踏
ま
え
つ
つ
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
高
度

化
・
効
率
化
の
観
点
か
ら
新
技
術
を
活
用
す
る
余
地
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

F
inT

ech

等
の
活
用
に
よ
っ
て
対
応
が
期
待
さ
れ
る
事
項
と
し
て
は
、
新
技
術
の
有
効
性
を
積
極
的
に
検
討
し
、
他
の
金
融
機
関
等
の

動
向
や
、
新
技
術
導
入
に
か
か
る
課
題
の
有
無
等
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
高
度
化
や
効
率
化
の
観
点
か

ら
、
こ
う
し
た
新
技
術
を
活
用
す
る
余
地
が
な
い
か
、
前
向
き
に
検
討
を
行
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

⑸
　
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
と
三
つ
の
防
衛
線
に
か
か
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
に
か
か
る
経
営
管
理
と
三
つ
の
防
衛
線
等
に
関
し
て
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
金
融

機
関
等
に
お
い
て
業
務
の
内
容
や
規
模
等
に
応
じ
、
有
効
な
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
管
理
態
勢
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
り
、

営
業
・
管
理
・
監
査
の
各
部
門
等
が
担
う
役
割
・
責
任
を
、
経
営
陣
の
責
任
の
下
で
明
確
に
し
て
組
織
的
に
対
応
を
進
め
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
（
165
）

。
そ
の
上
で
各
部
門
等
の
役
割
・
責
任
の
明
確
化
の
観
点
か
ら
営
業
部
門
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
等
の
管
理

一
五
七



部
門
お
よ
び
内
部
監
査
部
門
の
機
能
と
し
て
三
つ
の
防
衛
線
（three lines of defense

）
の
概
念
の
下
で
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
項
を
記
載
し
て
い
る
。
ま
た
外
部
へ
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
な
ど
業
務
の
特
性
等
を
踏
ま
え
て
項
目
に
よ
り
異
な

る
整
理
の
下
で
管
理
態
勢
等
を
構
築
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
も
各
管
理
態
勢
の
下
で
、
対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
項
が
目

標
と
し
て
い
る
効
果
と
同
等
の
効
果
を
確
保
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

イ
　
第
一
の
防
衛
線

第
一
の
防
衛
線
は
営
業
部
門
を
指
し
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
お
い
て
も
顧
客
と
直
接
対
面
す
る
活
動
を
行
う
営
業
店
・

営
業
部
門
が
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
に
最
初
に
直
面
し
、
防
止
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
第
一
線
が
実
効
的
に
機
能
す
る

た
め
、
所
属
す
る
全
て
の
職
員
が
関
わ
り
を
持
つ
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
を
正
し
く
理
解
し
、
業
務
運
営
を
行
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
。
金
融
機
関
等
は
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
か
か
る
方
針
・
手
続
・
計
画
等
を
整
備
・
周
知
し
、
研
修
等
の
機
会

を
設
け
て
徹
底
を
図
る
な
ど
第
一
の
防
衛
線
の
業
務
に
応
じ
て
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
の
理
解
の
促
進
等
に
必
要
な
措
置
を

講
ず
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

具
体
的
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
し
て
対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
項
を
示
す
と
、
①
第
一
の
防
衛
線
に
属
す
る
全
て
の
職
員
が
自
ら
の
部
門
・

職
務
に
お
い
て
必
要
な
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
か
か
る
方
針
・
手
続
・
計
画
等
を
十
分
理
解
し
、
リ
ス
ク
に
見
合
っ
た
低
減

措
置
を
的
確
に
実
施
す
る
こ
と
。
②
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
か
か
る
方
針
・
手
続
・
計
画
等
に
お
け
る
各
職
員
の
責
務
等
を

分
か
り
や
す
く
明
確
に
説
明
し
、
所
属
す
る
全
て
の
職
員
に
対
し
共
有
す
る
こ
と
。

ロ
　
第
二
の
防
衛
線

第
二
の
防
衛
線
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
部
門
、
リ
ス
ク
管
理
部
門
等
の
管
理
部
門
を
指
し
、
第
一
の
防
衛
線
の
自
律
的
な
リ
ス
ク
管
理

一
五
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に
対
し
て
独
立
し
た
立
場
か
ら
牽
制
を
行
い
、
同
時
に
第
一
の
防
衛
線
を
支
援
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与

対
策
に
お
け
る
管
理
部
門
に
は
主
管
す
る
部
門
の
他
、
取
引
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
等
を
所
管
す
る
シ
ス
テ
ム
部
門
、
専
門
性
を
有
す

る
人
材
の
確
保
・
維
持
を
担
う
人
事
部
門
も
含
ま
れ
る
。

第
一
の
防
衛
線
に
対
す
る
牽
制
と
支
援
の
役
割
を
果
た
す
べ
く
、
管
理
部
門
に
は
第
一
の
防
衛
線
の
業
務
に
か
か
る
知
見
、
同
業
務
に

潜
在
す
る
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
に
対
す
る
理
解
を
持
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
項
と
し
て
は
、
①
第
一
の
防
衛
線
に
お
け
る
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
か
か
る
方
針
・
手
続
・
計
画

等
の
遵
守
状
況
の
確
認
、
低
減
措
置
の
有
効
性
の
検
証
等
に
よ
り
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
管
理
態
勢
が
有
効
に
機
能
し
て

い
る
か
を
独
立
し
た
立
場
か
ら
監
視
を
行
う
こ
と
。

③
　
第
一
の
防
衛
線
に
対
し
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
に
か
か
る
情
報
提
供
、
質
疑
応
答
を
行
う
他
、
具
体
的
な
対
応
方
針
等
の

協
議
な
ど
十
分
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
③
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
主
管
部
門
の
み
な
ら
ず
、
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対

策
に
関
係
す
る
全
て
の
管
理
部
門
と
そ
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
各
部
門
の
責
務
に
つ
い
て
認
識
を
共
有
す
る
と
共
に
、
主
管
部
門
と
他

の
関
係
部
門
が
協
働
す
る
態
勢
を
整
備
し
、
密
接
な
情
報
共
有
・
連
携
を
図
る
こ
と
。
④
管
理
部
門
に
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策

に
か
か
る
適
切
な
知
識
お
よ
び
専
門
性
等
を
有
す
る
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

ハ
　
第
三
の
防
衛
線

Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
第
三
の
防
衛
線
は
内
部
監
査
部
門
を
指
す
も
の
と
し
て
い
る
。
内
部
監
査
部
門
は
第

一
の
防
衛
線
と
第
二
の
防
衛
線
が
適
切
に
機
能
し
て
い
る
か
、
更
な
る
高
度
化
の
余
地
な
ど
に
つ
い
て
独
立
し
た
立
場
か
ら
定
期
的
に
検

証
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
独
立
し
た
立
場
か
ら
、
全
社
的
な
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
か
か
る
方
針
・
手
続
・

一
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計
画
等
の
有
効
性
も
定
期
的
に
検
証
し
、
必
要
に
応
じ
方
針
・
手
続
・
計
画
等
の
見
直
し
、
対
策
の
高
度
化
の
必
要
性
等
を
提
言
・
指
摘

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

対
応
が
求
め
ら
れ
る
事
項
と
し
て
は
、
①
以
下
の
事
項
を
含
む
監
査
計
画
を
策
定
し
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
。
イ
．
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ

資
金
供
与
対
策
に
か
か
る
方
針
・
手
続
・
計
画
等
の
適
切
性
、
ロ
．
当
該
方
針
・
手
続
・
計
画
等
を
遂
行
す
る
職
員
の
専
門
性
・
適
合
性

等
、
ハ
．
職
員
に
対
す
る
研
修
の
実
効
性
、
ニ
．
営
業
部
門
に
お
け
る
異
常
取
引
の
検
知
状
況
、
ホ
．
検
知
基
準
の
有
効
性
等
を
含
む

Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
の
運
用
状
況
、
ヘ
．
検
知
し
た
取
引
に
つ
い
て
の
リ
ス
ク
低
減
措
置
の
実
施
お
よ
び
疑
わ
し
い
取
引
の
届
出
状
況
。
②
自

ら
の
直
面
す
る
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
に
照
ら
し
監
査
の
対
象
・
頻
度
・
手
法
等
を
適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
。
③
リ
ス
ク

が
高
い
と
判
断
し
た
業
務
等
以
外
に
つ
い
て
も
一
律
に
監
査
対
象
か
ら
除
外
せ
ず
、
頻
度
や
深
度
を
適
切
に
調
整
し
て
監
査
を
行
う
な
ど

の
必
要
な
対
応
を
行
う
こ
と
。
④
内
部
監
査
部
門
が
実
施
し
た
内
部
監
査
の
結
果
を
監
査
役
及
び
経
営
陣
に
報
告
す
る
と
共
に
、
監
査
結

果
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
や
改
善
に
向
け
た
助
言
を
行
う
こ
と
。
⑤
内
部
監
査
部
門
に
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
か
か
る
適
切
な

知
識
お
よ
び
専
門
性
等
を
有
す
る
職
員
を
配
置
す
る
こ
と
。

６
． 

仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
の
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
な
ら
び
に
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
に
か
か
る
三
つ
の
防
衛
線
に
関
す

る
検
討

⑴
　
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
と
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
の
規
制
に
か
か
る
三
つ
の
防
衛
線

仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
の
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
お
け
る
内
部
管
理
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
事
例
と
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
を

検
討
し
て
き
た
が
、
両
者
を
三
つ
の
防
衛
線
の
視
点
か
ら
比
較
し
て
み
た
い
（
私
見
）。

一
般
的
な
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
の
場
合
と
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
の
規
制
の
場
合
と
で
は
、
三
つ
の
防
衛
線
の
リ
ス
ク
マ

一
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ネ
ジ
メ
ン
ト
を
構
築
・
運
用
な
ど
図
る
上
で
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
）、
利
益
相
反
性
の
強
弱
、
技
術
革
新
の
修
得
の
差
等
が
存
在
す
る
こ

と
と
な
ろ
う
。
第
三
の
防
衛
線
と
し
て
通
常
唱
え
ら
れ
る
よ
う
な
内
部
監
査
部
署
を
配
置
す
る
の
で
な
く
、
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ

ン
ス
機
能
を
配
す
る
こ
と
の
有
用
性
を
強
調
す
る
自
説
の
立
場
は
、
大
規
模
な
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
機
関
に
お
い
て
先
ず
は
実
効
性
を
高
め

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
に
お
い
て
は
、
現
状
内
部
管
理
態
勢
自
体
が
十
分
確
立
し
て
い
な
い
業
者
も
少
な
く
な
い
と
み
ら
れ
、
取
締
役

会
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
論
じ
る
以
前
の
未
達
な
段
階
に
あ
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
他
方
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
に
お
い
て
は
、

F
inT

ech

関
連
の
技
術
の
理
解
が
一
層
必
要
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
内
部
監
査
部
署
の
充
実
に
も
金
融
工
学
の
専
門
家
あ
る
い
は

経
験
豊
富
な
人
員
を
配
置
す
る
必
要
が
あ
る
。
徐
々
に
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
お
け
る
内
部
統
制
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
統
制
環
境
（control 

environm
ent （

166
）

）、
企
業
カ
ル
チ
ャ
ー
醸
成
を
踏
ま
え
た
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
重
視
す
る
と
し
て
も
、
先
ず
は
内
部
監

査
部
署
自
体
が
有
効
に
機
能
し
う
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。

⑵
　
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
か
か
る
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
と
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制

ま
た
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
関
し
て
は
、
第
三
者
を
信
頼
す
る
必
要
の
な
い
シ
ス
テ
ム
と
し
て
ト
ラ
ス
ト
レ
ス

（trustless

）
と
称
さ
れ
、
必
然
的
に
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
を
規
制
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
が
、
マ
ネ
ロ

ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
に
か
か
る
内
容
と
し
て
も
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
規
制
す
る
意
義
が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
167
）

。
こ
の

点
で
は
、
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
か
か
る
規
制
と
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
と
は
そ
の
意
義
に
お
い
て
交
錯
す
る
も

の
と
い
え
よ
う
か
。

一
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７
．
業
界
策
定
の
自
主
ル
ー
ル

二
〇
一
八
年
九
月
一
二
日
一
般
社
団
法
人
日
本
仮
想
通
貨
交
換
業
協
会
か
ら
自
主
規
制
の
概
要
が
提
示
さ
れ
た
（
168
）

。
利
用
者
保
護
お
よ
び

公
益
保
護
を
究
極
目
的
と
し
て
業
務
の
適
正
性
、
公
正
・
適
切
な
取
引
慣
行
を
確
保
・
醸
成
し
、
か
つ
仮
想
通
貨
の
不
正
利
用
を
抑
止
す

る
こ
と
を
も
っ
て
利
用
者
お
よ
び
社
会
と
の
共
生
を
図
り
、
仮
想
通
貨
交
換
業
の
健
全
な
発
展
を
目
指
さ
ん
と
す
る
。

先
ず
総
則
で
は
、
①
仮
想
通
貨
関
連
取
引
に
か
か
る
基
本
規
則
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ⅰ
　
経
営
管
理
：
取
り
扱
う
仮
想
通
貨
の
特
性
・
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
等
を
勘
案
し
た
財
務
・
経
営
上
の
リ
ス
ク
の
網
羅
的
な
検
証
、
財

務
お
よ
び
経
営
上
の
リ
ス
ク
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
経
営
計
画
の
策
定
・
更
新
、
経
営
計
画
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
人
的
・
物

的
資
源
の
確
保
。

ⅱ
　
内
部
監
査
：
営
業
部
門
及
び
内
部
統
制
部
門
か
ら
独
立
し
た
内
部
監
査
部
門
を
設
置
、
被
監
査
部
門
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
種
類
・

程
度
に
応
じ
た
実
効
性
あ
る
内
部
監
査
計
画
の
策
定
・
実
施
、
内
部
監
査
で
指
摘
し
た
重
要
な
事
項
を
遅
滞
な
く
内
部
管
理
部
門
及
び
取

締
役
会
等
に
報
告
。

ⅲ
　
法
令
遵
守
：
経
営
管
理
の
一
環
と
し
て
の
法
令
等
遵
守
の
た
め
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
行
動
規
範
等
の
策

定
・
実
践
、
役
職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
意
識
の
醸
成
・
向
上
の
た
め
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
に
関
す
る
研
修
・
教
育
体
制
の
確
立
・

充
実
。

ⅳ
　
不
祥
事
件
対
応
：
不
祥
事
件
の
発
覚
し
た
場
合
に
速
や
か
に
以
下
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
規
定
。
内
部
管
理
部
門
及
び
取
締
役
会

等
へ
の
報
告
・
協
会
へ
の
報
告
、
刑
罰
法
令
に
抵
触
す
る
怖
れ
の
あ
る
場
合
警
察
等
へ
の
通
報
、
内
部
監
査
部
門
に
よ
る
調
査
・
解
明
・

再
発
防
止
の
た
め
の
改
善
策
の
策
定
・
関
係
者
の
責
任
追
及
、
不
祥
事
件
に
よ
っ
て
影
響
の
生
じ
た
利
用
者
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な

一
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措
置
の
実
施
。

次
に
各
種
規
程
と
し
て
②
仮
想
通
貨
の
取
扱
い
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
③
利
用
者
財
産
の
管
理
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
、
④
シ
ス
テ
ム
関
連
規
則
と
し
て
情
報
の
安
全
管
理
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
に
関
す
る
規

則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
緊
急
時
対
応
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
⑤
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
関
連
規
則
と
し
て
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
に
関

す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
遮
断
に
関
す
る
規
則
、
⑥
苦
情
処
理
及
び
紛
争
解
決
に
関
す
る
規
則
・
細
則
、

⑦
営
業
行
為
関
連
規
則
と
し
て
勧
誘
お
よ
び
広
告
等
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
利
用
者
の
管
理
お
よ
び
説
明
に
関
す
る
規
則
・

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
⑧
取
引
業
務
関
連
規
則
と
し
て
受
注
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
不
適
正
取
引
の
防
止
の
た

め
の
取
引
審
査
体
制
の
整
備
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
仮
想
通
貨
関
係
情
報
の
管
理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
、
⑨
証
拠
金
取
引
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
⑩
財
務
管
理
関
連
・
財
務
管
理
に
関
す
る
規
則
、
⑪
経
営
倫
理
・
処
分
関
連

規
則
と
し
て
会
員
に
お
け
る
倫
理
コ
ー
ド
の
保
有
お
よ
び
遵
守
に
関
す
る
規
則
、
従
業
員
等
の
服
務
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、

会
員
に
対
す
る
処
分
等
に
か
か
る
手
続
に
関
す
る
規
則
・
考
え
方
、
不
服
審
査
会
規
則
、
会
員
調
査
に
関
す
る
規
則
、
⑫
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
取
扱

い
に
関
す
る
規
則
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。

仮
想
通
貨
の
特
性
あ
る
い
は
従
前
の
不
祥
事
を
踏
ま
え
、
ま
た
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
関
連
領
域
に
も
亘
っ
て
詳
細
な
内
容
と
な
っ
て
お
り
、

統
制
環
境
や
企
業
文
化
な
ど
の
醸
成
も
掲
げ
ら
れ
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
に
も
十
分
対
応
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
評
せ
よ
う
か
。

一
六
三



第
十
五
章
　
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
と
独
自
性
あ
る
制
度
構
築
に
向
け
て

１
．
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
の
重
要
性
─
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
と
も
対
比
し
て
─

仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
含
むF

inT
ech

に
関
し
て
関
連
法
制
あ
る
い
は
金
融
政
策
に
与
え
る
影
響
、F

inT
ech

の
発
展

段
階
に
か
か
る
展
望
な
ど
を
主
た
る
視
点
と
し
、
欧
米
を
含
む
現
状
の
制
度
と
実
務
の
対
応
な
ど
の
検
討
を
進
め
て
き
た
。
金
融
機
関
に

お
け
る
内
部
統
制
・
内
部
管
理
に
関
す
る
三
つ
の
防
衛
線
を
含
む
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
も
含
め
、
最
新
の
論
点
等
を
中
心
に
包
括

的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

F
inT
ech

を
巡
る
技
術
革
新
、
制
度
変
革
の
議
論
あ
る
い
は
金
融
業
等
の
対
応
は
急
速
な
変
革
を
み
せ
、
足
下
で
も
各
国
で
精
力
的
に

議
論
が
進
め
ら
れ
、
単
な
る
法
制
度
整
備
の
論
議
に
留
ま
ら
ず
、
就
中
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
な
ど
に
つ
い
て
は
マ
ク
ロ
経

済
・
プ
ル
ー
デ
ン
ス
や
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
な
ど
国
際
金
融
全
体
の
観
点
か
ら
の
俯
瞰
が
重
要
と
な
る
。
ま
た
規
制
コ
ス
ト
削
減
等
か

ら
も
規
制
の
実
効
性
確
保
の
た
め
、
業
者
側
に
は
自
主
的
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
内
部
管
理
態
勢
整
備
の
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

F
inT
ech

の
発
展
段
階
あ
る
い
は
金
融
実
務
等
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
視
点
を
異
に
し
た
幾
つ
か
の
試
論
が
提
示
さ
れ
て
い

る
。
金
融
関
連
の
国
際
機
関
な
ど
か
ら
多
く
の
関
連
す
る
報
告
書
が
提
言
さ
れ
、
我
が
国
金
融
庁
も
従
来
の
縦
割
り
行
政
か
ら
横
断
的
規

制
へ
、
ま
た
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
破
綻
・
不
正
流
出
事
案
な
ど
を
受
け
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
重
視
の
後
追
い
的
金
融
検
査
か
ら
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
主
体
の
常
時
監
督
重
視
の
転
換
を
指
向
す
る
な
ど
、
金
融
関
連
制
度
は
国
際
的
に
も
大
き
な
転
換
点
に
あ
る
。
他
方
で
、
銀
行
な
ど
業

者
側
も
当
面
の
策
と
し
てF

inT
ech

の
発
展
を
積
極
的
に
取
り
込
ま
ん
と
し
て
い
る
。

ま
た
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
は
中
央
銀
行
の
政
策
に
与
え
る
影
響
等
も
相
俟
っ
て
別
異
の
対
応
も
必
要
と
な
り
、

一
六
四



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
整
備
と
併
せ
て
規
制
機
関
同
士
の
国
際
協
調
も
重
要
に
な
る
。
最
後
に
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

あ
る
い
は
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
も
関
連
し
て
、F

inT
ech

制
度
全
体
に
関
す
る
私
見
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

F
inT

ech
関
連
制
度
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
対
応
と
し
て
は
、
シ
ナ
リ
オ
展
開
を
通
じ
て
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
態
勢
構
築
・
運
用
の

理
論
と
実
践
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
）
が
特
に
鍵
と
な
り
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
が
近
時
提
示
し
た
内
容
の
考
察
、
あ
る
い
は
我
が

国
に
お
け
る
実
務
面
の
検
討
も
併
せ
て
進
め
て
き
た
。
仮
想
通
貨
の
不
正
流
出
な
ど
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
共
に
内
部
管
理
態
勢
・
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
整
備
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
お
り
、F

inT
ech

企
業
の
現
状
の
規
模
・
人
員
等
か
ら
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン

ス
に
か
か
る
十
全
な
態
勢
整
備
を
図
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

制
度
面
で
は
会
社
法
、
金
融
商
品
取
引
法
な
ど
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
み
な
ら
ず
、
業
界
団
体
の
自
主
規
制
な
ど
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
整
備
が
並
行

し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
発
出
に
し
て
も
規
制
官
庁
か
ら
か
、
業
界
団
体
か
で
そ
の
実
効
性
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
が

当
然
異
な
り
う
る
。
反
面
業
界
団
体
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
れ
ば
実
務
の
詳
細
に
ま
で
カ
バ
ー
し
う
る
内
容
と
な
ろ
う
が
、
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
よ
う
に
プ
リ
ン
シ
プ
ル
ベ
ー
ス
、C

om
ply or E

nplain

（
遵
守
せ
よ
、
さ
も
な
け
れ
ば
説
明
せ
よ
）
に
よ
る
説

明
責
任
を
緩
や
か
な
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
課
す
の
か
。

二
〇
一
五
年
六
月
上
場
規
則
等
改
正
と
し
て
導
入
・
施
行
さ
れ
た
我
が
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
は
二
〇
一
八
年
六

月
改
訂
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
（
169
）

、
公
開
会
社
法
制
を
欠
い
て
い
る
我
が
国
会
社
法
体
系
に
お
い
て
徐
々
に
詳
細
な
内
容
と
な
っ
て
き
つ

つ
あ
り
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
規
制
は
企
業
あ
る
い
は
業
界
毎
の
相
違
に
応
じ
て
、
本
来
柔
軟
性
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
ソ
フ
ト

ロ
ー
と
し
て
実
効
性
に
も
軋
み
が
生
じ
つ
つ
あ
る
感
が
あ
る
。

F
inT

ech

・
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
か
か
る
業
界
団
体
の
自
主
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
実
効
性
を
委
ね
る
と
す
る
場
合
、
そ
の
内
容
の

一
六
五



充
実
を
い
か
に
担
保
す
る
の
か
。
上
場
企
業
の
よ
う
に
充
実
し
た
内
部
管
理
態
勢
を
有
し
て
お
ら
ず
、
各
業
者
毎
の
自
主
性
を
重
視
す
る

段
階
に
至
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
目
先
の
不
正
防
止
か
ら
金
融
監
督
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
強
化
し
、
ま
た
自
主
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
し

て
も
詳
細
な
内
容
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、F
inT
ech

が
本
来
有
す
る
自
由
な
技
術
革
新
を
失
い
か
ね
ず
、

ま
た
金
融
規
制
・
監
督
コ
ス
ト
が
嵩
み
か
ね
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
リ
ス
ク
も
あ
る
。

そ
れ
で
も
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
場
合
、
上
場
規
則
に
盛
り
込
ま
れ
事
実
上
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
と
し
て
一
定

の
実
効
性
は
備
え
て
お
り
、
コ
ー
ド
並
に
あ
く
ま
で
自
主
規
制
で
あ
る
業
界
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
頼
み
で
過
大
なm

andate

を
求
め
る
こ
と

に
は
限
界
が
な
し
と
し
な
い
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
に
も
上
場
規
則
と
な
っ
て
い
る
か
、
業
界
団
体
の
自
主
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
で
大
き
な
相
違

が
生
じ
、
所
管
官
庁
が
直
接
発
す
る
に
し
て
も
施
行
規
則
と
し
て
か
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
、
更
に
は
基
本
は
事
例
集
と
し
て
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
を
示
す
も
の
か
（
170
）

な
ど
種
々
の
相
違
が
あ
る
。
継
続
的
なF

inT
ech

振
興
策
と
合
わ
せ
、
実
効
性
発
揮
に
向
け
て
適
切
な
ハ
ー
ド
ロ
ー

ミ
ッ
ク
ス
の
整
備
が
重
要
な
鍵
と
な
ろ
う
。

２
．
我
が
国
の
独
自
性
あ
る
制
度
構
築
に
向
け
て

近
時
の
仮
装
通
貨
交
換
業
者
の
破
綻
あ
る
い
は
不
正
流
出
事
例
の
よ
う
に
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
が
機
能
せ
ず
、
実
効
性
あ
る
組
み
合
わ
せ
の

制
度
設
計
は
容
易
で
な
い
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
の
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
と
し
て
、
何
ら
か
の
根
拠
法
を
示
し
、
あ
る
い
は
エ
ン
フ
ォ
ー
ス

メ
ン
ト
付
与
が
重
要
な
鍵
と
な
ろ
う
。
ま
た
各
国
の
規
制
に
跛
行
性
が
あ
る
中
、
特
に
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
お
い
て
は
容

易
に
金
融
取
引
が
国
境
を
越
え
や
す
く
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
も
含
め
て
国
際
協
力
、
統
一
ル
ー
ル
形
成
な
ど
国
際
的
な
枠
組
み
で
の
模
索
が

続
け
ら
れ
よ
う
。F

inT
ech

の
発
展
段
階
は
そ
の
内
容
の
予
測
が
現
段
階
で
つ
き
に
く
く
、
ま
た
仮
想
通
貨
な
ど
規
制
強
化
を
進
め
る
国

も
増
加
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
官
民
挙
げ
てF

inT
ech

に
か
か
る
技
術
革
新
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
し
、
Ａ
Ｍ
Ｌ
（
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ

一
六
六



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

対
策
）
／
Ｋ
Ｙ
Ｃ
（
顧
客
確
認
）
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
た
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
（R

egulatory S
andbox

砂
場
の
治
験
（
171
）

）、
リ

ス
ク
認
識
や
適
合
性
と
拡
張
性
な
ど
に
関
す
るR

egT
ech

（R
egulation T

ech

レ
グ
テ
ッ
ク
）
の
認
知
・
理
解
度
を
高
め
る
な
ど
（
172
）

、
シ
ナ
リ

オ
展
開
を
見
越
し
将
来
の
変
化
を
迅
速
か
つ
柔
軟
に
取
り
込
ん
だ
我
が
国
独
自
の
制
度
設
計
の
俯
瞰
を
図
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

英
国
で
はF

inT
ech

振
興
策
と
し
て
二
〇
一
六
年
財
務
省
に
よ
る
国
際
戦
略F

inT
ech B

ridges

導
入
、
Ｆ
Ｃ
Ａ
（F

inancial 

C
onduct A

uthority
金
融
行
為
規
制
機
構
）
に
お
け
るR

egulatory S
andbox

とR
egT

ech

な
ど
を
積
極
的
に
進
め
る
が
、
他
方
米
国
で

はF
inT

ech

に
は
既
存
規
制
を
適
用
し
、
あ
る
い
は
規
制
の
厳
格
化
を
強
め
る
な
ど
、
相
違
が
あ
る
（
173
）

。
米
国
に
お
い
て
は
州
際
の
規
制

の
存
在
、
銀
行
とF

inT
ech

企
業
の
提
携
に
お
け
る
規
制
負
担
、
更
に
Ｆ
Ｔ
Ｃ
（F

ederal T
rade C

om
m

ission

）、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
（C

onsum
er 

F
inancial P

rotection B
ureau

）
な
ど
に
よ
る
取
締
り
強
化
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
相
違
の
背
景
に
は
、
英
国
で
は
大
銀
行
の

寡
占
化
が
深
刻
で
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
革
新
と
競
争
促
進
が
不
可
欠
で
あ
り
、
銀
行
の
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
化
促
進
、
資
金
決
済
の
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
等
に
繋
が
っ
て
い
る
が
、
米
国
で
は
振
興
策
を
講
ず
る
ま
で
も
な
く
元
来
旺
盛
な
企
業
精
神
を
醸
成
し
て
き
た
状
況
が
あ
り
、
む

し
ろ
不
健
全
な
問
題
の
抑
制
の
見
地
か
ら
規
制
強
化
の
側
面
が
表
面
化
し
や
す
い
と
い
え
る
。
反
面
米
国
で
は
本
来
は
積
極
的
に
捉
え
る

べ
きF

inT
ech

に
関
連
し
た
金
融
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
（financial inclusion

金
融
包
摂
（
174
）

）
が
、
む
し
ろ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
低
所
得
層
向
け

融
資
な
ど
二
〇
〇
八
年
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金
融
危
機
に
表
れ
た
問
題
と
な
っ
て
逆
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
阻
害
要
因
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

英
国
、
米
国
の
ス
タ
ン
ス
の
相
違
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
ー
ス
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
分
野
に
お
い
て
顕
著
に
表
れ
、
米
国
で
は
既
存
の
証
券
法

が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
Ｓ
Ｅ
Ｃ
登
録
を
要
求
し
て
い
る
（
175
）

。

既
述
し
た
よ
う
に
仮
想
通
貨
の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（
イ
ニ
シ
ャ
ル
・
コ
イ
ン
・
オ
フ
ァ
リ
ン
グ
）
に
関
し
て
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
一
九
三
三
年
証
券
法
等
が

定
義
す
る
証
券
（S

ecurities

）
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
発
行
体
は
Ｉ
Ｐ
Ｏ
（Initial P

ublic O
ffering

新
規
公
開
）
発
行
体
同

一
六
七



様
の
法
的
義
務
を
負
う
と
し
て
近
時
複
数
の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
案
件
が
証
券
法
違
反
と
し
て
摘
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
米
国
に
お
け
る
規
制
強
化
の

方
向
を
示
し
て
い
よ
う
。

我
が
国
の
場
合
、F

inT
ech

振
興
策
を
検
討
す
る
上
で
は
土
台
と
な
る
継
続
的
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
振
興
策
が
不
可
欠
で
あ
り
、
ま
た

銀
行
寡
占
化
問
題
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
金
融
分
野
の
競
争
促
進
策
の
重
要
性
は
当
然
で
あ
り
、
表
面
的
な
後
追
い
施
策
に
留
ま
ら
ず
、

発
展
シ
ナ
リ
オ
・
展
開
を
俯
瞰
し
た
官
民
協
力
に
よ
るF

inT
ech

振
興
策
が
求
め
ら
れ
る
。

３
．
金
融
機
関
に
お
け
るFinTech

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践

⑴
　FinT

ech

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

F
inT
ech

自
体
、
産
業
形
成
の
揺
籃
期
に
あ
り
、
今
後
の
発
展
シ
ナ
リ
オ
、
影
響
な
ど
が
注
視
さ
れ
る
中
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員

会
ほ
か
の
直
近
の
報
告
書
な
ど
も
踏
ま
え
、
そ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
。
技
術
革
新
の
進

展
は
大
き
く
、
ま
た
早
い
た
め
現
時
点
で
全
て
を
予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
多
様
・
広
範
か
つ
必
ず
し
も
各
領
域
間
の
関
連
性
が
強
い

と
も
言
え
な
い
こ
と
も
加
わ
り
、
こ
れ
ま
でF

inT
ech

の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
全
体
を
俯
瞰
し
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
論
究
し
た
先
行

研
究
は
乏
し
い
中
、
基
礎
的
な
概
念
を
探
り
つ
つ
、
各
領
域
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
な
ら
び
に
課
題
等
の
検
討
を
試
み
た
。

仮
想
通
貨
取
引
業
者
に
対
し
て
は
不
正
流
出
事
件
な
ど
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
違
反
が
先
ず
表
面
化
し
、
既
に
検
査
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
蓄

積
、
検
討
が
進
め
ら
れ
、
業
界
団
体
の
自
主
規
制
充
実
と
合
わ
せ
た
不
祥
事
防
止
態
勢
整
備
が
企
図
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
あ
る
い
は
不
祥
事
防
止
の
概
念
に
つ
い
て
境
界
領
域
は
重
な
る
部
分
も
あ
り
、
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と

し
て
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
整
備
の
延
長
か
ら
、
適
切
な
リ
ス
ク
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
向
け
た
全
社
的
な
内
部
管
理
・
内
部
統
制
等
の

組
織
体
制
に
向
け
て
充
実
が
進
め
ら
れ
よ
う
。

一
六
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

F
inT

ech

各
領
域
毎
に
課
題
の
内
容
あ
る
い
は
展
望
の
跛
行
性
は
あ
る
が
、
各
領
域
で
制
度
面
の
整
備
な
ら
び
に
実
務
の
態
勢
整
備
が

進
め
ら
れ
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
発
展
シ
ナ
リ
オ
を
念
頭
に
置
い
た
振
興
策
と
平
仄
の
と
れ
る
施
策
整
備
が
求
め
ら
れ
る
。

⑵
　
総
合
的
金
融
機
関
のFinT

ech

に
か
か
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
対
応

各
領
域
毎
に
技
術
開
発
や
実
務
へ
の
落
と
し
込
み
の
進
展
あ
る
い
は
展
開
に
跛
行
性
の
あ
るF

inT
ech

に
つ
い
て
、
総
合
的
な
リ
ス

ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
の
考
察
を
図
る
必
要
性
は
、
既
存
の
金
融
構
造
を
中
心
にB

etter B
ank

あ
る
い
はN

ew
 B

ank

を
指
向
す

る
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
総
合
的
金
融
機
関
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
態
勢
整
備
に
先
ず
は
表
れ
よ
う
。

資
金
仲
介
機
能
や
決
済
、
な
ら
び
に
送
金
機
能
と
い
っ
た
金
融
機
能
の
ほ
ぼ
全
分
野
に
お
い
て
同
時
並
行
し
てF

inT
ech

へ
の
対
応

が
迫
ら
れ
て
お
り
、
メ
ガ
バ
ン
ク
に
と
っ
て
は
死
活
的
な
課
題
と
も
な
り
つ
つ
あ
る
。F

inT
ech

企
業
と
の
連
携
や
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
等

の
経
営
戦
略
の
検
討
が
進
め
ら
れ
る
。
Ａ
Ｉ
技
術
も
融
資
の
審
査
に
活
用
さ
れ
、
貿
易
金
融
の
決
済
へ
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
活
用
、

ま
た
独
自
の
仮
想
通
貨
コ
イ
ン
の
発
行
も
予
定
さ
れ
、
メ
ガ
バ
ン
ク
は
多
様
なF

inT
ech

領
域
の
商
品
開
発
を
進
め
て
い
る
。

金
融
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
社
内
体
制
で
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
整
備
と
合
わ
せ
た
全
社
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
リ
ス
ク
委

員
会
、
統
括
責
任
者
で
あ
る
Ｃ
Ｒ
Ｏ
（C

hief R
isk O

ffi
cer

）
の
設
置
、
従
業
員
等
に
向
け
た
行
動
規
範
策
定
、
社
外
取
締
役
を
含
む
経
営

陣
に
か
か
るR

egtech

同
様
の
研
鑽
等
も
必
要
に
な
る
。

こ
の
場
合
概
ね
総
合
的
金
融
機
関
で
は
、
金
融
グ
ル
ー
プ
と
し
て
全
体
の
リ
ス
ク
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
つ
つ
収
益
拡
大
の
た
め
、
あ
る

い
は
許
容
す
る
リ
ス
ク
の
種
類
（
リ
ス
ク
ト
レ
ラ
ン
ス
）
と
量
（R

isk A
ppetite

リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
）
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
適
切
な
リ
ス

ク
・
リ
タ
ー
ン
の
確
保
に
繋
げ
て
い
る
。
こ
の
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（risk appetite fram

ew
ork R

A
F

）
の
枠
組
み

に
沿
っ
て
種
々
の
リ
ス
ク
を
体
系
的
に
管
理
し
、
収
益
拡
大
の
た
め
に
い
か
な
る
リ
ス
ク
を
ど
の
程
度
ま
で
取
る
か
を
明
確
に
し
つ
つ
、

一
六
九



業
務
運
営
を
行
っ
て
お
り
、
持
続
的
成
長
の
実
現
の
た
め
、
か
か
る
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
（
Ｒ
Ａ
Ｆ
）
と
業
務
戦
略

は
経
営
管
理
の
両
輪
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
176
）

。

メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
総
合
金
融
機
関
で
は
多
様
な
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
領
域
に
亘
っ
て
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
整

備
に
並
行
し
て
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
も
企
業
体
と
し
て
統
一
さ
れ
た
統
一
し
た
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
な
ど
の
コ
ン
セ
プ
ト
あ
る
い
は
実
務
基
準
、
従
業
員
に
対
す
る
行
動
規
範
（C

ode of C
onduct

）
の
下
に
従
来
の
与
信
管
理
、
あ

る
い
は
資
産
・
負
債
の
総
合
管
理
で
あ
る
Ａ
Ｌ
Ｍ
（A

sset L
iability M

anagem
ent （

177
）

）
に
折
り
込
ん
だ
社
内
組
織
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
と

な
ろ
う
。

リ
ス
ク
委
員
会
や
Ｃ
Ｒ
Ｏ
に
し
て
も
、F

inT
ech

業
務
の
各
領
域
を
束
ね
て
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
、
リ
ス
ク
ト
レ
ラ
ン
ス
と
い
っ
た
全

社
的
リ
ス
ク
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
を
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
は
、G

oegle

、A
m

azon

な
ど
自
社
保
有
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー

ム
を
基
礎
と
す
るF

inT
ech

の
今
後
の
展
開
に
も
関
心
が
持
た
れ
る
。
膨
大
な
既
存
顧
客
基
盤
を
有
し
て
お
り
、
欧
米
で
議
論
さ
れ
て

い
る
と
お
り
、
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
に
と
っ
て
は
こ
う
し
たF

inT
ech

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
に
対
す
る
銀
行
免
許
付
与
の
可
否
は
大
き

な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
我
が
国
で
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
に
対
す
る
規
制
の
強
化
が
指
向
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
が
注
視
さ
れ

よ
う
。
脆
弱
な
企
業
基
盤
の
下
で
不
充
分
な
内
部
統
制
、
内
部
管
理
態
勢
の
ま
ま
展
開
し
不
正
流
出
事
件
な
ど
を
惹
起
し
た
仮
想
通
貨
取

引
業
者
な
ど
が
直
面
す
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
あ
る
い
は
経
営
戦
略
の
課
題
と
は
別
異
に
な
ろ
う
か
。

B
etterB

ank

シ
ナ
リ
オ
を
目
指
し
た
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
のF

inT
ech

戦
略
に
お
い
て
、
リ
ス
ク
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
検
討
し
、
リ
ス

ク
ア
ペ
タ
イ
ト
や
リ
ス
ク
ト
レ
ラ
ン
ス
を
測
り
つ
つ
、
全
社
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
践
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
軽
いF

inT
ech

ベ
ン
チ
ャ
ー
な
ど
に
牽
引
さ
れ
、
技
術
革
新
に
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
を
図
り
つ
つ
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
整
備
を
慎

一
七
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

重
か
つ
早
急
に
模
索
し
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
る
。
既
存
金
融
機
関
か
ら
は
、
従
来
の
銀
行
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
根
本
か
ら
見
直
す
中

で
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
整
備
で
あ
り
、
従
来
と
は
根
本
か
ら
発
想
を
異
に
す
る
内
容
と
な
ろ
う
。

F
inT
ech

の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
シ
ナ
リ
オ
を
検
討
し
、
三
つ
の
防
衛
線
モ
デ
ル
を
通
じ
てF

inT
ech

に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
の
実
践
を
示
し
た
。
総
合
的
金
融
機
関
な
ど
に
お
け
る
総
合
的
金
融
機
関
に
お
け
る
具
体
的
な
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
プ
ラ

ク
テ
ィ
ス
の
モ
デ
ル
策
定
な
ど
、
更
な
る
考
察
を
続
け
た
い
。

⑶
　FinT

ech

と
改
訂
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
規
律
な
ら
び
に
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革

最
終
的
に
は
会
社
法
等
の
規
律
の
下
で
、
海
外
子
会
社
を
含
む
グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
内
部
統
制
体
制
を
整
備
し
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
に
準
拠
し
た
三
つ
の
防
衛
線
（
178
）

を
含
む
全
社
的
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
内
部
統
制
態
勢
整
備
を
図
る
こ

と
に
な
る
。

今
後
は
、F

inT
ech

各
領
域
毎
の
具
体
的
な
業
務
を
踏
ま
え
た
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
Ｃ
Ｒ
Ｏ
と
リ
ス
ク
委
員
会
な
ど
の

態
勢
と
規
定
類
の
整
備
を
進
め
、
実
効
性
の
あ
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
構
築
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

仮
想
通
貨
取
引
業
者
に
お
け
る
内
部
管
理
、
内
部
統
制
の
欠
如
に
対
し
て
は
協
会
の
自
主
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
直
近
に
お
い
て
示
さ
れ

て
い
る
。
他
方
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
金
融
機
関
で
は
、
既
存
の
グ
ル
ー
プ
管
理
体
制
にF

inT
ech

の
新
し
い
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
態
勢

を
織
り
込
む
こ
と
と
な
り
、
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
の
改
革
が
図
ら
れ
る
。

ま
た
上
場
企
業
で
あ
れ
ば
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
遵
守
、
開
示
と
説
明
責
任
も
求
め
ら
れ
る
。
リ
ス
ク
管
理
に
関
し

て
コ
ー
ド
に
従
っ
て
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
に
記
載
す
る
こ
と
に
な
る
。

直
近
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
改
訂
（
二
〇
一
八
年
六
月
）
に
よ
っ
て
新
た
に
資
本
コ
ス
ト
の
関
連
項
目
が
付
加
さ
れ
、

一
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資
本
政
策
に
関
し
て
資
本
コ
ス
ト
に
か
か
る
説
明
責
任
が
生
じ
て
い
る
。
ま
た
中
期
経
営
計
画
、
取
締
役
役
会
評
価
、
取
締
役
会
の
戦
略

機
能
な
ど
の
点
で
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
記
載
も
含
め
、F

inT
ech

に
か
か
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
は
上
場
企
業
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
即
ちF

inT
ech

業
務
を
抱
え
る
金
融
機
関
で
は
、
資
本
コ
ス
ト
に
関
連
し
た
説
明
責
任
あ
る
い
は
取
締
役
会

評
価
の
内
容
な
ど
の
項
目
に
影
響
が
生
じ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
中
期
経
営
計
画
、
取
締
役
会
の
戦
略
機
能
、
適
格
な
経
営
陣
の
選
任

解
任
、
更
に
は
資
本
コ
ス
ト
、
資
本
政
策
も
含
め
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
総
合
的
な
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
強
化
が
問
わ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
議
論
と
企
業
と
し
て
の
意
思
決
定
等
を
最
終
的
に
は
取
締
役
会
で
行
う
と
す
れ
ば
、
今
後
は
社
外
取
締
役
も
含
め
て
規
制
官

庁
に
か
か
るR

egtech

の
よ
う
に
経
営
陣
の
技
術
革
新
へ
の
対
応
、
研
鑽
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
ろ
う
か
（
179
）

。

メ
ガ
バ
ン
ク
等
で
はF

inT
ech

企
業
と
の
連
携
に
つ
い
て
銀
行
法
等
の
改
正
を
踏
ま
え
て
業
務
提
携
、
合
弁
会
社
設
立
、
あ
る
い
は

子
会
社
・
関
係
会
社
会
社
化
を
図
る
の
か
、
そ
の
場
合
に
中
央
集
権
型
持
株
会
社
を
維
持
す
る
か
分
散
型
と
す
る
か
等
の
手
法
の
選
択
が

あ
る
が
、
加
え
て
こ
う
し
た
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
態
勢
構
築
は
今
後
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
組
織
改
革
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な

い
要
因
と
な
る
。

（
1
） F

inT
ech

関
連
法
制
度
に
関
し
て
、
拙
稿
「F

inT
ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
─
国
際
私
法
、
国
際
金
融
規
制
の
交
錯
─
」
日
本
法
学
第

八
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
二
〇
日
）
九
七
─
二
二
〇
頁
。

（
2
） 

辻
岡
将
基
・
白
澤
光
音
『「
近
時
のF

intech

に
関
す
る
法
制
と
動
向
」
～
諸
外
国
の
事
例
も
踏
ま
え
て
～
』
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総
合
法
律
事
務
所
セ
ミ

ナ
ー
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
）
一
─
六
九
頁
参
照
。

（
3
） 

前
掲
注（
２
）辻
岡
将
基
・
白
澤
光
音
五
頁
以
下
。

（
4
） 

人
工
知
能
を
利
用
し
資
産
運
用
、
資
産
管
理
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
う
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
シ
ス
テ
ム
。

一
七
二



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

（
5
） 

金
融
庁
森
信
親
長
官
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
は
共
通
価
値
を
想
像
で
き
る
か
」
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
日
本
経
済
経
営
研
究
所
東
京

コ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
講
演
・
仮
訳
（
二
〇
一
七
年
五
月
二
五
日
）
一
─
一
六
頁
。

（
6
） P

ersonal F
inancial M

anagem
ent

。
銀
行
や
証
券
、
保
険
な
ど
複
数
の
口
座
情
報
を
集
約
し
一
元
管
理
す
る
サ
ー
ビ
ス
。
み
ず
ほ
銀
行
「
個

人
向
け
・
法
人
向
け
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
の
Ａ
Ｐ
Ｉ
提
供
を
通
じ
た
オ
ー
プ
ン
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
取
組
拡
大
に
つ
い
て
」

（
二
〇
一
七
年
三
月
二
八
日
）。

（
7
） 

前
掲
注（
５
）森
信
親
一
二
頁
以
下
。

（
8
） 

内
閣
官
房
日
本
経
済
再
生
総
合
事
務
局
「
規
制
の
「
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
」
制
度
に
つ
い
て
」
構
造
改
革
徹
底
推
進
会
合
「
第
４
次
産
業
革
命
」

会
合
（
第
一
回
）
資
料
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
八
日
）
一
─
六
頁
。

（
9
） B

aselC
om

m
ittee on B

anking S
upervision

、Im
plications of fintech developm

ents for banks and bank supervisors - 

consultative docum
ent, A

ugust 2017. https://w
w

w
.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf.

（
10
） 

日
本
銀
行
金
融
機
構
局
久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
「F

inT
ech

時
代
の
銀
行
の
リ
ス
ク
管
理
」
日
銀
レ
ビ
ュ
ー2017-J-16

（
二
〇
一
七
年

一
〇
月
）
一
─
六
頁
参
照
。
前
掲
注（
８
）バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
二
〇
一
七
年
八
月
三
一
日
市
中
協
議
文
書
の
概
要
な
ら
び
に
将
来
像
等
が

示
さ
れ
て
い
る
。

（
11
） 

金
融
安
定
理
事
会
は
二
〇
一
七
年
六
月
にF

inT
ech

の
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
に
対
す
る
含
意
（“F

inancial S
tability Im

plications from
 

F
inT

ech ”

）
を
公
表
し
た
。

w
w

w
.fsb.org/w

p-content/uploads/R
270617.pdf.

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
報
告
書
は
主
に
ミ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
観
点
か
ら
分
析
し

て
い
る
の
に
比
較
し
て
、
決
済
・
市
場
イ
ン
フ
ラ
の
変
容
も
踏
ま
え
、
主
に
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
観
点
か
ら
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
国
際

通
貨
基
金
も
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
の
観
点
か
らF

inT
ech

の
普
及
に
際
し
て
、
金
融
セ
ク
タ
ー
と
金
融
規
制
当
局
の
課
題
の
検
討
結
果
を

二
〇
一
七
年
六
月
に
公
表
し
た
。w

w
w

.im
f.org/~/m

edia/F
iles/P

ublications/S
D

N
/2017/sdn1705.ashx.

（
12
） B

asel C
om

m
ittee on B

anking S
upervision, Im

plications of fintech developm
ents for banks and bank supervisors,F

ebruary 

2018,1-49pp. https://w
w

w
.bis.org/bcbs/publ/d431.pdf

一
七
三



（
13
） 

銀
行
は
、F

inT
ech

企
業
に
入
出
金
用
の
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
顧
客
口
座
を
提
供
す
る
単
な
る
土
管
役
に
な
り
下
が
る
。P

w
C

 Japan

「
フ
ィ
ン

テ
ッ
ク
が
拓
く
金
融
と
社
会
「
創
造
的
破
壊
へ
の
挑
戦
」」P

w
C

’s V
iew

 V
ol. 11.

（
二
〇
一
七
年
一
一
月
）
一
─
七
頁
。

https://w
w

w
.pw

c.com
/jp/ja/know

ledge/pw
cs-view

/assets/pdf/pw
cs-view

2017011-03.pdf

（
14
） 
柏
木
亮
二
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
時
代
の
制
度
設
計
の
在
り
方
（
試
案
）」『
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
　そ
の
流
れ
と
イ
ン
パ
ク
ト
』
京

都
大
学
産
学
官
連
携
本
部
・
経
営
管
理
大
学
院
・
公
共
政
策
大
学
院
共
催
（
二
〇
一
八
年
一
月
二
六
日
）
講
演
一
─
三
八
頁
参
照
。
そ
の
他
に
岩
下

直
行
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
が
描
く
金
融
の
未
来
像
」
講
演
一
─
九
四
頁
、
神
田
潤
一
「
基
調
講
演
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」
一
─
一
〇
頁
。

（
15
） 

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
は
金
融
機
関
の
業
務
の
過
程
、
役
職
員
の
活
動
も
し
く
は
シ
ス
テ
ム
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
外
生
的

な
事
象
に
よ
り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
（
自
己
資
本
比
率
の
算
定
に
含
ま
れ
る
分
）
お
よ
び
金
融
機
関
自
ら
が
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
と
定
義

し
た
リ
ス
ク
（
自
己
資
本
比
率
の
算
定
に
含
ま
れ
な
い
分
）
を
い
う
。
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
総
合
的
な
管
理
と
は
、
金
融
機
関
全
体
と

し
て
総
合
的
に
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
を
特
定
、
評
価
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
お
よ
び
削
減
す
る
こ
と
を
い
う
。
取
締
役
は
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
総
合
的
な
管
理
を
軽
視
す
る
こ
と
が
戦
略
目
標
の
達
成
に
重
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
総
合
的
な
管
理
を
重
視
し
て
い
る
か
、
特
に
担
当
取
締
役
は
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
所
在
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
種
類
・
特
性
お
よ
び
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
特
定
・
評
価
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
等
の
手
法
な
ら
び
に
オ

ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
総
合
的
な
管
理
の
重
要
性
を
十
分
に
理
解
し
、
こ
の
理
解
に
基
づ
き
当
該
金
融
機
関
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス

ク
の
総
合
的
な
管
理
の
状
況
を
的
確
に
認
識
し
、
適
正
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
の
総
合
的
な
管
理
態
勢
の
整
備
・
確
立
に
向
け
て
、
方
針

お
よ
び
具
体
的
な
方
策
を
検
討
し
て
い
る
か
、
に
関
し
て
取
締
役
の
役
割
・
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
金
融
庁
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ

ス
ク
管
理
態
勢
の
確
認
検
査
用
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」『
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
預
金
等
受
入
金
融
機
関
に
係
る
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
）』（
二
〇
一
五

年
一
一
月
）
三
一
一
─
三
六
四
頁
参
照
。

http://w
w

w
.fsa.go.jp/m

anual/m
anualj/m

anual_yokin/18.pdf

（
16
） 

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
構
成
す
る
全
主
体
が
既
存
の
銀
行
に
匹
敵
す
る
レ
ベ
ル
の
リ
ス
ク
管
理
を
達
成
し
て
い
る
必
要
は
な

く
、
主
体
間
で
リ
ス
ク
管
理
機
能
を
相
互
に
補
完
し
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
と
し
て
達
成
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
と
の
整
理
が

一
七
四



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

あ
る
。
金
融
情
報
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー
（
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
）『
金
融
機
関
に
お
け
るF

inT
ech

に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
報
告
書
」（
二
〇
一
七
年
六
月
）

一
─
八
六
頁
参
照
。

（
17
） 
国
際
決
済
銀
行
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
決
済
・
市
場
イ
ン
フ
ラ
委
員
会
と
証
券
監
督
者
国
際
機
構
は
、
金
融
機
関
の
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
へ
の
耐
性
強
化
を

目
的
に
包
括
的
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
二
〇
一
六
年
六
月
公
表
し
た
。

C
om

m
ittee on P

aym
ents and M

arket Infrastructures,B
oard of the International O

rganization of S
ecurities 

C
om

m
issions,G

uidance on cyber resilience for financial m
arket infrastructures,B

ank for International S
ettlem

ents and 

International O
rganization of S

ecurities C
om

m
issions, June 2016,1-28pp. http://w

w
w

.bis.org/cpm
i/publ/d146.htm

.

ま
た
Ｇ
７
も

金
融
セ
ク
タ
ー
の
サ
イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
の
対
応
に
関
す
る
基
礎
的
な
要
素
に
つ
い
て
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
公
表
し
て
い
る
。G

7 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
 E

L
E

M
E

N
T

S
 O

F
 C

Y
B

E
R

S
E

C
U

R
IT

Y
 F

O
R

 T
H

E
 F

IN
A

N
C

IA
L

 S
E

C
T

O
R

,1-3pp.

https://w
w

w
.m

of.go.jp/english/international_policy/convention/g7/g7_161011_1.pdf.

（
18
） 

前
掲
注（
10
）久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
三
頁
。

（
19
） 

前
掲
注（
12
）Basel C

om
m

ittee on B
anking S

upervision

［F
ebruary 2018

］,26-29pp, G
raph 8:D

escription of key risks per 

scenario.

前
掲
注（
10
）久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
三
頁
。

（
20
） 

前
掲
注（
12
）Basel C
om

m
ittee on B

anking S
upervision

［F
ebruary 2018

］,27-28pp.

（
21
） 

Ｂ
Ｉ
Ｓ
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
シ
ス
テ
ム
委
員
会
（C

om
m

ittee on G
lobal F

inancial S
ystem

, C
G

F
S

）
報
告
書
「
保
険
会
社
お
よ
び
年
金
基

金
の
債
券
投
資
戦
略
」
仮
訳
大
橋
善
晃
（
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
一
日
）
二
五
頁
。C

om
m

ittee on the G
lobal F

inancial S
ystem

, C
G

F
S

 

P
apers N

o 44, F
ixed incom

e strategies of insurance com
panies and pension funds, R

eport subm
itted by a W

orking G
roup 

established by the C
om

m
ittee on the G

lobal F
inancial S

ystem
,T

his W
orking G

roup w
as chaired by P

eter P
raet, M

em
ber of 

the E
uropean C

entral B
ank ’s E

xecutive B
oard, B

ank for International S
ettlem

ents,July 2011,1-59pp. w
w

w
.bis.org/list/cgfs/

index.htm
.

（
22
） 

関
東
財
務
局
「
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
株
式
会
社
に
対
す
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
八
年
一
月
二
九
日
）。http://kantou.m

of.go.jp/

一
七
五



rizai/pagekthp0130000001_00004.htm
l.

金
融
庁
「
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
株
式
会
社
に
対
す
る
立
入
検
査
の
着
手
及
び
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対

す
る
報
告
徴
求
命
令
の
発
出
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
八
年
二
月
二
日
）。

（
23
） 
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
は
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
七
日
市
中
協
議
文
書
「
ス
テ
ッ
プ
イ
ン
・
リ
ス
ク
の
特
定
と
評
価
」（Identification 

and m
easurem

ent of step-in risk

）
を
公
表
し
て
い
る
。B

asel C
om

m
ittee on B

anking S
upervision, C

onsultative D
ocum

ent, 

Identification and m
easurem

ent of step-in risk, Issued for com
m

ent by 17 M
arch 2016, D

ecem
ber 2015.

https://w
w

w
.bis.org/bcbs/publ/d349.pdf

（
24
） 

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
に
お
け
る
国
際
協
調
を
推
進
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
政
府
間
の
枠
組
み
で
あ
る
（inter-

governm
ental body

）。
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
は
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
、
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
グ
ロ
ー
バ
ル
基
準
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
一
一
月
一
六
日
金
融
審
議
会
「
決
済
業
務
等
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
」（
第
四
回
）
事
務
局
説
明
資
料
一
頁
。

（
25
） G

uidance for a risk-based approach to V
irtual C

urrencies

（F
A

T
F

, June 2015

）.

http://w
w

w
.fatf-gafi.org,

http://activeictjapan.com
/pdf/20150701/jim

in_it-toku_docum
ent2_20150701.pdf

（
26
） 

前
掲
注（
２
）辻
岡
将
基
・
白
澤
光
音
三
八
─
六
九
頁
参
照
。

（
27
） custom

er loyalty

は
、
顧
客
満
足
度
と
比
べ
、
感
情
的
に
企
業
や
サ
ー
ビ
ス
へ
持
つ
強
い
結
び
つ
き
を
表
す
概
念
で
顧
客
ロ
イ
ヤ
ル
テ
ィ
と

表
記
さ
れ
る
。

https://w
w

w
.w

eblio.jp/content/custom
er+loyalty

（
28
） 

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
ー
（V

olatility

）
は
価
格
変
動
の
度
合
い
を
示
す
言
葉
で
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
ー
が
大
き
い
場
合
は
商
品
の
価
格
変
動
が

大
き
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
代
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
理
論
な
ど
で
は
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
ー
を
標
準
偏
差
で
数
値
化
し
、
そ
の
商
品
の
リ
ス
ク
の
度
合

い
と
し
て
捉
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
ー
が
大
き
い
商
品
は
リ
ス
ク
が
高
く
、
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
ー
が
小
さ
い
商
品
は
リ
ス
ク

が
低
い
と
判
断
さ
れ
る
。
標
準
偏
差
で
算
出
し
た
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
ー
が
大
き
い
場
合
、
実
際
の
リ
タ
ー
ン
と
期
待
収
益
率
（
予
想
さ
れ
る
リ
タ
ー

ン
の
加
重
平
均
値
）
と
の
差
異
が
大
き
く
な
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
よ
う
な
価
格
変
動
の
ブ
レ
の
大
き
い
商
品
は
多
く
の
人
が
避

一
七
六



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

け
る
こ
と
か
ら
一
般
に
リ
ス
ク
が
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。

https://w
w

w
.sm

bcnikko.co.jp/term
s/japan/ho/J0280.htm

l

（
Ｓ
Ｍ
Ｂ
Ｃ
日
興
證
券
）

（
29
） 
前
掲
注（
12
）Basel C

om
m

ittee on B
anking S

upervision

［F
ebruary 2018

］,33-41pp.

前
掲
注（
10
）久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
四
─
六

頁
。

（
30
） 

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
規
制
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
設
置
の
動
き
な
ど
を
紹
介
し
、
各
目
的
や
運
営
実
態
の
多
様
性
を
認
め
つ
つ
も
同
様
の
ア
プ
ロ
ー

チ
採
用
を
各
国
当
局
に
対
し
て
求
め
て
い
る
。

（
31
） 

銀
行
の
委
託
先
、
再
委
託
先
の
監
督
に
関
す
る
各
国
当
局
の
対
応
に
つ
い
て
前
掲
注（
８
）Basel C

om
m

ittee on B
anking S

upervision

［A
ugust 2017

］, A
nnex 2- Indirect supervision of third-party service providers 43-44pp.

（
32
） 

金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
成
主
体
の
変
容
に
つ
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
（
Ｇ
―Ｓ
Ｉ
Ｂ
）
に
関
す
るT

oo B
ig T

o F
ail

（
大
き
過
ぎ
て
潰
せ
な
い
）
問
題
等
の
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
に
係
る
リ
ス
ク
縮
減
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
存
在
す
る
。
前
掲
注（
10
）久
光
孔
世
留
・
山

田
隆
人
六
頁
（
注
10
）。F

intech

拡
大
に
よ
る
金
融
ス
テ
ム
安
定
に
関
す
る
二
面
性
と
も
い
え
よ
う
か
（
私
見
）。

（
33
） 

片
山
謙
「
ク
ロ
ス
セ
ル
を
促
す
欧
州
金
融
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
の
営
業
戦
略
」
知
的
財
産
創
造
二
〇
〇
七
年
五
月
号
七
四
─
七
五
頁
。
欧
州
で

は
一
つ
の
金
融
業
態
が
他
の
業
態
の
商
品
を
販
売
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
（
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
型
）
の
み
な
ら
ず
、
銀
行
業
と
保
険
業
を
傘
下
に
有
す

る
金
融
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
に
お
い
て
、
一
方
の
顧
客
基
盤
を
他
方
の
業
態
に
繋
ぐ
動
き
が
進
ん
で
い
る
。

（
34
） 

小
川
長
「
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化
と
経
営
戦
略
」
尾
道
大
学
経
済
情
報
論
集
第
一
一
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
六
月
）
一
七
七
─
二
〇
九
頁
。

（
35
） B

asel C
om

m
ittee on B

anking S
upervision,P

rinciples for the S
ound M

anagem
ent of O

perational R
isk,June 2011,pp1-19.

（
36
） 

前
掲
注（
12
）Basel C

om
m

ittee on B
anking S

upervision
［F

ebruary 2018

］, pp24-29, G
raph 7: P

ractical instances of P
S

M
O

R
 

applied to fintech.

（
37
） Internal C

ontrol - Integrated F
ram

ew
ork, C

om
m

ittee of S
ponsoring O

rganization of the T
readw

ay C
om

m
ission

（Jersey 

C
ity, N

J: A
m

erican Institute of C
ertified P

ublic A
ccountants. M

ay 2013. A
vailable at coso.org. 

Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
最
新
の
動
向
に
つ
い
て
、

E
nterprise R

isk M
anagem

ent Integrating w
ith S

trategy and P
erform

ance E
xecutive S

um
m

ary, C
om

m
ittee of S

ponsoring 

一
七
七



O
rganizations of the T

readw
ay C

om
m

ission,June 2017,1-10pp.

松
下
幸
史
郎
「
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
―Ｅ
Ｒ
Ｍ
２
０
１
７
に
関
す
る
考
察
─
２
０
０
４

年
版
と
の
比
較
─
」
日
本
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
会
報
告
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
九
日
関
西
大
学
）。
目
標
の
達
成
に
不
利
な
（adversely

）
影

響
を
与
え
る
可
能
性
、
が
戦
略
と
目
標
の
達
成
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
、
と
修
正
さ
れ
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
盛
り
込
ま
れ
る
に
至
っ

て
お
り
、
我
が
国
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
（
二
〇
一
八
年
六
月
改
訂
）
に
お
け
る
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
し
て
経
営
陣
が
積
極
的

な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
を
行
う
こ
と
を
推
奨
す
る
内
容
と
近
接
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
か
（
私
見
）。

（
38
） 

前
掲
注（
10
）久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
二
一
─
二
二
頁
。

（
39
） 

金
融
工
学
を
駆
使
し
て
過
去
の
値
動
き
か
ら
最
良
の
執
行
タ
イ
ミ
ン
グ
を
探
る
取
引
手
法
。

（
40
） 

景
気
の
悪
化
時
に
金
融
機
関
が
自
己
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
の
改
善
な
ど
の
た
め
に
中
小
企
業
な
ど
へ
の
融
資
を
控
え
る
た
め
、
景
気
循
環
・
変

動
幅
が
逆
に
増
幅
さ
れ
景
気
が
悪
化
す
る
効
果
な
ら
び
に
金
融
機
関
の
経
営
行
動
の
こ
と
。
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
に
よ
る
銀
行

の
自
己
資
本
規
制
、
金
融
商
品
の
時
価
会
計
な
ど
が
原
因
と
さ
れ
、
与
信
先
や
保
有
金
融
商
品
の
評
価
が
悪
化
す
る
際
に
、
銀
行
な
ど
の
市
場
参
加

者
が
信
用
供
与
縮
小
と
資
産
売
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
実
体
経
済
・
市
場
全
体
を
一
層
悪
化
さ
せ
る
。
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
な
ど
規
制
・
監

督
当
局
は
プ
ロ
シ
ク
リ
カ
リ
テ
ィ
問
題
に
関
し
て
資
本
バ
ッ
フ
ァ
ー
、
バ
リ
ュ
ー
ア
ッ
ト
リ
ス
ク
に
基
づ
く
資
本
算
定
見
直
し
、
貸
倒
引
当
金
積
立

基
準
の
見
直
し
等
を
検
討
し
て
い
る
。G

lossary:P
rocyclical econom

ic indicator - S
tatistics E

xplained,

https://w
w

w
.glossary.jp/econ/econom

y/pro-cyclicality.php.

（
41
） 

金
利
が
一
ベ
ー
シ
ス
ポ
イ
ン
ト
（
〇
・
〇
一
％
）
変
化
し
た
場
合
の
債
券
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
等
の
金
融
商
品
に
お
け
る
現
在
価
値
の
変
化
額
で

あ
る
。

（
42
） 

預
金
期
日
の
定
め
の
な
い
預
金
で
普
通
預
金
、
当
座
預
金
、
通
知
預
金
、
貯
蓄
預
金
、
別
段
預
金
、
納
税
準
備
預
金
が
あ
り
、
期
日
の
定
め
が

な
く
要
求
払
預
金
、
無
期
日
預
金
と
も
称
さ
れ
る
。
コ
ア
預
金
は
実
質
的
に
低
金
利
の
長
期
調
達
と
同
等
で
金
利
が
高
く
収
益
向
上
に
有
利
な
運
用
、

資
産
選
択
が
可
能
に
な
る
。
規
制
に
対
す
る
影
響
以
上
に
資
本
使
用
率
を
効
率
的
に
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
短
期
的
に
流
出
し
な
い
預
金
で
あ
る

た
め
、
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
の
高
度
化
、
流
動
性
リ
ス
ク
を
小
さ
く
す
る
こ
と
に
利
用
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
。
統
合
リ
ス
ク
管
理
研
究
会
「
統
合

リ
ス
ク
管
理
入
門
（
８
）」
エ
フ
ア
イ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
、

一
七
八



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

http://w
w

w
.ginkouin.com

/rensai/riskm
anagem

ent/pdf/riskm
anagem

ent_8.pdf.

日
本
銀
行
金
融
機
構
局
・
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
「
コ

ア
預
金
モ
デ
ル
の
特
徴
と
留
意
点
─
金
利
リ
ス
ク
管
理
そ
し
て
Ａ
Ｌ
Ｍ
の
高
度
化
に
向
け
て
─
」B

O
J R

eports &
 R

esearch P
apers

（
二
〇
一
一
年
一
一
月
）
一
─
三
五
頁
。

（
43
） 
前
掲
注（
10
）久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
二
四
頁
。

（
44
） 

瀧
俊
雄
「
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
に
よ
るF

intech

へ
の
提
言
レ
ポ
ー
ト
」
マ
ネ
ー
フ
ォ
ワ
ー
ド
（
二
〇
一
七
年
九
月
一
日
）。https://

m
oneyforw

ard.com
/m

f_blog/20170901/bcbs/.

新
た
な
変
化
に
対
し
て
観
察
さ
れ
て
い
る
事
実
と
推
奨
さ
れ
る
対
応
を
一
〇
個
の
論
点
に
つ
い

て
掲
げ
て
い
る
。
①
銀
行
業
務
の
範
囲
や
性
質
は
技
術
の
取
込
み
や
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
通
じ
て
変
化
す
る
。
金
融
シ
ス
テ
ム
の
健
全
性
を
保
つ
た

め
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
阻
害
す
る
よ
う
な
リ
ス
ク
も
最
小
化
す
る
こ
と
。
②
銀
行
自
体
に
と
りF

intech

が
も
た
ら
す
リ
ス
ク
は
戦
略
、
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ン
、
サ
イ
バ
ー
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
四
種
に
分
類
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
堅
牢
で
戦
略
的
な
プ
ラ
ン
を
持
ち
潜
在
的
な
参
入
者
に
よ

る
収
益
イ
ン
パ
ク
ト
に
備
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
新
た
な
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
提
供
の
際
に
も
四
種
の
リ
ス
ク
の
勘
案
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

③
新
た
な
技
術
をF

intech

企
業
や
銀
行
が
提
供
す
る
場
合
、
そ
れ
自
体
が
も
た
ら
す
新
し
い
リ
ス
ク
も
存
在
す
る
。
銀
行
の
観
点
か
ら
も
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
裏
側
に
あ
る
技
術
の
リ
ス
ク
が
適
切
に
管
理
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
④F

intech

の
進
展
に
伴
い
協
業
や
外
部
委
託
事
例
が

増
え
る
中
で
、
外
部
委
託
の
あ
り
方
を
整
備
し
銀
行
本
体
と
同
水
準
の
リ
ス
ク
管
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
⑤
既
存
の
金
融
規
制
に
加

え
て
、
デ
ー
タ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
Ｉ
Ｔ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
競
争
促
進
と
反
テ
ロ
・
マ
ネ
ロ
ン
対
策
な
ど
の
政
策
対
応
も
必
要
と
な
る
。
政
府
機
関
間

で
の
連
携
を
行
い
つ
つ
適
切
な
監
督
体
制
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
⑥
融
資
や
投
資
領
域
に
お
い
て
は
、
多
国
間
で
サ
ー
ビ
ス
提
供

を
行
う
事
例
も
見
ら
れ
る
中
で
政
策
当
局
の
国
際
的
協
調
が
必
要
と
な
る
。
⑦
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
技
術
変
化
に
よ
り
提
供
形
態
を
変
え
る
中
で
、

監
督
モ
デ
ル
、
職
員
の
採
用
や
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
あ
り
方
、
ナ
レ
ッ
ジ
や
ツ
ー
ル
を
再
考
す
る
。
⑧
分
散
型
台
帳
技
術
、
デ
ィ
ー
プ
ラ
ー
ニ
ン
グ
や

人
工
知
能
技
術
が
進
展
す
る
中
で
、
監
督
の
効
率
性
や
専
門
性
の
向
上
に
活
用
で
き
な
い
か
を
検
討
す
る
。
⑨
既
存
の
金
融
規
制
が
想
定
し
て
い
な

い
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
つ
い
て
規
制
、
監
督
お
よ
び
許
認
可
の
あ
り
方
を
再
考
し
、
顧
客
保
護
や
安
全
な
シ
ス
テ
ム
の
提
供
と
新
た
な
ビ
ジ

ネ
ス
の
参
入
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
。
⑩
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
ー
（accelerator
）
や
規
制
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
（regulations sandbox

）、
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
・
ハ
ブ
（innovation hub

）
な
ど
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
よ
う
に
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
の
交
流
接
点
や
技
術
振
興
に
向
け
た
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
各
国

一
七
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の
当
局
間
で
共
有
す
る
。

（
45
） F

S
I Insights on policy im

plem
entation N

o 9, Innovative technology in financial supervision 

（suptech

） - the experience of 

early users, B
y D

irk B
roeders and Jerm

y P
renio, B

ank for International S
ettlem

ents, July 2018,1-26pp.

（
46
） 
法
令
上
の
（de jure

）
規
制
が
限
界
を
呈
し
、
代
わ
っ
て
事
実
上
の
（de facto

）
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
生
成
・
普
及
に

規
制
当
局
が
参
画
す
る
事
例
が
出
つ
つ
あ
る
。
金
融
セ
ク
タ
ー
、
Ｉ
Ｔ
セ
ク
タ
ー
の
自
主
規
制
、
国
際
標
準
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）
等
。
前
掲
注（
10
）久
光
孔

世
留
・
山
田
隆
人
四
頁
（
注
14
）。

（
47
） 

日
本
銀
行
「
２
０
１
７
年
度
の
考
査
の
実
施
方
針
等
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
七
年
三
月
二
八
日
）
一
─
一
七
頁
。
日
本
銀
行
金
融
機
構
局
は
金

融
機
関
のF

inT
ech

の
導
入
・
活
用
状
況
、F

inT
ech

企
業
と
の
連
携
等
の
実
情
を
調
査
し
て
い
る
。
Ｇ
７
サ
イ
バ
ー
専
門
家
グ
ル
ー
プ
（C

yber 

E
xper G

roup

）
に
継
続
的
に
参
画
し
、
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
は
「
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
金
融
の
高
度
化
の
推
進
に
向
け
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を

開
催
し
て
い
る
。

（
48
） 

柏
木
亮
二
・
前
掲
注（
14
）三
六
頁
。

（
49
） 

産
業
機
械
か
ら
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
・
デ
バ
イ
ス
ま
で
日
常
を
構
成
し
て
い
る
モ
ノ
が
、
相
互
接
続
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
モ
ノ
に
搭
載
さ
れ
た

内
蔵
セ
ン
サ
ー
か
ら
デ
ー
タ
を
収
集
し
、
デ
ー
タ
に
も
と
づ
き
必
要
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
実
行
す
る
概
念
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
サ
ー

バ
ー
や
ク
ラ
ウ
ド
に
接
続
さ
れ
、
モ
ノ
が
相
互
通
信
し
、
遠
隔
か
ら
も
認
識
や
計
測
、
制
御
な
ど
が
可
能
と
な
り
、
デ
ー
タ
処
理
、
変
換
、
分
析
、

連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
Ｉ
ｏ
Ｔ
）
概
要
と
重
要
性
」S

A
S

 A
nalytics for IoT

. https://w
w

w
.sas.com

/ja_

jp/insights/big-data/internet-of-things.htm
l.

（
50
） 

柏
木
亮
二
・
前
掲
注（
14
）一
五
頁
以
下
参
照
。

（
51
） 

Ｎ
Ｒ
Ｉ
野
村
総
合
研
究
所
資
料
。
柏
木
亮
二
「F

inT
ech

に
よ
っ
て
激
変
す
る
競
争
環
境
」
首
都
大
学
東
京
金
融
工
学
研
究
セ
ン
タ
ー
第
一
回

東
京
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
〇
一
八
年
五
月
三
〇
日
）
講
演
資
料
三
頁
。

（
52
） 

柏
木
亮
二
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
を
加
速
さ
せ
る
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
ノ
ミ
ー
」F

inancial Inform
ation T

echnology F
ocus

（
二
〇
一
六
年
六
月
）

一
二
─
一
三
頁
。

一
八
〇



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

（
53
） 

チ
ャ
ネ
ル
拡
大
を
目
指
し
、
広
告
費
の
意
味
合
い
を
有
す
る
。

（
54
） 

我
が
国
の
金
融
審
議
会
「
決
済
業
務
等
の
高
度
化
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
報
告
～
決
済
高
度
化
に
向
け
た
戦
略
的
取
組
み
～
」
報

告
書
（
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
二
日
）
に
お
い
て
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
検
討
す
る
た
め
の
作
業
部
会
等
を
設
置
す
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
た
。

（
55
） 
森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
増
島
雅
和
・
堀
天
子
編
石
川
貴
教
・
白
根
央
・
飯
島
隆
博
著
『F

inT
ech

の
法
律
２
０
１
７
─
２
０
１
８
』
日
経

Ｂ
Ｐ
社
（
二
〇
一
七
年
七
月
）
一
─
五
四
三
頁
。
柏
木
亮
二
・
前
掲
注（
14
）二
六
頁
。

（
56
） 

第
三
九
回
金
融
審
議
会
総
会
・
第
二
七
回
金
融
分
科
会
合
同
会
合
議
事
次
第
配
付
資
料
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
六
日
）。

（
57
） 

柏
木
亮
二
・
前
掲
注（
14
）三
六
頁
。

（
58
） 

石
川
智
也
・
河
合
優
子
・
白
澤
秀
己
「
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
対
応
と
日
本
の
デ
ー
タ
越
境
移
転
規
制
対
応
の
実
務
」
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
企
業
法

務
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
（
二
〇
一
八
年
二
月
号
）
一
─
九
頁
参
照
。
石
川
智
也
・
河
合
優
子
・
菅
悠
人
・
杉
山
侑
惟
「
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
か
ら
日
本
へ
の
個

人
デ
ー
タ
の
移
転
の
た
め
の
十
分
性
認
定
の
ド
ラ
フ
ト
の
公
表
」
企
業
法
務
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
（
二
〇
一
八
年
九
月
号
）
一
─
四
頁
、
石
川
智
也
・

河
合
優
子
・
杉
山
侑
惟
「
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
か
ら
十
分
性
認
定
に
よ
り
移
転
を
受
け
た
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
い
に
関
す
る
補
完
的
ル
ー
ル
の
公
表
と
、
日

本
企
業
の
実
務
対
応
に
つ
い
て
」
企
業
法
務
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
（
二
〇
一
八
年
八
月
号
）
一
─
一
〇
頁
。
梅
澤
泉
「
Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則

（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）
の
概
要
と
企
業
が
対
応
す
べ
き
事
項
」E

Y
 Japan

新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
・
情
報
セ
ン
サ
ー
二
〇
一
七
年
二
月
号
。

Ｅ
Ｕ
か
ら
日
本
に
移
転
さ
れ
る
個
人
デ
ー
タ
を
外
国
に
再
移
転
す
る
場
合
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
対
応
や
十
分
性
認
定
の
動
向
を
把
握
す
る
の
み
な
ら
ず
、

我
が
国
の
法
お
よ
び
関
連
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
い
た
検
討
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
越
境
移
転
規
制
（
第

二
四
条
）
に
関
し
、
外
国
に
あ
る
第
三
者
に
個
人
デ
ー
タ
を
移
転
す
る
際
の
規
律
に
つ
い
て
対
応
未
了
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
日
本
の
グ
ル
ー
プ
会

社
と
の
間
の
個
人
デ
ー
タ
の
共
有
、
海
外
の
グ
ル
ー
プ
会
社
と
の
間
の
個
人
デ
ー
タ
の
共
有
に
つ
い
て
対
処
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

（
59
） 

日
本
銀
行
決
済
機
構
局
小
早
川
周
治
「
中
央
銀
行
と
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
」
日
本
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
講
演

（
二
〇
一
八
年
二
月
一
三
日
）、
同
「
中
央
銀
行
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
通
貨
発
行
の
取
組
み
」
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
一
日
）
一
四
─

一
七
頁
。

（
60
） 

柳
川
範
之
（
東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
）「
仮
想
通
貨
、
中
銀
デ
ジ
タ
ル
通
貨
の
将
来
」
東
京
大
学
金
融
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

一
八
一



（
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｆ
）「
２
０
１
７
年
度
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
講
演
（
二
〇
一
八
年
三
月
二
〇
日
）
参
照
。
そ
の
他
、
同

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
講
演
で
は
、
松
尾
元
信
（
金
融
庁
総
務
企
画
参
事
官
）「fintech

等
に
対
応
し
た
金
融
規
制
の
方
向
性
」、
河
合
祐
子
（
日
本
銀
行

決
済
機
構
局
審
議
役
・F

inT
ech

セ
ン
タ
ー
長
）「F

inT
ech

が
描
く
未
来
」、
岩
下
直
行
（
京
都
大
学
公
共
政
策
大
学
院
教
授
、
前
日
本
銀
行
初
代

F
inT

ech
セ
ン
タ
ー
長
）「
最
近
の
仮
想
通
貨
を
巡
る
話
題
」、
楠
正
憲
（
内
閣
府
Ｃ
Ｉ
Ｏ
補
佐
官
、Japan D

igital D
esign C

T
O

）「
ブ
ロ
ッ
ク

チ
ェ
ー
ン
と
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」、
リ
ー
ド
コ
メ
ン
ト
・
パ
ネ
リ
ス
ト
翁
百
合
（
日
本
総
合
研
究
所
副
理
事
長
）、
植
田
和
男

（
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｆ
セ
ン
タ
ー
長
）。

（
61
） C

om
m

ittee on P
aym

ents and M
arket Infrastructures M

arkets C
om

m
ittee, C

entral bank digital currencies,R
eport 

subm
itted by W

orking G
roups chaired by K

laus L
öber 

（E
uropean C

entral B
ank

） and A
erdt H

ouben 

（N
etherlands B

ank

）, 

M
arch 2018, B

ank for International S
ettlem

ents

（B
IS

）,1-28pp.

な
お
翻
訳
に
関
す
る
文
責
は
全
て
筆
者
に
あ
る
。

https://w
w

w
.bis.org/cpm

i/publ/d174.pdf#search=%
27m

oney+flow
er+digital++tokenbased+++com

ittee+on++paym
ents+and+m

ar

ket+infrastructure+m
arkets+com

m
ittee%

27

（
62
） C

entral bank cryptocurrencies, M
orten B

ech, R
odney G

arrat, B
IS

 Q
uarterly R

eview
, 17 S

eptem
ber 2017.

（
63
） retail transactions

以
外
に
も
、
更
に
広
い
範
囲
で
の
利
用
も
可
能
で
あ
る
。
通
常segm

ents

はretail

とw
holesale

に
分
け
ら
れ
、

retail paym
ents

は
相
対
的
に
低
位
な
価
値
の
取
引
を
指
し
、cheques

、credit transfers

、direct debits

、card paym
ents

が
例
示
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、w

holesale paym
ents

は
、
高
位
な
価
値
・
優
先
度
合
い
の
取
引
（large-value and high-priority transactions

）
の
も
の

で
あ
る
が
、
Ｃ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
に
関
す
る
限
り
は
こ
の
区
別
は
相
対
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
デ
ザ
イ
ン
に
も
よ
る
が
、a w

idely available 

Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｃ
で
あ
れ
ばw

holesale transactions

に
も
使
用
が
可
能
と
な
り
得
る
。
前
掲
注（
61
）Com

m
ittee on P

aym
ents and M

arket 

Infrastructures M
arkets C

om
m

ittee, C
entral bank digital currencies,4p.

（
64
） 

み
ず
ほ
証
券
戦
略
調
査
部
小
川
久
範
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ffering

）
の
ご
説
明
」
金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
」

（
第
一
回
）
資
料
（
二
〇
一
八
年
四
月
三
〇
日
）
一
─
一
二
頁
参
照
。
有
吉
尚
哉
「Initial C

oin O
ffering

（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
）
に
対
す
る
金
融
規
制
の
適

用
関
係
に
関
す
る
一
考
察
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ 

№
一
一
一
一
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
日
）
四
─
一
三
頁
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
を
仮
想
通
貨
型
、
法
定
通
貨
型
、

一
八
二



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

フ
ァ
ン
ド
型
、
商
品
券
型
、
会
員
権
型
お
よ
び
期
待
権
型
に
分
類
し
て
い
る
。

（
65
） F

acebook

、G
oogle

は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
広
告
を
取
扱
わ
な
く
な
り
周
知
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

（
66
） 
仮
想
通
貨
を
支
払
う
と
自
動
的
に
ト
ー
ク
ン
が
分
配
さ
れ
る
。

（
67
） 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
失
敗
に
終
わ
る
ケ
ー
ス
、
多
額
の
金
銭
を
得
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
完
遂
さ
せ
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
失
い
進
展
し
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

（
68
） 

Ｉ
Ｃ
Ｏ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
介
在
す
る
ケ
ー
ス
、
介
在
し
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
海
外
に
お
け
る
ト
ー
ク
ン
（
有
価
証
券
型
）
販
売
も
同
様
。

（
69
） 

前
掲
注（
64
）小
川
久
範
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ffering

）
の
ご
説
明
」
九
頁
。

（
70
） 

イ
ー
サ
リ
ア
ム
の
価
格
は
数
年
で
Ｉ
Ｃ
Ｏ
時
点
の
一
、〇
〇
〇
倍
以
上
に
達
し
て
い
る
。
他
方
で
流
出
な
ど
に
よ
る
被
害
規
模
は
全
体
の

一
〇
％
程
度
と
さ
れ
る
。

（
71
） 

取
扱
う
条
件
と
し
て
発
行
体
に
金
銭
や
ト
ー
ク
ン
を
要
求
す
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
が
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。

（
72
） 

金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
」（
第
一
回
）
事
務
局
資
料
一
─
一
三
頁
参
照
。

（
73
） 

出
資
者
全
員
が
そ
の
事
業
に
関
与
す
る
場
合
な
ど
は
除
か
れ
る
。
横
山
淳
「
集
団
投
資
ス
キ
ー
ム
（
フ
ァ
ン
ド
）
の
規
制
」
大
和
総
研
制
度
調

査
部
情
報
（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
六
日
）
一
─
一
〇
頁
。

（
74
） 

株
式
取
引
と
同
様
に
「
板
」
が
あ
る
。
一
般
社
団
法
人
日
本
仮
想
通
貨
交
換
業
協
会
「
仮
想
通
貨
取
引
に
つ
い
て
の
現
状
報
告
」
金
融
庁
「
仮

想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
」（
第
一
回
）
資
料
一
─
四
〇
頁
参
照
。

（
75
） 

こ
の
他
、
定
期
的
（
毎
月
末
、
三
ヵ
月
毎
等
）
に
取
引
報
告
書
を
メ
ー
ル
報
告
を
実
施
し
て
い
る
業
者
も
存
在
す
る
。
日
本
仮
想
通
貨
交
換
業

協
会
・
前
掲
注（
74
）三
〇
頁
。

（
76
） 

日
本
仮
想
通
貨
交
換
業
協
会
の
秘
密
鍵
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
外
部
事
業
者
と
の
間
で
連
携
し
て
実
施
す
る
マ
ル
チ
シ
グ
の
仕
組
み
に
よ
っ
て

安
全
性
を
高
め
て
い
る
。
日
本
仮
想
通
貨
交
換
業
協
会
・
前
掲
注（
74
）三
六
頁
。

（
77
） 

金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
対
応
等
」
一
─
一
七
頁
参
照
、
金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
」

（
第
二
回
）
事
務
局
資
料
（
二
〇
一
八
年
四
月
二
七
日
）。

一
八
三



（
78
） 

仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
監
督
す
る
際
の
行
政
部
内
の
職
員
向
け
の
手
引
書
で
あ
る
（
公
表
）。

金
融
庁
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
二
〇
一
七
年
四
月
施
行
）
三
─
五
七
頁
。

（
79
） 
金
融
庁
・
前
掲
注（
78
）三
〇
─
三
八
頁
。

（
80
） 
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
事
案
は
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
情
報
シ
ス
テ
ム
等
の
悪
用
に
よ
り
サ
イ
バ
ー
空
間
を
経
由
し
て
行
わ
れ
る
不

正
侵
入
、
情
報
の
窃
取
、
改
竄
や
破
壊
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
作
動
停
止
や
誤
作
動
、
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行
や
Ｄ
Ｄ
ｏ
Ｓ
攻
撃
等
の
サ
イ
バ
ー
攻

撃
に
よ
り
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
が
脅
か
さ
れ
る
事
案
を
い
う
。
金
融
庁
・
前
掲
注（
78
）三
一
頁
。

（
81
） 

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理
態
勢
に
つ
い
て
は
定
期
的
に
第
三
者
（
外
部
機
関
）
か
ら
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
金
融
庁
・
前
掲
注

（
78
）三
一
頁
。

（
82
） 

機
密
情
報
と
は
暗
号
鍵
等
、
暗
証
番
号
、
パ
ス
ワ
ー
ド
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
情
報
等
、
利
用
者
に
損
失
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
情
報
を

い
う
。
金
融
庁
・
前
掲
注（
78
）三
三
頁
。

（
83
） 

拙
稿
「
金
融
機
関
に
お
け
る
新
た
な
三
つ
の
防
衛
線
と
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
践
─
内
部
統
制
お
よ
び
内
部
監
査
な
ら
び
にF

inT
ech

関

連
法
制
を
踏
ま
え
た
組
織
法
的
考
察
─
」
日
本
法
学
第
八
三
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
一
月
）
一
─
五
九
頁
。

（
84
） 

外
部
監
査
人
に
よ
る
シ
ス
テ
ム
監
査
を
導
入
す
る
方
が
監
査
の
実
効
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
内
部
監
査
に
代
え
て
外
部
監
査
を
利

用
し
て
差
し
支
え
な
い
。
金
融
庁
・
前
掲
注（
78
）三
五
頁
。

（
85
） 

う
ち
一
社
は
実
態
を
詳
細
に
把
握
し
た
結
果
、
仮
想
通
貨
交
換
業
に
該
当
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
金
融
庁
・
前
掲
注（
77
）九
頁
。

（
86
） 

金
融
庁
・
前
掲
注（
77
）九
頁
。

（
87
） 

同
一
銘
柄
に
つ
き
自
己
の
売
り
注
文
と
買
い
注
文
を
同
時
期
・
同
価
格
で
約
定
さ
せ
る
も
の
。

（
88
） 

片
岡
義
広
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
金
融
機
関
関
連
の
法
制
度
的
論
点
に
つ
い
て
の
報
告
書
」
二
〇
一
七
年
二
月
三
日
全
国
銀
行
協
会
第

三
回
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
研
究
会
（
二
〇
一
七
年
七
月
三
日
）
一
─
一
六
頁
。
片
岡
義
弘
「
仮
想
通
貨
の
私
法
的
性
質
の
論
点
」『
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン

な
ど
の
仮
想
通
貨
に
関
す
る
法
改
正
と
実
務
へ
の
影
響
』
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ
一
七
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
四
月
）
一
二
─
一
七
頁
参
照
。
中
央
集
権
型
取

引
所
（C

entralized E
xchange

）、
非
中
央
集
権
型
取
引
所
（D

ecentralized E
xchange

）
の
性
質
と
取
引
所
に
対
す
る
差
押
え
の
場
合
に
生
じ

一
八
四



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

得
る
任
意
の
対
応
な
ど
の
法
的
論
点
に
つ
い
て
、
吉
井
和
明
・
後
藤
大
輔
「
い
わ
ゆ
る
非
中
央
集
権
型
取
引
所
の
概
要
と
取
引
所
に
対
す
る
差
押
え

に
関
す
る
一
考
察
」
金
融
法
務
事
情
№
二
〇
九
四
（
二
〇
一
八
年
七
月
二
五
日
）
二
七
─
三
一
頁
。

（
89
） 
岩
下
直
行
「
仮
想
通
貨
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
」
千
葉
商
科
大
学
経
済
研
究
所
講
演
（
二
〇
一
八
年
五
月
一
二
日
）
一
─
六
〇
頁
参
照
。

（
90
） 
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
ウ
ォ
レ
ッ
ト
で
、
ユ
ー
ザ
ー
は
バ
ッ
ク
ド
ア
な
ど
の
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
仮
想
通
貨
が
盗
ま
れ

る
こ
と
が
な
く
な
る
。
コ
ー
ル
ド
ウ
ォ
レ
ッ
ト
の
種
類
と
し
て
は
、
秘
密
鍵
を
紙
に
書
き
記
し
た
ペ
ー
パ
ー
ウ
ォ
レ
ッ
ト
、
金
属
や
コ
イ
ン
ま
た
は

安
全
な
専
用
デ
バ
イ
ス
な
ど
で
秘
密
鍵
を
管
理
す
る
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
ウ
ォ
レ
ッ
ト
が
あ
る
。
コ
ー
ル
ド
ウ
ォ
レ
ッ
ト
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
対
し
て

安
全
な
一
方
、
物
理
的
に
秘
密
鍵
を
保
管
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
現
実
の
窃
盗
や
紛
失
に
弱
い
面
も
あ
る
。
ま
た
支
払
い
な
ど
に
は
使
い

に
く
く
、
コ
ー
ル
ド
ウ
ォ
レ
ッ
ト
は
あ
く
ま
で
も
保
管
目
的
で
用
い
ら
れ
日
常
の
財
布
に
は
別
の
ウ
ォ
レ
ッ
ト
を
併
用
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
多
い
。

https://bitbank.cc/info/glossary/cold_w
allet/

（bitbank

用
語
集
）。

（
91
） 

情
報
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
金
融
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
金
融
審
議
会
「
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
グ

ル
ー
プ
」
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
九
日
開
始
。
金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
研
究
会
」
二
〇
一
八
年
四
月
一
〇
日
開
始
。

（
92
） 

岩
下
直
行
・
前
掲
注（
89
）一
三
頁
。

（
93
） 

金
融
庁
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ffering

）
に
つ
い
て
～
利
用
者
及
び
事
業
者
に
対
す
る
注
意
喚
起
～
」
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
七
日
。
技

術
的
に
は
イ
ー
サ
リ
ア
ム
の
ス
マ
ー
ト
ト
ー
ク
ン
、E

R
C

-20 T
oken S

tandard

（E
IP

20

）
に
準
拠
し
た
も
の
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
94
） 

東
晃
慈
「
10
億
集
め
た
Ｉ
Ｃ
Ｏ
が
何
も
プ
ロ
ダ
ク
ト
を
ロ
ー
ン
チ
で
き
な
い
理
由
」
二
〇
一
七
年
九
月
一
日
。https://btcnew

s.

jp/2ojkkse512376/. T
echC

runch Japan

「
米
Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
仮
想
通
貨
資
金
調
達
（
Ｉ
Ｃ
Ｏ
）
２
件
を
詐
欺
で
告
発
」（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
日
）

S
arah B

uhr

（
翻
訳N

ob T
akahashi

）。

https://jp.techcrunch.com
/2017/10/02/20170929the-sec-has-charged-tw

o-initial-coin-offerings-w
ith-defrauding-investors/

（
95
） S

E
C

 Issues Investigative R
eport C

oncluding D
A

O
 T

okens, a D
igital A

sset, W
ere S

ecurities, U
.S

. S
ecurities L

aw
s M

ay 

A
pply to O

ffers, S
ales, and T

rading of Interests in V
irtual O

rganizations, W
ashington D

.C
., July 25, 2017.

https://w
w

w
.sec.gov/new

s/press-release/2017-131

一
八
五



S
E
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N
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X
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G
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O
M

M
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S
IO

N
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E
C

U
R

IT
IE

S
 E

X
C

H
A

N
G

E
 A

C
T

 O
F

 1934, R
elease N

o. 81207/July 25, 

2017, R
eport of Investigation P

ursuant to S
ection 21 

（a

） of the S
ecurities E

xchange A
ct of 1934: T

he D
A

O
.

（
96
） 
山
崎
大
輔
「「T

he D
A

O

は
証
券
取
引
所
法
違
反
に
な
り
う
る
」
米
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
加
熱
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
初
声
明
」（
二
〇
一
七
年
七
月
二
六
日
）

参
照
。https://btcnew

s.jp/2nb2krci11936/. S
E

C
.gov R

eport of Investigation P
ursuant to S

ection 21 

（a

） of the S
ecurities 

E
xchange A

ct of 1934:T
he D

A
O

. 

Ｄ
Ａ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
の
実
質
的
発
行
体
お
よ
び
取
引
所
が
有
価
証
券
取
引
所
規
制
対
象
と
な
る
点
に
つ
い
て
、

①
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
フ
ァ
ン
ド
に
近
い
性
質
が
あ
り
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
様
々
な
投
資
先
に
投
資
が
行
わ
れ
、
利
益
配
当
が
Ｄ
Ａ
Ｏ
へ
の
投
資
家

に
分
配
さ
れ
る
仕
組
み
を
持
っ
て
い
る
。
②
Ｄ
Ａ
Ｏ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
自
律
的
な
Ｄ
Ａ
Ｏ
組
織
と
言
い
つ
つ
運
営
者
の
強
い
関
与
が
あ
り
、
個
別

投
資
先
の
選
定
は
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
役
割
の
人
が
一
定
の
選
別
を
し
て
作
成
し
た
ホ
ワ
イ
ト
リ
ス
ト
が
作
成
さ
れ
、
投
資
家
は
投
票
で
投

資
先
を
選
ぶ
。
③
投
資
家
は
運
営
や
投
資
先
選
定
へ
の
自
由
度
が
少
な
い
た
め
、
運
営
者
に
よ
る
適
切
な
運
営
、
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
に
よ
る
ホ
ワ
イ
ト

リ
ス
ト
作
成
に
相
当
程
度
の
期
待
を
持
つ
。
④
投
資
家
は
、
投
資
先
選
定
の
投
票
権
と
投
資
先
か
ら
の
利
益
配
当
権
を
持
つ
。
⑤
Ｄ
Ａ
Ｏ
ト
ー
ク
ン

の
購
入
は
誰
で
も
制
限
な
く
可
能
、
購
入
し
た
ト
ー
ク
ン
の
二
次
流
通
市
場
で
の
売
却
も
可
能
で
あ
る
。
⑥
規
制
対
象
と
な
る
有
価
証
券
購
入
の
払

込
は
現
金
に
限
ら
ず
、
仮
想
通
貨
等
も
対
象
に
な
る
。
②
の
点
で
、
フ
ァ
ン
ド
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
い
る
フ
ァ
ン
ド
投
資
に
仕
組
み
が
似
て
い
る
。
④

の
点
で
、
明
確
に
投
資
家
は
利
益
配
当
へ
の
期
待
が
あ
り
、
仮
想
通
貨
の
事
前
販
売
と
は
異
な
る
フ
ァ
ン
ド
投
資
的
な
論
点
で
語
ら
れ
て
い
る
。
利

益
配
当
の
な
い
単
な
る
仮
想
通
貨
の
プ
リ
セ
ー
ル
だ
け
を
行
う
場
合
、
規
制
対
象
有
価
証
券
に
な
る
の
か
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
我
が
国
で
も
利
益
配

当
を
目
的
に
Ｄ
Ａ
Ｏ
と
似
た
仕
組
み
で
行
う
場
合
、
フ
ァ
ン
ド
投
資
規
制
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
（
後
藤
あ
つ
し
見
解
）。
そ
の
後
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、

二
〇
一
七
年
九
月
サ
イ
バ
ー
ユ
ニ
ッ
ト
を
創
設
し
て
証
券
市
場
に
お
け
る
サ
イ
バ
ー
犯
罪
な
ど
の
不
正
行
為
を
積
極
的
に
摘
発
す
る
方
針
を
示
し
て

い
る
。
詐
欺
的
な
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
対
し
て
は
、T

he D
A

O

に
関
す
る
報
告
書
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
一
九
四
六
年H

ow
ey

事
件
連
邦
最
高
裁
判
決

（S
ecurities and E

xchange C
om

m
ission v. W

. J. H
ow

ey C
o., 328 U

.S
. 293 

（1946

））
で
確
立
し
たH

ow
ey

基
準
を
適
用
し
、
無
登
録
の

証
券
募
集
と
し
て
規
制
を
強
め
て
い
る
。
二
〇
一
七
年
一
二
月
に
は
、P

lex C
oin

と
称
す
る
詐
欺
的
ト
ー
ク
ン
の
発
行
を
差
止
め
、
レ
ス
ト
ラ
ン

評
価
ア
プ
リ
を
提
供
す
るM

unchee

社
の
Ｉ
Ｃ
Ｏ
警
告
に
対
し
て
も
警
告
を
発
し
て
い
る
。H

ow
ey

基
準
は
、
①
資
金
の
拠
出
、
②
共
同
の
事
業
、

③
収
益
獲
得
の
期
待
、
④
収
益
獲
得
が
も
っ
ぱ
ら
資
金
供
出
以
外
の
他
人
の
努
力
に
依
る
こ
と
と
い
う
四
条
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
、
連
邦
証
券
法

一
八
六



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

の
規
制
を
受
け
る
投
資
契
約
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
後
掲
注（
143
）大
崎
貞
和
「
米
国
に
お
け
る
仮
想
通
貨
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
規
制
」
報
告
『
新
時

代
に
お
け
る
金
融
シ
ス
テ
ム
・
法
制
度
の
展
望
』
東
京
大
学
公
共
政
策
大
学
院
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
八
年
九
月
一
八
日
）
参
照
。

（
97
） 
岡
田
功
太
・
木
下
生
悟
「
仮
想
通
貨
に
対
す
る
米
規
制
当
局
の
ス
タ
ン
ス
と
課
題
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
八
春
号
一
─
一
三

頁
、
Ｄ
Ａ
Ｏ
事
件
に
つ
い
て
三
─
六
頁
。

（
98
） C

F
T

C
 O

rders B
itcoin O

ptions T
rading P

latform
 O

perator and its C
E

O
 to C

ease Illegally O
ffering B

itcoin O
ptions and 

to C
ease O

perating a F
acility for T

rading or P
rocessing of S

w
aps w

ithout R
egistering,R

E
L

E
A

S
E

 N
um

ber7231-15,S
eptem

ber 

17, 2015.

https://w
w

w
.cftc.gov/P

ressR
oom

/P
ressR

eleases/pr7231-15.

（
99
） 

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
編
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
法
大
全
［
全
訂
版
］
下
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
）
八
三
二
─
八
三
三
頁
（
有
吉
尚

哉
）。

（
100
） 

金
融
庁
総
括
審
議
官
佐
々
木
清
隆
「
最
近
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
・
仮
想
通
貨
を
巡
る
状
況
」、
大
越
有
人
「
仮
想
通
貨
・
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
お
け
る
法
的

論
点
」、
成
本
治
男
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
・
ト
ー
ク
ン
の
活
用
～
ア
セ
ッ
ト
ベ
ー
ス
で
の
可
能
性
」、
大
石
幸
雄
「
仮
想
通
貨
と
知
的
財
産
～
最
新
特
許
情
報
を

踏
ま
え
」、
藤
田
勉
「
仮
想
通
貨
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
が
金
融
市
場
に
与
え
る
影
響
」
各
講
演
『
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
と
仮
想
通
貨
を
巡
る
法
的
論
点
』
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総

合
法
律
事
務
所
・
一
橋
大
学
大
学
院
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
共
催
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
（
二
〇
一
八
年
五
月
二
四
日
）。

（
101
） 

長
野
聡
「
仮
想
通
貨
と
通
貨
を
め
ぐ
る
法
規
制
の
一
試
論
（
上
）（
下
）」
金
融
法
務
事
情
№
二
〇
九
二
（
二
〇
一
八
年
六
月
二
五
日
）
三
四
─

四
五
頁
、
№
二
〇
九
三
（
二
〇
一
八
年
七
月
一
〇
日
）
三
二
─
四
一
頁
。
通
貨
の
条
件
は
価
値
、
流
通
の
安
定
へ
の
信
用
で
あ
っ
て
現
時
点
で
満
た

す
の
は
二
つ
し
か
な
い
。
①
Ｐ
２
Ｐ
内
信
用
仮
想
通
貨
は
Ｐ
２
Ｐ
内
で
メ
ン
バ
ー
が
価
値
維
持
行
動
を
す
る
と
の
信
用
に
依
拠
し
た
仮
想
通
貨
で
あ

り
、
現
実
に
は
仮
想
通
貨
の
仕
組
み
に
関
与
で
き
る
専
門
家
間
に
し
か
存
在
せ
ず
、
将
来
は
地
域
通
貨
に
可
能
性
が
あ
る
。
②
他
方
、
主
体
型
仮
想

通
貨
は
発
行
体
ま
た
は
管
理
者
の
信
用
に
依
拠
し
た
仮
想
通
貨
で
あ
り
、
銀
行
等
信
用
あ
る
主
体
や
見
合
い
資
産
の
あ
る
信
託
の
仕
組
み
に
よ
り
発

行
管
理
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
後
者
は
国
家
通
貨
同
様
に
規
律
し
、
通
貨
条
件
を
満
た
さ
な
い
仮
想
通
貨
と
称
さ
れ
る
も
の
は
実
態
に
合
わ
せ
て

円
の
支
払
手
段
や
金
融
商
品
と
同
様
の
制
度
に
服
す
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で
Ｐ
２
Ｐ
（P

eer to P
eer

）
は
、
中
央
サ
ー

一
八
七



バ
ー
が
な
く
と
も
個
々
の
端
末
（P

eer

）
が
相
互
に
信
頼
し
合
い
成
立
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。

（
102
） 

金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
」（
第
一
回
）（
二
〇
一
八
年
四
月
一
〇
日
）、（
第
二
回
）（
二
〇
一
八
年
四
月
二
七
日
）
各

事
務
局
資
料
。

（
103
） 
当
初
約
三
〇
人
。

（
104
） 

現
在
ま
で
に
一
六
社
を
登
録
。
ま
た
み
な
し
業
者
に
つ
い
て
は
登
録
に
懸
念
が
あ
り
、
逆
に
登
録
を
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
二
〇
一
八

年
一
月
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
社
の
Ｎ
Ｅ
Ｍ
の
事
件
が
発
生
し
た
。
業
者
の
実
態
に
応
じ
て
報
告
徴
求
や
検
査
、
改
善
命
令
を
発
出
し
た
が
、
そ
れ
以
外

の
登
録
業
者
に
も
緊
急
点
検
等
を
実
施
さ
せ
、
登
録
申
請
を
取
り
下
げ
る
業
者
も
出
て
き
て
い
る
。
前
掲
注（
100
）佐
々
木
清
隆
講
演
に
お
け
る
発
言
。

（
105
） 

利
用
者
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
計
一
五
回
の
注
意
喚
起
を
実
施
。

（
106
） 

金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
」（
第
三
回
）
事
務
局
資
料
（
二
〇
一
八
年
五
月
二
二
日
）。

（
107
） 

金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
」（
第
二
回
）
事
務
局
資
料
参
照
。

（
108
） 

前
掲
注（
100
）佐
々
木
清
隆
講
演
。

（
109
） 

金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
」（
第
一
回
）
事
務
局
資
料
。

（
110
） 

上
村
達
男
教
授
は
、
予
て
よ
り
欧
州
市
民
社
会
の
規
律
を
念
頭
に
公
開
会
社
法
の
必
要
性
を
力
説
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
米
国
法
の
限
界
と
し
て
、

伝
統
的
な
私
法
ル
ー
ル
で
一
切
を
説
明
し
よ
う
と
し
、
中
間
に
資
本
市
場
法
理
が
な
く
従
っ
て
公
開
会
社
法
理
が
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
金
融

商
品
取
引
法
上
の
制
度
が
実
態
的
に
優
先
適
用
さ
れ
る
結
果
と
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
で
は
、
①
市
場
ル
ー
ル
、
業
者
ル
ー
ル
等
は
対
応
す
る
会
社
法

上
の
制
度
は
な
い
が
、
有
価
証
券
の
公
正
な
価
格
形
成
に
資
す
る
も
の
と
し
て
会
社
と
し
て
の
協
力
・
尊
重
す
る
義
務
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
義

務
）
の
対
象
に
は
な
る
。
②
開
示
・
会
計
・
監
査
・
内
部
統
制
を
資
本
市
場
の
イ
ン
フ
ラ
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
公
正
な
価
格
形
成
確
保
の
た
め

の
制
度
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
③
金
商
法
違
反
行
為
と
し
て
の
私
法
上
の
効
力
に
か
か
る
問
題
で
は
、
取
引
の
追
跡
不
能
状
態
で
の
個
々

の
取
引
の
有
効
性
と
資
本
市
場
機
能
と
の
調
和
を
い
か
に
図
る
か
。
④
金
商
法
上
の
損
害
賠
償
制
度
は
民
法
の
不
法
行
為
か
否
か
等
の
公
開
会
社
に

お
け
る
民
事
責
任
制
度
の
あ
り
方
も
問
わ
れ
る
等
の
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
り
、
前
提
と
し
て
我
が
国
に
公
開
会
社
法
制
度
の
導
入
の
必
要
性
が
予

て
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
る
。
対
象
会
社
と
し
て
は
株
式
会
社
、
公
開
会
社
、
更
に
銀
行
な
ど
と
三
分
類
し
、
規
制
と
し
て
は
会
社
法
、
金
商
法
（
証

一
八
八



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

券
取
引
法
）、
銀
行
法
な
ど
公
的
規
制
（
業
法
）
に
三
区
分
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
公
開
会
社
法
全
体
の
整
理
と
し
て
、
金
融
商
品
毎
に
は
①
フ
ァ

ン
ド
・
証
券
化
、
②
株
券
・
社
債
等
、
③
そ
の
他
金
融
商
品
に
区
分
け
さ
れ
、
他
方
ル
ー
ル
は
①
市
場
ル
ー
ル
（
取
引
所
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
ー
ク
、

上
場
管
理
な
ど
）
②
業
者
ル
ー
ル
（
勧
誘
規
制
、
営
業
規
制
、
財
務
規
制
、
資
産
保
管
、
資
産
運
用
、
金
融
商
品
仕
組
み
な
ど
）、
③
取
引
ル
ー
ル

（
情
報
開
示
、
会
計
監
査
、
不
公
正
取
引
規
制
、
公
開
買
付
、
発
行
市
場
な
ど
）、
更
に
④
金
融
商
品
仕
組
法
（
フ
ァ
ン
ド
・
証
券
化
に
は
集
団
投
資

ス
キ
ー
ム
法
制
、
株
券
・
社
債
等
に
は
株
式
会
社
法
（
公
開
会
社
法
）、
そ
の
他
金
融
商
品
に
は
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
仕
組
法
）
が
配
さ
れ
る
。
公
開
会

社
法
の
法
目
的
は
、
巷
間
主
張
さ
れ
る
よ
う
な
株
主
価
値
の
最
大
化
で
は
な
く
、
公
正
価
格
を
最
大
の
財
産
と
考
え
、
企
業
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
実
現
、

市
場
の
要
請
の
実
施
、
ル
ー
ル
全
体
へ
の
貢
献
を
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
上
村
達
男
「
公
開
会
社
法
─
喫
緊
の
課
題
と
基
礎
理
論
の
変
容
─
」

二
〇
一
八
年
度
早
稲
田
大
学
横
川
敏
雄
記
念
公
開
講
座
講
演
（
二
〇
一
八
年
五
月
二
六
日
）
参
照
。
上
村
達
男
「
公
開
会
社
抜
き
の
「
株
主
と
の
対

話
」
と
は
」
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
＆
Ｉ
Ｒ 

Vol.
１
（
二
〇
一
七
年
五
月
）
一
─
七
頁
。
企
業
経
営
の
方
向
性
と
し
て
は
Ｒ
Ｏ
Ｅ
（R

eturn on 

E
quity

）
で
な
く
Ｒ
Ｏ
Ａ
（R

eturn on A
sset

）
を
指
向
し
、
株
主
主
権
と
い
う
よ
り
も
ス
テ
イ
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
重
視
し
て
Ｅ
Ｓ
Ｇ
（
環
境

（E
nvironm

ent

）、
社
会
（S

ocial

）、
ガ
バ
ナ
ン
ス
（G

overnance

））
や
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（S

ustainable D
evelopm

ent G
oals

、
持
続
可
能
な
開
発

目
標
）
に
配
慮
し
た
企
業
価
値
最
大
化
と
最
適
資
本
構
成
を
目
指
す
方
向
性
に
も
親
和
す
る
内
容
と
い
え
よ
う
か
（
私
見
）。

（
111
） 

前
掲
注（
110
）上
村
達
男
「
公
開
会
社
法
─
喫
緊
の
課
題
と
基
礎
理
論
の
変
容
─
」
講
演
資
料
。

（
112
） 

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
前
掲
注（
99
）八
四
九
─
八
五
一
頁
（
芝
章
浩
）
参
照
。
日
本
法
上
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
保
有
は
秘
密
鍵
の
排
他
的

管
理
を
通
じ
て
当
該
秘
密
鍵
に
か
か
る
ア
ド
レ
ス
に
紐
付
い
た
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
他
の
ア
ド
レ
ス
に
送
付
で
き
る
状
態
を
独
占
し
て
い
る
と
い
う
事

実
状
態
に
他
な
ら
ず
、
何
ら
か
の
権
利
や
法
律
関
係
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
前
掲

注（
99
）八
四
八
─
八
五
一
頁
（
芝
章
浩
）。
実
質
法
上
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
権
利
の
対
象
と
し
て
帰
属
は
物
権
法
の
ル
ー
ル
に
従
う
と
い
う
前
提
か
ら
、

ウ
ォ
レ
ッ
ト
に
記
録
さ
れ
た
権
利
の
法
的
性
格
が
争
い
と
な
っ
て
い
る
場
合
は
ウ
ォ
レ
ッ
ト
や
秘
密
鍵
の
保
有
者
の
所
在
地
の
法
を
、
契
約
当
事
者

間
の
争
い
で
あ
る
場
合
は
当
該
契
約
の
準
拠
法
を
各
々
準
拠
法
と
す
べ
き
と
い
う
提
案
と
し
て
、
森
下
哲
朗
「F

inT
ech

時
代
の
金
融
法
の
あ
り
方

に
関
す
る
序
説
的
検
討
」
黒
沼
悦
郎
・
藤
田
友
敬
編
『
江
頭
憲
治
郎
先
生
古
希
記
念
・
企
業
法
の
進
路
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
七
年
）
八
一
四
頁
。

（
113
） 

前
掲
注（
10
）久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
一
二
、
一
五
、
一
六
頁
。

一
八
九



（
114
） 

技
術
革
新
が
進
み
代
替
技
術
が
普
及
し
た
段
階
に
お
い
て
、
な
お
も
汎
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
メ
イ
ン
フ
レ
ー
ム
）
を
利
用
す
る
旧
来
技
術
で
構

築
さ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム
の
こ
と
。https://it-trend.jp/w

ords/legacy_system
. 

Ｉ
Ｔ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
実
現
の
処
方
箋
と
し
て
は
、

陳
腐
化
・
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
化
し
た
レ
ガ
シ
ー
シ
ス
テ
ム
の
場
当
た
り
的
な
対
応
は
限
界
を
迎
え
て
い
る
。
過
去
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
存
続
を

前
提
に
す
る
の
で
な
く
、
今
後
想
定
さ
れ
る
技
術
ト
レ
ン
ド
を
踏
ま
え
た
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
や
デ
ー
タ
処
理
方
法
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
に
な

る
。
小
林
千
紗
「
金
融
機
関
の
Ｉ
Ｔ
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
妨
げ
る
３
つ
の
壁
」
Ｎ
Ｔ
Ｔ
デ
ー
タ
経
営
研
究
所
『
情
報
未
来
』
№
四
六
（
二
〇
一
五
年

二
月
号
）。

（
115
） 

前
掲
注（
10
）久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
一
二
頁
。

（
116
） 

前
掲
注（
12
）Basel C

om
m

ittee on B
anking S

upervision

［F
ebruary 2018

］, 24-29pp, G
raph 7: P

ractical instances of P
S

M
O

R
 

applied to fintech.

（
117
） 

山
田
隆
人
「F

inT
ech

時
代
の
リ
ス
ク
管
理
～
銀
行
経
営
と
監
督
の
あ
り
方
を
巡
っ
て
」
情
報
シ
ス
テ
ム
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
会

（
Ｉ
Ｓ
Ａ
Ｃ
Ａ
）
東
京
支
部M

arch2018
月
例
会
一
─
二
八
頁
参
照
。
前
掲
注（
10
）久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
一
─
六
頁
。

（
118
） 

即
ち
、F

inT
ech

関
連
リ
ス
ク
に
関
し
て
防
御
的
・
受
動
的
な
活
動
を
先
手
を
打
っ
て
行
う
の
で
な
く
目
標
設
定
に
関
わ
る
能
動
的
な
戦
略
的

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
を
行
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
統
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
プ
ロ
ア
ク
テ
ィ
ブ
の
関
係
に
つ
き
、
好
川
哲
人
「
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
た
め
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
（
二
〇
一
〇
年
八
月
三
〇
日
）。

http://pm
style.biz/colum

n/m
anager/m

anager13.htm

（
119
） 

み
ず
ほ
総
合
研
究
所
金
融
調
査
部
「F

inT
ech

革
命
と
銀
行
へ
の
影
響
～
Ｉ
Ｔ
が
も
た
ら
す
新
し
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
」（
二
〇
一
六
年
五
月

一
〇
日
）
五
六
─
六
一
頁
。
家
計
か
ら
銀
行
の
間
は
マ
イ
ナ
ス
金
利
、
銀
行
か
ら
個
人
や
企
業
の
間
は
金
融
規
制
強
化
に
よ
っ
て
仲
介
機
能
が
絞
ら

れ
つ
つ
あ
る
。

（
120
） 

ト
ラ
ン
プ
政
権
に
よ
る
近
時
の
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
内
容
を
骨
抜
き
に
す
る
政
策
（
二
〇
一
七
年
金
融
選
択
法
案
（F

inancial 

C
H

O
IC

E
 A

ct of 2017

）
な
ど
）、
ま
た
連
邦
準
備
理
事
会
が
金
利
上
げ
の
方
向
に
転
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
銀
行
の
金
融
仲
介
機
能
を
復
活
さ
せ

る
方
向
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
全
般
的
な
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
動
向
と
は
切
り
離
し
て
、F

inT
ech

に
よ
る
デ
ィ
ス
イ

一
九
〇



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
方
向
性
が
こ
の
先
先
鋭
化
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
（
私
見
）。

（
121
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
融
資
申
請
を
受
け
付
け
所
要
資
金
は
個
人
か
ら
募
集
す
る
。
Ｐ
２
Ｐ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
レ
ン
デ
ィ

ン
グ
（
融
資
・
貸
付
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。
投
資
型
（
金
融
型
）
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
中
の
非
上
場
株

式
に
よ
り
資
金
調
達
す
る
株
式
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
場
合
、
株
主
に
経
営
権
を
奪
わ
れ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
が
、
貸
付
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ

ン
デ
ィ
ン
グ
は
貸
付
契
約
に
基
づ
き
返
済
を
滞
納
し
な
い
限
り
は
出
資
者
か
ら
は
事
業
計
画
に
対
し
て
干
渉
さ
れ
な
い
た
め
か
か
る
リ
ス
ク
回
避
が

で
き
る
。
他
方
出
資
側
も
事
業
の
成
果
に
拘
わ
ら
ず
調
達
者
側
に
返
済
義
務
が
あ
り
、
出
資
金
が
法
的
に
管
理
さ
れ
る
た
め
株
式
取
引
、
Ｆ
Ｘ
に
比

し
て
安
全
性
の
高
い
投
資
と
な
り
得
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

http://kinnkum
a.com

/crow
dfunding/loan/

（「
ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
貸
付
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
と
は
」）.

（
122
） 

ロ
ボ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
ら
び
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
投
信
も
考
え
ら
れ
る
。

（
123
） 

前
掲
注（
119
）み
ず
ほ
総
合
研
究
所
金
融
調
査
部
五
八
頁
。M

cK
insey &

 C
om

pany, T
he F

ight for the C
ustom

er:M
cK

insey G
lobal 

B
anking A

nnual R
eview

 2015.

https://w
w

w
.interest.co.nz/sites/default/files/em

bedded_im
ages/M

cK
insey_G

lobal%
20B

anking%
20A

nnual%
20R

eview
_2015.pdf

M
cK

insey &
 C

om
pany, C

utting T
hrough the F

inT
ech N

oise:M
arkers of S

uccess, Im
peratives F

or B
anks, G

lobal B
anking 

P
ractice D

ecem
ber 2015.

（
124
） 

前
掲
注（
119
）み
ず
ほ
総
合
研
究
所
金
融
調
査
部
五
九
─
六
一
頁
、V

enture S
canner, Inc.

レ
ポ
ー
ト
＆
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
資
料
。

（
125
） G

oegle

、A
libaba

と
提
携
す
る
事
例
も
あ
る
（lending C

lub

）。
嶋
村
武
史
「
米
国
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
レ
ン
ダ
ー
の
動
向
」
野
村
総

合
研
究
所F
inancialT

echnology Inform
ation F

ocus

（
二
〇
一
八
年
三
月
）
一
二
─
一
三
頁
。
米
国
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
・
レ
ン
ダ
ー
の
融
資
額

が
拡
大
し
、
与
信
モ
デ
ル
に
も
外
部
と
の
提
携
を
通
じ
て
改
善
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
本
業
で
獲
得
し
た
顧
客
情
報
を
転
用
し
て
新
た
に
融
資

事
業
を
行
う
レ
ン
ダ
ー
も
表
れ
て
い
る
。

（
126
） F

inT
ech

の
制
度
設
計
の
方
向
性
を
示
す
も
の
と
し
て
柏
木
亮
二
・
前
掲
注（
51
）一
─
四
六
頁
参
照
、
柏
木
亮
二
『F

inT
ech

フ
ィ
ン
テ
ッ

ク
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
（
二
〇
一
六
年
八
月
）
一
七
〇
─
一
八
一
頁
。

一
九
一



（
127
） 

第
三
九
回
金
融
審
議
会
総
会
・
第
二
七
回
金
融
分
科
会
合
同
会
合
議
事
録
に
お
け
る
井
上
信
用
制
度
参
事
官
の
説
明
。

（
128
） 

金
融
庁
「
平
成
29
事
務
年
度
　金
融
行
政
方
針
　主
な
ポ
イ
ン
ト
」（
二
〇
一
七
年
一
一
月
）
一
─
一
二
頁
。

（
129
） 
柏
木
亮
二
・
前
掲
注（
51
）四
五
頁
。
関
連
し
て
、
①F

inT
ech

分
野
に
お
け
る
ア
ジ
ア
各
国
の
先
駆
的
な
動
向
やF

inT
ech

を
活
用
し
た
金

融
の
深
化
（
金
融
包
摂
な
ど
）
に
焦
点
を
当
て
、
更
にF

inT
ech

が
も
た
ら
す
リ
ス
ク
や
規
制
上
の
課
題
を
議
論
す
る
国
際
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
と

し
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
─

金
融
庁
─

日
本
銀
行
共
催C

onference on F
inT

ech

（
二
〇
一
八
年
四
月
一
六
日
）
参
照
。F

inT
ech

の
各
分
野
に
お
け
る
ア
ジ

ア
各
国
の
先
駆
的
な
動
向
やF

inT
ech

を
活
用
し
た
金
融
の
深
化
（
金
融
包
摂
な
ど
）
に
焦
点
を
当
て
、
各
国
政
策
当
局
者
等
に
よ
っ
て
マ
ク
ロ

経
済
政
策
や
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
観
点
か
ら
、F

inT
ech

が
も
た
ら
す
リ
ス
ク
や
規
制
上
の
課
題
が
多
角
的
に
議
論
さ
れ
て
お
り
、
重
要
な
示

唆
に
富
む
。F

inT
ech

の
将
来
像
を
探
る
上
で
有
用
と
思
料
さ
れ
、
大
部
に
及
ぶ
が
以
下
に
私
見
を
交
え
て
概
要
を
掲
記
す
る
。
参
照
さ
れ
た
い
。

key speakers

は
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
事
務
所
（
Ｏ
Ａ
Ｐ
）
所
長
鷲
見
周
久
、
内
閣
府
大
臣
政
務
官
（
経
済
再
生
・
金

融
庁
担
当
）
村
井
英
樹
、
日
本
銀
行
副
総
裁
雨
宮
正
佳
に
続
い
て
、
日
本
銀
行
決
済
機
構
局F

inT
ech

セ
ン
タ
ー
企
画
役
決
済
高
度
化
グ
ル
ー
プ

長
宮
将
史
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
発
展
概
観
─
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
発
展
状
況
と
既
存
の
金
融
業
界
と
の
相
互
作
用
」、M

r. B
uncha M

anoonkunchai, 

S
enior D

irector, B
ank of T

hailand

、M
r. S

un T
ao, S

enior D
irector, A

nt F
inancial 

（A
lipay

）, C
hina

、
株
式
会
社K

yash

鷹
取
真
一

「
主
な
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
用
例
（
１
）
決
済
─
中
国
な
ら
び
に
他
ア
ジ
ア
諸
国
で
の
発
展
」、
日
本
銀
行
決
済
機
構
局F

inT
ech

セ
ン
タ
ー
企
画
役

山
崎
貴
弘
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
藤
井
達
人
、M

r. B
oon-H

iong C
han, D

irector, H
ead of M

arket A
dvocacy A

sia 

P
acific, D

eutsche B
ank A

G
 S

ingapore

「（
２
）
送
金
─
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
／
分
散
型
台
帳
技
術
（
Ｄ
Ｌ
Ｔ
）
の
活
用
と
技
術
的
な
制
約
」、

明
治
大
学
准
教
授
小
早
川
周
司
、M

r. R
ichie Z

hang, C
hief P

roduct O
ffi

cer, C
hina S

ecurities C
redit Investm

ent 

（C
S

C
I

）, C
hina

、

D
ataR

obot

シ
バ
タ
ア
キ
ラ
「（
３
）
新
し
い
融
資
方
法
─
Ｐ
２
Ｐ
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
用
い
た
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
デ
ー
タ

分
析
企
業
に
よ
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
（
融
資
審
査
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
活
用
）、
ア
ジ
ア
で
の
実
例
」、M

r. A
lfred S

chipke, S
enior 

R
esident R

epresentative in C
hina, IM

F

、M
r. K

enneth H
enry K

ang, D
eputy D

irector, A
sia and P

acific D
epartm

ent, IM
F

、M
s. 

S
erey C

hea, D
irector G

eneral, N
ational B

ank of C
am

bodia

、M
s. M

a T
heresa S

. H
abitan, A

ssistant S
ecretary, D

epartm
ent of 

F
inance, P

hilippines

、M
s. L

ila R
ashid, G

eneral M
anager of P

aym
ent S

ystem
s D

epartm
ent, B

angladesh B
ank

「
ア
ジ
ア
に
お
け

一
九
二



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

る
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
発
展
（
１
）
～
金
融
包
摂
（F

inancial Inclusion

）
へ
の
展
望
」（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
に
お
け
る
金
融
包
摂
へ
の
展
望
、
ア
ジ
ア
各
国
に

お
け
る
金
融
包
摂
へ
の
戦
略
と
政
策
、
金
融
包
摂
促
進
に
向
け
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
利
用
、
実
務
家
・
政
策
担
当
者
に
と
っ
て
の
問
題
・
ハ
ー
ド
ル
）、

金
融
庁
総
務
企
画
局
信
用
制
度
参
事
官
井
上
俊
剛
、M

r. D
anny G

illigan, C
o-founder, R

einventure, A
ustralia

、
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ

ル
グ
ル
ー
プ
渡
邊
知
史
、M

r. A
shraf K

han, S
enior F

inancial S
ector E

xpert, C
entral B

ank O
perations D

ivision, M
onetary and 

C
apital M

arkets D
epartm

ent, IM
F

「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
発
展
（
２
）
～
金
融
業
界
に
お
け
る
展
望
」（
金
融
の
破
壊
か
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
か
。
既
存
の
銀
行
は
ど
の
よ
う
に
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
を
活
用
し
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
と
協
力
し
て
い
く
の
か
。
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
時
代

に
お
け
る
規
制
と
金
融
政
策
の
変
化
）。
以
下
で
そ
の
主
な
内
容
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。
宮
将
史
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
発
展
状
況
と
既
存
の
金
融
業

界
と
の
相
互
作
用
」
に
お
い
て
は
、B

ig date

の
分
析
を
通
じ
て
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
の
分
散
化
も
可
能
と
な
り
、
リ
ス
ク
管
理
、
金
融
の
安
定
性
に

資
す
る
。M

r. B
uncha M

anoonkunchai, S
enior D

irector, B
ank of T

hailand

に
よ
れ
ば
、
規
制
と
技
術
革
新
の
調
整
と
し
てF

inT
ech

の

許
容
可
能
な
リ
ス
ク
を
把
握
す
べ
く
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
（R

egulatory S
andbox

規
制
の
砂
場
・
治
験
）
を
活
用
し
、
標
準

化
さ
れ
た
支
払
い
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
の
策
定
、
普
及
を
図
っ
て
い
る
。M

r. B
oon-H

iong C
han, D

irector, H
ead of M

arket A
dvocacy A

sia 

P
acific, D

eutsche B
ank A

G
 S

ingapore
に
よ
れ
ば
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
注
力
し
、
マ
イ
ニ
ン
グ
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
で

コ
ス
ト
バ
リ
ヤ
ー
を
高
め
二
重
支
払
い
な
ど
コ
ス
ト
を
低
減
し
て
価
値
移
転
や
決
済
領
域
に
活
用
を
図
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｏ
や
資
本
調
達
に
も
繋
が
る
。
法

人
金
融
分
野
や
Ｍ
＆
Ａ
（
企
業
買
収
）
領
域
に
も
活
用
が
拡
大
で
き
る
可
能
性
を
探
り
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
が
決
済
か
ら
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
分
野
に

進
化
す
る
こ
と
で
均
質
・
均
一
化
が
図
ら
れ
る
。
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
藤
井
達
人
に
よ
れ
ば
、
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
が
鍵
と
な

り
、F

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
活
用
に
よ
っ
て
開
発
期
間
の
短
縮
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
たF

inT
ech

の
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
ー
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
効
果
に
よ
っ
て
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
リ
ソ
ー
ス
の
最
大
限
の
活
用
を
目
指
し
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
提
携
や
出
資
・
子
会
社
化
を
進
め
て
い
る
。

貿
易
金
融
や
顧
客
の
本
人
確
認
（
Ｋ
Ｙ
Ｃ
）・
マ
ネ
ロ
ン
な
ど
に
も
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
を
活
か
す
方
向
に
あ
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
不

正
流
出
に
対
し
て
は
ガ
バ
ナ
ン
ス
モ
デ
ル
を
策
定
し
て
シ
ス
テ
ム
の
裏
付
け
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。M

r. R
ichie Z

hang, C
hief P

roduct 

O
ffi

cer, C
hina S

ecurities C
redit Investm

ent 

（C
S

C
I

）, C
hina

に
よ
れ
ば
、
金
融
革
新
に
よ
り
効
率
性
が
ア
ッ
プ
し
資
本
コ
ス
ト
の
低
減
、

銀
行
内
の
リ
ス
ク
管
理
の
向
上
に
繋
が
る
。M

r. K
enneth H

enry K
ang, D

eputy D
irector, A

sia and P
acific D

epartm
ent, IM

F

に
よ
れ
ば
、

一
九
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イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
銀
行
経
営
の
安
定
性
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
（digital divide

）
を
解
消
す

べ
く
金
融
監
督
に
も
投
資
を
行
い
安
定
性
を
高
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。M
s. L

ila R
ashid, G

eneral M
anager of P

aym
ent S

ystem
s 

D
epartm

ent, B
angladesh B

ank

に
よ
れ
ば
、
規
制
当
局
（policy m

aker

）
と
し
て
は
急
速
な
技
術
革
新
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
図
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
、
各
国
間
で
情
報
の
み
な
ら
ず
技
術
面
の
共
有
を
進
め
る
。
民
間
の
技
術
を
用
い
る
が
規
制
対
象
に
も
な
る
。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
に
な
り
（data privacy

）、
そ
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
如
何
に
図
る
か
で
あ
る
。
融
資
業
務
の
与
信
情

報
を
集
中
管
理
す
る
こ
と
（C

redit Inform
ation S

haring 

（C
IS

））
に
つ
い
て
は
、
情
報
独
占
に
よ
り
競
争
力
が
高
ま
り
、share

さ
れ
難
く
な

る
リ
ス
ク
が
あ
る
。
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
に
関
す
る
教
育
を
中
央
銀
行
が
行
う
必
要
が
あ
る
。（
こ
の
点
で
、
政
府
・
中
央
銀
行
が
中
央
管
理
機
関
と

な
っ
て
個
人
情
報
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
せ
ん
と
す
る
の
か
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
上
の
別
の
疑
問
が
生
じ
よ
う
。
私
見
と
し
て
疑
問
を
提
起
し
て
お
き

た
い
）。
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
進
展
と
金
融
の
安
定
性
実
現
に
は
ジ
レ
ン
マ
も
あ
る
が
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
し
てT

echnology Indicators

（
科
学
技
術
指
標
）
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。F

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

保
護
ま
で
期
待
し
が
た
く
、
特
に
ア
ジ
ア
各
国
の
よ
う
な
中
後
進
国
に
お
け
る
金
融
包
摂
（F

inancial Inclusion

）
と
し
て
のF

inT
ech

ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
活
用
戦
略
と
政
策
に
お
い
て
は
尚
更
で
あ
る
。M

r. D
anny G

illigan, C
o-founder, R

einventure, A
ustralia

に
よ
れ
ば
、F

inT
ech

に
よ
る
金
融
の
破
壊
に
対
す
る
主
要
銀
行
の
対
応
と
し
て
は
四
つ
あ
り
、
ⅰ
金
融
破
壊
に
は
寧
ろ
経
済
性
が
あ
り
い
ず
れ
は
市
場
が
崩
壊
す
る
こ
と

は
必
然
と
な
る
。
ⅱ
地
理
的
な
分
散
化
・
劣
後
化
が
進
む
。
ⅲ
コ
ア
と
な
る
ビ
ジ
ネ
ス
を
開
拓
し
注
力
す
る
し
か
な
い
。
ⅳ
破
壊
を
利
用
し
て
破
壊

さ
れ
た
企
業
を
買
収
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
業
界
へ
の
破
壊
の
伝
播
に
も
繋
が
り
か
ね
な
い
。
金
融
破
壊
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
り
、
技
術
に

よ
っ
て
金
融
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
も
変
容
す
る
。
銀
行
が
占
有
す
るdata

を
活
用
し
て
商
品
提
供
が
可
能
と
な
り
、open banking

は
規
制
に
よ

る
大
き
な
介
入
で
あ
る
。
次
の
ス
テ
ッ
プ
は
銀
行
免
許
の
簡
略
化
で
あ
り
、
こ
れ
は
銀
行
に
と
っ
て
顧
客
減
少
、
破
壊
に
繋
が
ろ
う
。（
私
見
と
し

て
、
当
面
は
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
提
言
に
お
け
るB

etterB
ank

、
あ
る
い
はR

elegatedB
ank

、D
isinterm

ediatedB
ank

へ
の
移
行
過
程
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
い
る
と
思
料
さ
れ
る
）。
三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
渡
邊
知
史
に
よ
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
場
で
も
破
壊
型
か
ら
協
力

型
に
変
化
し
つ
つ
あ
り
、F

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
補
完
的
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
逆
に
銀
行
側
は
新
し
い
事
業
がF

inT
ech

活
用
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。M

r. A
shraf K

han, S
enior F

inancial S
ector E

xpert, C
entral B

ank O
perations D

ivision, M
onetary 

一
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F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

and C
apital M

arkets D
epartm

ent, IM
F

に
よ
れ
ば
、data

革
命
で
は
個
別
のdata

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
新
し
い
リ
ス
ク
が
出
現
し
、

ま
た
既
存
リ
ス
ク
も
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
も
新
し
い
形
を
取
り
つ
つ
あ
り
、
中
央
銀
行
や
規
制
当
局
に
と
っ
て
オ
ペ

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
い
る
。
規
制
対
象
を
如
何
に
扱
う
か
、entity

べ
ー
ス
か
らactive

ベ
ー
ス
と
し
、
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
に
連
係
し

て
信
頼
を
制
度
化
、
強
化
す
る
。rule

ベ
ー
ス
よ
り
もprinciple

ベ
ー
ス
に
よ
る
規
制
で
Ｅ
Ｕ
で
は
柔
軟
性
が
担
保
さ
れ
、
各
社
毎
に
異
な
る
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
理
解
を
規
制
当
局
は
理
解
し
な
く
て
は
い
け
な
い
（
テ
ー
ラ
ー
メ
イ
ド
の
ア
プ
ロ
ー
チ
）。
次
にF

inT
ech

企
業
側
の
自
己
規
制

に
つ
い
て
如
何
に
設
計
す
る
か
で
あ
る
が
、
各
社
に
任
せ
す
ぎ
る
と
下
方
ス
パ
イ
ラ
ル
し
て
安
易
に
流
れ
る
た
め
、
業
界
自
主
団
体
が
自
ら
基
準
を

策
定
す
る
方
向
に
な
る
。F

inT
ech

と
金
融
の
安
定
性
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
が
、
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
競
争
・
Ａ
Ｍ
Ｌ
／

Ｃ
Ｆ
Ｔ
（（
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
防
止
（anti-m

oney laundering

）
と
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
（com

bating the financing of 

terrorism

））
は
別
異
に
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
。
ⅰ
金
融
の
安
定
性
な
ど
の
従
前
の
規
制
ア
プ
ロ
ー
チ
はF

inT
ech

に
つ
い
て
も
使
え
る
は
ず

で
、
ⅱ
中
央
銀
行
や
規
制
当
局
は
組
織
を
増
や
し
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
リ
ス
ク
と
機
会
の
双
方
が
存
在
す
る
。
中
央
銀
行
で
は
、
中
銀
発
行

に
よ
る
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
金
融
安
定
に
か
か
る
仲
介
機
能
を
排
除
す
る
こ
と
に
繋
が
り
避
け
た
い
。
規
制
当
局
に
は
Ａ
Ｉ
、
機
械
学
習
に
つ
い
て

取
締
役
会
、
内
部
統
制
・
内
部
監
査
な
ど
の
面
で
規
制
対
象
と
し
て
の
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
。（
例
え
ば
Ａ
Ｉ
に
対
し
て
経
営
判
断
原
則
適
用
の
有

無
、
善
管
注
意
義
務
を
問
え
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
）。
他
方
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
ク

ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
あ
れ
ば
、third party

へ
の
外
注
で
あ
り
新
し
い
リ
ス
ク
で
は
な
い
。
ⅲ
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
か
か
る
面
の
技
術
ア
ド

バ
イ
ス
、
対
話
の
場
を
提
供
し
て
い
る
。
規
制
当
局
はF

inT
ech

の
技
術
に
追
い
つ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム

（algorithm

）
に
か
か
る
ア
ル
ゴ
ミ
ッ
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
も
理
解
が
求
め
ら
れ
る
。
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
リ
ス
ク
に
つ
い
て
、
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ

「
銀
行
規
制
の
進
化
　パ
ー
ト
③
デ
ー
タ
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
：
規
制
上
、
技
術
上
の
課
題
」（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）
一
─
三
一
頁
参
照
。

https://assets.kpm
g.com

/content/dam
/kpm

g/pdf/2016/03/jp-evolving-banking-regulation-3-201510.pdf.

金
融
庁
信
用
制
度
参
事

官
井
上
俊
剛
に
よ
れ
ば
、
金
融
破
壊
が
も
た
ら
す
影
響
と
し
て
低
収
益
・
高
収
益
ビ
ジ
ネ
ス
を
混
在
し
た
フ
ル
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
か
ら
モ
ノ
ラ
イ
ン

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
に
転
換
し
て
リ
バ
ン
ド
ル
が
可
能
と
な
り
、
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
様
相
も
変
わ
る
。
仮
想
得
通
貨
な
ど
分
散
化
モ
デ
ル
に
よ
り

顧
客
が
直
接
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
金
融
シ
ス
テ
ム
も
機
能
別
、
業
種
横
断
的
な
も
の
と
な
る
。
金
融
庁
に
はF

inT
ech

に
か
か
る
サ
ポ
ー
ト
、

一
九
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国
際
協
調
の
Ｈ
Ｕ
Ｂ
機
能
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
て
い
る
。
前
掲
注（
５
）森
信
親
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
は
共
通
価
値
を
創
造
で
き
る
か
」
一
─
一
六

頁
参
照
。
最
後
に
日
本
銀
行
副
総
裁
雨
宮
正
佳
に
よ
れ
ば
、
ⅰ
市
場
環
境
の
変
化
と
し
て
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
影
響
が
あ
り
、
中
央
銀
行
の
最
後
の
貸

し
手
（L

ender of L
ast R

esort L
L

R

）
機
能
が
高
ま
る
。
ⅱ
Ｅ
コ
マ
ー
ス
（E

lectronic C
om

m
erce

電
子
商
取
引
）、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介

し
て
個
人
間
で
行
う
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
把
握
が
重
要
に
な
る
。
ⅲ
金
融
安
定
の
た
め
にdata protection

が
求
め
ら
れ
、D

ata G
iant

企
業
、big data

活
用
と
の
調
整
が
重
要
に
な
る
。
ⅳ
仮
想
得
通
貨
（cript currency

）
で
は
中
央
銀
行
が
決
済
イ
ン
フ
ラ
の
面
に
ど
こ
ま
で
踏

み
込
む
か
が
問
わ
れ
る
。
通
貨
に
関
し
て
中
央
銀
行
と
民
間
銀
行
の
二
層
構
造
の
存
在
が
仲
介
機
能
と
金
融
安
定
に
寄
与
し
て
た
が
、
中
央
銀
行
が

直
接
口
座
を
保
有
す
る
大
き
な
影
響
が
生
じ
る
。
取
引
情
報
活
用
は
民
間
銀
行
に
任
せ
て
い
た
が
、
支
払
決
済
の
安
定
に
つ
い
て
仮
想
通
貨
を
発
行

す
れ
ば
中
央
銀
行
に
よ
る
大
口
決
済
の
把
握
が
可
能
と
な
る
。
中
央
銀
行
に
お
け
る
情
報
活
用
が
正
面
か
ら
問
わ
れ
る
事
態
と
な
り
、
関
連
イ
ン
フ

ラ
政
策
の
点
か
ら
理
解
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
他
の
議
論
と
し
て
、F

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
場
合
に
、
公
正
な
競
争
条
件
と
し
て
先

ず
はS

andbox

で
成
長
の
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
次
の
段
階
と
し
て
通
常
レ
ベ
ル
の
規
制
を
か
け
て
い
く
の
か
、
そ
う
し
な
い
とF

inT
ech

ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
が
成
長
し
な
い
が
、
規
制
の
裁
定
（arbitrage

）
が
働
か
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
関
連
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
は
政
府
が
責

任
を
持
つ
と
な
る
と
財
政
負
担
が
生
じ
る
点
も
検
討
が
必
要
に
な
る
。F

inT
ech

の
展
開
に
は
消
費
者
保
護
と
金
融
安
定
の
面
でdow

nside risk

が
生
じ
、
実
効
性
の
高
い
国
際
協
調
と
新
た
なT

ech C
om

m
unity

交
流
が
重
要
に
な
る
。
②
そ
の
他
の
直
近
の
国
際
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
、

T
he R

isk Japan C
onference

（
二
〇
一
八
年
六
月
六
日
）。F

inT
ech

に
か
か
る
講
演
内
容
の
一
部
にIdentification of R

isks in the A
ge of 

F
intech, Y

utaka S
oejim

a, H
ead of F

intech C
enter B

ank of Japan.

https://10tim
es.com

/risk-japan-conference

（
130
） 

柏
木
亮
二
・
前
掲
注（
14
）三
六
頁
。

（
131
） 

経
済
同
友
会
「「
規
制
の
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
」
制
度
に
関
す
る
法
案
へ
の
意
見
」（
二
〇
一
八
年
四
月
五
日
）
一
─
三
頁
。「
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・

サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
」
検
討
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
「F

inT
ech

ビ
ジ
ョ
ン
報
告
書
（F

inT
ech

の
課
題
と
今
後
の
方
向
性
に
関
す
る
検

討
会
合
　報
告
）」（
二
〇
一
七
年
五
月
八
日
）
一
─
六
八
頁
。
ま
た
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
前
掲
注（
８
）報
告
書
（
二
〇
一
七
年
八
月
三
一
日
）
に
お

い
て
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
ー
や
規
制
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
ハ
ブ
と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
よ
う
に
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
の
交
流
接
点

一
九
六



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

や
技
術
振
興
に
向
け
た
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
各
国
の
当
局
間
で
共
有
し
て
い
く
こ
と
を
強
調
す
る
。
マ
ネ
ー
フ
ォ
ワ
ー
ド
瀧
俊
雄
「
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会

に
よ
るF

intech

へ
の
提
言
レ
ポ
ー
ト
」（
二
〇
一
七
年
九
月
一
日
）。https://m
oneyforw

ard.com
/m

f_blog/20170901/bcbs/
（
132
） 
保
木
健
次
「
仮
想
通
貨
とF

inT
ech

を
巡
る
最
新
の
規
制
動
向
」K

P
M

G
 Insight V

ol.28

（
二
〇
一
八
年
一
月
）
一
─
四
頁
参
照
。
同
「
仮

想
通
貨
と
そ
の
基
幹
技
術
が
起
こ
す
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
と
社
会
の
変
革
」K
P

M
G

 Insight V
ol.15

（
二
〇
一
五
年
一
一
月
）
一
─
九
頁
、
同
「
仮
想

通
貨
と
そ
の
基
幹
技
術
が
起
こ
す
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
と
社
会
の
変
革
（
続
編
）」K

P
M

G
 Insight V

ol.17

（
二
〇
一
六
年
三
月
）
八
四
─
九
一
頁
、

同
「
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
の
基
盤
が
変
わ
る
決
済
イ
ン
フ
ラ
と
金
融
グ
ル
ー
プ
制
度
の
改
革
」K

P
M

G
 Insight V

ol.13

（
二
〇
一
五
年
七
月
）
一
─
六

頁
。

（
133
） 

オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
を
運
営
す
る
商
流
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
な
ど
は
、
電
子
商
取
引
の
み
な
ら
ず
資
金
移
動
業
者
と
し
て
送

金
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
貸
金
業
者
と
し
て
出
店
者
に
対
す
る
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
提
供
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
商
流
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
が
電
子
商
取
引
を
核
に
し
、
預
金
・
融
資
・
為
替
取
引
に
類
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
組
み
合
わ
せ
る
例
も
存
在
す
る
。
保
木
健
次
・

前
掲
注（
132
）「
仮
想
通
貨
とF

inT
ech

を
巡
る
最
新
の
規
制
動
向
」
一
─
四
頁
。

（
134
） 

小
林
雅
一
「
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
現
状
と
展
望
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
講
演
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
二
一
日
）。

（
135
） 

仮
想
通
貨
の
消
費
貸
借
と
貸
金
業
法
、
利
息
制
限
法
に
つ
い
て
、
利
息
制
限
法
で
は
金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借
の
利
息
の
契
約
に
つ
い
て

元
本
額
に
応
じ
て
上
限
を
定
め
て
い
る
（
利
息
制
限
法
一
条
）。
貸
金
業
法
は
貸
金
業
者
に
対
し
利
息
制
限
法
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
利
息
の

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
（
貸
金
業
法
一
二
条
の
八
）。
仮
想
通
貨
の
消
費
貸
借
に
つ
い
て
は
モ
ノ
で
あ
り
金
銭
に
該
当
し
な
い
と
の
立

場
に
立
て
ば
利
息
制
限
法
、
貸
金
業
法
の
適
用
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
や
は
り
仮
想
通
貨
の
消
費
貸
借
に
利
息
制
限
法
、
貸
金
業
法

ま
た
は
同
等
の
規
制
を
課
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
が
さ
れ
よ
う
。
横
山
淳
「F

inT
ech

に
関
連
し
た
規
制
上
の
取
り
組
み
」
大
和
総
研
調
査
季
報

第
二
三
号
（
二
〇
一
六
年
夏
季
号
）
四
二
─
六
九
頁
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
と
貸
金
業
規
制
に
つ
い
て
、
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
前
掲（
99
）八
八
一

─
八
八
二
頁
（
芝
章
浩
）。

（
136
） 

中
国
に
お
い
て
は
電
子
商
取
引
（
Ｅ
Ｃ
）
最
大
手
の
ア
リ
バ
バ
集
団
が
支
付
宝
（
ア
リ
ペ
イ
）
と
称
す
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
、
公
共
料

金
ま
で
支
払
い
が
可
能
と
な
る
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
通
販
の
利
用
状
況
を
集
積
し
た
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
活
用
し
小
口
融
資
に
参
入
し
て
い

一
九
七



る
が
、
ア
リ
バ
バ
が
我
が
国
に
お
い
て
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
れ
ば
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
法
、
資
金
決
済
法
、
貸
金
業
法
に
抵
触
す
る
。

「
金
融
庁
、「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
」
普
及
前
提
の
法
整
備
を
議
論
」
日
経
新
聞
（
二
〇
一
五
年
九
月
一
五
日
）。

（
137
） 
ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
融
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
に
つ
い
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
レ
ン
デ
ィ

ン
グ
は
個
人
か
ら
募
る
小
口
資
金
を
大
口
化
し
、
借
り
手
企
業
に
融
資
す
る
仕
組
み
の
特
性
上
、
投
資
家
か
ら
資
金
を
集
め
る
こ
と
を
規
制
す
る
金

融
商
品
取
引
法
、
融
資
を
事
業
と
し
て
行
う
こ
と
を
規
制
す
る
貸
金
業
法
の
二
つ
の
法
律
に
か
か
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
な
り
、
関
連
す
る
ラ
イ
セ

ン
ス
取
得
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
運
営
に
必
要
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
金
融
商
品
取
引
法
は
投
資
家
保
護
の
観
点
か
ら
投
資
先

情
報
開
示
の
徹
底
を
求
め
る
一
方
で
、
貸
金
業
法
は
債
務
者
保
護
の
観
点
か
ら
債
務
者
情
報
の
秘
匿
性
を
重
視
す
る
。
異
質
な
目
的
を
有
す
る
法
的

ス
キ
ー
ム
を
活
用
す
る
こ
と
で
ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
矛
盾
を
内
包
し
、
情
報
の
透
明
性
の
点
で
足
枷
に
な
っ
て
い
る
。
藤
田
雄
一
郎

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
知
る
（
５
）
法
律
面
と
税
制
の
課
題
　
改
善
の
余
地
も
」S

ankeiB
iz

（
サ
ン
ケ
イ
ビ
ズ
）（
二
〇
一
八
年
八
月
四

日
）。

（
138
） 

欧
米
の
貸
金
業
規
制
とF

inT
ech
に
つ
い
て
、
金
融
庁
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
関
す
る
現
状
と
金
融
庁
に
お
け
る
取
組
み
」（
二
〇
一
七
年
二
月
）

一
─
三
五
頁
。
米
国
連
邦
貸
付
真
実
法
、
州
貸
金
業
法
に
つ
い
て
同
一
三
頁
、
Ｐ
２
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
お
よ
び
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
と

貸
金
業
法
に
つ
い
て
同
一
九
─
二
〇
頁
。
金
融
庁
「
金
融
庁
に
お
け
る
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
関
す
る
取
組
み
」（
二
〇
一
六
年
一
一
月
）
一
─
一
四
頁
、

経
済
産
業
省
「F

inT
ech

ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
七
年
六
月
二
一
日
）
一
─
三
一
頁
。

（
139
） 

実
際
、
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
報
告
書
に
お
い
て
は
銀
行
の
将
来
像
に
関
す
る
五
つ
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
に
つ
い
て
、
特
に
段
階
的
な
進
展
と
は
し
て

お
ら
ず
、
各
シ
ナ
リ
オ
は
並
列
的
な
扱
い
の
よ
う
に
も
窺
え
る
。Im

plications of fintech developm
ents for banks and bank supervisors - 

consultative docum
ent, A

ugust 2017. https://w
w

w
.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf.

（
140
） 

柏
木
亮
二
・
前
掲
注（
51
）「F

inT
ech

に
よ
っ
て
激
変
す
る
競
争
環
境
」
一
九
頁
、
二
六
頁
、
四
二
頁
。

（
141
） 

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
4.0
の
リ
バ
ン
ド
ル
の
例
と
し
て
金
融
庁
は
中
国
の
ア
ン
ト
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
の
事
例
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
銀
行
業
務
へ
の
異

業
種
の
参
入
拡
大
に
つ
い
て
金
融
庁
が
つ
と
に
強
調
し
て
い
る
。

（
142
） 

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
に
関
し
て
はA

m
azon

ペ
イ
メ
ン
ト
な
ど
巨
大
Ｉ
Ｔ
が
ま
す
ま
す
強
味
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｔ
大
手
は
通
販

一
九
八



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

や
検
索
な
ど
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
で
大
量
の
デ
ー
タ
を
集
め
事
業
に
活
用
し
、
圧
倒
的
な
競
争
力
を
誇
っ
て
い
る
。
内
閣
官
房
や
経
済
産
業
省
、
公
正

取
引
委
員
会
、
総
務
省
な
ど
関
係
省
庁
が
連
携
し
て
大
量
の
個
人
デ
ー
タ
を
不
当
に
囲
い
込
み
、
優
位
な
立
場
を
利
用
し
て
不
当
な
取
引
が
で
き
な

い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
商
品
シ
ェ
ア
（
市
場
占
有
率
）
が
中
心
で
あ
っ
た
独
占
や
寡
占
に
対
す
る
規
制
の
あ
り
方
を

デ
ー
タ
に
も
適
用
で
き
る
か
を
検
討
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
向
け
新
法
、
独
占
禁
止
法
改
正
な
ど
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
。
井
上
淳
「
欧
州
連

合
（
Ｅ
Ｕ
）
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
す
る
規
制
等
の
動
向
に
つ
い
て
」
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
№
六
七

（
二
〇
一
七
年
）
六
五
─
八
二
頁
。
二
〇
一
八
年
六
月
一
日
読
売
新
聞
。

（
143
） 

金
融
審
議
会
「
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
（
第
９
回
）」（
二
〇
一
八
年
六
月
一
八
日
）「
中
間
整
理
（
案
）
─
機
能
別
・
横
断
的
な
金

融
規
制
体
系
に
向
け
て
─
」
一
─
二
五
頁
参
照
。
こ
の
「
中
間
整
理
（
案
）
─
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
に
向
け
て
─
」
に
か
か
る
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
金
融
庁
企
画
市
場
局
長
三
井
秀
範
「
新
時
代
を
見
据
え
た
金
融
行
政
の
現
状
と
課
題
」、
神
作
裕
之
「
新
時
代
に
お
け
る

金
融
監
督
法
制
の
課
題
と
展
望
」、
植
田
健
一
「
金
融
業
と
金
融
規
制
：
経
済
学
的
考
え
方
」、
大
崎
貞
和
「
米
国
に
お
け
る
仮
想
通
貨
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
の

規
制
」、
小
野
傑
「
新
時
代
に
お
け
る
金
融
制
度
の
あ
り
方
、
私
法
レ
ベ
ル
に
お
け
る
課
題
・
論
点
、
金
融
実
務
に
お
け
る
課
題
・
論
点
」
各
報
告
、

幸
田
博
人
「
新
時
代
の
金
融
シ
ス
テ
ム
・
法
制
度
と
金
融
機
関
／
新
た
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
」、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
（
植
田
健
一
、
大
崎
貞
和
、

小
野
傑
、
神
作
裕
之
、
幸
田
博
人
、
三
井
秀
範
）『
新
時
代
に
お
け
る
金
融
シ
ス
テ
ム
・
法
制
度
の
展
望
』
東
京
大
学
公
共
政
策
大
学
院
寄
付
講
座

「
資
本
市
場
と
公
共
政
策
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
二
〇
一
八
年
九
月
一
八
日
）。

（
144
） 

な
お
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
に
関
し
て
、
福
岡
真
之
介
・
松
村
英
寿
・
鈴
木
悠
介
・
片
桐
秀
樹
「
会
社
と
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
─
会
社
法
へ
の
示

唆
─
」
資
料
版
商
事
法
務
第
三
九
九
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）
一
四
─
六
一
頁
参
照
。
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
仕
組
み
、
Ａ
Ｉ
の
発
展
・
活
用
に

伴
っ
て
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
会
社
法
の
実
務
上
・
解
釈
上
の
視
点
、
取
締
役
の
経
営
判
断
と
善
管
注
意
義
務
に
及
ぼ
す
影
響
、
株
主
対
応
及
び
株

主
総
会
運
営
に
及
ぼ
す
影
響
、
会
計
監
査
・
業
務
監
査
に
及
ぼ
す
影
響
、
そ
の
他
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
の
発
達
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
解

説
し
て
い
る
。
中
山
信
弘
・
平
尾
覚
・
福
岡
真
之
介
・
菅
野
百
合
・
松
村
英
寿
「
Ａ
Ｉ
に
関
す
る
法
的
問
題
点
と
実
務
上
の
対
応
」
西
村
あ
さ
ひ
法

律
事
務
所
リ
ー
ガ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
一
〇
八
回
（
二
〇
一
八
年
四
月
二
四
日
）。
個
人
情
報
保
護
法
制
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
規
制
の
現
状
と
課
題
な

ど
に
つ
い
て
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
＋
α
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
Ａ
Ｉ
社
会
に
お
け
る
『
個
人
』
と
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
」（
二
〇
一
八
年
三
月

一
九
九



一
八
日
於
　放
送
大
学
）、
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
＋
α
研
究
会
「
デ
ー
タ
利
活
用
等
の
先
に
あ
る
社
会
の
た
め
に
─
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
「
＋
α
」
研

究
の
狙
い
と
問
い
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
第
一
一
〇
〇
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日
）。

（
145
） 
前
掲
注（
88
）片
岡
義
弘
「
仮
想
通
貨
の
私
法
的
性
質
の
論
点
」（
一
二
─
一
七
頁
）、
河
合
健
・
早
川
晃
司
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
技
術
と
可

能
性
」、
森
下
哲
朗
「F

inT
ech

法
の
評
価
と
今
後
の
法
制
の
展
開
」（
一
八
─
二
一
頁
）『
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な
ど
の
仮
想
通
貨
に
関
す
る
法
改
正
と

実
務
へ
の
影
響
』
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ
一
七
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
四
月
）。
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
編
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
法
大
全
［
全
訂
版
］
下
』
商

事
法
務
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
）
八
三
〇
─
九
六
八
頁
。
森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
増
島
雅
和
・
堀
天
子
編
石
川
貴
教
・
白
根
央
・
飯
島
隆
博
著

『F
inT

ech

の
法
律
　２
０
１
７
─
２
０
１
８
』
日
経
Ｂ
Ｐ
社
（
二
〇
一
七
年
七
月
）
一
─
五
四
三
頁
な
ど
。
直
近
の
裁
判
例
に
つ
き
「
仮
想
通
貨
の

交
換
取
引
所
を
運
営
し
て
い
た
会
社
が
破
産
し
た
場
合
に
同
取
引
所
の
利
用
者
が
届
け
出
た
破
産
債
権
の
一
部
を
認
め
、
残
余
を
認
め
な
い
破
産
裁

判
所
の
査
定
決
定
が
同
決
定
の
変
更
を
求
め
て
利
用
者
が
提
起
し
た
異
議
審
に
お
い
て
認
可
さ
れ
た
事
例
」（
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
月
三
一
日
）

が
あ
る
。
金
融
・
商
事
判
例
一
五
三
九
号
（
二
〇
一
八
年
四
月
一
五
日
）
八
─
一
五
頁
。

（
146
） 

金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
（
第
３
回
）」（
二
〇
一
八
年
五
月
二
二
日
）
中
島
真
志
意
見
参
照
。

（
147
） 

本
柳
祐
介
「
仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
法
的
論
点
」
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
金
融
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
（
二
〇
一
八
年
六
月
号
）
一
─
五

頁
参
照
。
前
掲
注（
100
）大
越
有
人
「
仮
想
通
貨
・
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
お
け
る
法
的
論
点
」、
成
本
治
男
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
・
ト
ー
ク
ン
の
活
用
～
ア
セ
ッ
ト
ベ
ー
ス

で
の
可
能
性
」『
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
と
仮
想
通
貨
を
巡
る
法
的
論
点
』
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
。
成
本
治
男
に
よ
れ
ば
、
個
人
版
私
募
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
（
個
人
向

け
非
上
場
不
動
産
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
フ
ァ
ン
ド
）
の
意
義
、
流
動
性
・
換
金
性
に
か
か
る
設
計
な
ど
が
示
さ
れ
る
。

（
148
） 

前
掲
注（
147
）本
柳
祐
介
三
─
五
頁
。

（
149
） 

倉
橋
雄
作
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
法
律
問
題
（
第
１
回
）
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
個
人
情
報
保
護
法
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
二
三
号
（
二
〇
一
八
年

六
月
一
日
）
四
─
一
五
頁
参
照
。
前
掲
注（
58
）石
川
智
也
・
河
合
優
子
・
白
澤
秀
己
一
─
九
頁
。

（
150
） 

金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
者
等
の
検
査
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
　中
間
と
り
ま
と
め
」（
二
〇
一
八
年
八
月
一
〇
日
）
一
─
一
四
頁
参
照
。
既
述
の

通
り
、
金
融
庁
は
不
正
流
出
事
案
の
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
社
に
対
し
、
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
報
告
徴
求
命
令
（
二
〇
一
八
年
一
月
二
六
日
）、
業

務
改
善
命
令
（
一
月
二
九
日
）、
立
入
検
査
の
実
施
（
二
月
二
日
）、
業
務
改
善
命
令
の
発
出
（
三
月
八
日
）
を
行
っ
た
。
同
社
以
外
の
み
な
し
業
者

二
〇
〇



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

（
一
五
社
）
や
登
録
業
者
（
一
六
社
）
に
対
し
て
は
、
本
事
案
発
生
日
に
不
正
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
注
意
喚
起
を
行
う
と
共
に
、
緊
急
自
己
点
検
の

要
請
（
一
月
三
〇
日
）
を
行
い
、
報
告
さ
れ
た
点
検
結
果
の
分
析
等
を
踏
ま
え
て
、
全
て
の
み
な
し
業
者
及
び
複
数
の
登
録
業
者
に
対
し
、
順
次
立

入
検
査
を
実
施
し
て
い
る
。

（
151
） 

「
事
務
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
三
分
冊
：
金
融
会
社
関
係
　16
」。
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
監
督
す
る
際
の
行
政
部
内
の
職
員
向
け
の
手
引
書
（
公
表
）。

（
152
） 

Ｉ
Ｃ
Ｏ
の
明
確
な
定
義
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
金
融
庁
は
企
業
等
が
電
子
的
に
ト
ー
ク
ン
（
証
票
）
を
発
行
し
て
公
衆
か
ら
資
金
調
達
を
行
う

行
為
の
総
称
と
す
る
。

（
153
） 

あ
ず
さ
監
査
法
人
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
金
融
事
業
部
・
内
聖
美
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
下
の
内
部
監
査
─
ス
リ
ー
ラ
イ
ン
・
モ
デ
ル
と
独
立
し
た
レ
ポ
ー

テ
ィ
ン
グ
ラ
イ
ン
の
確
立
」、
池
尾
和
人
「
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
と
日
本
の
銀
行
」
日
本
銀
行
金
融
機
構
局
金
融
高
度
化
セ
ン
タ
ー
「
金
融
機
関
の
ガ

バ
ナ
ン
ス
改
革
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
・
セ
ミ
ナ
ー
」（
二
〇
一
六
年
二
月
四
・
五
日
）
一
─
四
一
頁
。

（
154
） 

全
く
異
な
る
視
点
か
ら
取
締
役
会
の
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
機
能
を
配
置
し
、
取
締
役
会
の
有
す
る
本
来
型
機
能
の
重
視
型
モ
デ
ル
が
直
近
に
お

い
て
米
国
研
究
者
よ
り
提
示
さ
れ
て
い
る
。Im

plem
enting enterprise risk m

anagem
ent : from

 m
ethods to applications, Jam

es L
am

, 

author.2017 H
oboken, N

ew
 Jersey : John W

iley &
 S

ons,pp1-405.

拙
稿
「
金
融
機
関
に
お
け
る
新
た
な
３
つ
の
防
衛
線
と
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ

ン
ス
の
実
践
─
内
部
統
制
お
よ
び
内
部
監
査
な
ら
び
にF

inT
ech

関
連
法
制
を
踏
ま
え
た
組
織
法
的
考
察
─
」
日
本
法
学
第
八
三
巻
第
三
号

（
二
〇
一
八
年
一
月
）
一
─
六
〇
頁
。

（
155
） 

み
な
し
業
者
に
お
い
て
把
握
さ
れ
た
実
態
を
踏
ま
え
、「
多
数
（
８
社
以
上
）
の
業
者
で
認
め
ら
れ
た
事
例
」、「
複
数
（
２
─
７
社
）
の
業
者

で
認
め
ら
れ
た
事
例
」
お
よ
び
「
個
社
（
１
社
）
で
認
め
ら
れ
た
事
例
」
の
三
種
類
に
区
分
の
上
で
詳
細
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。
金
融
庁
・
前
掲
注

（
143
）六
─
一
三
頁
。

（
156
） 

金
融
庁
・
前
掲
注（
143
）一
二
─
一
三
頁
。

（
157
） 

Ｅ
Ｒ
Ｍ
（E

nterprise R
isk M

anagem
ent

　全
社
的
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
）
は
、
企
業
活
動
全
般
に
関
す
る
様
々
な
不
確
実
性
（
リ
ス
ク
）

を
管
理
す
る
た
め
に
企
業
内
の
全
て
の
構
成
員
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
が
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
の
三
つ
の
基
盤
と
し
て
、
１
．
継
続
的
な
プ
ロ

セ
ス
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
）
の
確
立
、
２
．
経
営
者
の
関
与
と
責
任
の
明
確
化
、
３
．
リ
ス
ク
定
義
と
評
価
尺
度
の
共
有
が
挙
げ
ら
れ
る
。
不
正
会
計
問
題

二
〇
一



に
対
処
す
る
為
に
制
定
さ
れ
た
米
国
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
（P

ublic C
om

pany A
ccounting R

eform
 and Investor P

rotection A
ct of 2002

）
を
受
け

た
日
本
版
Ｓ
Ｏ
Ｘ
法
で
あ
る
金
融
商
品
取
引
法
第
二
四
条
の
四
の
四
に
お
け
る
内
部
統
制
報
告
制
度
に
お
い
て
は
、
会
計
監
査
制
度
の
充
実
と
企
業

の
内
部
統
制
強
化
を
求
め
、
法
規
制
上
場
企
業
の
経
営
者
は
自
社
の
財
務
報
告
の
信
頼
性
に
つ
い
て
合
理
的
な
保
証
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
各
企
業

は
以
下
の
四
つ
の
対
応
を
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
構
築
し
実
行
し
て
き
た
。
１
．
合
理
的
な
保
証
を
得
る
為
の
範
囲
を
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
で
決
定
（
評

価
範
囲
の
決
定
）、
２
．
業
務
プ
ロ
セ
ス
上
の
リ
ス
ク
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
抽
出
（
文
書
化
）、
３
．
残
存
リ
ス
ク
（
既
存
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
を
評
価

（
有
効
性
評
価
）、
４
．
許
容
範
囲
を
超
え
る
残
存
リ
ス
ク
の
改
善
（
不
備
改
善
）。
し
か
し
な
が
ら
財
務
報
告
リ
ス
ク
の
概
念
（
定
義
）
や
ど
の
程

度
が
重
要
な
リ
ス
ク
（
欠
陥
）
と
な
る
か
評
価
尺
度
が
全
社
的
に
共
有
さ
れ
ず
、
暗
黙
知
を
形
式
知
化
し
て
全
社
に
浸
透
さ
せ
る
べ
く
、
形
式
知
化

に
必
要
な
基
盤
と
し
て
上
記
の
三
つ
の
基
盤
が
挙
げ
ら
れ
た
。
こ
の
中
の
継
続
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
確
立
（
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
）
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｒ
Ｍ
プ
ロ
セ

ス
を
フ
ェ
ー
ズ
０
か
ら
フ
ェ
ー
ズ
３
に
区
切
り
、
フ
ェ
ー
ズ
０
で
は
基
本
方
針
の
確
立
や
プ
ロ
セ
ス
、
体
制
の
設
計
を
行
う
。
フ
ェ
ー
ズ
１
で
は
リ

ス
ク
情
報
の
収
集
・
評
価
を
行
い
、
こ
れ
が
リ
ス
ク
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
と
称
さ
れ
、
各
部
門
が
保
有
す
る
潜
在
リ
ス
ク
に
つ
い
て
そ
の
要
因
や
想

定
さ
れ
る
影
響
内
容
、
発
生
確
率
や
目
標
へ
の
影
響
度
、
更
に
主
管
部
門
や
既
存
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ど
管
理
す
べ
き
リ
ス
ク
の
属
性
情
報
を
抽
出
す

る
。
こ
の
リ
ス
ク
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
必
要
な
ツ
ー
ル
を
リ
ス
ク
管
理
部
門
で
作
成
し
、
各
部
門
に
展
開
す
る
。
こ
の
ツ
ー
ル
は
共
通
言
語
と
呼

ば
れ
、
リ
ス
ク
ユ
ニ
バ
ー
ス
、
影
響
度
／
発
生
頻
度
テ
ー
ブ
ル
、
リ
ス
ク
マ
ッ
プ
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
藤
本
健
「
内
部
統
制
か
ら
Ｅ
Ｒ
Ｍ
へ
」

富
士
通
総
研
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
Ｎ
Ｅ
Ｗ
Ｓ
（
二
〇
〇
九
年
六
月
四
日
）
参
照
。

（
158
） 

金
融
庁
・
前
掲
注（
143
）一
三
─
一
四
頁
。

（
159
） 

金
融
庁
「「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
案
）」
及
び
「
主
要
行
等
向
け
の
総
合
的
な
監

督
指
針
」
等
の
一
部
改
正
（
案
）
の
公
表
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
七
年
一
二
月
八
日
）、
金
融
庁
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与

対
策
の
現
状
と
課
題
」（
二
〇
一
八
年
八
月
）
参
照
。

（
160
） 

金
融
庁
「
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
一
八
年
二
月
六
日
）
一
─
三
三
頁
参
照
。

マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
リ
ス
ク
管
理
態
勢
を
有
効
性
の
あ
る
形
で
維
持
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
機
動
的
か
つ
実
効
的
な
対
応
を
実
施
し
て
い

く
た
め
、
金
融
機
関
等
に
お
い
て
は
自
ら
が
直
面
し
て
い
る
リ
ス
ク
（
顧
客
の
業
務
に
関
す
る
リ
ス
ク
を
含
む
）
を
適
時
・
適
切
に
特
定
・
評
価
し
、

二
〇
二



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

リ
ス
ク
に
見
合
っ
た
低
減
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

（
161
） 

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
対
策
の
た
め
に
各
国
が
法
執
行
、
刑
事
法
制
お
よ
び
金
融
規
制
の
各
分
野
で
と
る
べ
き
措
置
を
ま
と

め
、「
40
の
勧
告
」
を
公
表
し
た
。
二
〇
一
二
年
二
月
従
来
の
勧
告
を
統
合
し
、
さ
ら
に
対
応
の
高
度
化
を
求
め
る
新
た
な
「
40
の
勧
告
」
を
公
表

し
て
い
る
。E

Y
 Japan

（
Ｅ
Ｙ
新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
ほ
か
）「
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
対
日
相
互
審
査
に
向
け
た
金
融
庁
の
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
態
勢
整
備
・
高
度
化
」F

inancial S
ervices R

isk M
anagem

ent

（F
S

R
M

）（
二
〇
一
八
年
二
月
二
六
日
）。

（
162
） 

金
融
庁
・
前
掲
注（
153
）五
─
二
四
頁
。

（
163
） 

拙
稿
「
英
国
企
業
法
制
に
お
け
る
新
た
な
登
記
制
度P

S
C

 R
egim

e

（people w
ith significant control

）
に
か
か
る
考
察
」
千
葉
商
大
論

叢
第
五
六
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
七
月
三
一
日
）
一
三
五
─
一
五
四
頁
。

（
164
） 

人
工
知
能
等
を
活
用
し
、
書
類
作
成
や
デ
ー
タ
入
力
等
の
定
型
的
作
業
を
自
動
化
す
る
。

（
165
） 

金
融
庁
・
前
掲
注（
153
）二
四
─
二
七
頁
。

（
166
） 

鳥
羽
至
英
・
八
田
進
二
共
訳
ト
レ
ッ
ド
ウ
エ
イ
委
員
会
報
告
書
『
不
正
な
財
務
報
告
─
結
論
と
勧
告
』
白
桃
書
房
（
一
九
九
一
年
）。D

eloitte

（
デ
ロ
イ
ト
ト
ー
マ
ツ
）「
統
制
環
境
　内
部
統
制
を
理
解
す
る
た
め
に
前
提
と
な
る
概
念
」
ナ
レ
ッ
ジ
参
照
。
内
部
統
制
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
か
か

る
米
国
Ｃ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
（the C

om
m

ittee of S
ponsoring O

rganization of the T
readw

ay C
om

m
ission

）
レ
ポ
ー
ト
（
一
九
九
二
）
で
は
、
内
部

統
制
は
統
制
環
境
、
リ
ス
ク
の
評
価
、
統
制
活
動
、
情
報
と
伝
達
、
監
視
活
動
の
五
つ
の
相
互
に
関
連
の
あ
る
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
し
、
統
制

環
境
は
他
の
四
つ
の
構
成
要
素
の
基
礎
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
統
制
環
境
に
は
以
下
の
七
つ
の
要
因
が
含
ま
れ
る
。
誠
実
性
と
倫

理
的
価
値
観
（
不
正
に
つ
な
が
る
誘
因
と
誘
惑
、
道
徳
的
指
針
の
提
供
と
伝
達
）、
能
力
に
対
す
る
経
営
者
の
取
組
み
、
取
締
役
会
ま
た
は
監
査
委

員
会
、
経
営
者
の
哲
学
と
行
動
様
式
、
組
織
構
造
、
権
限
と
責
任
の
割
り
当
て
、
人
的
資
源
に
関
す
る
方
針
と
管
理
。

（
167
） 

中
島
真
志
「
仮
想
通
貨
交
換
業
を
対
象
と
す
る
制
度
的
な
対
応
」
金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
」（
第
三
回
）
資
料
（
意

見
）（
二
〇
一
八
年
五
月
二
二
日
）。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
で
は
誰
で
も
参
加
で
き
る
分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
国
境
を
越
え
て
繋
が
っ
て
い
る
た
め
、

直
接
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
マ
イ
ニ
ン
グ
業
者
に
つ
い
て
も
同
様
に
規
制
は
困
難
で
あ
る
。
分
散
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
の
中
で
唯
一
中

央
集
権
的
な
形
態
を
と
る
の
が
仮
想
通
貨
交
換
業
者
で
あ
り
、
多
数
の
投
資
家
を
傘
下
に
有
し
て
顧
客
資
産
を
預
か
り
、
参
加
者
間
を
含
む
取
引
仲

二
〇
三



介
を
行
っ
て
い
る
。
分
散
型
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
、
唯
一
規
制
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
中
央
集
権
的
存
在
で
あ
る
仮
想
通
貨
交
換
業
者
で
あ
り
、

国
際
的
に
も
仮
想
通
貨
交
換
業
に
着
目
し
た
制
度
的
な
対
応
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
の
は
必
然
的
と
い
え
る
。
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
や
犯
罪
資
金

等
に
お
い
て
も
問
題
と
な
る
の
は
法
定
通
貨
（
円
、
ド
ル
な
ど
）
へ
の
交
換
局
面
で
あ
り
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
規
制
す
る
意
義
は
大
き
い
と
言

え
よ
う
。

（
168
） 

日
本
仮
想
通
貨
交
換
業
協
会
「
仮
想
通
貨
交
換
業
に
関
す
る
自
主
規
制
の
概
要
に
つ
い
て
」
一
─
二
六
頁
、
金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に

関
す
る
研
究
会
」（
第
五
回
）
資
料
（
二
〇
一
八
年
九
月
一
二
日
）。

（
169
） 

株
式
会
社
東
京
証
券
取
引
所
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
～
会
社
の
持
続
的
な
成
長
と
中
長
期
的
な
企
業
価
値
の
向
上
の
た
め
に

～
」（
二
〇
一
八
年
六
月
一
日
）、
金
融
庁
「
投
資
家
と
企
業
の
対
話
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」（
二
〇
一
八
年
六
月
一
日
）。

（
170
） 

経
済
産
業
省
Ｃ
Ｇ
Ｓ
研
究
会
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
研
究
会
）「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
に
関
す

る
実
務
指
針
（
Ｃ
Ｇ
Ｓ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」（
二
〇
一
八
年
三
月
三
一
日
）
一
─
八
五
頁
、
同
Ｃ
Ｇ
Ｓ
研
究
会
（
第
二
期
）「
中
間
整
理
　実
効
的
な

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
実
現
に
向
け
た
今
後
の
検
討
課
題
」（
二
〇
一
八
年
五
月
一
八
日
）
一
─
二
〇
頁
。

（
171
） 

二
〇
一
六
年
五
月
導
入
さ
れ
た
英
国
金
融
行
為
監
督
機
構
（
Ｆ
Ｃ
Ａ
）
の
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
は
、
金
融
機
関
やF

inT
ech

企
業
が
開
発
段
階
に
あ
る
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
実
際
の
利
用
者
に
対
し
て
試
験
的
に
提
供
で
き
る
よ
う
に
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
仕
組
み
で
あ
り
、

F
inT

ech

の
成
長
を
促
し
金
融
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
す
る
枠
組
み
で
あ
る
。
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
規
制
の
適
用
免
除
や
変
更
と

い
う
よ
り
も
監
督
上
の
イ
ン
フ
ラ
要
件
緩
和
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
支
援
な
ど
運
用
面
に
お
け
る
柔
軟
化
と
規
制
当
局
に
よ
る
支
援
に
あ
る
と
い
え

る
。
消
費
者
保
護
な
ど
の
法
令
は
遵
守
し
つ
つ
、
規
制
・
監
督
に
一
定
の
柔
軟
性
を
持
た
せ
ら
れ
る
よ
う
、
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
が
対
象
を
絞
っ
て
重
点
的

に
監
督
と
同
時
に
支
援
を
提
供
す
る
仕
組
み
と
も
い
え
る
。
荻
谷
亜
紀
「F

inT
ech

振
興
を
図
る
英
国
Ｆ
Ｃ
Ａ
の
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・
サ
ン
ド
ボ
ッ

ク
ス
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
八
春
号
三
一
─
四
二
頁
。

（
172
） R

egT
ech

は
金
融
規
制
・
監
督
を
行
う
上
でF

inT
ech

を
活
用
す
る
仕
組
み
で
あ
る
。
ジ
ュ
リ
ア
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
平
塚
マ
ル
セ
ロ
「
国
内

外
のR

egT
ech

（
レ
グ
テ
ッ
ク
）
の
動
向
と
今
後
の
展
望
～
金
融
規
制
の
「
効
果
的
」
な
遵
守
を
実
現
す
る
切
り
札
的
存
在
に
～
」
ト
ム
ソ
ン
・

ロ
イ
タ
ー
（
リ
ス
ク
部
門
）
金
融
財
政
事
情
（
二
〇
一
七
年
五
月
二
二
日
）
三
四
─
三
七
頁
。
証
券
業
界
と
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
関
す
る
研
究
会

二
〇
四



F
inT
ech

関
連
制
度
に
お
け
る
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
考
察
（
藤
川
）

「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
時
代
の
証
券
業
」
日
本
証
券
経
済
研
究
所
（
二
〇
一
八
年
六
月
）
一
─
三
〇
頁
。

（
173
） 

淵
田
康
之
「F

inT
ech

の
規
制
と
振
興
　─
米
国
の
ス
タ
ン
ス
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
六
秋
号
三
九
─
五
八
頁
参
照
。
同

「F
inT

ech

の
中
核
を
占
め
る
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
ー
ス
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
五
秋
号
二
一
─
四
五
頁
。

（
174
） 
後
進
国
な
ど
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
困
難
な
貧
困
層
、
中
小
事
業
者
な
ど
に
相
応
の
コ
ス
ト
で
提
供
す
る
。T

he W
orld B

ank

プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
「
金
融
包
摂
が
進
展
す
る
中
、
依
然
と
し
て
残
る
格
差
」『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
フ
ィ
ン
デ
ッ
ク
ス
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
２
０
１
７
報
告

書
（
最
新
版
）』
二
〇
一
八
年
四
月
一
九
日
）。
柏
木
亮
二
「
金
融
包
摂
の
鍵
と
な
るF

inT
ech

」
野
村
総
合
研
究
所F

inancial Inform
ation 

T
echnology F

ocus
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）
一
四
─
一
五
頁
。

（
175
） 

淵
田
康
之
・
前
掲
注（
166
）「F

inT
ech

の
規
制
と
振
興
　─
米
国
の
ス
タ
ン
ス
」
四
二
─
四
三
頁
、
五
六
─
五
七
頁
、
五
七
─
五
八
頁
。

（
176
） 

三
井
住
友
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
「
リ
ス
ク
管
理
へ
の
取
組
」
五
四
─
五
七
頁
。

http://w
w

w
.sm

fg.co.jp/investor/financial/disclosure/h2807_c_disc01_pdf/h2807c01_26.pdf.

ま
た
メ
ガ
バ
ン
ク
に
お
け
るF

inT
ech

業
務
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
多
治
見
和
彦
「
デ
ジ
タ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
〝み
ず
ほ
〟
の
取
り
組
み
」、
吉
澤
陽
子
・
高
梨
昇

「
み
ず
ほ
銀
行
の
デ
ー
タ
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
」
早
稲
田
大
学
デ
ー
タ
科
学
総
合
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
主
催
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
講
演

（
二
〇
一
八
年
七
月
三
〇
日
）。
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
に
よ
る
市
中
協
議
文
書
「
銀
行
の
た
め
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
諸
原
則
」
に

つ
い
て
、B

asel C
om

m
ittee on B

anking S
upervision, C

onsultative docum
ent,G

uidelines, C
orporate governance principles for 

banks,Issued for com
m

ents by 9 January 2015,1-36pp O
ctober 2014, w

w
w

.bis.org/bcbs/publ/d328.htm
.

（
177
） 

収
益
極
大
化
を
目
指
し
て
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
リ
ス
ク
（
金
利
リ
ス
ク
、
価
格
変
動
リ
ス
ク
、
為
替
リ
ス
ク
）、
運
用
と
調
達
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
か
ら

派
生
す
る
流
動
性
リ
ス
ク
な
ど
各
種
リ
ス
ク
を
適
切
に
把
握
し
て
能
動
的
に
資
産
と
負
債
の
構
成
を
操
作
し
、
戦
略
的
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
と
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
図
る
。

日
本
銀
行
営
業
局
「
金
融
機
関
Ａ
Ｌ
Ｍ
の
現
状
と
課
題
」
日
本
銀
行
月
報
（
一
九
九
九
年
五
月
）
一
─
二
六
頁
。

（
178
） 

金
融
機
関
に
お
け
る
三
つ
の
防
衛
線
と
リ
ス
ク
ア
ペ
タ
イ
ト
・
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
関
連
な
ど
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
金
融
機
関
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

改
革
に
み
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
攻
め
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
理
論
と
実
践
」
千
葉
商
大
論
叢
第
五
四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
六
年

二
〇
五



九
月
三
〇
日
）
二
〇
九
─
二
二
七
頁
。

（
179
） 

拙
稿
「
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
の
初
め
て
の
改
訂
─
コ
ー
ド
と
会
社
法
が
混
在
す
る
中
、
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
る
実
効

性
確
保
が
課
題
」R

egulationsV
ol.14

（
二
〇
一
八
年
九
月
）
一
八
─
一
九
頁
。
①
改
訂
項
目
の
う
ち
特
に
資
本
コ
ス
ト
に
つ
い
て
、
企
業
が
資
金

調
達
す
る
場
合
の
コ
ス
ト
を
意
味
し
、
株
主
資
本
（
自
己
資
本
）
の
み
な
ら
ず
負
債
（
他
人
資
本
）
調
達
に
も
発
生
す
る
。
コ
ー
ド
の
改
訂
版
の
説

明
で
は
、
資
本
コ
ス
ト
に
つ
い
て
Ｗ
Ａ
Ｃ
Ｃ
（W

eighted A
verage C

ost of C
apital

株
主
資
本
コ
ス
ト
と
負
債
コ
ス
ト
の
加
重
平
均
資
本
コ
ス

ト
）
に
言
及
し
て
い
る
。
②
こ
の
中
で
株
主
資
本
コ
ス
ト
は
資
金
提
供
者
側
の
株
主
の
期
待
収
益
率
（E

xpected rate of return

）
と
説
明
さ
れ
、

株
主
は
こ
の
株
主
資
本
コ
ス
ト
以
上
の
リ
タ
ー
ン
を
投
資
先
企
業
の
経
営
陣
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
株
主
の
利
益
に
つ
い
て
は
、
通
常
は

Ｒ
Ｏ
Ｅ
（R

eturn on E
quity

自
己
資
本
利
益
率
）
で
図
ら
れ
る
が
、
株
主
資
本
コ
ス
ト
と
の
相
違
は
利
益
の
た
め
に
費
や
し
た
費
用
も
勘
案
す
る

点
に
あ
る
。
こ
の
株
主
資
本
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
コ
ー
ド
で
言
及
が
さ
れ
な
い
が
、
配
当
還
元
モ
デ
ル
Ｄ
Ｄ
Ｍ
（D

ividend D
iscount M

odel

配

当
割
引
価
値
法
）
あ
る
い
は
Ｃ
Ａ
Ｐ
Ｍ
（C
apital A

sset P
ricing M

odel

資
本
資
産
評
価
モ
デ
ル
）
等
で
算
出
し
て
も
割
引
率
、
個
別
株
式
の
リ

ス
ク
を
定
量
的
に
把
握
す
る
指
標
で
あ
る
ベ
ー
タ
リ
ス
ク
（
ß
）
な
ど
の
選
定
に
お
い
て
恣
意
性
が
入
り
込
み
や
す
い
。
仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
な
ど

の
リ
ス
ク
を
い
か
に
適
切
に
織
り
込
み
、
規
定
類
等
を
整
備
し
て
ガ
バ
ナ
ン
ス
報
告
書
に
か
か
るcom

ply or explain

な
ど
開
示
・
説
明
責
任
を

果
た
す
の
か
が
検
討
課
題
と
な
ろ
う
か
。

［
本
稿
は
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
の
助
成
金
に
基
づ
く
研
究
成
果
で
あ
る
］

二
〇
六



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
岡
田
）

二
〇
七

Ⅰ
　
は
じ
め
に

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

Ⅲ
　
小
括

Ⅰ
　
は
じ
め
に

樋
口
陽
一
は
、「
国
際
的
な
学
界
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
の
議
論
状
況
を
紹

介
し
た
一
九
九
四
年
の
論
文
に
お
い
て
、「
憲
法
裁
判
官
は
憲
法
改
正
権

を
審
査
で
き
る
か
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、「
違
憲
の
憲
法
」
を
め
ぐ

る
議
論
が
早
く
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
だ
け
で
は
な
く
、
フ

ラ
ン
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
「
広
い
範
囲
で
問
題
関
心
が
共
有
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
１
）
。
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の

可
否
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
す
で
に
一
九
九
四
年
の
時
点
に
お

い
て
、
─
豊
富
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
─
か
な
り
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い

た
（
２
）

が
、
そ
の
後
、
こ
の
論
点
を
め
ぐ
る
議
論
は
飛
躍
的
な
理
論
的
発
展
を

遂
げ
、
日
本
で
も
「
広
い
範
囲
で
問
題
関
心
が
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
」
と
言
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
二
〇
一
四
年
の
あ
る
論
文
に

お
い
て
は
、「
憲
法
改
正
の
違
憲
審
査
と
い
う
論
点
が
近
時
注
目
を
集
め

て
い
る
（
３
）

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
学
説
に
お
け
る
議
論
状
況
を
示

し
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

工
藤
達
朗
は
、
二
〇
〇
三
年
の
論
文
に
お
い
て
、「
憲
法
改
正
の
限
界

を
超
え
た
改
正
に
対
し
て
裁
判
所
が
違
憲
審
査
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
」
と
い
う
「
正
面
か
ら
議
論
の
テ
ー
マ
と
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で

あ
っ
た
（
４
）
」
問
題
を
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
詳
細
に
検
討
し
、

憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

岡

　
　田

　
　俊

　
　幸

研
究
ノ
ー
ト



二
〇
八

こ
れ
に
対
し
て
、
赤
坂
正
浩
は
、
二
〇
〇
三
年
の
論
文
に
お
い
て
、
全

面
改
正
と
部
分
改
正
を
区
別
し
、
ま
ず
、
日
本
国
憲
法
の
「
全
面
改
正
は

内
容
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
的
に
は
新
憲
法
の
制
定
と
評
価
さ
れ
る
べ

き
」
で
、「
そ
の
場
合
、
裁
判
所
は
、
新
憲
法
に
よ
っ
て
新
た
に
設
置
さ

れ
、
新
憲
法
を
そ
の
存
立
根
拠
と
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
新
憲
法
が
旧

憲
法
に
反
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
権
を
い
わ
ば
論
理
的
に
も
た
な
い
」
が
、

部
分
改
正
の
場
合
に
は
、
基
本
原
理
説
を
前
提
と
す
れ
ば
、
①
改
正
に

よ
っ
て
基
本
原
理
そ
の
も
の
が
変
更
さ
れ
た
と
解
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
や

は
り
新
憲
法
の
制
定
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
ケ
ー
ス
、
②
基
本
原
理
そ
の
も

の
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、
改
正
の
内
容
が
基
本
原
理
に
触
れ
る
た
め
、
違

憲
の
憲
法
改
正
と
見
な
さ
れ
う
る
ケ
ー
ス
、
そ
し
て
、
③
改
正
が
基
本
原

理
に
触
れ
な
い
ケ
ー
ス
の
三
つ
が
想
定
さ
れ
、
②
と
③
の
ケ
ー
ス
に
つ
い

て
は
、「
裁
判
的
統
制
も
理
論
的
に
は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
主
張

し
て
い
る
（
６
）

。
さ
ら
に
、
高
橋
和
之
は
、
憲
法
訴
訟
論
の
一
つ
の
体
系
を
提

示
し
た
二
〇
一
七
年
の
著
作
に
お
い
て
、「
改
正
手
続
に
違
反
し
た
改
正
、

あ
る
い
は
、
改
正
権
の
限
界
を
超
え
た
改
正
が
行
わ
れ
た
場
合
、
裁
判
所

は
違
憲
審
査
を
行
い
う
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
も
考
察

を
加
え
、
憲
法
改
正
の
違
憲
審
査
を
肯
定
す
る
理
論
的
可
能
性
を
示
唆
し

た
。
高
橋
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。「
国
民
投
票
に
よ
る
承
認
は
、
主
権

者
国
民
の
承
認
を
意
味
す
る
」
も
の
で
、「
主
権
者
の
意
思
が
表
明
さ
れ

た
以
上
、
こ
れ
を
審
査
し
う
る
憲
法
上
の
権
力
は
存
在
し
え
な
い
」
と

「
日
本
国
憲
法
上
、
最
高
裁
判
所
は
憲
法
改
正
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
権

限
を
有
し
な
い
」
と
の
解
釈
論
を
提
示
し
た
。
工
藤
は
、
次
の
よ
う
に
説

く
。
議
会
が
憲
法
改
正
権
を
有
す
る
ド
イ
ツ
と
異
な
り
、「
日
本
の
場
合
、

憲
法
改
正
権
は
国
民
が
有
す
る
の
で
あ
る
」
か
ら
、「
裁
判
所
に
憲
法
改

正
の
違
憲
審
査
権
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
が
国
民
に
優
位
す
る
の

を
認
め
る
こ
と
」
に
な
り
、「
こ
れ
を
民
主
主
義
に
反
し
な
い
と
説
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」。「
有
権
者
総
体
は
主
権
者
た
る
国
民
を
代
表
す
る

か
ら
」
憲
法
改
正
権
を
有
す
る
国
民
と
主
権
者
た
る
国
民
は
区
別
で
き
な

い
と
考
え
る
自
説
と
異
な
り
、
か
り
に
、「
憲
法
改
正
権
を
行
使
す
る
国

民
と
憲
法
制
定
権
を
行
使
す
る
国
民
は
別
だ
と
考
え
て
も
、
裁
判
所
の
判

断
が
有
権
者
総
体
の
判
断
よ
り
も
優
位
す
る
こ
と
」
は
、「
有
権
者
の
判

断
と
議
会
の
判
断
を
同
列
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
、「
や
は
り

民
主
的
と
は
い
え
な
い
」。「
国
民
投
票
で
国
民
の
承
認
を
得
た
と
い
う
こ

と
は
、
投
票
者
の
過
半
数
は
そ
の
改
正
案
を
改
正
の
限
界
を
超
え
て
い
な

い
、
し
た
が
っ
て
合
憲
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
か

ら
、「
こ
の
判
断
を
裁
判
所
が
覆
す
こ
と
は
民
主
的
と
は
到
底
い
え
な
い
」。

「
憲
法
制
定
権
を
有
す
る
国
民
と
憲
法
改
正
権
を
有
す
る
国
民
を
同
じ
も

の
と
と
ら
え
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
国
民
投
票
が
国
民
主
権
の
不
可
欠
の

構
成
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
も
、
国
民
投
票
に
よ
っ
て
成
立
す
る

憲
法
改
正
を
裁
判
所
が
審
査
す
る
こ
と
は
、
国
民
主
権
原
理
に
反
す
る
も

の
で
違
憲
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」、
と
（
５
）
。
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二
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九

そ
の
能
力
も
な
い
。
本
稿
の
目
的
は
、
将
来
に
お
い
て
こ
の
論
点
に
関
す

る
解
釈
論
を
展
開
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲

法
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を

多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
あ
る
。
従
来
の
学
説
に
お
い
て
議
論

の
中
心
に
置
か
れ
て
き
た
の
は
、
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否

そ
れ
自
体
で
あ
り
、
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
方
法
に
つ
い
て
立

ち
入
っ
た
考
察
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
か
り
に
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法

審
査
の
可
否
に
つ
い
て
肯
定
説
を
採
用
し
た
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

つ
ぎ
に
、
裁
判
所
は
憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ

き
な
の
か
が
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、
肯
定
説
を
採
る
場
合
、
上
記
の

問
題
点
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
肯
定
説
に

お
い
て
も
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、「
憲
法
上
の
機
関
と
し
て
の
国

民
は
民
主
政
治
の
観
点
か
ら
は
裁
判
所
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
民
主
的
正

統
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
所
は
違
憲
審
査
を
特
に
抑
制
的

に
行
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
」
と
の
高
橋
和
之
の
指
摘
が
あ
る
だ
け
で
あ

る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
本
稿
が
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い

て
判
断
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介

す
る
こ
と
は
、
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
に
つ
い
て
肯
定
説

を
採
用
し
た
場
合
に
必
然
的
に
出
て
く
る
上
記
の
問
題
点
を
今
後
さ
ら
に

立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
全
く
無
意
味
で
あ
る
と

は
言
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
８
）
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
憲
法
改
正
法

「
考
え
れ
ば
、
司
法
権
に
よ
る
違
憲
審
査
は
否
定
さ
れ
る
」。
し
か
し
、

「
同
じ
く
『
国
民
』
と
呼
ん
で
も
、
憲
法
制
定
権
力
を
も
つ
主
権
者
国
民

と
憲
法
改
正
国
民
投
票
を
行
う
国
民
で
は
、
ま
っ
た
く
次
元
を
異
に
す

る
」、
す
な
わ
ち
、「
国
民
投
票
を
行
う
国
民
は
憲
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

憲
法
上
の
機
関
と
し
て
の
国
民
で
あ
」
り
、「
こ
の
国
民
は
、
憲
法
を
制

定
す
る
、
そ
の
意
味
で
憲
法
に
『
先
行
』
し
そ
の
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
主
権
者
国
民
の
下
位
に
あ
る
」。「
違
憲
審
査
権
が
憲
法
を
制
定
し
た
主

権
者
国
民
に
よ
り
司
法
権
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

憲
法
改
正
の
違
憲
審
査
を
行
う
こ
と
は
主
権
者
国
民
が
司
法
権
に
委
託
し

た
司
法
権
の
責
務
で
は
な
い
か
」。「
こ
う
考
え
れ
ば
、
裁
判
所
が
国
民
の

投
票
し
た
憲
法
改
正
を
審
査
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
こ
と
に
な
る
」。

「
も
ち
ろ
ん
、
憲
法
上
の
機
関
と
し
て
の
国
民
は
民
主
政
治
の
観
点
か
ら

は
裁
判
所
よ
り
も
は
る
か
に
強
い
民
主
的
正
統
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
裁
判
所
は
違
憲
審
査
を
特
に
抑
制
的
に
行
う
こ
と
が
要
請
さ
れ

る
」
が
、「
違
憲
審
査
権
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と

も
で
き
る
」、
と
（
７
）

。

こ
の
よ
う
に
、
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
に
つ
い
て
は
、

現
在
の
学
説
に
お
い
て
、
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
解
釈
論
が
示
さ
れ
て
お

り
、
今
後
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
、
現
時
点
に
お
い
て
、
筆
者
に
は
、
上
記
の
緻
密
か
つ
用
意

周
到
な
解
釈
論
に
何
ら
か
の
新
し
い
こ
と
を
付
け
加
え
る
準
備
も
、
ま
た



二
一
〇

を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
い
う
文
が
挿
入
さ
れ
た
。
ま
た
、

一
九
六
八
年
六
月
二
四
日
の
第
一
七
回
基
本
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、

「
何
人
も
、
公
権
力
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
出

訴
の
途
が
開
か
れ
て
い
る
。
他
の
管
轄
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
限
度
に
お

い
て
、
通
常
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。」
と
定
め
る

基
本
法
一
九
条
四
項
に
、「
第
一
〇
条
第
二
項
第
二
文
は
こ
れ
と
抵
触
し

な
い
。」
と
定
め
る
三
文
も
挿
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
上
記
の
基
本
法
改

正
を
受
け
て
、
一
九
六
八
年
八
月
一
三
日
の
「
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵
便

及
び
電
信
電
話
の
秘
密
を
制
限
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
。
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
抽
象
的
規
範
統
制
及
び
憲
法
異
議
の
訴
え
の
手
続
に
お
い
て
、

五
対
三
で
、
基
本
法
一
〇
条
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
と
の
判

断
を
下
し
た
。
以
下
、
基
本
法
一
〇
条
は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す

る
と
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に

し
よ
う
（
12
）

。

（
二
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
五
人
の
裁
判
官
の
多
数
意
見
）
は
、
ま
ず
、

基
本
法
改
正
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
を

展
開
す
る
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ａ
）　
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵
便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
は
、
基
本
法

に
お
い
て
何
の
留
保
も
な
く
保
障
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
由
な

憲
法
秩
序
又
は
国
家
の
存
立
を
保
護
す
る
た
め
に
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵

便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
を
法
律
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ

律
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

判
例
を
時
系
列
に
沿
っ
て
出
来
る
限
り
詳
し
く
紹
介
す
る
作
業
を
行
い
た

い
（
９
）
。

Ⅱ
　
判
例
の
展
開

一

　一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決

（
一
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
の
い
わ
ゆ

る
盗
聴
判
決
（
10
）

に
お
い
て
、
基
本
法
改
正
法
律
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適

合
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
初
め
て
取
り
組
ん
だ
（
11
）

。
基
本
法

一
〇
条
は
、
一
九
六
八
年
六
月
二
四
日
の
第
一
七
回
基
本
法
改
正
法
律
に

よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
従
前
の
基
本
法
一
〇
条
は
、「
信

書
の
秘
密
並
び
に
郵
便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
は
、
不
可
侵
で
あ
る
。
制

限
は
、
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
、
こ
れ
を
命
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
。」
と
定
め
て
い
た
。
従
前
の
基
本
法
一
〇
条
は
上
記
基
本
法
改
正
法

律
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
、
従
前
の
基
本
法
一
〇
条
一
文
が
同
条
一
項
に
な

り
、
従
前
の
基
本
法
一
〇
条
二
文
が
同
条
二
項
一
文
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

上
記
の
基
本
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
と
し
て
、

「
そ
の
制
限
が
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
又
は
連
邦
若
し
く
は
ラ
ン
ト

の
存
立
若
し
く
は
安
全
の
保
障
に
役
立
つ
と
き
は
、
法
律
に
よ
っ
て
、
そ

の
制
限
が
関
係
者
に
通
知
さ
れ
な
い
旨
、
並
び
に
、
出
訴
の
途
に
代
え
て

国
民
代
表
の
選
任
し
た
機
関
及
び
補
助
機
関
に
よ
る
事
後
審
査
を
行
う
旨



憲
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二
一
一

無
線
電
信
に
よ
る
通
話
、
テ
レ
タ
イ
プ
、
電
報
及
び
信
書
に
つ
い
て
、
関

係
者
に
事
後
的
に
も
秘
密
の
ま
ま
に
し
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
な

い
内
密
の
盗
聴
及
び
検
査
を
許
容
し
て
い
る
（S

. 18 f.

）。

（
ｂ
）　「
憲
法
規
定
は
、
そ
の
文
言
の
み
に
基
づ
い
て
、
切
り
離
し
て

解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
憲
法
規
定
は
、
む
し
ろ
、
基
本
法

の
根
本
的
な
原
則
と
そ
の
価
値
秩
序
に
合
致
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。
従
っ
て
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
に
当

た
っ
て
は
、
憲
法
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
、
と
く
に
基
本
法
の
基
本
決
定
と

一
般
的
憲
法
原
則
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（S

. 19

）
①
ま
ず
、

「
本
件
の
関
連
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
が
『
戦
う
民

主
制
』
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
、
と
く
に
重
要
で
あ
る
」（S

. 19 f.

）。

②
ま
た
、「
公
共
の
福
祉
の
考
慮
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
優
越
的
法
益
の

保
護
の
た
め
に
基
本
権
に
設
定
さ
れ
た
限
界
に
関
す
る
基
本
法
の
基
本
決

定
も
、
こ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
」（S

. 20

）。
③
「
最
後
に
、
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
の
第
三
の
基
本
決
定
─
法
治
国
家
原
理
─
か
ら
、

比
例
原
則
を
導
出
し
た
が
、
比
例
原
則
が
基
本
権
地
位
を
制
限
す
る
に
際

し
て
求
め
て
い
る
の
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
法
益
─
本
件
で
は

国
家
の
存
立
と
そ
の
憲
法
秩
序
─
の
保
護
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な

も
の
だ
け
を
法
律
で
定
め
、
個
別
事
案
に
お
い
て
命
ず
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」。
さ
ら
に
、「
法
治
国
家
原
理
」
か
ら
、「
市

民
の
自
由
と
財
産
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
高
権
的
な
制
約
は
少
な
く
と
も
実

て
い
た
。
そ
の
点
で
は
、
改
正
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
基
本
法
一
〇
条
二

項
二
文
は
、
新
し
い
こ
と
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
基
本
法
一
〇

条
一
項
一
文
の
適
用
事
例
を
具
体
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
ド
イ
ツ
連
邦
共

和
国
の
存
立
及
び
そ
の
自
由
な
憲
法
秩
序
は
、
極
め
て
重
要
な
法
益
で

あ
っ
て
、
そ
の
実
効
的
な
保
護
の
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
範
囲
に

お
い
て
は
基
本
権
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
（S

. 17 f.

）。
従
っ
て
、

基
本
法
改
正
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
条
項
の
「
新
し
さ
」
は
、
信
書
の
秘

密
並
び
に
郵
便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
の
「
制
限
」
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

①
関
係
者
に
そ
の
制
限
を
通
知
し
な
い
こ
と
と
②
国
民
代
表
の
選
任
し
た

機
関
及
び
補
助
機
関
に
よ
る
事
後
審
査
を
出
訴
の
途
の
代
わ
り
に
す
る
こ

と
を
規
定
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
監
視
措
置
を
事
後
的
に
公
表
す
る

こ
と
や
裁
判
手
続
に
お
い
て
そ
れ
が
事
後
的
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
、
憲

法
敵
対
的
諸
勢
力
に
対
し
て
、
憲
法
保
護
機
関
の
作
業
方
法
や
具
体
的
監

視
領
域
を
知
る
手
掛
か
り
や
、
憲
法
保
護
機
関
に
所
属
す
る
非
公
開
の
構

成
員
を
同
定
す
る
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

憲
法
保
護
の
実
効
性
を
著
し
く
損
ね
る
こ
と
に
な
る
。
盗
聴
措
置
を
関
係

者
に
通
知
せ
ず
、
裁
判
所
で
は
な
い
機
関
に
よ
る
事
後
審
査
の
利
用
を
関

係
者
に
求
め
る
権
限
は
、
憲
法
保
護
の
実
効
性
に
役
立
つ
も
の
で
、
こ
れ

に
よ
っ
て
盗
聴
及
び
信
書
の
開
披
は
意
味
の
あ
る
も
の
に
な
る
。
従
っ
て
、

基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
憲
法
保
護
及
び
国
家
保
護
の
た
め
の
信
書

の
秘
密
並
び
に
郵
便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
の
制
限
と
し
て
、
電
話
及
び



二
一
二

く
は
ラ
ン
ト
の
存
立
若
し
く
は
安
全
の
保
障
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
な
く

可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
残
し
て
い
る
（S

. 21

）。

上
記
の
点
は
別
と
し
て
、「
そ
の
制
限
が
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序

又
は
連
邦
若
し
く
は
ラ
ン
ト
の
存
立
若
し
く
は
安
全
保
障
に
役
立
つ
と
き

は
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、「
法
律
は
、
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵
便
及
び

電
信
電
話
の
秘
密
の
制
限
が
許
さ
れ
る
範
囲
を
、
具
体
的
事
実
が
憲
法
敵

対
的
行
動
の
嫌
疑
を
正
当
化
す
る
場
合
、
及
び
、
具
体
的
事
件
に
お
け
る

憲
法
敵
対
的
行
動
が
他
の
手
段
を
尽
く
し
た
後
に
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵

便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
の
制
限
に
よ
っ
て
の
み
解
明
さ
れ
得
る
場
合
に

限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
比
例
原
則
が
要
求
す
る
解
釈
を
許

容
す
る
（S

. 22

）。

さ
ら
に
、「
監
視
措
置
を
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
に
限
定
す
る
と
い

う
憲
法
的
要
請
」
か
ら
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
に
基
づ
い
て
監
視
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
上
記
の
種
類
の
具
体
的
嫌
疑
を
受
け
る
状
況
に

あ
る
人
に
限
ら
れ
る
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
が
、
郵
便
と
電
話
が
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
性
格
を
有
し
て
い
る
結
果
、
被
疑
者
を
監
視
す
る
際
に

は
、
被
疑
者
が
連
絡
を
と
る
人
も
必
然
的
に
こ
の
監
視
の
対
象
と
な
る
、

と
い
う
理
由
で
こ
の
監
視
が
不
適
法
に
な
ら
な
い
の
は
、
当
然
で
あ
る
。

「
監
視
措
置
を
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
に
限
定
す
る
と
い
う
憲
法
的
要

請
」
は
、
監
視
が
、
被
疑
者
の
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
第
三
者
の
通
信
連
絡
に
及
ぶ
こ
と
を
排
除
し
な
い
。
ま
た
、
上
記

効
的
な
法
統
制
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
が
導
出
さ
れ
る
（S. 20 f.

）。

（
ｃ
）　
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
位
置
し
て
い
る
こ
の
「
意
味
連

関
」
か
ら
、
ま
ず
、
こ
の
規
定
の
文
言
自
体
か
ら
得
ら
れ
た
解
釈
の
正
し

さ
が
確
認
さ
れ
る
。
と
く
に
、
本
人
に
通
知
し
な
い
こ
と
と
裁
判
所
以
外

の
方
法
に
よ
る
統
制
を
裁
判
所
に
よ
る
保
護
の
代
わ
り
と
す
る
こ
と
は
、

「
事
の
性
質
」
か
ら
─
こ
の
措
置
が
な
け
れ
ば
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵
便

及
び
電
信
電
話
の
秘
密
を
制
限
す
る
目
的
が
達
成
で
き
な
い
と
い
う
理
由

か
ら
─
正
当
化
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
「
戦
う
民
主
制
を
採
用

す
る
と
い
う
基
本
法
の
基
本
決
定
」
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
る
（S

. 21

）。

（
ｄ
）　
他
方
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
に
よ
る
と
、
法
律
は
、
そ
の

制
限
が
関
係
者
に
通
知
さ
れ
な
い
旨
、
並
び
に
、
出
訴
の
途
に
代
え
て
国

民
代
表
の
選
任
し
た
機
関
及
び
補
助
機
関
に
よ
る
事
後
審
査
を
行
う
旨
を

定
め
る
こ
と
が
「
で
き
る
」
が
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
比
例
原

則
の
観
点
か
ら
す
る
と
、「
こ
の
憲
法
条
項
は
事
後
的
に
は
通
知
を
許
容

し
」、
さ
ら
に
、「
監
視
措
置
の
目
的
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
や
自
由

で
民
主
的
な
基
本
秩
序
の
保
護
又
は
連
邦
若
し
く
は
ラ
ン
ト
の
存
立
若
し

く
は
安
全
保
障
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
排
除
で
き
る
場
合
に
お
い

て
は
、
通
知
を
要
求
し
て
い
る
」
と
し
か
解
釈
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
の

条
項
は
、
通
常
の
出
訴
の
途
に
委
ね
る
余
地
や
、
国
民
代
表
に
よ
っ
て
選

任
さ
れ
た
機
関
に
よ
る
審
査
に
代
え
て
特
別
の
裁
判
手
続
を
規
定
す
る
余

地
も
、
こ
の
こ
と
が
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
の
保
護
又
は
連
邦
若
し
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三

決
定
し
、
か
つ
、
法
的
要
件
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
監
視
措
置
を
禁
止
す

る
機
関
が
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
機
関
は
、
議
会
の
内
部
に
設
置
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、
議
会
の

外
部
に
設
置
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
必
要
な
専
門
的
及
び
法
的
知
識
を

有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
何
の
指
示
も
受
け
な
い
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
の
構
成
員
は
、
一
定
の
任
期
を
定

め
て
任
命
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
機
関
は
、
信
書
の
秘
密
並
び

に
郵
便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
の
制
限
の
準
備
、
決
定
、
実
施
及
び
監
視

に
従
事
す
る
あ
ら
ゆ
る
機
関
及
び
こ
れ
ら
の
機
関
の
す
べ
て
の
措
置
を
監

視
す
る
権
限
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
統
制
は
継
続
的
に
行
使

す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
統
制
機

関
は
、
決
定
に
と
っ
て
重
大
な
す
べ
て
の
事
件
記
録
を
利
用
で
き
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
統
制
は
、
法
的
統
制
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
統
制
機
関
が
、
監
視
の
法
的
要
件
が

存
在
す
る
事
例
に
お
い
て
も
、
当
不
当
の
判
断
を
し
て
、
監
視
を
実
施
し

な
い
こ
と
又
は
中
止
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
規
定
を

設
け
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
（S

. 23 f.

）。

（
三
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
よ
う
に
基
本
法
一
〇
条
二
項
二

文
の
解
釈
を
示
し
た
後
、
つ
ぎ
に
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
展
開

し
て
い
る
。
そ
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ａ
）　
憲
法
改
正
立
法
者
に
対
す
る
制
限
と
し
て
の
基
本
法
七
九
条
三

の
憲
法
的
要
請
を
考
慮
す
る
と
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
憲
法
敵

対
的
行
動
に
関
す
る
情
報
の
獲
得
に
向
け
ら
れ
た
監
視
に
限
っ
て
権
限
を

与
え
て
い
る
。
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
上
記
の
憲
法
的
要
請
に

よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
解
釈
に
お
い
て
は
、
監
視
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
情
報

を
他
の
行
政
官
庁
が
そ
の
目
的
の
た
め
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

を
禁
止
し
、
自
由
で
民
主
的
基
本
秩
序
の
保
護
と
い
う
目
的
に
と
っ
て
重

要
で
は
な
い
、
又
は
も
は
や
重
要
で
は
な
く
な
っ
た
資
料
は
遅
滞
な
く
破

棄
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
（S

. 22 f.

）。

（
ｅ
）　「
出
訴
の
途
の
排
除
」
に
関
し
て
は
、
法
治
国
家
性
の
憲
法
原

理
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
に
際
し
て
、

「
出
訴
の
途
に
代
え
て
」
国
民
代
表
の
選
任
し
た
機
関
及
び
補
助
機
関
に

よ
り
事
後
審
査
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
状
況
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
を
実
施
す
る
に
際
し
て
、
法
律

に
お
い
て
、
た
と
え
関
係
者
が
こ
の
代
用
手
続
に
関
与
で
き
な
い
と
し
て

も
、
実
体
的
及
び
手
続
的
に
裁
判
的
統
制
と
同
等
の
事
後
審
査
が
定
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
場
合
、

基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
そ
の
実
施
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
法
律
に

お
い
て
、
国
民
代
表
の
選
任
し
た
機
関
及
び
補
助
機
関
と
し
て
、
裁
判
官

的
独
立
性
を
有
し
つ
つ
、
監
視
の
準
備
、
行
政
上
の
決
定
及
び
実
施
に
関

与
す
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
て
拘
束
力
を
も
っ
て
、
監
視
措
置
の
適
法
性

や
、
関
係
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
の
問
題
に
つ
い
て



二
一
四

お
い
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
基
本
法
二
〇
条
の
法
原
則
を
上
回
る

も
の
を
導
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う

な
法
原
則
を
展
開
し
て
き
た
（
例
え
ば
、
遡
及
的
に
負
担
を
課
す
法
律
の

禁
止
、
比
例
原
則
、
個
別
事
件
に
お
け
る
法
的
安
定
性
と
正
義
の
緊
張
関

係
の
解
決
、
出
来
る
限
り
欠
缺
の
な
い
権
利
保
護
の
原
理
）。
基
本
法

七
九
条
三
項
の
言
い
回
し
と
結
び
付
い
た
憲
法
改
正
立
法
者
の
拘
束
の

「
制
限
」
は
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
本
法
七
九

条
三
項
は
「
例
外
規
定
」
で
あ
り
、
例
外
規
定
は
、
少
な
く
と
も
、
立
法

者
が
憲
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
根
本
的
な
基
本
原
則
を
体
系
的
内
在
的
に

修
正
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
結
果
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

な
お
さ
ら
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
市
民
は
で
き
る
限
り
包
括

的
な
裁
判
的
保
護
を
利
用
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
法
治
国
家

原
理
か
ら
導
出
さ
れ
る
基
本
原
則
」
は
、
基
本
法
二
〇
条
に
「
定
め
ら
れ

た
基
本
原
則
」
に
含
ま
れ
な
い
。
従
っ
て
、
基
本
法
一
九
条
四
項
は
、
こ

の
意
味
に
お
け
る
出
訴
の
途
の
保
障
を
含
む
が
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に

よ
っ
て
憲
法
改
正
法
律
に
よ
る
制
限
と
修
正
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
（S

. 24 f.

）。

（
ｃ
）　
基
本
法
七
九
条
三
項
に
基
づ
い
て
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
も
、

基
本
法
一
条
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
の
原
則
」
に

抵
触
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
人
間
の
尊
厳
の
不

可
侵
の
原
則
」
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
は
、
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
人

項
は
、
現
行
の
憲
法
秩
序
が
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
そ
の
基

礎
に
お
い
て
、
憲
法
改
正
法
律
と
い
う
形
式
的
・
合
法
的
方
法
に
よ
っ
て

排
除
さ
れ
、
全
体
主
義
政
権
の
事
後
的
正
当
化
の
た
め
に
悪
用
さ
れ
る
可

能
性
を
排
除
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
条
項
は
、

そ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
基
本
原
則
の
原
理
的
放
棄
を
禁
止
し
て
い
る
。
基
本

原
則
が
一
般
的
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
特
別
状
況
に
限
定
し
、
そ

の
特
殊
性
に
応
じ
て
、
明
ら
か
に
適
切
な
理
由
に
基
づ
い
て
修
正
さ
れ
て

い
る
と
き
は
、
基
本
原
則
に
抵
触
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
上
記
の
基
本

原
則
に
抵
触
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
定
式
は
、
い
か
な
る
場
合

で
も
基
本
権
は
そ
の
本
質
的
内
容
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
基
本
法
一
九
条
二
項
の
定
式
よ
り
も
厳
格
な
意
味
を
有
す
る
も
の
で

は
な
い
（S

. 24

）。

（
ｂ
）　
さ
ら
に
、
基
本
法
七
九
条
三
項
が
、
不
可
侵
な
も
の
と
し
て

「
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
基
本
原
則
」
を
挙
げ

て
い
る
こ
と
も
、
解
釈
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
基
本
法
七
九

条
三
項
は
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
及
び
法
治
国
家
原
理
を
憲
法
改
正
の
対
象

か
ら
除
外
す
る
と
い
う
よ
う
な
言
い
回
し
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
言
い
回
し
と
比
し
て
一
部
は
上
回
り
、
一
部
は
下
回
る
。
基
本
法
二
〇

条
に
お
い
て
は
、
複
数
の
原
則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
法
治

国
家
原
理
」
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
法
治
国
家
原
理
の
特
定
の
原
則
の

み
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
法
治
国
家
原
理
か
ら
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
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二
一
五

の
尊
重
の
要
請
」
に
適
合
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。
基
本
法
七
九
条
三
項

は
、
内
容
上
、
基
本
法
一
条
一
項
一
文
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
基

本
法
一
条
一
項
一
文
が
、
市
民
の
自
由
を
制
限
し
、
市
民
に
義
務
を
課
し
、

又
は
本
人
が
知
ら
な
い
措
置
に
断
り
も
な
く
市
民
を
服
さ
せ
る
規
制
や
措

置
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
争
い
は
な
い
。
本
件
に

お
い
て
は
、
通
知
の
排
除
は
、「
人
間
の
人
格
や
そ
の
尊
厳
の
軽
視
の
表

現
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
国
家
の
存
立
と
自
由
で
民
主
的
な
秩
序
を
保

護
す
る
た
め
に
市
民
に
課
さ
れ
る
負
担
で
あ
る
。
通
知
の
排
除
が
、
基
本

法
一
条
一
項
一
文
に
適
合
し
な
い
よ
う
な
盗
聴
実
務
に
お
け
る
濫
用
を
も

た
ら
す
可
能
性
が
あ
る
と
の
考
え
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
基
本

法
七
九
条
三
項
に
適
合
し
な
い
と
の
結
果
を
導
く
法
的
論
拠
に
な
ら
な
い
。

違
法
及
び
違
憲
の
濫
用
の
可
能
性
は
そ
れ
だ
け
で
規
制
を
違
憲
と
す
る
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
規
範
の
解
釈
及
び
評
価
に
際
し
て
は
、
規
範
が

正
確
か
つ
公
正
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（S
. 26 f.

）。

（
ｂ
）　
出
訴
の
途
を
他
の
方
法
に
よ
る
法
的
統
制
に
代
え
る
こ
と
は
、

本
件
に
お
い
て
は
、
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
し
な
い
。
た
し
か
に
、
人
間
の

主
体
と
し
て
の
性
質
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
通
常
の
場
合
、
人
間
が
主
観

的
権
利
の
担
い
手
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
権
利
を
防
御
及
び
貫
徹
す

る
た
め
に
訴
訟
の
途
を
踏
み
、
裁
判
所
で
自
己
の
事
柄
を
主
張
で
き
る
こ

と
、
従
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
裁
判
的
保
護
を
受
け
る
こ
と
も
求

間
の
尊
厳
が
侵
害
さ
れ
得
る
の
か
の
確
定
に
左
右
さ
れ
る
。
人
間
は
国
家

権
力
の
た
ん
な
る
客
体
に
貶
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
一
般
的
定

式
は
、
人
間
の
尊
厳
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
事
案
を
発
見
す
る
た
め
の
方
向

性
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
は
、
事
実
関
係
や
社
会
的
展
開
の

単
な
る
客
体
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
法
の
客
体
で
あ
る
こ
と
も
稀
で
は
な

い
。
人
間
の
尊
厳
の
侵
害
を
こ
の
点
だ
け
で
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

さ
ら
に
、
人
間
は
そ
の
主
体
と
し
て
の
性
質
を
原
理
的
に
疑
問
視
す
る
取

扱
い
を
受
け
る
こ
と
、
又
は
、
具
体
的
な
事
件
に
お
け
る
取
扱
い
に
人
間

の
尊
厳
の
恣
意
的
な
無
視
が
存
す
る
こ
と
が
付
け
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
従
っ
て
、
法
律
を
執
行
す
る
公
権
力
に
よ
る
人
間
の
取
扱
い
が

人
間
の
尊
厳
に
抵
触
す
る
と
言
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
取
扱
い
が
、
人
間

に
そ
の
人
格
存
在
に
基
づ
い
て
帰
属
す
る
価
値
の
軽
蔑
の
表
現
、
従
っ
て
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
「
軽
蔑
的
取
扱
い
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（S

. 

25 f.

）。

（
四
）　
そ
し
て
、
最
後
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
る
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
上
記
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
基
本

法
七
九
条
三
項
に
適
合
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
判
断
の
骨
子
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ａ
）　
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
上
記
の
解
釈
に
基
づ
い
て
許
容
し

て
い
る
範
囲
に
お
け
る
通
知
の
排
除
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
基
づ
い

て
憲
法
改
正
立
法
者
に
よ
っ
て
も
侵
す
こ
と
が
で
き
な
い
「
人
間
の
尊
厳
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は
な
く
、
議
会
に
よ
っ
て
選
任
又
は
設
置
さ
れ
た
、
行
政
部
の
作
用
領
域

内
の
独
立
の
制
度
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
許
容
し
て
い
る
。
本
質

的
な
こ
と
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
権
力
分
立
の
存
在
理
由
、
す
な
わ

ち
国
家
権
力
の
相
互
の
限
定
と
統
制
が
な
お
果
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。」
行
政
部
内
の
独
立
の
制
度
を
裁
判
的
統
制
の
代
わ
り
と
す
る
こ
と

が
裁
量
や
恣
意
に
よ
っ
て
安
易
に
定
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然

で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、「
や
む
を
得
な
い
、
説
得
的
な
根
拠
」
が
こ

れ
を
求
め
、
こ
れ
に
よ
り
裁
判
権
に
留
保
さ
れ
た
核
心
領
域
に
抵
触
し
な

い
場
合
に
つ
い
て
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
（S. 27 f.

）。

（
ｄ
）　
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
定
め
て
い
る
よ
う
な
異
な
る
種
類

の
独
立
の
法
的
統
制
を
出
訴
の
途
の
代
わ
り
と
し
、
通
知
を
基
本
法
一
〇

条
二
項
二
文
に
お
い
て
許
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
限
定
的
に
排
除
す
る
こ
と

は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
お
い
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
範
囲
に

お
け
る
法
治
国
家
原
理
に
反
し
な
い
。
こ
の
関
連
に
お
い
て
は
、
執
行
権

は
法
律
及
び
法
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
基
本
法
二
〇
条
三
項
に
挙
げ
ら
れ

た
原
則
の
み
が
問
題
と
な
る
が
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
監
視
措
置
を
監

視
対
象
者
に
通
知
せ
ず
、
国
民
代
表
の
選
任
し
た
機
関
及
び
補
助
機
関
に

よ
る
審
査
を
出
訴
の
途
の
代
わ
り
と
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
規
定
は
、
す

べ
て
の
行
政
は
法
律
と
法
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
法
治
国
家
の
原
則
に
触

れ
る
も
の
で
は
な
い
（S

. 28 f.

）。

（
ｅ
）　
最
後
に
、
上
記
の
諸
点
と
は
別
に
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文

め
る
。
し
か
し
、
以
前
か
ら
、
人
間
の
尊
厳
を
傷
付
け
な
い
、
こ
の
ル
ー

ル
の
例
外
が
存
在
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
裁
判
的
保
護
の
排
除
が
、

人
間
の
人
格
の
無
視
又
は
軽
視
を
理
由
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
民
主
的

秩
序
及
び
国
家
の
存
立
を
保
護
す
る
た
め
に
措
置
を
秘
密
に
し
て
お
く
必

要
性
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
人
間
の
尊
厳
は
侵
害
さ
れ
て

い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
か
り
に
出
訴
の
途
の
排
除
に
よ
っ
て
対
象
者

が
官
庁
の
恣
意
に
委
ね
ら
れ
る
場
合
に
は
、
人
間
の
尊
厳
に
違
反
す
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
に
よ
っ
て
、「
他
の

種
類
で
は
あ
る
が
、
同
等
の
法
的
統
制
」
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は

対
象
者
の
権
利
の
保
護
に
も
役
立
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
人
間
の

尊
厳
に
違
反
し
な
い
（S

. 27

）。

（
ｃ
）　
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
定
め
て
い
る
よ
う
な
異
な
る
種
類

の
法
的
統
制
を
出
訴
の
途
の
代
わ
り
と
す
る
こ
と
は
、
基
本
法
七
九
条
三

項
が
不
可
侵
と
宣
言
し
て
い
る
「
権
力
分
立
の
原
理
」
を
侵
害
す
る
も
の

で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
基
本
法
二
〇
条
二
項
は
、
国
家
権
力
は
、「
立

法
、
執
行
権
及
び
裁
判
の
個
別
機
関
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
る
」
と
定
め
、

権
力
分
立
を
保
障
し
て
い
る
が
、
権
力
分
立
の
原
理
は
、「
諸
権
力
の
厳

格
な
分
離
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
立
法
が
統
治
及
び
行
政

の
機
関
に
よ
っ
て
、
又
は
統
治
及
び
行
政
が
立
法
機
関
に
よ
っ
て
例
外
的

に
行
使
さ
れ
得
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。「
権
力
分
立

の
原
理
は
、
行
政
部
の
措
置
に
対
す
る
権
利
保
護
が
例
外
的
に
裁
判
所
で
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と
し
て
排
除
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
と
、
こ
れ
は
、
基
本
法

一
〇
条
二
項
二
文
を
そ
の
正
反
対
の
も
の
に
歪
曲
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

（S
. 34

）。

出
訴
の
途
の
保
障
を
定
め
る
基
本
法
一
九
条
四
項
の
本
質
は
、
権
利
保

護
が
事
物
的
か
つ
人
的
に
独
立
し
、
行
政
部
及
び
立
法
部
か
ら
分
離
し
た
、

従
っ
て
中
立
の
機
関
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ

の
機
関
に
一
定
の
制
度
的
担
保
（
例
え
ば
、
適
法
な
人
事
配
置
）
が
組
み

込
ま
れ
、
こ
の
機
関
が
関
係
者
に
聴
聞
し
た
後
に
の
み
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
定
に
基
づ
い
て
、
出
訴
の
途

に
代
え
て
国
民
代
表
の
選
任
し
た
機
関
及
び
補
助
機
関
に
よ
る
事
後
審
査

が
行
わ
れ
る
と
、「
本
来
の
権
利
保
護
シ
ス
テ
ム
」
は
交
代
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
の
規
定
が
意
味
を
持
と
う
と
す
る
と
、
こ
の
代
替
シ
ス
テ
ム
は
通
常
の

「
出
訴
の
途
」
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
代

替
シ
ス
テ
ム
が
独
立
性
及
び
中
立
性
の
保
障
を
有
す
る
必
要
は
な
く
、
一

定
の
手
続
き
の
強
制
に
服
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の

区
別
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
監
視
措
置
を
秘
密
に
し
て
お
く
こ

と
も
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
（S

. 

34 f.

）。
ま
た
、
こ
の
憲
法
改
正
規
定
か
ら
、
監
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
人
の

範
囲
に
つ
い
て
具
体
的
な
制
限
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
制

限
は
、
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
の
保
護
又
は
連
邦
若
し
く
は
ラ
ン
ト

は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
「
一
般
的
憲
法
原
理
の

シ
ス
テ
ム
内
在
的
修
正
」
で
あ
る
と
の
「
一
般
的
視
点
」
か
ら
、
基
本
法

一
〇
条
二
項
二
文
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
が
導
か
れ
る
（S

. 29

）。

（
五
）　
こ
れ
に
対
し
て
、
三
人
の
裁
判
官
の
少
数
意
見
は
、
基
本
法

一
〇
条
二
項
二
文
は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
反
し
、
無
効
で
あ
る
と
主
張

し
て
い
る
。
少
数
意
見
は
、
ま
ず
、
多
数
意
見
の
採
っ
た
憲
法
解
釈
の
方

法
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

「
憲
法
改
正
法
律
に
つ
い
て
は
、
そ
の
憲
法
適
合
性
の
審
査
に
際
し
て
、

…
…
憲
法
規
範
の
解
釈
に
当
て
は
ま
る
諸
原
則
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
…
…
。
と
い
う
の
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
有
効

な
憲
法
規
範
で
あ
る
か
否
か
が
ま
さ
に
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
基
本
法

七
九
条
三
項
を
基
準
と
す
る
こ
の
審
査
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
の
は
、

憲
法
改
正
規
定
が
、
文
言
、
意
味
連
関
及
び
目
的
に
照
ら
し
て
ど
の
よ
う

に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
憲
法
改
正

規
定
が
、
判
決
に
お
い
て
行
わ
れ
た
『
基
本
法
適
合
的
』
解
釈
を
受
け
入

れ
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。」（S

. 34 （
13
）

）

つ
ぎ
に
、
少
数
意
見
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
を
示
す
。

そ
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ａ
）　
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
に
よ
る
と
、
立
法
者
は
、
一
定
の
要

件
の
下
で
、
監
視
措
置
を
関
係
者
に
通
知
し
な
い
こ
と
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
文
言
は
一
義
的
で
あ
る
。
事
後
的
な
通
知
を
少
な
く
と
も
全
体
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議
機
関
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
独
立
し
て
い
な
い
行
政
機

関
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。」
多
数
意
見
に
よ
る
基
本
法

一
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
は
、「
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
に
異
な
る
意

味
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
を
縮
小
し
、

そ
の
規
範
的
内
容
を
変
更
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
行
う
の
は
、

も
っ
ぱ
ら
立
法
者
の
事
項
で
あ
る
」（S

. 37 f.

）。

基
本
法
一
〇
条
法
律
が
こ
の
憲
法
規
範
の
広
い
裁
量
の
余
地
を
使
い
尽

く
し
て
い
な
い
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
立
法
者
は
、
従
来
の
憲
法
状
況

に
適
合
す
る
状
態
に
と
ど
め
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
で
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
憲
法
改
正
が
基
本
法
七
九

条
三
項
に
基
づ
い
て
許
容
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
の
審
査
に
と
っ
て
、

基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
立
法
者
に
対
し
て
許
容
し
て
い
る
可
能
性

の
全
範
囲
に
お
い
て
決
定
的
で
あ
る
（S

. 38

）。

（
六
）　
そ
し
て
、
少
数
意
見
は
、
本
件
に
お
け
る
憲
法
改
正
は
基
本
法

七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
す
る
。
少
数
意
見
は
、

ま
ず
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
示
す
。

（
ａ
）　「
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
重
要
で
、
そ
の
帰
結
に
お
い
て
広

範
囲
で
あ
る
例
外
規
定
は
、
拡
張
的
に
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
の
意
味
を
、
と
り
わ
け
、
憲
法
改
正
法
律
と
い
う

形
式
的
・
合
法
的
手
段
が
全
体
主
義
政
権
の
事
後
的
合
法
化
の
た
め
に
悪

用
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
点
に
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
規
定

の
存
立
若
し
く
は
安
全
保
障
に
役
立
つ
場
合
で
あ
れ
ば
、
一
般
的
に
命
じ

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
広
い
範
囲
を
監
視
下
に
置
き
、
危
険
地
点
を

締
り
込
む
こ
と
は
、
十
分
に
合
理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（S

. 

35.

）。
そ
れ
故
、
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵
便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
は
具
体
的

な
嫌
疑
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
制
限
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
基
本

法
一
〇
条
二
項
二
文
を
制
限
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
基

本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
そ
の
趣
旨
に
よ
る
と
、
数
多
く
の
場
所
を
試

行
的
に
監
視
す
る
大
規
模
な
監
視
行
動
を
排
除
し
て
い
な
い
（S

. 35.

）。

（
ｂ
）　
多
数
意
見
が
基
礎
と
し
て
い
る
解
釈
は
、
成
立
史
か
ら
一
義
的

に
明
ら
か
に
な
る
憲
法
改
正
の
目
的
に
も
合
致
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い

（S
. 35 ff.

）。

（
ｃ
）　「
従
っ
て
、
文
言
、
意
味
連
関
及
び
目
的
に
照
ら
し
て
、
基
本

法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
憲
法
保
護
及
び
国
家
保
護
を
目
的
と
し
て
、
電

話
に
よ
る
会
話
、
テ
レ
タ
イ
プ
、
電
報
及
び
信
書
に
関
し
て
、
関
係
者
に

事
後
的
に
も
秘
密
の
ま
ま
に
し
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
事
後
審
査
さ
れ
な
い

内
密
の
盗
聴
及
び
検
査
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
仕
方
で
、
信
書
の
秘

密
並
び
に
郵
便
及
び
電
気
通
信
の
秘
密
を
制
限
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い

る
。
関
係
者
の
範
囲
は
、
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
被
疑
者
』
に
限
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。『
議
会
統
制
』
に
仕
え
る
機
関
及
び
補
助
機
関
の

性
格
は
完
全
に
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
り
、
立
法
者
は
、
こ
れ
を
政
治
的
審



憲
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憲
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岡
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二
一
九

法
律
及
び
法
に
拘
束
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
客
観
的
保
護
を
提
供

し
て
い
る
。
保
護
が
実
効
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
、
市
民
は
、
国
家
権
力

の
侵
害
に
対
し
て
自
ら
防
御
し
、
国
家
権
力
を
そ
の
合
法
性
の
点
で
審
査

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
基
本
法
二
〇

条
二
項
に
基
づ
い
て
立
法
部
及
び
行
政
部
か
ら
分
離
さ
れ
た
裁
判
機
関
に

よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。
権
力
分
立
の
意
味
は
、
公
権
力
の
相
互
の
制
限
と

統
制
に
あ
る
が
、
権
力
分
立
は
個
人
の
役
に
も
立
つ
。
そ
れ
故
、
基
本
法

二
〇
条
二
項
は
、「
個
人
の
権
利
保
護
の
法
治
国
家
的
原
理
」
を
含
ん
で

お
り
、
こ
の
原
理
は
改
正
前
の
基
本
法
一
九
条
四
項
に
お
い
て
具
体
化
さ

れ
て
い
る
（S

. 40 f.

）。

「
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
た
基
本
原
則
」
に
は
、
一
つ

に
は
、
人
間
は
国
家
の
単
な
る
客
体
に
さ
れ
、
そ
の
権
利
が
無
造
作
に
当

局
の
指
示
に
よ
っ
て
意
の
ま
ま
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
「
基
本
法

一
条
に
根
差
し
た
原
則
」
が
含
ま
れ
、
一
つ
に
は
、
出
来
る
限
り
欠
缺
の

な
い
個
人
の
権
利
保
護
と
い
う
基
本
法
二
〇
条
か
ら
導
出
さ
れ
る
法
治
国

家
の
要
請
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
原
則
は
、
法
治
国
家
の
像
を
本
質

的
に
規
定
し
、
憲
法
秩
序
に
特
徴
を
与
え
る
基
本
法
制
定
者
の
基
本
決
定

を
含
ん
で
い
る
。
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
構
成
的
要
素
が
基
本
法
七
九
条
三
項

に
よ
っ
て
変
更
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（S

. 41

）。

（
ｃ
）　
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て

い
る
基
本
原
則
に
「
抵
触
す
る
」
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
文
言
と
意
味
に

の
意
義
を
完
全
に
見
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。」
一
九
三
三
年
の

授
権
法
の
よ
う
な
「
授
権
法
」
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
は

な
い
。「
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す

な
わ
ち
、
基
本
法
制
定
者
の
一
定
の
基
本
決
定
は
、
基
本
法
が
妥
当
す
る

期
間
に
お
い
て
は
…
…
破
棄
で
き
な
い
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。」（S

. 38 

f.

）（
ｂ
）　
基
本
法
七
九
条
三
項
を
拷
問
、
罪
人
の
さ
ら
し
柱
、
第
三
帝
国

の
方
法
等
の
復
活
の
禁
止
に
限
定
す
る
こ
と
は
、「
基
本
法
の
構
想
や
精

神
」
に
合
致
し
な
い
。
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
七
九
条

三
項
は
「
は
る
か
に
具
体
的
な
内
容
」
を
有
し
て
い
る
。
人
間
は
、「
非

人
格
的
に
」、
つ
ま
り
対
象
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え

こ
の
こ
と
が
人
格
価
値
の
無
視
か
ら
で
は
な
く
、「
善
意
の
意
図
で
」
行

わ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
こ

の
こ
と
を
、
人
間
を
国
家
権
力
の
単
な
る
客
体
に
し
、
無
造
作
に
当
局
の

指
示
に
よ
り
意
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
、
と
定

式
化
し
た
。
こ
の
定
式
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
人
間
の
尊
厳
が
侵
害
さ
れ
て
い

る
事
案
を
発
見
で
き
る
方
向
性
を
示
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
直
接
的

に
基
準
を
設
定
す
る
「
基
本
法
一
条
に
根
差
し
た
原
則
」
で
あ
る
（S. 39 f.

）。

基
本
法
二
〇
条
は
、
明
文
上
、
法
律
適
合
性
の
原
則
と
三
権
分
立
の
原

則
を
含
ん
で
い
る
。
基
本
法
二
〇
条
三
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
法
律
適
合

性
の
原
則
は
、
国
家
権
力
の
諸
機
関
を
憲
法
適
合
的
秩
序
に
、
つ
ま
り
、



二
二
〇

い
に
よ
っ
て
、
私
的
領
域
の
尊
重
を
求
め
る
個
人
の
権
利
は
「
無
造
作
に

当
局
の
指
示
に
よ
っ
て
」
意
の
ま
ま
に
さ
れ
、「
市
民
は
国
家
権
力
の
客

体
に
さ
れ
る
」（S

. 42

）。

（
ｂ
）　
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
さ
ら
に
、「
基
本
法
二
〇
条
か

ら
導
き
出
さ
れ
る
個
人
の
権
利
保
護
に
対
す
る
法
治
国
家
的
要
求
に
抵
触

す
る
」。
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
機
関
は
、

個
人
の
権
利
保
護
の
保
障
が
求
め
る
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
。
何
故
な

ら
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
当
該
機
関
が
必
ず
独
立
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
か
つ
指
図
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
と
は
定
め
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。「
議
会
に
よ
っ
て
選
任
又
は
設
置
さ
れ
た
、
行
政
部
の
作
用
領
域

内
の
独
立
の
制
度
」
は
、
こ
の
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
。
こ
の
種
の
制

度
は
、「
行
政
の
自
己
統
制
」
で
あ
っ
て
、
個
人
の
権
利
保
護
を
付
与
す

る
も
の
で
は
な
い
。
個
人
の
権
利
保
護
の
付
与
は
、
他
の
二
つ
の
権
力
の

侵
害
か
ら
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
権
力
分
立
の
シ
ス

テ
ム
に
お
い
て
は
、
裁
判
作
用
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
権
利
保
護
機
関
は
、

裁
判
作
用
に
属
す
る
。
こ
の
機
関
が
伝
統
的
な
裁
判
所
類
型
に
合
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
は
さ
て
お
き
、
少
な
く
と
も
、
権
利
保
護
機

関
が
中
立
性
の
保
障
も
充
足
す
る
こ
と
─
中
立
性
の
保
障
に
は
立
法
部
及

び
行
政
部
か
ら
の
分
離
が
必
要
で
あ
る
─
、
及
び
、
こ
の
機
関
が
整
序
さ

れ
た
手
続
に
お
い
て
判
断
を
下
す
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

と
り
わ
け
、
関
係
者
が
手
続
に
関
与
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
基
本
法

よ
る
と
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
い
ず
れ
か
の
基
本
原
則
が
完
全
に
排

除
さ
れ
る
こ
と
、
又
は
原
理
的
に
放
棄
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は

な
い
。「
抵
触
す
る
」
と
の
文
言
は
、
上
記
の
こ
と
を
下
回
る
こ
と
を
意

味
す
る
。「
個
人
の
自
由
領
域
の
個
別
の
範
囲
に
お
い
て
基
本
法
一
条
及

び
二
〇
条
か
ら
導
出
さ
れ
る
基
本
原
則
が
全
体
と
し
て
又
は
部
分
的
に
無

視
さ
れ
た
」
場
合
に
は
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
基
本
原
則
が
た
ん
に

「
一
般
的
に
考
慮
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
展
開
す
る
可
能
性

が
あ
る
「
漸
次
的
崩
壊
過
程
」
か
ら
も
構
成
的
諸
要
素
を
保
護
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
基
本
法
制
定
者
が
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
お
い
て
、

基
本
法
一
九
条
二
項
と
異
な
る
、
正
確
に
言
う
と
実
質
的
に
よ
り
狭
い
言

い
回
し
を
選
択
し
た
こ
と
を
考
慮
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
（S

. 41 f.

）。

（
七
）　
少
数
意
見
は
、
上
記
の
よ
う
な
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を

示
し
た
後
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
し

な
い
と
判
断
し
た
。
そ
の
判
断
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ａ
）　
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
に
基
づ
い
て
、
出
訴
の
途
を
排
除
し

つ
つ
市
民
の
私
的
領
域
の
秘
密
を
制
約
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
制
約
は
、
憲
法
の
敵
や
ス
パ
イ
の
み
な
ら
ず
、
嫌
疑
の
な
い

人
や
人
的
に
無
関
係
な
人
に
も
同
じ
よ
う
に
課
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
人
の

電
話
も
盗
聴
さ
れ
、
信
書
は
開
披
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
知
ら

さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
、
嫌
疑
を
は
ら
す
こ
と
も
で
き
ず
、
望
ま
し

か
ら
ざ
る
巻
き
添
え
か
ら
逃
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
取
扱
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二
二
一

九
条
二
項
、
一
八
条
及
び
二
一
条
と
同
じ
よ
う
に
、
基
本
法
七
九
条
三
項

に
お
い
て
も
、「
戦
う
民
主
制
」
が
現
れ
て
お
り
、
基
本
法
七
九
条
三
項

も
「
憲
法
保
護
」
の
規
範
で
あ
る
。
憲
法
を
保
護
す
る
た
め
に
憲
法
の
放

棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
基
本
原
則
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
自
己
矛
盾
で

あ
ろ
う
（S

. 45 f.

）。

（
八
）　
本
判
決
の
意
義
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基

本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
示
し
た
点
に
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

基
本
法
七
九
条
三
項
の
趣
旨
は
、
現
行
の
憲
法
秩
序
が
そ
の
実
質
に
お
い

て
憲
法
改
正
法
律
と
い
う
形
式
的
・
合
法
的
方
法
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、

全
体
主
義
体
制
の
事
後
的
正
当
化
の
た
め
に
悪
用
さ
れ
る
可
能
性
を
排
除

す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
こ
の
条
項
は
、
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
基
本
原
則

の
「
原
理
的
放
棄
」
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
原
則
が
一
般
的
に

考
慮
に
入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
特
別
状
況
に
限
定
し
、
そ
の
特
殊
性
に
応
じ

て
、
明
ら
か
に
適
切
な
理
由
に
基
づ
い
て
修
正
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
基

本
原
則
に
抵
触
し
て
い
な
い
と
の
解
釈
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は
「
例
外
規
定
」
で
あ
り
、
例
外
規
定

は
、
少
な
く
と
も
、
立
法
者
が
憲
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
根
本
的
な
基
本

原
則
を
体
系
的
内
在
的
に
修
正
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
結
果
と
な
っ
て
は
な

ら
な
い
と
も
説
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
多
数
意

見
）
が
展
開
し
た
こ
の
よ
う
な
基
本
法
七
九
条
三
項
の
制
限
的
解
釈
に
つ

い
て
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
判
決
に
お
け
る
少
数
意
見
は
、

一
〇
条
二
項
二
文
に
お
い
て
許
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
秘
密
の
手
続
、
つ

ま
り
、
関
係
者
は
聴
聞
も
受
け
ず
、
防
御
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
手
続
が

権
利
保
護
を
提
供
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
」
は
、
も
は
や
強
調
す
る
必
要

は
な
い
（S

. 43 f.
）。

（
ｃ
）　
な
お
、
多
数
意
見
は
、「
戦
う
民
主
制
」
を
採
用
し
た
基
本
法

の
決
断
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
軍
事
攻
撃
及
び
こ
れ
に
よ
り
発
生
す
る

例
外
状
況
の
場
合
、
市
民
の
自
由
権
は
一
時
的
に
広
範
囲
に
制
限
せ
ざ
る

を
得
な
い
し
、
制
限
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
通
常
状
況
に
お

い
て
国
家
秩
序
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
措
置
の
場

合
、
事
情
は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、
個
人
の
権
利
の
制
限
に
は
限
界
が
設

定
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、「
戦
う
民
主
制
」
は
、
既
存
の
法
治
国
家
的
憲

法
秩
序
を
防
御
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
基
本
権
も
こ
の
憲
法
秩
序
の
不
可

欠
の
構
成
要
素
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
憲
法
改
正
立
法
者
を
含
む
立

法
者
は
、
例
え
ば
、
犯
罪
撲
滅
や
秘
密
情
報
機
関
の
領
域
に
お
い
て
危
険

防
御
を
定
め
る
場
合
、
基
本
法
が
個
人
の
権
利
に
与
え
た
価
値
を
考
慮
し

つ
つ
対
立
す
る
法
益
を
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
国
家
理
性
」
は

無
条
件
に
優
先
す
る
価
値
で
は
な
い
。
立
法
者
が
こ
の
制
約
を
見
誤
っ
た

場
合
、「
戦
う
民
主
制
」
は
自
ら
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
破
棄
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
制
限
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
お
け
る
制
限
と
同

一
で
あ
る
。
憲
法
秩
序
の
変
更
で
き
な
い
構
成
要
素
に
─
緊
急
事
態
と
い

う
例
外
ケ
ー
ス
を
除
い
て
は
─
抵
触
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
基
本
法



二
二
二

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
意
見
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
制
限
的
解

釈
に
も
、
ま
た
、
憲
法
改
正
法
律
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
審
査
に

お
け
る
憲
法
規
定
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
使
用
に
も
批
判
的
な
見
解
を
示

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
本
判
決
に
お
け
る
多
数
意
見
と
少
数
意
見
の
対

立
は
、
憲
法
改
正
法
律
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
審
査
の
あ
り
方
に

関
し
て
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
を
明
確
に
示
し
た
の

で
あ
っ
た
。

二

　一
九
七
二
年
七
月
二
六
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決

（
一
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
の
盗
聴
判

決
の
後
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
官
吏
俸
給
に
関
す
る
一
九
七
二
年
七
月
二
六
日
の

判
決
（
14
）

に
お
い
て
、
基
本
法
改
正
法
律
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
の
問

題
に
取
り
組
む
機
会
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
七
一
年
三
月
一
八
日
の

第
二
八
回
基
本
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、
大
綱
的
立
法
に
関
す
る
連
邦
の

権
限
を
定
め
た
基
本
法
七
五
条
が
改
正
さ
れ
、
基
本
法
七
四
ａ
条
が
新
た

に
挿
入
さ
れ
た
。
当
時
の
基
本
法
七
四
ａ
条
一
項
は
、「
競
合
的
立
法
は
、

さ
ら
に
、
連
邦
が
第
七
四
条
第
八
号
に
基
づ
い
て
専
属
的
立
法
権
を
有
し

て
い
な
い
限
度
に
お
い
て
、
公
法
上
の
勤
務
及
び
忠
誠
関
係
に
あ
る
公
務

従
事
者
の
俸
給
及
び
扶
助
に
も
及
ぶ
。」
と
定
め
て
い
た
。
連
邦
政
府
は
、

上
記
の
改
正
後
に
制
定
さ
れ
た
公
務
員
俸
給
に
関
す
る
ヘ
ッ
セ
ン
州
法
の

一
部
の
規
定
が
違
憲
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
規
範
統
制
手
続
を
提
起

多
数
意
見
の
示
し
た
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
厳
し
く
批
判
し
て
い

る
。
少
数
意
見
は
、
も
と
よ
り
基
本
法
七
九
条
三
項
の
よ
う
な
例
外
規
定

は
拡
張
的
に
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
規
定
の
意
味
を
、
憲
法

改
正
法
律
と
い
う
形
式
的
・
合
法
的
手
段
が
全
体
主
義
政
権
の
事
後
的
合

法
化
の
た
め
に
悪
用
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
点
に
見
出
そ
う
と
す
る
こ

と
は
、
こ
の
規
定
の
意
義
を
完
全
に
見
誤
っ
て
い
る
と
指
摘
し
、
基
本
法

七
九
条
三
項
は
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
説
い
て
い
る
。

本
判
決
の
も
う
一
つ
の
意
義
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
基
本
法
一
〇

条
二
項
二
文
に
「
憲
法
適
合
的
解
釈
」
を
施
し
た
上
で
、
基
本
法
一
〇
条

二
項
二
文
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
と
判
断
し
た
点
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
定
を
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
さ
せ

る
た
め
に
憲
法
規
定
の
「
憲
法
適
合
的
解
釈
」
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
に

つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
少
数
意
見
が
こ
れ
に
対
す
る

疑
問
を
述
べ
て
い
る
。
少
数
意
見
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
を
基
準
と
す

る
審
査
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
定
が
、
文

言
、
意
味
連
関
及
び
目
的
に
照
ら
し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
で
あ
り
、「
基
本
法
適
合
的
」
解
釈
は
使
え
な
い
と
説
い
て

い
る
。

本
判
決
（
多
数
意
見
）
の
特
徴
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
制
限
的
解

釈
を
示
す
と
と
も
に
、
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
定
を
基
本
法
七
九
条
三
項
に

適
合
さ
せ
る
た
め
に
憲
法
規
定
の
憲
法
適
合
的
解
釈
を
駆
使
し
た
点
に
あ



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
岡
田
）

二
二
三

よ
っ
て
は
、
一
定
の
教
育
課
程
を
含
意
し
、
一
定
の
職
務
内
容
を
先
取
し
、

官
吏
の
地
位
に
変
更
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
ラ
ン
ト
官
吏
に
つ
い
て
の
連
邦
法
上
の
俸
給
規
制
は
、
ラ
ン
ト
に
お

け
る
新
た
な
官
職
及
び
組
織
形
態
の
展
開
を
阻
害
し
、
ラ
ン
ト
が
、
そ
の

行
政
構
造
に
関
わ
る
改
革
を
実
現
す
る
際
に
、
連
邦
に
従
属
す
る
可
能
性

が
あ
る
。

し
か
し
、
基
本
法
七
四
ａ
条
一
項
は
、
こ
の
権
限
の
行
使
が
、
当
裁
判

所
の
確
立
し
た
判
例
に
よ
る
と
連
邦
国
家
原
理
（
基
本
法
二
〇
条
一
項
）

に
由
来
す
る
連
邦
忠
誠
的
に
行
為
す
る
憲
法
上
の
義
務
に
よ
っ
て
拘
束
さ

れ
て
い
る
、
と
い
う
理
由
で
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
。
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
七
二
条
二
項
の
限
界
の
遵
守
を
原
則
と
し
て
審

査
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
憲
法
上
の
義
務
か
ら
、
連
邦
は
、
基

本
法
七
二
条
二
項
の
限
界
と
は
別
個
独
立
に
、
ラ
ン
ト
官
吏
の
俸
給
及
び

扶
助
の
規
制
を
行
う
場
合
、
ラ
ン
ト
に
、
そ
の
組
織
の
改
革
及
び
構
造
的

変
更
の
過
程
で
、
ラ
ン
ト
官
吏
に
対
す
る
連
邦
俸
給
規
定
の
構
造
に
対
応

す
る
俸
給
法
上
の
等
級
付
け
を
含
む
新
た
な
職
務
内
容
を
伴
う
官
職
を
自

己
の
責
任
に
お
い
て
創
設
す
る
可
能
性
を
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
導
か
れ
る
。
権
限
行
使
に
当
た
っ
て
の
こ
の
制
限
は
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
に
よ
っ
て
完
全
な
範
囲
で
審
査
さ
れ
得
る
（
16
）
。

こ
の
よ
う
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
当
時
の
基
本
法
七
四
ａ
条
一
項
が

基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁

し
た
。

（
二
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
当
時
の
基
本
法
七
四
ａ
条
一
項
が
基
本

法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
し
、
適
合
す
る
と

の
判
断
を
示
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ａ
）　
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、「
連
邦
の
諸
ラ
ン
ト
へ
の
編
成
」
に

抵
触
す
る
基
本
法
の
改
正
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
諸
ラ
ン
ト
は
、

国
家
の
性
質
又
は
国
家
性
の
本
質
を
喪
失
す
る
憲
法
改
正
に
対
し
て
保
護

さ
れ
て
い
る
。
連
邦
国
家
に
お
け
る
諸
ラ
ン
ト
は
、
ラ
ン
ト
が
自
己
の
任

務
の
核
心
を
「
家
財
」
と
し
て
剥
奪
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の

み
国
家
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
ラ
ン
ト
に
は
、
ラ
ン
ト
憲
法
に
お
い
て

含
ま
れ
る
組
織
的
基
本
決
定
及
び
連
邦
国
家
に
お
け
る
総
税
収
入
の
相
当

分
の
憲
法
に
基
づ
く
配
当
の
保
障
を
含
む
自
己
の
組
織
に
関
す
る
自
由
な

決
定
が
残
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
15
）

。

（
ｂ
）　
ラ
ン
ト
官
吏
の
俸
給
法
及
び
扶
助
法
全
体
の
分
野
に
お
け
る
競

合
立
法
の
権
限
が
連
邦
に
委
譲
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
連
邦
の
立
法
者
が

こ
れ
を
行
使
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
も
っ
ぱ
ら
ラ
ン
ト
と
そ
の
官
吏
と

の
間
に
存
す
る
公
法
上
の
勤
務
関
係
の
創
設
と
内
容
に
適
用
さ
れ
る
法
の

主
要
な
部
分
に
つ
い
て
の
決
定
は
ラ
ン
ト
か
ら
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
連
邦
が
ラ
ン
ト
官
吏
の
た
め
の
俸
給
法
を
定
め
る
こ
と
は
、
そ
の

俸
給
法
上
及
び
扶
助
法
上
の
請
求
権
を
越
え
て
官
吏
の
官
吏
法
上
の
地
位

に
影
響
を
及
ぼ
す
。
と
い
う
の
は
、
俸
給
法
上
の
等
級
付
け
は
、
場
合
に



二
二
四

四

　一
九
九
一
年
四
月
二
三
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決

（
一
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
一
年
四
月
二
三
日
の
判
決
（
20
）
に
お

い
て
、「
統
一
条
約
四
条
五
号
の
文
言
に
お
け
る
基
本
法
一
四
三
条
三
項

は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
」（
判
決
要
旨
一
）
と
判
断
し
た
。

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
両
政
府
は
、
一
九
九
〇
年

六
月
一
五
日
に
「
懸
案
の
財
産
問
題
の
規
律
に
関
す
る
共
同
声
明
」
を
発

表
し
た
が
、
共
同
声
明
第
一
項
一
文
は
、「
占
領
法
又
は
占
領
高
権
に
基

づ
く
収
用
（
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
）
は
、
も
は
や
原
状
に

回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
定
め
、
ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
区
で
行
わ

れ
た
収
用
を
無
効
と
扱
う
こ
と
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
果
を
被

収
用
物
件
の
返
還
に
よ
っ
て
包
括
的
に
処
理
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
共
同
宣
言
第
一
項
四
文
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
政
府
が
、

国
家
的
調
整
給
付
の
最
終
決
定
は
将
来
の
全
ド
イ
ツ
議
会
に
留
保
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
定
め
て
お
り
、
被
っ

た
損
害
の
財
産
価
値
の
調
整
を
行
う
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し

ろ
上
記
の
調
整
は
共
同
宣
言
第
一
項
四
文
に
お
い
て
明
文
で
留
保
さ
れ
て

い
る
。
上
記
共
同
宣
言
は
、
一
九
九
〇
年
八
月
三
一
日
に
調
印
さ
れ
た
統

一
条
約
の
「
構
成
部
分
」
と
な
っ
た
（
統
一
条
約
四
一
条
一
項
）。
さ
ら

に
、
統
一
条
約
四
条
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
再
統
一
に
伴
う
経
過
規
定
で

あ
る
一
四
三
条
が
基
本
法
に
挿
入
さ
れ
た
が
、
同
条
一
項
及
び
二
項
は
、

旧
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
地
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
が
過
渡
期
に
お

判
所
は
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
法
の
一
部
規
定
が
連
邦
法
に
適
合
し
な
い
と
判
断

し
た
（
17
）
が
、
こ
の
判
断
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。

三

　一
九
九
〇
年
一
〇
月
三
一
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決

シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
州
に
お
い
て
、
一
九
八
九
年

二
月
二
一
日
の
市
町
村
及
び
郡
選
挙
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、
デ
ン
マ
ー

ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び

ス
イ
ス
の
国
籍
を
有
す
る
者
に
対
し
て
も
、
一
定
の
条
件
の
下
で
、
市
町

村
及
び
郡
選
挙
に
お
け
る
選
挙
権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
三
一
日
の
判
決
（
18
）

に
お
い
て
、

一
九
八
九
年
二
月
二
一
日
の
市
町
村
及
び
郡
選
挙
法
改
正
法
律
は
基
本
法

二
八
条
一
項
二
文
に
適
合
せ
ず
、
無
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
が
、
傍
論
と

し
て
、「
こ
の
こ
と
か
ら
、
欧
州
共
同
体
の
範
囲
に
お
い
て
現
在
論
議
さ

れ
て
い
る
、
外
国
人
に
対
す
る
地
方
選
挙
権
の
導
入
が
、
基
本
法
七
九
条

三
項
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
憲
法
改
正
の
対
象
に
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と

は
導
か
れ
な
い
（
19
）

。」
と
の
見
解
を
─
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
、
断
定
的
に

─
示
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
上
記
説
示
を
受
け
て
、
一
九
九
二
年
に
、

欧
州
共
同
体
加
盟
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
に
郡
及
び
市
町
村
に
お
け
る
選

挙
に
際
し
て
選
挙
権
及
び
被
選
挙
権
を
付
与
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た

め
の
基
本
法
改
正
が
行
わ
れ
た
（
基
本
法
二
八
条
一
項
三
文
）
こ
と
は
、

周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
岡
田
）

二
二
五

求
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
は
、
法
平
等

と
恣
意
の
禁
止
で
あ
る
…
…
。
同
じ
く
、
基
本
法
二
〇
条
一
項
及
び
三
項

に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る
法
治
国
家
原
理
及
び
社
会
国
家
原
理
の
基

本
的
要
素
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
た
ん
に
、
掲
げ
ら
れ
た
基
本
原
則

に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
基
本
法
七
九
条
三
項

は
、
憲
法
改
正
立
法
者
が
、
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
の
実
定
法
上
の
具
現

（A
usprägung

）
を
適
切
な
（sachgerecht

）
理
由
か
ら
修
正
す
る
こ
と

を
妨
げ
な
い
。」（S

. 120 f.

）

（
三
）　
つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
四
三
条
三
項
は
基

本
法
七
九
条
三
項
に
反
し
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

（
ａ
）　
国
際
法
に
基
づ
く
請
求
権
を
さ
し
あ
た
り
度
外
視
す
る
と
、
立

法
者
が
異
議
を
唱
え
ら
れ
た
規
制
に
よ
っ
て
制
約
し
た
と
さ
れ
て
い
る
関

係
者
の
法
的
地
位
は
も
は
や
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
観
点
か
ら
は
、

憲
法
上
の
瑕
疵
は
は
じ
め
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
（S

. 121

）。

（
ⅰ
）　「
あ
る
人
に
一
定
の
法
的
地
位
が
帰
属
す
る
か
ど
う
か
の
問
題

は
、
具
体
的
な
法
秩
序
に
目
を
向
け
た
場
合
に
の
み
答
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
か
つ
て
の
ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
区
及
び
後
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
領

域
に
お
け
る
法
状
況
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
法
的
地
位
は
収
用
措
置
が

執
行
さ
れ
た
後
は
存
在
し
得
な
い
。
収
用
行
為
は
、
所
有
者
か
ら
そ
の
法

い
て
基
本
法
の
諸
規
定
と
相
違
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
、
さ
ら
に
、

同
条
三
項
は
、「
第
一
項
及
び
第
二
項
と
は
別
に
、
統
一
条
約
第
四
一
条

及
び
そ
の
施
行
規
則
も
、
こ
の
条
約
第
三
条
に
掲
げ
ら
れ
た
領
域
に
お
け

る
所
有
権
に
対
す
る
侵
害
が
、
も
は
や
原
状
に
回
復
さ
れ
な
い
旨
を
定
め

て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
存
続
す
る
。」
と
定
め
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所

は
、
本
件
判
決
に
お
い
て
、
基
本
法
一
四
三
条
三
項
が
基
本
法
七
九
条
三

項
に
適
合
す
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
そ
の
判
断
内
容
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

（
二
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を

示
す
。

「
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て

い
る
基
本
原
則
に
抵
触
す
る
改
正
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る

の
は
、
基
本
法
一
条
一
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
人
間
の
尊
厳
の
原
則
だ
け

で
は
な
い
。
基
本
法
一
条
二
項
に
含
ま
れ
て
い
る
、
人
間
共
同
体
、
平
和

及
び
正
義
の
基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
不
可
侵
に
し
て
譲
り
渡
す
こ
と
の
で

き
な
い
人
権
へ
の
信
奉
表
明
も
、
こ
の
点
に
お
い
て
意
味
を
獲
得
す
る
。

基
本
法
一
条
三
項
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
以
下
の
基
本
権
の
参
照
指

示
と
結
び
付
い
て
、
以
下
の
基
本
権
の
保
障
は
、
基
本
法
一
条
一
項
及
び

二
項
に
適
合
す
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

範
囲
に
お
い
て
、
原
則
的
に
制
限
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
始
源
的

憲
法
制
定
者
と
同
様
に
…
…
、
憲
法
改
正
立
法
者
も
、
基
本
的
な
正
義
要



二
二
六

し
な
い
。
ま
た
、
収
用
措
置
は
、
大
部
分
の
場
合
、
そ
の
措
置
が
講
ぜ
ら

れ
た
時
点
に
お
い
て
基
本
法
は
未
だ
ま
っ
た
く
効
力
を
生
じ
て
い
な
い
と

い
う
理
由
か
ら
だ
け
で
、
基
本
法
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（S

. 122 f.

）。

（
ⅲ
）　
西
側
占
領
地
区
及
び
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
存
在
し
た
法
状
況

に
よ
っ
て
も
、
関
係
者
に
は
、
財
産
的
価
値
、
実
現
可
能
な
法
的
地
位
は

残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

「
ド
イ
ツ
の
国
際
収
用
法
に
よ
る
と
、
補
償
の
な
い
『
没
収
』
を
含
む

外
国
の
収
用
は
、
当
該
国
家
が
そ
の
権
力
の
領
域
内
に
留
ま
る
限
り
に
お

い
て
、
原
則
と
し
て
有
効
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
収

用
は
、
外
国
の
高
権
領
域
内
に
お
い
て
効
力
を
生
じ
、
収
用
の
時
点
に
お

い
て
、
収
用
す
る
国
家
の
領
土
高
権
に
服
す
る
財
産
に
適
用
さ
れ
る
─
属

地
法
主
義
─
」。
外
国
の
収
用
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
公
序
の
留
保
に

よ
っ
て
の
み
制
限
さ
れ
る
が
、
こ
の
留
保
も
、
十
分
な
国
内
関
係
及
び
現

在
関
係
が
存
在
す
る
場
合
に
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
の
み
使
わ
れ
る
に
す

ぎ
な
い
。
収
用
に
補
償
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
や
、
国
内
の
正
義
観
念
か
ら

す
る
と
存
在
す
る
瑕
疵
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
収
用
が
収
用
す
る
国
家
の

領
土
内
の
物
件
に
な
さ
れ
る
限
り
、
有
効
性
を
否
定
す
る
た
め
に
は
十
分

で
は
な
い
（S

. 123 f.

）。

こ
の
法
律
上
の
状
況
に
対
し
て
憲
法
上
疑
問
は
な
い
。
属
地
法
主
義
が

適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
憲
法
秩
序
も
依
存
し
て
い

的
地
位
を
完
全
に
か
つ
最
終
的
に
剝
奪
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。

収
用
の
規
範
的
根
拠
は
、
占
領
権
力
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
ソ
ビ
エ
ト
占

領
地
区
及
び
後
の
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
国
家
権
力
に

よ
っ
て
も
、
全
面
的
に
適
法
と
判
断
さ
れ
た
。」
関
連
し
て
い
る
法
的
根

拠
が
極
端
に
解
釈
さ
れ
た
場
合
や
、
法
治
国
家
の
諸
基
準
に
照
ら
す
と
恣

意
的
に
適
用
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
権
利
保
護
は
不
可

能
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
収
用
は
存
続
可
能
な
も
の
と
扱
わ
れ
た
（S

. 

121 f.

）。

（
ⅱ
）　
ド
イ
ツ
の
ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
区
に
お
け
る
収
用
は
、
そ
れ
が
ソ

ビ
エ
ト
占
領
権
力
に
よ
っ
て
直
接
に
指
示
さ
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
、

こ
の
占
領
権
力
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
ド
イ
ツ
の
諸
機
関
に
独
自
の
決
定

の
余
地
が
与
え
ら
れ
て
い
た
か
と
は
無
関
係
に
、
基
本
法
に
義
務
付
け
ら

れ
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
国
家
権
力
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
し
か
に
、
連
邦
共
和
国
は
、
以
前
か
ら
、
基
本
法
前
文
の
意
味

に
お
い
て
、
全
ド
イ
ツ
に
対
す
る
責
任
を
自
覚
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ

の
国
家
権
力
は
、
実
際
上
の
み
な
ら
ず
、
国
法
上
も
、
連
邦
共
和
国
の
当

時
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る
（
基
本
法
二
三
条
一
文
）。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
の
責
任
は
、
ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
区
に
お
け
る
ド
イ
ツ
国
家
権
力
の
─
ド

イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
視
点
か
ら
は
違
法
又
は
違
憲
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

得
る
─
措
置
の
補
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お

い
て
は
、
外
国
の
国
家
権
力
の
措
置
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
存
在



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
岡
田
）

二
二
七

承
者
に
返
還
さ
れ
る
必
要
が
な
い
こ
と
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
反
し

な
い
。」
ソ
ビ
エ
ト
占
領
権
力
に
よ
る
収
用
で
あ
り
、
対
象
物
件
に
連
邦

共
和
国
の
影
響
が
及
ば
な
い
限
り
、
こ
の
こ
と
は
、
返
還
の
可
能
性
の
欠

如
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
原
状
回
復
の
可
能
性
が
あ
っ

た
と
こ
ろ
で
も
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は
こ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
を
妨
げ

な
い
（S

. 125

）。

（
ⅰ
）
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
占
領
に
伴
う
賠
償
及
び
敗
戦
国
の
賠
償

に
関
す
る
諸
規
定
を
検
討
し
て
、
連
邦
共
和
国
の
立
法
者
は
、
た
し
か
に
、

基
本
法
の
価
値
秩
序
に
基
づ
い
て
、
と
く
に
、
基
本
法
二
〇
条
一
項
で
明

文
化
さ
れ
て
い
る
社
会
国
家
原
理
の
観
点
か
ら
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
国

内
的
負
担
調
整
を
定
め
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
が
、
戦
争
被
害
に
つ

い
て
は
、
連
邦
共
和
国
の
国
家
機
関
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
の
同

じ
仕
方
で
責
任
を
負
う
必
要
は
な
い
と
判
示
し
た
。
立
法
者
は
、
こ
の
よ

う
な
負
担
調
整
を
定
め
る
に
際
し
て
、
広
範
な
形
成
の
余
地
を
有
し
、
他

の
負
担
及
び
差
し
迫
っ
た
任
務
の
た
め
の
財
政
需
要
を
考
慮
し
つ
つ
可
能

な
こ
と
は
何
か
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
調
整
給
付
を
決
定
す
る
こ
と
も
許

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
共
同
声
明
第
一
項
四
文
に
お
い
て
留
保
さ

れ
た
調
整
規
定
に
よ
っ
て
十
分
考
慮
さ
れ
得
る
（S

. 125

）。

（
ⅱ
）　
基
本
法
に
義
務
付
け
ら
れ
る
立
法
者
は
、
異
な
る
秩
序
観
念
に

基
づ
く
政
治
体
制
か
ら
国
家
権
力
を
引
き
継
い
だ
後
に
、
そ
の
以
前
の
措

置
が
法
治
国
家
の
諸
基
準
に
よ
る
と
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か

る
国
際
秩
序
の
利
益
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
矛
盾
す
る
超
国
家

的
な
法
原
則
は
確
認
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
属
地
法
主
義
が
補
償
の
な
い

没
収
を
含
む
収
用
の
効
果
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
国
際
的
に
承
認
さ
れ
て

い
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
収
用
措
置
が
当
初
か
ら
社
会
主
義
秩
序
の
意

味
に
お
け
る
社
会
関
係
の
再
編
成
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
同
じ

こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
他
国
に
お
け
る
上
記
の
再
編
成
を
受
け
入
れ
る
こ

と
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
自
国
の
国
内
憲
法
秩
序
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
は
、

他
国
の
領
土
に
お
け
る
そ
の
効
果
が
問
題
と
な
る
限
り
、
ド
イ
ツ
の
国
際

収
用
法
に
よ
っ
て
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
取
引
に
お
い
て
も
─
少
な
く
と

も
大
部
分
に
お
い
て
─
決
定
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い

（S
. 124

）。

（
ｂ
）　
国
際
法
上
の
原
則
に
よ
っ
て
占
領
国
に
対
す
る
個
別
の
関
係
者

の
請
求
権
が
そ
も
そ
も
考
慮
に
値
す
る
か
ど
う
か
、
こ
の
種
の
請
求
は
い

か
な
る
範
囲
に
お
い
て
返
還
に
向
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
こ
の

種
の
請
求
権
が
攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
制
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
か
ど
う
か

は
、
判
断
す
る
必
要
は
な
い
。
立
法
者
は
、
基
本
法
一
四
三
条
三
項
が
な

く
て
も
、「
高
い
ラ
ン
ク
の
憲
法
上
の
目
的
で
あ
り
、
要
請
で
あ
る
」
ド

イ
ツ
の
国
家
的
一
体
性
を
回
復
す
る
た
め
に
、
こ
の
種
の
請
求
権
の
排
除

を
承
認
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
（S

. 124 f.

）．

（
ｃ
）　「
か
つ
て
の
不
法
の
事
後
的
調
整
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
対
象

と
な
る
事
例
に
お
い
て
被
収
用
物
件
が
以
前
の
所
有
者
又
は
そ
の
権
利
継



二
二
八

決
の
参
照
を
求
め
つ
つ
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
た
ん
に
、
掲
げ
ら
れ

た
基
本
原
則
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
基
本
法

七
九
条
三
項
は
、
憲
法
改
正
立
法
者
が
、
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
の
実
定
法

上
の
具
現
を
適
切
な
理
由
か
ら
修
正
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
と
判
示
し
た
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
盗
聴
判
決
に
お
い
て
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
趣

旨
は
、
現
行
の
憲
法
秩
序
が
そ
の
実
質
に
お
い
て
憲
法
改
正
と
い
う
形
式

的
・
合
法
的
方
法
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
全
体
主
義
政
権
の
事
後
的
正
当

化
の
た
め
に
悪
用
さ
れ
る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
こ
の

条
項
は
、
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
基
本
原
則
の
「
原
理
的
放
棄
」
を
禁
止
す

る
も
の
で
あ
り
、
基
本
原
則
が
一
般
的
に
考
慮
に
入
れ
ら
れ
、
か
つ
、
特

別
状
況
に
限
定
し
、
そ
の
特
殊
性
に
応
じ
て
、
明
ら
か
に
適
切
な
理
由
に

基
づ
い
て
修
正
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
基
本
原
則
に
抵
触
し
て
い
な
い
と

の
解
釈
を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
本
判
決
は
、
盗
聴
判
決
に
お
い
て
連
邦

憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
再
構
成
し
た
点
に

お
い
て
注
目
さ
れ
る
。

五

　一
九
九
三
年
一
〇
月
一
二
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決

（
一
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
二
日
の
マ
ー
ス

ト
リ
ヒ
ト
判
決
（
21
）
に
お
い
て
、
欧
州
統
合
の
進
展
に
伴
っ
て
生
じ
た
数
多
く

の
憲
法
上
の
論
点
に
つ
い
て
自
ら
の
見
解
を
示
し
た
。
基
本
法
八
八
条
二

文
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
も
、
同
判
決
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判

に
な
っ
た
場
合
、
一
般
的
な
負
担
調
整
を
上
回
る
補
填
に
よ
っ
て
こ
の
措

置
を
調
整
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
統

一
条
約
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
、
補
償
の
な
い
収
用
に
関
す
る
規
定
は
、

こ
の
基
本
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
本
件
の
収
用
に
つ
い
て
、
補
填

を
行
う
立
法
者
の
憲
法
上
の
義
務
の
範
囲
は
さ
て
お
き
、
少
な
く
と
も
、

基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
る
と
、
被
収
用
物
件
の
現
物
返
還
に
よ
る
損
害

回
復
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
け
る
損
害
回
復
の
根
拠
は
法
治

国
家
原
理
及
び
社
会
国
家
原
理
に
あ
り
、
憲
法
改
正
立
法
者
は
、
こ
れ
ら

の
原
理
の
基
本
要
素
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、

問
題
と
な
っ
て
い
る
収
用
を
原
状
回
復
の
方
法
で
処
理
し
な
く
て
も
、
こ

れ
ら
の
原
理
は
そ
の
基
本
要
素
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
て
い
な
い

（S
. 126 f.

）。

（
ⅲ
）　
共
同
宣
言
第
一
項
に
基
づ
く
原
状
回
復
の
排
除
に
対
す
る
憲
法

上
の
疑
問
は
、
補
償
の
な
い
収
用
に
つ
い
て
被
収
用
物
件
の
返
還
を
原
則

的
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
生
じ
な
い
。
基
本
法
七
九
条
三
項
に
基

づ
い
て
不
可
侵
で
あ
る
平
等
原
則
の
基
本
要
素
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
侵
害

さ
れ
て
い
な
い
。
攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
制
に
お
け
る
原
状
回
復
の
排
除
は
、

ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
と
ソ
連
が
、
こ
の
規
定
の
導
入
に
固
執
し
、
連
邦
政

府
は
、
ド
イ
ツ
統
一
を
達
成
す
る
た
め
に
は
こ
の
条
件
に
対
応
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
当
化
さ
れ
る
（S

. 127

）。

（
四
）　
本
判
決
は
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
の
い
わ
ゆ
る
盗
聴
判



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
岡
田
）

二
二
九

的
重
要
性
を
有
す
る
任
務
が
残
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と 

（S
. 186

）
を
指
摘
し
た
上
で
、「
連
合
条
約
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
欧
州

の
諸
機
関
の
任
務
及
び
権
限
の
容
認
は
、
実
質
的
な
政
治
的
重
要
性
を
有

す
る
な
お
十
分
な
任
務
及
び
権
限
を
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
残
し
て
い
る
」

が
、「
し
か
し
、
欧
州
の
諸
機
関
に
よ
る
高
権
的
諸
権
利
の
行
使
に
対
す

る
連
邦
議
会
の
、
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
選
挙
人
の
影
響
力
行
使
は
、
欧

州
中
央
銀
行
に
欧
州
共
同
体
及
び
各
加
盟
国
に
対
す
る
独
立
性
を
付
与
し

て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
完
全
に
撤
退
し
て
い
る
」
と
の
診
断

を
示
し
た
（S

. 207

）。
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
と
、「
貨
幣
価
値
に

よ
っ
て
個
人
の
自
由
を
支
え
、
通
貨
供
給
量
に
よ
っ
て
公
財
政
制
度
及
び

そ
れ
に
依
存
す
る
政
策
領
域
を
も
規
定
す
る
本
質
的
な
政
策
領
域
が
、
高

権
の
担
い
手
の
指
示
権
限
の
対
象
に
も
、
─
条
約
改
正
を
除
い
て
─
任
務

領
域
及
び
行
動
手
段
に
関
す
る
立
法
者
の
統
制
の
対
象
に
も
な
ら
な
い
の

で
あ
る
」。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

基
本
法
八
八
条
二
文
は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
と
判
断
し
た
。

そ
の
判
断
の
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

通
貨
政
策
の
大
部
分
の
任
務
を
自
立
さ
せ
て
独
立
の
中
央
銀
行
に
担
わ

せ
る
こ
と
は
、「
通
貨
制
度
が
利
害
関
係
者
集
団
や
再
選
に
関
心
の
あ
る

政
治
的
な
議
席
保
有
者
の
干
渉
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
」、
国

の
高
権
的
権
力
を
、
国
内
の
直
接
的
対
議
会
責
任
又
は
超
国
家
的
な
直
接

的
対
議
会
責
任
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
意
味
す
る
（S

. 208

）。「
加
盟
国

所
が
自
ら
の
見
解
を
示
し
た
論
点
の
一
つ
で
あ
る
。
基
本
法
八
八
条
二
文

は
、
欧
州
中
央
銀
行
へ
の
連
邦
銀
行
の
任
務
と
権
限
の
委
譲
を
定
め
た
も

の
で
、
一
九
九
二
年
一
二
月
二
一
日
の
第
三
八
回
基
本
法
改
正
法
律
に

よ
っ
て
、「
連
邦
は
、
通
貨
・
発
券
銀
行
を
連
邦
銀
行
と
し
て
設
置
す

る
。」
と
定
め
て
い
た
基
本
法
八
八
条
に
、「
そ
の
任
務
及
び
権
限
は
、
欧

州
連
合
の
枠
内
に
お
い
て
、
独
立
し
た
欧
州
中
央
銀
行
に
委
譲
さ
れ
、
欧

州
中
央
銀
行
は
物
価
安
定
の
確
保
と
い
う
優
先
的
目
的
に
義
務
付
け
ら
れ

る
。」
と
定
め
る
二
文
が
追
加
さ
れ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法

八
八
条
二
文
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
判

断
を
示
し
た
。

（
二
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
基
づ
い
て
不
可

侵
で
あ
る
民
主
制
原
理
の
内
容
に
、
国
の
任
務
の
行
使
及
び
国
の
権
限
の

行
使
が
国
民
（S

taatsvolk

）
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
原
則
と
し
て

国
民
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
こ
と 

（S
. 182

）、
民
主
制
原
理
は
、
連
邦
共
和
国
が
、
─
超
国
家
的
に
組
織
さ

れ
た
─
国
際
的
共
同
体
に
加
盟
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
が
、

国
民
か
ら
発
す
る
正
当
化
と
影
響
力
行
使
が
国
家
結
合
体
の
内
部
に
お
い

て
も
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
加
入
の
前
提
条
件
で
あ
る
こ
と
（S

. 184

）、

そ
し
て
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
諸
国
民
は
、
国
内
の
議
会
を
通
し
て
民

主
的
正
当
化
を
行
う
の
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
欧
州
共
同
体
の
任
務
及
び

権
限
は
民
主
制
原
理
に
よ
っ
て
限
界
が
設
定
さ
れ
、
連
邦
議
会
に
は
実
質



二
三
〇

権
限
と
す
る
こ
と
は
、
他
の
政
策
領
域
に
転
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

民
主
制
原
理
を
修
正
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
憲
法
上
の
要
求
を
充
た
し
て

い
る
。」（S

. 208 f.

）

六

　一
九
九
六
年
四
月
一
八
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
決
定

（
一
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
六
年
四
月
一
八
日
の
決
定
（
22
）

に
お

い
て
、
一
九
九
一
年
四
月
二
三
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決
を
踏

襲
し
て
、
基
本
法
一
四
三
条
三
項
に
お
い
て
存
続
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
た
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
に
ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
区
に
お

い
て
占
領
法
又
は
占
領
高
権
を
根
拠
と
し
て
実
施
さ
れ
た
収
用
に
関
す
る

原
状
回
復
の
排
除
は
、
憲
法
に
基
づ
い
て
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
の
判
断
を
示
し
た
（
判
決
要
旨
）。
判
断
内
容
の
骨
子
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

（
二
）　
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
に
ソ
ビ
エ
ト
占
領
地
区
に

お
い
て
占
領
法
又
は
占
領
高
権
を
根
拠
と
し
て
収
用
さ
れ
た
財
産
を
返
還

し
な
い
こ
と
は
、
基
本
法
そ
れ
自
体
に
お
い
て
容
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
が
憲
法
改
正
に
対
し
て

課
し
た
要
求
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
み
審
査
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
七
九
条
三
項
に
よ
る
と
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定

め
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
に
抵
触
す
る
改
正
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、

他
の
審
査
基
準
、
と
く
に
基
本
法
三
条
一
項
及
び
一
四
条
は
、
直
接
に
妥

に
お
け
る
選
挙
人
か
ら
発
す
る
民
主
的
正
当
化
の
こ
の
制
限
は
民
主
制
原

理
に
抵
触
す
る
が
、
し
か
し
、
基
本
法
八
八
条
二
文
に
お
い
て
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
の
原
理
の
修
正
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
。
欧
州

連
合
に
目
を
向
け
つ
つ
行
わ
れ
た
基
本
法
八
八
条
の
補
充
は
、
欧
州
中
央

銀
行
が
、『
中
央
銀
行
の
独
立
性
及
び
貨
幣
価
値
安
定
の
優
先
性
に
関
す

る
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
厳
格
な
基
準
及
び
中
央
銀
行
欧
州
体
制
の
定

款
』
に
合
致
す
る
場
合
に
、
欧
州
中
央
銀
行
へ
の
連
邦
議
会
の
権
限
の
委

譲
を
許
容
す
る
…
…
。
従
っ
て
、
憲
法
改
正
立
法
者
の
意
思
は
、
明
ら
か

に
、
連
合
条
約
に
規
定
さ
れ
た
通
貨
同
盟
の
た
め
に
憲
法
上
の
基
礎
を
創

設
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
と
結
び
付
い
た
、
す
で
に
説
明
し
た
仕
方
で
独

立
さ
せ
た
権
限
と
制
度
を
こ
の
場
合
に
限
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

貨
幣
に
置
か
れ
た
支
払
信
頼
の
確
保
に
役
立
つ
民
主
制
原
理
の
こ
の
修
正

は
、
適
切
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
高
権
的
機
関
は
、
そ
の
行
動
可
能
性
及

び
行
動
手
段
の
点
で
本
質
的
に
通
貨
供
給
量
及
び
貨
幣
価
値
に
依
存
す
る

と
と
も
に
、
政
治
的
諸
勢
力
の
短
期
的
な
同
意
に
依
拠
し
て
お
り
、
独
立

の
中
央
銀
行
は
、
高
権
的
機
関
よ
り
も
、
貨
幣
価
値
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て

国
の
財
政
政
策
及
び
経
済
的
自
由
権
を
行
使
す
る
際
の
私
的
な
計
画
及
び

処
分
の
た
め
の
一
般
的
経
済
的
基
礎
を
保
障
す
る
、
と
い
う
─
ド
イ
ツ
の

法
秩
序
に
お
い
て
試
験
済
み
で
あ
り
、
学
問
的
視
点
か
ら
も
─
実
証
さ
れ

て
い
る
特
殊
性
を
、
こ
の
修
正
は
考
慮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点

に
お
い
て
、
通
貨
政
策
を
自
立
さ
せ
て
独
立
の
欧
州
中
央
銀
行
の
高
権
的



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
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岡
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二
三
一

回
復
の
排
除
を
、
た
と
え
関
係
者
に
は
重
大
な
不
法
と
感
じ
ら
れ
る
と
し

て
も
、
す
べ
て
の
収
用
の
平
等
取
扱
い
よ
り
も
優
先
さ
せ
る
こ
と
も
許
さ

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
の
所
有
者
の
利
益
は
再
統
一
が
失
敗
し
た

場
合
で
も
実
現
さ
れ
な
い
か
ら
、
な
お
さ
ら
当
て
は
ま
る
。（S

. 34 f.

）

再
統
一
が
原
状
回
復
の
排
除
に
実
際
上
左
右
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断

は
、
連
邦
政
府
が
行
う
事
項
で
あ
り
、
連
邦
政
府
は
、
外
交
の
領
域
に
お

い
て
、
幅
広
い
政
治
的
裁
量
の
余
地
を
有
し
て
い
る
。
条
約
の
交
渉
に
際

し
て
の
連
邦
政
府
の
行
為
は
、
こ
の
範
囲
に
限
っ
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
。
連
邦
政
府
が
行
い
、
今
日
ま
で
維
持
さ
れ
て
い
る

評
価
は
、
依
然
と
し
て
、
義
務
に
反
す
る
と
評
価
で
き
な
い
（S

. 35 f.

）。

ま
た
、
所
有
権
保
護
か
ら
も
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
対
象
と
な
る
範

囲
に
お
い
て
は
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
九
年
ま
で
の
収
用
に
関
す
る

原
状
回
復
の
排
除
に
対
し
て
、
憲
法
上
の
疑
問
は
生
じ
な
い
。
国
際
法
上

の
視
点
も
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
定
の
違
憲
性
を
招
来
せ
し
め
な
い
し
、

公
序
の
視
点
も
同
様
で
あ
る
（S

. 46 f.

）。

七

　一
九
九
六
年
五
月
一
四
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決

（
一
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
六
年
五
月
一
四
日
の
判
決
（
23
）

に
お

い
て
、
基
本
法
一
六
ａ
条
に
定
め
ら
れ
た
庇
護
権
の
新
規
定
（
二
項
か
ら

五
項
ま
で
）
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判

断
し
た
。
一
九
九
三
年
六
月
二
八
日
の
第
三
九
回
基
本
法
改
正
法
律
に

当
す
る
法
と
し
て
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
基
本
法
三
条
一
項
及
び
一
四
条

を
引
き
合
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
権
の
基
本
要
素

が
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
に
含
ま
れ
、

憲
法
改
正
の
対
象
に
な
ら
な
い
範
囲
に
限
ら
れ
る
（S

. 33 f.

）

（
三
）　
ま
ず
、
攻
撃
さ
れ
て
い
る
規
定
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
基

づ
い
て
不
可
侵
で
あ
る
平
等
原
則
の
基
本
要
素
に
反
し
な
い
。

「
憲
法
改
正
立
法
者
が
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
の
視
角
か
ら
無
視
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
基
礎
的
な
正
義
要
求
に
は
、
法
平
等
の
原
則
及
び

恣
意
の
禁
止
が
含
ま
れ
る
…
…
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
七
九
条
三
項

は
、
た
ん
に
、
掲
げ
ら
れ
た
原
則
に
抵
触
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
求
め

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
憲
法
改
正
立
法
者
が
、
こ
れ
ら
の
原
則
の
実

定
法
上
の
具
現
を
適
切
な
理
由
か
ら
修
正
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。」

（S
. 34

）

憲
法
改
正
立
法
者
に
は
、
原
状
回
復
の
排
除
を
基
本
法
一
四
三
条
三
項

に
お
い
て
憲
法
上
確
実
な
も
の
に
す
る
適
切
な
理
由
が
あ
る
。
財
産
的
価

値
を
一
九
四
九
年
以
前
に
収
用
措
置
に
よ
っ
て
失
っ
た
所
有
者
と
、
財
産

的
価
値
を
一
九
四
九
年
以
後
に
収
用
措
置
に
よ
っ
て
失
っ
た
所
有
者
を
異

な
っ
て
取
り
扱
う
理
由
は
、
基
本
法
に
お
い
て
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
諸

機
関
に
追
求
さ
れ
る
べ
き
政
策
目
標
と
し
て
憲
法
上
与
え
ら
れ
て
い
る
ド

イ
ツ
再
統
一
を
可
能
に
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
目
標
と
そ
の
卓
越

し
た
意
義
に
か
ん
が
み
る
と
、
一
九
四
九
年
以
前
の
収
用
に
関
す
る
原
状



二
三
二

け
る
よ
う
な
事
実
を
適
示
し
な
い
限
り
、
政
治
的
に
迫
害
さ
れ
て
い
な
い

と
推
定
す
る
。」
と
定
め
る
と
と
も
に
、
同
条
四
項
は
、「
第
三
項
の
場
合
、

及
び
、
明
ら
か
に
根
拠
が
な
く
、
又
は
明
ら
か
に
根
拠
が
な
い
と
み
な
さ

れ
る
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
滞
在
を
終
了
さ
せ
る
措
置
の
執
行
は
、

そ
の
措
置
の
適
法
性
に
重
大
な
疑
義
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
裁
判
所

に
よ
っ
て
こ
れ
を
停
止
す
る
。
審
査
の
範
囲
は
、
こ
れ
を
制
限
す
る
こ
と

が
で
き
、
時
宜
を
失
し
た
申
立
て
は
、
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
ず
に
お
く
こ

と
が
で
き
る
。
詳
細
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。」
と
定

め
た
。
加
え
て
、
同
条
五
項
は
、「
第
一
項
な
い
し
第
四
項
は
、
欧
州
共

同
体
の
加
盟
国
が
、
相
互
間
で
、
及
び
第
三
国
と
の
間
で
締
結
す
る
国
際

法
上
の
条
約
に
よ
っ
て
、
締
結
国
に
お
い
て
そ
の
適
用
が
確
保
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
難
民
の
法
的
地
位
に
関
す
る
協
定
並
び
に
人
権
及
び

基
本
的
自
由
の
保
護
に
関
す
る
条
約
に
基
づ
く
諸
義
務
を
遵
守
し
つ
つ
、

庇
護
決
定
の
相
互
的
承
認
を
含
む
庇
護
申
請
の
審
査
に
関
す
る
権
限
規
制

を
定
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
定
め
た
。
連
邦
憲
法
裁

判
所
は
、
基
本
法
一
六
ａ
条
に
お
け
る
庇
護
権
の
新
規
定
が
基
本
法
七
九

条
三
項
に
違
反
し
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
。
そ
の
判
断
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

（
二
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈

（
判
断
枠
組
み
）
を
示
す
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
説
示
し

た
。

よ
っ
て
、「
政
治
的
に
迫
害
さ
れ
た
者
は
、
庇
護
権
を
有
す
る
。」
と
定
め

て
い
た
基
本
法
一
六
条
二
項
二
文
が
削
除
さ
れ
、
庇
護
権
と
そ
の
制
限
を

定
め
る
基
本
法
一
六
ａ
条
が
新
た
に
設
け
ら
れ
た
。
同
条
一
項
は
、「
政

治
的
に
迫
害
さ
れ
た
者
は
、
庇
護
権
を
有
す
る
。」
と
の
従
来
の
文
言
を

引
き
継
い
だ
が
、
同
条
二
項
一
文
は
、「
欧
州
共
同
体
の
加
盟
国
か
ら
入

国
す
る
者
、
又
は
、
難
民
の
法
的
地
位
に
関
す
る
協
定
並
び
に
人
権
及
び

基
本
的
自
由
の
保
護
に
関
す
る
条
約
の
適
用
が
保
障
さ
れ
て
い
る
そ
の
他

の
第
三
国
か
ら
入
国
す
る
者
は
、
第
一
項
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。」
と
定
め
、
同
条
二
項
二
文
は
、「
欧
州
共
同
体
の
外
に
あ
る
国
家
で
、

第
一
文
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
連
邦
参
議
院
の
同
意
を

必
要
と
す
る
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。」
と
定
め
、
庇
護
権
の
人
的
保
護

範
囲
を
限
定
し
た
。
ま
た
、
同
条
二
項
三
文
は
、「
第
一
文
の
場
合
に
お

い
て
は
、
滞
在
を
終
了
さ
せ
る
措
置
は
、
こ
れ
に
対
し
て
申
し
立
て
ら
れ

る
法
的
救
済
手
続
と
は
独
立
に
、
こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
定
め
、
手
続
的
保
障
を
弱
め
た
。
さ
ら
に
、
同
条
三
項
は
、「
連
邦
参

議
院
の
同
意
を
必
要
と
す
る
法
律
に
よ
り
、
そ
の
法
的
状
態
、
法
的
適
用

及
び
一
般
的
政
治
的
状
況
を
根
拠
と
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
は
政
治
的
迫

害
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
残
虐
若
し
く
は
屈
辱
的
な
処
罰
若
し
く

は
処
遇
も
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
と
み
ら
れ
る
諸
国
家
を

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
国
家
の
一
つ
か
ら
来
た
外
国
人
は
、

こ
の
推
定
を
覆
し
て
政
治
的
に
迫
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
想
定
を
根
拠
付



憲
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岡
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二
三
三

（
三
）　
そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
判
断
枠
組
み
に
照
ら

し
て
基
本
法
一
六
ａ
条
に
お
け
る
庇
護
権
の
新
規
定
は
基
本
法
七
九
条
三

項
の
定
め
る
限
界
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
と
の
判
断
を
示
し
た
。
そ
の

内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
憲
法
改
正
立
法
者
に
対
し
て
設
定
さ

れ
た
限
界
に
基
づ
い
て
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ

て
い
る
基
本
原
則
に
抵
触
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
こ
の
限
界
は
、

外
国
人
に
対
し
て
政
治
的
迫
害
か
ら
の
保
護
が
基
本
権
の

0

0

0

0

保
障
を
用
い
て

提
供
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
は
侵
犯
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
、
改
正
前
の
基
本
法
一
六
条
二
項
二
文
に
お
け
る
政
治

的
に
迫
害
さ
れ
た
者
の
概
念
を
規
定
す
る
た
め
に
、
庇
護
基
本
権
は
、
人

間
の
尊
厳
の
不
可
侵
の
尊
重
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
信
念
を
基
礎
と
し
て

お
り
、
い
か
な
る
国
家
も
、
身
体
、
生
命
又
は
政
治
的
自
由
を
、
政
治
的

信
念
、
宗
教
的
基
本
決
定
又
は
自
分
の
力
で
は
変
え
ら
れ
な
い
メ
ル
ク

マ
ー
ル
の
み
に
存
す
る
理
由
に
基
づ
い
て
危
険
に
さ
ら
し
た
り
、
侵
害
し

た
り
す
る
権
利
を
有
し
な
い
旨
を
説
示
し
て
い
た
…
…
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
庇
護
基
本
権
が
基
本
法
一
条
一
項
の
保
障
内
容
に
含
ま

れ
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
が
そ
の
保
障
内
容

で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
ド
イ
ツ
の
国
家
権
力
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
帰
結
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
は
、
独
自
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

「
基
本
法
七
九
条
は
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る

基
本
原
則
に
抵
触
す
る
改
正
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
は
、

基
本
法
一
条
一
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
及
び
保
護
の

原
則
だ
け
で
は
な
い
。
基
本
法
一
条
二
項
に
含
ま
れ
て
い
る
、
人
間
共
同

体
、
平
和
及
び
正
義
の
基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
不
可
侵
に
し
て
譲
り
渡
す

こ
と
の
で
き
な
い
人
権
へ
の
信
奉
表
明
も
、
こ
の
点
に
お
い
て
意
味
を
獲

得
す
る
。
基
本
法
一
条
三
項
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
以
下
の
基
本
権

の
参
照
指
示
と
結
び
付
い
て
、
以
下
の
基
本
権
の
保
障
は
、
基
本
法
一
条

一
項
及
び
二
項
に
適
合
す
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
放
棄
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
原
則
的
に
制
限
さ
れ
な
い
。
同
じ
く
、
基
本

法
二
〇
条
一
項
及
び
三
項
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る
法
治
国
家
原
理

及
び
社
会
国
家
原
理
の
基
本
的
要
素
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
た
ん
に
、

掲
げ
ら
れ
た
基
本
原
則
に
抵
触
し
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
憲
法
改
正
立
法
者
が
、
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
の

実
定
法
上
の
具
現
を
適
切
な
理
由
か
ら
修
正
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。」

（S
. 102 f.

）

本
判
決
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
に
つ
い
て
、
一
九
七
〇
年

一
二
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決
（
盗
聴
判
決
）
を
引
用

せ
ず
、
一
九
九
一
年
四
月
二
三
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決
の
み

参
照
を
求
め
、
同
判
決
の
示
し
た
解
釈
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
。



二
三
四

る
。」（S

. 104.

）

八

　二
〇
〇
四
年
三
月
三
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決

（
一
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
三
日
の
判

決
（「
大
盗
聴
」
判
決
（
24
）

）
に
お
い
て
、
基
本
法
一
三
条
三
項
が
基
本
法

七
九
条
三
項
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
た
。
一
九
九
八
年
三
月

二
六
日
の
第
四
五
回
基
本
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、
住
居
の
不
可
侵
を
定

め
る
基
本
法
一
三
条
に
第
三
項
か
ら
第
六
項
が
追
加
さ
れ
、
従
前
の
第
三

項
が
第
七
項
と
な
っ
た
。
基
本
法
一
三
条
三
項
は
、
刑
事
訴
追
を
目
的
と

す
る
住
居
の
聴
覚
的
監
視
に
つ
い
て
、「
一
定
の
事
実
に
よ
っ
て
、
あ
る

者
が
法
律
上
個
別
に
定
め
ら
れ
た
特
に
重
大
な
罪
を
犯
し
た
と
の
嫌
疑
が

根
拠
付
け
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
件
の
追
及
が
他
の
方
法
に
よ
っ
て

は
過
度
に
困
難
に
な
り
、
あ
る
い
は
見
込
み
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
と
き
は
、
裁
判
官
の
命
令
に
基
づ
き
、
被
疑
者
が
滞
在
し
て
い

る
と
推
測
さ
れ
る
住
居
を
聴
覚
的
に
監
視
す
る
た
め
の
技
術
的
手
段
を
講

じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
期
限
を
付
け
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
命
令
は
、
三
人
の
裁
判
官
に
よ
る
合
議
体
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
。
危

険
が
急
迫
し
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
命
令
は
一
人
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
も

下
す
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
六
対
二
で
、

憲
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
上
記
の
基
本
法
一
三
条
三
項
は
基
本
法

七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
以
下
、
判
断
内
容
を
多

従
っ
て
、
憲
法
改
正
立
法
者
は
、
庇
護
基
本
権
そ
の
も
の
を
廃
止
す
る

こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
二
項
一
文
及
び
二
文
に
よ
っ
て

当
該
基
本
権
の
人
的
適
用
範
囲
を
縮
小
し
、
三
項
に
よ
っ
て
手
続
に
関
連

し
た
保
障
内
容
を
限
定
し
、
二
項
三
文
及
び
四
項
に
よ
っ
て
基
本
法
一
九

条
四
項
の
権
利
保
護
保
障
を
改
造
し
、
最
後
に
、
五
項
に
よ
っ
て
国
際
法

上
の
協
定
の
方
法
に
よ
る
難
民
保
護
の
欧
州
規
模
の
規
制
の
た
め
の
基
礎

を
創
出
す
る
基
本
法
一
六
ａ
条
の
規
定
が
、
許
さ
れ
る
憲
法
改
正
の
限
界

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
何
の
問
題
も
な
く
判
明
す
る
。」（S

. 103 f.

）

「
基
本
法
一
六
ａ
条
二
項
三
文
は
、
安
全
な
第
三
国
か
ら
入
国
し
た
後

の
滞
在
終
了
の
手
続
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
基
本
法
一
九
条
四
項
は
修
正
さ
れ
て
い
る
。
基
本
法
二
〇
条
に
定

め
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
が
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
お
い
て
具
体
化
さ

れ
て
い
る
個
人
の
基
本
権
保
護
と
い
う
一
つ
の
法
治
国
家
原
理
を
改
正
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
と
宣
言
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
未
解
決
の
ま
ま
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
（vgl. B

V
erfG

E
 30, 1 

［39 ff.

］）。
基
本
法
一
六

ａ
条
二
項
三
文
は
こ
の
よ
う
な
基
本
原
則
に
少
な
く
と
も
抵
触
す
る
も
の

で
は
な
い
。
た
し
か
に
外
国
人
を
別
個
の
統
制
機
関
に
よ
る
事
前
の
審
査

な
く
即
時
に
安
全
な
第
三
国
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
こ
の

措
置
に
先
行
し
て
、
当
該
第
三
国
に
お
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
難
民
規
約
及
び

欧
州
人
権
規
約
の
適
用
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
規
範
的
確
認
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
こ
の
こ
と
は
な
お
さ
ら
当
て
は
ま



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
岡
田
）

二
三
五

い
な
い
。
何
が
個
別
の
基
本
権
の
枠
内
に
お
い
て
基
本
法
一
条
一
項
の
保

障
内
容
に
含
ま
れ
る
の
か
は
、
各
々
の
基
本
権
規
範
の
解
釈
に
よ
っ
て
別

個
独
立
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（R

n. 114 f.

）

（
三
）　
つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
基
本

法
一
条
一
項
の
人
間
の
尊
厳
に
適
合
し
て
い
る
（R

n. 117

）
と
判
断
し

た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
刑
事
訴
追
を
目
的
と
す
る
住
居
空
間
の
聴
覚
的
監
視
は
、
一
般
的
に

は
基
本
法
一
三
条
一
項
の
人
間
の
尊
厳
の
内
容
も
基
本
法
一
条
一
項
と
結

び
付
い
た
基
本
法
二
条
一
項
も
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」
が
、「
住
居

空
間
の
監
視
の
実
施
の
や
り
方
」
に
よ
っ
て
は
、「
人
間
の
尊
厳
が
侵
害

さ
れ
る
状
況
」
に
至
る
可
能
性
が
あ
り
、
①
基
本
法
一
三
条
三
項
は
明
文

の
法
的
対
策
措
置
に
よ
っ
て
こ
れ
に
対
処
し
て
い
る
ほ
か
、
②
憲
法
解
釈

に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
た
他
の
基
準
が
こ
れ
に
加
わ
る
。「
基
本
法
一
三
条

三
項
に
お
け
る
住
居
空
間
の
聴
覚
的
監
視
を
導
入
す
る
た
め
の
憲
法
上
の

授
権
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
反
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
必
要
な
法
律

上
の
規
定
は
、
人
間
の
尊
厳
が
個
別
の
事
件
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
な
い
こ

と
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
基
本
法
一
三
条
三
項
の
授
権
は
、
こ
れ
を
保
障
し
て
い
る
規
範
の

制
定
の
み
を
含
ん
で
い
る
。」（R

n. 118

）

上
記
の
よ
う
な
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
解
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
す

る
と
、
そ
れ
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

少
と
も
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
二
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
六
人
の
裁
判
官
の
多
数
意
見
）
は
、
ま
ず
、

基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
示
す
。

「
基
本
法
七
九
条
は
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る

基
本
原
則
に
抵
触
す
る
改
正
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
に
含
ま
れ
る
の
は
、

人
間
の
尊
厳
の
尊
重
及
び
保
護
の
原
則
（
基
本
法
一
条
一
項
）
で
あ
り
、

さ
ら
に
、
人
間
共
同
体
、
平
和
及
び
正
義
の
基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
不
可

侵
に
し
て
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
権
へ
の
信
奉
（
基
本
法
一
条
二

項
）
で
あ
る
。
基
本
法
一
条
三
項
に
含
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
以
下
の
基

本
権
の
参
照
指
示
と
結
び
付
い
て
、
以
下
の
基
本
権
の
保
障
は
、
基
本
法

一
条
一
項
及
び
二
項
に
適
合
す
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
放
棄
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
原
則
的
に
立
法
者
に
よ
る
制
限
の
対
象

と
な
ら
な
い
。」（R

n. 112

）

「
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
狭
く
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
例
外

規
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
は
、
憲
法
改
正
立
法
者
が
、
こ
れ
ら
の
基
本

原
則
の
実
定
法
上
の
具
現
を
適
切
な
理
由
か
ら
修
正
す
る
こ
と
を
妨
げ
な

い
…
…
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ

て
い
る
基
本
原
則
に
抵
触
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
個
別
の
基
本
権
を
改

正
し
、
制
限
し
、
又
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
廃
止
す
る
憲
法
改
正
立
法
者
の
権

利
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
の
実
定
法
上
の

具
現
を
適
切
な
理
由
に
よ
り
修
正
す
る
こ
と
は
、
立
法
者
に
禁
止
さ
れ
て



二
三
六

展
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
私
的
住
居
は
、『
最
後
の
避
難
所
』
と
し
て
、

人
間
の
尊
厳
を
維
持
す
る
手
段
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
し
か
に
、
私

的
住
居
の
空
間
の
絶
対
的
保
護
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、

こ
の
空
間
に
お
け
る
行
動
が
私
的
な
生
活
形
成
の
核
心
領
域
に
お
け
る
個

人
の
発
展
と
し
て
現
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
行
動
の
絶
対
的
保
護
を

要
求
す
る
。」（R

n. 124

）
こ
の
保
護
は
、
比
例
原
則
を
基
準
と
す
る
刑

事
訴
追
の
利
益
と
の
衡
量
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（R

n. 

125

）。
（
ｂ
）　「
刑
事
訴
追
を
目
的
と
す
る
聴
覚
的
監
視
は
、
私
的
生
活
領
域

の
核
心
領
域
が
尊
重
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
人
間
の
尊
厳
に
違
反
す

る
」（R

n. 126

）。
あ
る
事
実
が
不
可
侵
の
核
心
領
域
に
分
類
さ
れ
る
か

ど
う
か
は
、
そ
れ
が
そ
の
内
容
に
よ
る
と
極
め
て
個
人
的
な
性
格
を
有
し

て
い
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
及
び
程
度
に

お
い
て
他
者
の
領
域
又
は
共
同
体
の
利
害
に
関
係
し
て
い
る
か
に
か
か
っ

て
い
る
（R

n. 127

）。

（
ｃ
）　
基
本
法
一
三
条
に
お
け
る
聴
覚
的
監
視
を
法
律
に
よ
っ
て
導
入

す
る
た
め
の
授
権
は
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
七
九
条

三
項
に
違
反
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
授
権
は
、
こ
の
限
界
を
遵
守
す

る
法
律
上
の
規
定
と
こ
れ
に
基
づ
く
措
置
の
み
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
憲
法
上
の
授
権
の
限
定
は
、
一
つ
に
は
、
基
本
法
一
三
条
三

項
に
お
い
て
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
憲
法
上
の
授
権
の
限
定

（
ａ
）　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
人
間
を
国
家
権
力
の
単
な
る
客
体
と
す

る
こ
と
は
人
間
の
尊
厳
に
合
致
し
な
い
と
繰
り
返
し
強
調
し
て
き
た

（R
n. 120

）。
国
の
内
密
の
行
動
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
直
ち
に
絶
対
的

に
保
護
さ
れ
た
尊
重
要
求
の
侵
害
と
は
な
ら
な
い
。
あ
る
人
が
監
視
の
対

象
と
さ
れ
た
場
合
、
人
間
と
し
て
の
そ
の
価
値
の
無
視
が
必
然
的
に
生
じ

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
監
視
の
場
合
、
私
的
な
生
活
形
成
の
核
心

部
分
が
侵
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
（R

n. 122

）。

人
間
の
尊
厳
の
保
護
は
、
基
本
法
一
三
条
一
項
に
基
づ
く
基
本
権
に
お

い
て
も
具
体
化
さ
れ
て
い
る
（R

n. 123
）。「
私
的
な
生
活
形
成
の
核
心

部
分
に
お
け
る
人
格
の
発
展
に
は
、
極
め
て
個
人
的
な
種
類
の
気
持
ち
や

感
情
、
考
慮
、
見
解
及
び
体
験
と
い
っ
た
内
的
事
象
を
表
現
す
る
可
能
性
、

よ
り
正
確
に
は
、
国
家
機
関
が
こ
れ
を
監
視
す
る
不
安
が
な
く
表
現
す
る

可
能
性
が
含
ま
れ
る
。
感
情
表
現
、
無
意
識
の
体
験
の
発
現
、
性
の
表
現

形
式
も
保
護
の
対
象
に
な
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
展
開
の
可
能
性
は
、
個

人
が
こ
の
た
め
に
適
し
た
自
由
空
間
を
利
用
で
き
る
こ
と
を
前
提
条
件
と

し
て
い
る
。
内
密
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
、
少
な
く
と
も
、
法
秩
序

が
極
め
て
個
人
的
な
生
活
形
成
の
た
め
に
特
別
の
保
護
を
認
め
、
市
民
が

こ
の
保
護
を
信
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
空
間
的
基
体
を
必
要
と
す
る
。

こ
れ
は
、
通
常
は
、
他
者
に
対
し
て
閉
ざ
す
こ
と
が
で
き
る
私
的
住
居
で

あ
る
。
個
人
が
こ
の
よ
う
な
空
間
を
利
用
で
き
る
と
、
個
人
は
、
一
人
で

い
る
こ
と
も
、
ま
た
、
自
ら
設
定
し
た
基
準
に
よ
っ
て
自
由
に
自
己
を
発
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改
正
立
法
者
は
、
基
本
権
規
範
を
修
正
す
る
際
に
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
基

準
と
な
る
す
べ
て
の
憲
法
上
の
準
則
を
改
め
て
規
範
化
す
る
こ
と
を
義
務

付
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
基
本
法
七
九
条
三
項
を
基
準
と
す
る

審
査
に
服
す
る
の
は
、
他
の
憲
法
上
の
基
準
と
結
び
付
い
た
基
本
法
一
三

条
三
項
で
あ
る
（R

n. 133

）。

そ
れ
故
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
基
本
権
制
約
は
、
体
系
的

解
釈
を
用
い
て
、
他
の
法
規
範
、
と
く
に
基
本
法
一
条
一
項
に
遡
求
し
つ

つ
、
か
つ
、
比
例
原
則
を
適
用
し
つ
つ
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
解
釈
の
限
界
は
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
規
範
に
つ
い
て

も
、
文
言
と
意
味
に
よ
る
と
一
義
的
な
規
定
に
正
反
対
の
意
味
が
付
与
さ

れ
、
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
の
規
範
的
意
味
内
容
が
新
た
に

規
定
さ
れ
、
規
範
的
目
標
が
主
要
な
点
に
お
い
て
達
成
さ
れ
な
い
と
こ
ろ

に
存
す
る
（R

n. 134

）。

本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
界
の
踰
越
の
肯
定
す
る
手
掛
か
り
は
存
在

し
な
い
。
何
故
な
ら
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
、
基
本
法
一
条
一
項
一
文

の
求
め
る
制
約
の
限
界
を
十
分
に
考
慮
し
て
法
律
の
内
容
を
定
め
る
こ
と

の
み
を
授
権
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
比
例
原
則
も
補
充
的
に
使
用
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
憲
法
改
正
立
法
者
の
意
思

と
矛
盾
し
な
い
（R

n. 135

）。

た
し
か
に
、
憲
法
改
正
の
審
議
に
お
い
て
、
住
居
空
間
の
聴
覚
的
監
視

に
対
す
る
法
的
要
求
の
明
文
化
に
関
し
て
激
し
い
論
争
が
あ
り
、
最
終
的

は
、
体
系
的
憲
法
解
釈
の
手
法
を
駆
使
す
る
と
引
き
合
い
に
出
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
他
の
憲
法
規
範
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
比
例
原
則

は
、
盗
聴
措
置
が
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
し
な
い
と
こ
ろ
に
限
っ
て
引
き
合

い
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
比
例
原
則
に
よ
る
授
権
の
限
定
は
、
措
置

を
実
施
す
る
に
際
し
て
基
本
法
一
三
条
三
項
の
人
間
の
尊
厳
の
内
容
が
侵

害
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
排
除
す
る
こ
と
も
狙
い
と
し
て
い
る
（R

n. 128

）。

（
ⅰ
）　
基
本
法
一
三
条
三
項
は
、
制
約
の
合
法
性
の
実
体
的
及
び
形
式

的
適
法
性
の
要
件
を
定
め
て
い
る
（R

n. 129

）。
①
基
本
法
一
三
条
三
項

一
文
に
基
づ
く
聴
覚
的
監
視
は
、
法
律
上
個
別
に
定
め
ら
れ
た
特
に
重
大

な
罪
に
向
け
ら
れ
た
嫌
疑
が
一
定
の
事
実
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
場

合
に
、
そ
の
罪
を
追
及
す
る
た
め
に
限
り
許
さ
れ
る
（R

n. 130

）。
②
ま

た
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
、
事
件
の
追
及
が
他
の
方
法
に
よ
っ
て
は
過

度
に
困
難
に
な
り
、
あ
る
い
は
見
込
み
が
な
い
こ
と
を
求
め
る
（R

n. 

131

）。
③
さ
ら
に
、
憲
法
改
正
立
法
者
は
、
監
視
措
置
に
裁
判
官
の
命
令

を
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
実
体
的
要
件
の
遵
守
を
手
続
的

に
確
保
し
て
い
る
（R

n. 132

）。

（
ⅱ
）　
基
本
法
一
三
条
三
項
に
お
い
て
は
、
刑
事
訴
追
を
目
的
と
す
る

聴
覚
的
監
視
の
実
施
に
対
し
て
、
私
的
な
生
活
形
成
の
不
可
侵
の
核
心
領

域
を
絶
対
的
に
保
護
す
る
と
い
う
要
請
か
ら
導
か
れ
る
あ
ら
ゆ
る
限
界
が

明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
限
界
は
、
─
す
べ
て
の

基
本
権
規
範
と
同
じ
よ
う
に
─
他
の
憲
法
規
範
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
憲
法
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に
よ
っ
て
人
間
の
尊
厳
が
侵
害
さ
れ
る
と
の
手
掛
か
り
が
存
在
す
る
状
況

に
お
い
て
は
、
始
め
か
ら
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
居
住
空
間
の
聴

覚
的
監
視
が
予
期
せ
ず
に
絶
対
に
保
護
さ
れ
る
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
当
該
監
視
は
中
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

記
録
は
消
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
刑
事
訴
追
の
枠
内
に
お

い
て
収
集
さ
れ
た
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
あ
ら
ゆ
る
利
用
は
排

除
さ
れ
る
（R

n. 139

）。

（
四
）　
こ
れ
に
対
し
て
、
二
人
の
裁
判
官
の
少
数
意
見
は
、
基
本
法

一
三
条
三
項
は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
し
て
お
ら
ず
、
無
効
で
あ
る

（R
n. 366

）
と
主
張
し
て
い
る
。
少
数
意
見
は
、
ま
ず
、
基
本
法
七
九
条

三
項
が
基
本
法
一
三
条
一
項
に
基
づ
く
住
居
の
不
可
侵
の
制
約
に
対
し
て

設
定
し
た
実
体
的
限
界
を
示
す
。

「
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て

い
る
基
本
原
則
に
抵
触
す
る
憲
法
改
正
を
禁
止
し
て
い
る
。
人
間
の
尊
厳

の
尊
重
及
び
保
護
の
要
請
に
合
致
す
る
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
放
棄
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
極
め
て
個
人
的
な
生
活
形
成
の
た
め
の
生
活
空
間
と

し
て
の
私
的
住
居
の
保
護
も
、
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
に
含
ま
れ
る
。」
こ

の
点
に
お
い
て
少
数
意
見
は
多
数
意
見
に
同
意
す
る
。
多
数
意
見
は
、
人

間
の
尊
厳
の
保
護
が
基
本
法
一
三
条
一
項
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
住

居
の
不
可
侵
の
基
礎
に
置
か
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

人
格
の
発
展
の
た
め
に
は
、
個
人
が
監
視
の
不
安
な
く
自
ら
表
現
し
、
親

に
現
行
の
基
本
法
一
三
条
三
項
に
な
る
文
言
を
修
正
し
よ
う
と
す
る
試
み

は
成
功
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
他
の
憲
法
規
範
に
よ
る
制

限
の
更
な
る
具
体
化
を
排
除
す
る
憲
法
改
正
立
法
者
の
意
思
が
現
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
基
本
法
一
三
条
改
正
法
案
に
関
す
る
連
邦
議
会
法
務

委
員
会
報
告
書
に
お
け
る
検
討
は
、
憲
法
改
正
立
法
者
も
基
本
法
一
三
条

三
項
の
制
限
的
な
、
と
く
に
人
間
の
尊
厳
に
依
拠
し
た
解
釈
の
必
要
性
を

前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
、
憲
法
改
正
立
法
者

は
、
そ
う
で
な
く
と
も
非
常
に
詳
細
な
一
三
条
三
項
に
お
い
て
明
文
上
の

対
策
を
し
な
く
て
も
こ
れ
ら
の
要
求
は
充
足
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
（R

n. 136

）。
基
本
法
一
三
条
三
項
に
お
い
て
更
な
る
制
限
を

採
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
提
案
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
は
、
人
間
の
尊
厳
が

基
準
と
な
る
こ
と
が
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
定
の
枠
内
に
お
い
て
疑
問
視
さ

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
（R

n. 137

）。
基
本
法
一
三
条
三

項
は
、
そ
の
内
容
を
定
め
る
法
律
が
、
住
居
の
聴
覚
的
監
視
に
よ
る
情
報

の
収
集
を
、
調
査
措
置
が
基
本
法
一
条
一
項
及
び
二
条
一
項
と
結
び
付
い

た
基
本
法
一
三
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
私
的
生
活
形
成
の
不
可
侵

の
領
域
に
分
け
入
る
と
こ
ろ
で
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨

に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 138

）。

（
ｄ
）　
こ
れ
に
対
応
し
て
法
律
の
規
定
は
、
規
範
明
確
性
の
原
則
を
遵

守
し
つ
つ
、
居
住
空
間
の
聴
覚
的
監
視
の
や
り
方
が
人
間
の
尊
厳
の
侵
害

と
な
ら
な
い
こ
と
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
視
は
、
当
該
措
置
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推
測
で
き
る
手
掛
か
り
だ
け
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
事
務
所
よ
り
も
私

的
住
居
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
取
引
相
手
や
知
人
と
の
会
話
よ
り
も
親
密

な
人
と
の
会
話
に
お
い
て
、
高
度
に
個
人
的
な
領
域
に
分
類
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
状
況
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
住
居

の
閉
鎖
性
を
破
り
、
そ
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
情
報
を
入
手
し
て

は
じ
め
て
、
こ
の
推
定
が
正
し
い
か
ど
う
か
の
確
信
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ま
さ
に
、
内
密
の
も
の
と
し
て
、
固
有
の
四
つ
の
壁

に
よ
っ
て
ま
さ
に
絶
対
的
な
保
護
を
受
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
領
域
を

す
で
に
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
閉
ざ
さ
れ
た

扉
の
内
側
の
あ
る
状
況
を
私
的
な
生
活
形
成
の
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
る
核

心
部
分
に
分
類
す
る
た
め
に
そ
の
都
度
の
具
体
的
確
認
を
求
め
る
と
、
こ

の
こ
と
は
、
こ
の
核
心
領
域
の
制
約
が
つ
ね
に
差
し
当
た
り
甘
受
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
が
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は

ま
さ
に
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
人
間
の

尊
厳
を
保
持
す
る
た
め
の
自
由
な
個
人
の
発
現
の
可
能
性
を
保
護
す
る
た

め
に
、
少
な
く
と
も
、
被
疑
者
が
一
人
で
、
又
は
家
族
の
構
成
員
若
し
く

は
明
ら
か
に
親
密
な
人
と
一
緒
に
滞
在
し
て
い
る
私
的
な
住
居
に
つ
い
て

は
、
高
度
に
個
人
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
空
間
を
提
供
し
、

そ
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、

こ
の
よ
う
な
私
的
住
居
は
、
基
本
法
一
三
条
一
項
が
保
障
し
て
い
る
よ
う

に
包
括
的
な
保
護
を
受
け
る
。」（R

n. 369

）

し
い
人
と
個
人
的
な
見
解
や
感
情
に
つ
い
て
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
退

却
空
間
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
人
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
行

動
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
追
跡
し
、
記
録
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
可

能
に
な
っ
た
世
界
に
お
い
て
、
私
的
住
居
は
、
個
人
に
と
っ
て
、
こ
れ
ま

で
以
上
に
、
自
己
の
思
想
の
自
由
を
監
視
さ
れ
る
こ
と
な
く
実
現
す
る
こ

と
が
で
き
る
最
後
の
避
難
所
と
し
て
役
立
つ
。
私
的
住
居
は
、
そ
れ
故
、

人
間
の
尊
厳
を
維
持
す
る
手
段
で
あ
る
（R

n. 367

）。

「
さ
ら
に
多
数
意
見
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
私
的
住
居
に
憲
法
上
与
え

ら
れ
る
絶
対
的
保
護
は
、
そ
こ
に
お
い
て
行
わ
れ
る
行
動
が
人
間
の
尊
厳

の
た
め
に
保
護
さ
れ
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
の
み
及
ぶ
も
の
で
、
私
的
住

居
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
発
言
が
高
度
に
個
人
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
正
当
で
あ
る
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
私
的
住
居
が
個
人
の
感
情
や
意
見
の
表
出
や
交
換
に
役
立
つ
と
こ

ろ
で
は
、
そ
の
保
護
は
、
人
間
の
尊
厳
を
維
持
す
る
た
め
に
絶
対
的
で
あ

る
。」（R

n. 368

）

「
も
っ
と
も
、
ま
さ
に
部
外
者
に
対
す
る
私
的
住
居
の
閉
鎖
性
の
故
に
、

何
よ
り
も
ま
ず
、
あ
る
特
定
の
時
点
に
お
い
て
私
的
住
居
に
お
い
て
高
度

に
個
人
的
な
事
柄
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
他
者
の
領

域
又
は
共
同
体
の
利
害
に
触
れ
る
事
柄
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
認

識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
多
数
意
見
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
こ
の

よ
う
な
区
別
に
と
っ
て
、
住
居
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
内
容
を
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は
じ
め
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
、
親
密
な
家
族
構
成
員
と
の
高
度
に
個
人

的
な
会
話
は
内
密
領
域
に
含
ま
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
様
々
な
職
業
集
団

の
構
成
員
と
の
会
話
は
別
の
仕
方
の
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
一
三
条
三
項
に
こ
れ
に
対
応

す
る
限
定
を
採
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
改
正
の
提
案
は
否
決
さ
れ
た
。

こ
れ
に
続
く
連
邦
議
会
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
も
、
住
居
空
間
の
聴
覚

的
監
視
の
使
用
に
対
す
る
こ
れ
以
上
の
制
限
は
こ
の
捜
査
手
段
の
実
効
性

を
全
体
と
し
て
脅
か
す
と
の
複
数
の
発
言
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ガ
イ
ス

議
員
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
）
は
、
証
言
拒
否
権
者
と
の
会
話
に
対
す
る
証

拠
収
集
を
禁
止
し
た
場
合
、
憲
法
改
正
の
全
体
的
企
図
は
役
立
た
な
く
な

る
と
述
べ
た
。
ま
た
、
シ
リ
ー
議
員
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
は
、
こ
の
範
囲
の
人
々

と
の
会
話
の
保
護
は
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
無
意
味
に
す
る
と
指
摘
し
た
。

ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
内
務
大
臣
は
、
証
言
拒
否
権
者
と
の
会
話
に
つ
い

て
の
証
拠
収
集
禁
止
は
、
重
大
犯
罪
者
の
た
め
の
国
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

た
保
護
地
区
を
確
立
し
、
犯
罪
を
国
の
捜
査
か
ら
妨
害
さ
れ
ず
に
計
画
で

き
る
行
動
手
引
き
を
提
供
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
危
険
を
指
摘
し
た

（R
n. 372

）。

立
法
手
続
の
最
終
段
階
で
、
刑
事
訴
訟
法
一
〇
〇
ｄ
条
三
項
に
、
刑
事

訴
訟
法
五
三
条
に
列
挙
さ
れ
た
職
業
の
秘
密
の
担
い
手
と
の
会
話
に
つ
い

て
の
証
拠
収
集
禁
止
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
刑
事
訴
訟
法

五
二
条
に
基
づ
い
て
証
言
拒
否
権
を
有
す
る
構
成
員
と
の
会
話
に
つ
い
て

（
五
）　
そ
し
て
、
少
数
意
見
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
基
本
法
七
九

条
三
項
の
設
定
し
た
「
こ
の
実
体
的
限
界
」
を
逸
脱
し
て
い
る
（R

n. 370

）

と
判
断
す
る
。

「
基
本
法
一
三
条
三
項
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
住
居
の
不
可
侵
に
対
す
る

制
約
は
、
た
し
か
に
、
こ
の
基
本
権
の
高
い
ラ
ン
ク
に
か
ん
が
み
て
…
…
、

組
織
犯
罪
に
効
果
的
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
に

こ
の
制
約
を
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
複
数
の
要
件
に
結
び
付
け
ら
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
、
住
居
空
間
の
聴
覚
的
監
視
は
、
特
に
重
大
な
罪
を
犯
し

た
と
の
嫌
疑
が
事
実
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
か
つ
最

終
手
段
と
し
て
の
み
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
加
え
て
、
そ
れ
は
、
被
疑

者
が
滞
在
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
住
居
に
限
定
さ
れ
、
期
限
を
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
官
の
合
議
体
に
よ
る
命
令
を
必
要
と
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
、
こ
の
捜
査
手
段
を
使
用
す
る
場
合

に
私
的
な
生
活
形
成
の
不
可
侵
の
核
心
領
域
が
保
護
さ
れ
続
け
る
こ
と
を

確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
定
を
そ
の
文
言
上
含
ん
で
い
な
い
。」

（R
n. 371

）

基
本
法
一
三
条
三
項
の
導
入
に
至
っ
た
議
会
の
議
論
に
か
ん
が
み
る
と
、

立
法
者
が
住
居
空
間
の
監
視
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
更
な
る
制
限
を
そ
も

そ
も
欲
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
基
本
法
改
正
法
案
に
関

す
る
連
邦
議
会
法
務
委
員
会
の
報
告
に
お
い
て
、
私
的
な
生
活
形
成
の
保

護
さ
れ
た
不
可
侵
の
核
心
領
域
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
場
合
、
監
視
は
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の
創
出
で
は
な
く
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本

原
則
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
に
関
わ
る
。
そ
れ
故
、
憲
法
改
正
は
、
こ
れ

ら
の
基
本
原
則
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

憲
法
改
正
を
、
文
言
か
ら
離
れ
て
、
憲
法
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
、
基
本

原
則
を
基
準
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 376

）。

（
ｂ
）　
多
数
意
見
も
、
憲
法
改
正
の
方
法
に
よ
っ
て
導
入
し
た
聴
覚
的

監
視
の
授
権
は
、
法
律
上
の
規
定
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
措
置
が
、
聴
覚
的

に
監
視
さ
れ
る
者
の
私
的
な
生
活
形
成
の
核
心
部
分
を
侵
害
す
る
こ
と
を

排
除
す
る
た
め
に
、
明
文
上
十
分
な
制
限
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま

り
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
基
本
法
七
九
条
三
項

に
適
合
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
多
数
意
見
は
、

「
憲
法
改
正
法
律
の
体
系
的
憲
法
解
釈
の
助
け
を
借
り
て
」
一
三
条
三
項

に
更
な
る
不
文
の
限
界
を
付
加
し
、
聴
覚
的
監
視
の
授
権
を
立
法
者
が
設

定
し
た
程
度
を
越
え
て
制
限
し
て
い
る
。
多
数
意
見
は
、
基
本
法
一
三
条

一
項
の
人
間
の
尊
厳
の
意
味
内
容
を
、
解
釈
の
方
法
で
基
本
法
一
三
条
三

項
の
付
加
的
な
不
文
の
制
約
を
設
定
す
る
基
準
と
し
て
使
用
す
る
。
し
か

し
、
住
居
空
間
の
人
間
の
尊
厳
の
内
容
は
、「
憲
法
改
正
に
対
す
る
阻
止

効
果
」
を
失
い
、
た
ん
に
、
解
釈
補
助
と
し
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
違
憲

の
憲
法
改
正
を
合
憲
に
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
。
憲
法
改
正
法
律
に
ま
っ

た
く
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
憲
法
改
正
法
律
が
基
本
法
七
九
条

三
項
の
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
寄
与
す
る
（R

n. 378

）。

は
、
も
っ
ぱ
ら
、
比
例
原
則
の
留
保
の
下
に
あ
る
証
拠
収
集
禁
止
の
み
が

認
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
に
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
も
は
や
何
の
変
更

も
受
け
な
か
っ
た
。
か
り
に
、
法
律
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
こ
の
修
正
が
、
す
で

に
基
本
法
一
三
条
三
項
が
こ
の
点
に
関
し
て
住
居
空
間
の
聴
覚
的
監
視
の

使
用
に
対
す
る
内
在
的
制
約
を
含
ん
で
い
る
と
の
立
法
者
の
考
え
を
前
提

と
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
基
本
権
規
範
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
家

族
構
成
員
や
親
し
い
人
と
の
高
度
に
個
人
的
な
会
話
は
、
憲
法
改
正
立
法

者
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
、

技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
盗
聴
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
利
用

が
法
律
上
比
例
原
則
に
基
づ
く
考
量
に
よ
っ
て
問
題
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
な

い
か
ら
で
あ
る
（R

n. 373

）。

（
六
）　
さ
ら
に
、
少
数
意
見
は
、「
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た

基
本
法
一
三
条
三
項
は
憲
法
適
合
的
解
釈
又
は
憲
法
体
系
的
解
釈
に
よ
っ

て
合
憲
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
多
数
意
見
に
従
う
こ
と
が

で
き
な
い
（R

n. 375

）
と
主
張
す
る
。
少
数
意
見
は
、
次
の
よ
う
に
説

く
。（

ａ
）　
ま
さ
に
憲
法
規
範
も
解
釈
が
必
要
で
あ
り
、
切
り
離
し
て
考
察

す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
基
本
法
の
本
質
的
な
基
本
原
則
と
そ
の
価
値
秩
序

に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。

し
か
し
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
憲
法
改
正
に
ど
の
よ
う
な
限
界

が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、
既
存
の
基
本
権
規
範
の
整
合
性
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正
規
範
の
立
法
者
が
与
え
た
意
味
内
容
が
再
び
変
更
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ

と
は
規
範
自
体
に
お
い
て
は
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
解
釈
は
、
も
っ
ぱ
ら
憲
法
律
制
定
者
の
行
う
べ
き
事
項
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
憲
法
律
制
定
者
が
、
基
本
法
一
条
一
項
の
基
準
に
適
合
し
な
い
基

本
法
改
正
を
行
っ
た
場
合
、
基
本
法
の
権
限
配
分
及
び
規
範
明
確
性
の
法

治
国
家
原
則
は
、
こ
の
憲
法
規
範
を
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
ハ
ー
ド
ル

を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
ま
で
解
釈
に
よ
っ
て
限
定
し
、
そ

の
後
に
、
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
、
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
範
に
お
い
て
明
文

化
さ
れ
て
い
る
介
入
権
限
を
根
拠
と
す
る
法
律
上
の
規
制
に
つ
い
て
は
、

憲
法
違
反
で
あ
る
と
し
て
異
議
を
唱
え
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
違
憲
の
憲

法
を
治
癒
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適

合
し
な
い
。
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
基
本
法
改
正
に
よ
っ
て
、
各
基
本

権
に
含
ま
れ
る
人
間
の
尊
厳
の
内
容
を
制
約
す
る
た
め
の
憲
法
上
の
基
礎

が
創
設
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（R

n. 381

）。

こ
れ
に
加
え
て
、
少
数
意
見
は
、
憲
法
改
正
規
範
の
憲
法
適
合
性
を
憲

法
適
合
的
解
釈
に
よ
っ
て
創
出
す
る
可
能
性
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の

適
用
範
囲
を
許
さ
れ
な
い
仕
方
で
制
限
す
る
と
多
数
意
見
を
批
判
し
て
い

る
（R

n. 382

）。
少
数
意
見
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
こ
の
可
能
性
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
憲
法
改
正
に
設
定

さ
れ
た
制
限
が
作
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
憲
法

改
正
立
法
者
が
、
連
邦
的
秩
序
、
基
本
法
一
条
又
は
二
〇
条
自
体
を
全
体

（
ｃ
）　
基
本
法
一
三
条
三
項
そ
れ
自
体
は
、
差
し
当
た
り
、
基
本
法

一
三
条
一
項
か
ら
、
こ
の
規
範
の
人
間
の
尊
厳
の
内
容
に
関
連
す
る
領
域

も
除
外
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
護
が
な
く
な
る
わ
け

で
は
な
く
、
こ
の
領
域
は
、
基
本
法
一
条
一
項
か
ら
直
接
に
保
護
を
受
け

る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
よ
り
、
基
本
法
一
条
一
項
は
、
人
間
の
尊
厳
を

保
持
す
る
た
め
に
、
私
的
住
居
に
お
い
て
現
れ
る
内
密
領
域
を
包
括
的
に

保
護
し
て
い
る
一
方
で
、
基
本
法
一
三
条
一
項
は
、
特
別
法
と
し
て
基
本

法
一
条
一
項
の
適
用
を
排
除
し
て
い
る
一
三
条
三
項
と
結
び
付
い
て
、
こ

の
領
域
を
制
約
す
る
こ
と
を
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
明
文
で
許
容
し
て
い
る

と
い
う
「
憲
法
の
矛
盾
」
が
生
じ
る
。
こ
の
矛
盾
を
憲
法
解
釈
の
方
法
に

よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
と
、
憲
法
律
制
定
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
憲

法
改
正
は
内
容
上
大
幅
に
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
。
改
正
さ
れ
た
憲
法
規

範
に
お
い
て
こ
れ
は
構
想
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
範
は
、

基
本
法
七
九
条
三
項
に
基
づ
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
憲
法
水
準
を
遵
守
し

て
い
な
い
基
本
権
制
約
が
許
さ
れ
る
と
の
「
外
観
」
を
創
出
す
る 

（R
n. 380

）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
方
に
お
い
て
、
こ
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
何
を
生

じ
さ
せ
よ
う
と
し
、
い
か
な
る
範
囲
に
お
い
て
立
法
者
が
私
的
住
居
の
保

護
に
対
す
る
制
約
を
立
法
者
に
授
権
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
十
分
な
明

確
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
他
方
に
お
い
て
、
解
釈
に
よ
っ
て
、
憲
法
改
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（R
n. 382

）。

（
七
）　
本
判
決
の
多
数
意
見
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
が
基
本
法
七
九

条
三
項
に
適
合
す
る
と
判
断
し
た
が
、
少
数
意
見
は
、
こ
れ
に
真
っ
向
か

ら
対
立
す
る
見
解
を
述
べ
た
。
両
者
の
結
論
を
分
け
た
核
心
部
分
は
、
憲

法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
是
非
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
多
数
意
見
は
、

基
本
法
一
三
条
三
項
に
憲
法
適
合
的
解
釈
を
施
し
た
上
で
、
基
本
法
一
三

条
三
項
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
違
反
し
な
い
と
判
断
し
た
の
に
対
し
て
、

少
数
意
見
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
の
憲
法
適
合
的
解
釈
に
批
判
的
な
見

解
を
表
明
し
て
い
る
。
少
数
意
見
は
、
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
定
の
基
本
法

七
九
条
三
項
適
合
性
は
、
既
存
の
基
本
権
規
範
の
整
合
性
の
創
出
で
は
な

く
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
に
抵
触
す

る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
り
、
憲
法
改
正
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
に

よ
っ
て
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
憲
法
改
正
を
、
文

言
か
ら
離
れ
て
、
憲
法
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇

条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
を
基
準
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

Ⅲ
　
小
括

本
稿
は
、
憲
法
改
正
の
司
法
審
査
の
可
否
に
関
す
る
解
釈
論
を
将
来
に

お
い
て
展
開
す
る
た
め
の
基
礎
的
資
料
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
憲

法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法

と
し
て
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
の
み
で
あ
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。

と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
が
解

釈
基
準
と
し
て
憲
法
に
存
在
す
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
憲
法
改
正
に
対
し
て
、

基
本
法
一
条
又
は
二
〇
条
に
照
ら
し
た
解
釈
を
通
し
て
、
そ
れ
を
合
憲
に

な
る
よ
う
に
手
助
け
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
そ
れ
が
基
本
法
七
九
条
三
項

に
耐
え
る
不
文
の
内
在
的
制
約
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。」
し
か
し
、
基
本
法
制
定
者
は
、
す
で
に
、
こ
れ
ら
の
諸

条
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
に
抵
触
す
る
改
正
を
不
適
法
で
あ
る

と
し
て
排
除
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
よ
り
広
い

範
囲
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
す
で
に
、
憲
法
に

定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
法
治
国
家
的
基
本
原
則
に
基
づ
く
又
は
人

間
の
尊
厳
の
確
保
に
役
立
つ
諸
々
の
基
本
権
地
位
の
崩
壊
の
始
ま
り
を
阻

止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
法
治
国
家
が
全
体
と
し
て
廃
止
さ
れ
、

人
間
の
尊
厳
が
も
は
や
保
護
を
受
け
な
い
も
の
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
初
め

て
作
動
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
基
本
法
七
九

条
三
項
が
我
々
の
憲
法
の
主
要
な
支
柱
の
漸
次
的
解
体
に
対
処
で
き
る
た

め
に
、
憲
法
改
正
を
言
葉
ど
お
り
に
受
け
取
り
、
立
法
者
に
対
す
る
授
権

を
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
に
よ
っ
て
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
に
抵
触
す
る
場
合
、
基

本
法
七
九
条
三
項
は
、
許
容
さ
れ
な
い
改
正
を
事
後
的
に
合
憲
に
な
る
よ

う
に
手
助
け
す
る
憲
法
適
合
的
解
釈
の
余
地
を
も
は
や
提
供
し
な
い



二
四
四

第
二
の
問
題
点
は
、
憲
法
改
正
法
律
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
審

査
に
お
け
る
憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
是
非
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年

一
二
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決
（
盗
聴
判
決
）
に
お
い

て
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
多
数
意
見
と
少
数
意
見
が
鋭
く
対
立
し
た
。
こ

の
対
立
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
三
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決
に

お
い
て
も
ま
っ
た
く
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、

別
稿
（
26
）

に
お
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
い
た
。

な
お
、
本
稿
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
規
範
内
容
に
関
す
る
学
説
上

の
議
論
を
ま
っ
た
く
取
り
上
げ
て
い
な
い
（
27
）

。
基
本
法
七
九
条
三
項
に
関
す

る
学
説
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
も
、
別
途
論
文
を
作
成
し
て
、
多
少
と
も

詳
し
い
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

最
後
に
、
繰
り
返
し
に
な
っ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
本
稿
の
目
的
は
、
憲

法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法

裁
判
所
の
判
例
を
参
考
資
料
と
し
て
で
き
る
限
り
客
観
的
に
紹
介
す
る
こ

と
に
あ
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
理
論
に
含
ま
れ
る
問
題
点

の
検
討
は
、
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。

（
1
） 

樋
口
陽
一
『
転
換
期
の
憲
法
？
』（
敬
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
一
六
〇
頁
、

一
七
四
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
違
憲
審
査
を
す
る
裁
判
官
の
正
統
性
と
法
解
釈

観
─
比
較
考
察
─
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
三
七
号
（
一
九
九
四
年
））。
樋
口
は
、

裁
判
所
の
判
例
を
時
系
列
に
沿
っ
て
出
来
る
限
り
詳
し
く
か
つ
内
在
的
に

紹
介
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
以
上
の
作
業
に
よ
っ
て
基
本
法
改
正
法
律
が

基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
し
た
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
判
例
の
内
容
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
欧
州
連
合
に
対
す
る
諸
高
権
の
委
譲
の
限
界
に
関
連
し
て
基
本
法

七
九
条
三
項
適
合
性
判
断
を
行
っ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
紹

介
・
分
析
す
る
作
業
の
対
象
か
ら
除
外
し
た
。
こ
れ
に
関
連
す
る
判
例
に

つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
、
紹
介
・
分
析
す
る
作
業
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
、
基
本
法
七
四
ａ
条

（
当
時
）、
基
本
法
一
四
三
条
三
項
、
基
本
法
八
八
条
二
文
、
基
本
法
一
六

ａ
条
二
項
な
い
し
五
項
、
及
び
基
本
法
一
三
条
三
項
の
基
本
法
七
九
条
三

項
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
し
た
。
す
べ
て
合
憲
判
断
で
あ
っ
た
。
連
邦
憲

法
裁
判
所
の
判
例
理
論
の
問
題
点
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
少
な
く
と
も
、

次
の
二
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
25
）

。

第
一
の
問
題
点
は
、
憲
法
改
正
法
律
を
判
断
す
る
枠
組
み
（
基
本
法

七
九
条
三
項
の
解
釈
）
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
〇
年

一
二
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決
（
盗
聴
判
決
）
に
お
い

て
、
多
数
意
見
と
少
数
意
見
が
鋭
く
対
立
し
て
い
た
。
こ
の
問
題
点
に
つ

い
て
は
、
学
説
に
お
け
る
議
論
状
況
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
別
稿
に
お
い

て
、
多
少
と
も
詳
し
い
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
。



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
岡
田
）

二
四
五

改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
に
つ
い
て
は
消
極
的
立
場
を
採
っ
て
い
る
よ

う
に
も
見
え
る
。
な
お
、
こ
の
主
題
に
関
連
す
る
樋
口
の
最
近
の
論
文
と
し
て
、

樋
口
陽
一
『
抑
止
力
と
し
て
の
憲
法
─
再
び
立
憲
主
義
に
つ
い
て
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
一
七
年
）
三
四
頁
以
下
（
初
出
、
同
「『
立
憲
主
義
』
と
『
憲
法
制

定
権
力
』：
対
抗
と
補
完
─
最
近
の
内
外
憲
法
論
議
の
中
か
ら
─
」
日
本
学
士

院
紀
要
六
九
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
））
が
あ
る
。

山
元
一
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
と
憲
法
制
定
権
力
（
続
）」
慶
応
法
学
三
九

号
（
二
〇
一
八
年
）
一
頁
以
下
（
九
頁
以
下
）
は
、「
国
家
の
諸
活
動
を
法
的

に
規
律
し
よ
う
と
す
る
憲
法
裁
判
の
活
性
化
と
、
そ
の
よ
う
な
規
律
の
基
準
そ

の
も
の
を
変
動
さ
せ
よ
う
と
す
る
憲
法
制
定
権
力
行
使
の
活
性
化
」
と
い
う
今

日
的
状
況
「
か
ら
生
じ
て
く
る
ト
ポ
ス
の
一
つ
が
、
憲
法
改
正
行
為
に
対
す
る

実
質
的
な
違
憲
審
査
の
可
否
と
い
う
論
点
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、「
違
憲
の
憲

法
改
正
」
問
題
を
検
討
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
学
者
の
著
作
を
肯
定
的
に
紹
介
し

て
い
る
（
な
お
、
山
元
一
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
世
界
と
憲
法
制
定
権
力
」
法
学
研

究
（
慶
應
義
塾
大
学
）
九
一
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
九
頁
以
下
も
参
照
。）。

山
元
論
文
を
読
む
と
、
現
時
点
に
お
い
て
「
違
憲
の
憲
法
改
正
」
問
題
を
考
察

す
る
と
き
に
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
平
」
に
立
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
で

あ
る
（
二
〇
頁
以
下
）
が
、
本
稿
は
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
と
い
う

地
域
的
に
極
め
て
限
定
的
な
範
囲
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
研
究
対
象
の

限
定
は
、
主
と
し
て
、
ド
イ
ツ
語
で
あ
れ
ば
多
少
は
読
め
る
と
い
う
筆
者
の
語

学
力
の
限
界
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
ド
イ

ツ
の
判
例
及
び
学
説
が
「
違
憲
の
憲
法
改
正
」
問
題
に
戦
後
初
期
か
ら
先
駆
的

に
取
り
組
ん
で
き
て
お
り
、
判
例
・
学
説
の
豊
富
な
蓄
積
が
あ
る
、
と
い
う
事

情
も
大
い
に
関
係
し
て
い
る
と
弁
明
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
そ
の
他
の
先
行
業
績
と
し
て
、
青
柳
卓
弥
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お

け
る
憲
法
修
正
権
と
司
法
審
査
権
に
関
す
る
一
考
察
─
『
制
憲
革
命
』
説
へ
の

「
民
主
主
義
社
会
で
は
す
べ
て
公
権
力
は
主
権
者
＝
国
民
に
責
任
を
負
う
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
独
立
し
て
職
権
を
行
う
裁
判
官
、

国
民
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
い
立
場
に
あ
る
裁
判
官
が
、
国
民
の
意
思
を
援

用
す
る
立
法
府
の
つ
く
っ
た
法
律
を
無
効
に
で
き
る
の
は
な
ぜ
か
」、
と
い
う

「
難
問
」（
一
六
二
頁
以
下
）
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
と
し
て
、「
裁
判
官
が
違

憲
判
断
を
下
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
す
べ
て
が
決
着
す
る
わ
け
で
は

な
」
く
、「
最
後
の
言
葉
は
、
憲
法
改
正
権
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
、
違
憲

と
さ
れ
た
法
律
を
改
正
す
る
か
、
そ
れ
と
も
憲
法
の
方
を
改
め
る
か
は
、
憲
法

改
正
権
者
の
判
断
次
第
な
の
だ
」
と
い
う
「
消
極
的
な
意
味
あ
い
で
、
裁
判
官

の
正
統
性
を
弁
明
す
る
議
論
の
仕
方
」
が
あ
る
と
指
摘
し
（
一
六
七
頁
以
下
）、

フ
ラ
ン
ス
の
状
況
（
一
七
三
頁
以
下
、
一
七
五
頁
以
下
）
を
踏
ま
え
て
、
こ
の

論
拠
が
「
違
憲
審
査
に
と
っ
て
い
わ
ば
ブ
ー
メ
ラ
ン
と
し
て
の
攻
め
道
具
と

な
」
り
、「
そ
れ
に
対
し
、
違
憲
審
査
の
側
か
ら
の
も
う
一
段
つ
ぎ
の
次
元
で

の
再
反
撃
が
可
能
か
ど
う
か
が
、『
憲
法
裁
判
官
は
憲
法
改
正
権
を
審
査
で
き

る
か
』（F

avoreu

）
と
い
う
問
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
の
認
識

を
示
し
て
い
る
（
一
七
四
頁
）。
も
っ
と
も
、
樋
口
自
身
は
、「
憲
法
改
正
論
に

と
っ
て
、
改
正
の
限
界
を
ふ
み
こ
え
た
憲
法
変
更
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ

の
憲
法
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
否
定
し
、
ま
っ
た
く
新
し
い
法
秩
序
が
成
立

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
ひ
と
つ
の
憲
法
が
別
の
憲
法
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
た

あ
と
で
、
も
は
や
実
効
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
先
行
す
る
憲
法
秩
序
を
基
準
と

し
て
新
し
い
憲
法
が
無
効
だ
と
い
う
こ
と
は
、
実
定
法
を
問
題
と
す
る
法
的
議

論
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
る
。
ま
し
て
、（
憲
法
改
正
作
用
に
ま
で
違
憲
審
査

制
に
よ
る
裁
判
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ぶ
と
す
る
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
た
と

し
て
も
）
先
行
す
る
憲
法
を
前
提
に
し
た
機
関
で
あ
る
裁
判
所
が
、
法
的
制
約

を
加
え
る
た
め
に
介
入
す
る
余
地
は
な
い
。」
と
論
じ
て
い
る
（
樋
口
陽
一

『
憲
法
Ⅰ
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）
三
八
一
頁
）
こ
と
か
ら
し
て
、
憲
法



二
四
六

座
４
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
四
年
））
は
、
①
「
憲
法
改
正
手
続
に
し
た
が
っ
て

憲
法
が
全
面
的
に
、
し
か
も
改
正
の
限
界
を
逸
脱
し
て
改
正
さ
れ
た
場
合
」
と

②
「
憲
法
の
一
部
が
改
正
手
続
に
よ
り
、
し
か
し
改
正
の
限
界
を
超
え
て
変
更

さ
れ
た
場
合
」
に
分
け
、
①
の
場
合
に
お
い
て
も
、
ま
た
②
の
場
合
で
お
い
て

も
、「
無
効
で
は
あ
る
が
、
有
効
だ
」
と
い
う
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と

指
摘
し
つ
つ
も
、
①
の
場
合
に
つ
い
て
は
、「
旧
憲
法
は
新
憲
法
が
施
行
さ
れ

た
と
き
当
然
に
効
力
を
失
う
か
ら
、
新
憲
法
の
下
で
憲
法
裁
判
制
度
が
採
用
さ

れ
」、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
認
め
る
違
憲
の
憲
法
規
範
の
理
論
を
取
り
入

れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
仮
定
し
て
も
、「
新
憲
法
下
の
憲
法
裁
判
所
が
自
己

の
存
立
の
基
礎
で
あ
る
憲
法
そ
の
も
の
の
効
力
を
判
断
す
る
こ
と
は
、
論
理
的

に
不
可
能
で
あ
る
」
が
、
②
の
場
合
に
つ
い
て
は
、「
裁
判
所
の
司
法
審
査
権

が
憲
法
改
正
前
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
（
つ
ま
り
、
審
査
権
の
根
拠
が
改

正
前
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
効
力
を
持
続
す
る
憲
法
に
あ
る
場
合
）
で
も
、
ア

メ
リ
カ
で
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
憲
法
規
範
そ
の
も
の
の
実
質
的
・
内
容
的

審
査
は
、
お
そ
ら
く
政
治
問
題
だ
と
み
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、『
無
効

で
あ
る
が
有
効
』
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
こ
と
は
、
避
け
が
た
い
で
あ
ろ
う
」

と
説
い
た
。
芦
部
説
は
結
論
的
に
は
否
定
説
に
位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
筆
者
と

し
て
は
、
芦
部
説
が
、
②
の
場
合
に
お
い
て
、「
政
治
問
題
」
で
あ
る
か
ら
裁

判
所
は
憲
法
規
範
そ
の
も
の
の
実
質
的
・
内
容
的
審
査
を
差
し
控
え
る
と
主
張

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
改
正
の
審
査
が
「
論
理
的
に
不

可
能
で
あ
る
」
と
は
主
張
し
て
い
な
い
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
（
な
お
、
高

柳
賢
三
は
、
六
〇
年
代
に
、「
最
高
裁
判
所
は
、
現
に
成
立
し
た
憲
法
改
正
を
、

限
界
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
違
憲
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
な

い
で
あ
ろ
う
」
か
ら
、「
た
と
え
ば
基
本
的
人
権
の
原
理
が
改
正
の
限
界
を
な

す
と
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
」
が
、
こ
の
「
説
も
法
律
的
に
は
、
限
界
な
し
と

す
る
説
と
同
じ
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
憲
法
調
査
会

理
論
的
根
拠
と
し
て
─
」
法
学
政
治
学
論
究
（
慶
應
義
塾
大
学
）
二
四
号

（
一
九
九
五
年
）
二
五
九
頁
以
下
、
同
「
憲
法
修
正
に
対
す
る
司
法
審
査
：
我

が
国
に
お
け
る
憲
法
改
正
論
議
へ
の
理
論
的
視
座
と
し
て
」
法
政
論
叢
（
日
本

法
政
学
会
）
三
一
巻
（
一
九
九
五
年
）
五
八
頁
以
下
が
あ
る
。

（
2
） 

憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
に
関
す
る
最
近
の
学
説
は
本
文
で

示
す
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
戦
後
の
学
説
の
展
開
を
時
系
列
に
沿
っ
て

簡
単
に
跡
付
け
て
お
こ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
法
学
協
会
『
注
解
日
本
国
憲
法

下
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
）
一
四
三
〇
頁
は
、
限
界
を
超
え
た
改
正
は

こ
の
憲
法
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
八
一
条
に
従
っ
て
裁
判
所
が
そ
れ
に
つ

い
て
違
憲
の
審
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
起
る
が
、
第

八
一
条
は
憲
法
を
前
提
と
し
た
限
り
で
の
規
定
で
あ
り
、
前
提
と
な
っ
て
い
る

憲
法
が
改
正
さ
れ
れ
ば
、
最
高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
の
範
囲
も
そ
れ
に
応
じ

て
変
わ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
の
違
憲
審
査
権
は
も
た

な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
た
。
こ
の
解
釈
に
対
し
て
、
作

間
忠
雄
「
憲
法
改
正
行
為
の
限
界
」
鈴
木
安
蔵
編
『
憲
法
改
正
の
基
本
問
題
』

（
勁
草
書
房
、
一
九
五
六
年
）
二
六
七
頁
は
、「
わ
が
憲
法
第
八
一
条
の
解
釈
と

し
て
憲
法
改
正
を
違
憲
審
査
の
対
象
と
な
し
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
」
が
、

「
憲
法
改
正
権
は
憲
法
上
の
委
任
さ
れ
た
権
能
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
権
能
の
行

使
が
憲
法
の
規
定
に
反
し
え
な
い
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
か
ら
」、「
要
す
る
に
、

そ
の
限
界
を
逸
脱
し
た
憲
法
改
正
行
為
は
法
的
に
有
効
た
り
え
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
」
あ
る
か
ら
、「
理
論
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
そ
の
違
憲
審

査
権
の
行
使
に
際
し
て
、
憲
法
改
正
に
対
し
手
続
的
審
査
の
み
な
ら
ず
実
質
的

審
査
を
も
加
え
て
、
そ
の
合
憲
性
を
判
断
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
反

論
を
加
え
て
い
る
。
六
〇
年
代
に
入
る
と
、
芦
部
信
喜
の
解
釈
論
が
登
場
す
る
。

芦
部
信
喜
『
憲
法
制
定
権
力
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
一
一
四

頁
以
下
（
初
出
、
同
「
憲
法
改
正
の
限
界
」
清
宮
四
郎
・
佐
藤
功
編
『
憲
法
講



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
岡
田
）

二
四
七

生
古
稀
記
念
論
文
集
『
日
本
国
憲
法
の
理
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
））
は
、

ま
ず
、「
憲
法
改
正
国
民
投
票
の
意
義
」
に
つ
い
て
、「
憲
法
の
制
定
に
あ
た
っ

て
そ
こ
に
『
主
権
者
と
し
て
の
国
民
』
の
意
思
が
表
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
憲
法
改
正
作
用
そ
れ
自
体
は
、
あ
く
ま
で
『
国

家
機
関
と
し
て
の
国
民
』
の
行
為
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」（
八
八
頁
）
と
考
え
る
と
、「
八
一
条
に
定
め
ら
れ
た
違
憲
立
法
審

査
制
は
本
来
、
九
八
条
の
『
憲
法
の
最
高
法
規
性
』
の
原
理
に
論
理
的
に
も
と

づ
き
、
そ
こ
に
宣
言
さ
れ
た
憲
法
の
最
高
法
規
性
を
具
体
的
に
確
保
す
る
た
め

の
制
度
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」
の
で
、「
憲
法
改
正
の
合
憲
性
審
査
を
め

ぐ
っ
て
、
八
一
条
の
趣
旨
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
基
本

的
に
は
、
こ
の
憲
法
の
最
高
法
規
性
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題

と
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
こ
ろ
、「
九
八
条
の
最
高
法
規

性
の
意
味
」
は
、「
憲
法
規
範
が
単
に
合
法
的
な
手
続
を
踏
ん
で
制
定
な
い
し

定
立
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
『
形
式
的
』
な
憲
法
規
範
で
あ
り
さ
え
す

れ
ば
た
り
る
と
い
う
こ
と
の
み
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
」
く
、
九
八
条

は
、
前
文
の
趣
旨
を
受
け
て
、
そ
し
て
、
前
文
の
趣
旨
を
根
拠
と
し
て
、「
最

高
法
規
と
し
て
の
憲
法
の
地
位
と
そ
れ
が
遵
守
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
宣
言
し
た

規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
観
点
か
ら
「
八
一
条
の
趣
旨
」
を
考
え
る

と
、「
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
『
違
憲
審
査
の
基
準
』
と
し
て
の
憲
法
も
ま
た
、

お
そ
ら
く
は
単
な
る
形
式
的
な
意
味
で
の
憲
法
で
は
な
く
、
前
文
あ
る
い
は

九
八
条
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
『
最
高
法
規
』
と
し

て
の
実
質
を
そ
な
え
た
憲
法
規
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
」、

「
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
憲
法
規
範
が
所
定
の
手
続
に
違
反
し
、
あ

る
い
は
実
質
的
に
改
正
の
限
界
を
超
え
て
し
ま
っ
た
等
の
理
由
に
よ
り
、
憲
法

内
部
の
他
の
規
範
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
、
そ
こ
で
は
ま
さ

し
く
そ
の
よ
う
な
憲
法
規
範
は
『
最
高
法
規
』
と
し
て
の
地
位
を
も
ち
う
る
か

『
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
書
第
七
号
　
前
文
・
天
皇
・
戦
争
放
棄
・
改

正
・
最
高
法
規
に
関
す
る
報
告
書
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
一
九
六
四
年
）

二
三
一
頁
以
下
））。
七
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
寿
田
竜
輔
「
憲
法
改
正
限
界

論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
三
八
号
（
一
九
七
七
年
）
一
〇
二
頁
以
下
（
一
〇
七
頁
）

が
、「
限
界
論
の
実
効
性
を
担
保
す
べ
く
、
限
界
論
の
立
場
か
ら
論
理
的
限
界

を
こ
え
、
し
た
が
っ
て
無
効
で
あ
る
憲
法
改
正
を
─
違
憲
立
法
の
場
合
の
よ
う

に
─
裁
判
手
続
に
よ
っ
て
事
後
的
に
と
り
あ
げ
、
審
査
検
討
の
う
え
そ
の
無
効

を
確
認
な
い
し
宣
言
す
る
と
い
っ
た
方
法
を
制
度
化
す
る
こ
と
」
を
提
案
し
て

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
八
〇
年
代
に
お
い
て
、
石
村
修
『
憲
法
の
保
障
─

そ
の
系
譜
と
比
較
法
的
検
討
─
』（
尚
学
社
、
一
九
八
七
年
）
二
五
七
頁
（
初

出
、
同
「
憲
法
保
障
と
し
て
の
憲
法
改
正
限
界
論
」
専
修
法
学
論
集
三
三
号

（
一
九
八
一
年
））
は
、「
現
代
国
家
に
お
い
て
、
憲
法
の
最
終
的
な
公
権
的
解

釈
者
と
し
て
裁
判
所
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
」
が
、「
裁
判
所
は
権
力

分
立
を
根
拠
と
し
て
、
立
法
府
の
判
断
に
対
し
て
は
介
入
し
な
い
立
場
を
採
る

こ
と
に
現
実
的
に
は
な
ら
ざ
る
を
え
」
な
い
こ
と
、「
し
か
も
、
我
が
国
の
裁

判
所
は
、
あ
く
ま
で
も
近
代
型
の
審
査
権
を
行
使
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら

れ
る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、「
八
一
条
は
実
質
的
憲
法
違
反
の
憲
法
を
審
査

す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
」
と
説
い
て
い
る
。
石
村
説
も
否
定
説
に

位
置
付
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
付
け
は
日
本
の
裁
判
所
が
「
近
代
型
の
審
査

権
を
行
使
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
点
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
石
村
説
に
お
い
て
も
、

裁
判
所
に
よ
る
憲
法
改
正
の
審
査
が
「
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
」
と
は
主
張

さ
れ
て
い
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
比
較
法

的
知
見
を
踏
ま
え
て
憲
法
改
正
の
司
法
審
査
を
肯
定
す
る
解
釈
論
を
用
意
周
到

に
展
開
し
た
高
野
敏
樹
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
。
高
野
敏
樹
『
憲
法
制
定
権
力

と
主
権
』（
青
潮
社
、
一
九
九
八
年
）（
初
出
、
同
「
憲
法
保
障
と
憲
法
改
正
の

合
憲
性
─
憲
法
改
正
に
対
す
る
違
憲
審
査
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
」
佐
藤
功
先



二
四
八

二
〇
一
一
年
）
五
〇
六
頁
［
工
藤
達
朗
］
に
お
い
て
も
、「
日
本
国
憲
法
は
国

民
が
改
正
す
る
。
投
票
し
た
国
民
の
過
半
数
が
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
憲
法

改
正
を
裁
判
所
が
覆
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
疑
問
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
上

は
、
憲
法
改
正
限
界
説
に
立
っ
た
場
合
で
も
、
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
改
正
行
為

の
審
査
を
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
説
い
て
い
る
。
な
お
、
井
口
秀
作
は
、

全
国
憲
法
研
究
会
二
〇
一
五
年
秋
季
研
究
総
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、

「
憲
法
九
六
条
で
国
民
投
票
が
義
務
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
主
権
者
国

民
の
ラ
ス
ト
ワ
ー
ド
と
し
て
の
意
思
表
示
だ
と
考
え
る
と
、
一
般
的
に
憲
法
改

正
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
違
憲
審
査
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
国
民
投
票
だ
か

ら
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
憲
法
改
正
と
い
う
場
面
で
の
国
民
投
票
だ
か
ら
と

い
う
こ
と
で
否
定
さ
れ
る
と
、
私
自
身
は
理
解
し
て
い
る
。」
と
発
言
し
て
い

る
（
建
石
真
公
子
・
石
村
修
「
秋
季
研
究
総
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ま
と
め
」
全

国
憲
法
研
究
会
編
『
憲
法
問
題
二
七
　
二
〇
一
六
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
六
年
）

一
一
九
頁
）。

（
6
） 

赤
坂
正
浩
『
世
紀
転
換
期
の
憲
法
論
』（
信
山
社
、
二
〇
一
五
年
）

四
二
二
頁
（
初
出
、
同
「
戦
後
憲
法
学
に
お
け
る
憲
法
改
正
限
界
論
」
全
国
憲

法
研
究
会
編
『
憲
法
問
題
一
四
　
二
〇
一
三
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
三
年
））。

（
7
） 

高
橋
和
之
『
体
系
憲
法
訴
訟
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
一
四
七
頁

以
下
。
さ
ら
に
、
肯
定
説
を
志
向
す
る
学
説
と
し
て
、
南
野
森
「
憲
法
改
正
限

界
論
再
考
─
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
序
説
」
長
谷
部
恭
男
・
安
西
文
雄
・
宍
戸

常
寿
・
林
知
更
編
『
高
橋
和
之
先
生
古
稀
記
念
　
現
代
立
憲
主
義
の
諸
相
　

上
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
一
二
三
頁
以
下
が
あ
る
。
南
野
は
、
憲
法
改

正
の
違
憲
審
査
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
憲
法
規
定
に
は
必
ず
し
も
依
存
せ
ず
、

「
政
治
部
門
と
違
憲
審
査
機
関
と
の
現
実
の
力
関
係
を
、
違
憲
審
査
機
関
自
身

が
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
」、
さ
ら
に
、「
違
憲
審
査
機
関
が
、
自
ら
の

役
割
を
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
憲
法
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
」
に
依
存
す

と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
」
お
り
、「
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
最
高
裁
判
所
が

か
り
に
法
令
の
合
憲
性
審
査
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
『
憲
法
違
反
の
憲
法

規
範
』
を
違
憲
審
査
の
基
準
と
し
て
適
用
す
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
か
え
っ

て
憲
法
の
最
高
規
範
性
を
定
め
た
九
八
条
の
規
範
力
を
弱
め
る
こ
と
に
な
ら
ざ

る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
」
か
ら
、「
た
と
え
八
一
条
が
条
文
の
文
言
形
式
上
で

は
憲
法
改
正
を
明
示
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
憲
法
改

正
を
そ
の
審
査
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
必
然
性
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」（
九
〇
頁
以
下
）
と
主
張
し
て
い
た
。

以
上
が
戦
後
の
（
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
）
学
説
の
展
開
で
あ
る
。
戦
後
初

期
（
一
九
五
四
年
）
に
法
学
協
会
『
注
解
日
本
国
憲
法
下
巻
』
に
お
い
て
示
さ

れ
た
否
定
説
の
根
拠
は
、「
前
提
と
な
っ
て
い
る
憲
法
が
改
正
さ
れ
れ
ば
、
最

高
裁
判
所
の
違
憲
審
査
権
の
範
囲
も
そ
れ
に
応
じ
て
変
わ
っ
た
」
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
理
由
付
け
は
、
そ
の
後
の
学
説
（
芦
部
、
石
村
）
に
よ
っ
て
は
必
ず

し
も
支
持
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
そ
の
後
の
学
説
は
、
否
定
説
で
あ
っ
て

も
、
裁
判
所
に
よ
る
憲
法
改
正
の
審
査
が
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
。
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
最
近
の
学
説
に
お
い
て
肯
定
説
が
有

力
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
盤
は
従
来
の
学
説
に
お
い
て
す
で
に
築
か

れ
て
き
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
3
） 

宍
戸
常
寿
「『
憲
法
を
改
正
す
る
』
こ
と
の
意
味
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
九

号
（
二
〇
一
四
年
）
二
二
頁
以
下
（
二
七
頁
）。

（
4
） 

工
藤
達
朗
『
憲
法
学
研
究
』（
尚
学
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
九
八
頁
（
初

出
、
同
「
憲
法
改
正
の
違
憲
審
査
」
樋
口
陽
一
・
上
村
貞
美
・
戸
波
江
二
編
集

代
表
『
日
独
憲
法
学
の
想
像
力
　
下
巻
─
栗
城
壽
夫
先
生
古
稀
記
念
』（
信
山

社
、
二
〇
〇
三
年
））。

（
5
） 

工
藤
・
前
掲
注（
４
）二
〇
六
頁
以
下
。
工
藤
は
、
芹
沢
斉
・
市
川
正
人
・

阪
口
正
二
郎
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
岡
田
）

二
四
九

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
筆
者
の
管
見
に
よ
る
限
り
、
憲
法
改
正
法
律

の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を

包
括
的
に
紹
介
し
た
先
行
業
績
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
、
本
稿
は
、
研
究

ノ
ー
ト
で
あ
っ
て
も
若
干
の
存
在
価
値
を
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
個
別
の
判
例
に
つ
い
て
紹
介
・
検
討
し
た
論
文
は
存
在
し

て
お
り
、
以
下
（
Ⅱ
）
に
お
い
て
個
別
の
判
例
を
紹
介
す
る
に
際
し
て
、
当
該

判
例
に
関
連
す
る
業
績
を
注
記
す
る
。
な
お
、
本
稿
に
関
連
す
る
研
究
書
と
し

て
、
大
隅
義
和
『
憲
法
制
定
権
の
法
理
─
「
違
憲
の
憲
法
」
と
の
関
連
で
─
』

（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。

（
10
） B

V
erfG

E
 30, 1. 

以
下
、
こ
の
判
決
の
引
用
は
、
本
文
で
連
邦
憲
法
裁

判
所
判
例
集
の
該
当
す
る
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。
こ
の
判
決
の
紹

介
・
解
説
と
し
て
、
西
浦
公
「
通
信
の
秘
密
と
そ
の
制
限
─
盗
聴
判
決
─
」
ド

イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・
根
森
健
編
集
代
表
『
ド

イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
六
一
頁
以
下
が

あ
る
。
ま
た
、
石
村
・
前
掲
注（
２
）二
四
〇
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
憲
法
保
障

と
し
て
の
憲
法
改
正
限
界
論
」
専
修
法
学
論
集
三
三
号
（
一
九
八
一
年
））、
渡

辺
康
行
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
解
釈
方
法
論
」
新
正
幸
・
鈴
木
法

日
児
『
憲
法
制
定
と
変
動
の
法
理
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
一
年
）
五
一
七
頁
以

下
（
五
三
一
頁
以
下
）、
西
村
枝
美
「
憲
法
改
正
の
限
界
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト

九
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
〇
頁
以
下
（
三
三
頁
以
下
）
も
こ
の
判
決
に
検
討
を

加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
玉
蟲
由
樹
『
人
間
の
尊
厳
保
障
の
法
理
─
人
間
の
尊

厳
条
鋼
の
規
範
的
意
義
と
動
態
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
三
年
）
も
こ
の
判
決
に

触
れ
て
い
る
（
三
〇
頁
以
下
、
一
七
〇
頁
以
下
等
）。

（
11
） 

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
判
決
の
前
に
、
他
の

文
脈
に
お
い
て
基
本
法
七
九
条
三
項
に
言
及
し
て
い
た
。B

V
erfG

E
 1, 14  

（32

）; 3, 225 
（232

）; 4, 157 

（169 f.

）
を
参
照
。

る
と
指
摘
し
つ
つ
、「
違
憲
審
査
機
関
が
自
ら
の
役
割
を
、
特
定
の
政
策
実
現

が
通
常
法
律
で
可
能
か
あ
る
い
は
憲
法
改
正
を
必
要
と
す
る
か
と
い
う
、
政
治

部
門
が
辿
る
べ
き
道
筋
を
示
す
こ
と
に
と
ど
ま
る
と
考
え
る
の
で
れ
ば
、
お
そ

ら
く
そ
の
よ
う
な
違
憲
審
査
機
関
が
憲
法
改
正
の
違
憲
審
査
に
踏
み
出
す
蓋
然

性
は
低
い
で
あ
ろ
う
」
が
、「
反
対
に
、
違
憲
審
査
機
関
が
、
憲
法
と
は
特
定

の
価
値
を
体
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
憲
法
の
擁
護

者
と
し
て
の
役
割
を
自
任
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
治
部
門
と
の
力
関
係
に
つ
い

て
の
自
己
理
解
次
第
で
は
、
憲
法
改
正
の
違
憲
審
査
に
踏
み
込
む
可
能
性
が
あ

る
だ
ろ
う
」
と
説
い
て
い
る
（
南
野
・
前
掲
注（
７
）一
四
二
頁
以
下
）。

（
8
） 

工
藤
・
注（
４
）二
三
〇
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
憲
法
改
正
限
界
論
」
長
谷

部
恭
男
編
『
岩
波
講
座
憲
法
６
　
憲
法
と
時
間
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
））

は
、
憲
法
制
定
権
力
と
憲
法
改
正
権
を
区
別
し
、「
憲
法
制
定
権
力
の
基
本
決

定
、
憲
法
の
基
本
原
理
を
変
更
す
る
こ
と
は
、
憲
法
改
正
の
限
界
を
超
え
る
」

と
解
す
る
憲
法
改
正
限
界
論
に
つ
い
て
、「
基
本
決
定
ま
た
は
基
本
原
理
は
、

基
本
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
包
括
的
で
漠
然
と
し
て
」
お
り
、「
何
が
ど
う
変

更
さ
れ
れ
ば
基
本
原
理
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
、
事
前
に
判
断
す
る

こ
と
は
難
し
い
」
の
で
、「
現
実
の
憲
法
改
正
案
を
離
れ
た
事
前
の
議
論
に
は

限
界
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
お

い
て
は
、
具
体
的
な
憲
法
改
正
に
即
し
て
ま
さ
に
個
別
具
体
的
な
検
討
が
な
さ

れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
憲
法
改
正
限
界
論
の
立
場

か
ら
憲
法
改
正
の
限
界
を
き
め
細
か
に
詰
め
て
確
定
す
る
作
業
を
す
る
際
に
、

大
い
に
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
） 

本
稿
は
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
た
ド
イ

ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
多
少
と
も
詳
し
く
か
つ
客
観
的
に
紹
介
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
問
題
点
を
考
察
す
る
部
分
を
含
ん
で
お
ら
ず
、
そ
の

意
味
に
お
い
て
「
論
説
」
で
は
な
く
、「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
し
て
性
格
を
有
し



二
五
〇

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
判
決
─
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注（
18
）

三
九
五
頁
以
下
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
岡
田
俊
幸
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
判
決
」
石
川
明
・
櫻
井
雅
夫
編
『
Ｅ
Ｕ
の
法
的
課
題
』（
慶

應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
一
九
三
頁
以
下
、
同
「
欧
州
通
貨
同
盟

と
国
家
主
権
─
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
判
決
を
め
ぐ
っ

て
」
石
川
明
編
『
Ｅ
Ｕ
法
の
現
状
と
課
題
』
信
山
社
、
二
〇
〇
一
年
）
一
一
頁

以
下
も
参
照
。

（
22
） B

V
erfG

E
 94, 12. 

以
下
、
こ
の
判
決
の
引
用
は
、
本
文
で
連
邦
憲
法
裁

判
所
判
例
集
の
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
23
） B

V
erfG

E
 94, 49. 

以
下
、
こ
の
判
決
の
引
用
は
、
本
文
で
連
邦
憲
法
裁

判
所
判
例
集
の
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。
こ
の
判
決
の
紹
介
・
解
説

と
し
て
、
川
又
信
彦
「
庇
護
権
に
お
け
る
『
安
全
な
第
三
国
』
要
件
」
ド
イ
ツ

憲
法
判
例
研
究
会
編
（
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・
島
崎
健
太
郎
編
集
代
表
）

『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
五
八
頁
以
下
が
あ
る
。

（
24
） B

V
erfG

E
 109, 279. 

以
下
、
こ
の
判
決
の
引
用
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

判
例
集
に
付
さ
れ
て
い
る
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。
こ
の
判
決

の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
平
松
毅
「
住
居
に
対
す
る
高
性
能
盗
聴
器
に
よ
る
盗

聴
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注（
23
）三
二
〇
頁
以
下
が
あ
る
。

（
25
） 

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
憲
法
改
正
の
違
憲
審
査

の
可
否
そ
れ
自
体
が
大
き
な
論
争
点
で
あ
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の

研
究
は
、
こ
の
論
点
の
理
論
的
深
化
に
ほ
と
ん
ど
寄
与
し
な
い
。
何
故
な
ら
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
改
正
さ
れ
た
憲
法
条
文
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合

す
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
権
限
を
自
ら
が
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
あ

た
か
も
自
明
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
上
記
の
審
査
権
の
根
拠
付
け
は
ま
っ
た
く

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
工
藤
・
注（
４
）一
九
九
頁
以
下
は
、「
ド
イ
ツ
で

は
ど
う
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
憲
法
改
正
の
合
憲
性
を
審
査
す
る
こ
と
が
認

（
12
） 

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
判
決
に
お
い
て
、
さ
ら
に
、
基
本
法
一
〇
条

法
律
の
あ
る
規
定
に
つ
い
て
、
制
限
の
目
的
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
が
な
い
場

合
で
も
、
制
限
を
受
け
る
者
に
通
知
し
な
い
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
基
本

法
一
〇
条
二
項
二
文
に
適
合
し
な
い
と
判
断
し
た
が
、
こ
の
判
断
に
つ
い
て
は

触
れ
な
い
。

（
13
） B

V
erfG

E
 30, 1 

（34

）.

（
14
） B

V
erfG

E
 34, 9.

（
15
） B

V
erfG

E
 34, 9 (20).

（
16
） B

V
erfG

E
 34, 9 (20 f.).

（
17
） B

V
erfG

E
 34, 9 (21 ff.).

（
18
） B

V
erfG

E
 83. 37. 

こ
の
判
決
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
古
野
豊
秋
「
地

方
自
治
体
に
お
け
る
外
国
人
の
選
挙
権
─
外
国
人
選
挙
権
（
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ

ヒ–

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
）
事
件
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
（
栗
城
壽
夫
・

戸
波
江
二
・
石
村
修
編
集
代
表
）『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅱ
（
第
二
版
）』（
信

山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
三
七
二
頁
以
下
が
あ
る
。

（
19
） B

V
erfG

E
 83. 37 

（59

）.

（
20
） B

V
erfG

E
 84, 90. 

以
下
、
こ
の
判
決
の
引
用
は
、
本
文
で
連
邦
憲
法
裁

判
所
判
例
集
の
該
当
す
る
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。
こ
の
判
決
の
紹

介
・
解
説
と
し
て
、
中
島
茂
樹
「
ド
イ
ツ
再
統
一
と
一
九
四
九
年
以
前
の
収
用

に
対
す
る
補
償
─
「
土
地
改
革
」
判
決
─
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前

掲
注（
10
）五
五
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
21
） B

V
erfG

E
 89, 155. 

以
下
、
こ
の
判
決
の
引
用
は
、
本
文
で
連
邦
憲
法

裁
判
所
判
例
集
の
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。
こ
の
判
決
の
紹
介
・
解

説
と
し
て
、
川
添
利
幸
「
欧
州
連
合
の
創
設
に
関
す
る
条
約
の
合
憲
性
─
マ
ー

ス
ト
リ
ヒ
ト
判
決
─
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注（
10
）四
三
二
頁

以
下
、
西
原
博
史
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
創
設
に
関
す
る
条
約
の
合
憲
性
─



憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
（
岡
田
）

二
五
一

め
ら
れ
て
い
る
の
か
」
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
毛
利
透
・
小
泉
良
幸
・
淺

野
博
宣
・
松
本
哲
治
『
憲
法
Ⅰ
総
論
・
統
治
〔
第
二
版
〕』（
有
斐
閣
、

二
〇
一
七
年
）
三
八
頁
〔
毛
利
透
〕
は
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
、「
同
じ
憲
法

典
の
中
に
共
存
す
る
に
至
っ
た
改
正
限
界
規
定
と
そ
れ
に
矛
盾
す
る
規
定
の
う

ち
、
前
者
が
後
者
よ
り
も
法
的
効
力
に
お
い
て
優
先
す
る
と
い
え
る
の
は
な
ぜ

な
の
か
、
法
論
理
的
に
は
難
問
で
あ
る
し
、
な
ぜ
憲
法
裁
判
所
が
そ
の
審
査
権

を
有
す
る
の
か
も
自
明
で
は
な
い
」
が
、「
シ
ュ
ミ
ッ
ト
的
な
憲
法
制
定
権
者

が
、
憲
法
の
中
核
的
原
理
を
示
す
改
正
限
界
規
定
と
と
も
に
、
そ
の
擁
護
者
と

し
て
憲
法
裁
判
所
を
も
『
決
断
』
に
よ
っ
て
創
造
し
た
の
だ
─
だ
か
ら
、
憲
法

裁
判
所
は
単
な
る
実
定
法
と
し
て
の
憲
法
典
の
擁
護
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
憲

法
制
定
権
者
の
『
決
断
』
を
憲
法
改
正
に
対
し
て
も
擁
護
す
る
任
務
を
担
う
─

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
分
析
し
て
い
る
。

（
26
） 

岡
田
俊
幸
「
憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
」
日
本
法
学
八
四
巻
三
号
（
池
村

正
道
教
授
古
稀
記
念
号
、
二
〇
一
八
年
刊
行
予
定
）。

（
27
） 

基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
合
憲
性
、
基
本
法
一
六
ａ
条
の
憲
法
適
合
性
、

さ
ら
に
基
本
法
一
三
条
三
項
の
憲
法
適
合
性
な
ど
、
個
別
条
文
の
憲
法
適
合
性

に
つ
い
て
も
学
説
上
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
客
観
的
に
紹
介
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
上
記
の
問
題
点
に
関
す
る
学
説
の
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
個
別
条
文
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
学
説
上
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
別
途

論
文
を
作
成
し
て
、
紹
介
・
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
（
そ
の
た
め
、
こ
こ

で
は
関
連
す
る
文
献
は
注
記
し
な
い
。）。





【
政
経
研
究
所
】





社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の

比
較
考
察

─
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
の
功
罪

─

杉

　
　本

　
　竜

　
　也

は
じ
め
に

一
　
ケ
ア
の
倫
理
の
人
間
理
解

二
　
社
会
契
約
説
に
お
け
る
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化

三
　
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
る
社
会
契
約
説
批
判
の
妥
当
性

お
わ
り
に

論

　説

二
五
五



は
じ
め
に

ケ
ア
の
倫
理
に
関
す
る
研
究
の
特
徴
と
し
て
は
、
そ
れ
が
多
様
な
学
問
領
域
で
研
究
さ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
政

治
学
・
政
治
哲
学
で
の
ケ
ア
の
倫
理
研
究
に
は
、
他
の
領
域
に
は
見
ら
れ
な
い
独
特
な
困
難
が
存
在
す
る
。

本
質
的
に
、
ケ
ア
と
政
治
は
相
容
れ
な
い
性
格
を
有
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
性
格
の
相
違
は
、
人
間
観
お
よ
び
市
民
観
に
関
す

る
見
解
の
違
い
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
政
治
が
市
民
の
主
体
性
・
能
動
性
を
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し

て
要
求
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
人
間
の
受
動
的
側
面
を
必
ず
し
も
否
定
せ
ず
、
む
し
ろ
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な

側
面
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
つ
ま
り
、
政
治
は
主
体
的
市
民
の
価
値
を
称
揚
し
、
人
々
の
積
極
的
な
政
治
的
実
践
を
推
奨
す
る
の
に
対

し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
や
ケ
ア
と
い
う
行
為
は
む
し
ろ
人
間
の
弱
さ
や
そ
こ
か
ら
生
じ
る
受
動
性
に
光
を
あ
て
、
そ
れ
に
応
答
す
る
こ
と
を

重
視
す
る
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
と
政
治
は
単
に
相
容
れ
な
い
実
践
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
双
方
の
目
指
す
価
値
に
と
っ
て
互
い
に
脅
威
に

も
な
り
う
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
政
治
と
ケ
ア
の
本
質
的
対
立
こ
そ
、
政
治
学
・
政
治
哲
学
に
お
け
る
ケ
ア
の
倫
理
研
究
に
伴
う
独
特
の

困
難
さ
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
克
服
こ
そ
が
こ
の
研
究
に
お
け
る
最
大
の
課
題
と
な
る
。

上
記
の
問
題
意
識
に
立
ち
、
本
稿
で
は
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
中
核
で
あ
る
社
会
契
約
説
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理

の
視
点
か
ら
考
察
を
加
え
る
。
そ
れ
に
際
し
て
、
本
稿
で
は
、
政
治
思
想
を
含
む
近
代
思
想
が
「
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
」
と
い
う
特

性
を
有
し
て
お
り
、
社
会
契
約
説
は
そ
こ
か
ら
生
じ
た
「
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
市
民
」（independent, autonom

ous, and 

reasonable citizen

）
と
い
う
人
間
像
・
市
民
像
を
基
礎
と
し
て
構
築
さ
れ
た
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い
て
議
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
そ
し

て
、
そ
の
た
め
に
、
社
会
契
約
説
お
よ
び
そ
れ
を
根
拠
と
す
る
政
治
体
制
や
社
会
に
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
像
・
市
民
像
に
則
っ
た
条
件

二
五
六



社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

を
満
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
へ
の
排
除
性
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
ケ
ア
の
倫
理
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
一
方

で
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
与
件
化
し
て
い
る
今
日
、
社
会
契
約
説
を
は
じ
め
と
す
る
契
約
主
義
的
政
治
思
想
を
完
全
否
定
す
る

こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
、
危
険
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
治
学
・
政
治
哲
学
に
お
け
る
ケ
ア
の
倫
理
研
究
の
課
題
は
、
た
だ
社
会
契
約
説

を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
内
在
す
る
問
題
点
や
危
険
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、
発
展
的
に
新
た
な
可
能
性
を
模
索
す

る
こ
と
に
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
た
め
の
問
題
提
起
を
行
い
た
い
。

上
記
の
研
究
課
題
に
関
し
て
、
本
稿
は
以
下
の
流
れ
で
論
を
展
開
し
て
い
く
。

第
一
に
、
ケ
ア
の
倫
理
が
前
提
と
し
て
い
る
人
間
像
に
つ
い
て
、
主
に
「
脆
弱
性
」（vulnerability

）
と
い
う
概
念
を
中
心
に
概
説
す
る
。

ま
た
、
そ
れ
に
あ
た
っ
て
は
、
ケ
ア
の
倫
理
と
社
会
契
約
説
と
の
対
比
を
通
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
明
確
に
し
な
が
ら
論
を
展
開
す

る
予
定
で
あ
る
。

第
二
に
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
論
を
取
り
上
げ
て
、
社
会
契
約
説
が
前
提
と
し
て
き
た
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
市
民
と

い
う
人
間
像
・
市
民
像
と
そ
の
よ
う
な
前
提
が
要
請
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
の
際
、
注
目
し
た
い
の
が
、
理
性
お
よ
び
そ
の

能
力
の
中
心
と
な
る
「
認
識
能
力
」（cognitive capacity
）
で
あ
る
。
詳
細
は
後
述
し
て
い
く
が
、
こ
の
能
力
こ
そ
、
自
立
的
・
自
律
的
・

理
性
的
市
民
と
い
う
存
在
の
最
大
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
近
代
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
理
性
の

絶
対
視
・
絶
対
化
が
求
め
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第
三
に
、
ケ
ア
の
倫
理
の
提
唱
者
や
同
様
の
問
題
意
識
を
有
す
る
論
者
に
よ
る
社
会
契
約
説
批
判
の
妥
当
性
に
つ
い
て
考
え
る
。
結
論

的
に
い
え
ば
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
概
し
て
社
会
契
約
説
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
。
そ
の
批
判
の
妥
当
性
を
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
に

よ
る
政
治
哲
学
に
関
す
る
著
作
で
あ
る
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
を
材
料
に
検
討
し
た
い
。

二
五
七



そ
し
て
、
最
後
に
、
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
と
の
理
論
的
な
架
橋
の
可
能
性
に
関
す
る
見
解
を
示
し
た
い
。

一
　
ケ
ア
の
倫
理
の
人
間
理
解

考
察
を
進
め
る
前
に
、
ま
ず
ケ
ア
の
倫
理
に
つ
い
て
、
簡
単
に
定
義
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

研
究
を
通
し
て
得
ら
れ
た
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
人
間
の
本
質
的
特
徴
と
し
て
「
弱
さ
」
を
認
識
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
「
ケ

ア
」
を
人
間
の
生
に
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
人
間
と
社
会
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
る
規
範
な
い
し
そ
れ
に

関
す
る
考
え
方
の
こ
と
で
あ
る
（
１
）

。

ケ
ア
の
倫
理
は
、
人
間
は
す
べ
て
「
脆
弱
性
」（vulnerability

）
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
認
識
を
大
前
提
と
し
て
い
る
。
エ
ヴ
ァ
・
フ
ェ

ダ
ー
・
キ
テ
ィ
は
「
依
存
」（dependence

）、
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
「
傷
つ
き
や
す
さ
」（fragility

）
と
い
っ
た
表
現
を
用
い
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
の
語
が
含
意
し
て
い
る
も
の
は
本
質
的
に
は
共
通
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
は
そ
の
生
に
お
い
て
自
分
単
独
で
は
自
身
こ
と

で
さ
え
対
応
で
き
な
い
状
態
が
必
ず
存
在
す
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ケ
ア
の
倫
理
の
議
論
は
、「
人
間
の
生
に
は
弱
さ
が
必

ず
伴
う
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
状
態
に
容
易
に
陥
っ
て
し
ま
う
危
険
と
常
に
直
面
し
て
い
る
」
と
理
解
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
た
と

え
ば
、
キ
テ
ィ
は
、
依
存
を
、「
個
人
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
お
い
て
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
（
２
）

。
健

康
な
人
間
で
も
、
誰
で
も
乳
幼
児
期
に
は
手
厚
く
世
話
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
成
長
後
も
病
気
の
際
に
は
看
病
や
看
護
を
受
け
る
可

能
性
は
高
く
、
そ
し
て
老
年
期
に
入
れ
ば
そ
れ
は
ほ
ぼ
確
実
な
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
生
に
と
っ
て
、
依
存
は
例
外
的
状
況
で
は
な
い
。

そ
の
た
め
、
ケ
ア
の
倫
理
は
脆
弱
性
や
依
存
を
人
間
の
条
件
と
見
な
す
（
３
）

。

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
人
間
の
生
に
は
必
ず
ケ
ア
が
付
随
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ケ
ア
は
脆
弱
性
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、

脆
弱
性
が
人
間
の
生
の
本
質
的
条
件
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
ケ
ア
も
必
然
的
に
人
間
の
生
に
伴
う
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
の
倫
理
に
お

い
て
は
、
ケ
ア
と
い
う
行
為
、
具
体
的
に
い
え
ば
ケ
ア
を
す
る
こ
と
、
ま
た
反
対
に
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
の
い
ず
れ
も
人
間
の
条
件
と
な

る
。こ

れ
に
対
し
て
、
社
会
契
約
説
が
前
提
と
し
て
き
た
人
間
は
、「
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
」（independent, autonom

ous, and 

reasonable

）
な
人
間
・
市
民
で
あ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
は
物
心
両
面
で
自
立
し
て
、
ま
た
自
ら
の
思
考
や
言
動
、
行
動
を

常
に
適
切
に
律
し
、
そ
し
て
理
性
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
自
立
と
自
律
を
成
し
遂
げ
て
い
る
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
健
康
な
人
間
で
あ
っ
て
も
一
生
の
内
の
部
分
的
な
期
間
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
少

な
く
と
も
、
人
生
の
初
め
と
終
焉
に
お
い
て
、
人
間
は
必
ず
誰
か
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
誰
か
の
ケ
ア
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
た
め
、
社
会
契
約
説
な
ど
の
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
が
前
提
と
し
て
き
た
人
間
像
・
市
民
像
は
、
実
態
と
し
て
は
「
神

話
（
４
）

」
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
以
降
の
政
治
理
論
の
多
く
で
は
、
そ
の
非
現
実
的
な
人
間
像
が
あ
た
か
も
必
要
条
件
で
あ
る
か
の

よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
近
代
政
治
社
会
で
は
、
人
間
の
実
態
の
認
識
は
閑
却
さ
れ
、
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
「
強
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
範
が
強
制
さ
れ
続
け
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
規
範
を
充
足

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
間
や
こ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
人
間
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
人
間
は

政
治
社
会
か
ら
“
正
当
に
”
排
除
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
社
会
契
約
説
を
は
じ
め
と
す
る
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

理
論
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
人
間
の
本
質
と
し
て
の
脆
弱
性
を
適
切
に
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
「
自
立
的
・
自
律
的
・

理
性
的
市
民
」（independent, autonom

ous, and reasonable citizen

）
と
い
う
虚
構
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
告
発
し
て
い
る
の
で

二
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あ
る
。

ま
た
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
ケ
ア
と
政
治
を
同
一
の
俎
上
で
議
論
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
一
般
的
に
、
ケ
ア
は
特
定
の
個
人
に
対
し

て
密
接
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
閉
鎖
的
な
状
況
下
で
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
他
方
、
政
治
は
、
複
数
も
し
く
は
不
特
定
多
数
の
人
間
の

間
で
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
利
害
や
思
想
信
条
、
感
情
を
異
に
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
た
め
に
時
に
は
激
し
い
摩
擦
や
暴
力
が
存
在
し
て
い

る
現
実
の
中
で
営
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
従
来
、
正
面
か
ら
ケ
ア
と
政
治
を
関
連
付
け
て
議
論
す
る
こ
と
は
稀

で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
政
治
学
の
伝
統
的
価
値
観
が
、
ケ
ア
と
政
治
の
分
断
を
固
定
化
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
政
治
学
の
内
部
に
は
、
ケ

ア
は
あ
く
ま
で
も
私
的
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
公
的
領
域
の
事
象
で
は
な
い
と
い
う
公
私
二
元
論
が
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で

存
在
し
て
き
た
。
そ
れ
以
上
に
、
ケ
ア
は
価
値
的
に
劣
位
に
あ
る
行
為
だ
と
い
う
評
価
ま
で
下
さ
れ
て
き
た
（
５
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ

け
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
研
究
か
ら
の
強
い
影
響
を
受
け
た
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
る
脆
弱
性
理
解
に
立
て
ば
、
ひ
と
り
の
人
間
の
生
を
公
私
に
分
断

す
る
こ
と
も
、
ま
た
人
間
を
公
的
領
域
の
み
に
属
す
る
者
と
私
的
領
域
に
属
す
る
者
に
単
純
に
二
分
す
る
こ
と
の
い
ず
れ
も
、
そ
の
非
現

実
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
公
的
実
践
に
お
い
て
中
核
的
機
能
を
担
う
存
在
と
さ
れ
て
き
た
理
性
だ
が
、
そ
れ
は
人
間
の
生
を
形
成

す
る
特
定
の
部
分
で
し
か
な
く
、
そ
れ
に
対
置
さ
れ
た
身
体
的
・
本
能
的
要
素
は
意
図
的
に
無
視
さ
れ
て
き
た
。
ケ
ア
の
倫
理
は
、
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
研
究
の
蓄
積
を
継
承
し
て
、
理
性
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
不
自
然
な
ま
で
に
高
い
評
価
の
背
景
に
あ
る
差
別
や
排
除
を
暴
露
す

る
批
判
理
論
と
し
て
の
性
格
も
持
っ
て
い
る
。

近
代
思
想
の
公
私
二
元
論
に
つ
い
て
、
岡
野
八
代
は
ア
イ
リ
ス
・
ヤ
ン
グ
の
見
解
を
引
き
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
包
摂
の
暴
力
」
と
「
忘

却
の
政
治
」
と
い
う
性
格
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
告
発
し
て
い
る
（
６
）

。
ま
ず
、
普
遍
的
（universal

）
か
つ
不
偏
的
（im

partial

）
な
理
性
に

対
す
る
絶
対
的
信
仰
は
、
特
定
の
共
通
的
基
準
や
普
遍
的
法
則
を
強
制
す
る
こ
と
で
、
現
実
に
存
在
す
る
多
様
な
事
象
を
同
一
の
客
体
に

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

還
元
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
現
実
に
あ
る
多
様
な
事
象
の
う
ち
、
単
一
の
規
準
に
適
合
し
な
い
も
の
は
暴
力
的
に
排
除
さ
れ
る
。
加

え
て
、
近
代
国
家
は
多
様
性
を
尊
重
し
て
い
る
よ
う
な
外
見
と
は
異
な
り
、
実
は
何
か
に
依
存
す
る
人
間
を
そ
の
正
当
な
構
成
員
と
は
認

め
な
い
。
ま
た
、
近
代
国
家
に
お
け
る
人
間
は
、
自
身
の
内
部
に
あ
る
多
様
な
欲
望
な
ど
を
意
志
に
よ
っ
て
統
制
し
、
さ
ら
に
忘
却
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
主
体
」
と
い
う
存
在
へ
と
変
化
す
る
。
こ
の
変
質
が
見
ら
れ
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
な
性
格
の
近
代
国
家
が
存
在
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
岡
野
は
、
こ
の
よ
う
な
主
体
を
「
忘
却
す
る
主
体
」
と
表
現
し
て
い
る
（
７
）

。
包
摂
の
暴
力
と
忘
却
の
政
治
は
密
接
に

結
び
付
い
て
い
る
。
普
遍
的
か
つ
不
偏
的
な
規
準
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
無
機
的
な
主
体
概
念
の
創
出
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
主
体
の
非
現
実
的
性
格
が
多
様
な
要
素
の
忘
却
を
迫
る
。
包
摂
の
暴
力
と
忘
却
の
政
治
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
成
立
し
た
近
代
国
家

は
、
普
通
の
人
間
の
、
普
通
の
特
性
で
あ
る
は
ず
の
脆
弱
性
が
あ
た
か
も
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
、
そ
し
て
脆
弱
性
が
顕
著
だ
と
さ
れ

た
人
間
に
関
し
て
は
ま
る
で
こ
れ
ら
の
人
々
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
取
り
扱
う
。
よ
り
深
刻
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
が
必
要
悪

と
し
て
消
極
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
が
規
範
に
適
っ
た
態
度
で
あ
る
か
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

近
代
国
家
が
推
奨
す
る
の
は
、
自
発
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
近
代
国
家
に
お
い
て
、
主
体
と
い
う
存
在
は
、
自
己
を
律
す
る
こ
と
に
と

ど
ま
ら
ず
、
自
己
の
存
在
を
具
体
的
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
が
規
範
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。
主
体
と
し
て
の
人
間
は
、
私
的
に
は
各
人

が
個
人
と
し
て
の
生
を
自
ら
の
能
力
に
よ
っ
て
維
持
す
る
こ
と
を
、
公
的
に
は
政
治
や
経
済
、
そ
の
他
社
会
的
場
面
に
お
い
て
自
ら
の
能

力
を
通
し
て
何
ら
か
の
役
割
を
担
い
、
そ
の
組
織
や
共
同
体
の
全
体
的
な
利
益
の
拡
大
に
貢
献
す
る
こ
と
を
、
求
め
ら
れ
て
い
る
。
近
代

国
家
は
そ
こ
に
属
す
る
人
々
の
自
発
性
を
動
因
と
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
実
践
に
よ
っ
て
成
立
し
、
維
持
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
発

性
は
、
近
代
国
家
の
成
立
要
件
で
あ
る
と
共
に
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
に
課
さ
れ
た
最
も
枢
要
な
規
範
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
キ
テ
ィ
は
「
私
た
ち
の
生
活
に
は
、（
中
略
）
強
制
さ
れ
て
も
い
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
自
発
的
に
選
ば
れ
て
も
い

な
い
よ
う
な
つ
な
が
り
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
（
８
）

」
と
い
う
現
実
を
根
拠
に
、
自
発
性
に
基
づ
く
国
家
像
を
否
定
す
る
。
彼
女
の
考
え
で
は
、

近
代
国
家
に
よ
る
自
発
性
偏
重
の
原
因
は
社
会
契
約
説
に
求
め
ら
れ
る
。
社
会
契
約
説
は
、
社
会
制
度
の
正
統
性
を
、
平
等
な
権
利
を
有

す
る
人
々
の
自
発
的
合
意
に
求
め
る
（
９
）

。
こ
こ
で
の
自
発
性
は
、
具
体
的
に
は
自
己
利
益
の
追
求
と
い
う
形
を
と
る
。
各
個
人
の
関
心
は
自

ら
の
利
益
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
政
治
社
会
の
形
成
も
自
己
の
生
存
や
プ
ロ
パ
テ
ィ
の
保
護
を
動
機
と
し
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
は

脆
弱
性
を
抱
え
て
い
る
他
者
へ
の
ケ
ア
（
気
遣
い
）
は
顧
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
キ
テ
ィ
の
考
え
に
則
れ
ば
、
社
会
契
約
説
は
、
ケ

ア
を
可
能
に
す
る
社
会
的
環
境
を
破
壊
し
、
有
機
的
人
間
関
係
に
と
っ
て
の
脅
威
と
な
る
政
治
理
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
10
）

。

総
じ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
の
中
核
で
あ
る
社
会
契
約
説
に
対
し
て
警
戒
的
で
あ
る
。
ケ
ア
の

倫
理
の
提
唱
者
の
多
く
は
、
社
会
契
約
説
や
そ
れ
に
関
連
す
る
種
々
の
政
治
理
論
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
今
日
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
を
基
本
的
に
は
容
認
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
社
会
契
約
説
が
政
治
社
会
・
市
民
社
会
と
い
う
人
為
的
関
係
性
を
構
築
す

る
た
め
の
政
治
理
論
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
目
的
と
は
反
対
に
、
自
律
性
の
偏
重
と
い
う
そ
の
本
質
的
特
徴
の
た
め
に
、
現
実

に
は
人
間
の
孤
立
や
社
会
の
分
断
を
惹
起
す
る
政
治
理
論
で
あ
る
こ
と
を
危
険
視
す
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
社
会
契
約
説
は
、

「
強
い
人
間
」
と
い
う
誤
っ
た
人
間
像
・
市
民
像
に
基
づ
く
無
機
的
人
間
関
係
を
主
張
す
る
た
め
に
、「
弱
さ
を
抱
え
た
人
間
」
の
存
在
と

そ
れ
へ
の
ケ
ア
に
よ
っ
て
取
り
結
ば
れ
る
有
機
的
人
間
関
係
に
と
っ
て
の
脅
威
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

二
　
社
会
契
約
説
に
お
け
る
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化

ケ
ア
の
倫
理
の
観
点
か
ら
社
会
契
約
説
を
考
察
し
た
場
合
、
そ
こ
に
は
理
性
す
な
わ
ち
認
識
能
力
（cognitive capacity

）
の
重
視
と
そ

れ
へ
の
信
頼
と
い
う
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

社
会
契
約
説
は
、「
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
市
民
」（independent, autonom

ous, and reasonable citizen

）
と
い
う
人
間
像
・
市
民

像
を
基
礎
と
し
て
理
論
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、「
自
立
的
」
と
は
、
身
体
的
・
精
神
的
・
経
済
的
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
、
特
定
の
人
間
や
集
団
、
組
織
、
そ
し
て

国
家
な
ど
、
こ
れ
ら
の
何
も
の
に
も
従
属
・
隷
属
し
て
い
な
い
状
態
を
意
味
す
る
。
こ
の
自
立
に
は
、
自
分
が
望
む
こ
と
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
し
、
自
分
以
外
の
何
も
の
か
ら
も
自
ら
が
望
む
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
反
対
に
自
分
が
望

ま
な
い
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
る
。

さ
ら
に
、
近
代
以
後
の
自
立
概
念
で
は
、
経
済
的
要
素
が
加
味
さ
れ
て
い
る
。
近
代
の
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
、
一
定
の
経

済
的
基
礎
に
よ
る
裏
付
け
が
な
い
限
り
、
経
済
的
自
立
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
自
立
も
承
認
さ
れ
な
い
。
こ
こ
に
は
、
一
定
の
財
産

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
人
や
国
家
に
従
属
せ
ず
に
、
自
由
に
考
え
、
発
言
し
、
行
動
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
理
解
が
存
在
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
財
産
の
有
無
や
多
寡
に
よ
っ
て
政
治
的
自
由
の
程
度
に
差
を
つ
け
る
制
限
選
挙
の
よ
う
な
制
度
が
、
正
当
な
も
の
と

し
て
市
民
革
命
後
に
も
残
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

次
に
、「
自
律
的
」
と
は
、
自
身
の
思
考
や
感
情
、
行
動
を
自
ら
が
適
切
に
統
制
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
態
を
指
す
。
こ
こ
で
い
う
自

律
の
特
徴
は
、
ひ
と
り
の
自
己
の
内
面
に
、
統
御
に
関
す
る
主
体
と
客
体
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
石
川
文
康
の
表

二
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現
を
借
り
れ
ば
、
こ
の
自
律
に
は
「
自
己
内
他
者
」
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
影
響
を
受
け
て
い
る
石
川
は
、
自
己
の
内
面

を
「
責
め
ら
れ
る
自
己
と
、
そ
の
他
者
と
し
て
の
責
め
る
自
己
と
が
葛
藤
す
る
場
」
と
し
て
理
解
す
る
（
11
）

。
そ
の
た
め
、
自
律
を
表
す
の
に

統
御
の
主
客
を
よ
り
明
確
に
意
識
さ
せ
る
自
己
統
治
と
い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
は
、
的
を
射
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
12
）

。

最
後
に
、「
理
性
的
」
と
は
、
意
志
の
発
現
や
そ
の
現
実
化
の
た
め
の
行
動
、
ま
た
感
情
や
行
動
の
統
御
が
理
性
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
前
述
の
自
立
と
自
律
の
い
ず
れ
も
、
理
性
の
統
御
と
指
導
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
自
立
的
」
と
「
自

律
的
」
の
二
要
素
は
、「
理
性
的
」
と
い
う
要
素
の
下
位
に
置
か
れ
、
包
括
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
立
と
自
律
の
い
ず
れ
も
理
性
に
よ
る

営
為
で
あ
り
、
理
性
こ
そ
が
近
代
に
お
け
る
人
間
像
を
規
定
す
る
根
本
的
概
念
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

西
洋
思
想
に
お
い
て
理
性
は
古
代
以
来
の
概
念
だ
が
、
そ
れ
は
近
代
に
お
い
て
大
き
な
変
化
を
見
せ
る
。
近
代
理
性
概
念
の
根
幹
は
、

認
識
能
力
（cognitive capacity

）
に
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
は
、
認
識
論
を
「『
人
間
の
知
識
の
本
性
、
起
源
お
よ
び
限
界
』

を
探
究
す
る
学
問
（
13
）

」
と
呼
ん
で
い
る
。
ロ
ー
テ
ィ
は
、
ロ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
十
七
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
が
認
識
論
に
乗
り
出
し
た
理

由
と
し
て
、
彼
ら
が
知
識
と
い
う
も
の
を
「
正
当
化
さ
れ
た
真
な
る
信
念
」（know

ledge as justified true belief

）
と
見
な
す
の
を
や
め
、

人
間
と
命
題
の
関
係
で
は
な
く
、
人
間
と
対
象
（objects
）
の
関
係
と
し
て
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（
14
）

。
知
識
に
対

す
る
考
え
に
見
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
自
然
科
学
の
発
展
の
影
響
を
強
く
被
っ
て
い
る
。
自
然
科
学
に
お
け
る
認
識
は
外
在
的
存

在
と
し
て
の
対
象
に
対
す
る
客
観
的
把
握
か
ら
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
こ
で
は
把
握
し
た
事
象
や
現
象
を
観
念
へ
と
変

換
す
る
能
力
す
な
わ
ち
認
識
能
力
が
重
視
さ
れ
る
。
結
果
的
に
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
認
識
過
程
に
関
す
る
研
究
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、

認
識
能
力
を
中
核
と
す
る
理
性
に
対
す
る
関
心
を
喚
起
し
、
最
終
的
に
は
理
性
の
所
有
者
か
つ
使
用
者
で
あ
る
人
間
と
い
う
存
在
の
考
察

へ
と
到
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
要
す
る
に
、
人
間
の
認
識
を
質
す
こ
と
は
、
最
終
的
に
人
間
の
本
質
に
関
し
て
思
索
す
る
こ
と
を
意
味

二
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（
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し
た
。

さ
て
、
ロ
ッ
ク
の
理
性
概
念
は
、「
経
験
」（E

xperience

）
を
根
拠
と
し
て
い
る
（
15
）

。
彼
が
重
視
す
る
の
は
、
知
覚
し
た
経
験
を
「
観
念
」

（Ideas

）
へ
と
変
換
す
る
認
識
過
程
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
知
識
は
「
感
覚
」（S

ensation

）
と
「
反
省
」（R

eflection

）
か
ら
獲
得

さ
れ
る
。
感
覚
は
、
色
や
触
覚
、
味
覚
と
い
っ
た
も
の
を
指
す
。
反
省
は
、「
知
覚
す
る
こ
と
」（P

erception

）、「
思
考
す
る
こ
と
」

（T
hinking

）、「
疑
う
こ
と
」（D

oubting

）、「
信
じ
る
こ
と
」（B
elieving

）、「
推
論
す
る
こ
と
」（R

easoning

）、「
知
る
こ
と
」（K

now
ing

）、

「
意
志
を
持
つ
こ
と
」（W

illing

）
を
中
心
と
す
る
す
べ
て
の
「
私
た
ち
の
心
の
活
動
」（actings of our ow

n m
inds

）
の
こ
と
で
あ
る
（
16
）

。

ロ
ッ
ク
は
、
こ
れ
ら
感
覚
と
反
省
の
働
き
を
通
し
て
、
人
間
は
観
念
を
獲
得
す
る
と
考
え
た
。
こ
の
理
論
で
は
生
得
観
念
は
不
要
で
あ
り
、

観
念
は
経
験
の
み
に
由
来
す
る
。
彼
の
哲
学
が
経
験
論
と
呼
ば
れ
る
理
由
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
こ
と
は
、
知
性
に
と
っ
て
の
唯
一
の

手
段
で
あ
る
理
性
す
な
わ
ち
認
識
能
力
が
絶
対
に
適
正
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

加
え
て
、
ロ
ッ
ク
の
理
性
概
念
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
人
格
の
同
一
性
（personal identity

）
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
責
任
主
体

と
し
て
の
人
間
像
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、「
人
格
（P

erson

）」
と
は
、「
理
性
と
反
省
（reflection

）
の
能
力
を

有
し
た
、
思
考
す
る
知
的
な
存
在
（thinking intelligent being

）」
で
あ
る
と
共
に
、「
自
分
自
身
の
こ
と
を
自
分
自
身
だ
と
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
、
異
な
る
時
間
と
場
所
に
お
い
て
も
同
一
の
思
考
を
す
る
存
在
」
と
定
義
し
て
い
る
（
17
）

。
そ
こ
か
ら
、
人
格
の
成
立
要
件
と
し

て
、
人
格
の
通
時
的
同
一
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
時
点
で
自
分
が
発
言
し
た
こ
と
を
ま
っ
た
く
記
憶
し
て
お

ら
ず
、
そ
の
後
の
時
点
で
そ
れ
と
異
な
る
考
え
を
平
気
で
口
に
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
自
身
の
状
態
を
理
解
し
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
そ

こ
に
前
の
時
点
か
ら
後
の
時
点
に
ま
で
一
貫
し
て
存
在
す
る
自
分
と
い
う
主
体
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
ロ
ッ
ク
は

「
記
憶
」（M

em
ory

）
を
重
視
す
る
（
18
）

。
人
格
は
、
自
ら
の
過
去
を
記
憶
し
、
そ
れ
に
立
ち
戻
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
理

二
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性
と
反
省
の
能
力
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
自
身
の
過
去
の
行
為
を
顧
み
る
こ
と
が
で
き
る
存
在
で
も
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
格
は
、
自

身
の
過
去
に
対
し
て
「
責
任
を
負
う
」（accountable

）
こ
と
が
で
き
る
（
19
）

。
ロ
ッ
ク
は
、
過
去
の
行
為
を
思
い
出
す
こ
と
を
「
専
有
」

（appropriation
）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
専
有
に
よ
っ
て
、
行
為
を
行
っ
た
人
間
と
自
己
と
の
同
一
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、

そ
こ
に
過
去
の
行
為
に
対
す
る
現
在
の
自
己
の
道
徳
的
責
任
が
生
じ
る
の
で
あ
る
（
20
）

。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
理
性
と
い
う
概
念
に
依
拠
し
て
、
ロ
ッ
ク
の
人
間
像
を
素
描
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
人
間
は
、

経
験
を
通
し
て
事
物
や
現
象
を
認
識
す
る
能
力
を
有
す
る
。
次
い
で
、
人
間
は
、
過
去
を
記
憶
し
、
そ
れ
を
通
し
て
自
己
を
省
察
す
る
能

力
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
自
身
の
行
為
や
言
動
な
ど
に
対
す
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
人
間
は
、
理
性
を
有
す
る
知
的
存

在
で
あ
る
と
同
時
に
責
任
主
体
で
も
あ
る
。
ロ
ッ
ク
の
哲
学
に
お
い
て
、
理
性
は
人
間
の
条
件
で
あ
る
。
理
性
こ
そ
、
人
間
と
動
物
を
隔

て
る
最
大
の
基
準
で
あ
る
（
21
）

。

さ
て
、
ロ
ッ
ク
は
『
統
治
二
論
』
に
お
い
て
人
間
の
平
等
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
保
障
し
て
い
る
の
も
理
性
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
同
じ
種
、
同
じ
等
級
に
属
す
る
被
造
物
が
、
す
べ
て
生
ま
れ
な
が
ら
差
別
な
く
同
じ
自
然
の
便
益
を
享
受
し
、
同
じ
能
力

（sam
e faculties

）
を
行
使
す
る
こ
と
以
上
に
明
白
な
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、（
中
略
）
す
べ
て
の
者
が
従
属
や
服
従
の
関
係
を
も
た
ず
、

相
互
に
平
等
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
22
）

。

こ
こ
で
ロ
ッ
ク
が
「
能
力
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
も
の
は
理
性
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
、
人
間
と
い
う
種
の
平
等
と
理
性
の
平

等
を
連
続
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
政
治
主
体
と
し
て
の
市
民
の
平
等
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
自
由
の
主
た
る
要
素

二
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で
あ
る
従
属
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
平
等
は
表
裏
一
体
で
あ
る
た
め
、
ロ
ッ
ク
の
い
う
能
力
す
な
わ
ち
理
性
の
平
等
は
人
間
の
自
由
の
根

拠
で
も
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
ロ
ッ
ク
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
理
性
的
な
も
の
と
し
て
生
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、
生
来
的
に
自
由

0

0

0

0

0

0

な
の
で

あ
る
（
23
）

」
と
言
明
し
て
い
る
。
反
面
、
自
由
や
平
等
の
理
由
を
理
性
に
求
め
る
こ
の
考
え
方
は
、
知
的
能
力
に
関
し
て
何
ら
か
の
問
題
が
確

認
さ
れ
る
人
間
に
対
す
る
差
別
的
取
り
扱
い
を
肯
定
す
る
。

し
か
し
、
も
し
も
、
人
が
、
自
然
の
通
常
の
成
り
行
き
か
ら
外
れ
て
生
じ
る
欠
陥
の
た
め
に
、
法
を
知
り
、
そ
の
規
範
の
な
か
で
生

き
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
理
性
の
程
度
に
達
し
な
い
場
合
、
彼
は
、
決
し
て
自
由
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

し
、
ま
た
、（
意
志

の
限
界
を
知
ら
ず
、
意
志
の
適
切
な
導
き
手
で
あ
る
知
性
も
も
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
）
自
分
自
身
の
意
志
の
ま
ま
に
振
舞
う
よ
う
に
放
任
さ

れ
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
彼
は
、
自
分
自
身
の
知
性
が
そ
の
責
任
を
果
た
せ
な
い
と
き
は
、
常
に
他
人
の
監
督
と
支
配
と
の
下
に
あ

り
続
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
を
病
む
者

0

0

0

0

0

0

（lunatics

）
や
極
度
な
愚
者

0

0

0

0

0

（ideots

）
は
そ
の
両
親
の
支
配
か
ら
決
し
て
解
放
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
（
24
）

。

周
知
の
と
お
り
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
の
主
要
な
目
途
は
、
パ
タ
ー
ナ
ル
な
隷
属
状
態
か
ら
の
市
民
の
解
放
に
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、

こ
の
個
所
で
明
瞭
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
目
標
で
あ
る
隷
属
か
ら
の
解
放
の
対
象
か
ら
、
精
神
疾
患
を
抱
え
て
い
る
人
間
や
知
的

能
力
に
問
題
が
あ
る
人
間
を
完
全
に
排
除
し
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
が
こ
の
よ
う
な
躊
躇
の
な
い
表
現
で
こ
れ
ら
の
人
々
の
排
除
を
主
張
で
き

た
の
は
、
彼
ら
は
人
間
の
条
件
で
あ
る
理
性
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
ロ
ッ
ク
の
判
断
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、

彼
の
社
会
契
約
説
に
お
い
て
、
理
性
の
欠
如
は
、
政
治
社
会
か
ら
特
定
の
人
間
を
排
除
す
る
正
当
な
事
由
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
六
七



こ
こ
で
は
、
ロ
ッ
ク
の
み
を
取
り
上
げ
た
が
、
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
と
い
う
性
格
は
社
会
契
約
説
の
多
く
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る

特
徴
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
福
田
歓
一
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
25
）

。

こ
こ
に
社
会
契
約
説
は
、
伝
統
的
な
イ
ド
オ
ラ
の
支
配
を
破
る
そ
の
哲
学
的
な
基
礎
の
上
に
立
っ
て
、
人
間
の
認
識
と
実
践
と
の
能
力

を
吟
味
し
、
た
ん
な
る
所
与
と
し
て
の
個
体
＝
自
然
人
が
い
か
に
し
て
文
化
創
造
の
主
体
＝
理
性
人
に
到
達
す
る
か
を
問
い
、
こ
の
よ

う
な
個
人
の
自
己
超
越
と
し
て
、
そ
の
相
互
組
織
の
う
ち
に
政
治
社
会
構
成
の
論
理
を
見
出
し
、
か
く
構
成
せ
ら
れ
た
国
民
国
家
に
お

い
て
理
性
展
開
の
場
を
保
障
し
た
の
で
あ
っ
た
（
26
）

。

福
田
は
、
理
性
の
政
治
思
想
と
し
て
社
会
契
約
説
を
評
価
し
て
い
る
。
福
田
に
よ
れ
ば
、
社
会
契
約
説
の
最
大
の
眼
目
は
、「
政
治
社

会
を
人
間
の
作
為
と
す
る
こ
と
」
に
あ
る
。
だ
が
、
彼
が
よ
り
重
視
し
た
の
は
、
人
間
が
政
治
社
会
を
形
成
す
る
作
為
の
主
体
で
あ
る
自

ら
を
「
文
化
形
成
者
」
と
し
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
社
会
契
約
説
は
何
よ
り
も
「
人
間
の
哲
学
」

と
し
て
定
義
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
27
）

。「
人
間
の
哲
学
」
は
、
第
一
に
人
間
の
実
践
能
力
と
認
識
能
力
を
関
連
づ
け
、

そ
れ
ら
を
共
に
生
成
す
る
存
在
と
し
て
の
人
間
を
要
請
す
る
。
第
二
に
、
そ
れ
は
実
践
哲
学
と
し
て
、
身
体
や
社
会
、
歴
史
を
含
む
実
践

的
世
界
全
体
を
哲
学
的
に
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
第
三
に
、
こ
の
実
践
的
世
界
を
対
象
と
す
る
人
間
の
科
学
に
対
し
て
、
独
立
性
と

共
に
関
連
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
基
本
的
人
権
に
代
表
さ
れ
る
政
治
に
お
け
る
価
値
を
客
観
的
に
根
拠
づ
け
、
人
間
の
実

存
に
規
範
を
課
す
も
の
で
あ
る
（
28
）

。
要
す
る
に
、
実
践
と
認
識
に
関
す
る
十
分
な
能
力
を
有
し
た
人
間
と
い
う
存
在
が
、
そ
れ
ら
を
行
使
し

て
現
実
的
に
政
治
社
会
の
主
体
を
担
う
と
同
時
に
、
そ
の
政
治
社
会
で
尊
重
さ
れ
る
べ
き
規
範
を
実
存
的
に
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
、

二
六
八



社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

福
田
の
考
え
る
社
会
契
約
説
の
主
意
で
あ
っ
た
。
彼
の
考
え
で
は
、
社
会
契
約
説
と
は
、
理
性
を
中
心
概
念
と
す
る
人
間
の
哲
学
を
、
政

治
と
い
う
現
実
世
界
に
お
い
て
展
開
す
る
こ
と
を
目
指
す
理
論
で
あ
っ
た
（
29
）

。

福
田
が
こ
こ
ま
で
理
性
を
強
調
し
た
理
由
と
し
て
は
、
彼
が
、
社
会
契
約
説
の
主
た
る
性
格
と
し
て
、
所
与
性
か
ら
の
切
断
を
、
評
価

し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
30
）

。
福
田
に
よ
れ
ば
、
社
会
契
約
説
は
、
既
存
の
政
治
体
制
を
弁
証
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
ま
っ
た
く
所

与
の
事
実
か
ら
切
断
」
さ
れ
、「
論
理
的
に
自
己
完
結
し
た
、
象
徴
の
体
系
と
し
て
、
自
律
性
を
獲
得
」
し
た
「
政
治
社
会
一
般
の
理
論
」

を
目
指
し
て
構
築
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
（
31
）

。
そ
の
た
め
、
新
た
な
社
会
秩
序
の
形
成
を
考
え
る
社
会
契
約
説
は
、
一
般
性
・
普
遍
性
・
抽
象

性
を
そ
な
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
慣
習
な
ど
で
複
雑
に
規
定
さ
れ
た
既
存
の
体
制
や
秩
序
と
い
っ
た
所
与
性
か
ら
完
全
に
分
離

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
代
よ
り
前
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
が
慣
習
や
伝
統
に
よ
っ
て
堅
固
か
つ
複
雑
に
規
定
さ
れ
た
社
会
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
分
離
と
切
断
に
よ
っ
て
、
社
会
契
約
説
は
与
件
に
対
す
る
批
判
理
論
と
し
て
の

性
格
も
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
社
会
契
約
説
が
こ
れ
ら
の
特
徴
を
そ
な
え
る
た
め
に
は
、
自
身
の
理
論
的
な
正
し
さ
を
根
拠

づ
け
る
絶
対
的
な
理
性
と
認
識
能
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

三
　
ケ
ア
の
倫
理
に
よ
る
社
会
契
約
説
批
判
の
妥
当
性

ケ
ア
の
倫
理
は
、
ご
く
自
然
な
そ
の
理
論
的
帰
結
と
し
て
、
社
会
契
約
説
に
内
在
す
る
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
を
批
判
す
る
。
ケ
ア

の
倫
理
が
想
定
し
て
い
る
脆
弱
性
が
具
現
化
し
た
最
た
る
も
の
が
、
障
碍
で
あ
る
。
社
会
契
約
説
が
前
提
と
さ
れ
た
場
合
、
最
初
に
排
除

さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
の
は
、
様
々
な
障
碍
の
中
で
も
知
的
お
よ
び
精
神
的
な
障
碍
と
共
に
生
き
て
い
る
人
々
で
あ
る
。

二
六
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こ
れ
に
関
し
て
、
ス
テ
イ
シ
ー
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
シ
ン
プ
リ
カ
ン
は
、
社
会
契
約
の
実
態
が
「
能
力
契
約
」（capacity contract

）

で
あ
る
と
評
し
て
、
そ
れ
か
ら
生
じ
る
排
除
性
を
告
発
し
て
い
る
（
32
）

。
彼
女
に
よ
る
と
、
今
日
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
、「
論
理
的
思
考
」

（reasoning
）、「
熟
考
」（reflection

）、「
倫
理
的
判
断
」（judgem

ent

）、「
熟
議
」（deliberation

）
と
い
っ
た
「
知
的
作
業
」（cognitive 

tasks

）
が
、
最
も
重
要
な
政
治
的
義
務
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
を
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
市
民
の
知
的
能
力

が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
正
統
性
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
能
力
に
何
ら
か
の
問
題
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
の
信
頼
性
に
も
動
揺
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
社
会
契
約
説
に
基
づ
く
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
、
知
的
・
精
神
的
障
碍
は
政

治
社
会
に
と
っ
て
の
深
刻
な
脅
威
な
の
で
あ
る
（
33
）

。

さ
て
、
ロ
ッ
ク
の
社
会
契
約
説
に
関
し
て
は
、
キ
ャ
ロ
ル
・
ペ
イ
ト
マ
ン
は
、
そ
れ
が
「
性
契
約
」（sexual contract

）
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
理
由
に
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
ロ
ッ
ク
が
女
性
を
政
治
社
会
か
ら
排
除
し
て
い
る
理
由
は
、「
女
性
は
、
生

ま
れ
つ
き
の
自
然
に
よ
っ
て
市
民
的
個
人
と
な
る
た
め
に
要
求
さ
れ
る
能
力
（capacities required to becom

e civil individuals

）
を
欠
く

か
ら
で
あ
る
（
34
）

」。
そ
の
能
力
と
は
、
具
体
的
に
は
、「
政
治
的
権
利
を
作
り
、
保
持
す
る
能
力
」
を
指
し
て
い
る
（
35
）

。
前
述
の
通
り
、
ロ
ッ
ク

は
基
本
的
に
は
人
間
の
平
等
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
人
間
と
い
う
種
の
間
に
理
性
の
平
等
が
見
い
だ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
精
神
疾

患
や
知
的
障
碍
と
共
に
生
き
て
い
る
人
間
が
政
治
社
会
か
ら
排
除
さ
れ
る
の
は
、
能
力
的
に
そ
の
平
等
原
則
を
適
用
で
き
な
い
か
ら
で

あ
っ
た
。
ペ
イ
ト
マ
ン
の
意
図
は
社
会
契
約
説
の
性
差
別
的
性
格
の
告
発
に
あ
る
が
、
既
述
の
通
り
、
彼
女
も
ロ
ッ
ク
の
性
差
別
的
傾
向

が
知
的
能
力
の
問
題
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ッ
ク
の
政
治
思
想
の
内
部
で
は
理
性
の
能
力
に
関
す
る

差
別
と
女
性
に
対
す
る
性
差
別
が
一
体
化
し
て
お
り
、
政
治
社
会
に
お
け
る
女
性
排
除
が
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強

く
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
七
〇



社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
社
会
契
約
説
や
そ
の
影
響
を
受
け
た
各
種
契
約
思
想
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
四
点

を
挙
げ
て
い
る
（
36
）

。
第
一
に
政
治
社
会
を
形
成
す
る
設
計
者
（fram

ers

）
と
市
民
集
団
の
等
式
化
、
第
二
に
力
（pow

er

）
と
能
力
（force

）

の
平
等
性
お
よ
び
そ
の
道
徳
的
平
等
性
、
第
三
に
相
互
有
利
性
（m

utual advantage

）
を
目
的
と
し
た
契
約
、
第
四
に
女
性
お
よ
び
身
体

的
・
知
的
能
力
に
お
い
て
不
平
等
な
位
置
に
い
る
人
々
の
排
除
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第
三
の
「
相
互
有
利
性
」
と
は
、
社
会
契
約
に
よ

る
政
治
社
会
の
形
成
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
社
会
全
体
の
利
益
の
増
大
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
が
動
機
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
下
で
は
、
障
碍
と
共
に
生
き
て
い
る
人
間
は
、
社
会
全
体
の
利
益
増
進
へ
の
貢
献
度
が
低
く
、
相
互
有

利
性
に
乏
し
い
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
関
係
構
築
の
た
め
の
契
約
の
当
事
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
（
37
）

。
こ
の
よ
う
に
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
社
会
契

約
説
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
自
ら
の
権
利
と
利
益
の
擁
護
と
増
進
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
第
一
か
ら
第
四
の
特
徴
を

可
能
に
し
て
い
る
の
は
や
は
り
理
性
の
能
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、
社
会
契
約
説
が
理
性
の
絶
対
視
・
絶

対
化
の
上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
社
会
契
約
説
に
お
け
る
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
評
価
が

存
在
し
て
い
る
。
第
一
の
評
価
は
、
福
田
歓
一
の
よ
う
に
、
社
会
契
約
説
に
よ
る
政
治
社
会
形
成
が
理
性
に
基
づ
く
高
度
な
知
的
営
為
の

成
果
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
た
政
治
社
会
は
確
固
た
る
正
統
性
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
評
価
に
お
い
て
は
、
理
性
の
存
在
と
能
力
こ
そ
が
人
間
性
の
価
値
や
人
間
の
尊
厳
を
証
明
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

対
す
る
、
第
二
の
評
価
は
、
社
会
契
約
説
が
認
識
能
力
を
中
核
と
す
る
理
性
の
能
力
的
有
効
性
を
過
度
に
偏
重
し
た
た
め
に
、
知
的
能
力

に
何
ら
か
の
支
障
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
人
間
の
排
除
が
正
当
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
ケ
ア
の
倫
理
な
ど
に
よ
る
批
判

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人
間
は
脆
弱
性
を
抱
え
た
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
契
約
説
に
関
す
る
こ
れ
ら
二
つ
の

二
七
一



評
価
の
相
対
立
す
る
性
格
は
、
人
間
と
い
う
存
在
に
関
す
る
見
解
の
相
違
に
由
来
し
て
い
る
。

で
は
、
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
の
間
に
共
通
点
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
理
論
に
共
通
す
る
の
は
、
理
論
の
基
礎
と
な
る

人
間
像
・
市
民
像
に
対
し
て
き
わ
め
て
強
い
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
は
い
ず
れ
も
理
論
の

基
底
と
な
る
人
間
像
を
重
視
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
像
が
相
対
立
す
る
性
格
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
こ
れ
ら
の
相

違
が
強
調
さ
れ
、
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
の
理
論
的
な
対
立
関
係
は
、
そ
れ
ら
が
共
に
人
間
性

を
高
く
謳
っ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
だ
が
、
逆
に
言
え
ば
、
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
は
い
ず
れ
も
人
間
性
を
重
要
視
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
間
の
対
立
は
理
性
に
対
す
る
評
価
と
そ
こ
か
ら
生
じ
る
人
間
像
に
関
す
る
慎
重
な
再
検
討
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る

可
能
性
が
存
在
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
を
材
料
に
考
え
て
み
た
い
。

周
知
の
と
お
り
、
カ
ン
ト
は
理
性
を
絶
対
的
に
評
価
し
た
典
型
的
哲
学
者
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
格
（P

ersönlichkeit

）
に
は
感

性
的
側
面
と
理
性
的
側
面
が
あ
る
。
人
間
の
生
に
と
っ
て
感
性
的
側
面
は
不
可
欠
だ
が
、
こ
れ
は
自
然
法
則
の
下
に
あ
る
た
め
、
外
部
的

影
響
に
左
右
さ
れ
る
（「
他
律
」）。
人
間
が
真
に
自
由
（「
自
律
」）
で
あ
る
た
め
に
は
、
自
身
の
理
性
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
た
道
徳
法
則
に

対
し
て
、
義
務
と
し
て
自
ら
服
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
そ
の
た
め
、
こ
の
道
徳
法
則
は
、「
命
法
」
と
呼
ば
れ
る
）。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、

カ
ン
ト
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
、
人
格
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

人
格
0

0

と
は
、
行
為
の
責
任
を
負
う

0

0

0

0

0

こ
と
の
で
き
る
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
的
人
格
性
と
は
、
道
徳
法
則
の
も
と
に
あ
る
理

性
的
存
在
の
自
由
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
中
略
）
こ
の
こ
と
か
ら
次
に
、
人
格
が
（
ひ
と
り
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
他
の
ひ
と

び
と
と
一
緒
に
）
自
己
自
身
に
与
え
る
法
則
以
外
の
い
か
な
る
他
の
法
則
に
も
支
配
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
（
39
）

。
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
人
格
・
理
性
・
道
徳
性
・
自
律
・
自
由
は
完
全
に
一
体
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
機
能
し
た
場
合
に
生

じ
る
の
が
、
責
任
で
あ
る
。
自
ら
の
判
断
に
よ
る
行
為
に
は
、
必
然
的
に
帰
責
性
が
付
随
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
帰
責
性
を
問
え
な

い
存
在
に
対
し
て
は
自
律
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
、
理
性
に
関
す
る
能
力
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
人
間

の
人
格
は
結
果
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

カ
ン
ト
に
よ
る
、
こ
の
よ
う
な
人
間
に
対
す
る
理
解
は
、
彼
の
政
治
哲
学
に
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
政
治
に
お
け
る
人
間

の
意
味
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
能
動
的
国
民
」
と
「
受
動
的
国
民
」
に
分
類
す
る
。
こ
の
う
ち
、
後
者
は
商
人
や
職
人
の
徒
弟
や

未
成
年
者
、
女
性
な
ど
を
指
し
、
こ
れ
ら
の
「
一
般
に
、
自
分
自
身
の
経
営
に
従
っ
て
で
は
な
く
て
、
他
人
た
ち
の
指
図
（
国
家
の
そ
れ

は
除
く
）
に
従
っ
て
自
分
の
現
存
（
栄
養
と
防
御
）
を
維
持
す
る
よ
う
強
制
さ
れ
て
い
る
者
は
誰
で
も
、
公
民
的
人
格
性
を
欠
き
、
か
く
て
、

そ
う
い
う
者
の
現
存
は
言
わ
ば
た
だ
の
内
属
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
40
）

。
カ
ン
ト
の
場
合
は
自
律
や
自
由
が
理
性
と
一
体
的
に
理
解

さ
れ
て
い
る
た
め
、
受
動
的
と
い
う
表
現
は
理
性
の
適
切
な
使
用
が
見
ら
れ
な
い
状
態
、
も
し
く
は
理
性
的
な
能
力
に
問
題
が
あ
る
状
態

を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
受
動
的
国
民
は
、
人
格
と
い
う
評
価
に
は
値
し
な
い
存
在
と
さ
れ
る
。

だ
が
、
カ
ン
ト
が
そ
れ
と
対
置
さ
せ
て
い
る
「
物
件
」（S

ache

）
と
合
わ
せ
て
人
格
概
念
を
考
察
す
る
と
、
カ
ン
ト
の
考
え
る
人
格
が

よ
り
複
雑
で
広
範
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
物
件
と
は
、「
自
由
な
選
択
意
志
の
客
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ

自
体
と
し
て
は
自
由
を
欠
い
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
（
41
）

」、
要
す
る
に
帰
責
性
を
問
え
な
い
存
在
を
指
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
物
件
の
価
値

は
価
格
で
表
現
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
自
分
の
自
由
を
放
棄
す
る
奴
隷
契
約
の
よ
う
な
も
の
は
自
己
矛
盾
で
無
効
だ
と
明
言
し
て
い
る

こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
基
本
的
に
す
べ
て
の
人
間
を
物
件
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、
要
す
る
に
人
格
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と

推
量
さ
れ
る
（
42
）

。
つ
ま
り
、
帰
責
性
を
問
う
こ
と
が
困
難
な
い
し
不
可
能
だ
と
評
価
さ
れ
る
、
知
的
・
精
神
的
障
碍
と
共
に
生
き
て
い
る
人

二
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間
で
あ
る
と
し
て
も
、
人
間
は
す
べ
て
道
徳
的
な
人
格
と
し
て
の
資
質
を
有
す
る
存
在
な
の
で
あ
り
、
そ
の
尊
厳
は
適
正
に
認
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
、
人
間
性
（M

enschheit

）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

人
間
性
そ
の
も
の
は
尊
厳
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
人
間
は
、
い
か
な
る
人
間
に
よ
っ
て
も
（
他
人
に
よ
っ
て
も
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

自
己
自
身
に
よ
っ
て
さ
え
も
、
た
ん
に
手
段
と
し
て
の
み
用
い
ら
れ
え
ず
、
つ
ね
に
同
時
に
目
的
と
し
て
用
い
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
こ
そ
ま
さ
に
人
間
の
尊
厳
（
人
格
性
）
が
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
、
世
界

に
お
け
る
人
間
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
他
の
存
在
─
し
か
も
用
い
ら
れ
う
る
─
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
物
件
よ
り
も
、
自
ら
を
優
位
に
置

く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
が
自
己
自
身
を
い
か
な
る
価
格
で
も
売
却
す
る
こ
と
（
そ
う
す
る
こ
と
は
自
重
の
義
務
に
背
く
こ
と
に
な

ろ
う
）
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、〔
同
じ
く
〕
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
の
他
人
の
必
然
的
な
自
重
を
阻
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ

ち
、
人
間
に
は
、
す
べ
て
の
他
人
の
内
に
宿
る
人
間
性
の
尊
厳
を
実
践
的
に
承
認
す
る
義
務
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
に
は
、
す

べ
て
の
他
人
に
是
非
と
も
示
さ
る
べ
き
尊
敬
に
か
か
わ
る
義
務
が
あ
る
こ
と
に
な
る
（
43
）

。

確
か
に
、
カ
ン
ト
は
人
格
概
念
を
理
性
と
結
び
付
け
て
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
彼
は
、
こ
の
引
用
や
よ
く
知
ら
れ

た
定
言
命
法
で
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
無
条
件
な
敬
意
を
求
め
る
（
44
）

。
表
面
的
に
は
矛
盾
す
る
よ

う
な
こ
れ
ら
の
見
解
を
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
カ
ン
ト
が
自
身
の
哲
学
を
説
い
た
対
象
は
、
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
人
間
で
あ
っ

た
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
服
部
健
司
は
、
カ
ン
ト
の
人
格
概
念
が
「
人
間
を
対
象
的
に
と
ら
え
、
外
か
ら
裁
く
た
め
に
人

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

格
概
念
を
使
用
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
内
的
な
自
覚
に
か
か
わ
る
局
面
で
使
用
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
使
用
さ
れ
る
時
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
「
病
的
で
非
人
格
的
な
人
間
の
所
属
先
の
在
処
で
は
な
く
て
、
行
為
主
体
と
し
て
の
わ
れ
わ

れ
自
身
の
能
動
的
な
あ
り
か
た
」
だ
と
し
て
い
る
（
45
）

。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
倫
理
学
は
、
精
神
疾
患
や
知
的
障
碍
と
共
に
生
き
て
い
る

人
々
を
社
会
的
・
政
治
的
場
面
か
ら
排
除
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
自
身
が
主
体
的
な
理
性
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
て
い
る
人
間
に
対
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
た
思
考
や
行
動
、
態
度
を
促
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

第
二
に
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
人
間
像
と
市
民
像
が
あ
る
部
分
で
は
重
な
り
、
ま
た
別
の
あ
る
部
分
で
は
区
別
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
定
義
・
区
別
と
そ
の
用
法
が
必
ず
し
も
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
明
確
で
も
な
い
こ
と
は
注
意
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
他
の
社
会
契
約
論
者
に
も
見
受
け
ら
れ
る
傾
向
性
で
あ
り
、
本
稿
で
も
社
会
契
約
説
に
関
し
て
論
及

し
て
い
る
個
所
に
お
い
て
し
ば
し
ば
「
人
間
像
・
市
民
像
」
と
い
う
こ
れ
ら
を
併
記
し
た
表
現
を
使
用
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

実
は
、
こ
の
点
に
こ
そ
、
理
性
を
持
っ
た
市
民
に
よ
る
政
治
社
会
構
築
を
主
張
す
る
社
会
契
約
説
の
最
大
の
特
徴
と
問
題
点
が
あ
る
。
先

に
福
田
の
見
解
を
紹
介
し
た
通
り
、
社
会
契
約
説
は
理
性
と
い
う
概
念
を
中
心
と
し
て
、
人
間
論
と
市
民
論
を
一
体
的
に
捉
え
る
こ
と
を

思
想
的
特
徴
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
と
い
う
存
在
自
体
が
有
す
る
価
値
と
、
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
領
域
に
お
け
る
主
体
と

し
て
の
市
民
と
い
う
存
在
の
価
値
は
、
本
来
は
別
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
契
約
説

で
は
、
理
性
を
絶
対
視
・
絶
対
化
す
る
あ
ま
り
、
元
々
は
一
体
的
に
語
ら
れ
る
必
要
の
な
い
人
間
像
と
市
民
像
の
意
識
的
な
一
体
視
な
い

し
混
同
が
行
わ
れ
て
い
る
。
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
領
域
は
近
代
以
降
に
生
き
る
人
間
の
生
に
と
っ
て
不
可
欠
な
要
素
で
は
あ
る
が
、

そ
の
人
間
全
体
の
価
値
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
自
立
的
・
自
律
的
・
理
性
的
市
民
と
し
て
の
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尊
厳
は
、
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
本
質
的
に
異
な
る
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
質
的
な
差
異
を
理
解
し
た
上
で
論
じ
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
（
46
）

。

本
稿
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ケ
ア
の
倫
理
は
社
会
契
約
説
の
公
私
二
元
論
を
批
判
し
て
い
る
が
、
実
は
社
会
契
約
説

や
そ
れ
を
根
拠
に
成
立
し
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
、
公
私
二
元
論
と
共
に
、
歪
ん
だ
形
で
の
公
私
の
融
合
と
相
互
の
浸

食
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
た
と
え
ば
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
指
摘
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
経
済
と
い
う
私
的
領
域
に
よ
る
公
的

領
域
の
浸
食
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
今
回
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
、
人
間
の
持
つ
公
的
部
分
と
理
性
と
を
関
連

付
け
て
、
そ
れ
点
の
み
を
偏
重
し
た
上
で
、
さ
ら
に
は
そ
の
公
的
部
分
だ
け
で
評
価
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
は
ず
の
人
間
と
い
う

存
在
の
価
値
と
尊
厳
を
、
そ
の
偏
っ
た
規
準
に
基
づ
い
て
評
価
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
、
公
に
よ
る
私
の
侵
食
で
あ
る
。
要
す

る
に
、
社
会
契
約
説
や
そ
れ
に
基
づ
く
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
二
元
論
的
な
公
私
分
断
と
、
私
に
よ
る
公
の
侵
食
と

公
に
よ
る
私
の
侵
食
と
い
う
相
対
立
す
る
二
種
類
の
公
私
融
合
が
、
複
雑
に
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
は
、
あ
る
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
理
論
が
、
啓
蒙
思
想
・
解
放
思
想
と
し
て
の
性

格
を
共
に
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
、
既
存
の
状
況
に
対
し
て
看
過
し
難
い
問
題
点
を
認
識
し
、
そ
れ

を
打
開
す
る
た
め
に
あ
る
種
の
理
想
を
掲
げ
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
社
会
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
啓
蒙
思
想
・

解
放
思
想
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
は
各
自
の
理
論
の
基
礎
と
し
て
人
間
像
を
重
ん
じ
る
点
で
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
、
社
会
契
約
説

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

が
高
い
理
性
に
関
す
る
能
力
を
持
つ
「
強
い
人
間
」
を
称
揚
す
る
の
に
対
し
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
「
弱
さ
を
抱
え
た
人
間
」
と
い
う
あ
り

の
ま
ま
の
人
間
の
受
容
を
求
め
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
人
間
性
の
崇
高
さ
を
謳
い
な
が
ら
も
、
そ
の
人
間
性
に
対
す
る
理
解

と
評
価
が
隔
た
っ
て
い
る
た
め
に
、
は
か
ら
ず
も
思
想
的
な
対
立
関
係
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

社
会
契
約
説
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
並
ぶ
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
的
根
拠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
社

会
契
約
説
の
こ
れ
ま
で
の
実
績
と
今
日
的
意
義
を
単
純
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
社
会
契
約
説
に
代

表
さ
れ
る
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
と
の
密
接
な
関
連
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ケ
ア
と
い
う
行

為
は
、
過
度
に
パ
タ
ー
ナ
ル
で
抑
圧
的
な
価
値
観
や
社
会
秩
序
と
容
易
に
一
体
化
す
る
傾
向
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
は
、
安

易
に
自
己
犠
牲
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ケ
ア
す
る
人
間
に
対
す
る
配
慮
も
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
価
値
規
範

や
伝
統
的
秩
序
の
弊
害
を
批
判
し
、
個
人
の
価
値
を
主
張
し
た
近
代
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論
は
今
も
な
お
有
効
性
を
失
っ
て
い

な
い
ど
こ
ろ
か
、
ケ
ア
の
実
践
の
適
切
性
を
維
持
す
る
た
め
に
は
そ
れ
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

社
会
契
約
説
を
考
え
る
際
に
念
頭
に
置
く
べ
き
は
、
初
期
の
社
会
契
約
説
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
状
況
で
あ
る
。
そ
の
当
時
、
こ
の
理

論
に
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
絶
対
王
政
や
貴
族
制
度
と
い
っ
た
旧
来
の
秩
序
に
対
抗
し
て
新
た
な
社
会
秩
序
の
形
成
す
る
こ
と
に
あ

り
、
そ
の
た
め
に
は
旧
体
制
の
桎
梏
を
強
力
に
破
壊
し
、
個
人
に
よ
る
人
為
と
し
て
の
共
同
体
の
正
統
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
必
須
で

あ
っ
た
。
こ
の
期
待
に
応
え
る
た
め
に
、
社
会
契
約
説
は
、
理
性
を
そ
な
え
た
有
益
な
（positive

）
人
間
像
・
市
民
像
を
掲
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
時
代
的
要
請
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
所
与
の
も
の
と
な
っ
た
現
在
、
社
会
契
約
説
が
殊
更
に
「
強
い
人
間
」
を
強
調
す
る
必
要
は

も
は
や
な
く
、
そ
の
よ
う
な
前
提
は
積
極
的
に
修
正
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
理
性
と
い
う
能
力
は
、
人
間
と
い
う
存
在
の
全
体

二
七
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的
価
値
を
決
定
す
る
絶
対
的
規
準
で
は
あ
り
え
ず
、
こ
の
点
の
み
を
も
っ
て
政
治
主
体
と
し
て
の
市
民
を
定
義
す
る
こ
と
も
、
評
価
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
人
間
像
・
市
民
像
の
再
検
討
に
あ
た
っ
て
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、
近
代
思
想
に
全
体
的
に
見
ら
れ
る
理
性
偏
重
に
対
す
る
批

判
理
論
と
し
て
機
能
す
る
。
同
時
に
、
そ
れ
は
、
ケ
ア
と
い
う
具
体
的
実
践
の
価
値
と
意
義
の
強
調
を
通
し
て
、
そ
の
批
判
的
考
察
が
虚

無
的
に
傾
く
こ
と
を
妨
げ
る
。
そ
し
て
、
単
に
「
弱
さ
を
抱
え
た
人
間
」
の
保
護
を
訴
え
る
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
長
所
と
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
他
の
特
性
と
共
に
脆
弱
性
を
人
間
の
特
徴
に
位
置
づ
け
、
人
間
の
「
生
」
そ
の
も
の
を
肯
定
す
る
理
論
と
し
て
の
性
格
も
有

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ケ
ア
の
倫
理
は
、「
有
益
さ
」
で
は
な
く
、「
肯
定
的
」「
楽
観
的
」
と
い
う
意
味
合
い
で
の
《positive

》
を
重

視
す
る
。
社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
を
架
橋
す
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
生
」
の
見
直
し
を
通
し
た
人
間
像
の
再
定
義
が
不
可
欠
で
あ

る
。※

本
稿
は
、
日
本
大
学
の
派
遣
に
よ
る
、
ア
メ
リ
カ
・
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
で
の
在
外
研
究
（
二
〇
一
七
年
〜
二
〇
一
八
年
）
の
研
究
成
果
の

一
部
で
あ
る
。
本
稿
の
作
成
・
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ト
ロ
ン
ト
教
授
（
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
）
と
の
共
同
研
究
で
得
ら
れ
た
知

見
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
に
特
記
し
て
、
ト
ロ
ン
ト
教
授
に
謝
意
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

※
本
稿
の
一
部
は
、
二
〇
一
八
年
二
月
二
九
日
に
行
わ
れ
た
日
本
大
学
法
学
部
政
治
研
究
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

※
外
国
語
書
籍
か
ら
の
引
用
は
、
邦
訳
書
を
記
載
し
て
い
る
も
の
以
外
は
拙
訳
で
あ
る
。

（
1
） 

従
来
、
ケ
ア
の
倫
理
は
普
遍
的
な
規
範
原
理
を
強
調
す
る
「
倫
理
学
」（ethics
）
と
い
う
語
で
は
な
く
、
個
別
具
体
的
な
「
倫
理
」（ethic

）

二
七
八



社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

と
い
う
語
を
使
用
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
安
井
絢
子
に
よ
る
と
、
ケ
ア
の
倫
理
に
関
す
る
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
一
般
化
を
試
み
る

傾
向
が
強
ま
り
、
次
第
に
前
者
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
て
い
る
（
安
井
絢
子
「
ケ
ア
の
倫
理
の
理
論
的
展
開
　
ケ
ア
の
倫
理
の
公
的
領
域
へ
の

適
用
に
向
け
て
」『
倫
理
学
研
究
』
第
四
四
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
四
三
─
一
四
四
）。
こ
の
指
摘
は
興
味
深
い
も
の
だ
が
、
本
稿
の
主
題
で
は
な
い

た
め
、
今
回
は
一
般
に
流
通
し
て
い
る
「
ケ
ア
の
倫
理
」
と
い
う
表
現
を
統
一
的
に
使
用
す
る
。

（
2
） E

va F
eder K

ittay, L
ove’s L

abor: E
ssays on

 W
om

en
, E

qu
ality, an

d
 D

epen
d

en
cy, N

ew
 Y

ork: R
outledge, p. 29.

〔
エ
ヴ
ァ
・

フ
ェ
ダ
ー
・
キ
テ
ィ
、
岡
野
八
代
／
牟
田
和
恵
訳
『
愛
の
労
働
あ
る
い
は
依
存
と
ケ
ア
の
正
義
論
』
白
澤
社
、
二
〇
一
〇
年
、
八
一
ペ
ー
ジ
。〕

（
3
） 

ロ
バ
ー
ト
・
グ
デ
ィ
ン
が
提
起
し
た
「
脆
弱
性
モ
デ
ル
」（vulnerability m

odel

）
は
、
ケ
ア
の
倫
理
の
議
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し

か
し
、
グ
デ
ィ
ン
の
見
解
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
一
般
的
な
脆
弱
性
理
解
と
の
間
に
は
、
小
さ
か
ら
ぬ
違
い
が
あ
る
。
ケ
ア
の
倫
理
は
他
者
と
の

関
係
性
を
重
視
す
る
が
、
そ
れ
以
上
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
の
は
人
間
と
い
う
存
在
が
本
質
的
に
有
す
る
脆
弱
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
グ
デ
ィ

ン
の
考
え
る
脆
弱
性
と
は
、
複
数
の
存
在
の
関
係
性
に
お
い
て
、
も
し
あ
る
存
在
の
意
志
や
行
動
が
他
の
存
在
の
利
害
に
影
響
を
与
え
る
と
し
た
ら
、

後
者
は
前
者
に
対
し
て
脆
弱
性
を
負
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
と
い
う
概
念
の
こ
と
で
あ
る
（R

obert G
oodin, “V

ulnerabilities and 

R
esponsibilities, A

n E
thical D

efense of T
he W

elfare S
tate. ” T

h
e A

m
erican

 P
olitical S

cien
ce R

eview
, V

ol. 79, N
o. 3, 1985, 

779

）。
つ
ま
り
、
グ
デ
ィ
ン
は
、
個
々
の
存
在
の
脆
弱
性
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
の
存
在
が
形
成
す
る
関
係
性
の
中
に
生
じ
る
脆
弱
性
に
注
目
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
脆
弱
性
概
念
は
、
心
身
の
障
碍
と
い
っ
た
個
別
具
体
的
な
脆
弱
性
に
と
ど
ま
ら
ず
、
広
く
社
会
全
体
に
存
在
す
る
多
種

多
様
な
関
係
性
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
山
崎
望
が
グ
デ
ィ
ン
の
脆
弱
性
モ
デ
ル
を
評
価
す
る
理
由
も
、
こ
の
よ
う
な
敷
衍
性
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
（
山
崎
望
「
ポ
ス
ト
・
リ
ベ
ラ
ル
／
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
福
祉
を
め
ぐ
っ
て
　
現
代
民
主
主
義
論
の
観
点
か
ら
」『
政
治
思
想
研
究
』
第

一
一
号
、
二
〇
一
一
年
、
五
二
）。
し
か
し
、
極
端
な
見
方
を
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
世
界
第
一
位
の
資
産
家
の
投
資
行
動
に
よ
っ
て
第
二
位
の
資
産

家
の
資
産
状
態
に
変
化
が
生
じ
る
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
が
脆
弱
性
概
念
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
、
彼
の
考
え
る
脆
弱
性
は
、
ケ
ア
の
倫
理
が
重

視
し
て
き
た
脆
弱
性
概
念
の
本
質
を
曖
昧
に
す
る
危
険
が
あ
る
。
グ
デ
ィ
ン
の
脆
弱
性
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、
キ
テ
ィ
は
以
前
は
彼
の
モ
デ
ル
の
中
に

ケ
ア
の
倫
理
の
有
力
な
理
論
的
基
礎
を
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
を
期
待
し
て
い
た
が
、
望
ん
だ
通
り
の
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
感

想
を
記
し
て
い
る
（K

ittay, p. 63.

〔
邦
訳
　
一
四
九
ペ
ー
ジ
〕）。
キ
テ
ィ
は
そ
の
よ
う
な
評
価
に
至
っ
た
理
由
を
あ
ま
り
明
確
に
し
て
い
な
い
が
、

二
七
九



彼
女
も
グ
デ
ィ
ン
の
脆
弱
性
理
解
が
ケ
ア
の
倫
理
の
そ
れ
と
は
異
な
る
性
質
を
持
っ
た
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
4
） Joan C

. T
ronto, M

oral B
ou

n
d

aries: A
 P

olitical A
rgu

m
en

t for an
 E

th
ic of C

are, N
ew

 Y
ork: R

outledge, 1993, p. 135.
（
5
） Joan C

. T
ronto, C

arin
g D

em
ocracy: M

arkets, E
qu

ality, an
d

 Ju
stice, N

ew
 Y

ork: N
ew

 Y
ork U

niversity P
ress, 2013, pp. 

9-10.

（
6
） 

岡
野
八
代
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
　
ケ
ア
の
倫
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
へ
』
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
二
四
─
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
7
） 

岡
野
、『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
政
治
学
』、
八
八
─
八
九
ペ
ー
ジ
。

（
8
） K

ittay, p. 62. 
〔
邦
訳
　
一
四
九
ペ
ー
ジ
〕。

（
9
） K

ittay, pp. 63-64. 
〔
邦
訳
　
一
四
九
ペ
ー
ジ
〕。

（
10
） 

キ
テ
ィ
は
、
契
約
と
い
う
行
為
自
体
に
は
規
範
性
を
見
い
だ
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
法
律
学
に
は
、
契
約
行
為
自
体
が
個
人
の
尊
厳
に
由
来
し

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
の
場
合
、
契
約
の
自
由
は
日
本
国
憲
法
第
十
三
条
「
個
人
の
尊
厳
」
お
よ
び
第
二
十
九
条

財
産
権
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
（
小
野
秀
誠
「
契
約
の
自
由
と
当
事
者
の
地
位
　
契
約
と
基
本
権
」『
一
橋
法
学
』
第
七
巻
第
一
号
、

二
〇
〇
八
年
、
一
八
ペ
ー
ジ
）。
そ
の
た
め
、「
契
約
の
神
聖
さ
」
と
い
う
考
え
方
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

（
11
） 

石
川
文
康
『
良
心
論
　
そ
の
哲
学
的
試
み
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
九
〇
─
九
一
ペ
ー
ジ
。

（
12
） 

周
知
の
通
り
、
カ
ン
ト
の
い
う
自
律
は
、
自
ら
が
決
定
し
た
普
遍
的
法
則
に
自
ら
従
う
こ
と
で
あ
る
（
カ
ン
ト
、
中
山
元
訳
『
道
徳
形
而
上
学

の
基
礎
づ
け
』
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
七
─
一
四
八
ペ
ー
ジ
）。
つ
ま
り
、
自
律
と
は
、
決
し
て
自
分
が
望
ん
で
い
る
よ
う

に
行
動
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
ら
定
め
た
も
の
と
は
い
え
、
法
則
と
い
う
外
部
的
概
念
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
そ
の
人
間
に
常

に
何
ら
か
の
他
者
性
を
意
識
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ン
ト
の
考
え
る
自
律
は
、
自
己
の
内
面
に
お
け
る
主
客
意
識
の
摩
擦
や
対
立
、
葛
藤
の
存
在

を
前
提
と
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
13
） R

ichard R
orty, P

h
ilosoph

y an
d

 th
e M

irror of N
atu

re, P
rinceton: P

rinceton U
niversity P

ress, 1979, p. 140. 

〔
リ
チ
ャ
ー
ド
・

ロ
ー
テ
ィ
、
野
家
啓
一
監
訳
『
哲
学
と
自
然
の
鏡
』
産
業
図
書
、
一
九
九
三
年
、
一
四
六
ペ
ー
ジ
。〕

（
14
） R

orty, pp. 141-142. 

〔
邦
訳
　
一
四
八
ペ
ー
ジ
〕。

二
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社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

（
15
） John L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, O
xford: O

xford U
niversity P

ress, 1975, p. 104.
（
16
） L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, p. 105.
（
17
） L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, p. 335.

（
18
） L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, pp. 149-150.

（
19
） L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, p. 341.

（
20
） 

今
村
健
一
郎
「
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
の
人
格
同
一
性
論
」『
イ
ギ
リ
ス
哲
学
研
究
』
第
三
三
号
、
二
〇
一
〇
年
、
二
七
ペ
ー
ジ
。

（
21
） L

ocke, A
n

 E
ssay con

cern
in

g H
u

m
an

 U
n

d
erstan

d
in

g, p. 668.

（
22
） John L

ocke, T
w

o T
reatises of G

overn
m

en
t, L

ondon: C
am

bridge U
niversity P

ress, 1963, p. 287. 

〔
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
、
加
藤
節

訳
『
完
訳
　
統
治
二
論
』
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
）、
二
〇
一
〇
年
、
二
九
六
ペ
ー
ジ
。〕

（
23
） L

ocke, T
w

o T
reatises of G

overn
m

en
t, p. 326. 

〔
邦
訳
　
三
六
三
ペ
ー
ジ
〕。
傍
点
は
原
著
に
よ
る
。

（
24
） L

ocke, T
w

o T
reatises of G

overn
m

en
t, pp. 325-326. 

〔
邦
訳
　
三
六
二
ペ
ー
ジ
〕。
傍
点
は
原
著
に
よ
る
。

（
25
） 

社
会
契
約
説
は
、
政
治
体
制
・
政
治
社
会
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
現
在
で
も
健
在
な
政
治
思
想
で
あ
り
、
ま
た
今
日
に
至
る
ま
で
き
わ
め
て
多

様
な
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
ロ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
近
代
初
頭
の
社
会
契
約
説
と
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
以
降
の
現
代
の
社
会
契
約
説
の

間
の
違
い
は
大
き
い
。
だ
が
、
本
稿
で
は
、
論
者
に
よ
っ
て
程
度
の
差
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
社
会
契
約
説
は
い
ず
れ
も
人
間
の
理
性
に
対
す
る
信

頼
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
社
会
契
約
説
に
関
す
る
代
表
的
な
分
析
と
し
て
福
田
歓
一
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
政
治
的
・
社
会
的
・
思
想
的
な
歴
史
的
経
緯
の
中
で
社
会
契
約
説
が
培
わ
れ
て
き
た
西
洋
社
会
で
行
わ
れ
た
研
究
よ
り
も
、
本
来
的
に
異
質

な
も
の
と
し
て
概
念
の
移
植
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
日
本
で
の
研
究
の
方
が
、
特
に
戦
後
日
本
に
お
い
て
近
代
的
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
確
立
を
具
体
的
に
意
図
し
て
行
わ
れ
た
研
究
の
方
が
、
社
会
契
約
説
の
本
質
に
対
し
て
よ
り
意
識
的
で
敏
感
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
た

め
で
あ
る
（
そ
の
反
面
、
当
然
な
が
ら
、
結
果
的
に
社
会
契
約
説
に
対
す
る
評
価
が
楽
観
的
な
も
の
に
な
る
と
い
う
問
題
点
を
伴
う
こ
と
に
な
る
）。

つ
ま
り
、
福
田
に
よ
る
社
会
契
約
説
の
研
究
は
、
西
洋
社
会
に
お
け
る
研
究
以
上
に
そ
の
理
論
の
特
徴
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
お
り
、
こ
の
理
論
の

本
質
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

二
八
一



（
26
） 

福
田
歓
一
『
近
代
政
治
原
理
成
立
史
序
説
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
、
三
五
三
ペ
ー
ジ
。

（
27
） 

福
田
、
二
四
四
─
二
四
五
ペ
ー
ジ
。
ホ
ッ
ブ
ズ
や
ロ
ッ
ク
、
カ
ン
ト
ら
に
よ
る
社
会
契
約
説
の
構
想
過
程
は
、
初
め
に
認
識
論
に
よ
っ
て
基
礎

と
な
る
人
間
像
が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
に
関
し
て
い
え
ば
、『
人
間
知
性
論
』
と
『
統
治
二
論
』
は
い
ず
れ
も
一
六
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
が
、
前
者
の
執
筆
開
始
年
は
一
六
七
一
年
、
後
者
の
執
筆
開
始
年
は
一
六
七
九
年
で
あ
り
、
や
は
り
彼
も
政
治
思
想
よ
り
も
か
な
り
先
行
し
て

認
識
論
を
考
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
冨
田
恭
彦
『
ロ
ッ
ク
入
門
講
義
　
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
の
原
点
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
七
年
、
五
九

─
七
四
ペ
ー
ジ
）。

（
28
） 

福
田
、
三
九
四
─
三
九
五
ペ
ー
ジ
。

（
29
） 

こ
の
よ
う
な
福
田
の
見
解
と
は
対
照
的
に
、
丸
山
眞
男
は
政
治
的
主
体
が
絶
対
君
主
の
前
に
出
現
し
、
そ
こ
か
ら
個
人
と
い
う
主
体
が
見
い
だ

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
丸
山
眞
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
二
三
三

─
二
三
四
ペ
ー
ジ
）。

（
30
） 

関
谷
昇
「
日
本
に
お
け
る
近
代
社
会
契
約
説
研
究
の
展
開
と
そ
の
意
義
」『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
第
二
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
五
年
、

一
五
六
─
一
五
七
ペ
ー
ジ
。
関
谷
は
、
戦
後
日
本
に
お
い
て
、
社
会
契
約
説
に
強
い
影
響
を
受
け
た
福
田
歓
一
や
丸
山
眞
男
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

た
政
治
理
論
の
性
格
と
し
て
、「
個
人
主
義
的
主
体
論
」
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
関
谷
は
、
と
り
わ
け
福
田
の
見
解
を
、「
福
田
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
の
性
格
の
第
一
が
社
会
契
約
の
主
体
と
し
て
の
「
個
人
」
に
対
す
る
強
い
こ
だ
わ
り
で
あ
り
、
第
二
の
も
の
が
今
回
取
り
上
げ

た
所
与
性
の
切
断
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
の
も
の
が
、
関
谷
の
表
現
で
い
え
ば
「
個
へ
の
還
元
」
に
よ
る
大
陸
自
然
法
学
と
社
会
契
約
説
と
の
切

断
で
あ
る
。「
個
へ
の
還
元
」
は
第
二
の
所
与
性
の
切
断
と
密
接
に
関
係
し
た
概
念
だ
が
、
こ
れ
は
人
間
が
所
与
性
か
ら
の
切
断
を
通
し
て
、
血

縁
・
身
分
・
言
語
・
宗
教
な
ど
と
は
完
全
に
無
関
係
な
抽
象
的
存
在
と
し
て
の
「
個
人
」
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
「
個
へ
の

還
元
」
が
、
大
陸
自
然
法
学
と
社
会
契
約
説
を
隔
て
る
基
準
と
な
っ
て
い
る
。

（
31
） 

福
田
、
二
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
32
） S

tacy C
lifford S

im
plican, T

h
e C

apacity C
on

tract: In
tellectu

al D
isability an

d
 th

e Q
u

estion
 of C

itizen
sh

ip, M
inneapolis: 

U
niversity of M

innesota P
ress, 2015, p. 3.

二
八
二



社
会
契
約
説
と
ケ
ア
の
倫
理
に
お
け
る
人
間
像
・
市
民
像
の
比
較
考
察
（
杉
本
）

（
33
） 

ル
ー
カ
ス
・
ピ
ニ
ェ
イ
ロ
も
シ
ン
プ
リ
カ
ン
と
共
通
し
た
問
題
意
識
を
有
し
て
お
り
、
彼
は
カ
ン
ト
に
お
け
る
正
義
の
理
解
が
障
碍
と
共
に
生

き
て
い
る
人
々
の
排
除
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
契
約
思
想
を
「
健
常
者
中
心
主
義
的
契
約
」（ableist contract

）
と
呼
ん
で
批
判

し
て
い
る
（L

ucas G
. P

inheiro, “T
he A

bleist C
ontract: Intellectual D

isability and the L
im

its of Justice in K
ant ’s P

olitical 

T
hought. ” in B

arbara A
rneil and N

ancy J. H
irschm

an eds. D
isability an

d
 P

olitical T
h

eory C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity 

P
ress, 2016, 45

）。

（
34
） C

arol P
atem

an, T
h

e S
exu

al C
on

tract, P
olity P

ress, 1988, p. 94. 

〔
キ
ャ
ロ
ル
・
ペ
イ
ト
マ
ン
、
中
村
敏
子
訳
『
社
会
契
約
と
性
契

約
　
近
代
国
家
は
い
か
に
成
立
し
た
の
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
、
一
一
九
ペ
ー
ジ
〕。

（
35
） P

atem
an, p. 96. 

〔
邦
訳
　
一
二
一
─
一
二
二
ペ
ー
ジ
〕。

（
36
） M

artha C
. N

ussbaum
, F

ron
tiers of Ju

stice: D
isability, N

ation
ality, S

pecies M
em

bersh
ip, C

am
bridge: B

elknap P
ress, 

2006, p. 53. 

〔
マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
、
神
島
裕
子
訳
『
正
義
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
　
障
碍
者
・
外
国
人
・
動
物
と
い
う
境
界
を
越
え
て
』
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
一
二
年
、
六
四
ペ
ー
ジ
〕。

（
37
） N

ussbaum
, p. 20.

〔
邦
訳
　
二
七
ペ
ー
ジ
〕。
キ
テ
ィ
は
社
会
契
約
説
が
自
律
を
強
調
し
、
依
存
を
軽
視
す
る
た
め
に
、
有
機
的
な
人
間
関
係

の
構
築
を
妨
げ
て
い
る
と
考
え
た
。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
社
会
契
約
説
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
政
治
社
会
の
形
成
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し

た
。
そ
の
た
め
、
社
会
契
約
説
に
対
す
る
キ
テ
ィ
と
ヌ
ス
バ
ウ
ム
の
批
判
は
大
枠
で
は
一
致
し
て
い
る
。
彼
女
ら
の
批
判
は
、
社
会
契
約
説
に
基
づ

く
政
治
社
会
は
真
の
意
味
で
の
有
機
的
人
間
関
係
と
は
言
い
難
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
38
） 

な
お
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
は
、
現
代
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
的
契
約
論
者
が
相
互
有
利
性
の
た
め
の
契
約
と
い
う
「
虚
構
」
の
み
を
強
調
し
、
元
々
ロ
ッ

ク
が
「
慈
恵
」（benevolence

）
と
人
間
の
尊
厳
を
重
視
し
た
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
（N

ussbaum
, p. 45. 

〔
邦
訳
　
五
六
ペ
ー

ジ
〕）。
ヌ
ス
バ
ウ
ム
に
よ
る
批
判
は
、
ロ
ッ
ク
自
身
に
対
す
る
も
の
よ
り
も
、
そ
の
思
想
を
部
分
的
に
誇
張
し
て
い
る
後
の
世
代
、
特
に
今
日
の
契

約
論
者
に
対
す
る
も
の
の
方
が
よ
り
厳
し
い
。

（
39
） 

カ
ン
ト
、
吉
澤
伝
三
郎
／
尾
田
幸
雄
訳
「
人
倫
の
形
而
上
学
」『
カ
ン
ト
全
集
』（
第
十
一
巻
）
理
想
社
、
一
九
六
六
年
、
四
六
ペ
ー
ジ
。
傍
点

は
原
著
に
よ
る
。

二
八
三



（
40
） 

カ
ン
ト
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
一
七
八
─
一
七
九
ペ
ー
ジ
。

（
41
） 

カ
ン
ト
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
四
六
ペ
ー
ジ
。

（
42
） 
カ
ン
ト
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
一
三
一
ペ
ー
ジ

（
43
） 
カ
ン
ト
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
三
八
九
─
三
九
〇
ペ
ー
ジ
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
人
格
と
人
間
性
の
意
味
と
そ
れ
ら
の
関
係
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
る
（
山
口
意
友
「
カ
ン
ト
『
教
育
学
講
義
』
に
お
け
る
「
人
間
性
」
と
「
人
格
性
」
に
つ
い
て
」『
玉
川
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
一
七
号
、

二
〇
一
七
年
、
八
一
─
九
九
ペ
ー
ジ
。）。
だ
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
同
一
視
も
可
能
で
あ
る
ほ
ど
、
密
接
な
関
連
性
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
人
格
と
人
間
性
を
同
一
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。

（
44
） 

定
言
命
法
第
二
の
定
式
（
目
的
自
体
の
定
言
命
法
）「
君
は
、
み
ず
か
ら
の
人
格
と
他
の
す
べ
て
の
人
格
の
う
ち
に
存
在
す
る
人
間
性
を
、
い

つ
で
も
、
同
時
に
目
的
と
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
か
な
る
場
合
に
も
た
ん
に
手
段
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
」（
カ
ン
ト
、『
道
徳

形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
』、
八
五
ペ
ー
ジ
）。

（
45
） 

服
部
健
司
「
医
療
倫
理
へ
の
カ
ン
ト
人
格
概
念
の
適
用
の
問
題
」『
医
学
哲
学
医
学
倫
理
』
第
十
二
巻
、
一
九
九
四
年
、
三
三
ペ
ー
ジ
。

（
46
） 

カ
ン
ト
に
は
、
理
性
の
可
謬
性
に
対
す
る
警
戒
感
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
補
足
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、「
人
間
の
内
な
る
法
廷
」
と

い
っ
た
考
え
か
ら
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
カ
ン
ト
、「
人
倫
の
形
而
上
学
」、
三
五
二
─
三
五
七
ペ
ー
ジ
）。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
の

道
徳
的
判
断
は
、
自
己
の
理
性
の
中
に
想
定
さ
れ
る
「
あ
た
か
も
他
人
の
人
格
」
で
あ
る
よ
う
な
裁
判
官
の
審
議
を
経
て
行
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、

こ
の
作
用
を
「
良
心
」（G

ew
issen

）
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
先
述
の
「
自
己
内
他
者
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
石
川
文

康
は
、
こ
の
モ
デ
ル
に
つ
い
て
、「
訴
え
る
我
な
い
し
裁
く
我
と
訴
え
ら
れ
る
我
と
い
う
二
項
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
か
ら
な
る
一
個
の
自
己
意
識

論
を
、
し
か
も
訴
え
裁
く
契
機
を
自
己
内
他
者
と
し
て
ま
で
要
求
す
る
と
い
う
独
特
な
自
己
意
識
論
」
と
表
現
し
て
い
る
（『
カ
ン
ト
　
第
三
の
思

考
　
法
廷
モ
デ
ル
と
無
限
判
断
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
、
二
二
四
ペ
ー
ジ
）。
確
か
に
、「
人
間
の
内
な
る
法
廷
」
と
い
う
モ
デ
ル
を

採
用
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
理
性
内
の
働
き
で
あ
る
以
上
、
理
性
中
心
主
義
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
は
よ
り
高
い
レ
ベ

ル
の
理
性
の
働
き
を
求
め
る
も
の
で
も
あ
る
た
め
、
理
性
の
絶
対
視
・
絶
対
化
を
一
層
強
調
す
る
も
の
だ
と
い
う
評
価
も
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
同

時
に
、
こ
れ
は
理
性
の
直
截
的
な
意
志
や
判
断
の
可
謬
性
を
カ
ン
ト
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
絶
対
的
な
理
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性
で
あ
っ
て
も
誤
っ
た
判
断
を
下
す
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
吟
味
し
、
必
要
に
応
じ
て
訂
正
す
る
存
在
が
必
要
だ
が
、
そ
れ
が
可
能
な
の
は

同
じ
く
絶
対
的
な
自
身
の
理
性
以
外
に
な
い
。
理
性
の
可
謬
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
理
性
の
作
用
内
部
の
恒
常
的
な
摩
擦
の
存
在
を
求
め
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
性
概
念
は
、
独
善
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
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Abstract

Despite the numerous benefits anticipated from using Artificial 

Intelligence (AI), this technology has not been fully implemented in the public 

sector, although AI has the potential to reduce administrative costs while 

providing more timely and effective responses. This paper clarifies the reasons 
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for this relative delay in Japan’s private sector by classifying the contributing 

factors into three categories. The first is problems with e-government in 

general. Multiple previous attempts to effect a highly digitalized and citizen-

oriented government have failed, for reasons that include insufficient data 

management and the lack of Business Process Reengineering (BPR). The 

second category relates to AI-specific effects, such as the black-box effect or 

lack of human feelings, which could become an enormous disadvantage in a 

citizen-based government. The third category comprises factors characteristic 

of an administration engaged in multistakeholder processes, which include the 

need for accountability and responsibility. The logical and clear-cut solutions 

typically generated by AI are not always suitable in this context. This paper 

concludes that given these difficulties, even though AI represents a viable tool 

for achieving the long-desired more person-oriented government, at least in the 

near future, AI is unlikely to replace all human officials.

Artificial Intelligence and Lessons from Japan’s Public Sector

Introduction

Artificial Intelligence (hereafter AI) is a popular theme for those who are 

interested in improving many aspects of our society. We encounter the word AI 

everywhere today, especially in the fields of medicine, education, e-commerce, 

and banking. In more familiar terms, we unconsciously use AI in our daily 

lives, for example when we use Google translator or Apple’s SIRI. Compared 

to the private sector, however, we hear references to AI much less often in 

government or administrative fields. In Japan, we only hear about AI in 

reference to experimental attempts to use it. What can explain this difference 

between the public and private sectors? Are there any specific reasons that can 

explain this phenomenon logically?

三
五
一

2



As a former practitioner of e-government for over 30 years, the author is 

accustomed to hearing questions such as “Why is government always slow to 

introduce new technologies compared to the private sector?” With the dawn of 

the AI age, the number of times these questions are raised seems to have 

increased, and the cleavage between sectors has widened.

This paper, based mostly on Japan’s experiences with AI, aims to clarify 

why governments have lagged in adopting AI technologies. It also presents 

some issues that must be overcome if we are to harness AI’s potential for better 

governance in the public sector. The method used to conduct the research for 

this paper is largely based on a comparative study of Japan’s e-government 

measures. Consequently, two research axes are presented in the following 

analysis:

Axis A: e-government (basic information technology (IT) usage)/AI 

(futuristic IT usage); and

Axis B: private sector (profit)/public sector (accountability).

Japan’s E-government Efforts

Many criticisms can be leveled at the government administration’s 

shortcomings. They include inefficiency, ineffectiveness, and sometimes the 

rude attitudes of its officers. Therefore, every government is eternally 

searching for a magic wand that will provide a solution for an accumulation of 

government problems. The e-government has introduced measures—such as 

the Japanese version of the national-ID system nicknamed My Number—that 

are thought to be relatively promising. These attempts have not always been 

fully successful, however, and the results of evaluations of these measures 

have in general been rather disappointing. In other words, they have failed to 

achieve expected outcomes such as greater efficiency in the ministry’s work or 

improved customer-oriented services. All possible causes for these failures 

must be considered to achieve this paper’s objective of clarifying the reasons 
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AI has not been fully implemented in the public sector.

AI and E-government (Axis A)

What is AI?

The definition we adopt for AI in this paper is the following:

AI is the field devoted to building artifacts capable of displaying, in 

controlled, well-understood environments, and over sustained periods of 

time, behavior that we consider to be intelligent, or more generally, 

behaviors that we take to be at the heart of what it is to have a mind. 

(Frankish et al., 2014)

More simply, AI is software that enhances and automates the knowledge-based 

work done by humans (Griffin & Green, 2016).

The key concepts to be considered here are the following:

1. AI manipulates data using computers and shares this functionality with 

Information and Communication Technology (ICT).

2. AI independently learns to identify processes and patterns. In particular, 

unsupervised AI machine learning is not restricted to following explicit 

rules or instructions from human beings to conduct this function. This is 

AI’s main characteristic, and in this regard, it is very different from 

traditional ICT.

What is e-government?

The OECD has two definitions of e-government. The first is that 

e-government is “the use of information and communication technologies, and 

particularly the Internet, as a tool to achieve better government” (OECD, 

2003). The second definition is that “e-government (understood as both ICT 

usage and its broad impact on public governance) has moved from being ‘just 

another office tool,’ through the phase of being a tool for transformation of the 

public sector, to becoming a key lever for innovation and change” (OECD, 

2009).
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AI does not change any of these concepts, but strengthens them in a 

broader sense. In particular, as OECD emphasized the significance of the 

paradigm shift from a government-centric system to a customer-centered 

personalized service and a citizen-centric service system (Kamimura, 2010), 

AI would be the most appropriate means of realizing this outcome, if only 

governments were able to draw on AI as the private sector does.

Elements of e-government and AI

AI uses the basic infrastructure and technologies prepared for 

e-government—such as the Internet, cloud computing, IoT, whole-of-

government approach, big-data, and image processing—as its basis (Kamimura 

et al., 2012). AI also uses these elements while deploying cutting-edge 

technologies such as neural networking. The expected goals of e-government 

are the basic (and eternal) objectives of government reform, and do not differ 

greatly from AI use in general. They include the following:

◦ greater efficiency: more services that are delivered more efficiently 

and with greater accuracy

◦ better services: personalized services are available 24 hours a day, 7 

days a week

◦ breaking silos: developing a whole-of-government approach and 

sharing data

◦ building trust: enhancing transparency and creating more direct 

interfaces

◦ reform oriented: reducing corruption and alleviating administrative 

procedural burdens

◦ contributing to economic reform: cutting costs and providing cheaper 

services (Japan’s e-Government Initiatives, n.d.).

Differences Between Public-Private (Axis B)

An extensive body of politico-administrative literature analyzes the 
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characteristics of government relative to those of private organizations, and 

Table 1 below provides a simplified summary of these differences.

Table 1  Differences between private/public sector working environments1

Sector Key factors Engine Governance
private profit, competition, 

challenge
market mechanisms shareholder control

public accountability, 
transparency, fairness

rule of law multistakeholder 
political control

These sectors have opposite mindsets. Failures are largely tolerated in 

private companies, and in some cases praised as a signal of the challenge-

spirit. In the public sector, however, 100% certainty is required, and failure is 

not permitted. In addition, this sector does not always adopt economically-

sound solutions, since political interference sometimes distorts market logic.

Merits of AI Usage in the Public Sector

Many countries now use AI in the public sector, albeit at a small scale, 

and numerous reports in the United States document the practical use of AI in 

the public sector (Chambers, 2015; Griffin & Green, 2016; NRI, 2017).These 

applications include urban planning, food poisoning detection, e-raters for 

university examinations,2 assessing an inmate’s risk of reoffending, 

previsioning the length of a patient’s stay in hospital, making bail decisions, 

and previsioning the likelihood of criminal activities. (Williams et al., 2017).

An American research institute has summarized AI’s expected benefits for 

government under four pillars: (i) predictive analytics, (ii) detection, (iii) 

computer vision, and (iv) natural language processing (Centre for Public 

Impact, 2017). Each pillar’s basic function draws on the computer’s capacity to 

identify, sort, and search for information in massive and complex datasets, on 

the basis of which AI grasps and judges a situation.
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Predictive analytics is useful for policymaking in anticipation of future 

changes or trends. Detection is used to evaluate the possibility of abnormal 

events such as machine breakdowns or human wrongdoing, and identifying 

fraud in various administrative applications. Computer vision analyzes digital 

images for purposes such as face recognition and CT scan diagnoses. Natural 

language processing is used for translation or auto-responding call-centers, 

with appropriate responses to complaints or inquiries provided automatically. 

In other words, their functions involve reasoning, machine learning, robotics, 

natural language processing, perceiving objects, information storage, and 

speech and handwriting recognition (Russel & Norvig, 2013). Policymakers 

might also input multiple different parameters for an AI algorithm to identify 

both the best outputs under each set of parameters and optimum policy 

alternatives.

The benefits of AI for citizens include saving taxpayers’ money, quicker 

responses, customized services, more effective outcomes, and accurate results. 

The benefits for officials include liberating human resources from tedious 

routine work for more valuable work. In other words, officials would have 

more time for normative judgments, instead of factual activities, and be able to 

concentrate on work that involves emotions and requires empathy or creativity 

(IAIS, 2016).

Japan’s Experience: AI Use-Case in the Japanese Administration

Several AI experiments have been carried out at local and central 

government levels in Japan, but none has reached the operational stage.

Local Government’s Experiences

In an experiment conducted by the University of Kyusyu and Fujitsu Co., 

the City of Saitama began using AI to gather data on family income, parents’ 

working-hours, and nursery location preferences for nursery assignments. The 

results of this experiment showed that making nursery assignments, which had 
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previously required 30 officials to work 50 hours each, had been completed in 

several seconds, and produced the same results (Kyusyu University, 2017).

Kawasaki City conducted an experiment of interactive FAQ services on 

administrative service procedures using AI, which increased the likelihood of 

finding more appropriate answers by sorting and clustering a huge amount of 

information including Frequently Asked Questions (FAQ) stored on its website 

(Kawasaki-City, 2018).

Osaka city will use AI this year for family registration services, as a result 

of which officials are expected to make more accurate and faster judgments, 

regardless of their years of experience. During this experimental operation at 

two ward offices, the knowledge of complicated systems and experienced staff 

will be accumulated in AI (Osaka, 2018).

Since January 2017, the City of Chiba has used machine learning to 

automatically detect road pavement damage. This pilot project is being co-

conducted with the University of Tokyo, and consists of the IoT system 

sending road images captured by in-vehicle cameras to a server, after which AI 

analyzes the degree of damage according to levels stipulated in each district’s 

regulations (Chiba, 2018).

Central Government’s Experiences

There are two major examples of planned AI use in the central 

government. The National Tax Agency (NTA) is planning to introduce new 

inquiries and survey selection systems using AI. These measures are expected 

to facilitate more advanced and accurate research for detecting delinquencies 

and frauds (NTA, 2018). The second example is provided by the Ministry of 

Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), which will use AI to 

assess the usefulness of area pricing. Specifically, AI learns and analyzes the 

occurrence of previous traffic congestion, assesses changes in traffic, and 

predicts future traffic congestion (MLIT, 2018).
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Future Expectations

In Japan’s central ministries, two areas are thought to involve the most 

tedious and time-consuming tasks and require enormous manpower: preparing 

for parliamentary questions and drafting bills. A report on an AI assisted 

parliamentary-answering system showed that despite many favorable 

conditions for the use of AI in this field (such as the accumulation of enormous 

data sets in the forms of minutes and parliamentary records), the results were 

disappointing. AI served as an excellent search engine, but failed to grasp the 

meanings of lawmakers’ fuzzy questions, or the underlying intent of ministers’ 

ambiguous and equivocal answers (NRI, 2017).

The IAIS report confirmed that since AI was also performant in legal 

analysis (Ashley, 2017), it could greatly reduce the workload involved in 

drafting bills if it could correctly estimate the consistency between related 

laws, or eliminate contradictory words and phrases. It might also offer impact 

simulations that illustrated the effects of new legislation. This remains an idea, 

however, and actual implementation has not yet been initiated.

Issues to be Solved

To answer this paper’s main question—why has AI usage not progressed 

in the Japanese Public sector—it may be helpful to classify the reasons for this 

outcome into three categories: problems with e-government in general, AI 

specific problems, and characteristics of government.

Problems with e-government in General

As already stated, AI will not be effective if there is no solid basis for 

e-government. The first point is about data. In Japan, the so-called once-only 

principle has never been realized, despite repeated government promises.3 This 

failure can be attributed to data management problems. To achieve a whole-of-

government system, data formats must be aligned across each section. This 

condition is hard to meet, however, because of a data silo situation that reflects 
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the insular management of government’s data systems. Further, there are many 

unstructured data sets and relatively small amounts of machine-readable data 

within the administration.4 Thus, managing the existing data and gathering 

immense amounts of preliminary data is problematic.

The second factor is a lack of BPR (Business Process Reengineering) of 

government’s business. No government section has been able to shift all its 

operations from paper-based to digital, which is why online administrative 

service rates remain at only 46%, while the target rate for 2021 is 70%. In 

addition, the shared government human resources management (HRM) and 

payroll system has never been operational, because the ministries did not adapt 

to a shared service system. Consequently, this system was stopped and 

completely reviewed.5

The third reason for the lack of a solid base for e-government is a shortage 

of IT skills. IT-workers account for only 1.8% of all workforces,6 compared to 

5.2% in the UK, and 3.0% in the United States. The Ministry of Economy, 

Trade and Industry estimates that the number of IT workers needed in Japan 

will be about eight hundred thousand.7

The privacy issue is another factor. Japanese people are extremely 

sensitive to a lack of privacy, and that is the main reason Japan does not have a 

true national ID system, and its partial substitute—My Number—has not been 

fully implemented. An AI-powered precise identification of personal features 

will not be readily tolerated.

Officials’ reluctant attitudes toward the new technologies are the last point 

here. The National Social Insurance Agency’s labor union strongly resisted the 

introduction of a computer system, which led to a delay and inaccurate pension 

payments.8 Fear of unemployment was one reason for this incident. Since 

Oxford University predicted that 47% of jobs were at risk of replacement by 

2030, including those of many middle-class professions, because of 

computerization (Frey & Osborne, 2013), their concerns may be valid.
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Specific AI Problems 1: Black-Box Effect

Two main characteristics of AI must also be noted as problematic. The 

first is what the IAIS report called the black-box effect (IAIS, 2016), which 

means that machine learning—and especially Deep Learning—cannot be 

observed from the outside, and a machine cannot explain why it has reached 

one solution and not another one.

The author thinks this is the most likely reason AI has not been deployed 

in the public sector, where transparency and accountability are often more 

important than efficiency or low-cost. This point will be discussed in more 

detail later in this paper.

Specific AI Problems 2: Lack of “Human Feelings”

As a natural consequence of the black-box effect, AI results do not convey 

any emotion or empathy, which may be one reason administrative jobs related 

to the human interface with the clients will not disappear in the near future. 

With regard to these tasks, there are many illogical inquiries, inconsistent 

complaints, and background situations that are not evident from official 

application forms. All these cases require human imagination and insight to be 

resolved, in fields that may affect basic human needs, rights, and duties such as 

social welfare and education. In sum, the Japanese public and an aging 

population are not comfortable with non-human AI interactions.

Characteristics of Public Administration

As shown in Table 1, there are some clear differences between public and 

private sectors’ characteristics. First, decisions made by governments are not as 

logical as those made by private enterprises. Government’s decisions often rely 

on power balances between multiple stakeholders, and have to take into 

consideration many elements such as social backgrounds, human relationships, 

conflicts between social classes, and vested interests. It is naïve to suppose 

there are optimal solutions, in the sense of economics, statistics, or utilitarian 

theories.
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As for accountability, questions such as “can AI take responsibility for its 

solutions?” may be asked. If AI produces incorrect results, as in cases of 

incorrect diagnostics or pointless recommendations, who would be responsible 

for the resulting damages? Can politicians or government officials refuse to 

take responsibility for these failures? The IAIS report concluded that AI was 

only useful for suggesting candidates or alternatives for a final decision. This 

decision could not to be left to AI, since it could not present the evidence-based 

proof necessary for government decisions (IAIS, 2016). The issue of public 

acceptance also remains. Even if the results produced by AI are identical to 

those produced by humans, as was almost the case for the above-mentioned 

e-rating in the United States or the nursery assignment in Saitama, the author 

posits that citizens retain some uneasy feelings about AI judgments. Apart from 

the arguments that somehow exaggerated anxieties over superintelligence 

(Bostrom, 2014) or singularity (Kurzwell, 2006), we must not forget the 

potential antipathy felt toward computers that exceed human comprehension 

and work autonomously, outside human control.

Conclusion-Implications

Based on instructions issued by the Prime Minister in his Public-Private 

Dialogue Toward Investment for the Future in April 2016, the Japanese 

government established the Strategic Council for AI Technology. This Council, 

acting as a control tower, is tasked with promoting AI use in Japanese society 

and industry. Here, AI is regarded as a panacea for overcoming the multiple 

difficulties faced in this country, namely managing populations, declining 

productivity, and budget deficits (Strategic Council for AI Technology, 2017). 

AI, however, does not hold promise for improving the public sector—

something that was not mentioned in the Council’s report—for reasons stated 

above.

As the author has indicated, AI is a component of e-government measures, 
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and unless the sources of e-government’s failures are addressed, AI will follow 

the same path. In addition, AI has specific characteristics, such as the black-

box effect and the lack of feeling, which might be suitable for scientific 

research or business/market analysis, but not for daily administrative activities. 

For the latter, issues of accountability, transparency, and responsibility are key 

public sector elements that differ considerably from issues in the private sector. 

The government must also have a strong capacity for empathy and imagination 

to respond to each citizen’s needs.

AI seems to bear a double burden (the derivation of e-government and 

problems specific to AI) when being adapted to the government’s business, and 

at least in the short-term, it is unlikely that AI will assume many human roles 

in the public sector. We should not, however, forget the expected benefits of 

AI. The OECD has stated that the ultimate objective of e-government is to 

create a true citizen-oriented government (OECD, 2009). Well-managed AI is 

very likely to attain this goal, which has not yet been achieved by previous 

measures. A government that successfully leverages AI will be able to identify 

each citizen’s needs and situations more effectively than it had on previous 

occasions. Drawing on big data, AI could facilitate tailored and much more 

personalized services in fields such as welfare payments, immigration 

decisions, and responding to citizens’ queries. At the same time, new 

legislation or guidelines will be needed to manage AI specific issues such as 

the black-box effect, unfeelingness, and the lack of accountability (Yanaga & 

Shishido, 2018). Without these frameworks, the fears and anxieties associated 

with AI use will remain perpetual hindrances to harnessing its potential 

powers.

A well-known AI architect—John Giannandrea, Apple’s Chief of Machine 

Learning and AI Strategy—said recently that the nature of AI is not to match or 

replace humans.9 The clever and well-managed use of AI in government might 

well lead us to a future in which governments operate somewhat more 
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efficiently and somewhat more effectively. In a best-case scenario, it will 

liberate officials from tedious routine work, freeing them up for more human 

based and creative tasks. Once work-sharing between humans and AI is 

achieved, there will be considerable hope for achieving an improved and more 

citizen friendly government in the future.

1 Table created by the author.
2 In 2012, an AI-powered “e-rater” assessed 16,000 essays in 20 seconds and 

demonstrated the same level of accuracy achieved by human evaluators 
(Winerip, 2012).

3 The once-only-principle reduces paperwork by requiring people and businesses 
to provide information on multiple administrative procedures, such as moving 
and founding a company, to the government only once.

4 In 2016, the Japanese government launched a so-called E-Laws Project/ 
Legislative Activity and Work Support System in which all legal texts are 
provided in XML format. Prior to this change, these texts had not been 
standardized and were not machine-readable.

5 Revised Optimal Plan for the HRM and payroll system. February 2017.
6 Annual Report on the Japanese Economy and Public Finance 2018, Cabinet 

Office.
7 http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/shoujo/daiyoji_sangyo_skill/

pdf/001_s03_00.pdf
8 Report of the Inspection Commission on the National Pension Records 

Problems. 2007. Ministry of Internal Affairs and Communication (in Japanese).
9 Financial Times April 7/8, 2018 “Type of artificial intelligence.”
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Party Organisation and Change of Government:
Analytical Framework for Comparative Studies

of Social Democratic Parties

Masahiro Misawa

1. Introduction

In this study, a comparative analysis of the party organisations of the 

British Labour Party and the Social Democratic Party of Japan reveals why the 

Labour Party (UK) became a governing party, whilst the Social Democratic 

Party of Japan was unable to gain power. As a preparatory work, this paper 

intends to provide an analytical framework for studying the Social Democratic 

Party of Japan, with a particularly comparative focus on the Labour Party.

In its early days of formation, the Social Democratic Party of Japan was 

said to have been conscious of the party organisations of the Labour Party (UK) 

and the Social Democratic Party of Germany. One similarity was the party 

conference as the supreme decision-making body. The Social Democratic Party 

of Japan and the Labour Party were both influenced by outside-parliamentary 

parties because of their strong affiliation with outside-parliamentary 

organisations, e.g. trade unions. Thus, when both parties make decisions, they 

need to coordinate the demands of a variety of nonparliamentary actors. 

Therefore, as a preliminary work before considering the party organisational 

structures, this paper examines what kind of decision-making process has been 

論　説
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made by the Labour Party in important policy areas, e.g. European integration.

2. Analytical Framework

The Labour Party’s decisions on the issues of European integration can be 

examined from two perspectives. The first is that Labour Party ideology has 

determined its attitude toward European integration. Within the party debate, 

actors such as the Parliamentary Labour Party, Constituency Labour Party and 

Trade Unions have each expressed their opinions based on socialist ideologies, 

such as the achievement of full employment and nationalisation of key 

industries. Comments in line with the party’s ideology have implications for 

legitimacy in discussions amongst various actors within the party. The party’s 

ideology, however, did not necessarily produce a single conclusion, but rather 

could serve as a basis for either support or opposition to integration. The first 

position, therefore, does not explain how the Labour Party has changed its 

attitude toward European integration, although it is possible to demonstrate the 

diversity of intraparty discussions.

The second is that the Labour Party’s pragmatism has decided whether or 

not to participate in integration. When opinions within the party are diverse, 

the party needs a strategy to prevent a serious division of the opposition from 

within the joint supporters. Although there is a difference of opinion on 

European integration, the common purpose of both supporters and opponents 

is to gain (and retain) power. This goal is consistent with both sides, regardless 

of whether they favour integration. The acquisition and maintenance of power 

emerge as the acquisition and maintenance of the Government amongst 

political parties and the leader’s position within the party.

British political life has often been characterised as adversarial, and from 

the standpoint of ‘adversary politics’1, it is conceivable that the Labour Party 

would have become hostile to the Conservative Party’s European integration 
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policy as a matter of course. According to Samuel E. Finer, in adversary 

politics the party’s aim was to establish a compromise between the right and 

left factions of the party owing to the necessity of party unity in order to secure 

and maintain the government2. In other words, European integration policy 

will converge on a compromise for both supporters and opponents. Political 

convergence often opposed to membership applications ‘by Conservative 

Party’. From the viewpoint of the pro-membership party of the Labour Party, it 

can be seen that this position does not deny the application for membership 

when the Labour Party won power. From the viewpoint of the anti-

membership, it can be regarded as opposing the application for membership 

although it has the condition ‘Conservative Party’. By converging in the 

middle and aiming to gain and retain power, the Labour Party demonstrates its 

hostility concerning the Conservative Party during the opposition era.

In this paper, therefore, I conclude that the Labour Party’s European 

integration policy was affected by a pragmatic decision process which aimed 

to gain and retain power rather than by a decision to realise socialist ideology. 

The hypothesis is as follows.

If there is a divergence of opinion within the Labour Party over the issue 

of European integration, the party leadership will determine the policy not 

by ideological policy decisions but by pragmatic decisions.

①If the Labour Party is an opposition party, the party leadership will be 

hostile to the Conservative Party’s policies, with a view to gaining power 

(government).

②If the Labour Party is an opposition party, the party leadership will adopt 

a conciliatory policy of avoiding intraparty division, with the aim of 

maintaining intraparty power.

Some examples of the Labour Party’s pragmatic attitude toward European 
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integration are the UK’s confrontations over its participation in European 

integration, such as the first EEC membership application, the second EEC 

membership application, the EC entry, the 1975 referendum, the introduction 

of direct elections to the European Parliament, and the pledge of referenda to 

withdraw from the EC/EU. These examples illustrate the problematic nature of 

European integration during the 22-year period from 1961, when the first EEC 

membership application was filed, to 1983. This paper discusses in detail the 

1975 referendum from amongst these examples. Of course, other cases will be 

addressed in future studies.

3. 1975 Referendum and Intraparty Confrontation

(1) The Road to a Referendum

In view of the EC entry issue, Douglas Jay, who opposed the EC 

membership, argued that a referendum should be held. In his book opposing 

the EC membership, Jay argued that the choice to join the EC was ‘an 

irreparable transfer of decision-making power from the hands of the British 

people to an organisation not responsible for them (EC)’ and that ‘it is not 

permissible for any government to do so without the consent of the voters’3.

Some opponents, like Jay, strongly insisted on holding a referendum, but 

were not representative of the consensus of opponents. For example, Richard 

Crossman, who opposed the EC membership, stated that the primary goal of 

the opponents was ‘not a referendum, but to convert the Labour Party into a 

position of opposing membership’. Underlying this was the belief that the 

Labour Party would be able to take advantage of the growing anti-EC 

sentiment amongst voters in general elections rather than through a 

referendum. For him, the best way was to clarify the Labour Party’s 

opposition; the referendum was only a second-best option if need be.

This best strategy, however, was unlikely to succeed. In some cases, 

三
三
三

20



Wilson did not, in principle, oppose the EC. However, if the Labour Party had 

clarified its opposition in the 1971 general election, it would have invited 

members who had voted in favour with strong convictions to leave the party, 

which would evidently cause the party to split. The opponents thus found it 

impossible to undertake their preferred option, and so it was logical to adopt 

the alternative. In this way, the opposition began to put pressure on the 

leadership to hold a referendum.

On the one hand, it was difficult to say that the voters’ views on the 

referendum were monolithic. In a letter to voters in his district, Tony Benn 

agreed to hold a referendum. In his letter, Benn said, ‘If the people don’t 

participate in this decision, nobody will be seriously thinking about 

participation. If Britain’s participation in a political union with enormous 

potential for the future is to be realised on the premise that the British people 

cannot understand the historical importance of EC membership for themselves, 

it’s a very curious thing’4. The National Executive Committee in 1970 also 

stressed the need for a referendum, but there was little interest within the party.

Wilson clearly stated that he had no intention of holding a referendum. In 

a general election campaign in 1970, Wilson said: ‘The answer is no. I have 

answered this question repeatedly. I am not a person who changes his position 

on this issue in the desire to vote. The answer to this question is that I will not 

change my position’5.

One of the reasons why the Labour Party leadership, including Wilson, 

did not accept the referendum option was that it might, in a sense, have been 

construed as an abandoning of political leadership in the context parliamentary 

democracy by holding a referendum on decisions on important issues. 

Secondly, for the Labour Party, which was in a de facto state of division over 

the EC membership, leaving the final decision to the people had the advantage 

of avoiding difficult decisions, but at the same time, there was the danger that 

Britain’s withdrawal from the EC might become a reality. Wilson criticised the 
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Conservative Party for internal reconciliation, but he felt that Britain could not 

remain an EC member in the future.

Perhaps the biggest obstacle was Wilson’s repeated denial of the 

possibility of a referendum. Had he changed his policy at that point and taken a 

stand in accepting a referendum, his public reputation as a trustworthy 

politician would have fallen drastically, and his political career could have well 

been ended.

At first, Wilson firmly opposed to the referendum, but his attitude 

gradually softened. This was related to international events. Norway, Denmark 

and Ireland, which were trying to join the EC together with the UK, were 

scheduled to hold a referendum on the EC membership. The reasoning was, 

given that the other three countries were going to hold a referendum, only the 

British people themselves could decide whether or not to join the EC.

In March 1972, there was a similar trend in France. Georges Pompidou 

announced that the issue of EC enlargement would be put to a referendum. 

Though Pompidou’s speculation was not meant as a deterrent to Britain’s entry, 

the announcement served as a boost to Britain having a referendum. The 

French referendum also had the same effect on Britain as the three other 

countries’ referendums. In other words, whilst the French people were able to 

decide whether or not to allow Britain to join the EC, the theoretical question 

as to why the British people themselves could not decide whether or not to join 

the EC became even more relevant.

In response to these moves by other countries to hold referendums, the 

Labour Party became more active in calling for a referendum. In February 

1972, Conservative Neil Marten and Enoch Powell submitted a motion for a 

referendum in the House of Commons6, whereas in a shadow cabinet meeting, 

Benn called for the Labour Party to agree with the motion. At this point, 

Benn’s argument was not accepted, and a completely different conclusion was 

drawn in the latter half of March.
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At the National Executive Committee meeting on March 22, a motion for 

a referendum from Marten and Powell was endorsed7. In response to this move 

by the National Executive Committee, in the shadow cabinet, the Labour Party 

decided to vote in favour of motion8, and majority of the Parliamentary Labour 

Party were also in favour of it9.

It has been pointed out that these policy changes by the Labour Party, 

particularly Wilson’s change of stance, were affected by the international 

context as well as by the situation within the party. David Owen argues that 

Wilson’s turnaround was ‘deliberately made to isolate the proponents of EC 

membership in the shadow cabinet’10. Behind Wilson’s attempt, there was an 

ongoing feud with Jenkins. Jenkins implicitly criticised Wilson in his March 

11, 1972, speech. In his memorandum, Jenkins wrote, ‘The intent of this 

speech was to set out a more sincere and principles-based set of policy 

positions on Wilson’s leadership, which was dragged by short-sighted party 

triumphs in 1963 and 1964’11. For Wilson, Jenkins’ speech was seen as a 

challenge to his position as the head of the party.

The Wilson-Jenkins confrontation has been closely aligned with the 

Labour Party’s support for the referendum. In April 1972, Jenkins, Thomson 

and Harold Lever, who were members of the shadow cabinet, announced their 

resignations.

In his review, Jenkins cited three reasons for opposing a referendum. The 

first is that the referendum would nullify the vote on October 28, 1971 (the 

application for the EC membership), that is, it could lead to the withdrawal of 

the EC. The second is that, in principle, the proponents of the EC membership 

did not like to adopt a new procedure of referendum within the traditional 

context of British parliamentary democracy which eschewed such mechanisms. 

The third is that if a referendum did actually take place, and if the campaign 

was overheated, the proponents of the EC membership might be excluded from 

the Labour Party, and the image of the Labour Party as a potential Party of 
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Government would be tarnished12.

The resignation of Jenkins surfaced a serious confrontation within the 

Labour Party, but only three people resigned with him, and it was difficult to 

say that the resignation caused a critical situation, partly because the impact of 

the resignation did not spread within the party. Nevertheless, in the shadow 

cabinet, the proponents of the EC membership sent a message stating that if the 

Labour Party moved further toward the opposition of the EC membership, their 

resignations would be unavoidable13.

Despite this intraparty confrontation, the motion for a referendum 

proposed by Marten and Powell was rejected by the House of Commons on 

April 18, 1972, with 285 to 235 votes against. Of the votes cast by the Labour 

Party members, 63 abstained, but none opposed14.

The Labour Party’s support for a referendum continued thereafter, and the 

National Executive Committee issued a statement in July of the same year 

stating that ‘if the renegotiations are successful, it is the policy of Labour Party 

that the right to decide this question should be given to the people by General 

Election or Referendum’15. They added, ‘if the renegotiations do not succeed, 

we shall not regard the Treaty obligations as binding upon us’16. Again, they 

were prepared to ask the British people for their decision on the withdrawal 

from the EC. This National Executive Committee Statement was passed at the 

party conference by a large margin of 3,407,000 to 1,802,000 votes in favour17.

Whilst the demand for a referendum had become mainstream, the division 

within the party over the EC itself was still serious. At the 1972 party 

conference, the following motions were submitted by John Baldwin of the 

Amalgamated Union of Engineering Workers18.

‘This Conference declares its complete opposition to entry into the 

Common Market on any terms, believing that the Treaty of Rome 

fundamentally denies national independence to the British people.
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It further calls on any future Labour Government to withdraw from the 

Common Market on taking office.’

The motion was a result of 2,958,000 vs. 3,076,000 votes, but it was 

rejected by a narrow margin19. Also, McGarvey of the Amalgamated Society of 

Boilermakers, Shipwrights, Blacksmiths and Structural Workers has submitted 

a motion against the EC20.

‘This Conference declares its opposition to entry into the Common 

Market on the terms by Tories and calls on the future Labour Government to 

reverse any decision for Britain to join unless new terms have been 

negotiated including the abandonment of the Common Agriculture Policy 

and Value Added Tax, no limitation on the freedom of a Labour Government 

to carry out economic plans, regional development, expansion of the Public 

Sector, Control of Capital Movements, and the preservation of the power of 

the British Parliament over its legislation and taxation, and, meanwhile, to 

halt immediately the entry arrangements including all payments to the 

European Communities and participation in their Institutions in particular 

the European Parliament, until such terms have been negotiated, and the 

assent of the British electorate has been given’.

The motion seemed conditionally opposed and, in fact, completely 

opposed the EC membership. The EC is not allowed, such as accession after 

reserving all authority as a sovereign state in Britain. It was not a prerequisite 

for the denial of the European Parliament, which had taken an incomplete step 

forward, as well as the Common Agricultural Policy that had prevailed in the 

process of deepening the integration of the EC. In this sense, the motion was a 

manifestation of a complete hostility concerning the EC in general. As a result, 

the motion was rejected by 3,355,000 votes versus 2,867,000 votes, but 
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persistent opposition to the EC proved to be shaken within the party21. Within 

the Labour Party, there were two distinct pros and cons for joining the EC 

itself, but it can be said that a certain consensus was reached in terms of 

holding a referendum.

When Britain’s entry to the EC was achieved in January 1973, the debate 

within the Labour Party over the EC membership had run out of steam. During 

the party conference that year, the discussion of unconditional withdrawal by 

Keith Morrell of the Constituency Labour Party only attracted little attention. 

Morel argued that it was not realistic to remain in the EC once new conditions 

had been discussed frequently and that renegotiation would not change the 

nature of the EC22. The motion was rejected by 2,800,000 votes vs. 3,316,000 

votes, which only proved that the pro- and anti-membership forces did not 

change significantly from the previous year23.

The 1972 National Executive Committee statement calling for a 

referendum was confirmed by the Transport and General Workers’ Union at the 

1973 party conference24 and passed by an overwhelming majority of 5,166,000 

votes to 945,000 votes25. The acceptance of the National Executive Committee 

Statement by pro-marketeers also reflected the return of influential supporters, 

such as Jenkins and Liver, who had previously resigned from the shadow 

cabinets then returned to them26.

In this way, the Labour Party, whilst coexisting with both pro-EC and 

anti-EC factions, was in a position to support the referendum as a compromise 

position between the two factions within the party.

(2) Renegotiation of the Terms of Membership

The Labour Party, whose intraparty confrontation temporarily subsided, 

returned to power with the general election in February 1974. In its manifesto, 

the Labour Party clarified the following policies27.
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・The Labour Party opposes Britain’s membership to the European 

Communities on the basis of the terms negotiated by the Conservative 

Government.

・We have said that we are ready to re-negotiate.

・In preparing to re-negotiate the entry terms, our main objectives are these:

・Major changes in the COMMON AGRICULTURAL POLICY, so that it 

ceases to be a threat to world trade in food products, and so that low-cost 

producers outside be Europe can continue to have access the British food 

market.

・New and fairer methods of financing the COMMUNITY BUDGET. 

Neither the taxes that form the so-called ‘own resources’ of the 

Communities, nor the purposes, mainly agricultural support, on which the 

funds are mainly to be spent, are acceptable to us. We would be ready to 

contribute to Community finances only such sums as were fair in relation 

to what is paid and what is received by other member countries.

・As stated earlier, we would reject any kind of international agreement 

which compelled us to accept increased unemployment for the sake of 

maintaining a fixed parity, as is required by current proposals for a 

European ECONOMIC AND MONETARY UNION. We believe that 

monetary problems of the European countries can be resolved only in a 

world-wide framework.

・The retention by PARLIAMENT of those powers over the British 

economy needed to pursue effective regional, industrial and fiscal 

policies. Equally, we need an agreement on capital movements which 

protects our balance of payments and full-employment policies. The 

Economic interests of COMMONWEALTH and the DEVELOPING 

COUNTRIES must be better safeguarded. This involves securing 

continued access to the British markets and, more generally, the adoption 

by an enlarged Community of trade and aid policies designed to benefit 
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not just ‘associated overseas territories’ in Africa, but developing 

countries throughout the world.

・No harmonisation of VALUE ADDED TAX which would require us to 

tax necessities.

Although renegotiation on these terms appears to be almost unacceptable, 

there were no clear criteria for successful renegotiation. The success or failure 

of the renegotiation, therefore, depends on how the administration 

communicated its results. The problem that Wilson who won the power first 

faced was to organise a cabinet.

From the results of the 1972 and 1973 party conferences, opinions on the 

EC were divided into groups. Forming a cabinet that was biased toward the 

opinion of one would therefore be a major risk factor in ensuring stable party 

management.

Wilson assembled a cabinet composed of both supporters and opponents. 

For example, Michael Foot and Barbara Castle were appointed from amongst 

the opposing ministers and Jenkins, Liver and Williams from the proponent 

ministerial group. Along with the appointment of both factions, care was taken 

to keep them away from the Ministries directly related to the EC. James 

Callaghan, a neutral, was appointed to the post of foreign minister, which 

would play an important role in any renegotiation. In addition, Wilson devoted 

himself to maintaining a balance within the party by appointing Roy 

Hattersley, a supporter of European affairs, and Peter Shore, an opponent of 

EC-based trade.

Immediately after the formation of the cabinet, Callaghan referred the 

renegotiation of the terms of membership to the House of Commons. In March 

1974, he made it clear to the labour government that ‘Nor shall we aim to 

conduct the negotiations as a confrontation. It is hardly necessary for me to add 

that a Labour Government will embark upon these fundamental talks in good 
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faith not to destroy or to wreck but to adapt and reshape the policies of the 

Community and our terms of membership in such a way that they will better 

meet the needs of our own people, as well as of others in Europe, and meet our 

conception of the Community’s relations with other States’28. Callaghan’s 

remarks, therefore, helped to reassure the EC’s supporters that they would 

never negotiate with them from the standpoint of opposing EC members.

On the other hand, Callaghan never forgot to take care of opponents. At 

the Luxembourg Foreign Ministers’ Meeting in January 1974, Callaghan took a 

hard-line stance, saying that if the EC was found to be harmful to Britain’s 

national interests, the labour government reserved the right to seek 

amendments to the Rome Treaty and other Treaties29. This statement showed 

Britain’s hard-line stance, but from a different perspective, as it indicated that 

the precondition for the UK’s staying in the EC did not include amendments to 

the Rome Treaty. The opponents were dissatisfied, but not strongly opposed, 

that the amendment of the Rome Treaty was not made a condition for 

remaining.

The Labour Party won the February 1974 General Election but was only 

able to form a minority government. In a situation where the minimally 

victorious government could be described as a tradition of England, Wilson 

was thinking of winning a simple majority by holding another election. Under 

such circumstances, it was not, however, a suitable tactic from the standpoint 

of maintaining government that opponents would reveal divisions within the 

party by attacking the party leadership openly. It can be said that opposition 

movements lost their degree of freedom amid inter-party conflicts over the 

maintenance of government.

Wilson announced that a general election would be held again in October 

1974, and at the same time, the Labour Party manifesto set out its stance on the 

EC. In the manifesto, the labour government pledged that ‘within twelve 

months of this election we will give the British people the final say, which will 
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be binding on the Government-through the ballot box-on whether we accept 

the terms and stay in or reject the terms and come out’30. This in itself was 

nothing more than a manifesto commitment of the Labour Party’s policy since 

1972, and it never became a major issue in the election campaign. The question 

came after the victory in the general election.

Until then, opponents had undertaken restraint in the interest of 

maintaining the regime. After gaining a simple majority in the October General 

Election, dissatisfaction could not be contained any longer. The dissatisfaction 

erupted at the party conference held in November of the same year. The Labour 

Party’s Peter Price proposed a motion that the Labour Party government should 

take a very strong stance31.

This conference demands that complete safeguards are gained in the 

negotiations with the European Economic Community on all the following 

points, before acceptance of any terms is recommended to the British public:

①The need for Parliamentary Sovereignty and the right of the British 

Parliament to reject any European Economic Community legislation, 

directives or orders, when they are issued, or at any time after they are 

issued.

②The right of the British Parliament to bring any firm in Britain under 

public ownership, and to control and regulate industry by financial or 

other means as they require.

③The right of the British Parliament to restrict capital inflows and outflows.

④The right of the British Parliament to determine its own taxation policy.

⑤The right of the British Parliament to subsidise food and import food free 

of duty.

⑥The right of the Commonwealth and under-developed countries to export 

to Britain on terms at least as favourable as before Britain entered the 
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European Economic Community.

⑦The right of the British Parliament to control Labour movements into 

Britain.

⑧The right of the British Parliament to independently determine its own 

defense policy.

The motion included the logic often used by opponents to maintain 

the relationship between British parliamentary sovereignty and the 

Commonwealth. It was obvious, of course, that the EC would not accept these 

negotiating conditions, and in effect, it was a motion calling for withdrawal. 

The motion was rejected in an opposition speech by the deputy leader, Edward 

Short, but the result was close with 3,007,000 to 2,949,000 votes against32. The 

implications of this motion were that the opposition retained a powerful 

position within the Labour Party.

Apart from the unstable situation within the party, renegotiation of the 

terms of membership were to proceed. Callaghan accomplished most of the six 

items shown in the manifesto through hard-and-soft negotiation. Of these six 

conditions, it was found that there was no intention that the value-added tax 

would be uniform amongst the EC countries in the first place and that there had 

been no attempt to coordinate this amongst the EC countries. The European 

Monetary Union system would be almost impossible to realise in the near 

future. Thus, Callaghan had to negotiate only the four remaining points from 

the beginning. The four points were: ① securing access to the EC market in 

developing countries, in particular Commonwealth countries; ② Britain’s 

freedom to adopt unique regional, industrial and fiscal policies; ③ reform of 

the Common Agricultural Policy; ④ reduction of the UK’s contribution to the 

EC budget.

Significant progress had been made in ensuring access to the EC market 

in developing countries, particularly Commonwealth countries, before the 
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formal renegotiation process began. The EC has strengthened its food and 

financial assistance to developing countries and allowed them preferential 

measures to ensure their access to the EC market without requesting that they 

increase their imports from the EC. These measures were compiled into the 

Lome Agreement, which set out cooperation in trade, finance and technology 

in various areas, as well as in developing countries in Africa, Asia and the 

Caribbean.

The worries regarding the UK’s freedom to implement its own regional, 

industrial and fiscal policies have come to be understood as largely unfounded 

vis-à-vis the Labour Party’s previous concerns about Brussels interventionism. 

In addition, the EC’s regional policy proved to be beneficial to the UK. When 

the European Regional Development Fund was established to finance regional 

policy, the UK was the second net beneficiary33.

As for the reform of the Common Agricultural Policy (CAP), the concern 

that the CAP would lead to much higher agricultural prices in the UK than the 

prices in the world market was temporarily eliminated due to the rapid rise in 

agricultural prices within the world market! Grain and sugar, the two major 

commodities of Britain’s agricultural imports, were lower in EC prices than in 

world prices. For some time, therefore, CAP policies were positively evaluated 

as a means of ensuring a stable food supply for the UK. These three issues 

were solved without major difficulties, but the problem was the Community 

budget.

Community budgets require the UK to pay a greater share than any other 

EC member state. A report issued by the European Commission in 1974 

showed that if the existing EC budget framework had been applied to the UK, 

the share of the British GNP in 1973 was only 16.4% of the total EC budget, 

whilst the share of the EC budget was 19.9%. Given the same assumption in 

1974, the UK was supposed to contribute 22% of the EC budget out of the 

15.9% GNP of the EC as a whole34.
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In order to change this situation, it was necessary to change the system 

itself that set the burdens of each country to the EC budget. In February 1975, 

the Committee proposed a complex scheme for redressing the excessive 

burdens of Member States on the EC budget. The approach was to prepare 

budgets in response to the UK’s reduction in burdens but without reducing the 

interests of the recipient countries. However, it was not possible to obtain the 

consent of each country because the reduction in the UK’s burdens would lead 

to an increase in the burdens of other member countries. The issue of the EC 

budget could not be settled by renegotiation alone and would be passed to the 

Dublin European Council that same year.

In addition to the EC budget, the Dublin European Council had a large 

number of agenda items, but Wilson was eager to settle the renegotiation there 

and then. The Dublin European Council agreed to amend the committee’s 

proposal. By setting a ceiling on the refund, the further economic burden 

imposed by West Germany was brought to a halt, and the system was designed 

to provide economic benefits to the UK, where a current account surplus was 

expected, by making it possible to receive the refund even if the current 

account surplus was indeed achieved. This created a new system of 

contributions. Thus, Wilson and Callaghan concluded a year-long negotiation 

process.

(3) Referendum and Recommendation to Stay in the EC

In January 1975, 2 months before the renegotiation was completed, 

Wilson formally announced that a referendum would be held to question 

Britain’s membership of the EC35. At the referendum, Wilson decided to issue 

a recommendation on whether the government would accept the terms of 

membership and a recommendation in favour of remaining in the EC. Jenkins, 

who had resigned from the shadow cabinet over the referendum, had two 

conditions in favour of Wilson’s bid for a referendum. The first was not to 
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submit the referendum bill to the House of Commons until the outcome of the 

renegotiation, and the second was to make recommendations on whether the 

government should remain in the EC in accordance with the terms of entry 

obtained via renegotiation36.

Recommendations from the government can be explained in terms of 

strengthening the bargaining power with the EC and the responsibilities of the 

government itself within its own country. Even though the Labour Party 

government was renegotiating the terms of entry to the EC, as there was no 

explanation to the people about whether or not it would be possible, the EC 

suspected Britain’s enthusiasm to falter and thus not enter into negotiations. 

The government’s failure to explain to the public the pros and cons of 

renegotiating the terms of membership would leave an impression to the public 

that the government also failed to negotiate and, as a result, will lead to loss of 

public trust in the government. The Labour leadership therefore acted in line 

with Jenkins’ request.

For example, Callaghan said, ‘once renegotiations are completed, Her 

Majesty’s Government will consider whether British demands have been 

accepted, and when submitting the results of renegotiations to the British 

people, we will clarify the government’s decision on the terms of entry 

achieved’37. Decisions that deviate greatly from the practice of the 

parliamentary system were then made. Wilson made the following speech in 

the House of Commons38:

‘The circumstances of this referendum are unique, and the issue to be 

decided is one on which strong views have long been held which cross party 

lines. The Cabinet has, therefore, decided that, if when the time comes there 

are members of the Government, including members of the Cabinet, who do 

not feel able to accept and support the Government’s recommendation; 

whatever it may be, they will, once the recommendation has been 
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announced, be free to support and speak in favour of a different conclusion 

in the referendum campaign’.

This speech stated that the principle of solidarity and responsibility of the 

cabinet would be suspended in a referendum on the question of whether or not 

they would remain in the EC. At the party conferences held since 1971, each 

year, a motion was submitted calling for the withdrawal of the EC, and 

although the vote was rejected every time, it was common for the margin to be 

narrow. In other words, neither the pro- and anti-membership groups changed 

their positions. Within the Labour Party, where the division had become fixed, 

Wilson feared that imposing the principle of solidarity would lead to the 

resignation of opposition ministers and confusion within the party.

Wilson held a referendum rather than a general election as a way to ask 

whether or not to join the EC. In the referendum, the government issued some 

recommendations to the people as a result of renegotiation, and in the election 

campaign, it decided to suspend the principle of solidarity and communal 

responsibility.

Immediately after that decision, the renegotiation of the European Council 

in Dublin faced the challenge of making government recommendations. 

Although the cabinet had a balance between supporters and opponents in 

organising itself, many cabinet members became supporters during the process 

of renegotiation, e.g. Fred Peart, the Regional Prentice, John Morris, Merlyn 

Rees and Lord Shepherd. Despite of that, Foot, Castle, Shore, Ben, Silkin, Eric 

Varley and William Ross remained as opponents. Wilson, in front of these 

ministers, voted 16 to 7 on whether or not to recommend that the UK remain 

members of EC staying on terms obtained through renegotiation39.

Whilst the cabinet decided to make a recommendation to stay, opposition 

parties in the Congress made a motion early in the morning, shaking the 

government40. In addition, Ian Mikardo launched a campaign against the 
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Nat ional  Executive Committee.  Mikardo requested and received 

acknowledgement from the National Executive Committee that the terms 

obtained by renegotiation were completely inadequate in view of the objectives 

set out in the last two election manifestos, and how to conduct a campaign to 

withdraw from the EC should be decided at a Special Party Conference41.

However, the opposition was restrained by the union’s belief that it would 

not be advisable for Jack Jones, the General Secretary of the largest transport 

and general trade union, to override the party’s leadership.

In  Apri l  1975,  the Par l iament  debated on the government’s 

recommendation to stay in the EC, a move which was supported by both 

supporters and opponents, but a vote of 396 to 170 agreed on the government’s 

recommendation42. At first glance, the difference in votes was misunderstood 

to be due to the opposition of the Conservative Party members. However, 145 

Labour Party members voted in rebellion with 33 abstentions and only 137 

voting in favour43. It can be said that the vote was passed with the cooperation 

of the Conservative Party. In the Congressional Labour Party, the majority 

actually opposed the EC membership.

Outside the party, the National Executive Committee took the following 

stance. ‘A majority of the National Executive Committee believe that the 

terms, even as renegotiated, do not satisfy Britain’s requirements and therefore 

oppose Britain’s continuing membership of the Common Market’44. At the 

same time, all members of the party were given the freedom to move away 

from the Party and Party organisations in order to act in accordance with their 

own beliefs. In a different view, the individual members of the party were 

allowed to engage in free activities, but they did not show how the party 

organisations would be involved in the campaign.

At the Special Party Conference held in April 1975, the debate balanced 

the opposition with the supporters. The opposition, e.g. Bryan Stanley of the 

Post Office Engineering Union, supported the position of the National 
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Executive Committee, and when the Labour Party argued that it had to launch 

an EC withdrawal campaign, both sides sharply opposed, as opponents 

immediately returned the criticism45. The National Executive Committee 

Statement was passed by a large margin of 3,724,000 to 1,860,000 votes46. The 

Economist predicted that the Transport and General Workers Union, the 

Amalgamated Union of Engineering Workers, the National Union of 

Mineworkers, the Association of Scientific, Technical and Management 

Workers, the National Union of Public Employment Workers and the National 

Union of Electric Workers, are amongst the leading trade unions and the 

National Union of the United Workers, the National Union of Political and 

Management Workers and the National Union of Electrical and Political Trade 

Unions, the National Union of the United Union and the National Union of 

Political and Political Workers, are amongst the leading trade unions and vote 

against the declaration by the National Union of the United Union. The 

Workers’ Party in the electoral districts had 2 to 1 majority in favour of the 

National Executive Committee Statement47.

Even though majority of the Labour Party members, including those from 

outside the House of Commons, opposed the EC membership, they avoided 

making monetary contributions and using them in party campaigns. Although 

the finances of the Labour Party were not abundant, it was confirmed that the 

party would take a neutral stance concerning the campaign, partly because the 

implementation of the campaign that had been aimed at either party could have 

provoked a backlash from the leading trade unions and partly because the 

General Secretary of the Party, Ron Hayward, had drawn up a guideline to 

prevent the use of party organisations in the campaign.

(4) Referendum Campaign

The Labour Party removed the whip from party members, allowing a free 

vote on the matter of the EC membership. Such trans-partisan voting 
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campaigns were rare in UK political life. Competition between political 

parties, characterised by ‘adversary politics’ between the Conservative and 

Labour parties, had been a characteristic of British politics since the end of 

World War II. However, the referendum exposed what was more intraparty 

than inter-party rivalry, and it was impossible to separate the opposition from 

the supporters along party lines. This led to the formation of bipartisan pro-EC 

and anti-EC organisations and the development of associated campaigns.

The supporters established the ‘Britain in Europe’ campaign, whilst the 

opponents established ‘the National Referendum Campaign’. Britain in Europe 

was headed by prominent politicians of the Conservative, Labour and Liberal 

parties. From the Conservative Party, there was former Prime Minister Edward 

Heath; from the Labour Party, Minister Roy Jenkins; and from the Liberal 

Party, former Liberal Party Leader Jo Grimond. In contrast, Marten and 

Powell, who had submitted their motion to the House of Commons, 

participated in the National Referendum Campaign by Benn, Shore, Football 

and Castle from the Labour Party. However, it must be stated that they were a 

little less well-known.

In addition to the visibility of the leaders of the two organisations, the 

National Referendum Campaign was viewed as an alliance of extremes of both 

the Left and Right48. The ideologically distant struggle between the Left and 

Right sides of the Workers’ Party was unsuccessful and failed to launch 

effective campaigns. And above all, it was the difference in financial power 

that separated the fates of the two organisations. Both organisations received a 

government subsidy of £125,000, Britain in Europe received a subsidy of 10% 

of the total income, whilst the National Referendum Campaign received a 

subsidy of as much as 90% of the total income. The former received generous 

support from the British industry, whilst the latter received little support from 

trade unions49. Despite the support of many trade unions for withdrawal, only 

the transport and general trade unions donated money50.
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Before the campaign, the differences between the two organisations were 

evident, but the two main points of contention were as follows. One was the 

issue of Britain’s sovereignty. The opponents argued that ‘the people who 

advocated EC membership persistently and insidiously continued to say that 

we have come to an end as a State. The long and honoured history of the 

British state and its people has come to an end. We are so weak that we have to 

accept the same conditions, penalties and restrictions imposed when we defeat 

the war. We have no choice but to stay in the cage of the common market’51. 

The proponents argued that the UK, its people, and history were undervalued 

as opponents and made statements invoking nationalistic support.

The supporters, on the other hand, also objected to nationalism in the 

form of stimulus. Heath argued, ‘One of the sadder aspects of the campaign is 

the way the anti-Marketeers are talking Britain down. They tell us that the 

British people are too weak to hold their own in the European Community, that 

we are not able to compete in the open market of Europe and that we cannot 

survive the rigours of fair competition. I reject totally that kind of defeatist 

talk. They may have lost faith but I have not’52.

The opponents argued that the British would survive if Britain withdrew 

from the EC. The proponents claimed that the British people were confident 

that they would not withdraw from the EC and that the UK could gain a 

leading position once more even if they remained in the EC.

Another issue was economics53. Benn argued that the EC membership 

was producing a large number of unemployed people. According to him, 

137,000 jobs were lost as a result of the direct impact of the EC membership, 

and 360,000 more jobs were lost due to the austerity of the current account 

deficit caused by the EC membership54. Jenkins responded to this remark by 

saying, ‘It’s becoming increasingly difficult for me to treat Mr. Benn’s remarks 

as seriously as the remarks of economic ministers’. The issue of economic 

affairs was so heated that it had developed into a personal attack amongst 
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ministers, which meant that Wilson was not willing to deal with either side 

directly.

The referendum campaign was a trans-partisan campaign with both 

supporters and opponents, but from the outset, public support was consistently 

high. When renegotiation was completed at the European Council in March 

1975, the pro-EC faction, which had been the majority of the British people, 

allowed the remaining supporters to increase. Since then, the situation 

remained unchanged in favour of those who remained in the EC throughout the 

campaign, and before the vote, no one believed that the opponents would win. 

On June 5, a vote of 67.2% in favour and 32.8% against was returned in 

answer to the question55: ‘Do you think the UK should remain in the EC?’56

Along with this difference of votes, it is important that majority of all four 

parts of the UK (England, Wales, Scotland and Northern Ireland) were in 

favour. In addition, according to Anthony King’s survey, majority of the votes 

from the Labour Party’s social class were in favour, which formed the 

backbone of the Labour Party’s supporters, i.e. manual labourers and labour 

union members57. This meant that people of various backgrounds supported 

remaining in the EC. Furthermore, nobody opposed to hearing the voice of the 

people, and Benn and other such opponents accepted the defeat graciously.

(5) Conclusion

The resignation of De Gaulle, who had prevented Britain from applying to 

join the EEC, increased the possibility that Britain’s entry to the EC would 

become a reality. In response to the increasing possibility of the EC 

membership, the issue of European integration had come to the attention of the 

Labour Party. In 1970, the EC membership became a major issue to the extent 

that a Special Party Conference was held. From the first EEC membership 

application, the party’s attitude toward European integration has remained 

divided. Divergent opinions also remained within the trade unions, 
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constituency Labour Party and the Parliamentary Labour Party, as well as 

within the shadow cabinet.

Discussions continued at the 1971 Party Conference without any 

convergence of opinions, but opposition parties retained overwhelming power 

within the party nonetheless. Opposition to the EC membership in the same 

year’s Party Conference was supported by an overwhelming majority, and the 

party leadership was forced to oppose the EC membership. The party leaders 

clearly expressed their opposition to the EC by holding the Parliamentary 

Labour Party ‘three-line-whip’ in the House of Commons voting when on the 

application for the EC membership. Many members violated party restraints 

and voted against each other, but the party leadership took a pragmatic 

approach to the pro-member factions in two ways. Firstly, the Labour Party 

maintained a position of opposition to the entry of the ‘Conservative Party’ to 

the EC. Secondly, they did not sack anyone who broke the party whip and 

made a counter-ballot irrespective of their responsibility. These two factors 

were the result of the leadership’s hostility to the Conservative Party’s policies 

– in order to gain power from the Conservative Party – as well as its own 

attempts to maintain power without undermining the leadership’s own internal 

power base (hypotheses a and b).

The application for the EC membership, which was supported by the 

Conservative Party, finally came to fruition when the UK became an EC 

member in 1973. Nonetheless, even as UK becomes a member of the EC, it 

still faced problems. When the Labour Party returned to power in 1974, it 

renegotiated the terms of membership with the EC and held a referendum.

4. Conclusion

This paper has examined European integration, which has been one of the 

most important policies of the Labour Party. The Labour Party has often been 
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classified as a policy-oriented organisation, and it has adopted a pragmatic 

strategy aimed at gaining power rather than pursuing ideological-oriented 

policies. It was difficult for the Labour Party, which is believed to have had a 

low degree of autonomy within the party leadership owing to the former 

strength of trade unions in the UK, to adopt a purely ideological strategy in 

order to secure public support whilst avoiding further intraparty division. Of 

course, the issue of European integration is not the only one that leads to the 

ascension to government, but a strategy by which the Labour Party, which is 

strongly organised outside the party, avoids the control of certain trade unions, 

is also considered effective in other policy areas.

On the other hand, the Social Democratic Party of Japan, like the Labour 

Party, plays an important role in the party conference. Under the formal 

system, the Social Democratic Party of Japan has been less affected by trade 

unions than the UK Labour Party was, yet it has still been informally affected. 

The General Council of Trade Unions of Japan had to negotiate with the 

leadership of the Social Democratic Party of Japan before the party congress, 

thereby influencing the party’s activities. Therefore, the relationship between 

the extra-parliamentary organisations and the parliamentary parties, along with 

the Labour and the Social Democratic Party of Japan, has been important.

The Labour Party was able to alleviate union dissatisfaction by trying to 

gain power, whilst the Social Democratic Party of Japan showed a doctrinal 

attitude over important policies. As a future research issue, it is necessary to 

analyse the attitude of the Social Democratic Party of Japan toward important 

policies in addition to increasing the number of cases in which the Labour 

Party’s attitude toward European integration is analysed. On that basis, we 

intend to examine how these two political party organisations have been 

affected by them as a factor in defining the policy attitudes of the two parties.
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ジョン・ステュアート・ミル
『代議政治論』自筆草稿

─ 序言と第 1 章（翻刻）─

川　又　　　祐
吉　野　　　篤
荒　井　祐　介

トーマス・ロックリー

日本大学図書館法学部分館〔法学部図書館〕は、ジョン・ステュアー

ト・ミル（John Stuart Mill. 1806-1873）の『代議政治論』（Considerations 

on Representative Government）自筆草稿を所蔵している。これは、1860

年ころに書かれたものであり、A から K までの 11 帖で構成されている。

筆者たち 3 人は当初、法学部図書館図書委員会内に設置されている貴

重書目録作成委員会の協力を仰ぎながら、本資料の翻刻を目指した。

その後ロックリー氏が加わり、現在では 4人の体制となっている。こ

の活動は、2017 年度、日本大学法学部政経研究所共同研究「ジョン・

ステュアート・ミル『代議政治論』成立過程の予備的研究」に採用さ

れた。さらに本研究は、2018 年度同研究所共同研究「先進工業諸国に

おける議会制民主主義の揺らぎ：ヨーロッパと日本の比較研究」に引

き継がれている。今回、これまでの研究成果の一部として、その序言

と第 1 章の翻刻を公開することとした。

序言「Preface」は、K 帖の第 14 葉（K quire, K_014）に記述されてい

る。草稿に章番号は記載されていないが、『代議政治論』の初版が 1861

資　料
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年に刊行された際、その第 1 章となった「統治形態はどの程度まで選択

の事項であるか」（To what extent forms of government are a matter of choice）

は、A 帖の第 1 葉から第 13 葉（A quire, A_001-013）に記述されている。

翻刻に際して、翻刻文に下線が引かれているものは、次ページの図

の表題部分にもあるように、ミル本人によって下線が引かれているこ

とを表している。翻刻文に二重の下線が引かれているものは、私たち

が翻刻できなかったものを、灰色に着色されているものは、いまだそ

の翻刻に確信が持てないものを表している。今後も継続的に、翻刻を

公開していく予定である。

ミル自筆草稿は、法学部図書館ウェブページ「貴重書・特別書コレ

クション」で紹介されている。

凡例
　下　　線：ミル本人によって引かれた線
　二重下線：筆者たちが翻刻できなかった単語
　灰色部分：翻刻に確信が持てない単語

Bibliography : ［Considerations on Representative Government］. ［s.l.］:［s.n.］. 
［1860］. Untitled autograph manuscript. 228 leaves in 11 ［A to K］ quires. 
A quire: 24 leaves, B quire: 24 leaves, C to J quire: each 20 leaves, K 
quire: 20 leaves （7 leaves blank）.

参考
https://www.law.nihon-u.ac.jp/library/htmls-201710/index.html
Mill, John Stuart. Considerations on Representative Government. Parker, 

Son, and Bourn, West Strand. London. 1861.
川又祐「J.S. ミル『代議政治論』自筆草稿（日本大学法学部図書館所蔵）に

ついて」『政経研究』52（2）、2015 年。Hiroshi Kawamata, John Stuart 
Mill’s autographed draft manuscript Considerations on Representative 
Government in the Nihon University College of Law Library. SEIKEI 
KENKYU （Studies in Political Science and Economics）. Vol.52 No.2. 
Sept. 2015. pp. 165-188. https://www.law.nihon-u.ac.jp/publication/doc/
political52_2.pdf

山下重一訳「代議政治論」『世界の名著』（責任編集　関嘉彦）38、中央公論
社、1967 年。
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水田洋訳『代議制統治論』岩波文庫、岩波書店、1997 年。

図　ミル自筆草稿K帖第 14 葉
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John Stuart Mill’s Autographed Draft
Manuscript “Considerations on
Representative Government”.

Transcription of Preface and Chapter 1.

Hiroshi Kawamata
Atsushi Yoshino

Yusuke Arai
Thomas Lockley

Nihon University College of Law library houses a John Stuart Mill’s 

autographed draft manuscript of “Considerations on Representative 

Government” ca. 1860. It has 11 quires (A to K) probably written in 1860. This 

manuscript is a significant and important cultural and political property, which 

has had major ramifications for government and social systems around the 

world to this day.

Bibliography : [Considerations on Representative Government]. [s.l.]:[s.

n.]. [1860]. Untitled autograph manuscript. 228 leaves in 11 [A to K] quires. A 

quire: 24 leaves, B quire: 24 leaves, C to J quire: each 20 leaves, K quire: 20 

leaves (7 leaves blank).

Cf. https://www.law.nihon-u.ac.jp/library/htmls-201710/index.html

We now transcribe the manuscript texts of Preface (K quire, K_014) and 
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Chapter 1 (A quire, A_001-013. To what extent forms of government are a 

matter of choice). The underline is written by Mill himself. Regrettably, the 

double underlined parts are the words which we couldn’t transcribe. Words 

about which we are unsure are gray colored. In the future, we will transcribe 

Mill’s manuscript “Considerations” over years.

Cf.

https://www.law.nihon-u.ac.jp/library/htmls-201710/index.html

Hiroshi Kawamata, John Stuart Mill’s autographed draft manuscript 

Considerations on Representative Government in the Nihon University 

College of Law Library. SEIKEI KENKYU (Studies in Political Science and 

Economics). Vol.52 No.2. Sept. 2015. pp. 165-188. https://www.law.

nihon-u.ac.jp/publication/doc/political52_2.pdf

三
〇
四

49



ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
『
代
議
政
治
論
』
自
筆
草
稿
（
川
又
・
吉
野
・
荒
井
・
ロ
ッ
ク
リ
ー
）

K_014. Preface

Preface.

Those who have done me the honour of reading my former

writings, will perhaps receive no very strong impression of

novelty from the present: for its principles are those to which I have

been working up during the greater part of my life, & most of the

practical suggestions have been anticipated either by others or

by myself. There is some novelty, however, in the fact of bringing them all

by other, & exhibiting them in their connexion; & also, I believe

in many of the arguments & illustrations by which they are confered.

I do not, at the same time, disguise from myself that several

of these opinions, if not new, are for the present as little likely to meet

with general acceptance as if they were.

It appears to me, however, from various signs, & notably from

the recent debates on the Reform of Parliament, that both Conservatives

& Liberals have lost confidence in the political creeds which

they still nominally profess, while neither side seems to have made

any progress in possessing itself of a better. Yet such a better doctrine

must be possible; not a mere compromise between the two,

but something wider than either, & in virtue

of not neglecting any side or aspect of the great problem of politics

fitted to satisfy the legitimate requirements of both. When so many

obscurely feel the want of such a doctrine, & so few even flatter

themselves that they have attained it, any one may without presumption

offer what his own thoughts, & the best that he knows of those of others,

are able to contribute towards its formation.
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A_001 to A_013. [Chapter 1]

A_001

A

(By pencile)

QS06

A_002

To what extent forms of government are a matter of choice.

The discussion of forms of government may be undertaken

in two different modes, & under two different conceptions of

what they are. It is impossible to discuss them to any purpose without

first making it understood, in which of these two points of

view we mean to consider them.

In one aspect, government is considered

as altogether a practical art. Forms of government are looked

upon as means to an end. Political institutions are

assimilated to any other contrivances of man for the management of human

affairs, are regarded as a particular kind of machinery. Being made by man, it is

assumed that man has the choice whether to make them or not, &

how or of what sort they shall be made. Questions of government are treated

exactly like any other practical questions. It is considered, first, for

what purpose governments are intended ; next, what governments

are best fitted to fulfil that purpose. A conclusion having been come to

on this point, & the form of government having been ascertained, which

combines the greatest amount of good qualities, it only remains

to obtain its concurrence of mankind, or of the people of some particular 
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country

in the opinion which we have privately arrived at. To find the best

form of government ; to persuade others that it is the best ;

& having done so, to stir them up to insist upon having it ;

is the order of ideas in the minds of those, who adopt this view of political

philosophy. They look upon a constitution in the same light, (difference of scale

being allowed for) as they would upon a steam plough, or a threshing machine.

To these stand opposed another kind of political speculators, who are so

far from assimilating a form of government to a machine, that they regard it as 

a sort of natural product

A_003

like a plant, or animal,

& the science of government as a branch (so to speak) of natural history.

One of their favourite dicta is that “governments are not made, but grow.”

In so far as any one holds to this opinion, he of course does not look upon 

forms of

government as a matter of choice. They must (it is thought) grow up of 

themselves, &

all that human act or effort can do,

is but to acquaint with their natural properties, & enable us to adapt ourselves to

them. The fundamental political institutions of a people, are considered

as a sort of organic outgrowth from the nature & life of that people;

a product of their habits, instincts, & unconscious wants & desires, scarcely

at all of their deliberate purposes, which (it is maintained) hardly ever interfere

in the matter except to a mischievous result.

It is difficult to

decide which of these doctrines would be the most absurd, if we could imagine

either of them to be held as an exclusive theory. But the
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principles which men profess, on any controverted subject, usually

express but a small part of what they are found to have in their minds

when they proceed to act. On the one hand, no one really believes that every

people is capable of working every sort of institutions. A man does not choose 

even a machine

of timber & iron, on the sole ground that

it is in itself the best. He considers whether he possesses

the other requisites which must be combined with it to render its employment

advantageous, & likewise, whether those to whom he must entrust its

working, have the knowledge & skill necessary for its management. On the

other hand, neither are those who speak of political

institutions, as if they were a sort of living organisms really the political 

fatalists they give themselves out to be. They do not

think that mankind have no range whatever of

choice as to the government they live under, & that

consideration of the different consequences which follow from different forms

of polity, is no element at all in deciding whether a people can have, or

A_004

should attempt to have, one rather than another. But though no one holds

without modification to either doctrine, the two theories so grossly

caricatured by those who profoundly adopt them, correspond to a real &

deepseated distinction between two modes of thought ; & though it is evident

that neither of these is entirely in the right, yet it being evident, also

that neither is entirely in the wrong, we must get down to

what is at the root of each, & endeavour to avail ourselves of what

amount of truth may exist in either.

Let us remember, then, in the first place, that political institutions

(however the propositions may be

三
〇
〇

53



ジ
ョ
ン
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
『
代
議
政
治
論
』
自
筆
草
稿
（
川
又
・
吉
野
・
荒
井
・
ロ
ッ
ク
リ
ー
）

occasionally ignored) are the work of men ; owe their

existence to human will ; men established them, & it is by men that

they are maintained in being. Like all other things, therefore, which

are made by men, they may be either well or ill made ;

judgment & skill may have been exercised in their production, or the

reverse of these. On the other hand, it is also to be borne in mind, that

this machinery is to be worked by men ; it needs not their simple

acquiescence, but their active cooperation ; & must therefore be

adjusted to the capacities & powers of such men as are available.

In this three conditions are required. First ;

the people for whom the form of government is intended, must be willing to 

have it.

Secondly, they must be willing & able to do whatever is necessary to keep

it standing. Thirdly, they must be willing & able to do the things

which it requires of them as necessary for the attainment of its ends.

The word do is in both these cases to be understood as including forbear.

They must be willing to fulfil the conditions of self restraint, and

the conditions of action, which are necessary either for keeping the

established polity in existence, or for enabling it to fulfil its destination.

The failure of any one of these conditions renders a form of government,

however great may be its recommendations, unsuitable to

the particular case.

A_005

Left side of page (A quire 004 verso. By pencil.)

Nothing to obey, but only up to a certain point

Right side of page (A quire 005 recto)

The first disturb, the unwillingness of the people to accept it, does
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not need much illustration, because it never can have been, in theory 

at least, overlooked. The case is of very frequent occurrences in practice.

A tribe of North American Indians could not be induced, except by

foreign force, to accept a regular & civilized government, & submit

to the limitations which it sets to the license

of the individual. So with the barbarians who remain the Western Empire

in the early period of the invasions. There are nations who

will not voluntarily submit to any government but that of certain families

which have from time immemorial had the privilege of supplying

them with chiefs. Some nations could not, except by foreign conquest,

be made to endure a monarchy ; others are equally

averse to a republic. The hindrance, in many cases, amounts

to a positive impossibility.

But there are other cases in which, though not

averse to a form of government, & possibly even desiring it, a people

may be unwilling or unable to fulfil its conditions. They may be incapable

even of fulfilling such of them, as are necessary to keep the government even 

nominally

in existence. Thus, a people may prefer a free government, but if

from carelessness, or indolence, or cowardice, they

are unequal to the exertions necessary for preserving it ; if they

are unwilling to fight for it when it is directly attacked ; if they are not

able to see through the artifices used to cheat them out of it ; if they are capable 

of being induced by a fit of

enthusiasm for an individual, or a moment

of discouragement, or a temporary panic, to lay their liberties

at the feet, even of a great man, or to trust him with powers which

enable him to subvert those liberties ; in any of these cases the people

in question are more or less unfit for liberty, & unlikely long to
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preserve it, though it does not by any means follow that it is not for their

good to have had it for a time, even though, afterwards deprived of it.

A_006

Again, a people may be unwilling or unable to fulfil the duties which are

required of them as citizens under a particular form of government. This

kind of incapacity, & the one last mentioned, while perfectly distinguishable

from one another in idea, generally (though not always) accompany

each other in point of fact. A rude people, though in some 

degree alive to the advantages of civilized society, may be unable to practice

the abstinences which it requires : their passions may be too violent to

forego personal conflicts, & dweling[sic]

upon the laws the avenging of their real or supposed injuries. In this

case if they can be brought, with advantage, under any civilized governments

it must probably be one in a considerable degree despotic

one over which they cannot themselves exercise any control, & which imposes

a great amount of forcible restraint upon their actions. Again, a people

may be considered unfit for more than a limited

degree of freedom who are unwilling to cooperate actively with the law

& the public authorities, in the repression of wrong doers. A people

who prefer to shelter a criminal, instead of apprehending

him ; who, like the Hindoos, will perjure themselves to screen the

man who has robbed them, rather than take trouble or excite

ill will by giving evidence against him ; who, like many of the people

of Southern Europe, if a man poniards another in the public street,

pass by on the other side, because it is the business of the police to

look to the matter, & it is safer not to interfere in what does not

concern them ; a people of this sort need that the public authorities should

be armed with much stronger powers of repression, than would otherwise be
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necessary, since the first indispensable requisites of civilized life

have nothing but that to rest upon. I am not unaware that these wretched

states of mind are often very much the consequence of previous bad

government, which has taught the people to regard the

public authorities as still more their enemies than the brigands, as people

A_007

whom it is trust to have nothing whatever to do with. But however little

blame may be due to those in whom these habits of mind have grown up

or however the habits may be ultimately conquerable by better

government, yet which they exist a people so disposed cannot be governed

with as little power exercised over them by the agents of government as

a people whose sympathies are on the side of the law, & who are willing

to give their active exertions for its enforcement. Again, representative

institutions are worthless, or worse than worthless, a mere instrument of

tyranny uniting us, where the generality of the electors are not sufficiently

interested in politics to vote or if they vote at all, do not give their

votes on any public ground, but sell them for money, or

go up to vote at the beck & call of some one

who has power over them or whom for private reasons they

desire to please. Mechanical obstacles are often as complete

hindrances to forms of government as moral ones. In the ancient world,

though there might be, & often was, great individual independence,

there could be nothing like a regulated popular government beyond

the narrow bounds of a city community ; because there did not

exist the physical conditions for the formation & propagation of a public

opinion, except among those who could be brought together to

discuss public matters in the same agora. This difficulty

could not have been really got over except by the press, & not
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completely except by the newspaper press, the real modern

equivalent, though in many respects an imperfect one, of the Pnyx &

the Forum. There are states of society in which even a monarchy, properly so

called, of any great territorial extent, cannot subsist, but will

necessarily break itself up into petty monarchies either mutually

independent, or held together by a loose tie like the feudal : because then

its machinery of authority is not perfect enough to maintain obedience at a 

distance from the person of the rulers or there do not exist the means of making 

the people pay an amount of taxes

A_008

sufficient for maintaining the force necessary to compel obedience throughout

a large territory. In all these, & similar cases, it is to be understood, that

the amount of hindrance may be either greater or less : it may be sufficient to

make the form of government work very ill, without being absolutely

incompatible with its existence, without necessarily

preventing it from being practically preferable to any other. This last question

mainly depends upon a consideration at which we have not yet arrived.

The tendencies of different forms of government to promote Progress.

If, then, the supporters of what may be termed the naturalistic

view of government, mean only that no government can permanently

exist, which does not fulfil the three conditions above mentioned, they

are altogether in the right. If they mean more than this, I conceive them

to be, so far, in the wrong. All that they are in the habit of saying about

the necessity of a historical basis for institutions, of their

being in harmony with the national usages & with

the national character, & so forth, if it means anything, means only

this. There is a greatness of mere sentimentality connected with

these dicta ; over & above the amount of rational meaning contained in
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them. But, considered practically, these alleged requisites of

political institutions are merely so many facilities for realizing

the three conditions. When an institution, or a set of institutions, has

the way ready prepared for it by the previous opinions, tastes, & habits

of the people, they are, in the first place, more easily induced

to accept it ; & in the next place,

they will

have, from the first, a greater wish to do, & will more easily learn to do

what is required of them either for the preservation of the institutions

or for bringing them properly into action. And it would be a great

mistake in any legislator not to avail himself of these

facilities, when he can obtain them, for the accomplishment of his purposes.

A_009

On the other hand, it is an exaggeration to elevate these mere

aids & facilities into necessary conditions. People are more easily induced

to do, & do more easily, what they are already used to ; but people

also learn to do things new to them. Familiarity is a great help ;

but much dwelling on an idea will make familiar,

that which was strange at first. There are abundant instances in which

a whole people have been eager for untried things. The amount of capacity

which a people possess for doing new things, & adapting themselves

to new circumstances, is itself one of the elements in the question ; it

is a point in which different nations, & different stages of civilisation

differ much from one another. The capability of any given people for

fulfilling the conditions of a given form of government, cannot be

pronounced upon by any sweeping rule ; Knowledge

of the particular people, & general practical judgment

& sagacity, must be the guide. Neither should it be overlooked,
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either by speculative or practical politicians, that to recommend &

advocate a particular institution or form of government,

& set its advantages in the strongest light, is one of the modes

often the only unsuitable mode, of preparing the mind of the nation,

if it is not yet sufficiently prepared, not only for accepting or demanding

but also for working, the institution. But to do this as it should be

done, it is necessary to be ourselves duly impressed, not with the

mere benefits of the institution considered generally, but also with

the capacities, moral, intellectual, & active

necessary for working it ; that we may avoid, if possible,

stirring up a desire too much in advance

of the capacity.

The result of what has now been said is, that within the limits

set by the three conditions so often adverted to, institutions & forms of 

government

are entirely a matter of choice ;

A_010

& it is not irrational, but

a fitting employment both of scientific intellect

& of practical effect to endeavour to ascertain & realize, in any

country, the best form of government which in the existing state of that

country, is capable of, in any tolerable degree, fulfilling these conditions.

But here we may expect to be met by an objection of

another kind, calling in question not the eligibility of the object in view,

but the possibility of its attainment. The government

of a country, it may be said, in all substantial respects, is found &

determined beforehand by the state of the country in regard to the

distribution of the elements of social power. Whatever is the strongest

二
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power in society will get the governing

authority into its hands, through some instrumentality or other ;

& a change in the government cannot be desirable unless possessed

or accompanied by an altered distribution of power in society

itself. A nation, therefore, cannot choose its form of

government. The mere details & practical organisation it

may choose. But the essence of the whole, the seat of the supreme

power is determined for it by social circumstances.

It is necessary then to consider, what is the portion of truth in this

doctrine ; for that it contains a truth, is evident ; but there

needs no small amount of cleaning-up, before that truth can appear

in its genuine lineaments. When it is said that the strongest

power in society will be sure to make itself strongest in its government,

what is meant by power ? Not thews & sinews ; otherwise pure

democracy would be the only possible form of government : To

mere physical strength, add two other elements, property and intelligence

& we are nearer the truth, but have not yet reached it.

Not only

may a greater number be kept down by a smaller, but

A_011

that greater number may have a preponderance in property, & individually

even in intelligence, & may yet be kept in subjection, either by force or

without force. To make these various elements of power

politically influential they must be organized ; & the advantage in

point of organisation is necessarily with those who are in possession of

the government. A much weaker

party in all other elements of power, may greatly preponderate when

the powers of government itself are thrown into its scale : & may
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long retain its power through this alone, though, no doubt, such a government

is in the condition called in mechanics unstable equilibrium,

like a thing balanced on its small end, so that if even an accidental

blow disturbs the balance, the object will not naturally

resume the same position but will settle permanently into another. But there

are still more serious objections to the proposition, in the terms in

which it is usually stated. The power in society, which has any

tendency to convert itself into political power, is

not secure government, power merely passive, but active power ;

in other words, power actually exerted ; that is to say, a very

small portion of all the power in existence. Politically speaking, a

very large part of all power consists in will. How is it possible

then to compute the elements of political power if we have

acts of the computation that which acts on the will ? To think

that because those who wield the power in

society will in the end wield those of government, therefore it is of no

use to attempt to decide questions of government by acting on opinion,

is to forget that opinion is itself one of the greatest of active social forces.

One person with a belief is a social power equal to ninety nine who have only 

interests.

If you can succeed in making it be thought that one form

of government, or one institution is preferable to another, you have done, not a 

small thing,

but nearly the greatest thing that can be done, towards ranging the

A_012

powers of society on its side.

On the day when the protomartyr was stoned to death at Jerusalem

& he who was to be the Apostle to the Gentiles stood by “consenting unto his 
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death,” would any one have supposed that

the party of that stoned man was then & there the strongest power in society!

& has not the fact proved that they were so ? & this by the possession of one

element alone ; the most powerful belief then existing, held in the

most strenuous manner. And was not, through the same element, a

monk of Wittenberg, on the day of the Diet of Worms, a more powerful

social force than the emperor Charles V, & all the princes there assembled ? 

But

these, it may be said, are cases in which religion was concerned, & religious 

convictions 

are something peculiar in their strength. Then let us take a case purely political, 

where religion was concerned if at all chiefly on the losing side ; the

great movement of the 18th century ; & see whether opinion,

as an element of social power, does not rank with the

strongest, when we think of the age in which (not to speak of ministers) there 

was scarcely a throne

in Europe which was not filled by a liberal & reforming King, a liberal

& reforming emperor, or strangest of all, a liberal & reforming pope ;

the age of Frederic the Great, of Catherine

the Second, of Joseph the Second, of Peter Leopold, of Benedict XIV

of Ganganelli, of Pombal, of d’Aranda ; when the very Bourbons

of Naples were liberals & reformers, & all the active minds even

among the noblesse of France were filled with the ideas which were

soon to cost them so dear. Surely a sufficient

example how far mere physical & economical power is from being

the whole of social power. It is what men think, that determines how

they act ; their

conduct is influenced by persuasion & conviction ; & though I am far from

pretending that either their thoughts or actions are mainly decided by
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reason, both are greatly influenced by the united authority of the instructed.

A_013

Whenever, therefore, the instructed in general can be made to recognise that

any social fact, or any political or other institution, is good or bad, desirable

or the contrary, very much has been done towards giving to it, or taking from it

(as the case may be) that preponderance of social force which enables it to

subsist. And the maxim, that the government is what the social forces

in existence make it, is true only in the sense in which it favours,

instead of discouraging the attempt to exercise, among all forms of government

practicable in the existing circumstances of society, a rational choice.

(By pencil)

Illustrate this chapter by the mode in which the mechanical

arts take advantage of the powers & tendencies of nature.

Cannot make the river run backwards ; not true however that

mills “are not made, but grow.”

二
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授
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、
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ら
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、
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講
堂
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日
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の
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事
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と
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容

教
授
　
設
楽
　
裕
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（
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三
回
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）

一
、
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成
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年
六
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木
）午
後
六
時
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ら

一
、
法
学
部（
本
館
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一
六
一
講
堂
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、
テ
ー
マ
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び
報
告
者

裁
判
員
裁
判
の
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対
す
る
上
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を
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憲
法
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題

教
授
　
柳
瀬
　
　
昇

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
七
月
十
九
日（
木
）午
後
六
時
か
ら

平
成
二
十
九
年
度
・
三
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度
研
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会
報
告

法
学
研
究
所

憲
法
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行
政
法
研
究
会

（
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一
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
二
月
十
四
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水
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後
五
時
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ら

一
、
法
学
部（
図
書
館
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Ｌ
四
〇
一
講
堂
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マ
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び
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告
者

（
判
例
研
究
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岡
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L
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C
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）公
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検
討

助
教
　
長
谷
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福
造

（
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回
例
会
）
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、
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三
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司
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の
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点
か
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教
　
長
谷
川
福
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一
、
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一
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二
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堂

一
、
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マ
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び
報
告
者

コ
ン
ピ
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澤
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広
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三
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か
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、
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室
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者

①
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討

─
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ス
法
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比
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踏
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て

教
授
　
神
尾
　
真
知
子

②
女
性
活
躍
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進
法
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理
論
的
・
学
際
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検
討
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活
躍
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法
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年
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セ
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ド
イ
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事
情

教
授
　
新
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人

③
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性
活
躍
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進
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理
論
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学
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的
検
討
　
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
か
ら
の
検
討

教
授
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部
　
光
一
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①
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と
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幸
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成
三
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②
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の
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と
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保
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問
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一
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平
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、
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②
老
後
の
居
住
と
租
税
負
担
を
考
え
る

─
百
歳
時
代
の
ヒ
ト
と
イ
エ
と
暮
ら
し
─

一
級
建
築
士
・
法
政
大
学
経
営
学
博
士
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
リ
バ
ー

ス
モ
ー
ゲ
ー
ジ
推
進
機
構
理
事
長�

倉
田
　
　
剛

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
七
月
二
十
一
日（
木
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
租
税
回
避
行
為
と
行
為
計
算
否
認
規
定
に
お
け
る
不
当
性
の
判
断

基
準

通
信
教
育
部
非
常
勤
講
師
　
本
村
　
大
輔

一
、
平
成
三
十
年
七
月
二
十
一
日（
木
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

②
永
年
勤
続
記
念
品
の
課
税
問
題

税
理
士
　
福
重
　
利
夫

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
九
月
二
十
九
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
「
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
」
と
「
ア
メ
リ
カ
権
利
の
章
典
」
へ
の

「
税
法
学
」
か
ら
の
一
考
察拓

殖
大
学
講
師
・
税
理
士
　
武
石
　
鉄
昭

一
、
平
成
三
十
年
九
月
二
十
九
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

②
「
一
般
消
費
者
か
ら
見
た
消
費
税
」
に
つ
い
て

通
所
介
護
・
居
住
介
護
支
援
業
代
表
取
締
役
　
田
村
　
輝
雄



三
五
八

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
十
月
二
十
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
財
源
試
算
三
十
年
間
の
報
告

税
理
士
・
税
制
経
営
研
究
所
副
所
長
・
不
公
正
な
税
制
を
た
だ

す
会
事
務
局
長�

荒
川
　
俊
之

一
、
平
成
三
十
年
十
月
二
十
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

②
交
際
費
判
例
の
問
題
点
と
税
法
解
釈

教
授
　
黒
川
　
　
功

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
十
一
月
十
七
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

①
「
戦
後
日
本
の
軍
事
化
と
財
政
問
題
」

静
岡
大
学
名
誉
教
授
　
安
藤
　
　
実

一
、
平
成
三
十
年
十
一
月
十
七
日（
土
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

②（
判
例
研
究
）（
仮
題
）比
較
対
象
企
業
の
適
格
性
と
課
税
上
の
優
遇

措
置

─
ホ
ン
ダ
移
転
価
格
税
制
事
件
・
東
京
高
判
平
成
二
十
七
年
二
月

二
十
五
日
裁
判
所
Ｈ
Ｐ
、
訟
月
六
十
一
巻
八
号
一
六
二
七
頁
─

通
信
教
育
部
非
常
勤
講
師
　
本
村
　
大
輔

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
十
二
月
十
五
日（
土
）午
後
三
時
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
二
一
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

Ａ
Ｉ
税
務
の
将
来
像
を
展
望
す
る

～
国
税
庁
「
税
務
行
政
の
将
来
像
」（
十
八
年
版
）を
素
材
に

白
鷗
大
学
名
誉
教
授
　
石
村
　
耕
治

政
経
研
究
所

政
治
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
一
月
十
二
日（
金
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　
会
議
室



事

　業

　報

　告

三
五
九

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

政
党
組
織
の
国
際
比
較

英
国
サ
セ
ッ
ク
ス
大
学
教
授
　
ポ
ー
ル
・
ウ
ェ
ブ

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
五
月
二
十
四
日（
木
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
五
二
Ｂ
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

T
he�E

volving�U
S
-Japan-C

hina�T
riangle�Im

plication�for�

R
egional�S

ecurity

ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
准
教
授
　
マ
イ
ク
・
モ
チ
ヅ
キ

（
第
三
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
六
月
十
四
日（
木
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　
二
階
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
映
し
出
す
現
代
政
治

千
葉
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
院
教
授
　
水
島
　
治
郎

（
第
四
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
七
月
十
九
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　
二
階
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

脱
植
民
地
期
ア
ジ
ア
に
お
け
る
体
制
変
動
と
正
統
性

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
　
粕
谷
　
祐
子

（
第
五
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
八
月
二
日（
木
）午
後
五
時
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　
二
階
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

議
院
内
閣
制
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー成

蹊
大
学
法
学
部
教
授
　
高
安
　
健
将

（
第
六
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
九
日（
木
）午
後
四
時
二
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
十
号
館
）　
一
〇
六
三
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

ケ
ア
の
倫
理
と
近
現
代
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
理
論准

教
授
　
杉
本
　
竜
也

経
済
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日（
金
）午
後
四
時
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

主
観
的
厚
生
の
経
済
分
析

─
高
齢
者
の
幸
福
度
に
関
す
る
実
証
分
析
─
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助
教
　
立
福
　
家
徳

（
第
二
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
六
月
二
十
八
日（
木
）午
後
四
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
十
一
号
館
）　
二
階
会
議
室

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

迷
惑
施
設
は
本
当
に
迷
惑
か

非
常
勤
講
師
　
斎
藤
　
英
明

公
共
政
策
研
究
会

（
第
一
回
例
会
）

一
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日（
金
）午
後
五
時
三
十
分
か
ら

一
、
法
学
部（
二
号
館
）　
二
二
二
講
堂

一
、
テ
ー
マ
及
び
報
告
者

Ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
用
い
た
情
報
倫
理
教
育
教
材
の
開
発
と
問
題
点

武
蔵
野
学
院
大
学
准
教
授
　
木
川
　
裕

（
※
平
成
三
十
年
一
月
～
平
成
三
十
年
十
二
月
末
日
現
在
）

平
成
二
十
九
年
度
学
内
学
会
・
研
究
所
合
同
研
究
会

一
、
日
時
　
平
成
三
十
年
三
月
十
四
日（
水
）午
前
九
時
五
十
分
開
会

二
、
場
所
　
法
学
部
本
館
二
階
第
一
会
議
室

司
会
・
進
行
　
水
本
　
孝
二
・
真
道
　
　
杉

横
溝
え
り
か
・
小
阪
　
敬
志

ト
ー
マ
ス
・
ロ
ッ
ク
リ
ー
　

三
、
自
由
論
題

①
「
記
憶
法
」
と
表
現
の
自
由�

田
上
　
雄
大

②
シ
ス
テ
ム
開
発
契
約
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

義
務
に
関
す
る
一
考
察�

帷
子
　
翔
太

③
政
党
シ
ス
テ
ム
の
制
度
化
と
政
党
競
合
の
構
造�

荒
井
　
祐
介

④
イ
ル
ゼ
・
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
文
学
に
お
け
る
二
重
性

─
二
十
世
紀
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
学
の
一
例
と
し
て
─

真
道
　
　
杉

四
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

①
趣
旨
説
明�

長
沼
　
宗
昭

②
グ
ロ
ー
カ
ル
な
価
値
創
造
の
器
と
し
て
の
多
国
籍
企
業臼

井
　
哲
也

③
ロ
ー
カ
ル
と
グ
ロ
ー
バ
ル
の
対
話

─
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
運
動
か
ら
考
え
る
─�

佐
渡
友
　
哲

④
国
際
商
事
仲
裁
制
度
に
み
る
グ
ロ
ー
カ
ル
化�

坂
本
　
力
也

⑤
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
の
難
民
条
約
と
各
国
の
難

民
へ
の
対
応�

河
合
　
利
修

⑥
ロ
ー
カ
ル
な
記
憶
／
グ
ロ
ー
バ
ル
な
価
値
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─
日
韓
歴
史
和
解
の
試
み
と
挫
折
、
そ
し
て
課
題
─

小
林
　
聡
明

⑦
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

五
、
退
任
記
念
講
演

①
産
業
連
関
表
の
誕
生
と
応
用�

武
縄
　
卓
雄

②
比
較
憲
法
「
史
」
と
私�

甲
斐
　
素
直

平
成
二
十
九
年
度
・
三
十
年
度
定
期
無
料
法
律
相
談
会

平
成
二
十
九
年
度
・
三
十
年
度
定
期
無
料
法
律
相
談
会
は
、
校
友
弁
護

士
の
協
力
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
定
期

無
料
法
律
相
談
会
の
趣
旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生
達

の
法
学
の
実
践
教
育
を
行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時

【
平
成
二
十
九
年
度
】

（
第
六
回
）平
成
三
十
年 

二 

月
　
十
　
日（
土
）

【
平
成
三
十
年
度
】

（
第
一
回
）平
成
三
十
年 

六 

月
二
十
三
日（
土
）

（
第
二
回
）平
成
三
十
年 

七 

月 

十
四 

日（
土
）

（
第
三
回
）平
成
三
十
年 

九 

月 

十
五 

日（
土
）

（
第
四
回
）平
成
三
十
年
十
二
月
　
八
　
日（
土
）

※
い
ず
れ
も
時
間
は
、
午
後
一
時
～
午
後
三
時

二
、
場
所
　
法
学
部
五
号
館

三
、
参
加
者（
敬
称
略
：
五
十
音
順
）

（
専
任
教
員
）

佐
々
木
良
行
・
田
中
　
夏
樹
・
野
中
　
貴
弘
・
長
谷
川
福
造

藤
村
　
和
夫

（
校
友
弁
護
士
）

阿
部
　
造
一
・
大
塚
　
康
貴
・
大
内
　
倫
彦
・
榎
本
　
幸
司

小
林
　
芽
未

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
等
　
各
回
四
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数�

二
十
八
件

②
内
容

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
）�

八
件

貸
金
、
そ
の
ほ
か
の
債
権
回
収�

〇
件

借
地
借
家�

六
件

不
法
行
為（
名
誉
毀
損
・
器
物
損
壊
な
ど
）�

四
件

近
隣
問
題（
道
路
・
境
界
な
ど
）�

〇
件

労
働
関
係（
従
業
員
の
ト
ラ
ブ
ル
・
解
雇
な
ど
）�

三
件

家
族
関
係（
離
婚
・
Ｄ
Ｖ
な
ど
）�

二
件
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売
買
そ
の
ほ
か
の
契
約
関
係�

二
件

消
費
者
問
題（
訪
問
販
売
・
マ
ル
チ
商
法
な
ど
）�

〇
件

交
通
事
故�

〇
件

刑
事
事
件�

一
件

行
政
事
件（
行
政
に
よ
る
許
認
可
な
ど
）�

〇
件

税
務
事
件�

〇
件

そ
の
他（
震
災
・
復
興
に
関
す
る
事
項
含
む
）�

二
件

（
※
平
成
三
十
年
二
月
～
平
成
三
十
年
十
二
月
末
日
現
在
）

平
成
三
十
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会

平
成
三
十
年
度
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
は
、
山
梨
県
甲
府
市
の
甲
府
市

岡
島
百
貨
店
の
岡
島
ロ
ー
ヤ
ル
会
館
に
お
い
て
、
県
・
市
当
局
並
び
に
地

元
校
友
会
・
校
友
弁
護
士
等
の
協
力
を
得
て
、
平
成
三
十
年
十
一
月
十
一

日（
日
）に
開
催
さ
れ
た
。

開
催
の
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
巡
回
無
料
法
律
相
談
会
の
趣

旨
で
あ
る
地
域
社
会
と
の
交
流
を
図
り
、
学
生
達
の
法
学
の
実
践
教
育
を

行
う
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
、
日
時
　
平
成
三
十
年
十
一
月
十
一
日（
日
）

午
前
十
時
三
十
分
～
午
後
四
時

二
、
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
　
甲
府
市
　
岡
島
百
貨
店
八
階
　

岡
島
ロ
ー
ヤ
ル
会
館

三
、
参
加
者（
敬
称
略
）

（
専
任
教
職
員
）

清
水
　
恵
介
・
野
中
　
貴
弘
・
田
中
　
夏
樹
・
田
村
　
　
武

大
野
　
久
敏
・
緒
方
　
雅
裕
・
岡
田
　
好
史

（
校
友
弁
護
士
）

有
吉
　
　
眞
・
大
内
　
倫
彦
・
神
頭
　
正
光
・
小
林
　
芽
未

鶴
岡
　
拓
真
・
和
田
　
光
史

（
補
助
学
生
）

参
加
教
員
担
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
学
生
等
十
三
名

四
、
相
談
件
数
・
内
容

①
件
数�

八
件

②
内
容

借
地
借
家�

二
件

家
族
関
係（
離
婚
、
Ｄ
Ｖ
、
児
童
虐
待
な
ど
）�

一
件

扶
養
、
相
続
関
係（
遺
言
・
遺
産
分
割
）�

四
件

会
社
そ
の
ほ
か
の
法
人
に
関
す
る
問
題�

一
件

平
成
三
十
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談

平
成
三
十
年
度
行
政
な
ん
で
も
相
談
は
、
法
桜
祭
期
間
に
合
わ
せ
て
開
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催
さ
れ
た
。
概
要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
専
門
の
相
談
員
に
よ
る
行

政
相
談
に
本
学
部
の
学
生
を
陪
席
さ
せ
、
行
政
相
談
を
通
じ
て
日
本
の
現

代
行
政
を
理
解
す
る
機
会
を
提
供
し
、
そ
こ
に
あ
る
問
題
点
及
び
そ
の
解

決
方
法
を
実
感
さ
せ
る
た
め
に
実
施
し
た
。

一
、
日
時
　
平
成
三
十
年
十
一
月
二
日（
金
）～
十
一
月
三
日（
土
）

※
時
間
は
、
午
前
十
時
～
午
後
三
時

二
、
場
所
　
法
学
部
十
号
館
二
階
　
学
生
ホ
ー
ル

三
、
主
催
　
日
本
大
学
法
学
部
政
経
研
究
所

四
、
後
援
　
東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会

五
、
協
力
　
総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所

六
、
相
談
員

東
京
行
政
相
談
委
員
協
議
会
行
政
相
談
委
員

総
務
省
東
京
行
政
評
価
事
務
所
行
政
相
談
官

七
、
補
助
学
生

行
政
科
研
究
室
所
属
学
生
及
び
公
募
に
て
募
集
の
法
学
部
生

八
、
相
談
項
目

・
行
政
制
度
に
つ
い
て

・
道
路
の
整
備
等
に
つ
い
て

・
年
金
関
係
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
等
々

九
、
相
談
件
数
　
二
十
三
件

平
成
三
十
年
度
法
律
討
論
会

第
四
十
一
回
法
律
討
論
会
は
、
日
本
大
学
法
学
会
と
日
本
大
学
法
曹
会

に
よ
る
共
同
開
催
、
並
び
に
日
本
大
学
法
学
部
校
友
会
と
日
本
大
学
法
学

部
法
学
研
究
所
の
後
援
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
十
月
二
十
七
日（
土
）十
二

時
三
十
分
か
ら
法
学
部
十
号
館
一
階
一
〇
一
一
講
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ

た
。（

出
題
者
）

角
田
　
正
紀
　
日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

（
審
査
員
）

奥
山
　
直
毅
裁
判
官
・
飯
塚
　
晴
久
検
察
官

加
藤
　
秀
俊
弁
護
士

（
進
行
・
時
計
）

今
井
　
勇
太
弁
護
士
・
西
中
　
詩
帆
弁
護
士

◆
問
題（
刑
法
）

一
　
甲
は
、
平
成
三
十
年
二
月
一
日
、
甲
が
運
転
す
る
普
通
乗
用
自
動
車

で
遊
び
仲
間
の
乙
及
び
丙
と
行
動
を
共
に
し
て
い
た
。
同
日
午
前
一
時

三
十
分
こ
ろ
、
甲
ら
は
、
Ｍ
市
内
を
自
動
車
で
走
行
中
、
前
方
に
自
転

車
で
走
行
し
て
い
る
Ｖ（
二
十
五
歳
、
女
性
）を
発
見
し
た
。
甲
は
、
同

女
に
対
し
強
制
性
交
し
よ
う
と
考
え
、
後
部
座
席
に
い
た
乙
及
び
丙
に
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対
し
、「
あ
の
女
、
い
こ
う
か
。」
な
ど
と
言
っ
た
。
乙
及
び
丙
は
、
甲

が
強
制
性
交
の
犯
意
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
た
が
、
積
極
的
に

強
制
性
交
に
関
与
し
た
い
と
は
思
わ
ず
、
甲
の
言
葉
へ
の
賛
否
の
態
度

も
示
さ
な
か
っ
た
。

二
　
甲
は
、
運
転
す
る
自
動
車
の
前
部
を
Ｖ
が
乗
っ
て
い
た
自
転
車
の
後

部
に
衝
突
さ
せ
、
Ｖ
を
そ
の
場
に
自
転
車
ご
と
転
倒
さ
せ
た（
こ
れ
に

よ
り
Ｖ
は
足
に
加
療
約
五
日
間
の
擦
過
傷
を
負
っ
た
。）。
甲
は
、
自
動

車
を
降
り
た
上
で
、
Ｖ
を
車
内
に
連
れ
込
む
た
め
に
、
同
女
の
腕
や
服

を
掴
ん
で
引
っ
張
っ
た
が
、
Ｖ
は
、
助
け
を
求
め
て
叫
ん
だ
り
、
自
動

車
の
方
へ
連
れ
て
行
か
れ
ま
い
と
抵
抗
し
た
。
甲
は
、
Ｖ
を
自
動
車
の

後
部
ド
ア
付
近
ま
で
引
っ
張
っ
て
き
た
も
の
の
、
抵
抗
す
る
同
女
を
一

人
で
車
内
に
連
れ
込
む
の
は
困
難
だ
っ
た
の
で
、
自
動
車
の
窓
を
た
た

い
て
車
内
に
い
た
乙
ら
に
対
し
て
、｢

お
前
ら
、
出
て
き
て
手
伝
え
。｣

な
ど
と
助
力
を
求
め
た
。
し
か
し
、
乙
ら
は
、
本
来
強
制
性
交
に
積
極

的
に
加
担
す
る
意
思
は
な
か
っ
た
上
、
必
死
で
抵
抗
す
る
Ｖ
の
姿
を
見

て
、
ま
す
ま
す
そ
の
気
持
が
強
く
な
り
、
甲
の
呼
び
か
け
を
無
視
し
て
、

前
方
を
向
い
た
ま
ま
で
あ
り
、
ま
た
自
動
車
の
ド
ア
を
開
く
こ
と
も
な

か
っ
た
。

三
　
そ
う
す
る
う
ち
、
Ｖ
は
、
甲
の
手
を
振
り
ほ
ど
き
、
道
路
を
横
切
っ

て
逃
げ
、
横
断
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
空
き
地
に
逃
げ
込
ん
だ
。
甲
は
、

Ｖ
を
追
い
か
け
て
道
路
を
横
断
し
、
空
き
地
内
で
ま
た
も
や
Ｖ
の
腕
や

服
を
掴
み
、
自
動
車
の
方
に
引
っ
張
ろ
う
と
し
た
も
の
の
、
Ｖ
が
強
く

抵
抗
し
た
た
め
、
も
み
合
い
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
甲
は
、
強
制
性
交
の

意
思
は
失
っ
た
が
、
Ｖ
が
強
い
抵
抗
を
続
け
る
こ
と
に
激
高
し
て
、
Ｖ

の
顔
面
を
殴
打
し
て
路
上
に
倒
し
た
上
、
空
き
地
内
に
落
ち
て
い
た
ブ

ロ
ッ
ク
片
を
拾
い
、｢

ふ
ざ
け
る
な
。
こ
の
野
郎
。｣

と
叫
び
な
が
ら
、

Ｖ
の
頭
部
を
そ
の
ブ
ロ
ッ
ク
片
で
力
任
せ
に
数
回
殴
り
つ
け
た
が
、
こ

の
と
き
甲
に
殺
意
ま
で
は
な
か
っ
た
。
甲
が
、
さ
ら
に
ブ
ロ
ッ
ク
片
で

Ｖ
の
頭
部
付
近
を
殴
ろ
う
と
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
片
を
振
り
上
げ
た
際
、
街

灯
で
照
ら
さ
れ
た
Ｖ
の
顔
を
見
る
と
、
急
に
紫
色
に
変
色
し
始
め
て
い

た
の
で
、
甲
は
、
恐
ろ
し
く
な
っ
て
自
車
の
運
転
席
に
戻
り
、
車
を
発

進
さ
せ
て
現
場
か
ら
逃
走
し
た
。

四
　
Ｖ
は
、
約
十
分
間
、
上
記
空
き
地
に
倒
れ
て
い
た
が
、
通
行
人
が
見

つ
け
て
Ｖ
が
一
見
し
て
頭
部
に
怪
我
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
一
九

番
通
報
を
し
た
。
間
も
な
く
、
救
急
車
が
現
場
に
到
着
し
、
救
急
隊
員

ら
は
Ｖ
を
救
急
車
で
Ｈ
病
院
に
搬
送
し
た
。
Ｈ
病
院
の
当
直
医
は
、
救

急
隊
員
を
待
機
さ
せ
た
ま
ま
緊
急
に
診
察
を
行
い
、
重
篤
な
脳
挫
傷
の

た
め
Ｖ
は
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
余
命
二
十
時
間
程
度
だ
が
、
脳
外
科

手
術
が
成
功
す
れ
ば
一
命
を
と
り
と
め
る
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な

い
と
判
断
し
、
設
備
と
人
員
の
整
っ
た
Ｌ
病
院
へ
の
転
送
を
救
急
隊
員

に
指
示
し
た
。
そ
こ
で
、
救
急
隊
員
が
Ｖ
を
救
急
車
で
Ｌ
病
院
に
向
け

て
搬
送
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
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が
困
難
な
状
態
で
四
輪
の
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
丁
が
、
救
急
車
の

サ
イ
レ
ン
の
音
を
聞
き
逃
し
漫
然
と
運
転
を
続
け
て
い
た
た
め
、
交
差

点
に
お
い
て
、
Ｖ
を
乗
せ
た
上
記
救
急
車
に
自
車
を
衝
突
さ
せ
、
救
急

車
が
炎
上
し
た
。
救
急
隊
員
の
う
ち
１
名
は
、
や
け
ど
を
負
い
な
が
ら

Ｖ
を
助
け
出
そ
う
と
し
た
が
、
結
局
、
助
け
出
せ
ず
に
、
Ｖ
は
そ
の
場

で
焼
死
し
た
。

以
上
の
事
例
に
お
け
る
甲
の
罪
責
に
つ
い
て
論
じ
な
さ
い（
特
別
法

違
反
に
つ
い
て
は
触
れ
な
く
て
よ
い
。）。
な
お
、
上
記
の
事
態
が
平
成

三
十
年
で
は
な
く
、
平
成
十
二
年（
危
険
運
転
致
死
傷
罪
新
設
の
前
）に

生
じ
て
い
た
な
ら
ば
、
結
論
は
異
な
る
か
。

（
原
文
の
ま
ま
記
載
）

【
注
記
】

甲
の
罪
責
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
他
の
者
の
刑
事
責
任
を
検
討
す
る
場

合
に
は
、
自
動
車
の
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
る
行
為
等
の
処
罰
に
関

す
る
法
律
二
条
の
罪
は
考
慮
の
対
象
と
し
て
よ
い
。
こ
の
場
合
で
も
、
そ

れ
以
外
の
特
別
法
の
検
討
は
不
要
で
あ
る
。

討
論
会
は
三
人
一
組
で
十
組
が
出
場
し
、
各
チ
ー
ム
一
人
の
立
論
者
が

十
分
以
内
の
論
旨
を
発
表
し
、
他
の
二
人
が
他
の
出
場
チ
ー
ム
や
傍
聴
者

の
質
疑
に
対
し
て
五
分
間
で
応
答
す
る
方
法
で
行
わ
れ
た
。

討
論
に
先
だ
ち
、
日
本
大
学
法
学
会
会
長
で
あ
る
小
田
司
教
授
並
び
に

日
本
大
学
法
曹
会
会
長
有
吉
眞
弁
護
士
の
挨
拶
が
あ
り
、
続
い
て
進
行
の

今
井
勇
太
弁
護
士
か
ら
発
表
の
手
順
と
審
査
基
準（
論
旨
内
容
六
十
点
、

発
表
態
度
十
点
、
質
疑
応
答
内
容
・
態
度
三
十
点
）等
の
説
明
が
な
さ
れ

た
あ
と
討
論
会
が
開
始
さ
れ
た
。

討
論
終
了
後
、
審
査
員
を
代
表
し
て
加
藤
秀
俊
弁
護
士
か
ら
審
査
結
果

の
発
表
が
あ
り
、
続
い
て
奥
山
直
毅
裁
判
官
及
び
飯
塚
晴
久
検
察
官
か
ら

講
評
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
法
曹
会
、
法
学
部
校
友
会

か
ら
優
勝
チ
ー
ム
に
法
曹
杯
・
法
学
部
校
友
会
杯
、
法
曹
会
か
ら
優
勝
、

準
優
勝
、
第
三
位
の
各
チ
ー
ム
に
盾
、
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
副
賞

と
し
て
図
書
カ
ー
ド
が
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
学
部
校
友
会
か
ら
出
場

者
全
員
に
メ
ダ
ル
及
び
図
書
カ
ー
ド
、
優
秀
質
問
者
に
は
法
学
部
校
友
会

か
ら
図
書
カ
ー
ド
が
そ
れ
ぞ
れ
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
出
場
者
全
員
に
法

学
部
並
び
に
法
学
部
校
友
会
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
記
念
品
を
贈
呈
し
た
。

な
お
、
法
律
討
論
会
終
了
後
、
本
館
地
下
の
学
食
に
お
い
て
出
場
者
・

関
係
者
全
員
に
よ
る
懇
親
会
が
開
催
さ
れ
た
。

成
績
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。（
括
弧
内
は
学
科
・
学
年
）

優
　
勝（
第
一
組
）

今
井
　
綾
香（
法
律
四
年
）・
小
林
　
一
樹（
法
律
四
年
）

高
橋
　
　
毅（
法
律
四
年
）
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準
優
勝（
第
八
組
）

武
智
　
　
舞（
法
律
四
年
）・
小
坂
　
修
人（
法
律
四
年
）

古
野
間
夏
樹（
法
律
四
年
）

第
三
位（
第
十
組
）

樋
泉
　
幸
人（
法
律
三
年
）・
寺
島
　
優
紀（
法
律
三
年
）

横
山
奈
保
子（
法
律
三
年
）

参
加
賞（
順
不
同
）

今
井
　
綾
香（
法
律
四
年
）・
小
林
　
一
樹（
法
律
四
年
）

高
橋
　
　
毅（
法
律
四
年
）・
岡
　
　
拓
哉（
法
律
三
年
）

中
村
健
太
郎（
法
律
三
年
）・
中
屋
　
一
希（
法
律
三
年
）

萩
原
　
拓
海（
法
律
四
年
）・
梶
原
　
大
暉（
法
律
三
年
）

佐
々
木
百
華（
法
律
三
年
）・
藤
田
　
蘭
丸（
法
律
二
年
）

二
瓶
　
真
和（
法
律
二
年
）・
佐
々
木
　
樂（
法
律
二
年
）

鹿
島
　
信
一（
法
律
三
年
）・
小
神
　
　
陸（
法
律
三
年
）

荻
野
礼
二
郎（
経
営
法
三
年
）・
清
水
　
　
翔（
法
律
二
年
）

佐
伯
　
直
哉（
法
律
二
年
）・
飯
田
　
武
尊（
法
律
二
年
）

池
田
　
穂
風（
法
律
一
年
）・
福
西
　
宏
斗（
法
律
一
年
）

西
川
　
直
杜（
法
律
一
年
）・
武
智
　
　
舞（
法
律
三
年
）

小
坂
　
修
人（
法
律
三
年
）・
古
野
間
夏
樹（
法
律
三
年
）

宮
下
カ
ン
ナ（
法
律
三
年
）・
米
山
　
優
香（
法
律
三
年
）

香
川
　
莉
穂（
法
律
三
年
）・
樋
泉
　
幸
人（
法
律
三
年
）

寺
島
　
優
紀（
経
営
法
三
年
）・
横
山
奈
保
子（
法
律
三
年
）

優
秀
質
問
賞（
五
十
音
順
）

今
井
　
綾
香（
法
律
四
年
）・
臼
杵
裕
佳
子（
法
律
三
年
）

佐
々
木
百
華（
法
律
三
年
）・
成
政
　
優
太（
法
律
三
年
）

渡
邉
　
結
有（
卒
業
生
）

校
友
会
会
長
賞（
五
十
音
順
）

池
田
　
穂
風（
法
律
一
年
）・
大
沼
　
光
貴（
法
科
大
学
院
二
年
）

熊
谷
　
紘
祐（
法
律
二
年
）・
近
藤
　
美
音（
法
律
一
年
）

齋
藤
　
大
地（
法
律
一
年
）・
佐
伯
　
直
哉（
法
律
二
年
）

成
政
　
優
太（
法
律
三
年
）・
二
瓶
　
真
和（
法
律
二
年
）

福
西
　
宏
斗（
法
律
一
年
）・
藤
田
　
蘭
丸（
法
律
二
年
）

平
成
三
十
年
度
国
家
試
験
合
格
者

◆
司
法
試
験
予
備
試
験
　
一
名

高
倉
　
久
弥（
平
成
二
十
二
・
法
律
学
科
卒
業
）

◆
司
法
書
士
試
験
　
二
名

遠
藤
　
卓
哉（
平
成
二
十
三
・
法
律
学
科
卒
業
）

西
出
　
雄
一（
平
成
二
十
二
・
大
学
院
法
学
研
究
科
修
了
）

◆
弁
理
士
試
験
　
一
名

田
尻
　
博
照（
平
成
二
十
六
・
法
律
学
科
卒
業
）
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◆
税
理
士
試
験
　
二
名

内
田
　
亘
亮（
大
学
院
法
学
研
究
科
二
年
在
籍
中
）

村
上
　
留
理（
大
学
院
法
学
研
究
科
二
年
在
籍
中
）

◆
公
認
会
計
士
試
験
　
十
名

熊
井
　
健
太（
経
営
法
学
科
三
年
在
籍
中
）

秋
山
　
采
花（
法
律
学
科
四
年
在
籍
中
）

早
野
　
裕
紀（
経
営
法
学
科
四
年
在
籍
中
）

永
田
　
洋
介（
平
成
三
十
・
法
律
学
科
卒
業
）

新
見
　
優
人（
平
成
二
十
八
・
経
営
法
学
科
卒
業
）

田
地
　
秀
章（
平
成
二
十
五
・
政
治
経
済
学
科
卒
業
）

矢
野
　
祐
一（
平
成
二
十
四
・
経
営
法
学
科
卒
業
）

中
川
　
翔
太（
平
成
二
十
二
・
政
治
経
済
学
科
卒
業
）

中
屋
敷
美
沙（
平
成
二
十
・
政
治
経
済
学
科
卒
業
）

飯
野
　
良
介（
平
成
十
九
・
管
理
行
政
学
科
卒
業
）

◆
社
会
保
険
労
務
士
試
験
　
一
名

川
田
　
慧
大（
政
治
経
済
学
科
四
年
在
籍
中
）

（
平
成
三
十
一
年
一
月
末
日
判
明
分
）
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